


平成２４年度行政評価　事務事業評価一覧（２次評価結果）

※　各評価項目は，１～５の５段階で評価 ※　ランク：A:27～30　　B:22～26　　C:17～21　　D:12～16　　E:6～11

単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明
単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

助成券交
付数(水
痘等)

枚 1,302 861 860

事業開始か
ら7年経過し
標準的な接
種年齢の人
が申請する
ため交付件
数が一定し
てきている。

H
2
2

22,994  
接種件数
(水痘等） 件 889 752 720

H17～　 事
業開始。

申請件数
（ヒブ等） 人 2,853 1,918 1,860

事業開始か
ら2年経過し
標準的な接
種年齢の人
が申請する
状況になっ
ている。

H
2
3

90,865  
接種延数
（ヒブ等） 件 2,220 6,502 5,240

H23.1～ 事
業開始。

H
2
4

70,182  

補助券交
付人数 人 498 482 500

年間の母子
健康手帳交
付人数（<受
診対象者
数：転入・転
出等で対象
者数は多く
なる。>）

H
2
2

81,635  
助成券利
用枚数
（延べ）

枚 5,173 6,755 7,000

一人当たり
の平均利用
枚数は増加
している

H
2
3

76,857  
妊娠11周
以内の届
出

％ 89 89 90
妊娠の早期
届出につな
がっている

H
2
4

80,288  

延べ訪問
件数 件 62 52 50

低出生体重
児の訪問，
面接件数を
含めた件数

H
2
2

11,726
訪問達成
率 ％ 100 100 100

全件，訪問
又は面接を
行っている。

H
2
3

27,827

H
2
4

29,072

申請件数 件 19 32 25
申請件数は
ばらつきが
ある。

H
2
2

133,421
助成決定
件数 件 19 32 25

治療費は，
助成限度額
を超える場
合が殆どで
経済的負担
の軽減につ
ながってい
る。

H
2
3

132,250 助成額 円 1,808,740 3,508,620 2,250,000

限度額を超
えている場
合がほとん
どである

H
2
4

119,072 妊娠件数 件 10 11 10

申請後に，
母子健康手
帳交付した
件数

4

施
策
番
号

1

2

3

有

4
内
容
の
改
善

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

6
成
果
の
向
上

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

1
0
効
果
の
検
証

（
行
政
評
価

）

拡大・縮小 改善の必要性

有

1
6
受
益
と
負
担
の
適
正
化

4,232
市
民

・
広
島
県
不
妊
治
療
費
助
成
事
業
を
決
定
さ
れ
た
者

・
市
税
等
を
滞
納
し
て
い
な
い
世
帯

対象者が特定不
妊治療に要した
費用のうち1回15
万円を上限とし
初年度は年3回
まで，次年度目
以降は年2回を
上限に，通算5年
間助成（通算10
回を超えない）す
る。

特定不妊治療
は，経済的負担
や精神的負担が
大きいため治療
費を助成するこ
とで負担軽減を
図る。また，子ど
もを産みやすい
環境を確保し，
子育て支援の充
実を図る。

上限額等の要綱
改正を行い，広
報・ホームページ
等で周知を図っ
た。

37,045

1,447

H23年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

78,235

19

(

1

)

安
心
し
て
産
み
育
て
る
こ
と
の
で
き
る
環
境
づ
く
り

第
１
 
こ
ど
も

１
子
育
て

毎月，出生届に
より出生体重を
把握し，早期の
訪問につながる
ようにしている。
未熟児養育医療
の対象者の場合
は，入院中から
家族や医療機関
と連絡をとり，早
期からの支援を
行う。

未熟児養育医療申請児につ
いては，早期から家族や医
療機関と連絡・調整が図れ，
退院後早期に訪問ができ支
援につながっている。その他
のハイリスク児については，
乳児家庭全戸訪問事業で連
絡・訪問した際に確認し保健
師により継続訪問を行って
いる。

未熟児は，生理的に未熟で
あり疾病にも罹患しやすく，
心身の障害を残すことも多
いため，保健師や助産師，
看護師が訪問指導を行い，
心身ともに健康な発育発達
の援助を行う。（平成１７年
度から県からの事務権限移
譲により三次市が実施）

未熟児
訪問事
業

健
康
推
進
課

所
管

健
康
推
進
課

健
康
推
進
課

無
継
続

子どもを産
みやすい環
境を整備す
ることで，少
子化対策と
なる。制度
の周知をよ
り一層図る
とともに，関
係機関と連
携し，子ど
もを産みや
すい環境の
整備に努め
る。

継
続

特定不妊治療
は1回につき
平均50万円前
後の経費がか
かり，経済的
負担が大きい
ため，県制度
への上乗せと
して実施する
ことは，少子
化対策として
有効である。
経済的理由に
より治療や子
どもをもつこと
を断念するこ
とがないよう
に，事業の継
続と充実が必
要である。

27 A 継
続

継
続5

不妊症
で悩む
夫婦は
10組に1
組といわ
れ，高額
な治療
費がか
かるため
ニーズ
は高く，
少子化
問題の
施策とし
て有効
である。

5

県制度
申請時
に市の
制度を
紹介して
もらうこ
とで，続
いて申
請される
人がほと
んどであ
る。今後
も申請
者の増
加にあ
わせ，対
応できる
ようにす
る。

5

助成事
業であ
り，コスト
面での
削減余
地は小さ
い。事務
手続き等
は，効率
化・簡素
化に努
めてい
く。

4

県制度
の上乗
せ事業
である
が，少子
化対策
の一つと
して関与
していく
ことが重
要であ
る。個人
情報保
護のた
め市の
関与が
必要。

5

特定不妊治
療費は高額
であり，対
象者の経済
的負担の軽
減につなが
る。

3

県の決定
の日から起
算して1か
月以内に
市への申
請をする，
1回15万円
を上限に引
上げたこと
により，経
済的負担
の軽減が
図れるよう
にしたが，
さらなる自
己負担額
が生じてい
る。制度の
周知をより
一層図る
必要があ
る。

広島県の助成制度申請時に
三次市の制度の案内をして
もらうことにより事業周知を
徹底し制度の活用を推進す
る。

平成19年度から，不妊症の
ため子どもをもつことができ
ない夫婦が受ける不妊治療
のうち，体外受精及び顕微
授精（特定不妊治療）に要す
る費用を助成している。
広島県不妊治療費助成事
業の上乗せ事業で，平成23
年度から，1回の限度額を10
万円から15万円に引き上
げ，初年度の助成回数を年
2回から年3回までとし，次年
度目以降は年2回を上限に，
通算5年間助成（通算10回を
超えない）に改正している。

不妊治
療費助
成事業

健
康
推
進
課

無
継
続

妊娠・出
産・育児に
関わる関係
機関の連
携強化によ
り，支援を
必要とする
家庭の早
期把握や
適切な支援
につなが
る。

継
続

育児に関する
不安や課題が
多様化する
中，早期に家
庭訪問による
個別指導を行
うことの意義
は大きい。特
に低体重で産
まれた場合，
母子ともに身
体的・精神的
負担が大きく，
訪問により母
子の健康状態
や養育環境等
を把握し適切
なサービス提
供へつなぎ，
家族支援や発
達支援を効果
的に継続して
いく必要があ
る。

27 A 継
続

継
続4

育児に
関する
不安や
課題は
多様化し
ており，
個々に
対する
具体的
かつ丁
寧な相
談や指
導への
ニーズ
が高い。

5

育児に
関する
不安や
課題は
多様化し
ており，
個々に
対する
具体的
かつ丁
寧な相
談や指
導への
ニーズ
が高い。

5

コストは
人件費
のみであ
り，削減
の余地
がない。

4

早期に
対象者
を把握
ができ，
家族を
含めた
支援や
指導が
可能で
あり，健
診・相談
や子育
て支援
サービス
に円滑
につなげ
ることが
できる。

5

対象者の早
期把握に努
め，全件訪
問を行い養
育支援を
行ってい
る。

4

訪問指導
の内容を
質の高いも
のとし，経
過を追った
発達支援
につなげて
いく必要が
ある。

市
民

（
未
熟
児
・
低
出
生
体
重
児
と
そ
の
家
族

）

訪問により養育
指導や相談，子
育てに関する情
報提供等を行
う。

未熟児・低出生
体重児の健やか
な発育と発達を
促し，その家族
の育児不安の解
消を図る。

17

(

1

)

安
心
し
て
産
み
育
て
る
こ
と
の
で
き
る
環
境
づ
く
り

第
１
 
こ
ど
も

１
子
育
て

無
継
続

健診受診，
妊婦の健
康管理につ
ながってい
るが，広島
県補助金
の終了も予
定されてお
り，事業効
果の再検
証が必要で
ある。

継
続

妊婦健診にか
かる費用助成
により，妊婦
の健康管理の
充実及び経済
的負担を軽減
し，安心安全
な出産につな
がっている。
全額自己負担
の健診費用を
助成すること
で妊婦の健康
管理の向上に
大きく貢献して
いると考えら
れ継続実施が
必要である。

29 A 継
続

継
続5

少子化
対策の
一つとし
て妊娠
期の経
済的負
担を軽
減するこ
とは有効
と考え
る。補助
券の枚
数が増
えたこと
により，
健診に
行く機会
を確保で
きるた
め，社会
的ニー
ズは高
いといえ
る。

5

安心して
健診を
受けるこ
とができ
るため，
市民の
ニーズ
は高く継
続を望
む声が
多い。

5

事業費
は，健診
にかかる
委託料・
審査手
数料であ
り，コスト
削減は
見込めな
い。

5

母子健
康手帳
交付時
から継
続した母
子との関
わりを持
つことが
できるこ
とや個人
情報保
護の観
点から
も，市が
行うこと
が妥当。

5

母子健康手
帳交付時に
説明し，妊
娠初期より
補助券を利
用して健診
を受けるこ
とができ経
済的負担の
軽減が図ら
れる。定期
健診を受け
ることで，異
常の早期発
見につなが
るとともに，
妊婦自身の
健康管理に
役立てるこ
とができる。

4

妊娠初期
からの受診
状況の把
握に役立っ
ている。ま
た，補助券
の枚数を
拡大したこ
とで，受診
しやすい状
況にある。市

民

（
妊
婦

）

妊婦一般健康診
査費用を14回分
助成する。（1回
5,300円まで）
妊婦一般健康診
査検査券1回
（10,340円）
子宮頸がん検診
受診券1回
（3,400円），クラ
ミジア検査券1回
（2,100円）

健診費用におけ
る負担の軽減を
行うことで，母子
ともに定期健診
を確実に受け，
安心・安全な出
産を迎えること
ができる。

事業の継続妊婦健診の費用を助成する
ことで経済的負担が軽減さ
れるとともに，妊娠の早期届
出・妊娠期の健康管理の充
実につながっている。
平成23年度からは，ＨＴＬＶ-
1抗体検査，クラミジア検査
を追加し，内容をさらに充実
させた。
今年度末で，広島県妊婦健
康診査支援事業補助金が
終了予定であり，一般財源
の増大が見込まれ予算の確
保と長期的な運用の検討が
必要。

母子健康手帳交付時に，妊
婦一般健康診査補助券等
（母子健康手帳別冊）を交付
することにより，経済的負担
の軽減と母子の健康管理充
実を図る。交付枚数を徐々
に増やし，平成21年度から
全妊婦に対し14回分（1回あ
たり5,300円），子宮頸がん
検診受診券１回を交付して
いる。また，H23年度からは
HTLV-1抗体検査，クラミジ
ア検査の費用助成も実施し
ている。
妊婦一般健康診査補助券
（6回～14回分）とクラミジア
検査は，広島県妊婦健康診
査支援事業補助金の対象と
なっているが平成24年度で
終了予定。

妊婦健
診助成
事業

17

(

1

)

安
心
し
て
産
み
育
て
る
こ
と
の
で
き
る
環
境
づ
く
り

第
１
 
こ
ど
も

１
子
育
て

拡大・縮小 改善の必要性

有

1
6
受
益
と
負
担
の
適
正
化

分

野

大

項

目

開

始

年

度

中

項

目

定量分析

成果指標
活動指標 
単位あたり

コスト

手段の適切さ

事務
事業名

事業概要
今後の課題

（ミッションの達成との関
連）

合
計
点

目的 前年度の対応

１次 総合評価事務
事業
の対
象者
等

手段
ラ
ン
ク

H2
2年
度
評
価

活動指標

２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

H2
3年
度
評
価

市の役割 必要性

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

第
１
 
こ
ど
も

１
子
育
て

(

1

)

安
心
し
て
産
み
育
て
る
こ
と
の
で
き
る
環
境
づ
く
り

次世代を担
う子どもた
ちの健やか
な成長に寄
与してお
り，疾病に
係る発生情
報の提供
や制度の
周知を継続
して行う。
また，低所
得者の接
種率低下を
もたらさな
いよう配慮
しつつ，受
益者負担に
ついて検討
することが
必要であ
る。

継
続

継
続

市が費用助成
を行っている
任意予防接種
は，国の予防
接種部会にお
いて予防接種
法の対象とな
る疾病・ワクチ
ンとして検討さ
れている。同
時に，費用負
担のあり方に
ついても検討
されている。自
治体や被接種
者の経済状態
による差が生
じないよう，公
平かつ将来に
わたり持続的
に行えるよう，
改善を図る必
要がある。

継
続

17

乳幼児
等予防
接種費
助成事
業

次世代を担う子どもたちが
健やかに成長できるよう，病
気の発症予防や重症化を防
止するとともに，保護者の経
済的負担の軽減を図るよう
任意予防接種費用を助成す
る。
①「流行性耳下腺炎・水痘」
（平成17年度から一部助成）
　【助成回数・助成額】流行
性耳下腺炎 １回 6,000円以
内，水痘　1回　8,000円以内
②「ヒブワクチン・小児用肺
炎球菌・子宮頸がん予防ワ
クチン」
　（Ｈ23.1.11～Ｈ25.3.31ま
で，国のワクチン接種緊急
促進事業として全額助成）
　【助成回数・助成額】：ヒブ
4回以内 7,000円以内/回，
小児用肺炎球菌 4回以内
10,000円以内/回，子宮頸が
ん 3回以内 15,500円以内/
回

流行性耳下腺炎・水痘につ
いては，平成17年度から実
施しており，市民に定着して
きている。ヒブ・小児用肺炎
球菌・子宮頸がんは，国の
事業として実施しており24年
度で終了が予定されてい
る。ヒブ・小児用肺炎球菌・
子宮頸がん予防接種は，今
後，定期予防接種化が見込
まれており定期予防接種化
により現行の補助金が廃止
されることが考えられ，市財
政負担が大きく，対象者・助
成回数・助成金額等の見直
しが急がれる。被接種者の
経済的理由により，接種が
左右されることがないよう，
何らかの措置は必要と考え
る。

市
民

①
流
行
性
耳
下
腺
炎
・
水
痘
：
1
歳
か
ら
小
学
校
就
学
前

②
ヒ
ブ
・
小
児
用
肺
炎
球
菌
：
2
か
月
～

5
歳
未
満

③
子
宮
頸
が
ん

中
学

年
生

高
校

年
生
の
女
子

保護者の申請に
より，予防接種
券を交付し，予
防接種券を利用
して接種すること
で費用助成を行
う。

任意予防接種に
かかる費用を助
成することにより
経済的負担の軽
減を図るととも
に，疾病にかか
ることを予防し，
子どもが健やか
に成長すること
を促す。

広報・ホーム
ページ・健診等
の機会を利用し
制度の周知を
図っている。

4

爆発的な流
行や重症化
の事例がな
いため，費
用助成を行
うことでワク
チン接種率
が上がり目
的達成に貢
献している。

4

集団予防
目的の予
防接種は，
接種率を
上げること
で成果が
上がり，重
症化防止
に
つながって
いるか検証
が必要。

3

事業費
は，接種
にかかる
委託料
のためコ
スト削減
は困難。
受益者
負担を求
めること
でコスト
削減の
余地は
あるが，
接種率
の低下を
もたらす
恐れが
ある。

3

市の事
業として
実施す
ることに
より，健
康被害
の場合
の救済
及び費
用助成
による接
種率の
向上，重
症化防
止につ
ながって
いるが，
現行で
は任意
接種に
よるもの
であり，
受益者
負担と併
せ検討
が必要。

4

集団予
防（社会
防衛）と
個人予
防のい
ずれも
主目的と
なってお
り，次世
代を担う
市民の
健康確
保につ
ながる。 5

収入の
少ない
比較的
若い子
育て世
代の経
済的負
担の軽
減となっ
ており，
ニーズ
は高い。

23 B 継
続
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単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明
単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

施
策
番
号

拡大・縮小 改善の必要性H23年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

所
管

拡大・縮小 改善の必要性

分

野

大

項

目

開

始

年

度

中

項

目

定量分析

成果指標
活動指標 
単位あたり

コスト

手段の適切さ

事務
事業名

事業概要
今後の課題

（ミッションの達成との関
連）

合
計
点

目的 前年度の対応

１次 総合評価事務
事業
の対
象者
等

手段
ラ
ン
ク

H2
2年
度
評
価

活動指標

２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

H2
3年
度
評
価

市の役割 必要性

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

訪問件数 件 491 456 450
H24年度　年
間出生数の
見込み

H
2
2

20,652  
全戸訪問
達成率 ％ 99 99 100

出生数に対
する訪問実
施割合

H
2
3

30,239  

H
2
4

30,744  

受給者証
発行数

3,071 4,932 5,000

市内に住所
を有する０～
１５才までの
乳幼児・児
童に対して
発行する受
給者証数。
ただし他の
福祉医療制
度があるた

H
2
2

44,847  
医療費の
公費負担

千円 130,607 135,898 133,000
横ばい傾向
にある。

H
2
3

29,039  

H
2
4

28,093  

延べ利用
件数 件 1,675 1,425 1,550

おおむね安
定した利用
となっている

H
2
2

3,661
延べ利用
時間

時間 8,330 7,459 7,600
おおむね安
定した利用
となっている

会員数 人 1,051 1,049 1,051

H24年度会
員数　提供
会員151人，
依頼会員
819人，両方
会員81人

H
2
3

3,953

H
2
4

3,966

開設日数 日 294 295 293

祝祭日を除く
月曜日から
土曜日まで
常時開設

H
2
2

19,602
延べ利用
人数 人 194 115 150

利用はおお
むね安定し
ている。

H
2
3

19,403 　

H
2
4

20,340

5

6

7

有

6
成
果
の
向
上

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

2
市
民
と
行
政
の
協
働
と
連
携

有

6
成
果
の
向
上

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

6
成
果
の
向
上

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

6
成
果
の
向
上

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

継
続

社会的ニー
ズや子育て
環境の充
実の面から
も継続して
いく必要が
ある。また，
今後の見
通しを踏ま
え，ニーズ
に応じた
サービス内
容の見直し
も必要であ
る。

継
続

社会的ニー
ズ・市民ニー
ズからも継続
実施は必要。
ただし，国庫
補助対象事業
であり，将来を
見通した運営
の検討も必
要。

23 B 継
続

継
続4

病気回
復期に
は通常
保育が
受けられ
ないこと
から，社
会的
ニーズ
は高い。
安心して
子育て
ができる
環境づく
りの面か
らも重要
な役割を
果たして
いる。

4

他に同
様の
サービス
を実施
する施
設・機関
もなく，
市民
ニーズ
は高い。

4

専任ス
タッフ常
時配置
により，
人件費
はかかる
が必要
な措置で
ある。

4

専門性，
公共性，
利用料
の減免
等の面
から市
の関与
が望まし
いが、将
来的に
は民間
委託等
について
も検討
の余地
あり。

4

保護者が安
心して働き
続ける環境
づくりという
観点から概
ね目的に合
致している。

3

複数の受
け入れ体
制など，成
果向上の
余地は少
なからずあ
る。

(結果) 継続　将
来を見通した運
営を検討し事業
を継続　(対応)専
任の職員を配置
し,受け入れ態勢
を確保。

5,724

市
民

（
0
歳
児
～

小
学
校
3
年
生
ま
で
の
子
ど
も
　
保
護
者
が

子
育
て
サ
ポ
ー

ト
会
員
で
あ
る
こ
と

）

看護師資格を持
つ職員及び保育
士資格を持つ職
員を配置し,病気
の回復期にある
子どもの看護・
保育を行う。

保護者の子育て
と就労の両立支
援及び児童の健
全育成を目的と
する。

病気の回復期にあって,集団
保育が困難であり,保護者が
病気・仕事・冠婚葬祭等の
理由により家庭で保育でき
ない場合に,その児童の保育
及び看護を行う。
・開設時間　8時～18時
・利用定員　4名
・対象年齢　0歳～小学校3
年生
・利用料　　2,000円（減免制
度あり）
・その他　　子育てサポート
事業会員登録が必要

利用促進のため，病院等の
窓口へ案内チラシを設置し，
制度の周知を行う。
病後児保育室は酒屋保育
所内に設置されており，平成
２６年度以降の酒屋保育所
の民間委託までに，病児保
育の実施を含め事業の実施
方法について検討する必要
がある。

育
児
支
援
課

病後児
保育事
業

16

第
１
 
こ
ど
も

8

１
子
育
て

(

2

)

子
育
て
と
仕
事
が
両
立
で
き
る
環
境
づ
く
り

無
継
続

市民のニー
ズ及び成果
があるた
め，継続し
て事業を実
施する。今
後はニーズ
に応じた
サービス内
容の見直し
や制度の
運営を民間
委託等市
民の力を活
用する方向
で検討を行
う。

継
続

子育て家庭の
ニーズも高く，
また一定の成
果も確認でき
ることから継
続実施と判断
する。

4

核家族
化，共働
き世帯
の増加
に伴い，
身近に
援助者
のいない
家庭は
増加して
いる。保
護者の
就労保
障，児童
の健全
育成の
ためにも
地域全
体で子
育てを行
う地域づ
くりは重
要とな
る。

4

市民
ニーズ
は高い。
特に市
街地の
ニーズ
が高い
が，周辺
部での
利用も
広がりつ
つある。

4

経済的
負担の
大きい子
育て期に
おける利
用料の
助成は，
目的達
成のた
めにも必
要であ
る。ま
た，提供
者（まか
せて会
員）の報
償額に
ついては
他市と比
較しても
適当であ
る。

2

利用料
金の一
部を市
が助成し
ており，
経済的
負担軽
減の面
での効
果はあ
る。また
子育て
家庭の
抱える問
題を早
期発見
し，関係
機関と連
携し対応
していく
ケースも
あり専門
性及び
公共性
も高い。
今後，民
間委託
に向け

5

相互支援活
動のみなら
ず，会員組
織育成の取
り組みを実
施する中で
会員間の信
頼関係も深
まっており，
保護者の就
労支援・児
童の健全育
成に成果を
発揮してい
る。

4

提供者（ま
かせて会
員）の確保
など，効果
的な普及
啓発活動
を行うこと
でさらなる
成果の向
上を図る。

(結果)継続　会
員双方のバラン
スがとれるよう制
度の周知を行
う。(対応)事業に
対するニーズは
高まっており，よ
り充実した活動
が行えるよう講
習会の機会を増
やし提供者（ま
かせて会員）の
増加に努める。

5,633

市
民

（
0
歳
～

小
学
校
6
年
生
ま
で
の
子
ど
も
の
保
護
者
・
及

び
子
育
て
の
援
助
が
し
た
い
人

）

子育ての援助を
行う提供者（まか
せて会員）と子
育ての援助を受
けたい依頼者
（お願い会員）が
それぞれ会員登
録し,事務局（市
のアドバイザー）
の仲介を受けて
子育ての相互援
助活動を行う。

子育てに関する
協力者のいない
保護者の不安を
解消し，安心して
子どもを生み育
てられる環境づく
りを行う。また，
提供会員にとっ
てもボランティア
精神を生かした
社会貢献の場を
創造することへと
つなげる。

子育ての援助を行う提供者
（まかせて会員）と子育ての
援助を受けたい依頼者（お
願い会員）が，サポート事業
会員登録の上で事務局（市
のアドバイザー）の仲介によ
り相互援助活動を行う。子育
て中の保護者のリフレッシュ
のため,また緊急時に一時的
に子どもを預かる場を確保
することで,子育てに対する
協力者のいない家庭を支援
する。

核家族やひとり親家庭の増
加に伴い,子育て環境も年々
変化しサポート事業への
ニーズは高まっている。子ど
もを預けたくても預ける場所
のない保護者のニーズに対
応するため,さらにより多くの
市民へ啓発活動を継続的に
行っていく必要がある。

育
児
支
援
課

子育て
サポー
ト事業

16

28 A 継
続

継
続

第
１
 
こ
ど
も

１
子
育
て

(

1

)

安
心
し
て
産
み
育
て
る
こ
と
の
で
き
る
環
境
づ
く
り

無
継
続

子育てに係
る保護者の
負担軽減
の観点から
継続して実
施する必要
がある。今
後は子育て
世代のニー
ズ調査や事
業の検証を
行い，ブ
ラッシュアッ
プを図る必
要がある。

継
続

制度としては
充実したもの
になっており
県内でも先進
的に子どもの
医療制度の充
実に取り組ん
でいる。引き
続き市広報お
よび母子手帳
交付などの機
会を使って制
度の理解・周
知を図る必要
がある。

5

三次市
の制度
は次世
代育成
支援に
基づい
たもので
あり，社
会的
ニーズを
充分反
映したも
のといえ
る。 5

乳幼児・
児童は
医療機
関にか
かること
が多い
ため，保
護者に
とって一
定の自
己負担
額で受
診できる
ニーズ
は高い。

4

平成19
年度4月
より運用
している
新基幹
業務シス
テムによ
り，現在
の交付
申請事
務のあり
方ではコ
ストの削
減余地
は小さ
い。現在
の運用
方法及
び受給
者証の
仕様を大
幅に変
更するな
どをすれ
ば，余地
はある。

5

他の医
療制度
や社会
保障制
度との関
係から
市でなけ
ればでき
ない事
業であ
る。

4

市広報およ
び母子手帳
交付などの
機会を使っ
て制度の情
報提供を
行ってい
る。証の発
行数から見
ても，市内
の乳幼児・
児童の医療
費受給者証
申請率は高
い。
子育てに係
る負担の軽
減を図り，
目的達成へ
の貢献度は
大きい。

5

乳幼児・児
童にかかる
医療費公
費負担（一
部負担金
を除く）は
子育てをす
る家庭の
経済的負
担を軽減し
ている。

継続
市広報や母子手
帳の交付などの
機会を利用し，
制度の情報提供
を行い周知す
る。

143,219

三
次
市
内
に
住
所
を
置
く
乳
幼
児
・
児
童

（
０
歳
児
か
ら
中
学

校
３
年
生
修
了
ま
で

）
に
対
し
て

。

現物給付：医療
費を医療機関等
の窓口で支払う
時に，三次市が
発行する受給者
証を提示すれ
ば，一部負担金
を除く自己負担
分について支払
う必要がない。
現金給付：県外
等で受診した場
合，受給者証が
使えないため，
その場合一旦支
払った自己負担
分については，
償還払い申請に
より，一部負担
金を除く額につ
いて返還する。

医療機関等での
受診時にかかる
医療費のうち，
自己負担分３割
（６歳児までは２
割）について，三
次市が負担する
ことによって子育
て世代の経済的
な負担軽減を図
り，子育て環境
の充実を図る。
（ただし，一部負
担金および入院
時にかかる食費
等を除く）

三次市内に住所を置く乳幼
児および児童（0歳児から中
学校3年生修了まで）に対し
て，保険診療の自己負担分
から一部負担金額を除いた
額を助成する。一部負担金
は500円／日。（1ｹ月あたり
１医療機関において入院14
日まで，通院4日まで）
対象者は平成16年10月より
小学校3年生修了まで，平成
17年4月より小学校6年生修
了まで拡大。乳幼児医療に
ついて所得制限を廃止しし
た。また平成20年9月より，
対象を中学校3年生修了ま
で拡大した。
事務事業は，窓口における
申請の受理・審査および受
給者証の発行・発送，償還
払いの申請受理・審査およ
び返還手続き，
医療費および手数料の支払
い。
市民生活課・各支所窓口に
おいても申請書を受付し，平
成19年4月より支所において
受給者証の即時交付を実

安心して産み育てることがで
きる環境づくりの基盤整備と
して，乳幼児医療費助成制
度は子育てに係る経済的な
負担や医療費負担時の不
安感の軽減に大きく寄与し
ており十分な役割を果たして
いるものと考える。
対象年齢，自己負担金等を
考えた場合これ以上の制度
の拡大は必要なく，今後は
受診率や医療費の適正化
の面で乳幼児公費負担制度
が果たしている役割の広報・
普及に努めていく必要があ
るものと考える。

育
児
支
援
課

乳幼児
等医療
費助成
事業

16

23 B 継
続

継
続

28 A 継
続

継
続

第
１
 
こ
ど
も

１
子
育
て

(

1

)

安
心
し
て
産
み
育
て
る
こ
と
の
で
き
る
環
境
づ
く
り

無
継
続

妊娠・出
産・育児に
関わる関係
機関の連
携強化によ
り，支援を
必要とする
家庭の早
期把握や
適切な支援
につなが
る。
また，地域
の団体等と
も連携し，
育児不安を
抱える家庭
に関わる機
会を持ち，
相談しやす
い体制を整
備すること
が必要であ
る。

継
続

育児に対する
不安や課題が
多様化する
中，出産後早
期に訪問によ
る個別相談・
指導を行うこと
の意義は大き
い。母子の健
康状態や養育
環境の把握を
行うことで適
切なサービス
提供へつなげ
ることができ，
家庭支援や発
達支援を効果
的に実施でき
る。

5

核家族
やひとり
親家庭
の増加
や育児
に関する
不安や
課題は
多様化し
ており，
個々に
対する
具体的
で丁寧
な相談
や支援
が求め
られてい
る。

5

育児に
関する
不安や
課題は
多様化し
ており，
個々の
対する
不安や
課題は
多様化し
ており，
個々に
対する
具体的
かつ丁
寧な相
談支援と
しての
ニーズ
が高い。

5

コストは
人件費
のみであ
り，削減
の余地
がない。

4

早期か
ら家庭
状況を
把握し，
健診，相
談，予防
接種等
の母子
保健事
業や子
育て支
援サー
ビスに円
滑につ
なげるこ
とができ
る。ま
た，個人
情報の
観点か
ら市が
行うこと
が望まし
い。

5

対象者への
全戸訪問に
努め，支援
が必要な家
庭に対して
は適切な
サービス提
供につなげ
ている。

4

家庭と地域
との連携を
図るための
働きかけを
さらに充実
させていく
必要があ
る。

母子健康手帳交
付時やマタニティ
スクールに事業
の周知を図り，
訪問の受け入れ
も良くなってい
る。

13,789

市
民

（
生
後
４
か
月
ま
で
の
乳
児
と
そ
の
家
族

）

生後４か月まで
に全戸訪問を実
施し，養育指導
や相談，子育て
に関する情報提
供等を行う。

支援が必要な家
庭に対し，適切
なサービス提供
につなげ，乳児
の健全な育成環
境の確保を図
る。

生後４か月までの乳児がい
る全ての家庭を保健師，助
産師，看護師が訪問し，
様々な不安や悩みを聞き，
子育て支援に関する情報提
供等を行うとともに，親子の
心身の状況や養育環境など
の把握や助言を行う。支援
が必要な家庭に対しては，
関係機関との連携により適
切なサービス提供につなげ
る。また，母子保健法に基づ
く新生児訪問指導を併せて
実施することで，乳児の発達
確認と課題の早期発見によ
り・早期支援や乳児家庭の
孤立化防止及び健全な育成
環境の確保を図るものであ
る。

住民基本台帳から対象者を
把握し，案内文書送付，電
話連絡等により訪問を実施
している。連絡のとれない家
庭には直接訪問を行い，全
戸訪問に努めている。事業
を効果的に進めるために
は，対象者に事業の趣旨と
内容について理解してもらう
ことが必要不可欠であり，母
子健康手帳交付等の機会を
活用して今後とも本事業の
積極的な周知を図り，全戸
訪問を目指していく必要があ
る。
子育ての不安やさまざまな
課題を抱える養育支援を必
要とする家庭は増加してき
ており，関係機関との連携に
よる孤立化や児童虐待防止
の支援を行う必要がある。
地域の中で子どもが健やか
に育成できる環境整備を図
るため，母子保健推進員や
民生児童委員等関係機関と
の協力も密にしていく必要が
ある。

健
康
推
進
課

乳児家
庭全戸
訪問事
業

16
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単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明
単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

施
策
番
号

拡大・縮小 改善の必要性H23年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

所
管

拡大・縮小 改善の必要性

分

野

大

項

目

開

始

年

度

中

項

目

定量分析

成果指標
活動指標 
単位あたり

コスト

手段の適切さ

事務
事業名

事業概要
今後の課題

（ミッションの達成との関
連）

合
計
点

目的 前年度の対応

１次 総合評価事務
事業
の対
象者
等

手段
ラ
ン
ク

H2
2年
度
評
価

活動指標

２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

H2
3年
度
評
価

市の役割 必要性

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

児童家庭
相談件数 件 260 155 180

１回の相談
等で終結す
るケースは
少なく，複数
回の対応を
行っている。

H
2
2

102,173  
虐待ケー
ス立ち上
げ数

件 60 74 80
増加傾向に
ある。

関係機関
等会議開
催数

回 49 53 50

ケース会議
等関係機関
の連携によ
り効果的な
支援を個別
に行う。

H
2
3

73,639  

H
2
4

61,433  

開設日数 日 238 222 200 実開設日数

H
2
2

117,630  
延べ利用
人数 人 2,079 2,263 2,100

親子教室、
親子分離教
室、プールr
教室、相談、
保育所支援

H
2
3

170,734  

H
2
4

107,905  

適用児童
数（認可
及び幼稚
園）

人 56 72 70

保育料軽減
補助が適用
される児童
数

H
2
2

208,429

認可保育
所　減額
となった1
人当りの
保育料

円 12,991 13,128 13,345

（認可保育
所）減額と
なった保育
料（月額）／
適用児童人
数

適用児童
数（認可） 人 321 335 310

無料化が適
用される児
童数

H
2
3

194,833
無料化に
よる影響
額

千円 56,028 51,239 48,725
軽減した保
育料総額

H
2
4

207,771

整備面積 ha 2 2 5
当該年度の
整備面積

H
2
2

41,507,000
野球教室
参加者・
見学者

人 3,800 3,250 3,250

野球教室、
テニス大会
等参加者・
見学者

三次市出
身のプロ
野球選手
による少
年野球教
室

回 1 1 1

プロ野球選
手による少
年野球教室
開催数

H
2
3

26,506,000 来園者 人 151,029 158,832 170,000
運動公園へ
の来園者数

指定管理
者による
企画イベ
ント

回 16 16 16

テニス大会、
親子テニス
大会、ジュニ
アテニス交
流会等

H
2
4

9,308,240

9

10

11

有

6
成
果
の
向
上

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

6
成
果
の
向
上

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

4
内
容
の
改
善

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

1
4
職
員
の
人
材
活
用
と
育
成

25 B 継
続

継
続

有

6
成
果
の
向
上

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

継
続

施設整備に
ついては，
遊具整備で
ほぼ完了す
ることとな
り，今後
は，利活用
の促進を積
極的に図る
必要があ
る。

継
続

いこいの広場
の大型遊具を
完成させるこ
とで，施設の
魅力は向上す
る。東屋設置
や，園路設置
で親世代の交
流の場として
さらに活用さ
れることが期
待できる。さら
には，周辺の
観光施設の相
乗効果で魅力
がアップし，市
内外からの観
光客の誘致を
図れる。

5

県北の
スポー
ツ・レクリ
エーショ
ンの拠
点施設と
しても。
災害地
の避難
所等多
目的な
利用が
可能。

5

住民アン
ケートに
よるニー
ズはき
わめて
高い

4

利用料
金の増
加による
コスト削
減の検
討余地
がある。

5

運動公
園整備
事業は
都市公
園法に
基づき
行うもの
である。
維持管
理につ
いては
指定管
理者の
管理に
よる。

5

県北のス
ポーツ・レク
リエーション
の拠点施設
として、また
県内外から
の利用者が
増加してい
る。

1

高速航路
のＩＣチェン
ジ近くと、
立地条件も
よく、さらな
る取り組み
により、より
成果向上
の可能性
がある。プ
ロ野球開
催により宣
伝効果を
活用する。

様々な用途に対
応するべく，多目
的広場を整備し
た。園内には，
健康遊具を配置
し，健康づくりの
場としても活用で
きるものとした。

53,012

市
民
・
広
島
県
北
部
の
ス
ポ
ー

ツ
愛
好
家
・
フ

ァ
ミ
リ
ー

層
・

近
隣
施
設
利
用
者

①利用者の利便
性の向上やシン
ボル性を持った
施設整備
②広域的な利活
用（定期的な各
種スポーツ教室
の開催，大会・プ
ロスポーツ競技
の開催，誘致及
び県内外からの
合宿利用の促進
など）

スポーツ人口の
増加及び競技レ
ベルの向上，市
民の憩いの場の
提供

　県北のスポーツ・レクリ
エーション活動の拠点を担う
都市公園施設として位置づ
け，都市計画決定及び事業
認可を受け整備を行なって
いる。
これまでには平成６年度の
アジア競技大会、平成８年
度の国民体育大会でのサッ
カー会場として，平成１６年
度の全国高校総体の自転
車競技会場として活用して
おり，スポーツ人口の増加
や競技レベルの向上に寄与
している。平成２０年度は野
球場施設整備工事を行うと
ともに，計画的に公園用地
の土地開発公社からの買戻
しを行なった。平成２３年度
には，多目的広場整備工事
を完成させた。平成２４年度
からはいこいの広場へ，３歳
未以下の乳幼児エリアと，４
歳以上の児童エリアにわ
け，大型遊具を整備するが，
子育て世代の方が交流し合
えるよう場となるよう，園路
の改修 東屋の設置を行う

平成２４年度からは子育て
支援の観点から，子どもに
魅力の持てる大型遊具等の
整備をする。また，子育て世
代の親たちが，交流の場とし
て活用できるように東屋を設
置したり，園路，子ども用トイ
レも整備し，施設の魅力を図
り，周辺観光施設との相乗
効果も図る。

都
市
整
備
課

みよし
運動公
園整備
事業

63
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1

)
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し
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産
み
育
て
る
こ
と
の
で
き
る
環
境
づ
く
り

無
継
続

保護者の
経済的負
担の軽減に
寄与してお
り，ニーズ
も高いと思
われること
から継続す
る必要があ
る。また二
次的効果を
活用して市
税等の滞
納の削減
や納付意
識の醸成に
つなげてい
く取組みに
活用してい
く。

継
続

当該事業は多
子家庭の保護
者の経済的負
担軽減に大き
く寄与してお
り，安心して生
み育てる環境
づくりには十
分な成果を挙
げている。
また，二次的
な効果として，
市税等の滞納
者は対象外と
なる条件があ
るため納付意
識の高揚や納
付の促進につ
ながっている。

4

他市でも
第3子目
に対する
補助を
実施して
いること
を見ると
社会的
なニーズ
は高いと
思われ
る。

5

認可外
保育施
設へ児
童を通
所させて
いる保
護者か
ら第3子
目以降
の保育
料に対
する補
助を望
む声もあ
り，平成
19年度
から補
助を実
施した。
市民
ニーズ
は高いと
思われ
る。
多子家
庭への
直接的
な経済

5

軽減措
置である
ため，補
助金や
保育料
等の減
額は不
可能であ
り，第3
子目以
降保育
料軽減
認定に
当って，
確認す
べき項目
が多く，
人件費
の削減も
困難であ
る。

5

認可保
育所に
ついて
は，保育
料を減
額すると
いう制度
のため
市でなけ
ればでき
ない。認
可外保
育施設・
幼稚園
について
も補助
金を交
付すると
いう制度
のため
市でなけ
ればでき
ない。

4

認可保育所
では月額保
育料が
14,000円程
度減額とな
り，認可外
保育施設・
幼稚園では
保育料を月
額21,000円
を上限に補
助するた
め，経済的
な子育て支
援策として
は効果があ
ると考える。

4

平成19年
度から認可
外保育施
設，幼稚園
にも保育料
軽減補助
金という形
で制度の
拡大を図っ
ており，第3
子目以降
への拡大
は充実して
いる。

認可保育所は引
き続いた事業実
施を行い，平成
19年度から認可
外保育施設・幼
稚園へ拡大して
いる。市民ニー
ズは高く，事業を
継続する。

14,028

第
3
子
目
以
降
の
児
童
を
育
て
て
い
る
児
童
の
保
護
者

保育料（延長保
育料，一時預か
り料，特定保育
料を除く）を無料
とするが，親育て
の観点から一律
無料ではなく，給
食費として月
4,000円を徴収す
る。ただし，保育
料徴収基準に基
づき決定した額
が4,000円以下
の場合は徴収し
ない。認可外保
育施設・幼稚園
の保育料につい
ては月額21,000
円を上限に補助
を行う。

子育て支援策と
して，多くの子ど
もを育てている
保護者に対して
経済的な負担を
軽減する。

子育て支援策として第3子目
以降の保育料（延長保育
料，一時預かり料，特定保
育料を除く）を無料とする。
給食費相当分として4,000円
を徴収する。ただし，保育料
徴収基準に基づき決定した
額が4,000円以下の場合は
徴収しない。条件として①第
3子目以降の子である。②地
方税法上，18歳未満の子を
3人以上扶養している。③三
次市内にある認可保育所
（公立22所，私立3所，計25
所）に通所している。④市税
等の滞納がない。また，平成
19年度から認可外保育施設
及び幼稚園に通所する第3
子目以降の保育料について
は保育施設の協力を得なが
ら保育料について月額
21,000円を上限に補助を
行っている。

〔新しい公共（市民との協
働）〕
新しい公共の支えとなる子
育て世代の負担軽減を図

当該事業は多子家庭の保
護者の経済的負担軽減に大
きく寄与しており，継続して
いくことが必要である。

保
育
課

第3子
目以降
保育料
無料化

18
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続
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有

4
内
容
の
改
善

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

継
続

指導者の
後継者が
育成が大き
な課題であ
る。人材確
保のための
検討もして
いく必要が
ある。

継
続

平成２４年度
開設された
「子鹿医療療
育センター」に
おける発達支
援事業につい
て，就園児の
療育教室の開
設が必要なス
タッフ体制等
が見込めない
状況にあるた
め，引き続き
三次市こども
発達支援セン
ターで実施す
る必要があ
る。

4

早い段
階から
の療育
指導は
以降の
発達に
大きく影
響する。
乳幼児
期で発
達に不
安があ
る場合、
専門的
な相談・
支援を
受けられ
る仕組
みが確
立してい
くこと
は、本市
のこども
の発達
支援に
有効で
ある。

4

本市で
の専門
的な相
談・支援
を希望
するニー
ズは高
い。

4

療育教
室の運
営等を非
正規職
員が担っ
ているこ
と，ま
た，療育
の質を保
つことが
必要であ
ることか
らコスト
の削減
余地は
少ない。

3

市が行う
乳幼児
健康診
査との連
携が大
切となる
が、現在
市直営
で行って
いるため
連携が
スムー
ズであ
る。早期
からの
支援のし
くみは今
後も継
続される
必要が
ある。

4

三次で療育
指導や親子
教室を通じ
て早期から
の支援体制
が実現して
いる。

5

対象児の
増加や療
育に対する
市民ニー
ズが高まっ
ており，専
門性を有す
るスタッフ
が求められ
ている。こ
のため，ス
タッフの内
部育成や
専門的エ
キスパート
の確保が
必要であ
る。

(結果)継続　民
間委託等への推
進　(対応)
平成２４年４月開
設の子鹿医療療
育センターにお
いて，発達支援
事業を実施。こ
れまで三次市こ
ども発達支援セ
ンターに通所し
ていた児童を受
入れ，療育を実
施。 37,903

発
達
面
で
心
配
の
あ
る
乳
幼
児

（
未
就
学
児
童

）

発達の課題別に
教室を設け、週1
回または月2回
親子教室または
母子分離教室を
行う。内容は、こ
どもの遅れてい
る部分だけ取り
出して個別的に
訓練させるので
はなく、乳幼児に
ふさわしい集団
で、楽しい遊び・
生活することで
全面的な発達を
促す取組みを
行っている。

児童の心身の発
達を促すととも
に，保護者の子
どもに対する理
解を育み，子育
ての不安を軽減
する。

発達面で心配のある乳幼児
を早期に発見し，適切な療
育指導・相談が受けられる
支援施設として，平成17年7
月から粟屋自治交流セン
ターに開設している。専門職
員による発達相談や個別カ
リキュラムに基づいた子供
の発達支援及び保護者に対
する支援・指導を行ってい
る。

乳幼児健診から，こども発達
支援センターへつながる早
期からの支援体制の流れは
継続して必要である。
発達に不安のある児童が増
加傾向にある中，市として，
こどもの発達支援を積極的
に展開することのできるス
タッフ体制を確立する必要が
ある。

育
児
支
援
課

こども
発達支
援セン
ター運
営事業

17

27 A 継
続

継
続

第
１
 
こ
ど
も

１
子
育
て

(

1

)

安
心
し
て
産
み
育
て
る
こ
と
の
で
き
る
環
境
づ
く
り

無
継
続

市の児童に
関する相談
窓口として
の体制の
充実及び機
能強化に向
けて，人材
育成を図
る。

継
続

 平成17年4月
の児童福祉法
の改正によ
り，要保護児
童のみなら
ず，養育支援
を必要とする
世帯や支援を
要する妊婦
（「特定妊婦」）
にまでが支援
対象となって
いることから，
今後もネット
ワーク構成機
関の連携強化
と役割分担に
より迅速な対
応を行い，未
来を担う健や
かな子どもの
成長を見守っ
ていく必要が
あるため。

5

 子ども
や保護
者にとっ
て家庭を
取り巻く
情勢は
厳しくか
つ，社会
構造の
複雑化・
多様化
の中で
社会全
体で子ど
もを育て
る義務
があり，
本事務
事業の
社会的
ニーズ
はきわ
めて高
い。

5

現代社
会を反
映し，子
育ての
知識や
経験の
不足，子
どもの育
てにく
さ，核家
族化，地
域から
の孤立
感等，子
育てに
悩む保
護者が
増加す
ることで
児童虐
待につ
ながる可
能性も
増加して
おり，市
民ニー
ズはさら
に高まり

4

　相談指
導業務
等に必
要なコス
トであ
り，削減
余地は
少ない。

5

児童福
祉法の
位置づ
けから
も，個人
情報保
護の観
点から
民間委
託には
適さない
事務事
業であ
る。5

 平成１７年
度からすく
すくネット
ワークの事
務局（調整
機関）とし
て，必要な
専門職を配
置し，児童
家庭相談に
関する三次
市の窓口を
一本化する
ことにより，
関係機関の
連携強化や
課題解決の
ための迅速
な対応がき
ている。

4

 担当部署
だけで課題
解決できる
ことは少な
く，他の関
係機関の
意識啓発
や連携によ
り，解決を
図る必要
がある。
　早期発
見・早期対
応のみなら
ず，発生予
防，再発防
止の取組
みが重要
である。

　すくすくネット
ワーク構成機関
からの連携をさ
らに強めるととも
に，市民への啓
発として，１１月
の児童虐待啓発
週間に合わせ啓
発チラシの配布
や，ポスターの
張り出しを計画し
ている。

11,414
市
民

市民・関係機関
からの通報等を
すくすくネット
ワーク事務局で
集約・協議し，緊
急性の有無を判
断すると共に当
該世帯への支援
方針を決定す
る。さらに一貫し
た支援ができる
ように定期的な
ケース会議を開
催する。あわせ
て幅広い児童家
庭相談への対応
や児童虐待防止
の啓発活動を行
う。

児童虐待から子
どもを守る。ま
た，虐待を受け
ている子どもや
支援を必要とし
ている家庭を落
ち着かせ，児童
の健全育成を図
る。

児童虐待など，多様化する
児童の諸問題の発生予防・
早期発見・早期対応・再発
防止等の取り組みを行うた
め，関係機関（市・こども家
庭センター・警察・学校・保
育所・幼稚園・法務局・医師
会・歯科医師会・民生児童
委員・人権擁護委員・里親
会等）がネットワークを構築
し，一貫した支援を行うこと
を目的に，平成１７年度から
三次市すくすくネットワーク
（要保護児童対策地域協議
会）を設置し毎年実情に即し
た機能強化を図っているとこ
ろである。
  市民・関係機関からの通
報・相談等の窓口を，三次
市すくすくネットワークの事
務局を育児支援課児童家庭
相談係内に置き，調整機関
の中核機関として関係機関
との連携及び情報の共有化
を図り，問題解決の糸口を
つかみ，家庭支援を行って
いる。

なお 平成２３年度の相談

　多様化する相談情報につ
いて，業務の効率の改善や
意思決定の迅速化，セキュ
リティーの確保を図るため，
「児童家庭相談システム」の
導入について調査研究を
行っていく。

育
児
支
援
課

児童相
談セン
ター事
業

17

第
１
 
こ
ど
も

１
子
育
て

(

1

)

安
心
し
て
産
み
育
て
る
こ
と
の
で
き
る
環
境
づ
く
り
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続
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続
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単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明
単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

施
策
番
号

拡大・縮小 改善の必要性H23年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

所
管

拡大・縮小 改善の必要性

分

野

大

項

目

開

始

年

度

中

項

目

定量分析

成果指標
活動指標 
単位あたり

コスト

手段の適切さ

事務
事業名

事業概要
今後の課題

（ミッションの達成との関
連）

合
計
点

目的 前年度の対応

１次 総合評価事務
事業
の対
象者
等

手段
ラ
ン
ク

H2
2年
度
評
価

活動指標

２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

H2
3年
度
評
価

市の役割 必要性

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

申請件数 件 12 11 10

粟屋児童ク
ラブが放課
後子ども教
室へ移行し
たことによ
り，平成23年
度の申請件
数1件減。

H
2
2

1,023,667  
補助金交
付件数 件 12 11 10

H
2
3

1,031,546  
登録児童
数 人 147 119 102

登録児童数
は減少傾向
にある。

H
2
4

1,075,360  

受給者数 人 945 943 950 受給者数

H
2
2

21,564  
公費負担
額 円 2,251,763 2,304,810 2,400,000

H
2
3

24,519  

H
2
4

26,383  

措置児童
数 人 484 528 500

児童クラブ
の措置児童
合計数（年
平均）

H
2
2

226,661
ニーズ達
成率 % 1 1 1

年々定員枠
を拡大し過
密化を解消
している

児童クラ
ブ施設定
員合計

人 524 571 571
施設定員の
合計

H
2
3

221,610

H
2
4

227,812

一時預か
り実施保
育所数
（公立）

所 4 4 5

三良坂・み
わ・甲奴・酒
屋・東光
一時預かり
実施保育所
数を指標と
する。

H
2
2

1,274,250

一時預か
り年間 延
べ利用児
童数（公
立）

人 881 892 1,150
利用児童数
を指標とす
る。

一時預か
り実施保
育所数
（私立）

所 2 2 2
みゆき・子供
の城

H
2
3

1,275,250

一時預か
り年間 延
べ利用児
童数（私
立）

人 520 700 650

H
2
4

1,687,960

有

1
0
効
果
の
検
証

（
行
政
評
価

）

有

4
内
容
の
改
善

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

8
事
務
事
業
の
効
率
化

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

予
算
額

有

9
事
業
の
迅
速
化

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

22 B 継
続

継
続

無
継
続

子育て支援
のためには
有効な事業
であるが，
市民のニー
ズにそって
迅速にきめ
細かい対応
を行うため
にも民間委
託を視野に
置いて検討
する必要が
ある。

継
続

就労形態の多
様化により一
時的に保育が
必要な場合
や，保護者の
傷病，入院，
災害，事故，
育児等に伴う
心理的・肉体
的負担の解消
等のため緊急
的に保育が必
要な場合に対
応するため，
継続が必要な
事業。また，
市外からの利
用にも対応で
きるため，里
帰り出産等の
緊急時にも即
時に対応でき
る事業であ
る。

3

多様な
保育メ
ニューの
一つとし
て一時
預かりを
求める
ニーズ
はあると
思われ
る。

4

周辺部
に比べ
市街地
でのニー
ズがより
高い。

4

コストは
職員人
件費が
大半であ
る。事業
を担当す
る保育士
を配置す
ることが
定められ
ているた
めコスト
削減は
困難であ
る。

3

市も情
報提供
し，保育
サービス
の充実
を図る必
要があ
る。

4

公立保育所
では平成23
年度まで4
所で実施し
ていたが，
平成24年度
から新たに
東光保育所
で開始す
る。私立保
育所では2
所が実施し
ている。
核家族化す
る子育て世
帯において
は必要な制
度である。

4

周辺部の
保育所は
利用者が
少ないこと
から，一時
預かりの保
育ニーズ
は低いと思
われる。し
かし，平成
22年度から
酒屋保育
所で開始
し，年間延
べ892人の
利用児童
数があり，
今後も継続
した利用が
見込まれ
る。平成24
年度から新
たに東光
保育所で
事業を開
始する。

保護者のニーズ
は高いと思われ
る。制度の周知
が必要なため
「保育所入所申
込のしおり」や
「三次市子育て
ガイドブック」へ
事業内容を掲載
している。平成24
年度から新たに
東光保育所でも
開始した。

5,101

就
学
前
児
童
と
そ
の
保
護
者

（
三
次
市
以
外
も
対
象

）

一時的に児童の
保育が必要な保
護者のニーズに
応えるため，保
育を実施する。

就学前の児童の
保護者が一時的
に保育を必要と
する場合，保護
者の心理的・肉
体的負担の軽減
や就労支援等を
行う。

就労形態の多様化に対応す
る一時的な保育や，専業主
婦家庭等の育児疲れ解消，
緊急時の保育等が必要な場
合に対応する事業。具体的
には保護者の傷病，入院，
災害，事故，育児等に伴う心
理的・肉体的負担の解消等
により緊急・一時的に保育が
必要となる児童に対して保
育を実施する。

〔新しい公共（市民との協
働）〕
新しい公共の支えとなる子
育て世代の保育に係る負担
軽減を図り，活動の場の拡
大が期待できる。

社会環境，又は就労環境が
大きく変化する中，子育て中
の保護者が心身の疲労の
解消その他の事由により保
育を必要とする場合，子育
て環境を充実するために事
業の周知や実施保育所の
拡大についての検討を継続
して行う。なお，年間の延べ
利用児童数が1か所当たり
25人を超えないと補助対象
にならない。

保
育
課

一時預
かり事
業

16

第
１
 
こ
ど
も

１
子
育
て

(

2

)

子
育
て
と
仕
事
が
両
立
で
き
る
環
境
づ
く
り

有

4
内
容
の
改
善

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

継
続

社会的ニー
ズも高く，
子育て支援
施策として
は必要であ
るが，今後
も希望が増
加すること
が予想され
ることから，
教育委員
会主管の
放課後子ど
も教室への
移管や適
正な受益者
負担につい
ても検討し
ていく必要
がある。

継
続

市街地の核家
族化や夫婦共
働き家庭の増
加，また市内
の子ども達の
放課後の安全
を考えた場
合，今後も受
入枠の拡大や
放課後児童を
受け入れる他
の事業（組織・
運営主体）へ
の移行が必要
となることが予
想され，柔軟
な対応が必要
である。

4

核家族
化や，夫
婦共働
き家庭
の増加
により，
昼間に
保護者
のいない
家庭が
増加して
おり，ま
た，子ど
もたちの
危機管
理から
放課後
の健全
育成は
強く求め
られてい
る。

4

市内中
心部の
大規模
校にお
いては，
保護者
のニー
ズが高
く，周辺
部の小
規模校
において
も，健全
育成及
び安全
確保の
ことか
ら，児童
クラブへ
の入会
を希望
する保
護者が
増えてい
る。

4

事業そ
のものが
入会児
童増加
に合わ
せ拡大し
ている中
で経費
は増えて
おり，コ
スト削減
は難し
い。

3

保護者
の多様
なニーズ
や地域
や学校
各々の
実情に
応えてい
くには，
小規模
型放課
後児童
クラブや
放課後
子ども教
室への
移行を
今後も
検討す
る。

5

昼間保護者
が家庭にい
ない児童の
健全育成を
図るために
行ってい
る。

3

施設の整
備，改修な
どハード面
では，受入
人数の増
加などによ
り，今後も
向上余地
があるもの
と考える。
また，児童
の健全育
成の観点
からのソフ
ト面の充実
も，指導員
の資質向
上・保護者
との信頼関
係などか
ら，今後も
十分に向
上の余地
があるもの
と考える。

(結果)継続　全
面的な民間委託
を検討し，事業を
継続　（対応）施
設の狭隘化を解
消し受入枠の拡
大を進めるた
め，必要に応じ
施設の拡充を
図ってきた。ま
た，教育委員会
主管の放課後子
ども教室への移
管を進め，放課
後児童の居場所
作りの充実を図
る。

117,010

市
民

（
昼
間
，
保
護
者
が
就
労
等
に
よ
り
家
庭
に
い
な
い
，
お

お
む
ね
小
学
校
1
年
生
か
ら
3
年
生
ま
で
の
児
童
及
び
保
護

者

。

）

児童館及び学校
の空き教室等を
利用して，学校
の放課後等に，
家庭に代わる生
活拠点として，遊
びを中心とした
活動を行い，心
身ともに健全に
育つことを支援
する。

対象となる児童
の健全育成と，
保護者の就労支
援をめざす。

近年の核家族化及び夫婦共
働き家庭の増加に伴い，昼
間保護者が家庭にいない児
童の健全育成を図るため，
放課後児童クラブを開設し
ている。直営16クラブ，委託
1クラブにて運営している。

核家族化及び夫婦共働き家
庭の増加に伴い，今後も放
課後児童クラブ利用の希望
は増してくるものと思われ
る。
また，多様な就労形態等に
配慮した運営のあり方の検
証や，定員に対して受入人
数が上回る児童クラブの環
境改善を引き続き進めるとと
もに，放課後児童クラブ指導
員の資質の向上に努めてい
く必要がある。

育
児
支
援
課

放課後
健全育
成事業

16

16

22 B 継
続

継
続

第
１
 
こ
ど
も

15

１
子
育
て

(

2

)

子
育
て
と
仕
事
が
両
立
で
き
る
環
境
づ
く
り

有

8
事
務
事
業
の
効
率
化

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

継
続

ひとり親家
庭の支援
のために効
果的な事業
であるが，
公平性の
確保のため
にも受給資
格者の確
認方法を，
関係機関と
の連携によ
り確認作業
を行う等，
今後も，受
給の適正
化に取り組
む必要があ
る。

継
続

不正受給の調
査確認が困難
であるが，公
平性の確保の
ため不正受給
者には厳しく
対応する必要
がある。

3

収入の
不安定
なひとり
親家庭
の対象
者にとっ
て，医療
費の公
費負担
のニー
ズは高
いが，社
会全体
で高いと
いえな
い。

3

収入の
不安定
なひとり
親家庭
の対象
者にとっ
て，医療
費の公
費負担
のニー
ズは高
いが，市
民全体
で高いと
いえな
い。

3

不正受
給者の
調査確
認，適正
受給によ
り助成費
の削減を
図るとと
もに，事
務の効
率化に
努める。

5

国の制
度であ
り，福祉
医療の
向上を
図るため
には，市
が行うべ
きであ
り，民間
等への
委託は
難しい。

4

経済的負担
を軽減し，
安心して医
療機関を受
診できるの
で効果があ
る。

4

医療費の
公費負担
は，受給者
にとって十
分なサービ
スである。

ひとり親家庭等
医療費受給に係
る更新申請の
際，受給資格を
厳しくチェック。

23,121

母
子
家
庭
の
母
・
父
子
家
庭
の
父
及
び
養
育
者
，
そ
の
児
童

（
１
８
歳
到
達
後
，
最
初
の
３
月
３
１
日
を
迎
え
る
ま
で

）
。

父
母
の
な
い
子

。

医療費自己負担
の助成（入院時
にかかる食費等
を除く）。

子育て支援策と
して，ひとり親家
庭の所得税非課
税世帯の医療費
負担を軽減す
る。

三次市内に住所をおく，母子
家庭の母，父子家庭の父及
び養育者とその児童の医療
費について助成する。
助成額については，総医療
費から保険給付額，自己負
担部分を引き，残額を助成
する。自己負担部分は，１医
療機関につき５００円を限度
とし，同じ医療機関での１か
月の負担金は入院月１４日
まで，通院月４日までとす
る。補装具及び保険薬局（院
外処方）での薬剤は自己負
担なし。
所得税非課税世帯が対象。
児童は１８歳到達後，最初
の３月３１日を迎えるまでが
対象。

当該事業は，ひとり親家庭
の所得税非課税世帯の医
療費負担軽減に寄与してい
る。医療自体が抱える頻回
受診の問題もあるが，おお
むね制度としては今後も必
要である。

育
児
支
援
課

ひとり
親家庭
等医療
費助成
事業

16

23 B 継
続

継
続

継
続

第
１
 
こ
ど
も

14

１
子
育
て

(

2

)

子
育
て
と
仕
事
が
両
立
で
き
る
環
境
づ
く
り

無
縮
小

今後，運営
団体の理
解を得なが
ら，単市事
業から計画
的に国県補
助の対象と
なる放課後
子ども教室
へと移行し
ていくことが
必要であ
る。継

続

子育て家庭の
ニーズも高く，
また一定の成
果も確認でき
ることから継
続実施と判断
する。

4

核家族，
共働き
家庭の
増加に
伴い，放
課後の
子どもの
居場所
づくりは
必要。

4

保護者
が在宅
でない家
庭のみ
ならず，
下校時
の安全
確保の
面からも
放課後
の子ども
の居場
所確保
を求める
声は多
い。

4

指導員
の賃金
や施設
修繕料
等の経
費の確
保のた
めにも，
コストを
削減する
ことから
懸念され
る指導員
不足や
負担金
額といっ
た事態
の回避
が必要。
現状維
持が必
要と考え
られる。

2

地域で
の子育
て体制を
強化して
いく必要
がある。

4

地域に補助
金を交付す
る事で，地
域ぐるみの
子育て支援
体制が高ま
ることに加
え，市が直
営として運
営するより
も予算的に
も削減でき
る。

4

地域で放
課後児童ク
ラブを運営
することに
より，地域
の実状に
合わせた
受け入れ
態勢を整え
ることがで
き，成果と
しては有効
である。

(結果)縮小　国
県補助の対象と
なる他の事業へ
の移行　(対応)
国庫補助対象と
なる放課後子ど
も教室へ移行す
るため，運営団
体に対し事業説
明を行い理解を
求める。

11,347

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
事
業
を
実
施
す
る
地
域
の
運
営
団
体

昼間保護者のい
ない家庭の児童
等の健全な育成
を図るため，地
域が放課後児童
クラブを実施す
る場合，補助金
を交付する。

昼間保護者のい
ない家庭の児童
等の健全な育成

昼間保護者のいない家庭の
児童等の健全な育成を図る
ため，県費補助金に該当し
ない児童10人未満の放課後
児童クラブ事業を実施する
運営団体に補助金を交付す
る。運営団体は現在10箇所
（君田，仁賀，青河，八幡，
川地，灰塚，安田，田幸，川
西，作木）

共働き家庭など昼間保護者
のいない家庭の児童を対象
としている小規模型放課後
児童クラブから，地域住民の
参画も含めた幅広い学習や
体験交流等を実施する放課
後子ども教室へ，関係部局・
学校と連携し今後順次移行
する。
課題としては，放課後子ども
教室が制度上，安全管理員
等に対する謝礼単価等が少
なく設定されており，運営団
体の理解が得られにくい。

育
児
支
援
課

小規模
型放課
後児童
クラブ
補助事
業

16

第
１
 
こ
ど
も

13

１
子
育
て

(

2

)

子
育
て
と
仕
事
が
両
立
で
き
る
環
境
づ
く
り

22 B 継
続
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平成２４年度行政評価　事務事業評価一覧（２次評価結果）
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単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明
単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

施
策
番
号

拡大・縮小 改善の必要性H23年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

所
管

拡大・縮小 改善の必要性

分

野

大

項

目

開

始

年

度

中

項

目

定量分析

成果指標
活動指標 
単位あたり

コスト

手段の適切さ

事務
事業名

事業概要
今後の課題

（ミッションの達成との関
連）

合
計
点

目的 前年度の対応

１次 総合評価事務
事業
の対
象者
等

手段
ラ
ン
ク

H2
2年
度
評
価

活動指標

２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

H2
3年
度
評
価

市の役割 必要性

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

延長保育
実施保育
所数

所 8 8 8

実施してい
る公立保育
所
（愛光・十日
市・東光・布
野，酒屋）

H
2
2

1,574,625  
延長保育
1日平均
利用者数

人 9 7 7
平均利用者
数を指標と
する。

H
2
3

1,525,250  

H
2
4

2,529,100  

特定保育
実施保育
所数（公
立）

所 4 4 5

三良坂・み
わ・こうぬ・
酒屋・東光
特定保育を
実施する保
育所が増え
ることを指標
とする。

H
2
2

1,165,250  

特定保育
年間延べ
利用児童
数（公立）

人 181 46 300
利用児童数
を指標とす
る。

特定保育
実施保育
所数（私
立）

所 2 2 2
みゆき・子供
の城

H
2
3

932,000  

特定保育
年間延べ
利用児童
数（私立）

人 1,335 1,253 1,530

H
2
4

1,195,360  

1・2歳児
受け入れ
可能保育
所数

18 18 18

３歳未満児
の入所可能
保育所が増
えることを指
標とする。

H
2
2

16,497,556

0・1・2歳
児入所児
童数（公
立計）

343 353 303

当該年度末
入所児童数
を指標とす
る。

H
2
3

16,526,667

H
2
4

15,948,722

米飯給食
実施保育
所

カ所 19 19 19

３歳未満児
は毎日実
施。３歳以上
児は，毎日
実施が2保
育所，週1回
実施が12保
育所。

H
2
2

89,737

三次産の
農産物や
加工品の
みを仕入
れている
業者数

か所 96 81 81
各保育所へ
の納入業者
数の計

H
2
3

76,947
対象園児
数 人 713(260) 731(289) 759(303)

4月対象園
児数（未満
児数）

H
2
4

87,579

20 有

6
成
果
の
向
上

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

事
業
規
模

有

1
3
効
率
的
な
組
織
体
制
の
確
立

有

1
1
外
部
委
託
・
民
営
化
の
推
進

有

8
事
務
事
業
の
効
率
化

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

26 B 継
続

継
続

無
継
続

地域の実
情にあった
方法で関係
団体と連携
をとりなが
ら，食材を
確保すると
ともに，食
の安全の
大切さ，地
産地消の
意義等を関
係課と連携
しながら，
家庭におい
ても実践さ
れるよう啓
発を行う。

継
続

乳幼児期から
の食育は，食
習慣の形成に
大きな影響を
与える。
大人の食生活
に課題が多い
昨今，保育所
から始める食
育は継続した
取り組みが必
要である。

4

「食」が
生活に
与える影
響は大
きく，安
心・安全
な食事を
提供す
ることは
社会の
ニーズで
ある。

4

安心・安
全な食
であるこ
とは，保
護者の
ニーズで
ある。

5

賄材料と
して必要
なもので
あり，コ
スト削減
の余地
はない。

4

市立保
育所の
食育を
進めるこ
とは，市
の責務
である。

5

乳幼児期か
らの食育を
進めるうえ
で，保育所
で取り組む
ことは意義
がある。
また，新鮮
な食材を使
用した給食
の提供がで
きる。

4

材料の種
類や数量
を増やす取
り組みが必
要である。

「ふるさとランチ
の日」の実施な
ど，健康推進
課，農政課，学
校給食との連携
による全市的な
推進を図る。

1,462

保
育
所
在
園
児
と
そ
の
保
護
者

米は全て三次産
のものとする。
農産物や加工品
について，地元
産品を優先して
使用する。
「ふるさとランチ
の日」や地産地
消について保護
者へ啓発する。

保護者に安心・
安全な給食を提
供していることを
理解していただ
き，家庭でも実
践してもらう。

三次産の農産物や加工品を
保育所給食の食材として優
先的に使用する。
地元産のものを使用してい
ることを家庭へも伝え，家庭
での利用を啓発する。
「ふるさとランチの日」を実施
する。

〔新しい公共（市民との協
働）〕
「官」と「民」との役割分担に
よる効果的な事業の推進。

食材搬入業者によっては，
三次産の食材を入れてもら
うことが難しい。地元農家の
協力を得ることが重要にな
る。
また，自園調理ができない
保育所については，施設整
備等の対応を検討する必要
がある。

保
育
課

ふるさ
とラン
チ推進
事業

18

第
１
 
こ
ど
も

１
子
育
て

(

2

)

子
育
て
と
仕
事
が
両
立
で
き
る
環
境
づ
く
り

有

1
1
外
部
委
託
・
民
営
化
の
推
進

拡
大

３歳未満児
保育のニー
ズに対応
し，子ども・
子育て関連
３法の制定
を背景とし
た子育て施
策の充実を
図るため，
事業実施
保育所の
計画的な拡
充を行い，
必要な保育
ニーズを充
足していく。

継
続

低年齢児の保
育ﾆｰｽﾞが高い
ため，待機児
童解消のため
にも事業拡大
が必要であ
る。しかしなが
ら，現在の公
立保育所では
保育士の確保
が難しく，その
ため，民間委
託の推進によ
り，保育所運
営のスリム化
を進め，保育
ニーズに応じ
た公立保育所
への保育士の
重点配置を行
う必要があ
る。

5

労働力
を求める
社会の
ニーズ
は高く，
育児と就
労の両
立を希
望する
保護者
も増加し
ている。

5

育児休
業の定
着によ
り，育児
休業か
らの職
務復帰
や新た
に就業
を希望
する子
育て世
代の保
育ニー
ズは極
めて高
い。

3

低年齢
児の保
育を実施
するに
は，施設
改善と保
育士の
雇用が
必要であ
り，施設
の改修と
保育士
の雇用
は必要
経費と考
える。

3

ニーズに
応じた公
立での
保育実
施や，公
立での
施設の
設置は
公共性
が高く必
要であ
る。しか
し，保育
の実施
に当たっ
ては，市
内の私
立保育
園の実
績などか
らも，必
ずしも市
の関与
がすべ
てではな
い。

4

施設の充実
や保育士の
確保を図
り，未満児
保育希望者
の入所が増
えた。

2

保育ニー
ズに応じて
未満児保
育開所保
育所の拡
大をしてい
く余地があ
る。

新酒屋保育所の
開設等入所可能
な保育所を充実
させ，0･1･2歳児
の入所児童の対
応を図った。
また，このこと
で，就労希望に
応えることができ
た。

297,480

就
学
前
児
童

保護者の保育
ニーズ，また，入
所希望者（0～2
歳児）に対して，
ニーズの多い保
育所から順次保
育施設の整備を
行い，保育士を
確保していく。

待機児童を増加
させないことと，
保護者の就労を
援助することで，
子育てと仕事が
両立できる環境
を提供する。

保育の必要な0・1・2歳児を
入所させるため，ニーズの
多い保育所から保育施設の
整備を行い，保育士を確保
して未満児保育の実施を進
める。
また，旧市内の３歳未満児
保育を未実施の保育所で，
整備可能な保育所から，３
歳未満児保育に必要な保育
室の計画的な整備を図り，
未満児保育の拡大を図る。
 整備計画　H25 川地，H26
川西，H27 河内

〔新しい公共（市民との協
働）〕
新しい公共の支えとなる子
育て世代の保育に係る負担
軽減を図り，活動の場の拡
大が期待できる。

旧三次市の公立保育所は，
低年齢児の施設が充実して
いない。少子化の中にあっ
ても低年齢児の保育ニーズ
は拡大の傾向にあり，保護
者の就労を支援するために
も旧市内の保育所（特に市
街地）は，低年齢児保育の
拡大が必要である。あわせ
て，就労保障のため開所時
間の見直しも行う必要があ
る。

保
育
課

3歳未
満児保
育

1819

24 B 継
続

継
続

第
１
 
こ
ど
も

１
子
育
て

(

2

)

子
育
て
と
仕
事
が
両
立
で
き
る
環
境
づ
く
り

無
継
続

子育て支援
のためには
有効な事業
であるが，
市民のニー
ズにそって
迅速にきめ
細かい対応
を行うため
にも民間委
託を視野に
置いて検討
する必要が
ある。

継
続

短期間の就労
という通常保
育ではカバー
できない保育
サービスの提
供であるの
で，このまま
継続すること
で利用者の利
便に供するこ
とができる。

4

多様な
就労形
態に対
応した保
育メ
ニューの
一つとし
て特定
保育を
求める
ニーズ
は増加し
ている。

4

女性の
社会進
出に伴
い特定
保育の
ニーズ
は増え
ている。
また，保
育士の
確保が
むずかし
く，受け
入れ体
制の確
立を図る
必要が
ある。

4

通常保
育の保
育士で
対応でき
るため，
コストは
抑えられ
ている。

4

情報提
供を行
い，保育
サービス
の充実
を図る必
要があ
る。

4

公立保育所
では平成23
年度まで4
所で実施し
ていたが，
平成24年度
から新たに
東光保育所
で開始し，5
所で実施し
ている。私
立保育所で
は2所が実
施している。 4

就労形態
の多様化
により，利
用ニーズ
は高い。

保護者の就労形
態の多様化に伴
い，保護者の選
択肢の一つとし
て継続して提供
する。制度の周
知が必要なため
「保育所入所申
込のしおり」や
「三次市子育て
ガイドブック」へ
事業内容を掲載
している。平成24
年度から新たに
東光保育所でも
開始した。

3,728

就
学
前
児
童
と
そ
の
保
護
者

(

三
次
市
以
外
も
対
象

）

一定程度の日時
において児童の
保育が必要な保
護者のニーズに
応えるため，保
育を実施する。

児童の保護者が
一定程度，児童
を保育できない
場合に保育を提
供し，保護者の
利便に供する。

保護者の就労形態の多様
化（パート勤務の増大等）な
どの事由により一定程度の
日時で保育が必要となる児
童に対して保育を実施する。

〔新しい公共（市民との協
働）〕
新しい公共の支えとなる子
育て世代の保育に係る負担
軽減を図り，活動の場の拡
大が期待できる。

社会環境または，就労環境
が大きく変化する中，子育て
中の保護者が就労，その他
の事由により保育を必要と
する場合，子育て環境を充
実するために事業の周知や
実施保育所の拡大について
の検討を継続して行う。

保
育
課

特定保
育事業

16

22 B 拡
大

継
続

第
１
 
こ
ど
も

１
子
育
て

(

2

)

子
育
て
と
仕
事
が
両
立
で
き
る
環
境
づ
く
り

無
継
続

市民ニーズ
の高い事業
であるが，
平均利用
者数が少な
いことから，
保育所入
所時点で
ニーズ調査
を行い，効
率よく事業
運営を行っ
ていく必要
がある。ま
た適正な受
益者負担に
ついても検
討していく
必要があ
る。

継
続

仕事と子育て
を両立できる
環境を整備す
るために必要
な事業であ
り，単純に利
用人数だけで
は判断できな
い。現在実施
していない保
育所において
も，保護者要
望や必要性な
どを判断して
事業を推進す
る。

4

共働き
の世帯
の増加，
核家族
化，地域
のつな
がりの希
薄化，就
労形態
の多様
化（シフ
ト制な
ど），勤
務時間
の拡大
化等に
より社会
的ニー
ズは高
い。

4

共働き
により延
長保育
を求める
保護者
が増え
ているた
め，市民
ニーズ
は高い。
延長保
育が必
要な保
護者は，
恒常的
に利用し
ている。

4

コストは
職員人
件費が
大半であ
る。保育
児童に
対する保
育士数
の最低
基準が
あるた
め，コス
ト削減は
困難であ
る。

3

私立3所
では完
全実施。
公立保
育所で
は23保
育所のう
ち5所で
実施して
いる。現
時点で
実施して
いない保
育所は
公立の
みのた
め，必然
的に市
が実施し
なけれ
ばならな
い事業と
なる。

3

必要のある
方のみの利
用となるた
め，1日当た
りの平均利
用者数は少
ないが，勤
務時間が遅
くなる保護
者にとって
は有効な制
度である。

3

延長保育
の実施によ
り，働きや
すい環境を
整備してい
る。今後，
保護者の
ニーズがさ
らに増えれ
ば，利用者
数は増加
する。

延長保育に対す
る市民ニーズを
把握し，事業拡
大について検討
する。

12,202

保
育
所
入
所
児
童
と
保
護
者

。

18:30までの通常
保育が終了した
後，18:30から
19:30までの間，
保育を提供す
る。平成24年度
からは，東光保
育所で，18:30以
降2時間の延長
保育を行う。

市民に就労の機
会を提供し，仕
事と子育てを両
立できる環境を
整備する。

保護者の就労形態の多様
化，勤務時間の延長等に対
応するため，11時間保育
（7:30～18:30）の後1時間
（18:30～19:30）の延長保育
を行う。公立では愛光保育
所，十日市保育所，東光保
育所，布野保育所，酒屋保
育所で実施している。私立で
はみゆき保育園，子供の城
保育園，子供の館保育園が
実施している。平成24年度
からは，東光保育所で，
18:30以降2時間（18：30～
20:30）の延長保育を行う。平
成24年度において，私立保
育所の延長保育の充実及び
負担軽減のため，私立保育
所への補助金について引き
上げを図った。

〔新しい公共（市民との協
働）〕
新しい公共の支えとなる子
育て世代の保育に係る負担
軽減を図り，活動の場の拡
大が期待できる。

今後も，保護者の就労形態
の多様化，勤務時間の延長
等により，延長保育のニー
ズが高まることが予想され
る。また，公立のうち現在開
所している5所以外の保育所
についても市民ニーズを的
確に把握し，費用対効果を
考慮したうえで，新規実施を
検討する。

保
育
課

延長保
育推進
事業

1517

18

第
１
 
こ
ど
も

１
子
育
て

(

2

)

子
育
て
と
仕
事
が
両
立
で
き
る
環
境
づ
く
り

21 C 継
続

継
続
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※　各評価項目は，１～５の５段階で評価 ※　ランク：A:27～30　　B:22～26　　C:17～21　　D:12～16　　E:6～11

単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明
単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

施
策
番
号

拡大・縮小 改善の必要性H23年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

所
管

拡大・縮小 改善の必要性

分

野

大

項

目

開

始

年

度

中

項

目

定量分析

成果指標
活動指標 
単位あたり

コスト

手段の適切さ

事務
事業名

事業概要
今後の課題

（ミッションの達成との関
連）

合
計
点

目的 前年度の対応

１次 総合評価事務
事業
の対
象者
等

手段
ラ
ン
ク

H2
2年
度
評
価

活動指標

２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

H2
3年
度
評
価

市の役割 必要性

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

障がい児
保育実施
保育所数

所 23 23 23

対象児童の
有無にかか
わらず，全て
の保育所で
受入れ可能

H
2
2

40,348  
保育士の
養成 人 8 22 10

研修参加人
数を指標と
する。

受け入れ
私立保育
所数

所 1
受け入れを
行った私立
保育所数

H
2
3

48,783  
受け入れ
児童数 人 1

私立保育所
で受け入れ
た対象児童
数

H
2
4

84,426  

施設数 所 2 1
実施施設数
を指標とす
る。

H
2
2

1,567,000  
安全な施
設の割合 % 17 17 19 耐震施設数

H
2
3

 
安全な施
設の割合 % 74 74 83

耐震施設数
／全施設数
（２３）

H
2
4

77,536,000  

民間委託
新規開始
保育所

所 1

年度ごとの
目標とする
民間委託保
育所数

H
2
2

民間委託
保育所 所 1 1 2

民間委託を
実施した保
育所数

H
2
3

民間委託
保育所入
所児童数

人 152 162 259

H
2
4

174,955,000

休日保育
実施保育
所数

所 1
実施してい
る公立保育
所

H
2
2

休日保育
1日平均
利用者数

人 2
平均利用者
数を指標と
する。

H
2
3

H
2
4

4,719,800

21

有

8
事
務
事
業
の
効
率
化

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

事
業
規
模

有

1
1
外
部
委
託
・
民
営
化
の
推
進

有

8
事
務
事
業
の
効
率
化

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

6
成
果
の
向
上

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

23 B 無
継
続

市民ニーズ
のある事業
であるが，
平均利用
者数が少な
いことから，
ニーズ調査
を行い，効
率よく事業
運営を行っ
ていく必要
がある。

継
続

就労形態の多
様化により休
日に保育が必
要な場合に対
応するため，
継続事業とす
る。民営化の
進捗状況によ
り判断を行う。

4

共働き
の世帯
の増加，
核家族
化，地域
のつな
がりの希
薄化，就
労形態
の多様
化（シフ
ト制な
ど），勤
務日の
多様化
等により
社会的
ニーズ
は高い。

4

共働き
により休
日保育
を求める
保護者
が増え
ているた
め，市民
ニーズ
は高い。

3

コストは
職員人
件費が
大半であ
る。保育
児童に
対する保
育士数
の最低
基準が
あるた
め，コス
ト削減は
困難であ
る。

4

民間活
力の導
入を図り
ながら，
保育
サービス
の充実
を図る必
要があ
る。

4

必要のある
方のみの利
用となるた
め，利用日1
日当たりの
平均利用者
数は少ない
が，休日が
勤務日とな
る保護者に
とっては有
効な制度で
ある。

4

休日保育
の実施によ
り，働きや
すい環境
づくりとな
る。今後，
保護者の
ニーズがさ
らに増えれ
ば，利用者
数は増加
する。

前年度なし

保
育
所
入
所
児
童
と
保
護
者

。

休日に保育を提
供する。

市民に就労の機
会を提供し，仕
事と子育てを両
立できる環境を
整備する。

保護者の就労形態の多様
化，日曜日勤務や勤務時間
の延長等に対応するため，
休日保育を行う。保護者の
意見等を聞きながら，平成
24年度より東光保育所から
順次，民間委託を実施した
保育所から進める。
　平成24年度　開始保育所
1所
　平成25年度　　　〃　　　1
所
　平成26年度　　　〃　　　1
所
　平成27年度　　　〃　　　1
所
〔新しい公共（市民との協
働）〕
新しい公共の支えとなる子
育て世代の保育に係る負担
軽減を図り，活動の場の拡
大が期待できる。

今後も，保護者の就労形態
の多様化，勤務時間の延長
等により，多様な保育のニー
ズが高まることが予想され
る。市民ニーズを的確に把
握し，費用対効果を考慮した
うえで，新規実施を検討す
る。

保
育
課

休日保
育事業

24

第
１
 
こ
ど
も

24

１
子
育
て

(

2

)

子
育
て
と
仕
事
が
両
立
で
き
る
環
境
づ
く
り

無
拡
大

保護者の
理解を得な
がら事業を
進めていく
必要があ
り，また業
者選定にあ
たっては，
子どもたち
が不安を感
じることの
ないよう市
の保育方
針にそった
サービスを
提供してい
く業者選定
を行う必要
がある。

継
続

行革や「官」と
「民」の役割分
担による効果
的・効率的な
保育運営を推
進するうえで，
継続事業とす
る。

4

民間委
託を実
施済み
の保育
所で第
三者評
価を実
施し，保
育プログ
ラムにつ
いて高い
評価を
得てい
る。 2

当該保
育所保
護者との
合意に
ついて，
理解を
得るため
に一定
の期間
を要す
る。

4

民間委
託が拡
大すれ
ば，保育
所運営
経費のコ
スト削減
が期待
できる。

5

民間委
託の移
行時及
び移行
後の保
護者の
不安を
払拭す
るために
も，市の
責務とし
て関与し
ていくこ
ととして
いる。

5

公立保育所
では，１所で
民間委託を
実施してお
り，民間委
託は，効率
的かつ安定
的な保育所
運営の展開
を図るため
に必要な施
策である。

4

保護者の
理解が広
まれば，民
間委託の
拡大を図る
ことができ
る。

前年度なし

113,869

保
育
所
在
園
児
と
そ
の
保
護
者

民間委託対象保
育所の選定及び
保護者や住民と
の合意形成
委託業者の募
集・選定
保育業務の引き
継ぎ
保育業務委託の
開始

民間活力の導入
による，保育
サービスの更な
る充実や効率的
かつ安定的な保
育所運営の展
開。

三次市立公立保育所の民
間委託に係る基本方針に基
づいた手法により，公立保
育所の民間委託を進める。
　　Ｈ２４．４月～　東光保育
所再委託（期間：６年間）〔Ｈ
２０．９月開始〕
　　　　　　　　　　民間委託候
補保育所として３所（愛光・
十日市・酒屋）を選定し，
                    該当保育所
の保護者へ説明会を開催。
    移行の手順　　　保護者
の合意，委託業者の募集・
選定，引き継ぎ業務，民間
委託の開始

〔新しい公共（市民との協
働）〕
「官」と「民」の役割分担によ
る効果的・効率的な事業の
推進

当該保育所保護者との合意
について，理解を得るために
一定の期間を要する。業者
選定については，保護者の
意向を十分に踏まえ，保育
に熱心で優良な業者を選定
していくことが重要である。
また，子どもに不安を与えな
いように配慮した保育の引き
継ぎに心がける。

保
育
課

保育業
務民間
委託推
進事業

24

26 B 継
続

継
続

第
１
 
こ
ど
も

23

１
子
育
て

(

1

)

安
心
し
て
産
み
育
て
る
こ
と
の
で
き
る
環
境
づ
く
り

無
継
続

安全な施設
で安心して
保育が行え
るように，
計画的効
率的に進め
ていく必要
がある。

継
続

耐震診断に基
づく耐震改修
は，安心安全
な保育環境の
整備に必要な
ものであり，迅
速な対応が求
められる。

5

耐震改
修は，保
護者が
安心して
子どもを
預けるた
めのも
ので，社
会的
ニーズ
が高い。
全国的
にも大規
模地震
で被害
が出て
おり，防
災意識
が高まっ
ている。

4

耐震改
修は，保
護者が
安心して
子どもを
預けるた
めのも
ので，市
民ニー
ズが高
い。

4

耐震改
修は，診
断結果
に基づく
ものであ
り，コスト
削減の
余地が
少ない
が，リ
ニューア
ル部分
について
は，検討
の余地
がある。

5

当該事
業の内
容は，公
立保育
所の耐
震化を
図ること
を目的と
して，公
共施設
であるこ
とから市
において
実施す
る。

5

子育てと仕
事の両立に
は，保育施
設の充実が
必要であ
る。保護者
が安心して
保育所に子
どもを預け
るために
は，耐震改
修が求めら
れており目
的に合致す
る。

3

耐震改修
は，診断結
果に基づく
ものであ
り，成果の
向上といっ
た余地が
認められな
いが，迅速
化という面
において改
善の余地
がある。

耐震診断の結果
を基に，事業の
実施を図る。

21,543
市
民

保育所建物の耐
震診断の結果に
基づき，安全性
の確保のための
改修を図る。

安全な施設で安
心した保育を提
供することによ
り，保護者の子
育てと仕事が両
立できる環境づく
りを目的とする。

安心安全の保育所として，
保護者が安心してこどもを
預けられるよう，施設の耐震
診断を行い，耐震診断によ
り把握した施設の状況によ
り，耐震計画に基づき，リフ
レッシュ工事と併せ安全性
の確保のための施設改修を
進める。
　平成23年度　実施設計
川地保育所・東光保育所
　平成24年度　実施設計
粟屋保育所
　　　　　　　改修工事　川地
保育所・東光保育所
　平成25年度　改修工事
粟屋保育所
〔新しい公共（市民との協
働）〕
新しい公共の支えとなる子
育て世代の保育に係る施設
整備を進め，保育の負担軽
減を図ることにより，活動の
場の拡大が期待できる。

診断結果を判断基準として，
実施設計を行う。また，改修
にあっては施設の長期にわ
たる有効利用を図るため，リ
フレッシュ工事も視野に入れ
た対応が必要である。

保
育
課

保育所
耐震改
修事業

23

24 B

第
１
 
こ
ど
も

１
子
育
て

(

2

)

子
育
て
と
仕
事
が
両
立
で
き
る
環
境
づ
く
り

無
継
続

研修による
保育士の
資質の向
上に努める
とともに，こ
ども発達支
援センター
や教育委
員会とも連
携し，継続
した支援で
育ちを見
守っていく
必要があ
る。

継
続

発達に課題を
持つ子どもは
増える傾向に
ある。保育所
への入所年齢
は低年齢化し
ており，早い
時期での見極
めと支援がそ
の後の発達に
及ぼす影響が
大きく，保育士
の資質向上の
ための研修は
必要である。
また，受け入
れ体制の充実
を図る必要が
ある。

5

障がい
を持つ
子どもの
保護者
の育児
支援や
負担の
軽減は，
社会的
課題で
ある。

5

保護者
は，質の
高い保
育を望
んでい
る。

5

課題の
多い障
がい児
へは，加
配保育
士を配置
する必要
がある。

4

育児支
援課や
健康推
進課と一
体的に
事業を
進めるこ
とができ
る。

5

発達に課題
のある子ど
もが増える
傾向にあ
り，保育所
の専門的な
支援がます
ます重要と
なっている。

3

子どもの状
態に適した
支援技術
を身に付け
ることによ
り，各保育
所で他の
保育士へも
理解を広
めることが
できる。

保育士の研修内
容の充実及び私
立保育所での受
け入れ対応の充
実
こども発達支援
センターとの連
携
教育委員会との
連携（保小連携）

1,122

保
育
所
在
園
児
と
そ
の
保
護
者

一人ひとりの発
達を保障する保
育
保育士の資質向
上のための研修

障がいを持つ子
どもの保護者
が，子どもの発
達が保障されて
いると感じ，安心
して預けることが
できる保育所に
する。

保育所では，療育手帳の交
付を受けている子どもだけで
なく，発達に課題のある児童
を支援するため，個別の指
導計画を作成して保育をす
る。
保育士の発達支援の技術
向上を図るため，育児支援
課や健康推進課と連携した
研修を実施するとともに，受
け入れ環境の充実のため，
私立の認可保育所の加配
保育士等の経費に対して補
助を行う。
保育所から小学校へと連続
した支援となるよう保小連携
事業の取り組みを進める。
【障害児保育事業補助金】
（児童１人につき）月額
69,600円×入所月数
〔新しい公共（市民との協
働）〕
民間活力の導入による効果
的・効率的な事業の推進と
人材育成

全保育所で質の高い支援を
展開できるようにするため，
各保育所から研修へ参加し
たいが，代替職員の確保が
難しく研修機会の確保が不
充分である。また，障害児保
育事業に係る加配保育士が
不足している。

保
育
課

障がい
児保育
事業

20

22

第
１
 
こ
ど
も

１
子
育
て

(

2

)

子
育
て
と
仕
事
が
両
立
で
き
る
環
境
づ
く
り

27 A 継
続

継
続
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平成２４年度行政評価　事務事業評価一覧（２次評価結果）

※　各評価項目は，１～５の５段階で評価 ※　ランク：A:27～30　　B:22～26　　C:17～21　　D:12～16　　E:6～11

単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明
単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

施
策
番
号

拡大・縮小 改善の必要性H23年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

所
管

拡大・縮小 改善の必要性

分

野

大

項

目

開

始

年

度

中

項

目

定量分析

成果指標
活動指標 
単位あたり

コスト

手段の適切さ

事務
事業名

事業概要
今後の課題

（ミッションの達成との関
連）

合
計
点

目的 前年度の対応

１次 総合評価事務
事業
の対
象者
等

手段
ラ
ン
ク

H2
2年
度
評
価

活動指標

２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

H2
3年
度
評
価

市の役割 必要性

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

補助金交
付団体の
数

件 7 6 6

市少年体験
活動に取り
組む団体か
らの補助金
の希望によ
り変動する

H
2
2

609,714  
市主催・
共催事業
参加者

人 388 519 500

生と性講演
会・体験指
導者講習・
ルート５４

青少年育
成市民会
議団体数

件 19 19 19

市民が青少
年健全育成
に参加参画
している団
体数

H
2
3

750,667  
青少年育
成大会参
加者

人 200 200 200

H
2
4

734,227  

延べ開設
日数 日 1,264 1,617 1,614

直営施設セ
ンター型は
祝日を除く月
～金の週５
日，ひろば
型は祝日を
除く月～土
の週６日開
設している。

H
2
2

26,428  
公営利用
人数 人 17,459 18,543 19,000

利用者は増
加している。

H
2
3

25,195  

H
2
4

25,827  

供給体制
の組織数

10 10 10

１３調理場の
内，供給体
制の組織を
確立し，地場
産物の安定
供給を図る。

H
2
2

167,500
地場産活
用率 ％ 34 36 36

野菜，果物
の使用食材
数のうち，三
次産食材数
の割合

H
2
3

36,200

H
2
4

36,340

検討委員
会開催

1
H
2
2

#DIV/0!
統廃合に
よる廃校
数

校 2

年度末を
もって統廃
合をした件
数

地元説明
会

6 10 5

学校規模適
正化に係る
地元説明会
等の開催回
数（H24年度
は三良坂の
推進協議
会）

H
2
3

#DIV/0!
統廃合によ
らない整備・
改善件数

H
2
4

1,453,600

有

1
積
極
的
な
情
報
公
開
と
市
民
と
の
情
報
共
有

有

2
市
民
と
行
政
の
協
働
と
連
携

有

6
成
果
の
向
上

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

2
市
民
と
行
政
の
協
働
と
連
携

27 A 継
続

無
継
続

学校の規
模適正化
は，学校だ
けでなく地
域への影
響もある問
題であり，
慎重な対応
が求められ
るところで
あるが，よ
り良い教育
環境の提
供の面から
は早い対応
が必要であ
るため，必
要な情報提
供に努め
る。

継
続

統廃合等適正
化について
は，該当の学
校・保護者・地
域に対し情報
を提供し，丁
寧に説明，議
論することが
求められる。
保護者，地域
にとってデリ
ケートな問題
でもあり，結論
を急がず，じっ
くりと対応して
いくことが必
要。

4

こどもの
教育環
境の充
実，学校
経営の
改善，税
負担の
公平性
の観点，
地域活
性化の
議論・方
策に立
ち向かう
端緒
等々社
会的
ニーズ・
関心は
極めて
高い。

5

昨今の
子どもを
取り巻く
環境の
変化（学
校規模，
少子高
齢化等）
に伴う保
護者の
願い，地
域の思
いを議
論し，改
善策を
見出して
いくこと
は極め
て重要。

5

資料作
成等は
自前の
作業であ
り，説明
会も直営
で行うた
め，事務
に従事
する職員
人件費
がコスト
の大半を
占める。 5

学校設
置者とし
て教育
環境の
充実，学
校経営
の改善
を図る。

4

学校規模適
正化に関す
る三次市
（教育委員
会）のスタン
スは、行政
主導により
押し進める
ものではな
く，該当校
の保護者，
地域に丁寧
かつ十分に
情報を提供
し，議論を
尽くして結
論を出すこ
ととしてい
る。

4

情報提供
の手法，タ
イミング等
について
は，事前に
該当地区
等の情報
を収集し，
慎重かつ
大胆に資
料提供す
る。

・本年度に新規
計上した事業
前年度評価 継
続

1,447

児
童
・
生
徒
，
調
理
員
，
地
域
住
民
，
教
職
員

・事前に十分な
情報提供（共有）
・説明会，検討
会を開催し，行
政，保護者，地
域が十分に議論
を尽くし結論を出
していく。

・学校規模及び
配置の適正化に
関する取組の過
程又は結果が，
児童・生徒の心
身の健やかな成
長に寄与し，教
育環境の整備と
学校教育の充実
に資する。
・行政，地域，保
護者が規模適正
化の議論をする
中で，地域の再
生に繋がる手立
て，方策につい
て併せて検討す
る。

【基本的な考え方】
“「三次市立小･中学校の規
模及び配置の適正化」に係
る基本方針”より
・平成２２年３月３０日付けで
提出された「三次市立小･中
学校の規模及び配置の適正
化について（答申）を尊重す
る。
・学校における学級数や児
童数といった規模要因は，
学校本来の機能を発揮する
ためにきわめて重要な要素
であり，学校が著しく小規模
化した場合には，学校教育
や学校運営に少なからず影
響を及ぼすことは明らかで
あり，改善策を検討する必
要がある。
【具体的な事項】
(1)適正化の対象：小学校に
ついて現在の中学校区を
ベースに進めていく。（中学
校は，現時点では対象とし
ない。）
(2)適正規模：適正規模は学
級数や児童数等市内一律
の基準は設けず 各地域の

・保議者，学校，地域に対
し，丁寧かつ十分に情報提
供をする。（事前に各地域の
情報を収集し，地域に応じた
タイミング，方法により進め
る。）
・結論を急がず，双方（行
政，保護者，住民）が十分に
意見を出し合い，共通の認
識，理解を得て適正化を進
める。

学
校
教
育
課

小中学
校規模
適正化
事業

21

第
１
 
こ
ど
も

28

２
教
　
育

(

1

)

子
ど
も
た
ち
の
た
め
の
学
校
改
革

有

2
市
民
と
行
政
の
協
働
と
連
携

継
続

生産，供給
などに係る
課題もある
ため，住民
自治組織，
生産者団
体等と支援
協力体制を
とりながら，
事業を継続
し，さらに課
題解決を図
り事業拡大
を検討す
る。

拡
大

国の第２次食
育推進基本計
画においても
子どもたちの
健全な食生活
の実現と豊か
な人間形成を
図るため学校
における食育
を推進するこ
とが重要視さ
れている。三
次市食育推進
計画でも地場
産物活用は重
点目標として
いる。地場産
物の活用は
様々な教育効
果が期待され
るとともに地
元の農業を守
ることにつな
がり地域の活
性化にもつな
がる。調理場
により活用率
は異なるが地

そ
の
他

5

食育推
進，地域
の活性
化の観
点から
ニーズ
は高い。

5

学校給
食に地
場産物
を使用し
新鮮で
おいしく
魅力あ
る食事
内容の
給食を
実施す
ることは
教育効
果も上
がり，家
庭や地
域との理
解も深
めやすく
連携も
得やす
い。

2

旬のもの
は量も多
く，流通
経費や
包装の
簡素化
により新
鮮なもの
が安価
に購入で
きる。

2

供給体
制の構
築は，教
育効果
のみなら
ず地域
の農業
の活性
化や生
産意欲
の向上
につな
がるため
生産者，
調理場
相互の
理解を
求めるた
めの市
の取り組
み支援
が必要
である。
地域で
は支所，
住民自
治組織
などの支

4

食育基本
法，学校給
食法に規定
されている
ことであり食
育推進に活
用し教育効
果を上げた
い。

4

自然のもの
で旬があ
り，年間を
通じて活用
するには品
目も限られ
難しい。加
工品などへ
の検討も必
要。

「みよしふるさと
ランチの日」の取
り組みを充実さ
せ学校から家庭
に働きかけ家庭
における地場産
物の活用，郷土
食や行事食の継
承につなげる。
地場産物の供給
体制つくりを進
め，活用率を上
げる。

362

児
童
・
生
徒

地場産食材を学
校給食に使用
し，児童生徒，家
庭に啓発する。
三次産米を使用
した米飯給食を
推進する。

地場産食材を学
校給食に使用し
児童生徒，家庭
に地域の食文
化、産業，自然
の恵みなど理解
を図る。生産に
関わる方々の努
力や苦労を理解
し食への感謝の
念を育む。地域
の農業振興や活
性化にもつなげ
る。

三次産の新鮮で安全な食材
を学校給食に使用し，食育
の教材として用いることによ
り地域の自然，産業，文化
等に関心を持ち理解を深め
る等様々な教育効果が期待
される。各地域の実情に
合った地場産物の活用を
図っている。学校給食法にも
地域の産物を学校給食に活
用し食育の推進を図るよう
明記された。三次市教育推
進計画において，地場産物
の活用推進のため「ふるさと
ランチの日」を設置すること
とされ，平成２２年４月から
「みよしふるさとランチの日」
を６月，１０月，１月の各１９
日に設置し，積極的に地場
産物を活用し郷土料理を取
り入れることとした。「みよし
ふるさとランチの日」には，
給食使用食材の統一（テー
マ食材）など行い各学校，保
育所での食育推進を図って
いる。地場産物の食材供給
に当たっては，生産者と調
理場の間に地域の実態に応

地場産物の活用を推進する
ためには，生産者と調理，学
校の間を調整する機能を
持った組織のある供給体制
の確立が必要であり，調理
場，学校，家庭地域の連携
協力関係が必須である。「み
よしふるさとランチの日」の
実施により地場産物の活用
について意識啓発を含め推
進していく必要がある。各地
域の実情に応じた取り組み
になっているが，供給体制
の構築，発注，納入時の煩
雑さ，品質，価格決定，生産
者の高齢化等多くの課題を
解決するためには，市行政
関係部署，ＪＡ三次等関係団
体，生産者，生産者団体と
の連携交流が必要と思われ
る。

学
校
教
育
課

地産地
消（ふ
るさと
ランチ・
米飯給
食拡
大）

18

23 B 継
続

継
続

第
１
 
こ
ど
も

27

２
教
　
育

(

1

)

子
ど
も
た
ち
の
た
め
の
学
校
改
革

有

6
成
果
の
向
上

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

継
続

保護者の
ニーズや地
域の実情に
沿って，子
育て支援機
能の充実を
図っていく
ことが必要
である。

継
続

地域の子育て
支援充実のた
め継続実施
し，安心して子
どもを産み育
てられる環境
を整備するこ
とが必要。

5

少子化
や核家
族化な
ど，子育
て環境
の変化と
ともに子
育てに
関して孤
立する
家庭が
増加傾
向にある
と考えら
え，育児
不安や
負担感
の解消
は急務。
社会的
ニーズ
は極め
て高い。

4

子育て
中の保
護者か
ら，近く
に年齢
の近い
遊び相
手がい
ない，相
談相手
がいない
といった
声もあ
り，支援
策は必
要。

4

現在公
設の常
勤スタッ
フは臨時
職員で
対応，民
営施設
には補
助金を交
付してい
る。

3

民間活
力を利
用した効
果的な
実施が
望まれる
が，特に
周辺地
域にお
いては
子育て
関係機
関等との
連携を
生かした
取り組み
が必要。

4

目的に合致
していると
考えられる
が，より充
実した事業
内容として
いくための
創意工夫が
必要。

3

施設環境
の充実や
スタッフの
専門性を
高めること
により，
サービス内
容の向上
が期待でき
る。

(結果)継続　（対
応）平成23年度
実施の市南部を
対象とした三良
坂地域子育て支
援センターの開
設に続き，平成
24年度から北部
地域を対象とし
た出張ひろばを
実施。市内全域
を対象とした交
流の場の提供を
目指す。 40,741

未
就
園
児
と
そ
の
保
護
者

子育て親子の交
流の場の提供と
交流促進・子育
てに関する相談
及び援助の実
施，子育て情報
の提供・地域支
援活動の実施な
ど

地域における子
育て支援活動の
充実を図り，子
育てへの不安感
の緩和，子ども
の健やかな成長
を促進する。

少子化や核家族化など，子
どもや子育てをめぐる環境
が大きく変化する中で，地域
における子育て支援機能の
充実を図り，子育て中の保
護者が感じている不安感の
緩和や子どもの健やかな成
長を支えるため，子育て親
子の居場所づくり，交流の促
進，また子育てに関する相
談や援助を行う。また，既存
のネットワークや子育て支援
団体との連携の下，地域に
出向いて支援活動を展開す
る。
三次市地域子育て支援セン
ター（H24.4月現在　6ヵ所）
公営：酒屋地域子育て支援
センター「ぽよぽよ」，三良坂
地域子育て支援センター「み
つばち」，あそび工房
民営：ちゅうおう憩いの森地
域子育て支援センター「キッ
ズルーム」，みゆき保育園地
域子育て支援センター「きり
んの会」，子育てフリース
ペースＫＡＤＯＹＡ

引き続き，地域に出向いた
支援を実施しサービスに地
域差が生じることのないよう
実情に合わせた支援活動を
展開する。

育
児
支
援
課

地域子
育て支
援セン
ター運
営事業

16

22 B 継
続

継
続

第
１
 
こ
ど
も

26

１
子
育
て

(

1

)

安
心
し
て
産
み
育
て
る
こ
と
の
で
き
る
環
境
づ
く
り

有

2
市
民
と
行
政
の
協
働
と
連
携

継
続

教育委員
会と連携し
て各学校へ
の取り組み
など強化す
ることや青
少年育成
団体等多
様な市民と
の連携に
よって，事
業を推進し
ていくことが
必要であ
る。

継
続

少子高齢化社
会の中で，次
世代を担う青
少年の健全育
成の社会的
ニーズは高
い。今後，より
一層市民団体
や関係機関と
の連携を図り
ながら，社会
全体で青少年
を育成していく
ことが必要で
ある。また，補
助金交付団体
と市の在り方
について，協
働の視点を持
ちながら関係
を持つことが
必要である。

4

青少年
犯罪に
おける低
年齢化，
凶悪化
などの社
会問題
もあり、
携帯電
話等の
情報サ
イトでの
有害情
報など時
代の変
化もめま
ぐるしく、
次世代
を担う青
少年が
健全に
育ってほ
しいと社
会的に
高い要
求があ
る。

4

青少年
健全育
成の必
要性に
ついて
は，市民
の理解
は十分
得られ
る。家
庭・学
校・地域
のネット
ワークの
中で自
立に向
け健や
かに成
長を願う
保護者
のニー
ズも高
く、これ
からは
青少年
関係機
関と連携
を強め

4

各種団
体の補
助金は，
内容の
工夫や
見直しに
より，高
額の補
助でなく
とも活動
ができる
余地が
あるが，
現在の
補助額
は活動
できる最
低限のも
のであ
る。

3

青少年
の身近
な存在
である市
民と連携
すること
は，非常
に重要
である。
市民との
協働の
観点を
持ちなが
らの事
業実施
を進める
ことが効
果的で
ある。

3

青少年育成
団体との協
働により，
市民が青少
年の健全育
成に参加参
画していく
一定程度の
目的は達成
している。

3

青少年育
成団体との
協働によ
り，より大
きな成果が
期待でき
る。

従前から青少年
育成市民会議と
連携し青少年育
成事業を取り組
んでいるので今
後もより連携を
深め事業を推進
していく。青少年
のために自然体
験活動を実施し
ている団体と協
働して実施して
いく。

4,504
市
民

青少年の健全育
成のためのカウ
ンセリング講座
や体験活動の指
導者養成講座、
青少年にとって
も安心・安全なま
ちづくりと青少年
健全育成に寄与
する団体を支援
する。社会環境
浄化のための立
入調査を行う。

青少年の健全育
成及び市民が積
極的に青少年の
健全育成に参加
していく機運を醸
成していく。

青少年の健全育成を図るた
め，中学生と保護者を対象
とした体について正しく知る
ためのカウンセリング講座
や，地域や学校で子どもた
ちの体験活動を推進支援す
る指導者の育成講座ほか，
青少年の健全育成に寄与す
る団体への補助（青少年育
成三次市民会議・R54－
WALK大会実行委員会）及び
青少年体験活動を進める団
体へ支援をしている。また、
社会環境整備の一環とし
て、自主規制の実施調査の
ためコンビニ等への立入調
査の実施。

〔新しい公共（市民との協
働）〕
青少年育成団体である「青
少年育成市民会議」及び「青
少年育成のために体験活動
を実施している団体」と協働
して青少年育成を進めてい
く。

補助金を交付している青少
年育成団体（青少年育成三
次市民会議，R-54WAL大会
実行委員会）については、主
体的に運営できるよう支援を
している。引き続き、青少年
育成事業を進めるためには
不可欠な団体でもあり、協働
の視点を保ちながら育成指
導を図る。

地
域
振
興
課

青少年
育成事
業

16

第
１
 
こ
ど
も

25

１
子
育
て

(

5

)

子
ど
も
を
見
守
る
地
域
づ
く
り

21 C 継
続

継
続
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平成２４年度行政評価　事務事業評価一覧（２次評価結果）

※　各評価項目は，１～５の５段階で評価 ※　ランク：A:27～30　　B:22～26　　C:17～21　　D:12～16　　E:6～11

単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明
単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

施
策
番
号

拡大・縮小 改善の必要性H23年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

所
管

拡大・縮小 改善の必要性

分

野

大

項

目

開

始

年

度

中

項

目

定量分析

成果指標
活動指標 
単位あたり

コスト

手段の適切さ

事務
事業名

事業概要
今後の課題

（ミッションの達成との関
連）

合
計
点

目的 前年度の対応

１次 総合評価事務
事業
の対
象者
等

手段
ラ
ン
ク

H2
2年
度
評
価

活動指標

２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

H2
3年
度
評
価

市の役割 必要性

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

デリバ
リー選択
者

人 457 430 415
減少傾向に
ある。

H
2
2

63,735  
デリバ
リー選択
率

％ 38 36 35
減少傾向に
ある。

民間委託
調理場数 件 1

市の調理場
を使って調
理を行う民
間委託を実
施する調理
場の数

H
2
3

64,172  
委託先の
新たな雇
用

人 3
委託先の新
規雇用人数

H
2
4

114,393  

工事・設
計件数 件 8 7 9

指標：耐震
化等工事・
設計業務件
数
平成22，23
年度とも，国
の交付金の
補正があっ
た。

H
2
2

36,731,625  耐震化率 ％ 88 89 91
指標：小中
学校耐震化
率

単価は改修
内容による
ため単純な
比較は出来
ないが，平
成24年度計
画は過去２
年から倍増
している。

H
2
3

36,288,857  

確実に耐震
化は進んで
いるが，統
廃合などか
ら棟の総数
が変化する
ため，目に
見えた率の
変化を伴わ
ない場合が

H
2
4

87,750,333  

協議・説
明回数 回 2 12

学校・PTA・
地元等へ協
議・説明を積
み重ねる中
で，よりよい
学習環境を
児童生徒に
提供する。

H
2
2

学力到達
度検査結
果

点 79.6 79.2 83.0

全学年，全
教科の平均
点（町内３小
学校）

H
2
3

996,500
学力到達
度検査結
果

点 62.6 64.3 70.0

全学年，全
教科の平均
点（三良坂
中学校）

H
2
4

3,130,417

協議・説
明回数 回 1 15

学校・PTA・
地元等へ協
議・説明を積
み重ねる中
で，よりよい
学習環境を
児童に提供
する。

H
2
2

学力到達
度検査結
果

点 71.6 78.7 80.0
全学年，全
教科の平均
点

在籍児童
数の推移 人 138 144 142

推計では平
成２６年度か
ら，１クラス３
０人以上の
学年が現れ
る。

H
2
3

4,891,000 人

H
2
4

1,603,000

有

9
事
業
の
迅
速
化

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

2
市
民
と
行
政
の
協
働
と
連
携

有

9
事
業
の
迅
速
化

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

事
業
規
模

有

2
市
民
と
行
政
の
協
働
と
連
携

27 A 有

2
市
民
と
行
政
の
協
働
と
連
携

継
続

25年度中に
事業を完了
するため
に，正確な
進捗管理を
行い，事業
の迅速な実
施を図る。

継
続

平成２３年度
は十分な連携
ができなかっ
たため，今年
度は，学校・
PTA・地元等
へ協議・説明
を積み重ねる
中で，新築校
舎等の設計を
行い，再来年
度完成するこ
とにより，安全
安心でよりよ
い学習環境を
児童に提供す
る。

4

震災の
影響もあ
り，学校
施設の
耐震化
事業へ
の関心
の高まり
ととも
に，学校
施設の
増改築
への関
心も高ま
りつつあ
る。

5

市民全
体では，
それぞ
れの地
域で保
護者を
中心に，
学校施
設の老
朽化に
伴う増改
築に関
心が高
まってい
る。ま
た，酒河
小学校
新築に
関わる
陳情書
が三次
市立酒
河小学
校新築
推進協
議会か
ら三次
市長 三

4

構造は
鉄筋コン
クリート
を予定
し，建築
単価も低
く抑えて
いるた
め，大幅
なコスト
削減は
望めな
い。

5

学校施
設の増
改築等
について
は，個々
の業務
（設計・
監理・工
事等）は
委託や
請負契
約出来
るが，全
体の業
務は市
でなけれ
ば出来
ない。

5

「確かな学
力向上事
業」により市
独自の少人
数学級を行
うことで，学
習環境を改
善を図り，
「学力の向
上」を目的
に本事業に
取り組む。

4

限られた財
源での整
備となる
が，創意工
夫により，
よりよい学
習環境と今
後の維持
管理を考え
た建物とす
ることは可
能であり，
成果向上
の余地は
ある。

前年度は事前評
価のため評価結
果なし。

4,891

・
児
童
生
徒

・「学力の向上」
を目的に，校舎
を増築することで
教室不足を解消
し，学習環境を
改善する。

・学習環境を改
善し，学力向上
を図る。

１.酒河小学校の児童数の増
加に伴い，平成21年7月に酒
河小学校新築にかかる陳情
書が酒河小学校新築推進
協議会から三次市長，三次
市教育長宛に提出された。
２.改築又は増築について検
討を行い，平成22年度策定
の実施計画では調整事項で
あったが，平成23年2月25日
に三次市立酒河小学校新築
推進協議会と協議を行い，
平成23年度中に適正な計画
を立て，平成25年度末まで
に校舎を増築することを回
答した。
３.平成22年9月議会定例会
の一般質問で平成25年度ま
でに今後の児童数に応じた
施設整備（新築，増築の両
面）を行う方針を示した。平
成23年3月議会定例会で，
増築の方向を示し，平成25
年度末までに，耐震補強工
事と校舎増築を行う計画と
なった。
４.平成23年7月，地元へ耐
震補強と増築の方針で本事

・実施設計の工程（12月末
予定）が厳しいため，地元や
関係機関との協議を急ぐ必
要がある。⇒8/23保護者説
明会を予定。
・職員駐車場の確保，遊具
の配置等の課題を早急に整
理する必要がある。⇒測量
設計委託等の準備を早急に
進める。

学
校
教
育
課

酒河小
学校校
舎増築
整備事
業

23

第
１
 
こ
ど
も

32

２
教
　
育

(

1

)

子
ど
も
た
ち
の
た
め
の
学
校
改
革

有

2
市
民
と
行
政
の
協
働
と
連
携

継
続

完成後の
学校運営も
考慮して，
ＰＴＡ，地元
などとの協
議，連携は
重要であ
り，設計や
建築など計
画的な事業
執行とあわ
せ，市民協
働を進め
る。

継
続

平成２３年度
は連携できな
かったため，
今年度は，学
校・PTA・地元
等へ協議・説
明を積み重ね
る中で，増築
校舎等の設計
を行い，再来
年度完成する
ことにより，安
全安心でより
よい学習環境
を児童・生徒
に提供する。

4

小中一
貫教育
校は少し
ずつ増
えてきて
おり，社
会から
求めら
れる期
待も高
まってい
くと考え
られる。

5

市民全
体では，
それぞ
れの地
域で保
護者を
中心に，
学校施
設の老
朽化に
伴う増改
築に関
心が高
まってい
る。ま
た，三良
坂地区
では小
中一貫
教育の
取り組み
を積極
的に行
われ，本
事業に
対する
ニーズ
は極め

4

構造は
鉄筋コン
クリート
を予定し
ており，
中学校も
既存校
舎を最大
限利用
するた
め，大幅
なコスト
削減は
望めな
い。

5

学校施
設の増
改築等
について
は，個々
の業務
（設計・
監理・工
事等）は
委託や
請負契
約は出
来るが，
全体の
業務は
市でなけ
れば出
来ない。

5

一体型の小
中一貫教育
校を整備す
ることで，中
一ギャップ
の解消や
「学力の向
上」を目的
に本事業に
取り組み，
小学校の統
合による校
舎建築と中
学校校舎の
耐震補強工
事を行うこと
で，児童・生
徒の安全性
の確保と避
難施設とし
ての安全性
を確保する
ことは，目
的に合致し
ている。

3

限られた財
源での整
備となる
が，創意工
夫により，
よりよい学
習環境と今
後の維持
管理を考え
た建物とす
ることは可
能であり，
成果向上
の余地は
ある。

前年度は事前評
価のため評価結
果なし。

1,993

・
児
童
生
徒

・
地
域
住
民

・小中一貫教育
は，市内全中学
校区で実施し，
一貫教育校（一
体型）を三良坂
中学校区で実施
するために，施
設の整備と一貫
教育に取り組
み，９年間の総
合的な「学力の
向上」を図る。

・小中一貫教育
（一体型）に取り
組むことで，「夢
に向かい生涯学
び続ける力」を育
む。
・学校生活にお
ける児童・生徒
の安全性を確保
する。
・災害時の避難
施設としての安
全性を確保す
る。

１.小中一貫教育は，市内全
中学校区で実施。
２.小中一貫教育の実施形態
は，一体校舎建設による『一
体型』と既存の施設を活用し
た『連携型』に分類される。
３.一体型一貫教育校は三良
坂中学校区で実施，他の中
学校区は連携型。
※上記１から３は平成２３年
３月定例市議会（教育民生
常任委員会）において報告。
４.三良坂小学校の耐震診断
（IS値0.16）であり，小中一貫
教育校を建築することが耐
震対応である旨の議会説明
をしてきた。
５.現在の三良坂中学校敷地
へ耐震（中学校）と新築（小
学校）の校舎を利用した一
体型の一貫教育校を建設す
る方針で本事業を進めるこ
とを決定し，三良坂自治連，
小中４校PTAに提案し，合意
を得た。
６.平成２３年度に教育ビジョ
ン，小中一貫教育基本構
想 三良坂小中一貫教育校

・建築部会は基本設計の策
定時期にあわせて９月末ま
でにワークショップを完了す
る必要がある。⇒部会の開
催等の準備を進めている。
・今年度中に実施設計を終
える。

学
校
教
育
課

三良坂
小中一
貫教育
校整備
事業

23

28 A 拡
大

拡
大

第
１
 
こ
ど
も

31

２
教
　
育

(

1

)

子
ど
も
た
ち
の
た
め
の
学
校
改
革

有

1
3
効
率
的
な
組
織
体
制
の
確
立

継
続

耐震補強
工事は，目
標年次まで
の完成をめ
ざし，事業
進捗の適
正管理が
必要であ
る。また，
施設改修
は必要な事
業内容を精
査する。拡

大

耐震補強工事
は，平成２５年
度末を目標
（三良坂小学
校はH26年度
に一貫教育校
を整備予定）と
しており，事業
の性格からも
計画的に早期
の事業完了が
必要である。
また，校舎，
屋内体育館，
付帯設備等で
老朽化の著し
く，計画的な
改修が必要で
あるが，財源，
人員等の組織
体制の確立が
必要である。

人
員5

児童生
徒の教
育の場と
して，ま
た災害
時は避
難施設と
して防災
機能を
果たすこ
とから，
施設の
安全性
の確保
に対する
ニーズ
は極め
て高い。

5

児童生
徒の教
育の場と
して，ま
た災害
時は避
難施設と
して防災
機能を
果たすこ
とから，
施設の
安全性
の確保
に対する
ニーズ
は極め
て高い。

4

耐震改
修は各
施設に
よって最
適な工
法を検討
する必要
があり，
コスト削
減は当
然である
が，その
他の防
災対策を
はじめ，
安全対
策・環境
改善など
コストの
みでは
計れない
ものもあ
る。イニ
シャルコ
スト，ラン
ニングコ
スト，人
件費 効

5

設置者と
しての義
務

5

児童生徒が
一日の大半
を過ごす学
校教育の場
であるととも
に，災害時
には地域住
民の避難施
設としての
役割を果た
すことから，
その安全性
の確保と教
育環境の改
善のための
耐震補強工
事やリ
ニューアル
工事は目的
に合致して
いる。

4

耐震化率
は８割を超
えている
が，非構造
部材などへ
の対策や
空調・防
水・内外壁
といった施
設整備を
行う必要が
ある。

平成２３年度評
価：「拡大」
　昨年度の評価
で「内容の改善」
の指摘を受け
た。平成24年度
は早期事業実施
にむけて，平成
23年度の文部科
学省補正予算
（繰越明許措置）
を活用すると共
に，建築住宅
課，学校教育課
共，人員の体制
は不十分である
が，計画的に事
業執行を行うよう
各学校等と調整
しながら進めて
いる。

254,022

・
児
童
・
生
徒
，
地
域
住
民
，
教
職
員

 耐震診断の結
果に基づき，耐
震性の確保に必
要な整備や老朽
化対策，教育環
境の改善のため
施設整備を計画
的に行うほか，
スクールニュー
ディール構想（文
科省）に基づく施
設整備を行い，
安心安全な学校
づくりに寄与す
る。

・学校生活にお
ける児童生徒の
安全性の確保と
教育環境の改
善。
・災害時の避難
施設として安全
性の確保。

・小中学校は，児童生徒が
一日の大半を過ごす学校教
育の場であるとともに，災害
時には地域住民の避難施設
としての役割を果たすことか
ら，耐震改修をはじめとし
て，その安全性の確保と教
育環境の改善のため，リ
ニューアル事業を実施する。
【法令・根拠等】
・学校施設環境改善交付金
事業（文科省）（H22年度まで
「安全・安心な学校づくり交
付金事業」）
・地震防災対策特別措置法
【現状】
・耐震改修等：補強工事は
耐震診断の結果を基に，緊
急性が高いものから必要な
整備（補強，改築）を行って
いる。
　　　　　　　屋内運動場の天
井改修（非構造部材の耐震
化）などを計画的に実施して
いる。
・リニューアル等：エレベー
ター設置・空調改修など
・耐震化率［平成２４年４月１

安全・安心な学校整備のた
め，早期に事業を進めていく
必要があるが，学校整備に
は様々なものがあるため，
緊急性など優先度の高い事
業から計画的な執行を図る
必要がある。そのためには，
文部科学省等の交付金等
の財源の確保を積極的に行
い，予算措置（財政課）と人
的措置（学校教育課，建築
住宅課）が必要である。学

校
教
育
課

小中学
校リ
ニュー
アル事
業（耐
震補
強・改
築等）

14

26 B

第
１
 
こ
ど
も

30

２
教
　
育

(

1

)

子
ど
も
た
ち
の
た
め
の
学
校
改
革

有

2
市
民
と
行
政
の
協
働
と
連
携

拡
大

給食調理
業務のあり
方につい
て，市の調
理場を使っ
た調理の民
間委託につ
いては，推
進計画に基
づき，民間
の優れた調
理技術や
豊かな経験
を活用し
て，計画的
に拡大して
いく必要が
ある。また，
デリバリー
給食などの
方式につい
ても合わせ
て検討する
必要があ
る。

継
続

デリバリーに
関しては，学
校給食が生徒
の心身の健全
な発達に資し
食に関する正
しい理解と豊
かな心を育成
するものであ
ることにかん
がみ，学校に
おける食育の
推進を図るた
め教育の一環
として継続して
実施すること
が必要であ
る。今後生徒
自身が作る弁
当の日等の実
践例（効果）等
を踏まえ選択
制の在り方の
議論を進める
必要がある。
また雇用の創
出及び地産地
消の推進にお

3

庄原市
や安芸
高田市
などの他
市では
既に民
間委託
を行って
おり，給
食業務
の社会
的ニー
ズはある
と考え
る。

3

児童・生
徒の心
身の健
全な発
達を促
す上で
給食に
対する
ニーズ
は高い。
また調
理の委
託による
雇用の
創出が
見込ま
れる。

4

学校給
食衛生
管理基
準遵守
のため
の人件
費，消耗
品費等
の確保も
必要であ
り，削減
余地は
少ない
が，民間
の活力
及びコス
ト意識を
導入する
ことがで
きる。

2

献立の
作成は
市が行
わなけ
ればなら
ないが，
調理業
務は委
託するこ
とが出来
る。

5

学校給食を
活用した食
育の推進と
いう観点か
ら旧三次市
５中学校に
学校給食を
導入した成
果は大き
い。デリバ
リーについ
ては，家庭
からの弁当
持参も可能
な選択制を
取り入れた
ため全校的
な取り組み
教育効果へ
の期待には
課題を残し
ている。

3

学校給食
法第８条学
校給食実
施基準で
給食の対
象が在学
する全ての
児童生徒と
規定したた
め選択制
の再検討
が必要と思
われる。各
学校の食
育推進計
画に基づ
き，全校体
制で計画
的に学校
給食を教
材とした食
育に取り組
む必要が
ある。

デリバリーにつ
いては，教育委
員会での検食の
実施により安全
安心な給食の実
施，食事内容の
充実，おいしい
給食への改善に
役立てた。主食
の増量による個
人差への対応も
定着した。試食
会を入学予定児
童及び保護者を
対象に実施しデ
リバリー給食へ
の理解関心を高
めた。生徒への
アンケート実施
により要望等を
把握し食事内容
の充実を図っ
た。

27,594

市
民

（
生
徒

）

市が作成した献
立に基づき，市
が食材を調達し
て，民間業者等
が調理し配送す
る。但し，調理場
所は委託先の場
合と市の調理場
の場合がある。

学校給食法（第
２条）に定める教
育目的及び学校
給食の目標を達
成する。食育の
充実を図り，健
全な食生活が実
現でき豊かな人
間性と生きる力
を持った子どもを
育成する。

　調理業務の民間委託に
は，委託先で調理行う弁当
配達方式（デリバリー）と市
の調理場を使って調理を行
う場合との２種類がある。
デリバリーについては，三次
中学校，十日市中学校，塩
町中学校，川地中学校，八
次中学校で実施している。
学校給食は学校に在学する
すべての児童生徒に対して
実施されるものであるが（学
校給食法，学校給食実施基
準）家庭での弁当作りにも教
育的意義が考えられるので
選択制を導入している。平成
２４年７月現在のデリバリー
給食の選択率は３５．４％で
ある。
また，市の調理場を使って
調理を行う委託については，
現在委託先と協議中であ
る。委託により雇用の創出，
民間の活力やコスト意識の
活用により経費の節減を図
る。
〔新しい公共（市民との協
働）〕

民間委託によるデリバリー
給食の委託料単価は，単価
が高くなる傾向にある。選択
率を上げる工夫が必要であ
る。また，学校給食法の実
施基準において学校給食実
施の対象が在学するすべて
の生徒と規定されたこと，及
び学校給食を教材とした食
育を推進する必要があるこ
とから選択制の見直しにつ
いて検討する余地がある。
安全で安心なおいしい魅力
ある給食にする努力は必要
だが，生徒や保護者のデリ
バリー給食に対する理解を
深める取り組みも必要であ
る。市の調理場で調理を行う
委託の場合は，教育委員
会・学校長・調理場(事業者）
との組織体制の整備，それ
に係る関係法令のチェック，
受託する事業者の選定，調
理場施設の整備などが課題
である。

学
校
教
育
課

給食調
理業務
の民間
委託
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平成２４年度行政評価　事務事業評価一覧（２次評価結果）
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単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明
単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

施
策
番
号

拡大・縮小 改善の必要性H23年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

所
管

拡大・縮小 改善の必要性

分

野

大

項

目

開

始

年

度

中

項

目

定量分析

成果指標
活動指標 
単位あたり

コスト

手段の適切さ

事務
事業名

事業概要
今後の課題

（ミッションの達成との関
連）

合
計
点

目的 前年度の対応

１次 総合評価事務
事業
の対
象者
等

手段
ラ
ン
ク

H2
2年
度
評
価

活動指標

２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

H2
3年
度
評
価

市の役割 必要性

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

防犯カメ
ラ等故障
件数

件 10 12 10
維持管理に
おける対応
状況（件数）

H
2
2

697,300  
トータル
コスト 円 16,973,000 21,842,000 16,198,800

トータルコス
ト（イニシャ
ル，ランニン
グ）の削減を
図る。

H
2
3

986,833  

H
2
4

1,619,880  

臨時的任
用教員数 人 39 35 33

三次市独自
に採用した
臨時的任用
教員と教科
指導講師の
合計

H
2
2

3,448,308  

学力到達
度検査結
果での平
均正答率

％ 75 75 75

市独自で実
施する学力
検査の平均
正答率

H
2
3

3,662,754  
体力・運
動能力調
査結果

％ － 13 20

50m走，立幅
跳び，握力
の国･県平均
以上の割合

H
2
4

3,950,715  

研修講座
の実施数 回 34 29 20

実施延べ回
数

H
2
2

43,794

学力到達
度検査結
果での平
均正答率

％ 75 72 （１月実施）

市独自で実
施する学力
検査の平均
正答率

１講座平
均参加人
数

人 30 28 30
講座１回あ
たりの参加
人数

H
2
3

98,706

H
2
4

139,535

4,064 3,859 3,898

児童生徒
数，実施教
科数等，年
度によるば
らつきがある
ため，コスト
が増減す
る。

H
2
2

984
全体正答
率 % 75 72 １月実施

平成２３年度
は，中学校
理科，社会
を併せて実
施し，平成２
２年度との
単純比較は
できない。基
礎的・基本
的な力は定

H
2
3

1,290

H
2
4

1,617

有

1
0
効
果
の
検
証

（
行
政
評
価

）

有

6
成
果
の
向
上

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

6
成
果
の
向
上

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

1
0
効
果
の
検
証

（
行
政
評
価

）

27 A 継
続

継
続

有

1
積
極
的
な
情
報
公
開
と
市
民
と
の
情
報
共
有

継
続

客観的な指
標を得るた
めに，継続
実施し，検
査結果の
活用を図
る。

継
続

　学力向上の
状況を測定す
る客観的な指
標を得るため
に事業の継続
が必要であ
る。しかし，実
施内容に改善
の余地があ
り，また結果を
踏まえた改善
の取組内容に
は充実が求め
られる。4

　児童生
徒に確
かな学
力を身
に付けさ
せること
につい
て，社会
的ニー
ズは極
めて高
いと思わ
れる。

4

　児童生
徒の学
力向上
を客観
的に測
定し，検
証に資
すること
に対する
市民
ニーズ
は高いと
思われ
る。本事
業の市
民ニー
ズにつ
いての
具体的
データは
特にな
い。

5

　実施に
必要とな
る必要最
低限のコ
ストであ
る。コスト
削減の
余地は
ない。実
施教科を
増やせ
ばコスト
増を伴
う。 5

　市内の
全児童
生徒を
対象とす
る限り，
市として
実施す
ることが
妥当で
ある。

5

　児童生徒
の学力向上
の状況を検
証するため
の客観的な
指標となる
ため，極め
て重要な意
味を持つ。
確かな学力
を育む目的
に適合して
いる。

4

　検証の指
標としてよ
り客観性を
高めるため
に，平成２
３年度から
中学校の
実施教科
(理科，社
会)を増や
している。
全国学力・
学習状況
調査と合わ
せて，授業
改善に取り
組み，実施
教科を増し
たことによ
る成果の
検証が必
要である。

　学力検査等の
結果を踏まえ，
各学校の授業改
善が進んでい
る。
　平成23年度
は，東日本大震
災の影響によ
り，全国学力・学
習状況調査は，
すべて希望実施
となったため，中
学校３年生のみ
全員に実施し
た。

4,976

三
次
市
内
全
域
の
児
童
生
徒

・統一問題による
学力検査の実施
・検査結果の分
析及び指導改善
計画の作成

　児童生徒の思
考力，判断力，
表現力等の育成
と，基礎的・基本
的な知識及び技
能の確実な習得

　全国学力・学習状況調査
を全市内小学校第６学年・
中学校第３学年の児童生徒
を対象に実施し，児童生徒
の学力の向上について経年
的に把握し，学力向上対策
事業の実施及び指導方法の
工夫改善を図る。
　年度末に三次市学力到達
度検査を全市内小中学校の
児童生徒を対象に実施し，
児童生徒の学力の向上につ
いて経年的に把握し，課題と
改善策を明確にして学力向
上対策事業の実施及び指導
方法の工夫改善を図る。

・検査結果の分析で課題の
ある学校を絞り込み，授業
改善の具体的方法などにつ
いて指導する必要がある。
・平成２５年度の全国学力・
学習状況調査は，全国悉皆
調査となり文部科学省によ
る調査となる予定。きめ細か
な調査により，指導方法の
工夫改善を図るよう，改善計
画を基に授業改善を行い，
児童生徒の確かな学力を育
成する。ただし，平成２６，２
７年度は，国語，算数・数学
の抽出調査を実施の予定。

学
校
教
育
課

知徳体
向上三
次プラ
ン
（②学
力到達
度検査
事業）
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1
4
職
員
の
人
材
活
用
と
育
成

継
続

引き続き，
研修メ
ニュー，内
容を検討し
ながら，研
修の成果
向上を図
る。

継
続

・計画的な教
職員研修を継
続してきたこと
により，教職
員の研修の質
的レベルも向
上し，児童生
徒の学力が着
実に向上して
きている。
・市独自の研
修成果は児童
生徒の学力だ
けでなく，学校
の教育活動全
体の活性化に
結びついてい
る。
・研修アン
ケートや自己
評価表等によ
り検証し，改
善を図りなが
ら継続をし，さ
らなる成果に
つなぐことが
必要である。

5

　中教審
答申等
からも，
「教師
力」の強
化は強く
求めら
れてお
り，教職
員の資
質向上
に係る
社会的
ニーズ
は極め
て高い。
また，学
習指導
要領の
徹底に
ついて
の研修
や授業
力改善
に向け
た研修
の機会
提供は

5

　最大の
教育条
件である
教職員
の資質
向上は，
子育て
日本一
をめざす
本市の
市民か
ら強く求
められて
いる。50
年後，
100年後
の三次
「夢人」
育てに
向け，三
次市の
教育に
期待す
るものは
大きいと
考える。

4

　三次市
の児童・
生徒の
学力向
上をはじ
め，生き
る力とな
る思考
力・判断
力・表現
力等を身
につけさ
せる為に
は，三次
市の教
職員の
資質向
上は必
要不可
欠であ
り，三次
市教育
行政の
責務とし
て，今後
も継続し
て取り組
む必要

4

三次市
の実態
に即した
独自の
研修を
行うこと
で，教職
員の研
修に対
する意
識改革
も進んで
きてい
る。5

　外部講師
から，教員
の研修姿勢
及び研修・
協議内容も
レベルアッ
プが図られ
ているとの
評価を頂い
ている。ま
た，参加教
員の自己評
価も概ね全
員が肯定的
評価をして
いる。

4

　年間を通
じて意図
的・計画的
に研修を実
施すること
や実践発
表や実践
交流をより
効果的に
取り入れる
ことで，研
修会の精
選と質の向
上を図って
きている。

　研修内容の選
択と集中を図る
ことにより，これ
まで実施してき
た研修回数の３
分の２に精選し，
年間を通じて意
図的計画的に研
修を実施するこ
ととした。また，
前年度に引き続
いて，校務分掌
や教育課程に対
応した内容に対
応させた。

3,356

　
三
次
市
内
小
中
学
校
の
児
童
生
徒

　教職員研修を
年間を通じて，
市独自に実施
し，教職員の教
科指導力，生徒
指導力の向上を
図り，併せて豊
かな人間性を培
い，意欲と実践
力のある教職員
を育成する。

　児童生徒の意
欲，理解度，学
力等を向上させ
る。

　教職員の教科指導力，生
徒指導力をはじめ，教育に
携わるものとしての資質の
向上をめざし，年間を通じて
計画的に研修を実施する。
　内容は，管理職を対象とす
るものから，一般教諭等を
対象とするもの，初任者を対
象とするもの，市費教員を対
象とするもの等，すべての教
職員について，職務の内容
や経験に応じて幅広く計画
する。
　また，講師等についても，
三次市スーパーアドバイ
ザーをはじめとして，全国
トップレベルの講師を招聘
し，実践的で質の高い研修
を実施する。

・中･長期的に見通しを持っ
た研修の実施。
・算数・数学科における教育
スーパーアドバイザー１名の
決定。
・個別課題や実態に応じた
研修実施のための工夫。
・研修内容等講座の選択と
集中による精選。
・研修成果等の一元的保管
管理体制の構築。

学
校
教
育
課

知徳体
向上三
次プラ
ン
（③教
職員資
質向上
事業）

15

27 A 継
続

継
続

第
１
 
こ
ど
も

35

２
教
　
育

(

1

)

子
ど
も
た
ち
の
た
め
の
学
校
改
革

有

1
4
職
員
の
人
材
活
用
と
育
成

継
続

少人数学
級・少人数
指導につい
て一定程度
の効果が
認められ，
引き続いて
研修等を通
じて成果の
向上を図
る。また体
力向上につ
いては，県
平均以上
の割合がま
だ低いこと
から，さら
に取組を充
実させるた
めの工夫が
必要であ
る。

継
続

　学校教育の
充実，とりわけ
学力の向上
（知徳体のバ
ランスのとれ
た児童生徒の
育成）は社会
的ニーズが極
めて高い。
少人数学級・
少人数指導を
継続して展開
していく中で，
学力が県平均
以上になって
きたことのみ
ならず，いじめ
の件数や不登
校児童生徒数
の減少等生徒
指導上の課題
も減少してき
た。
　体力につい
ては，依然とし
て本市の児童
生徒は課題が
あり 引き続

5

　新学習
指導要
領が小
学校で
はＨ２３
年度か
ら，中学
校ではＨ
２４年度
から完
全実施と
なり，児
童生徒
に確か
な学力を
身に付
けさせる
ことにつ
いての
社会的
ニーズ
は極め
て高い。
　体力に
ついて
は，健康
推進，学
力向上

5

　少子化
が進み，
一人一
人の実
態に応じ
た教育
の充実
について
は，保護
者から
の要求
だけでな
く，市民
レベルで
もニーズ
は極め
て高い。

4

　現在，
三次市と
同様に
市町独
自に教
員を採用
している
市町が
増えてき
ている。
また，今
後１０年
間，教員
の大量
退職時
代を迎え
て質の
高い教
員の確
保が
益々困
難になっ
てくるこ
とが予想
される。
そのた
め，三次
市独自

5

　義務教
育に係
る内容で
あり，さ
らに三次
市として
の独自
性を発
揮すべ
き内容で
ある。
　体力つ
くりにつ
いては，
市とし
て，学
校・家
庭・地域
と連携し
た取組を
充実す
る必要
がある。

4

　成果指標
において，１
月の市独自
の学力テス
ト結果では
小学校は目
標値を大幅
に上回って
いるが中学
校教員配置
校では目標
値まで達成
できていな
い。しかし，
生徒・保護
者・教員対
象のアン
ケート調査
では，必要
性が高く成
果が認めら
れ，十分目
的に合致し
ている。

4

　現行制度
により学級
定員が４０
名のところ
を，三次市
では原則３
０人定員の
少人数学
級を実現し
ている。今
後，小学校
１年の学級
定員が３５
名になった
こともあり，
進捗状況
を検証しつ
つ，改善を
図ってい
く。
　体力向上
について
は，さらに
取組を充
実させるた
めの工夫
が必要で
ある

　優秀な人材を
早めに確保する
ために，前年度
より２週間早くか
ら中国地方の教
員養成系の全部
の大学や関係団
体を訪問し説明
を行った。また，
中学校では，授
業時数を鑑み，
非常勤講師を２
名削減し，再度
常勤者２名を採
用し放課後や休
憩時間等も有効
に活用した指導
を行わせるよう
にした。

128,196

三
次
市
内
小
・
中
学
校
の
児
童
・
生
徒

　現行制度によ
り学級定員が４０
名（第１学年は３
５名）のところを，
全小学校を３０
人以下の学級
（２５人程度学
級）にする。ま
た，全中学校の
数学と英語の教
科を１５～２０人
程度での少人数
指導を実施す
る。また，体育専
科巡回教員によ
る小学校体育の
専門的指導や助
言により，基礎
体力向上を図
る。

　個に応じたきめ
細やかな指導を
することにより，
基本的な生活・
学習習慣と学
力・体力の定
着，学習意欲の
向上を図る。

  小学校においては，少人
数学級または少人数指導体
制とし，生活・学習集団を１
学級を少人数化することに
より，個に応じたきめ細やか
な指導をすすめ、基本的な
生活習慣と学習規律の確
立，基礎基本の学力の定着
を図る。また，体育の授業改
善等を推進し，児童の体力
の向上を図る。
　中学校においては，数学・
英語科において習熟の程度
に応じたきめ細やかな指導
を行うことにより，確かな基
礎学力を身に付けさせ学ぶ
意欲を育てる。
　平成２４年度は，市費教員
を小学校１８名，中学校１３
名（内非常勤講師1名），体
育専科巡回教員１名，初任
者指導講師１名の計３３名を
採用している。

・少人数学級編制等を効果
的に活用した指導方法のさ
らなる工夫改善
・体力・運動能力向上のため
の取組や各学校の課題に応
じた指導・助言の充実
・優秀な人材の確保。
・資質向上のための市費教
員の研修内容の充実

学
校
教
育
課

知徳体
向上三
次プラ
ン
（①確
かな学
力向上
事業）

15

27 A 継
続

継
続

第
１
 
こ
ど
も

34

２
教
　
育

(

1

)

子
ど
も
た
ち
の
た
め
の
学
校
改
革

有

1
0
効
果
の
検
証

（
行
政
評
価

）

継
続

学校施設に
対する安全
対策は必
要であるた
め，事業効
果の検証を
行いながら
継続する。

継
続

本業務は最
長，４年７ヶ月
の長期契約で
の業務の継続
となるが，年
度単位での効
果の検証が必
要と考える。

5

学校施
設にお
ける，安
全対策
は学校
及び保
護者か
ら強く求
められて
いるが，
昨今の
治安の
悪化等
を考える
と社会
ニーズも
高いと考
える。

5

学校施
設にお
ける，安
全対策
は学校
及び保
護者か
ら強く求
められて
おり，昨
今の治
安の悪
化等を
考えると
市民
ニーズも
高い。

4

本業務
は本年
度から開
始し，最
長４年
７ヶ月の
契約期
間とな
り，コスト
の削減
余地は
少ない。

4

アウト
ソーシン
グを目
的とし，
その方
向に進
めてい
る。

5

防犯カメラ
の老朽化に
よる機器の
更新及び維
持管理のア
ウトソーシン
グを目的と
しているた
め，目的に
合致してい
る。

5

本業務務
は本年度
から開始
し，最長４
年７ヶ月の
契約期間と
なり，成果
の向上余
地は少な
い。

前年度は未評価

11,842

・
児
童
・
生
徒
及
び
教
職
員

・警備業務と防
犯カメラを一体
的に業務委託す
る。

・児童・生徒の安
全対策と教職員
及び維持管理を
行う職員の負担
の軽減

１．経緯
　防犯カメラについては，小・
中学校の児童・生徒の安全
対策として，外部からの来訪
者の確認や見通しが悪い場
所・死角の状況を映像化し
不審者の侵入や犯罪を抑制
することを目的とし，平成１８
年度から各小・中学校へ防
犯カメラを設置している。
２．変更内容
　平成１８年度に設置した防
犯カメラの老朽化による機
器の更新及び維持管理のア
ウトソーシングを目的に，警
備会社へ防犯カメラと警備
業務を一体的に委託する。
⇒今年度は，４月～８月まで
既存の防犯カメラとし９月か
ら警備業者への委託とす
る。（契約期間は，４年７ヶ月
の債務負担行為）

〔新しい公共（市民との協
働）〕従来の警備業者との委
託業務であり，現時点では
新しい公共の考えはない。

・８月中に防犯カメラの設置
工事等を行い，９月からの新
システム（警備業者設置）を
稼働する。
・耐震補強等工事を行って
いる学校については，設置
時期，設置場所等の調整を
行う必要がある。⇒八次小
学校，十日市中学校，作木
中学校，三和中学校調整済
み。

学
校
教
育
課

学校施
設防犯
カメラ
及び警
備業務

24

第
１
 
こ
ど
も

33

２
教
　
育

(

1

)

子
ど
も
た
ち
の
た
め
の
学
校
改
革
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平成２４年度行政評価　事務事業評価一覧（２次評価結果）

※　各評価項目は，１～５の５段階で評価 ※　ランク：A:27～30　　B:22～26　　C:17～21　　D:12～16　　E:6～11

単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明
単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

施
策
番
号

拡大・縮小 改善の必要性H23年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

所
管

拡大・縮小 改善の必要性

分

野

大

項

目

開

始

年

度

中

項

目

定量分析

成果指標
活動指標 
単位あたり

コスト

手段の適切さ

事務
事業名

事業概要
今後の課題

（ミッションの達成との関
連）

合
計
点

目的 前年度の対応

１次 総合評価事務
事業
の対
象者
等

手段
ラ
ン
ク

H2
2年
度
評
価

活動指標

２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

H2
3年
度
評
価

市の役割 必要性

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

予算配当
学校数 校 33 33 35

事業計画書
及び事業予
算計画書の
提出のあっ
た学校に予
算配当

H
2
2

224,030  

学力到達
度検査結
果におけ
る平均正
答率

％ 75 72 (1月実施)

市独自で実
施する学力
検査の平均
正答率

H
2
3

215,788  

H
2
4

447,526  

11 12 12

学校支援員
配置人数
学校及び保
護者のニー
ズが増加

H
2
2

1,830,182  
支援対象
児童生徒
数

40 60 60

学校支援員
が支援を
行った対象
児童・生徒
数

H
2
3

1,706,333  

H
2
4

1,712,800  

研修会参
加者数 人 250 400

小中一貫教
育に係る研
修会等の参
加者数

H
2
2

小中一貫
教育実践
校

校 15 20

小中一貫教
育に係る教
育内容実践
校の数

H
2
3

17,579

H
2
4

17,268

就学指導
委員会対
象者

人 108 105 105

就学指導委
員会が意見
を付した対
象者数

H
2
2

89,926
特別支援
学級数

学級 43 42 40
特別支援学
級設置数

研修会実
施回数 回 7 6 5

市の主催に
より開催した
研修会実施
回数

H
2
3

89,619
研修会参
加者 人 157 139 153

研修会参加
者のべ人数

巡回相談
実施回数 回 22 20 20

巡回相談実
施回数

H
2
4

91,752

有

4
内
容
の
改
善

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

事
業
規
模

有

1
積
極
的
な
情
報
公
開
と
市
民
と
の
情
報
共
有

有

6
成
果
の
向
上

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

6
成
果
の
向
上

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

26 B 継
続

継
続

有

7
コ
ス
ト
の
削
減

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

継
続

今後も関係
機関等との
連携や教
職員への
研修会な
ど，引き続
き実施しな
がら，その
内容改善
や経費削
減を図る。

継
続

国による本事
業への補助金
が大幅に減額
になった現状
を踏まえ，研
修講師の人選
や県外への視
察研修の見直
しを図ることに
よりコスト削減
を考えなけれ
ばならない。

4

　平成19
年4月か
ら「特別
支援教
育」が学
校教育
法に位
置づけら
れ，すべ
ての学
校にお
いて，障
害のあ
る幼児
児童生
徒の支
援をさら
に充実し
ていくこ
ととなっ
ている。

5

　各学校
における
特別支
援教育
の充実
は，特別
な教育
的ニー
ズのある
児童・生
徒やそ
の保護
者にとっ
て切実
な願いで
ある。

3

　今後も
支援体
制の充
実を図る
必要が
あり，
サービス
の継続
のため
の人件
費のコス
ト削減は
大変厳し
い。しか
し，研修
会に招
聘する講
師の人
選や，県
外視察
研修の
見直しを
図ること
によっ
て，ある
程度のコ
スト削減
が可能

5

　各学校
における
特別支
援教育
の充実
を図る上
で，学校
を管理
する教
育委員
会の果
たす役
割は大
きい。ま
た児童・
生徒の
適正な
就学指
導を実
現するた
めに，市
町教育
委員会
は就学
指導委
員会を
設置しす
ることに

5

　大学講師
や特別支援
学校教諭等
を招聘した
研修会や巡
回相談事業
を継続的に
実施するこ
とで，各学
校における
特別支援教
育の質的向
上が図られ
ている。就
学指導に関
しても，教育
相談員によ
る就学相談
や就学指導
委員会の計
画的実施に
より，適正
に実施でき
ている。

4

　発達障害
に関する研
修会を開
催し，通常
学級を含
む学校全
体で特別
支援教育
が推進でき
るようにし
た。特別支
援学級担
任の専門
性をさらに
高めるよう
研修会を
工夫する必
要がある。
就学指導
は概ね計
画通り進め
ることがで
きたが，関
係部署等と
の連携をよ
り一層図る
必要があ
る

　関連機関との
連携をより密に
できるよう，会議
での情報共有，
研修会への協力
依頼などを進め
た。
　学校現場の
ニーズの高まり
を受け，市主催
研修会におい
て，発達障害の
ある児童生徒へ
の適切な支援・
指導に関する研
修を行った。

9,410

①
三
次
市
地
域
の
特
別
な
教
育
的
ニ
ー

ズ
を
必
要
と
す
る
児

童
・
生
徒
及
び
そ
の
保
護
者

②
三
次
市
内
小
・
中
学
校
の
教
職
員

①一人一人の教
育的ニーズに応
じた教育的支援
②関係機関と連
携した相談体制
及び一貫した支
援体制の構築
③教職員の専門
性の向上のため
の研修会，巡回
相談の実施
④適正な就学指
導の実施

・障害のある児
童・生徒の能力
や可能性を最大
限伸ばす。
・一人一人の特
別な教育的ニー
ズや障害の状態
に応じた適切な
就学を実現す
る。

　特別支援教育は，障害の
ある幼児児童生徒一人一人
の教育的ニーズに応じた適
切な指導や必要な支援を行
うものである。平成19年度か
らは改正学校教育法の施行
により，全国の幼稚園，小学
校，中学校，高等学校，中
等教育学校及び特別支援学
校において，支援体制の整
備が進められている。障害
のある幼児児童生徒につい
て，その能力や可能性を最
大限に伸ばし，自立し，社会
参加するための基盤となる
生きる力を培うため，一人一
人の特別な教育的ニーズに
応じ，適正な就学相談・指導
を行うとともに，学校におけ
る組織的かつ効果的な特別
支援教育が実施できるよう
支援する。
　また，児童生徒の適正な
就学を図るために，就学指
導委員会を設置し，教育学
や医学，心理学の専門家等
の意見を聴くとともに，保護
者の意見も聴取し 総合的

　発達障害をふくむ障害へ
の理解を深め，適切な支援・
指導が実施できるよう，特別
支援教育研修会や巡回相
談事業を引き続き実施して
いく必要がある。その際，庄
原特別支援学校や大学，発
達障害者支援センター等の
専門機関との連携を一層強
化する，
　こども発達支援センター等
の市関係部署，保育所，広
島県北部子ども家庭セン
ター等の専門機関と連携し，
情報の共有化を図ることで，
適切な就学に向け，早い時
期から対応できる体制を組
むとともに，保・幼・小・中と
一貫した支援・指導が実施
できるようにする。

学
校
教
育
課

特別支
援教育
推進事
業
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ど
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有

1
3
効
率
的
な
組
織
体
制
の
確
立

拡
大

小中一貫
教育につい
ての理解
が，三良坂
中学校区を
はじめとし
て，他の中
学校区へも
波及し始め
ているた
め，引き続
き，積極的
な情報発信
により，市
民理解を得
ながら，事
業を拡大し
ていく。

拡
大

　一貫教育
は，昨年度
「基本構想」が
策定され三次
市全体でス
タートした。今
後は，この基
本構想に則
り、一貫教育
の意義・目的・
方法等を具体
的に教員・保
護者・地域に
広め，計画的
に平成３２年
度まで継続し
ていく必要が
ある。（平成３
２年度に次な
る学習指導要
領が改定され
る予定）

事
業
規
模

4

　小１プ
ロブレ
ム・中１
ギャップ
の問題
は全国
的な課
題であ
り，中央
教育審
議会答
申でも一
貫教育
の重要
性が示さ
れてい
る。一貫
教育は
全国で７
８０校で
実施さ
れ，平成
１８年か
らは特
例に拠ら
ない学
校も増え
てきてい

5

　各種実
態調査
から，三
次市内
の中学
校での
学力低
下や自
他理解・
自己有
用感の
低下，問
題行動
の増加
があり，
この課
題は中
学校だ
けでは
解決しな
い。中学
校にお
ける課
題克服
は，保護
者・地域
の大きな
願いでも

4

　一貫教
育につい
ての理
解を進め
るために
は，研修
会の実
施や先
進地視
察等によ
る一貫教
育のイ
メージづ
くりが不
可欠であ
る。学
校・保護
者・地域
の理解を
更に進
める必要
性からコ
スト削減
の余地
は少な
い。

5

　義務教
育内容
に係る
事業で
あり,市
でなけれ
ばできな
い。

5

　小学校６
年から中学
校１年の接
続がスムー
ズとなり，小
１プロブレ
ム・中１
ギャップが
解消される
ことにより，
児童生徒・
保護者に安
心感が生ま
れ，学力の
向上と問題
行動の減少
に効果があ
る。また，同
じ中学校区
の児童生徒
に小中で共
通的な課題
の克服が図
られる。

4

　先進的に
一貫教育
を進めてい
る三良坂
中学校区
では組織も
設立され，
小学校と中
学校教員
の意識改
革が進み
つつある。
また，保護
者・地域へ
の説明会も
実施され，
地域住民
に理解が
広がりつつ
ある。これ
を例とし，
三次・君
田・三和中
学校区も推
進委員会
が設立さ
れ，市内に
広がりがみ

前年度評価：拡
大
平成２４年３月に
三次市教育委員
会は，今後１０年
間の三次市の教
育指針である
「三次教育ビジョ
ン」を策定した，
中でもこの小中
一貫教育が核と
なる最重要な事
業であり，今後，
事業拡大の必要
性が大である。

4,395

市
内
児
童
生
徒

保
護
者
及
び
地
域
住
民

　①　研修会開
催　②　一貫教
育先進地視察
　③　モデル地
域の公開研究会
④　一貫教育の
教育内容（コアカ
リキュラム等）の
検討

　各中学校区で
育てたい子ども
像を学校・保護
者・地域が共有
し，小学校・中学
校教職員が協同
して中学校区の
児童生徒を共通
方針・共通方策
の下で育成して
いく。この手法に
より，各地域ごと
の児童生徒の課
題克服を小中の
教員が共同して
行う。

  義務教育９ヵ年間を一貫し
た教育方針に基づいて教育
する体制を構築し，本市が
目指す子ども像を実現する
ために，平成２３年度から①
個性②コミュニケーション③
地域④学びの連続性の４つ
をキーワードとして，全中学
校区において小中一貫教育
を推進する。
　平成２４年度は，次の大き
く４つの事業を展開する。
　①　三次市教職員を対象と
し大学教授等を招聘した研
修会の開催
　②　一貫教育の先進地視
察
　③　三良坂中学校区・三和
中学校区・三次中学校区・
君田中学校区の４地域をを
モデル地域に指定し公開研
究会を開催
　④　平成23年度に策定した
「三次市小中一貫教育基本
構想」に則り，教育内容面に
おいて小中一貫教育カリ
キュラム（コアカリキュラム
等）や三良坂小中一貫教育

・小中学校教職員の意識改
革…計画的な研修を実施す
る
・モデル校指定による具体
的実践…三良坂中学校区を
はじめとする４モデル地域を
指定して取り組む
・各校の小中一貫教育推進
教員の意識変革と各中学校
区の推進組織づくり

学
校
教
育
課

小中一
貫教育
推進事
業
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継
続

必要のある
児童・生徒
に対するよ
り細やかな
支援・指導
は必要とさ
れているの
で，現状を
検証し成果
の向上を図
る必要があ
る。

拡
大

　発達障害の
ある児童・生
徒や，生徒指
導上課題のあ
る児童・生徒
など，通常学
級において特
別な教育的
ニーズや特別
の配慮を要す
る児童・生徒
に対し，確か
な学力を身に
つけさせるた
めのより細や
かな支援・指
導が求められ
ている。しかし
今年度におい
ても，配置希
望学校数１７
に対し，１２校
に配置してい
る状況であり，
配置数を増加
させる必要性
がある。

予
算
額

4

　発達障
害のあ
る児童
生徒を
含め，通
常学級
に在籍
する特
別な教
育的
ニーズ
のある
児童・生
徒に対
する支
援・指導
を求める
声が高
まってい
る。

5

　児童生
徒が，学
校で安
心・安全
に生活・
学習を
行う，学
力を身
に付ける
ことは，
保護者
にとって
重要なこ
とであ
り，支援
員の配
置は保
護者
ニーズ
が高い。

5

　費用は
全て学
校支援
員の賃
金であ
る。学
校・保護
者のニー
ズが極
めて高
く，今後
さらに学
校支援
員を増員
し事業の
充実を図
る必要性
が高く，
コスト削
減の余
地は困
難であ
る。

5

　学校へ
の支援
員の配
置であ
り，市で
行うこと
が必要
である。

5

　子どもを
取り巻く環
境が変化
し，子ども一
人一人の教
育的ニーズ
も多様化し
ており，より
個に応じた
支援が強く
求められて
いる。学校
支援員の配
置により多く
の児童生徒
の支援が図
られる。

3

　４年目の
事業となっ
たが，学校
支援員の
運用の在り
方や，人材
の確保，配
置校による
成果と課題
の分析とそ
の活用な
ど，成果向
上の余地
は少なから
ずある。

　学校のニーズ
の把握及び効果
の見通しをたて
て配置する学校
を決定した。

20,476

市
内
の
小
中
学
校
に
在
籍
す
る
特
別
な
支
援
を
必
要
と
す
る
児

童
・
生
徒

校長の指導のも
と，担任教員と
協力し，概ね次
の職務を行う。
①生活及び学習
上の困難を有す
る児童生徒への
支援
②放課後や長期
休業中の児童生
徒への学習支援
③担任等教員の
教務事務の補助

　学校支援員の
配置により，一
人一人の教育的
ニーズに対して，
支援の充実を図
り，学びと育ちを
保障する授業づ
くりを推進する。

  通常学級に在籍する特別
な支援が必要な児童・生徒
や，生徒指導上の課題を抱
える児童・生徒への支援・指
導など，校長が必要とする
教育補助活動に対して三次
市学校支援員を配置するこ
とによって，学校の教育活動
の充実と，配慮を必要とする
児童・生徒に対する支援・指
導の一層の充実を図る。
　平成２４年度は１２小中学
校に１２名の学校支援員を
配置している。

　通常学級に在籍する発達
障害のある児童・生徒等に
対して，よりきめ細やかな支
援・指導を行うために，学校
支援員の配置を希望する声
は，保護者や学校だけでなく
社会的にも高まっている。毎
年２０校近くの学校から学校
支援員の配置希望が出され
るが，現状では学校支援員
の人数が不足している。学
校支援員の人数を増やすこ
と，教員免許を有する人材を
確保することが必要である。

学
校
教
育
課

学校支
援員配
置事業
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事業成果を
情報発信し
「見える化」
することに
より，情報
共有の容
易さ，実践
学校の達
成感向上，
他学校へ
の動機づけ
などを確保
することが
期待でき
る。

継
続

・学校の主体
性と誘導施策
としての一貫
性を保持しな
がら，学力向
上に特化して
いるものから
広く学校教育
全般に関わる
ことへも考慮
し，予算的に
も各学校が学
校経営全体の
中で予算執行
できるよう配
分を行い，先
進的な取組を
促していきた
い。
・予算執行に
ついては，より
一層コスト意
識をもち，計
画的に執行し
ていくことが必
要である。

4

　児童生
徒に確
かな学
力を身
につけさ
せること
について
の社会
的ニー
ズは高
い。

4

　義務教
育就学
児童生
徒をもつ
保護者
からの
ニーズ
は高い。

4

　特色あ
る取組の
情報共
有化によ
り，コスト
削減の
余地は
あるが教
育内容
の充実
の為に
はさらな
る拡充が
必要と考
える。

4

 義務教
育に係
る内容で
あり，さ
らに三次
市として
の独自
性を発
揮すべ
き内容で
ある。

5

　重点校で
の特色ある
取組により
積極的に事
業が進めら
れおり，成
果も上がっ
ている。県
内，さらに
は全国に向
けて取組を
発表できる
学校が数校
見られるよ
うになってき
た。平成２３
年度は，中
学校理科，
社会を実施
し，成果指
標において
は，経年的
な数値だけ
で判断はで
きない。
個々の児童
生徒の学力
は伸びてい

4

　事業4年
目を迎え，
学校独自
の特色を
生かした実
践が進み
つつある。
しかし中に
は取組の
内容に学
校間格差も
ある。先進
的な特色
ある取組を
情報発信
し，有効活
用していく
ために，成
果指標を
設定し，目
標達成度
を客観的に
評価してい
く。

・真に特色ある
取組，学力向上
のより具体的な
取組を促す為，
需用費等を抑
え，予算の内容
を精査するよう
指導している。

7,121

三
次
市
内
小
・
中
学
校
の
児
童
生
徒

・地域や児童生
徒の実態に応じ
た学校独自の豊
かな教育内容の
創造や教育活動
を支援し，児童
生徒の学習意欲
の喚起と学力向
上につなげる。

・特色ある取組
については，学
校間だけでなく，
保護者・地域は
もとより市民へ
の情報発信を積
極的に行わせて
いく必要がある。

（目的）
　地域や児童生徒の実態に
応じた学校独自の豊かな教
育内容の創造や教育活動を
支援し，児童生徒の学習意
欲の喚起と学力向上につな
げる。
（配当対象経費）
　「特色ある学校づくり」予算
推進事業の予算額の範囲
内で，実践研究及び研究公
開等に係る経費を配当する
ものとする。
（指定期間）
　指定期間は１年間とし，そ
の期間内に研究実践を行
う。
〔新しい公共（市民との協
働）〕
  小中一貫教育の観点か
ら，めざす子ども像の具現化
のために，地域の特性を中
学校区の教育へ生かす事業
を積極的に推進する。

・特色ある取り組みについて
は，学校間だけでなく，保護
者・地域はもとより市民への
情報発信を積極的に行わせ
ていく必要がある。
・学力向上に特化しているも
のから広く学校教育全般に
関わることへ拡大し，予算的
にも思い切った配分を行い，
これまで以上に先進的な取
組(小中一貫教育推進地域，
新学習指導要領に基づく先
進的な研究指定等)を促して
いく。

学
校
教
育
課

「特色
ある学
校づく
り」予
算推進
事業
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平成２４年度行政評価　事務事業評価一覧（２次評価結果）
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単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明
単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

施
策
番
号

拡大・縮小 改善の必要性H23年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

所
管

拡大・縮小 改善の必要性

分

野

大

項

目

開

始

年

度

中

項

目

定量分析

成果指標
活動指標 
単位あたり

コスト

手段の適切さ

事務
事業名

事業概要
今後の課題

（ミッションの達成との関
連）

合
計
点

目的 前年度の対応

１次 総合評価事務
事業
の対
象者
等

手段
ラ
ン
ク

H2
2年
度
評
価

活動指標

２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

H2
3年
度
評
価

市の役割 必要性

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

教育相談
員の人数 人 8 8 8

教育相談等
を対応する
教育相談員
の任用数

H
2
2

2,635,500  
不登校児
童生徒数 人 1 -3 -3

本年度の不
登校児童生
徒数から昨
年度の当該
数を差し引
いた数

H
2
3

2,155,625  
いじめ解
決割合 ％ 100 100 100

いじめ認知
して解決でき
た割合

H
2
4

2,147,550  

ALTの授
業時数

時間 6,300 6,300 6,300

ALTの配置
数７名で実
施した授業
時数。

H
2
2

7,565  

小学校高
学年で年
間３０時
間以上の
「外国語
活動」を
実施する
学校数

校 26 26 24
外国語活動
は全校で実
施している。

JTEの授
業時数

時間 2,400 2,400 2,400

JTEの配置
数３名で実
施した授業
時数。

H
2
3

7,559  

三次市学
力到達度
検査での
英語の平
均正答率

％ 75 75 （１月実施）

聞くこと，話
すことの正
答率が高
い。

H
2
4

7,559  

受け入れ
事業数 所 422 410 410

職場体験学
習の実施受
入れ事業所
数

H
2
2

10,393
職場体験
アンケー
ト

％ 93 91 91

「働くことへ
の意識が高
まった」と答
えた生徒の
割合

H
2
3

7,437

H
2
4

6,723

検討委員
会の開催
回数

回 2

この制度に
おいては，検
討委員会を
設けてその
意見を聞くこ
とになってい
る。その委員
会の回数。

H
2
2

利用児童
数（のべ） 人 516 600

開設が１か
所増えたた
め増加して
いる

H
2
3

#DIV/0!

H
2
4

2,877,400

事
業
規
模

有

7
コ
ス
ト
の
削
減

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

無

有

4
内
容
の
改
善

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

4
内
容
の
改
善

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

22 B 有

2
市
民
と
行
政
の
協
働
と
連
携

拡
大

小規模型
放課後児
童クラブを
放課後子ど
も教室とす
ることで，よ
り幅広い児
童を対象と
できるた
め，より市
民ニーズへ
の対応を図
ることが出
来る。今
後，コスト
削減に努め
るとともに，
この事業へ
の移行を計
画的に行
う。

継
続

今後さらに核
家族化は進
み，また不安
定な社会情勢
から共働きの
家庭も増える
と予想される。
放課後や週末
などの子ども
の居場所づく
りが必要であ
ると思われる
ため。

4

核家族
や共働
きが増え
るなか，
地域の
子どもは
地域で
育てると
いう観点
からも社
会的
ニーズ
は高い。

4

小学生
全学年
を対象と
した本事
業は，市
民の
ニーズ
が高いと
思われ
る。

5

子どもの
安全性を
考える上
からもこ
れ以上
の削減
は困難と
思われ
る。

2

それぞ
れの地
域の実
情に合
わせた
地元の
自主的
な活動
が好まし
いため，
市関与
の必要
性は少
ない。4

子どもの居
場所づくり
において，
地域の子ど
もは地域で
育てるとい
う観点から
も地域住民
の協力はな
くてはならな
いものであ
る。

3

幅広い分
野の学習
アドバイ
ザーによる
活動を行う
ことで，より
効果のある
取り組みが
行える。

前年度評価なし

4,327

市
民

（
特
に
小
学
生
及
び
そ
の
保
護
者

）

地域の実情に応
じて，学習・体
験・交流・遊びな
どさまざまな取り
組みにより子ど
もの居場所づくり
をする。各教室
に1年1,548千円
の委託料を支払
う。

子どもたちが地
域社会の中で心
豊かで健やかに
育まれる環境づ
くりをめざす。

小学校に就学する全ての子
どもを対象として，放課後や
週末等に小学校の余裕教室
等を活用し，安全・安心な子
どもの活動拠点（居場所）を
設け，地域の方の参画を得
て，子どもたちに勉強やス
ポーツ・文化芸術活動，地域
住民との交流活動などの機
会を提供することで，子ども
たちが地域社会の中で心豊
かで健やかに育まれる環境
づくりをめざす。
H23～：粟屋・河内，H24～：
布野（現在3教室）

〔新しい公共（市民との協
働）〕
地域の方の参画による子ど
もたちの居場所づくり

放課後児童クラブから，放課
後子ども教室への移行を年
に１か所の割合で進める。
学習アドバイザーおよび安
全管理員の報酬について再
考が必要。

社
会
教
育
課

放課後
子ども
教室

23

第
１
 
こ
ど
も

44

１
子
育
て

(

2

)

子
育
て
と
仕
事
が
両
立
で
き
る
環
境
づ
く
り

有

4
内
容
の
改
善

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

終
了

この事業
は，今後，
小中一貫
教育推進
事業へと統
合するた
め，内容の
検証を行
い，終了と
する。

終
了

この事業の内
容は，来年度
も必要である
が，平成25年
度は内容を整
理し，職場体
験プログラム
は小中一貫教
育推進事業に
シフトし，「山・
海・島」体験活
動推進事業に
ついては経常
経費として対
応する。

5

　自然体
験活動
及び職
場体験
は，豊か
な心や
健やか
な体の
育成に
向けて
不可欠
である。

4

　市の将
来を担う
人材育
成のた
め，多く
の人との
かかわり
を必要と
する自
然体験
活動や，
市内の
多種多
様な職
場での
職場体
験活動
はニー
ズが高
い。

4

　体験活
動及び
職場体
験を実施
していく
にあたっ
て，現状
は最低
限の予
算であ
る。

3

　職場体
験にお
いて，学
校が主
体となっ
て連絡
調整でき
るように
進めて
いるが，
今後さら
に条件
整備を
行ってい
く。
　自然体
験活動
について
は，指定
を受けた
学校の
保護者
の理解
を得るた
めに，今
後も学
校を支
援してい

4

　職場体験
の関係者に
実施したア
ンケート，自
然体験活動
で児童に実
施したアン
ケートのど
ちらにおい
ても，肯定
的な回答の
割合が高
い。また，児
童生徒の肯
定的な変容
も見られ
た。キャリア
発達を促す
ことができ
ている。

3

　各学校の
教育活動
全体の中
で，事前事
後学習と体
験活動を
関連付け
ていくと，よ
り効果が期
待できる。

 中学生職場体
験では，受け入
れ事業所の数が
若干減少傾向に
ある。検証と成
果・課題の把握
をする。

3,049

三
次
市
内
小
・
中
学
校
の
児
童
・
生
徒

①「山・海・島」体
験活動推進事業
②中学生職場体
験活動

①発達段階に応
じたキャリア発
達。
②自己肯定感が
高まる。
③体験活動を自
己の生活に生か
す。

望ましい勤労観・職業観を持
ち，社会人として自立する力
を備えた三次の子どもたち
の育成
①小学校５年生を対象とし
た「山・海・島」体験活動推進
事業の実施
②中学校２年生を対象とし
た職場体験プログラムの実
施

〔新しい公共（市民との協
働）〕

　昨年度「山・海・島」体験活
動推進事業の指定を受けた
小学校は，今年度，継続し
て２泊３日の宿泊研修を行っ
ている。このように，体験活
動を継続していけるように保
護者の理解を図る必要があ
る。

学
校
教
育
課

知徳体
向上三
次プラ
ン
（④
キャリ
ア教育
推進事
業）

16

26 B 継
続

拡
大

第
１
 
こ
ど
も

43

２
教
　
育

(

3

)

世
界
へ
は
ば
た
く
教
育

有

1
1
外
部
委
託
・
民
営
化
の
推
進

継
続

拡大された
小学校での
外国語活
動対応も着
実に実施さ
れており，
今後も外国
語指導助
手（ALT)の
指導技術
の改善，日
本人外国
語指導教
員（JTE)の
研修強化に
より，より質
の高い授業
の提供を継
続して図
る。

継
続

　平成２３年度
小学校におけ
る外国語活動
の本格実施に
加えて，平成
２４年度から
中学校外国語
の授業時間数
が週当たり３
時間から４時
間に増えたた
め，業務委託
によるＡＬＴの
配置と指導技
術の改善を継
続して図る必
要がある。

5

学習指
導要領
改訂の
趣旨か
らも，小
学校外
国語活
動と中学
校英語
科との円
滑な接
続及び
異文化
理解等
社会的
ニーズ
は高い。
アジア諸
国にお
ける外
国語教
育早期
開始の
実態か
ら，小学
校低・中
学年か
ら英語

5

社会的
にニーズ
に伴い，
外国語
教育の
充実に
対する
期待が
高まって
いる。

5

委託料
は最低
限であ
る。日本
人外国
語指導
教員の
賃金は
妥当であ
る。

3

外国語
指導助
手の配
置業務
は民間
業務委
託である
ため，委
託業者
に要請
すること
は可能
である
が，外国
語指導
助手の
指導は
不可能
である。
日本人
外国語
指導教
員につ
いては，
毎月２回
の研修
日を設
定してい

5

児童・生徒
に異なる言
語・文化に
触れさせ，
外国語を学
習する上
で，外国語
指導助手の
全校配置は
極めて有効
である。ま
た，小学校
外国語活動
のおいて
は，担任と
の打ち合わ
せや専門性
を発揮でき
る日本人外
国語指導教
員の配置は
不可欠であ
る。

3

外国語指
導助手の
授業力向
上に向け，
委託業者
による学校
調査及び
授業研究
等を継続し
て要請する
ことが必要
である。

・各小学校にお
ける外国語活動
の積極的な授業
展開が定着して
きている。
・学力テスト等に
おける「聞くこと」
「話すこと」の領
域における通過
率が９０％程度と
高い。

47,619

三
次
市
内
小
・
中
学
校
の
児
童
・
生
徒

外国語指導助手
（ALT)及び日本
人外国語指導教
員（JTE)の全校
配置

・児童・生徒の異
文化や異言語に
柔軟に接する姿
勢をもっている。
・小・中９年間で
学ぶべき英語の
基礎・基本を身
に付けている。

・市内の全小・中学校に，民
間への業務委託による英語
のネイティブ・スピーカーで
ある外国語指導助手（ALT）
や三次市臨時的任用教員で
ある日本人外国語指導教員
（JTE）を配置し，外国語教育
の充実を図る。
・小学校４学年において英語
活動を実施する。

・外国語指導助手の活用に
ついて教職員研修等を図
る。
・学力検査の結果等を踏ま
え，小中連携を円滑に推進
する。
・小学校外国語活動を踏ま
えた中学校英語の授業改善
を図る。
・全２４小学校４学年におけ
る英語活動実態調査の実施
及び英語活動実施の普及を
図る。

学
校
教
育
課

小中学
校外国
語教育
推進事
業

17

23 B 継
続

継
続

第
１
 
こ
ど
も

42

２
教
　
育

(

3

)

世
界
へ
は
ば
た
く
教
育

有

4
内
容
の
改
善

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

継
続

不登校児
童・生徒の
状況は改
善されてき
ているが，
対策の継
続が必要な
ところであ
り，内容の
改善を引き
続き図る。
またいじめ
について
は，今のと
ころ認知し
て解決でき
ているが，
隠れたいじ
めがないか
等常に緊張
感を持って
取り組み，
家庭，地
域，学校が
連携協力し
て，良好な
教育環境を
確保してい

継
続

　各学校で
は，児童生徒
の様子等から
早期発見・早
期対応，チー
ム対応の徹底
化により，組
織的に不登校
児童・生徒へ
の支援が行わ
れたている。
不登校につい
ては，平成１７
年度の９８人
のピーク時か
ら，平成２３年
度末では３８
人となり，約６
０％減となって
いる。三次市
では初の３０
人代となった。
本事業によ
り，成果が表
れてきている
が，依然とし
て，４０人前後
の数値であ

5

　全国的
に不登
校やいじ
め事案
が増加し
ている現
状にあっ
て，豊か
な人間
性や社
会性，生
涯学習
を支える
学力を
身につ
けるな
ど，すべ
ての児
童・生徒
がそれ
ぞれ自
己実現
を図り，
また，社
会の構
成員とし
て必要
な資質・

5

　いじめ
に悩ん
だり，学
校へ行
きにくく
なったり
している
児童・生
徒を抱え
る保護
者にとっ
ては切
実な問
題であ
り，相談
活動を
はじめと
した不登
校対策
に対する
市民
ニーズ
は非常
に高い。

4

　教育相
談員，青
少年指
導相談
員及びス
クールカ
ウンセ
ラーの人
件費が
大半であ
り，削減
は難しい
が，事業
を実施す
ることで
得られる
効果や
成果を常
に意識
し，効率
性の向
上を図っ
ていく。

4

　不登校
児童生
徒への
取組や
いじめ認
知・解決
の取組
は，多く
は学校
現場が
直接取
組を進
めるが，
行政的
手法に
よる取組
も全国
的に行
われ，効
果をあげ
ている。

5

　不登校・い
じめ対策の
研修を充実
させること
で，教職員
の資質の向
上を図るこ
とができる。
気になる児
童生徒の状
況を把握
し，教育相
談員･青少
年指導員等
が学校組織
及び児童生
徒や保護者
に対し具体
的に取り組
むことは有
効である。
また，スクー
ルカウンセ
ラーが児童
生徒や保護
者の要望に
応じて面談
することは

4

　教職員の
さらなる資
質向上を
図り，組織
的な体制を
充実させて
いくため
に，事業内
容の工夫・
改善が必
要である。

日常の学校での
様子や遅刻欠席
の様子等から早
期発見・早期対
応，チーム対応
の徹底化によ
り，組織的に不
登校児童・生徒
への支援が行わ
れ，不登校につ
いては，平成17
年度の98人か
ら，平成23年度
末では38人と
なった。割合で
は，平成23年度
広島県内23市町
の割合と比較す
ると，小学校は４
位，中学校は６
位である。
いじめについて
は，小学校１件，
中学校１件の合
計２件で，県内で
は，小学校６位，
中学校５位であ
る

17,245

三
次
市
地
域
の
児
童
・
生
徒
と
そ
の
保
護
者

児童生徒理解や
不登校やいじめ
等に係って配慮
が必要な児童生
徒への支援のあ
り方に係る研修
の機会を設け，
教職員の資質向
上を図るとともに
児童生徒の状況
把握を行い，教
育相談員が学校
と連携をして不
登校・いじめの
未然防止と学校
復帰できるように
取り組む。

不登校対策及び
いじめ認知・解
決100％の取組
により，児童・生
徒が安心して学
校に通うことがで
きる。
保護者も安心し
て子どもを学校
に通わせること
ができるようにす
る。

　不登校やいじめの未然防
止（早期発見・早期対応），
不登校児童生徒への学校
復帰の取組（個別の支援計
画に基づいた具体的支援・
適応指導教室通室）を行政
が学校・家庭や地域と連携
し取り組む。
　平成２３年度は，不登校・
いじめの未然防止対策とし
て，コミュニケーションコンサ
ルタント及び教師学インスト
ラクターの三上かおり先生を
招聘し，小・中学校不登校対
策研修会において，効果的
な人間関係の確立に係るス
キルを学ぶ。
　不登校・いじめ対策に係る
スーパー・アドバイザー（平
成２３年度は環太平洋大学
次世代教育学部学級経営
学科　杉田郁代　准教授）制
度を設け，生徒指導実践指
定校（十日市小・中学校，八
次小・中学校）への訪問指
導を定期的に行うことで，教
職員の不登校・いじめ対策
に係る資質の向上に努める

・学校環境適応に係る，アセ
スメントを実行し，一次支援
を中心にした取組を推進す
る必要がある。
・不登校・いじめ対策に係る
教職員の資質向上をさらに
図る必要がある。
・成果の上がった実践・取組
について情報発信をし，他
校に広げていく必要がある。
・個別の支援計画を作成し，
９年間を見通し，小中が協力
して個に応じた支援を具体
的に行う必要がある。

学
校
教
育
課

不登校
対策推
進事業
(不登
校・い
じめ対
策）

17

第
１
 
こ
ど
も

41

２
教
　
育

(

2

)

自
分
・
み
ん
な
・
生
命
を
大
切
に
す
る
教
育
の
推
進
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平成２４年度行政評価　事務事業評価一覧（２次評価結果）

※　各評価項目は，１～５の５段階で評価 ※　ランク：A:27～30　　B:22～26　　C:17～21　　D:12～16　　E:6～11

単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明
単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

施
策
番
号

拡大・縮小 改善の必要性H23年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

所
管

拡大・縮小 改善の必要性

分

野

大

項

目

開

始

年

度

中

項

目

定量分析

成果指標
活動指標 
単位あたり

コスト

手段の適切さ

事務
事業名

事業概要
今後の課題

（ミッションの達成との関
連）

合
計
点

目的 前年度の対応

１次 総合評価事務
事業
の対
象者
等

手段
ラ
ン
ク

H2
2年
度
評
価

活動指標

２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

H2
3年
度
評
価

市の役割 必要性

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

対象者 23 50
指導実施対
象者数

H
2
2

 指導率 % 50
検査数値の
維持，改善
のあった者

H
2
3

140,826  
指導開始か
ら1年経過後
の成果

H
2
4

116,208  

食育出前
講座回数 回 43 49 50

体験型の要
望が高い。

H
2
2

520,907  
食育出前
講座参加
者数

人 1,175 1,387 1,500
新規申込も
増加してい
る。

食育
フォーラ
ム等の開
催

回 2 3 2 啓発事業

H
2
3

434,490  

食育
フォーラ
ム参加者
数

人 134 259 200
かるた大会
の開催が効
果あり。

食生活改
善推進員
地域伝達
回数

回 34 45 60
市民との協
働

H
2
4

432,200  

食生活改
善推進員
地域伝達
参加者数

人 1,914 2,531 3,000
全地域の活
動が可能に
なった。

受診者数 人 1,755 1,728 1,826

受診者一人
当たりの事
業費
（受診者は
年々増加し
ている。）

H
2
2

25,213
人間ドッ
ク受診率 ％ 5 5 5

当該年度末
の40歳以上
の受診率

H
2
3

26,474
受診対象
者数 人 35,757 35,624 35,500

当該年度末
の40歳以上
の人口

H
2
4

25,420

健康端末
機設置台
数

台 298 203
健康端末機
の設置台数

H
2
2

7,087
異常の早
期発見 件 5 3

医療機関で
治療につな
がった件数

データ処
理延べ件
数

件 20,084 10,455

利用者から
送信された
健康データ
の処理件
数。
異常の早期
発見，保健
指導への活
用

H
2
3

10,192 緊急通報 件 6 1
緊急通報の
件数

訪問件
数・受診
勧奨件数

件 50 46

健康データ
分析結果に
より，訪問指
導件数及び
医療機関受
診勧奨件数

H
2
4

#DIV/0!
月別利用
状況 ％ 30 29

平均利用率
（設置台数
÷月利用平
均台数）

無

有

4
内
容
の
改
善

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

2
市
民
と
行
政
の
協
働
と
連
携

そ
の
他

有

6
成
果
の
向
上

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

19 C 継
続

継
続

無
廃
止

本システム
はＨ23年度
で廃止し，
緊急通報シ
ステムによ
る対応と保
健師による
訪問相談
等を実施し
ている。
市全域で高
齢者の健
康管理がで
きるシステ
ムの在り方
や緊急時
の対応につ
いて，今後
も引き続き
協議・検討
を行うこと
が必要であ
る。

廃
止

この事業は合
併以前から作
木町で実施し
ていたが，機
器の老朽化に
より止む無く
平成23年度を
もって廃止し
た。少子高齢
化が進み高齢
者世帯や一人
暮らし世帯が
増加する中，
市民が安心し
て暮らすこと
ができる全市
的な健康管理
や安否確認が
できるシステ
ムの検討を継
続して行って
いく必要があ
る。平成24年
度からは，三
次市緊急通報
システムでの
対応と，保健
師による訪問

4

少子高
齢化が
進む中，
特に高
齢者の
安心・安
全な暮ら
しの確保
は社会
的な課
題であ
る。

4

少子高
齢化が
進む中，
特に高
齢者の
安心・安
全な暮ら
しの確保
は社会
的な課
題であ
り，将来
への不
安を抱え
る市民も
多くニー
ズは高
いと思わ
れる。

3

老朽化
によりシ
ステムの
保守に
かかる経
費や対
応が課
題となっ
ていた。
低コスト
で成果
のある手
段が求
められ
る。

3

環境整
備は市
が行う必
要があ
るが，今
後，新た
なシステ
ムの管
理・運営
は委託
も含めて
検討す
る必要
がある。3

利用者に
とっては，健
康管理が簡
易にできる
ものとなっ
ていたがシ
ステムの老
朽化や利用
率の低下に
より，当初
の目的達成
が困難と
なった。新
たな手段・
体制を検討
していく必
要がある。

2

引き続き，
全市的な
健康管理
システム
（緊急時対
応も含め
た）として
のあり方を
検討する必
要がある。

機器の老朽化に
伴い，システム
維持管理が困難
となったため，代
替えシステムの
関係部署による
検討や業者協議
を行った。

2,069

作
木
町
在
住
の
概
ね
6
5
歳
以
上
の
高
齢
者

日々の健康管理
データを確認す
ることにより，異
常の早期発見や
生活習慣病予防
など自己の健康
管理を行う。

①健康に関心を
持ち生活習慣病
予防への行動変
容ができるように
する。
②疾病を早期に
発見し，適切な
医療を受けるこ
とができる。
③毎日を安心し
て過ごすことが
できる。

平成９年度から作木町のみ
で事業実施。
各家庭に健康管理端末機を
設置し利用家庭と作木支所
を電話回線でつなぎ，利用
者の健康管理をコンピュータ
で行う。利用者が，血圧，心
電図，問診，体温，体重など
を測定し，作木支所に送ら
れた健康情報を保健師が分
析，必要に応じ医師と相談し
ながら保健指導や医療機関
への受診勧奨を行う。また，
緊急時の通報機能があり，
備北地域消防広域組合につ
ながるシステムとなってい
る。機器の老朽化により不
具合の発生が多くなり代替
え部品等も製造されておら
ず，メーカーの運営が困難
であるという結果を受け，昨
年度止む無くシステムの運
営を廃止することとした。
「新しい公共（市民との協
働）」
医療機関，地域（自治連）と
の連携

メインサーバの故障・修理不
能のため平成24年度から健
康管理システムを廃止した。
今後においては，市全域で
高齢者の健康管理ができる
システムの在り方や緊急時
の対応について引き続き協
議・検討を行い，高齢者等が
住み慣れた町で安心して生
活することができるような新
たな仕組みづくりが必要であ
る。健

康
推
進
課

在宅健
康管理
システ
ム事業

16

第
２
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１
保
　
健

(

1

)

い
き
い
き
と
暮
ら
せ
る
健
康
づ
く
り

有

4
内
容
の
改
善

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

継
続

市民の健
康生活の
保持向上
のための事
業であり，
適正受診
へ向けた啓
発や希望
者全員が
受診できる
ような仕組
づくりが必
要である。
受付方法
の見直しな
ど，改善に
向けた検討
を要す。

継
続

市民の健康管
理を行うため
の事業として
は継続は必要
である。しか
し，治療と検
診との混同や
検診機関の受
入枠の問題な
ど，対象年齢
も見直す必要
がある。

4

受診希
望者が
年々増
加してお
り，社会
的ニー
ズは高
い。
ただし，
それぞ
れの医
療保険
者の責
任にお
いて検
診を実
施する
検討も
必要で
ある。

4

受診希
望者が
年々増
加してお
り，市民
ニーズ
は高い。
（特に市
立三次
中央病
院の受
診希望
者は他
の検診
機関希
望者と比
べて多
いのが
現状で
ある。）

3

委託先
の検診
機関の
料金設
定があ
る。ま
た，医療
機関も検
診料金
の見直し
を検討し
ており，
コスト削
減の余
地は少
ない。
ただ，現
行の制
度から受
診料補
助に改
変すれ
ば事務
手続きの
コストは
縮減でき
る。

3

受診希
望者へ
の助成
制度に
改変し，
手続き
は市民
が直接，
検診機
関へ申
込予約
し，受診
するシス
テムを検
討する
必要が
ある。

4

受診者数も
横ばい推移
しており一
定量の需要
はうかが
え，健康に
対する意識
の高揚や慣
習化が見ら
れる。ただ
し，検診機
関の受入数
に限界があ
り，申込者
の希望に添
えない状況
が続いてい
る。

3

事業趣旨
から考える
と，高齢者
の受診希
望者には
定期通院
者も多いこ
とから年齢
制限を設け
る等の見
直しも視野
に入れる必
要がある。

受診希望の多い
市立三次中央病
院（人間ドックＡ）
の受診者定員枠
を100名増やすこ
とができ，受診
者のニーズに幾
らか対応できた。
（人間ドックＢ：婦
人科検診，脳ドッ
クを除く。）

45,747

年
度
末
に
4
0
歳
以
上
に
な
る
市
民

（
た
だ
し
，
要
綱
に
定
め

る
国
民
健
康
保
険
税
滞
納
世
帯
を
除
く

。

）

三次市広報等を
通じて市民に周
知，5月末までの
申込受付。各検
診機関の定員枠
を考慮し受診決
定通知を行う。
（その後，各検診
機関から受診者
に受診日などの
詳細案内）

人間ドック等の
精密検査を実施
することにより，
市民の健康に対
する意識の高揚
を図るとともに，
疾病の早期発見
及び早期治療に
より，健康生活
の保持向上に努
め，医療費適正
化の推進を図る
ことを目的とす
る。

三次市健康診査事業実施
要綱及び三次市国民健康保
険人間ドック・脳ドック実施
要綱に基づき，検診を希望
する40歳以上の市民を対象
にした人間ドック・脳ドック
（全４種類）を市内及び近隣
の５医療機関へ委託，実施
している。
平成23年度事業では7月か
ら翌年の3月までの間で，国
保1,157人，後期高齢者297
人，社保その他274人，合計
1,728人の方が受診されてい
る。

〔新しい公共（市民との協
働）〕
現行の制度は，三次市が希
望する検診機関・検診項目
を募集し，定員枠を超えれ
ば抽選し各機関に振り分け
を行っている。このシステム
を助成方式に見直すことで
受付などの事務作業，さらに
は検診機関のサービスの向
上も期待できると考える。

高齢の受診者の中には通院
治療している者が多く，結
果，重複健診や慢性疾患患
者が多く受診し，人間ドック
本来の目的である「疾病の
予防・早期発見・治療」につ
ながらない現状がある。
本事業は一部委託により実
施しているが，行財政改革
推進計画に基づき，新たに
事務の委託について検討を
行う中で特定健診年齢（40
歳～74歳）と併せて事業実
施対象年齢も見直す必要が
ある。

健
康
推
進
課

人間
ドック・
脳ドッ
ク事業

16

22 B 継
続

継
続
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１
保
　
健

(

1

)

い
き
い
き
と
暮
ら
せ
る
健
康
づ
く
り

有

1
1
外
部
委
託
・
民
営
化
の
推
進

継
続

心と身体の
健康づくり
のための重
要な事業で
あるため，
新規食育
推進計画に
よる取組を
図りながら
も，市民自
らが実践す
る事業とな
るよう，市
の関与を検
討していく
べきであ
る。

継
続

食育に対する
市民の関心も
高いが，啓発・
周知にとどま
らず，市民の
実践力向上へ
向けて事業内
容を充実・拡
大する必要が
あるが，今後
の食育推進事
業について
は，行政と市
民との協働を
強化し，「新し
い公共」を構
築する観点か
ら，「市が担う
事業」と「市以
外の主体が担
う事業」を精査
し，外部委託
の導入等を進
め，「サービス
の担い手・提
供方法の変
更」に取組を
すすめていか

5

災害や
食の安
全など新
たな課
題もあ
り，今後
も社会
情勢の
変化に
よる食に
関する
諸課題
を解決
するた
め，引き
続き「食
育」に取
り組むこ
とが求め
られてい
る。

4

「いきい
き・とも
え・プロ
ジェクト」
の生活
習慣病
予防，糖
尿病重
症化予
防等の
目的を
果たす
ため，市
民の食
育実践
力の向
上は「健
全な食
生活の
実践」の
実現の
ため不
可欠で
ある。食
育出前
講座にも
要望が
高い

3

出来る限
り受益者
負担を前
提に行っ
ている。
また，受
益者負
担を適正
な額に引
き上げ，
コスト削
減に取
組んでい
る。 3

現段階
では行
政内部
での事
業検証と
実施主
体の整
理から
始め，外
部委託
する事
業につ
いても精
査する
必要が
あるが，
そのた
めには
第2次三
次市食
育推進
計画の
策定時
に「周知
を図ると
ともに，
事業内
容や効

4

市民の食育
実践力向上
のために，
引き続き体
験型講座に
取組む必要
がある。特
に子どもや
子育て世代
を対象とし
た事業を繰
り返し行うこ
とが望まし
い。 3

参加者が
固定化しな
いように，
市民全体
にまんべん
なく事業展
開する必要
がある。中
学生や高
校生，働く
世代を対
象とした事
業を増やす
必要があ
る。

市の関連部署の
連携強化によっ
て，啓発事業を
効果的に実施す
ることができた。
食生活改善推進
員の活動をしっ
かり支援すること
で，強化すること
ができた。

21,290
市
民

乳幼児から高齢
者まで，ライフス
テージごとに切
れ目のない体験
型食育講座の実
施。啓発事業，
広報活動の効果
的な取組。食育
媒体の活用。食
生活改善推進員
活動の推進。

市民が生涯にわ
たっての心と身
体の健康づくり
のために食育実
践力を身につけ
る。

三次市食育推進計画に基づ
き，重点目標（子どもや子育
て世代における健全な食生
活の実践力向上や地産地
消の推進）を達成するため
に，乳幼児から高齢者まで
広く市民を対象とした各種講
座やキッチンカーを活用した
食育出前講座，啓発事業
（食育フォーラム，みよし版
食育かるた大会，朝ごはん
づくりコンテスト），広報活動
（広報みよし，ＣＡＴＶ）を行っ
た。

〔新しい公共（市民との協
働）〕
「みよしふるさとランチの日」
は，行政と学校，保育所，共
同調理場などが一緒に事業
に取組んでいる。協働の団
体である三次市食生活改善
推進協議会との連携により，
食生活改善推進員の資質
向上や地域活動支援の強
化を図り，市内全地域での
地域伝達事業の実施が可
能になった また 今年度新

・住民自治連合会や企業と
の連携強化
・第2次三次市食育推進計
画の策定

健
康
推
進
課

食育推
進事業

19

21 C 継
続

継
続
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(

1
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6
成
果
の
向
上

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

拡
大

市は糖尿
病患者には
生活指導を
する必要が
あることを
市民に浸透
させ，市立
三次中央
病院をはじ
めとする地
域医療機
関との連携
を図りなが
ら，将来的
に医療機関
での指導が
定着する仕
組みを構築
する必要が
ある。

継
続

対象者数が少
なく単価が高
いことから，市
の関与の必要
性に疑問はあ
るが，数年間
実施し，その
効果を検証す
る価値はあ
る。

3

三次市
は糖尿
病を主
病とする
患者一
人当りの
医療費
が県内
でもトッ
プクラス
である。
重症化
を防ぐこ
とは医療
費の抑
制，患者
負担の
軽減に
繋がる。

3

進行す
ればさま
ざまな合
併症を
ひきおこ
し，重症
化すれ
ば医療
費の負
担も増え
る。

3

対象者
が増加
すればコ
スト削減
はでき
る。

3

医療機
関での
指導が
望ましい
が，現状
ではでき
ていない
ので，市
が関与し
ている。
財源（交
付金）が
あるから
できるこ
とでもあ
る。

3

医療機関の
診察では栄
養，運動，
ストレスマネ
ジメント等の
指導ができ
ていない。
日常生活の
中でセルフ
マネジメント
ができない
ために重症
化は進む。
担当看護士
による指導
教育の実践
が求められ
ている。

3

対象者抽
出方法が
医師会から
の紹介で
あり，レセ
プトからの
抽出ができ
れば，対象
者拡大が
図れる。

継続

3,239

糖
尿
病
に
起
因
す
る
腎
症
の
１
・
２
・
３
期
の
患
者
で
お
お
む

ね
４
０
～

７
０
歳

面談，電話によ
る指導を12ヶ月
間実施する。委
託業者による食
事指導，運動指
導，ストレスマネ
ジメントを提供す
る。

重症化による医
療費の増加を抑
制
被保険者の健康
増進のため，セ
ルフマネジメント
教育を提供し，
身につけさせる。

糖尿病の重症化による医療
費の増加を抑制するため，
糖尿病患者へ生活指導の
実施（業者委託）。

医師から紹介された糖尿病
等の罹患者に対して，委託
事業所の看護師が面談と電
話により１年間にわたり生活
改善の指導を行う。

対象者は医療機関から紹介
していただく方法をとってい
るが目標とする対象者数
（120人）に達しないのが現
状である。レセプトと特定検
診結果から対象者を抽出す
る方法が通常であるが医師
会の承認が得られない。対
象者数に達しない場合は抽
出方法の検討が必要であ
る。

市
民
生
活
課

糖尿病
重症化
予防事
業
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平成２４年度行政評価　事務事業評価一覧（２次評価結果）

※　各評価項目は，１～５の５段階で評価 ※　ランク：A:27～30　　B:22～26　　C:17～21　　D:12～16　　E:6～11

単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明
単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

施
策
番
号

拡大・縮小 改善の必要性H23年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

所
管

拡大・縮小 改善の必要性

分

野

大

項

目

開

始

年

度

中

項

目

定量分析

成果指標
活動指標 
単位あたり

コスト

手段の適切さ

事務
事業名

事業概要
今後の課題

（ミッションの達成との関
連）

合
計
点

目的 前年度の対応

１次 総合評価事務
事業
の対
象者
等

手段
ラ
ン
ク

H2
2年
度
評
価

活動指標

２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

H2
3年
度
評
価

市の役割 必要性

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

総合集団
検診実施
会場数

会場 29 29 30
総合集団健
診一日当た
りの事業費

H
2
2

1,580,207  受診者数 人 3,320 3,203 3,200
総合集団健
診受診者数

H
2
3

1,690,759  

H
2
4

1,627,147  

介護予防
普及啓発
事業

回 248 177 200

認知症サ
ポーター養
成講座19
回，介護予
防ラジオ体
操42回，出
前講座実施
回数116回

H
2
2

4,456  
介護予防
事業参加
者

人 6,583 5,612 6,000

認知症サ
ポーター養
成講座581
人，介護予
防ラジオ体
操1713人，
出前講座参
加人数3318
人

H
2
3

10,497  

H
2
4

9,304  

健康増進
事業利用
者数

人 14,146 14,831 15,100

事業への市
民の利用数
は年々増加
しているが，
職員による
出前講座
等，人件費
以外のコスト
が不要な事
業の増加

H
2
2

4,390
平均健康
寿命 歳 81 82 82

成果が出る
には長期的
で継続した
取組が必要
と思われる。

H
2
3

4,186

特定健診
受診者の
うちメタボ
リックシン
ドローム
該当者・
予備群の
割合

％ 28 28 28

成果が出る
には長期的
で継続した
取組が必要
と思われる。

H
2
4

4,168

参加団体 団体 50 51 50 参加団体数

H
2
2

8,900 来場者数 人 1,100 1,200 1,200
一般来場者
及び参加団
体関係者数

H
2
3

8,706
催し物の
数

団体 41 45 40
参加団体の
うち出展した
団体数

H
2
4

8,894

そ
の
他

有

4
内
容
の
改
善

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

事
業
規
模

有

6
成
果
の
向
上

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

事
業
規
模

有

6
成
果
の
向
上

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

6
成
果
の
向
上

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

22 B 継
続

継
続

有

2
市
民
と
行
政
の
協
働
と
連
携

縮
小

市民参加
型の健康づ
くりや地域
福祉づくり
のための事
業として継
続してきた
ところであ
るが，再
度，事業目
的との整合
や事業効
果を検証
し，今後は
新健康推
進計画によ
る施策での
啓発推進を
図っていく。

継
続

 参加団体・市
民の多様な活
力とアイディア
を取り入れ、
市民全体の健
康と福祉への
関心が高まる
プログラムや
運営方法につ
いての創意工
夫が求められ
ている。また、
「いきいき・と
もえ・プロジェ
クト」と連携し
た活用の場と
してが期待さ
れる。

4

　市民参
加型の
健康づく
りや地域
福祉づく
りのため
の啓発
事業とし
ての社
会的
ニーズ
が高い。
また、当
市は県
内でも医
療費が
高い状
況にあ
り、市民
の健康
づくり、
疾病予
防対策
が急が
れる。

4

　高齢者
でも障害
者でも誰
もが住
み慣れ
た地域
で、自立
した生活
が送れ
るよう、
そのた
めの知
識や
サービス
等の情
報を求
めてい
る。

5

　補助金
の使途
は、まつ
り周知用
チラシ、
新聞折
込料、テ
ント・パ
ネル等
の機材
運搬料
程度で、
これ以上
の削減
は困難
である。
実行委
員会から
は、まつ
りの核に
なるイベ
ント開催
するた
め、補助
金の増
額を求め
られてい
る

2

　市民の
健康づく
りの視点
から市
の関与
は必要
である。
事務局
体制で
は社会
福祉協
議会の
更なる
リーダー
シップが
求めら
れる。

4

　市民誰で
も気軽に参
加すること
ができる。
参加団体が
様々な取組
みで楽しみ
ながら、健
康・福祉・介
護の情報を
得、また体
験すること
もできる。
　２２年度か
ら市の「いき
いき・ともえ
プロジェク
ト」に沿った
取組みも
行ってい
る。

3

　実行委員
会の創意
工夫によ
り、目的に
沿った成果
の向上は
見られる。
実行委員
会の事務
局体制を
見直し、内
容の充実
やより参加
しやすい会
場づくり等
の改善を
図ってい
る。

 まつりへの参加
者、参加団体が
増えた。
市の健康プロ
ジェクトと連携し
た市民参加の取
組みができた。

444
　
市
民

　内科・歯科医
師による無料相
談や健診、講演
会、福祉用具・
介護用品の展
示、フリーマー
ケット・バザー等
の実行委員会参
加団体による啓
発イベント

　福祉、保健、医
療、介護への市
民の関心が高ま
り、健康で心豊
かに暮らすこと
ができるまちづく
りが進む。

　毎年、行政や福祉、保健、
医療、介護の関係機関、事
業所、ボランティア団体等に
よる「みよし健康福祉まつり
実行委員会」を結成し、三次
市福祉保健センターを会場
に市民参加の健康・福祉・医
療・介護をテーマとしたイベ
ントを開催している。例年、
実行委員会へ50団体以上
が参加している。

 毎年、恒例行事として実施
しているが、幅広い年代の
多くの市民に参加してもらう
ためには、多彩なプログラム
とアピール性の高い催しが
必要であるが、予算規模も
少なく、参加団体へ負担を
求めるわけにもいかず、新し
い企画ができにくい現状に
ある。そのため、バザー等の
出店が多く、開催目的に
沿った内容のものができにく
い。

社
会
福
祉
課

健康福
祉まつ
り

16

第
２
 

健
康
・
福
祉

52

２
福
　
祉

(

1

)

認
め
あ
い
，
支
え
あ
う
福
祉
の
推
進

有

6
成
果
の
向
上

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

拡
大

住み慣れた
地域で，健
康でいきい
きと暮らし
ていくに
は，市民一
人ひとりが
健康づくり
の必要性を
理解し，継
続した取り
組みが必
要である。
今後も「新
しい公共」
による地域
団体等の
多様な力の
活用を図り
ながら，積
極的に普及
啓発を行
う。

拡
大

本事業の推進
は社会的ニー
ズも高く，今
後，効果的な
推進方法を検
討し，拡大した
事業展開をす
ることにより，
さらに成果，
効果を上げる
ことができると
考えられる。

事
業
規
模

5

健康づく
りは社会
全体で
取り組む
ことによ
り効果が
大きく，
また少
子高齢
化の進
む中，将
来の国
保医療
費や介
護予防
給付費
の抑制
にもつな
がること
から社
会的
ニーズ
が高いと
考えられ
る。

4

市民の
健康づく
りの関心
度は全
般的に
高まって
きている
と感じる
が個人
差もある
と思われ
る。

4

健康づく
りは長期
的な疾
病予防，
国保医
療費や
介護予
防給付
費の抑
制にもつ
ながり人
件費，事
業経費
からのコ
スト削減
の余地
は小さい
と考え
る。

4

市以外
の関係
団体と協
同しなが
ら，市が
牽引して
推進す
べき事
業であ
る。

5

健康づくり
の施策を市
民，地域，
学校，関係
団体等と連
携し推進す
る手段は目
的達成のた
めに合致し
ている。今
後，更に市
民に目的，
手段の浸透
をしていくこ
とが必要と
思われる。

2

健診受診
率向上等，
一定の効
果はある事
業もある
が，さらに
市民にわ
かりやす
く，もっと魅
力ある健康
づくり施策
の展開によ
り，成果向
上の余地
は十分あ
る。

住民自治組織と
連携した市民参
加型講座の開催
による市民ニー
ズの把握や三次
地区医師会と連
携した健診受診
率の向上や保健
指導の実施等，
成果向上に向け
ての取組ができ
た。

62,084
市
民

①庁内連携及び
市民，地域，学
校，関係団体等
との連携
②市民参加型の
地域健康づくり
講座等の開催
③健診受診率向
上対策及び保健
指導の充実

市民一人ひとり
が健康づくりに
関心を持ち，より
健康になるため
にそれぞれに応
じた健康づくりに
取り組むことによ
り，市民の健康
寿命が延伸す
る。

三次市健康増進計画（平成
19年度策定）の重点目標「よ
りよい生活習慣の確立によ
る健康寿命の延伸」を目指
し，健康づくりの分野ごと（メ
タボリックシンドローム対策，
たばこ対策，身体活動・運
動，栄養・食生活，健診･保
健指導，歯と口の健康，心
の健康づくり，介護予防）に
設定した数値目標の達成に
向け，計画における健康づく
り施策を年次計画に沿って
展開している。
平成22年5月からは、「いき
いき・ともえ・プロジェクト」を
発足し，市民病院部や国保
部門との庁内連携及び住民
自治組織，三次地区医師会
等関係団体との連携を図
り，特に生活習慣病予防事
業の取組を強化している。
平成23年度は市民を対象と
した「健康に関するアンケー
ト調査」を実施し健康課題を
把握した。平成24年度は，
更に効果のある事業展開を
図っていくために第2次計画

１　いきいき・ともえ・プロジェ
クトを中心とした事業推進
健康づくりは地域，関連団体
等が連携し，協働で推進す
ることが効果を上げる有効
な手段であり，連携の強化
を図る必要がある。また，市
民への健康づくり，生活習慣
病予防に関する啓発を強化
する。
２　健康増進計画の評価と
第2次三次市健康増進計画
の策定
平成24年度は，健康増進計
画の最終年度を迎えること
から5か年間の評価をし，更
に効果のある事業展開を図
るため平成25年度以降の第
2次計画を策定する。

健
康
推
進
課

健康増
進事業

20

24 B 継
続

継
続
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１
保
　
健

(

1

)

い
き
い
き
と
暮
ら
せ
る
健
康
づ
く
り

有

6
成
果
の
向
上

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

拡
大

住み慣れた
地域でいき
いきとした
自立生活を
過ごすに
は，市民一
人ひとりが
介護予防
の必要性を
理解し，継
続して取り
組むことが
必要であ
る。今後も
ボランティ
アによる取
組を継続し
ながら，協
働して積極
的な介護予
防を行う。

継
続

介護予防の普
及や啓発は短
期で終了でき
るものではな
い。またそのこ
とにより,すぐ
に効果が現れ
るものではな
い。取り組み
を継続して行
うことで少しず
つ意識が変化
し,行動変容に
つながることを
目的にしてい
る。

4

介護予
防の必
要性を
理解し,
取組を
続けるこ
とで,元
気な高
齢者が
増え,医
療費削
減や介
護保険
財政の
安定化
を図るこ
とができ
る。

4

健康で
過ごした
いという
思いは
今後も
高まって
いく。

4

職員が
講座を実
施するた
め,人件
費部分
の負担
がある。
ただし,認
知症サ
ポーター
養成講
座はキャ
ラバンメ
イトが実
施。

4

市民の
健康づく
り推進の
ため、一
貫した必
要性や
目的,方
法論を
周知徹
底するこ
とができ
る。

4

普及啓発す
ることで,市
民に介護予
防の必要さ
を意識付け
できている。

4

CATV番組
リニューア
ルや認知
症サポー
ター養成講
座の対象
者拡大によ
り，さらなる
予防意識
の啓発を
図る。

市内の認知症
キャラバンメイト
と協力し,認知症
サポーター養成
講座を実施。

1,858
市
民

老人クラブやサ
ロンを対象に介
護予防に関する
講座を開催す
る。
職域を対象に介
護予防ラジオ体
操の普及や,認
知症講演会,認
知症サポーター
養成講座を開き,
認知症について
理解を深める。

介護予防の必要
性を認識し,各人
が介護予防（介
護予防ラジオ体
操・いつでも体
操・栄養・口腔・
認知症予防・閉
じこもり予防）に
取り組めるように
なる。

いつまでも住み慣れた地域
で,元気でいきいき暮らし続
けるために,介護予防の重要
性を認識してもらう機会とす
る。日常生活の中で個人や
地域ぐるみで取り組めるよう
普及啓発を行う。
具体的な事業としては,①介
護予防啓発のための介護予
防ラジオ体操・みよしいつで
も体操のＣＡＴＶ放映②地域
づくりを含め,特に認知症予
防について広く啓発を行う
「認知症サポーター養成講
座」③「出前講座」を中心に
した,介護予防と健康づくりに
ついての実技と講義を実施
する。

〔新しい公共（市民との協
働）〕
認知症サポーターや食生活
改善推進員，元気アップ教
室の受講者等の市民やボラ
ンティアによる介護予防の取
組を推進している。

講座など集まりに参加され
ない人への普及啓発を進め
ていく。そのために,サロン
リーダー・民生委員・各地区
の自治振興連合会などとさ
らに協同して取り組みを推
進する。

健
康
推
進
課

介護予
防普及
啓発事
業

16

24 B 継
続
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１
保
　
健

(

1

)

い
き
い
き
と
暮
ら
せ
る
健
康
づ
く
り

有

6
成
果
の
向
上

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

継
続

より多くの
市民が受
診するよ
う，啓発に
努める。
また医療
費・介護給
付費の抑
制にもつな
がる事業で
あり，必要
に応じて保
健指導を行
う等，より大
きな成果が
あがるよう
引き続き取
り組む。

継
続

市民の健康増
進を図ること
が，医療保険
や介護保険運
営の適正化に
つながるもの
である。その
ためには，受
診率を向上さ
せる必要があ
り，受診率向
上に重点を置
いた取り組み
を進める。
さらに受診結
果のデータ蓄
積による的確
な保健指導も
必須であり，
次年度更新さ
れる基幹業務
システムの
「健康管理シ
ステム」への
反映を調整し
ている。

4

健診を
受診す
ること
で，疾病
予防や
疾病の
重症化
を抑制
すること
が出来
る。この
ことは，
医療費
や介護
給付費
の抑制
にも直結
する。ま
た，全て
の生活
におい
て，健康
は基本と
なるため
社会的
ニーズ
及び重
要度は

2

国保世
帯の受
診機会
は，市が
実施す
る健診
のみで
ある。本
項目に
関して
は，国保
被保険
者受診
率が指
標とな
る。受診
率は以
前と比べ
て大きく
減少して
おり，
ニーズ
が高いと
判断でき
ない。

4

委託業
務である
ため，委
託料が
直接コス
トへ反映
される。
反面，健
診データ
の暦年
管理が
必要な
健診項
目がある
ため，20
年度入
札以降，
随意契
約となっ
ている。

5

法によ
り，市が
事業実
施主体
であり，
市民の
健康増
進は市
が担うべ
きものと
なる。実
施方法
について
計画及
び啓発
は市で
行い，事
務手続
きの一
部を健
診機関
の委託し
ている。

3

受診者は増
加もしくは
横ばいの傾
向にある。
受診勧奨や
事業周知の
一定の成果
が出てきて
おり，受診
率も上昇し
た。

3

受診率向
上には若
年層への
積極的な
受診勧奨
が更に必
要である。
疾病の早
期発見，早
期治療の
ためには，
要精密検
査対象者
の受診率
向上が必
要で，対象
者への受
診勧奨によ
り医療費や
介護給付
費の抑制
につなが
る。

広報紙やCATV
での周知，市政
懇談会などの機
会をとらえ，参加
者への受診勧奨
や三次地区医師
会と連携した受
診率向上に取り
組んだ。また，
カープ戦でのピ
ンクリボンキャン
ペーン，国民健
康保険者へのダ
イレクトメール・
電話での受診勧
奨などに引き続
き取り組んだ。

49,032

人
を
対
象

。
た
だ
し
，
4
0
歳
～

7
4
歳
の
社
会
保
険
本
人

は
，
特
定
健
康
診
査
制
度
に
よ
り
，
そ
の
保
険
者
に
実
施
義
務

が
あ
る
た
め
基
本
健
康
診
査
は
受
診
で
き
な
い

。

（
が
ん
検
診

市民へ広く事業
を周知し，市内
11会場（30日間）
で集団方式によ
る特定健康診査
（基本健診），各
種がん検診，歯
科健診を実施す
る。

がん等の生活習
慣病を予防する
対策として，これ
らの疾患の疑い
のある者，危険
因子を持つ者を
スクリーニングす
るとともに，単に
医療を要する者
だけの発見でな
く，栄養，運動等
に関する保健指
導及び健康管理
に関する正しい
知識の普及を行
う。

18歳以上の市民を対象に，
市内各拠点（11会場）を移動
し，延べ３０日間，業務委託
により行なう集団方式の健
康診査である。健診内容
は，根拠法令等に基づき特
定健康診査，がん検診等を
行なう。また，健診終了後に
は健診結果に基づき，医療
への受診勧奨や予防の指
導を行い，疾病予防・早期発
見・早期治療を図るための
事業である。

〔新しい公共（市民との協
働）〕
一部の健診会場では，食生
活改善推進員が「減塩味噌
汁」を健診者に提供し，生活
習慣病予防を呼びかけるな
ど地域と一緒になって事業
展開を行っている。

疾病予防や疾病の早期発
見，治療のためには年1回
健診受診の習慣化が重要で
ある。広くあらゆる広報を実
施するだけでは健診に興味
のない市民には受診につな
がりにくい。Ｈ23年度は，特
に女性特有のがんである
「乳がん」「子宮がん」検診推
進を目的に小中学校の保護
者を対象とした啓発に力を
入れた。
さらに，行事などで受診出来
なかった方に受診機会を提
供するため試験的に２月に
健診日を設定している。

健
康
推
進
課

総合集
団健康
診査事
業

16
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１
保
　
健

(

1

)

い
き
い
き
と
暮
ら
せ
る
健
康
づ
く
り

21 C 継
続

継
続
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平成２４年度行政評価　事務事業評価一覧（２次評価結果）

※　各評価項目は，１～５の５段階で評価 ※　ランク：A:27～30　　B:22～26　　C:17～21　　D:12～16　　E:6～11

単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明
単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

施
策
番
号

拡大・縮小 改善の必要性H23年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

所
管

拡大・縮小 改善の必要性

分

野

大

項

目

開

始

年

度

中

項

目

定量分析

成果指標
活動指標 
単位あたり

コスト

手段の適切さ

事務
事業名

事業概要
今後の課題

（ミッションの達成との関
連）

合
計
点

目的 前年度の対応

１次 総合評価事務
事業
の対
象者
等

手段
ラ
ン
ク

H2
2年
度
評
価

活動指標

２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

H2
3年
度
評
価

市の役割 必要性

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

利用人数
（延べ） 人 651 660 682

児童１人１日
当たりの事
業費

H
2
2

5,559  
実利用人
数 人 24 30 31

長期休暇中
の日中生活
が安定した
障害児の数

H
2
3

5,436  割合 ％ 30

長期休暇中
の日中生活
が安定した
障害児の割
合

H
2
4

5,763  対象人数 人 79 80 77

利用者数 人 11 11 10

君田生活支
援ハウスで
生活してい
る人

H
2
2

1,202,818  支給割合 ％ 100 100 100

常時待機者
は４～５名い
るが緊急性
はない。

H
2
3

1,202,182  

H
2
4

1,048,960  

稼働件数 76 103 120

戸別収集す
ることによ
り，高齢者や
障害者の日
常生活の負
担を軽減及
び在宅支援
を行い，安
心して暮ら
せるやさしい

H
2
2

53,329
ふれあい
収集認定
件数

30 46 46
認定による
日常生活の
改善

H
2
3

44,456

H
2
4

44,397

申請床数 床 10 5 5 1床あたり

H
2
2

436,300
入居可能
床数 床 10 5 5

H
2
3

472,600

H
2
4

472,680

有

1
0
効
果
の
検
証

（
行
政
評
価

）

有

2
市
民
と
行
政
の
協
働
と
連
携

有

4
内
容
の
改
善

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

4
内
容
の
改
善

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

26 B 無
継
続

社会的ニー
ズ・市民
ニーズは高
いと思われ
る。本事業
が制度創
設の目的に
資したかど
うか，効果
の検証を
しっかり行
い，より効
果的な手
法・補助内
容などを検
討していくこ
と。

継
続

施設入所や長
期入院の障害
者の自立した
地域生活への
移行の受け皿
として，ケア
ホーム・グ
ループホーム
の果たす役割
は大きい。あ
わせて在宅介
護者の負担軽
減が可能とな
る。5

介護者
の高齢
化に伴
い，将来
への不
安は大
きくグ
ループ
ホーム，
ケアホー
ムへの
期待は
大きい。
施設入
所や長
期入院
の障害
者の自
立した地
域生活
への移
行の受
け皿とし
て，ケア
ホーム・
グループ
ホーム
の果た

5

在宅で
障害者
を介護し
ている
（一緒に
暮らして
いる）保
護者か
らのニー
ズは大
きい。

3

地域移
行が可
能と思わ
れる精神
障害者
及び軽
度の知
的障害
者につい
ては，民
間アパー
トへの入
居とそこ
での生
活を支援
する体制
をつくり，
それを進
めること
でグルー
プホー
ム，ケア
ホームの
新規建
設を最小
限にとど
める。

5

建設費
の一部
を助成
すること
は，グ
ループ
ホーム，
ケアホー
ムの必
要数を
確保す
るために
は，必要
である。5

障害者の地
域移行と自
立した生活
の支援およ
び介護者の
負担軽減の
ためには，
有効な手段
である。

3

建設費の
一部を助
成すること
以外に，市
有財産の
無償貸与
や低価格
での売却
が考えられ
る。

2,363

障
害
者
の
グ
ル
ー

プ
ホ
ー

ム
ま
た
は
ケ
ア
ホ
ー

ム
を
新
規
に
建

設
し
よ
う
と
す
る
，
社
会
福
祉
法
人
，
N
P
O
法
人
な
ど

。

障害者のグルー
プホームまたは
ケアホーム建設
から備品購入に
かかる費用全般
を対象に，1床あ
たり400千円を補
助する。

障害者の地域移
行と自立及び介
護者の負担軽減

施設入所者や長期入院者
の地域移行の促進と，在宅
介護者の高齢化にともなう
介護負担の軽減のため，障
害者のグループホームまた
はケアホームの新規の建設
に対して，1床あたり400千円
を補助する。

在宅介護者の高齢化に伴
い，ニーズは増加していく予
想される中，施設数が少なく
介護者の将来への不安は
大きい。
社会福祉法人等と連携して
グループホーム，ケアホーム
の確保を進めて行く。

社
会
福
祉
課

社会福
祉施設
等初期
開設準
備等経
費補助

24
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56

２
福
　
祉

(

2

)

住
み
慣
れ
た
地
域
で
快
適
生
活

有

2
市
民
と
行
政
の
協
働
と
連
携

継
続

高齢者や
障がい者世
帯のニーズ
把握に努
め，今後も
暮らしやす
さを確保し
ていく必要
がある。ま
た，福祉担
当部，民生
委員，住民
自治組織
等との連携
を密にし事
業を実施す
る必要があ
る。

継
続

核家族化・高
齢化社会の中
で一人暮らし
世帯の増加に
伴い，今後も
申請件数の増
加が見込まれ
るため，収集
体制等の充実
を図り，高齢
者・障害者等
を対象に安心
して日常生活
ができる社会
の実現を目指
す。

5

核家族
化，高齢
化社会
により社
会的
ニーズ
は高い。

5

高齢者，
障害の
ある方で
集積所
にごみを
出すこと
が困難
な方が
多く，日
常生活
の負担
の軽減と
いう観点
からニー
ズは高
い。

4

収集業
務は，人
力による
ものが多
く，コスト
削減の
余地は
小さいが
収集及
び事務
の効率
化に努
める。

4

個人情
報保護
の観点
から，市
が関与
べき事
業であ
る。

5

高齢者・障
害者福祉の
向上のた
め，快適な
生活環境に
対する要望
が大きく，在
宅支援の効
果が極めて
高い。

4

申請には
様々なケー
スや事情
が絡み公
平性の確
保を最重
点とする事
が必要で
あるため一
人一人が
公平性を
保って調整
することが
必要であ
る。

前年度の評価は
継続で判定理由
は「高齢者や障
害者世帯のニー
ズ把握に努め関
係機関と連携し
サービスの向上
を目指す」であっ
た。申請から調
査・審査・認定ま
で迅速な対応に
努める。

4,579

ご
み
を
集
積
所
ま
で
持
ち
込
め
な
い
概
ね
６
５
歳
以
上
の
一
人

暮
ら
し
の
高
齢
者
又
は
要
支
援
・
要
介
護
等
障
害
の
あ
る
方

。

ふれあい収集認
定時に予め調整
した日時に，対
象者自宅又は所
定の場所まで直
接伺い，ごみの
個別回収を行う
とともに声かけな
ど安否確認も行
う。

日常生活の中か
ら排出されるご
みを戸別訪問で
収集することに
より，高齢者や
障害をお持ちの
方の日常生活の
負担を軽減およ
び在宅支援を行
い，安心して暮ら
せるやさしいまち
づくりを目指す。

家庭ごみを集積所まで持ち
込むことが困難な高齢者や
障害のある方を対象とし，戸
別収集を申請された世帯の
ごみを自宅又は所定の場所
まで週１回直接収集に伺
い，その際に安否確認も行う
サービス（粗大ごみは，申し
込み制とし，別途収集する）

〔新しい公共（市民との協
働）〕
協働のまちづくりを進め，地
域自治を推進し自治会活動
の支援を行い，今後も一人
暮らし世帯の増加に伴い，
申請件数の増加が見込まれ
るため，将来的には地域に
よる見守りを兼ねた「ふれあ
い収集」を実施し，安心して
暮らせるまちづくりを目指
す。

申請には様々なケースがあ
り，認定に際しては公平かつ
公正及び慎重な判断が必
要。
今後も，高齢者世帯の増加
に伴い，申請件数の増加が
見込まれることから収集体
制の強化充実を図る必要が
ある。

環
境
政
策
課

ふれあ
い収集
事業

19

22 B 継
続

継
続
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２
福
　
祉

(

2

)

住
み
慣
れ
た
地
域
で
快
適
生
活

有

7
コ
ス
ト
の
削
減

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

継
続

社会的ニー
ズも高く継
続が必要で
ある。法人
による独立
採算に向け
コスト削減
について引
き続き検討
するととも
に，利用者
がより安心
して生活で
きるよう努
める。

継
続

今後も，不安
を抱えたひと
り暮らし高齢
者が増加する
予測ができる
ことから，事業
の継続は必要
だが，運営方
法については
見直しを要す
る。

4

高齢者
のひとり
暮らしが
増える
中，他の
入居施
設も含
め在宅
生活困
難者へ
の支援
施設とし
て社会
的ニー
ズは高
い。

3

高齢者
のひとり
暮らしが
増える
中，利用
者希望
者は増
える傾向
にある。

3

職員配
置基準
や利用
者の負
担につい
て，他の
類似施
設と比較
検討しな
がら，可
能な範
囲でのコ
スト削減
を図る必
要があ
る。

3

入居者
決定や
負担金
決定に
ついて，
公平公
正に行う
ため市
の関与
が必要
である。
現時点
で利用
料収入
による独
立採算
は困難
である。

4

ひとり暮らし
等の生活に
不安を感じ
る高齢者に
とって住居
の提供と相
談対応や利
用者間での
交流ができ
る安心して
いきいきと
暮らせる場
所を提供し
ている。 5

利用者は
日々生き
がいを持っ
て生活がで
きる。

委託料の積算方
法を変更し減額
を図った。

13,224

市
内
に
居
住
す
る
お
お
む
ね
6
0
歳
以
上
の
者
で
あ

っ
て
，
高

齢
等
の
た
め
独
立
し
て
生
活
す
る
こ
と
に
不
安
の
あ
る
者

。
た

だ
し
，
日
常
生
活
が
で
き
る
こ
と
を
原
則
と
す
る

。

住居機能と交流
機能を総合的に
提供する。施設
内の生活援助員
による利用者へ
の日常の相談
や，規則正しい
生活への助言を
行う。

独立して生活す
ることに不安が
あると認められ
た60歳以上の高
齢者が，安心し
た生活を送るこ
とができるよう施
設入居により支
援する。

在宅生活の維持が不安な一
人暮らしの高齢者を対象とし
て，生活援助員（支援員）の
協力を得て，共同生活を行
い，相談や食事，レクレー
ションを通じて生きがいのあ
る生活を送れるように支援
する。
施設　君田生活支援ハウス
松伯園
委託先　　社会福祉法人備
北福祉会

〔新しい公共（市民との協
働）〕
     委託料減額の中，企業
努力を行われている。

業務委託から法人による自
律的な運営に転換するため
の方策を検討する必要があ
る。

高
齢
者
福
祉
課

高齢者
共同生
活施設
支援事
業

16

27 A 継
続

継
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２
 

健
康
・
福
祉

54

２
福
　
祉

(

2

)

住
み
慣
れ
た
地
域
で
快
適
生
活

有

4
内
容
の
改
善

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

継
続

市民ニーズ
の高い事業
であり，市
民への周
知・啓発を
図ることで
地域格差
の解消に努
める。
希望者がよ
り利用しや
すい制度の
整備につい
て，検討を
要す。

拡
大

長期休暇中の
障害児の生活
の安定を図る
とともに，保護
者の就労の確
保の面から市
民ニーズは高
いが，利用者
の約8割が旧
三次市内在住
者となってお
り，今後送迎
等を実施し，
地域格差の解
消をはかる必
要がある。

予
算
額

5

発達障
害児の
増加とと
もに，今
後も保
護者の
就労支
援対策と
しての
ニーズ
が高いも
のと考え
られる。

5

障害児
及びそ
の保護
者にとっ
てはニー
ズが高
い。

4

介助員
の人件
費が主
な経費で
あるが，
小中学
校障害
児介助
員を臨時
的雇用し
ており，
これ以上
のコスト
削減は
困難と考
える。ま
た，市民
ボラン
ティアや
学生実
習生の
受入れ
などを通
し，屋外
プール遊
びやリク
レーショ
ン等への

5

障害児
教育と障
害児福
祉を一
体的に
推進す
るために
も市でな
ければ
できない
と考え
る。

5

障害児に対
する歩行訓
練や福祉機
器の活用方
法，栄養指
導，療育相
談等の指導
を通して，
障害児の日
常生活の安
定と自立を
支援すると
ともに，保
護者の介助
等負担の軽
減と就労促
進を支援す
る。

4

市内小学
校に配置さ
れている障
害児学級
介助員と指
導目的に
応じた専門
職員による
訓練を組
み合わせ
ているが，
介助員が
臨時職員
であるた
め，毎年，
経験者の
退職等が
あり，指導
面において
は前年の
経験が活
かされ難い
現状がある
ため今年
度も昨年度
同様事前
の研修会
を実施し

事業の質の向上
を目指し，介助
員を対象とした
知的障害児・発
達障害児への対
応に関する研修
会を実施した。
プールの実施に
あたって，学生
ボランティアの協
力を得た。

3,588

市
民

（
市
内
に
住
民
登
録
の
あ
る
障
害
児

）

障害児に対する
日常生活に必要
な訓練や指導を
行う。

長期休暇中の障
害児の生活の安
定を図るととも
に，保護者の就
労が継続できる
よう支援する。

夏休み・冬休み・春休み期
間中の障害児（小学生・中
学生・養護学校生徒）に対し
て，日常生活に必要な訓練
や指導を行い，障害児の長
期休暇中の生活安定を図る
ことを目的に，社会福祉協
議会へ委託して実施してい
る。
　実施場所　　三次市福祉
保健センターほか

※19年度利用者負担の見
直し1日　1,000円　を　560円
に軽減
　　20年度月額利用上限負
担額制度導入し，夏休み中
の負担金の軽減
　　22年度非課税世帯の利
用料無料化
※市民ボランティア，学生ボ
ランティアの協力

自閉症等障害児にとって
は，環境等の変化になじめ
ない児童もあり，安全確保と
指導員の負担を考慮し，実
施会場を「福祉保健センター
4階ふれあいホール」で全日
を確保することとした。
・周辺部在住の障害児の参
加が少ない。送迎を実施し，
地域格差のない事業とする
必要がある。

社
会
福
祉
課

障害児
生活訓
練事業

16

第
２
 

健
康
・
福
祉

53

２
福
　
祉

(

1

)

認
め
あ
い
，
支
え
あ
う
福
祉
の
推
進

28 A 継
続

継
続
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平成２４年度行政評価　事務事業評価一覧（２次評価結果）
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単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明
単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

施
策
番
号

拡大・縮小 改善の必要性H23年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

所
管

拡大・縮小 改善の必要性

分

野

大

項

目

開

始

年

度

中

項

目

定量分析

成果指標
活動指標 
単位あたり

コスト

手段の適切さ

事務
事業名

事業概要
今後の課題

（ミッションの達成との関
連）

合
計
点

目的 前年度の対応

１次 総合評価事務
事業
の対
象者
等

手段
ラ
ン
ク

H2
2年
度
評
価

活動指標

２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

H2
3年
度
評
価

市の役割 必要性

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

受講人数 人 50 40 40
初級園芸福
祉士養成講
座

H
2
2

51,220  
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
登録者数 人 58 97 137

園芸福祉
ネットワーク
会員数

H
2
3

56,400  
ボラン
ティア活
動状況

人 182 250

みよし園芸
福祉ネット
ワーク活動
人数（延べ）

H
2
4

60,145  

相談件数 件 5,750 4,479 4,500

相談件数は
減少したも
のの，相談
内容が複雑
化している。

H
2
2

5,376  
一般就労
者数 人 1 4 5

三次市障害
者支援セン
ターが関
わって一般
就労した数

H
2
3

7,663  
福祉的就
労者数 人 7 8 10

三次市障害
者支援セン
ターが関
わって福祉
的就労した
数

H
2
4

7,628  

通院日数 日 14,441 17,593 17,000
対象通院1
人1回当たり
事業費

H
2
2

281
通院受給
者実人数

139 140 140

H
2
3

265

H
2
4

292

ﾀｸｼｰ券
利用枚数 枚 52,297 61,340 54,000

1枚当たりの
単価は420
円,年間助成
する限度額
は,同額に据
え置き。

H
2
2

435 申請率 ％ 43 60 80

対象となる
障害者に対
して実際に
交付した障
害者の割合
平成23年度
実績2,382人
中1,434人

ﾀｸｼｰ券
交付者数 人 1,249 1,434 1,450

H
2
3

432 使用率 ％ 70 89 95

交付したタク
シー券に対
して実際に
使用された
タクシー券の
割合　H23年
度実績
68,832枚中
61,340枚

H
2
4

492

有

4
内
容
の
改
善

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

6
成
果
の
向
上

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

2
市
民
と
行
政
の
協
働
と
連
携

有

2
市
民
と
行
政
の
協
働
と
連
携

26 B 継
続

継
続

無
継
続

共通券導
入の効果
の検証を行
い，より効
率的な方法
についての
検討が必
要である。

継
続

交付対象者に
とって，タク
シー利用に加
えてガソリン給
油でも使用で
きることから，
これまで以上
に利用しやす
くなっており，
申請率に合わ
せて利用率も
向上している。
障害者の経済
負担の削減の
ため継続して
いく必要があ
る。

4

移動手
段を持た
ない障
害者が
社会参
加を拡
大してい
くために
は，移動
手段確
保の施
策が重
要な役
割を占
める。

4

障害者
に対応し
た，きめ
細かい
バス路
線の確
保や低
床型バ
スの運
行ができ
ていない
現状で
は，タク
シー利
用は欠
かせな
い交通
手段で
あり，通
院等定
期的に
外出が
必要な
方にとっ
てのニー
ズは高
い。

4

・平成21
年4月か
らの助成
方式の
改正に
伴い，タ
クシー券
自体をパ
ソコンシ
ステムか
らの直接
印刷方
式に変
更したた
め，交付
時の事
務コスト
がやや
増大して
いるが，
一方で
は助成
単価を統
一してい
るため，
毎月の
給付管
理等コス

5

障害者
への個
別扶助
であると
ともに，
適正な
認定事
務が求
められる
ため。

5

通院時等の
移動手段に
タクシーや
自家用車を
利用される
ことが多い
ため，経済
的負担の軽
減のための
貢献度は大
きい。

4

平成22年７
月から，タ
クシーまた
は自動車
用燃料給
油の共通
券としたこ
とにより，
より一層の
成果の向
上につな
がってい
る。

平成２２年度か
らの見直しによ
り，タクシー利用
またはガソリン等
の給油どちらで
の使用出来るこ
とにより，申請率
使用率とともに
約2割アップし
た。

26,508

る
方
　

（
た
だ
し
，
３
級
は
下
肢
・
体
幹
・
視
覚
障
害
・
腎
臓

障
害
に
限
る

）
，
療
育
手
帳
 
，
Ａ
，
 
を
所
持
し
て
い
る

方
，
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
1
級
，
2
級
を
所
持
し
て
い

対象者の利用申
請に基づき，市
があらかじめタク
シー・ガソリン給
油券の共有券を
交付し，タクシー
利用または、給
油時に，助成券
（１枚４２０円）と
引き換えすること
により，タクシー
利用料金・ガソリ
ン等給油料金の
一部を助成して
いる。
　　1人　月4枚
（年間48枚）交
付。　ただし、透
析患者は、月8
枚（96枚）まで。
　　また，自動車
税等減免を受け
ている車を自ら
運転する者は、
1/2（24枚）交
付。

障害者の日常生
活での移動の利
便と生活圏の拡
大を図る。

移動の困難な障害者の移動
に係る経費の軽減や社会参
加の促進を図るために，タク
シー料金の一部を助成す
る。
 旧三次市では,昭和58年度
から実施され,平成16年度市
町村合併後も旧三次市制度
を継続実施している。
平成22年7月から、タクシー
券とあわせて自動車用燃料
給油券としても併用できるよ
うにし、障害者本人または家
族等が車を運転する際に自
動車用燃料給油料金の一
部を助成し、タクシーの利用
が少ない方の通院、通学等
がしやすいように制度を改
正した。

①現在、３級については障
害内容で交付対象が限定さ
れている。そのため、同じ等
級でありながら通院や社会
参加等に対して負担の有無
があることから、障害内容の
限定に対する見直しの要望
が強い。③現在1枚が420円
となっており，利用時の金額
計算が面倒である。1枚500
円にするなどし，より使いや
すくすることが必要である。社

会
福
祉
課

障害者
福祉タ
クシー
等利用
助成事
業

16

第
２
 

健
康
・
福
祉

60

２
福
　
祉

(

2

)

住
み
慣
れ
た
地
域
で
快
適
生
活

無
継
続

より利用者
の現状・希
望に沿った
制度となる
よう，今後
もニーズ把
握に努め
る。

継
続

引き続いて，
人工透析患者
を取り巻く現
状を把握し，
医療機関の意
見も聴取し，
行政と医療機
関で対応する
ことが必要。

4

腎臓機
能障害
者で人
工透析
治療を
必要とし
ている場
合，交通
手段の
確保や
経済的
及び精
神的にも
本人負
担が大
きく，多
様な支
援・対策
が望ま
れてい
る。

4

市内の
周辺地
域の医
療機関
には，透
析治療
が行える
病院が
なく，市
内中心
部の医
療機関
や他市
の医療
機関へ
通院す
る必要
があり，
そのた
め周辺
地域の
患者に
は，特に
交通費
の負担
が大き
い実態
がある

4

事務処
理も簡素
化を図っ
ており，
特にコス
ト削減の
余地は
ない。

5

本事業
は個別
的な扶
助施策
であるた
め，市の
関与で
なけれ
ばできな
い。

3

人工透析患
者の方は，
定期的な通
院が必要で
あり，その
通院につい
ては負担は
大きく，本制
度による支
援制度は，
経済的及び
精神的の両
面において
貢献度があ
る。ただし，
周辺地域で
路線バス等
公共交通手
段が確保で
きず、タク
シー利用と
なる場合に
は，その適
合性につい
ての評価は
低いものと
なる。

4

公共交通
機関を利
用した交通
費を助成
の基準額と
しているた
め，実際の
交通手段と
相違する面
もあるが，
個別に基
準を定める
ことは公平
性を欠くこ
とにもなる
ため現状
の算定方
法が妥当
であると考
える。

本事業と福祉タ
クシー助成制度
の公費負担の重
複の見直しは出
来ていない。
　　 継続実施し
た。

4,656

市
民

（
身
体
障
害
者
手
帳
に
じ
ん
臓
機
能
障
害
の
記
載
の
あ
る

方
で
人
工
透
析
の
た
め
通
院
し
て
い
る
方

）

透析のための通
院１回につきバ
ス代又は電車代
の自己負担額の
１／２を給付する

人工透析のため
の通院費の負担
を軽減する

身体障害者手帳所持者で手
帳に腎臓機能障害の記載の
ある方で，人工透析のため
に通院をしている方の通院
費の負担を軽減するため
に，バス代又は電車代の自
己負担額の１／２を基準に
給付する。ただし，週３日を
限度とする。

平成21年4月からタクシー券
の助成対象を基本料金から
運賃を含めることとし，１回
の利用で２枚以上の助成券
を使用する方式に改正した
ため，タクシー券と本通院助
成と併用することにより，交
通手段（自家用車等）を持た
ない又は普通交通機関（バ
ス・電車）がない周辺地域の
透析患者の通院に伴う交通
費の負担軽減が図られてい
る。

社
会
福
祉
課

腎臓障
害者通
院助成
金支給
事業

16

25 B 継
続

継
続

第
２
 

健
康
・
福
祉

59

２
福
　
祉

(

2

)

住
み
慣
れ
た
地
域
で
快
適
生
活

無
継
続

障害者の
自立と社会
参加の促
進には，地
域のネット
ワークの強
化や体制
整備等が
不可欠であ
る。
専門職によ
る相談支援
とあわせ
て，市民の
多様な力を
活用し，ボ
ランティア
の育成等を
積極的に進
めること。

継
続

障害者等の福
祉に関する各
般の問題につ
き，一人ひとり
のニーズに
沿った支援の
充実を図るた
めには，地域
において障害
者を支える
ネットワークの
構築が不可欠
であることか
ら，障害者支
援センターが
中核となって，
中立・公平な
相談支援事業
の実施のほ
か，地域の関
係機関との連
携強化、社会
資源の開発・
改善等の積極
的な取り組み
が必要と考え
る。
あわせて 職

4

・障害者
にとって
身近な
地域に
おいて生
活相談
を行うと
ともに，
虐待防
止や権
利擁護
のため
の援助
を行うこ
との必要
性は非
常に大
きい。

5

障害者
の自立
や処遇
困難
ケース
等への
対応に
ついて
は，専門
職による
相談支
援が必
要であ
る。5

・障害者
支援セン
ター運営
について
は，㈱暮
らしサ
ポートみ
よしに委
託し，コ
スト削減
を行って
いる。

4

・障害者
自立支
援法に
基づく市
町村の
必須事
業として
位置づ
けられて
おり，運
営事業
の中立
性・公平
性を確
保する
観点か
ら市の
関与は
必要で
ある。

4

・情報の提
供や生活・
就労への支
援を行うこと
が，障害者
等が地域に
おいて自立
した日常生
活又は社会
生活を営む
上におい
て，在宅福
祉の充実に
つながるも
のと考え
る。
･潜在的な
要支援者
を，サロン
利用へ繋げ
ていくことが
必要であ
る。

3

　一人ひと
りの生活実
態やニー
ズ把握の
ための調
査手法の
改善や事
業の周知
方法等の
工夫より，
潜在的な
要援助者
への支援
拡大の余
地がある。
　迅速な
ケース処遇
に対応する
ため，相談
支援ネット
ワーク体制
の中心的
役割が期
待されてい
る。

市民を対象とし
た精神障害者の
ボランティア養成
講座を実施し
た。
ピアカウンセラー
養成講座及び，
フォローアップ研
修を実施した。

34,323

市
民

（
身
体
・
知
的
・
精
神
・
発
達
障
害
者

（
児

）
及
び
そ
の

家
族

）

・福祉サービス
の利用援助（情
報提供・相談・助
言・手続代行）
・巡回相談　　・
専門機関の紹介
・就労支援，地
域移行支援，地
域サロン事業

・在宅の障害者
が,地域において
情報や相談等さ
まざまな支援を
行い，もって障害
者の自立と社会
参加の促進を図
る。
・一人ひとりの
ニーズに対応し
た個別援助を通
して，障害のある
人がその能力や
個性を最大限に
発揮して，もっと
楽しく，いきいき
と安心して暮ら
せる。

障害者自立支援法に基づ
く，身体・知的・精神・発達の
4障害の相談に総合的に対
応した拠点として「三次市障
害者支援センター」を三次市
保健福祉センター内に設置
し，24時間体制による障害
者の地域生活支援を行うと
ともに，併せて日中活動の
場を提供する地域サロンを
開設している。
また，知的障害児（者）の相
談業務を重症心身障害児施
設子鹿学園に委託して実施
している。

精神障害者のボランティア
養成講座を開催するなど，
市民との協働の取り組みを
進めている。

①障害者支援センターは，
将来的には，市内相談支援
事業所のスーパーバイズを
行う基幹センターとしての機
能を担う必要がある。②社
会福祉士や精神保健福祉
士等の専門職の継続的な確
保とスキルアップが必要であ
る。③障害者支援センターを
中核として，相談支援ネット
ワークを構築し，相談機能
の充実強化を図る。④三次
市障害者自立支援ネット
ワーク会議の活動をより具
体化し，地域における障害
福祉支援体制の推進や困
難事例などへの対応のため
の協議・調整機能を充実す
る。⑤精神障害者の地域生
活移行支援体制の充実（ボ
ランティアの育成等）

社
会
福
祉
課

障害者
生活支
援事業

18
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２
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(
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住
み
慣
れ
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地
域
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快
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生
活

有

1
0
効
果
の
検
証

（
行
政
評
価

）

継
続

有資格者・
ボランティ
ア登録者と
も増加して
いるところ
であるが，
障害者の
就労対策
事業として
は十分な効
果が発揮さ
れにくい面
もあり，養
成にも取り
組みなが
ら，ボラン
ティアグ
ループを中
心とした市
民主体の
活動へ今
後の移行を
図っていく。

継
続

3年計画で実
施してきた「初
級園芸福祉士
養成講座」を2
年延長して平
成26年度まで
実施する。こ
の延長した2
年間で園芸福
祉活動を利用
した「障害者
の就労支援」
と「園芸福祉
のまちづくり」
を具体化させ
る。

4

ストレス
社会とい
われて
いる現
代，園芸
福祉活
動は活
動する
人はもと
より，周
囲の人
にも植物
による癒
し効果を
もたらす
ととも
に，環境
づくり，
まちづく
りなどの
さまざま
な効果
がある。

5

障害者
の就労と
工賃の
確保は，
障害者
施策の
大きな課
題となっ
ており，
ニーズ
は高い。

4

初級園
芸福祉
士の養
成講座
はNPO
法人日
本園芸
福祉ネッ
トワーク
に委託し
て実施し
ており，
コスト削
減の余
地は少
ない。

3

将来的
にはボラ
ンティア
グループ
である
「みよし
園芸福
祉ネット
ワーク」
をＮＰＯ
法人化
するなど
し市の関
与をなく
すること
が望まし
いが，福
祉分野
での活
動に関し
ては市と
して積極
的にか
かわる
べきであ
る。

5

園芸福祉の
まちづくりを
進め，障害
者と地域の
交流や農園
での就労を
目指すため
の，地域や
職場で核と
なる人材育
成に有効と
判断する。

3

まずは，園
芸福祉活
動を広く市
民に周知
することに
より，ボラ
ンティアグ
ループの
活動範囲も
広げるこが
可能とな
る。

市内の各種イベ
ントへの参加
や，活動要請に
応えて園芸福祉
活動の普及を始
めた。

2,256

市
内
在
住
者
又
は
市
内
在
勤
者

①初級園芸福祉
士養成講座を開
催し，初級園芸
福祉士の養成を
行う。
②みよし園芸福
祉ネットワークに
よる園芸福祉活
動の地域での実
践。

①障害者の農園
での就労
②園芸福祉活動
を地域で実践で
きる人を養成し
て，障害者と地
域や学校との交
流の促進
③精神科長期入
院患者の地域生
活への移行支援

　障害者の農園での就労を
最終目的として、園芸福祉
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱを養成し、障害者と
地域や学校との交流を進め
る。また，精神科長期入院
患者の地域生活への移行を
推進する。
　初級園芸福祉士養成講座
は、園芸福祉の実践活動を
地域のなかで円滑に推進す
るうえで必要と思われる全般
的な知識や実践ノウハウを
修得してもらい、地域に根付
かせ、大きな輪に育てていく
役割を担える人材の養成を
目的する。
日本園芸福祉普及協会所
定の２０～２４時間のカリ
キュラムを修了した受講者
は、初級園芸福祉士の認定
試験の受験資格が得られ
る。
<園芸福祉活動とは>
　青空のもと、様々な場所で
営まれる植物の種子～発芽
～成長～開花～結実～収
穫というプロセスに幅広い年
代の人々が参加して 植物

　行政がリーダーシップを
とって進めてきた「みよし園
芸福祉ネットワーク」の活動
を，いかに当初の目的から
大きくそれることなく，ネット
ワーク主体の活動としていく
か。
　ネットワーク会員の人脈を
活かして，目に見える結果を
いかに出していけるか。
　月一回定期的に役員会を
開催して，活動の協議を
行っており，この中で協議を
進めるとともに，園芸福祉シ
ンポジウムなどに参加し，交
流と情報交換に努めてい
る。

社
会
福
祉
課

園芸福
祉活動
推進事
業
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単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明
単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

施
策
番
号

拡大・縮小 改善の必要性H23年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

所
管

拡大・縮小 改善の必要性

分

野

大

項

目

開

始

年

度

中

項

目

定量分析

成果指標
活動指標 
単位あたり

コスト

手段の適切さ

事務
事業名

事業概要
今後の課題

（ミッションの達成との関
連）

合
計
点

目的 前年度の対応

１次 総合評価事務
事業
の対
象者
等

手段
ラ
ン
ク

H2
2年
度
評
価

活動指標

２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

H2
3年
度
評
価

市の役割 必要性

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

利用者数 人 4,557 4,169 4,880
月5日以上
通所した者
の延べ人数

H
2
2

5,126  
月5日以
上の通所
者実人数

人 49 51 62

日中の交流
や活動場所
が確保でき
た者

H
2
3

5,320  
利用登録
者 人 64 68 77

H
2
4

6,774  

7 1 5

住宅改修を
実施し住環
境が整備さ
れた件数

H
2
2

195,143  人数 7 1 5

自立した在
宅生活の継
続や介護者
の負担軽減
が図られた
者

H
2
3

222,000  

H
2
4

280,000  

設置台数 台 97 97 120 設置台数

H
2
2

43,031
申請者に
対する設
置台数

％ 99 99 99

H
2
3

38,588

H
2
4

43,648

対象者数 人 464 458 523
敬老金の支
給対象者数

H
2
2

13,041 支給割合 ％ 100 100 100

H
2
3

12,629

H
2
4

12,690

事
業
規
模

有

4
内
容
の
改
善

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

4
内
容
の
改
善

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

6
成
果
の
向
上

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

4
内
容
の
改
善

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

23 B 継
続

継
続

有

4
内
容
の
改
善

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

縮
小

市民ニーズ
は高いもの
の，対象者
の増加・財
政状況等
の面から，
他事業との
統合も視野
に入れた検
討が必要で
ある。

縮
小

褒賞としての
効果は認めら
れるものの，
「高齢者介護
慰労金支給事
業」のあり方を
含めて，家族
介護や元気高
齢者へのイン
センティブ的な
要素を持つ制
度への転換を
検討する時期
に来ている。

事
業
規
模

3

長年の
社会貢
献の功
績を称え
祝福す
る意味で
社会的
ニーズ
がある。

4

長年続
けられて
いる事
業である
ため，住
民にも周
知されて
おり対象
となる高
齢者の
期待は
大きい。

3

国と同じ
100歳の
みを対象
とすれば
コストの
削減は
可能。
（国は祝
賀状と記
念品の
み支給）

5

三次市
民の長
寿祝賀
であるた
め市でな
ければ
できな
い。

4

事業は市民
に広く周知
されており，
支給を心待
ちにされて
いる方も多
い。

4

88歳対象
者への手
渡しによる
支給等，改
善は可能
であるが，
対象者数
が多く対応
は困難。

24年度は、前年
度と同様の内容
で行うこととし
た。

5,784

市
民

（
市
内
在
住
で
，
支
給
年
度
内
に
8
8
歳
及
び
1
0
0
歳

に
到
達
さ
れ
る
方

）

88歳の方へは口
座振込みにより
支給し，100歳の
方へは市長が訪
問し手渡しにより
支給する。

長寿を祝福し敬
老の意を表す
る。

88歳及び100歳の方に対し
て敬老金を支給する。（88歳
1万円・100歳3万円）
また，同意に祝賀状をあわ
せて渡す。
24年度の対象者数：88歳
472人　100歳 26人

88歳到達者についてみれば
今後ますます対象者の増加
が見込まれる。そうした中88
歳を限定して敬老祝金を送
ることについて検討する時期
にきていると考えられる。

高
齢
者
福
祉
課

敬老金
支給事
業

17
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福
　
祉
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有

4
内
容
の
改
善

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

継
続

高齢者の
不安解消に
効果的な事
業である。
今後は，利
用状況の
検証，関係
機関等との
協議を通じ
て，より一
層利用者・
家族のニー
ズに応じた
制度となる
よう，見直
しが必要で
ある。

継
続

在宅ひとり暮
らし高齢者及
び重度身体障
害者の急病，
災害等の緊急
時の対応とし
てのニーズは
高い。しかしな
がら，新たな
ニーズへの対
応に向けた制
度改善を要す
る。

5

単身の
高齢者，
高齢者
のみの
世帯が
在宅生
活を継
続するう
えで，緊
急時の
対応は
必要不
可欠で
ある。ま
た，別居
家族等
の安否
に関する
不安解
消として
も社会
的ニー
ズが高
い。

5

在宅生
活を継
続してい
くうえで
緊急時
のシステ
ム確立
は，市民
ニーズ
が高い。

3

入札によ
り設置に
関する委
託業者を
決定して
いる。通
報先をセ
ンター委
託方式
にするこ
とにより
総合的
にコスト
削減が
できるか
研究して
いく。

3

高齢者
の実態
に応じた
制度で
あるため
市が行う
必要が
あるが，
通報先
を消防
本部で
はなくセ
ンター管
理とし委
託してい
る自治
体もある
ため先
進地視
察などを
通して研
究してい
く必要が
ある。

4

虚弱なひと
り暮らし高
齢者等へ緊
急通報装置
を給付する
ことにより，
高齢者の在
宅生活の支
援策のひと
つとして役
立ってい
る。

3

電池切通
報などが相
当数あるた
め，機種の
更新，保守
点検委託，
通報先の
委託などを
含めて実
施してい
く。

平成２３年度に
旧型式の更新を
行っているため
保守の面で一定
の整理ができて
いる。

3,743

市
内
に
住
所
を
有
し
，
身
体
が
虚
弱
で
注
意
を
要
す
る
状
態
の

お
お
む
ね
6
5
歳
以
上
の
一
人
暮
ら
し
の
者
，
高
齢
者
の
み
の

世
帯
，
ひ
と
り
暮
ら
し
の
重
度
身
体
障
害
者

緊急通報が備北
地区消防組合本
部指令室へ直接
入るため24時間
緊急対応が可能
で迅速な対応が
可能であるた
め，高齢者等の
救急救命活動に
大きく貢献してい
る。

高齢者等の不安
を解消する。

在宅の一人暮らしの高齢者
及び重度身体障害者の急
病，火災等の緊急通報の方
法として押しボタン式通報装
置を給付し，その通報が備
北地区消防組合本部に入
り，救急車の出動等緊急対
応が可能となる。

〔新しい公共（市民との協
働）〕
近所の方１～3名が協力員と
して登録されており，通報が
あった場合，消防からの連
絡により一番に駆けつける
役割を担っている。

これまで整備を進めてきた
基盤の活用を前提として，高
齢者の安否確認や健康管
理などのニーズとの整合性
を図りながら，運用方法の改
善を図る必要がある。

高
齢
者
福
祉
課

緊急通
報シス
テム事
業

16

27 A 継
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無
継
続

対象者の
ニーズ把
握，制度周
知方法に努
めるととも
に，事業成
果の向上
のため，専
門家等の
助言につい
ても検討し
ていく必要
がある。継

続

障害特性に応
じた住環境改
善に寄与する
ため，障害者
のニーズを把
握するととも
に，適宜，対
象となる障害
種別と工事内
容の追加を検
討する。

5

住み慣
れた地
域で家
族や地
域の人と
ともに生
活できる
ことは，
誰もが
望んで
いること
であり，
そのた
めには
障害の
状況に
合わせ
た住宅
環境の
整備も
大きな要
因の一
つであ
る。

4

住宅改
修の
ニーズ
は高い
が，多額
の工事
費用が
かかる
ので，経
済的負
担が重く
実行され
難い。
しかしな
がら補
助額の
増は難し
い。

4

職員によ
る事前の
相談対
応や現
地確認
等も必要
であるの
で事務
処理コス
ト削減余
地は少
ない。

5

経済的
支援に
ついて
は，行政
が関与し
なけれ
ばならな
い。

5

自立した在
宅生活の継
続や介護者
の負担軽減
が図るため
の住宅改修
の効果は大
きいが，そ
の経済的負
担が重く放
置されてい
るケースが
多い。その
ため経済的
支援は目的
に合致して
いる。

4

住宅改修
工事の計
画に当た
り，作業療
法士や住
宅環境コー
ディネー
ター等専門
家による助
言を行うこ
とができれ
ば，更に成
果があると
考える。

広報三次で周知
した結果，前年
度は申請件数が
増加したが，平
成23年度は1件
のみの申請であ
り，年度によって
ばらつきがある。
（H24は8月現在
で3件の申請あ
り）

222

歳
未
満
の
身
体
障
害
者
手
帳

（
下
肢

体
幹
機
能

脳
原

性
移
動
機
能
障
害

）
1
～

3
級
，
ス
ト
マ
用
装
具
を
使
用
す
る

直
腸
・
ぼ
う
こ
う
機
能
障
害
4
級
以
上
，
療
育
手
帳
 
・
A
の

所
持
者

又
は
そ
の
方
と
同
居
し
て
い
る
者

自立支援を目指
し住宅改修を行
う場合の工事費
負担の軽減を行
う。

重度な障害が
あっても，可能な
限り，生まれ育っ
た地域で生活で
きる住居環境の
整備。

●助成対象工事
住宅の玄関，廊下，階段，
居室，浴室，便所，洗面所
及び台所の改修工事
●助成率
市民税非課税世帯：10割
市民税課税世帯：5割
●助成額
助成対象限度額40万円

対象者に対し広く制度の周
知を図り，障害者のための
住宅環境を整える。
対象となる障害について，検
証する必要がある。

社
会
福
祉
課

障害者
住宅改
修費助
成事業

20

23 B 継
続

継
続

第
２
 

健
康
・
福
祉

62

２
福
　
祉

(

2

)

住
み
慣
れ
た
地
域
で
快
適
生
活

無
継
続

移行後の
運営状況に
ついて，引
き続き検証
を行うととも
に，利用者
の拡大や
工賃収入
の向上に取
り組むこと
が必要であ
る。

継
続

一般就労の困
難な障害者等
の地域生活支
援として，有効
な事業であ
る。
緩やかな作業
内容であるた
め，特に精神
障害者にとっ
ては貴重な事
業所となって
いる。

4

障害者
等の社
会参加と
自立を
目指した
地域生
活支援
対策とし
ての必
要性が
大きい。
緩やか
な作業
内容で
あるた
め，特に
精神障
害者に
とっては
貴重な
事業所と
なってい
る。

4

重度心
身障害
者の一
般的な
就労は
極めて
困難な
状況が
あるの
で，日中
活動等
交流の
場の確
保ととも
に，地域
活動とし
ての拠
点の存
在は市
民ニー
ズとして
高いと考
える。

4

事業実
績方式
による委
託料の
算定を基
本として
いるた
め，比較
的小規
模な地
域活動
支援セン
ターの運
営は，コ
スト削減
の余地
が少な
い。

5

障害者
自立支
援法の
中で，実
施主体
を市とし
ての必
須事業と
なってい
る。

4

一般就労の
困難な障害
者等の地域
生活支援と
して，極め
て有効な事
業であり，
障害者等の
日中活動の
場の確保が
求められて
いる。

3

多様なニー
ズに対応し
た柔軟な運
営体制によ
り，創作的
活動や生
産活動など
地域の実
情に応じた
取り組みに
より成果向
上（利用者
の工賃アッ
プ）の余地
は大きい。

　運営費不足は
今のところ起こっ
ていないが，今
後は利用者の工
賃収入につなが
る活動を模索し，
利用者増につな
げ，安定した事
業所運営をめざ
す。

22,179

一
般
就
労
が
困
難
な
市
民

（
身
体
・
知
的
及
び
精
神
障
害
者

等

）

利用者に対し，
日中の活動の場
を提供し，創作
的活動や生産活
動の機会の提供
等地域の実情に
応じた支援を行
う。

日中活動と軽作
業の場を提供す
ることにより，普
段，閉じこもりが
ちな障害のある
方の生活のリズ
ムを整え社会活
動への参加を促
進し，自立と生き
がいを高める。

地域において就労が困難な
在宅障害者等を通わせ，地
域の実情に応じ，創作的活
動や生産活動の機会を提供
し，社会との交流の促進等
の便宜を供与することによ
り，障害者等の地域生活支
援の促進を図る。
　平成23年度実績
　　かぜくさ
7,014,000円
　　ふらっと
7,781,000円
　　ともえ三次工房
5,080,000円
　　庄原共同作業所
416,760円
　　ハート作業所
1,062,000円
    貴船
246,000円

利用者の工賃収入のアップ
につながる事業の模索。
障害者支援センター職員や
保健師などの訪問により，引
きこもっている障害者の掘り
起こしを行い，利用者の拡
大につなげて行き，社会参
加の第一歩としていくことが
必要。

社
会
福
祉
課

障害者
地域活
動支援
セン
ター事
業

19

第
２
 

健
康
・
福
祉

61

２
福
　
祉

(

2

)

住
み
慣
れ
た
地
域
で
快
適
生
活

24 B 継
続

継
続
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平成２４年度行政評価　事務事業評価一覧（２次評価結果）

※　各評価項目は，１～５の５段階で評価 ※　ランク：A:27～30　　B:22～26　　C:17～21　　D:12～16　　E:6～11

単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明
単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

施
策
番
号

拡大・縮小 改善の必要性H23年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

所
管

拡大・縮小 改善の必要性

分

野

大

項

目

開

始

年

度

中

項

目

定量分析

成果指標
活動指標 
単位あたり

コスト

手段の適切さ

事務
事業名

事業概要
今後の課題

（ミッションの達成との関
連）

合
計
点

目的 前年度の対応

１次 総合評価事務
事業
の対
象者
等

手段
ラ
ン
ク

H2
2年
度
評
価

活動指標

２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

H2
3年
度
評
価

市の役割 必要性

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

見守り対
象者数 人 2,423 2,343 2,350

H
2
2

5,367  

対象者数
に対する
巡回相談
員の実施
割合

％ 100 100 100

相談員が定
期的に訪問
し，報告を作
成

H
2
3

5,532  

H
2
4

5,875  

対象者数 674 884 1,000
65歳到達者
及び65歳以
上の転入者

H
2
2

5,433  
実態調査
実施割合 ％ 100 100 100

対象者の調
査実施割合

H
2
3

3,678  

H
2
4

3,470  

譲渡及び
廃止件数 件 1 3 1

平成24年度
茂田老人集
会所譲渡覚
書
※譲渡は平
成25年度

H
2
2

55,218,000
譲渡及び
廃止件数 件 1 3 1

指定管理
施設

施設 22 26 27
平成24年度
川西小規模
多機能施設

H
2
3

20,258,667

H
2
4

56,023,600

利用回数 件 31 31 20

延べ利用回
数（サービス
を利用し
医療機関へ
通院した回
数）

H
2
2

5,355
実利用者
数 人 3 2 2 実利用者数

H
2
3

5,807

H
2
4

13,034

有

1
0
効
果
の
検
証

（
行
政
評
価

）

有

3
市
民
と
行
政
の
役
割
分
担
の
見
直
し

有

2
市
民
と
行
政
の
協
働
と
連
携

有

2
市
民
と
行
政
の
協
働
と
連
携

25 B 継
続

継
続

有

4
内
容
の
改
善

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

継
続

低所得者
への配慮
は必要であ
るが，利用
者が限定
的になって
おり，効果
の検証・
サービスの
見直しが必
要である。

継
続

高齢者世帯の
介護にかかる
経済的負担の
支援の面では
今後も継続し
ていく必要が
あるが，対象
者の拡大のた
め条件の見直
し等，より必要
な高齢者へ
サービスが提
供できるよう
検討が必要。5

在宅寝
たきり高
齢者の
医療機
関への
通院手
段の確
保につ
いては、
家族支
援に頼
るところ
が大き
い。しか
し、家族
支援も
無く医療
機関も
遠い高
齢者の
みの世
帯につ
いては
民間介
護タク
シー利
用の経
済的負

4

在宅生
活の継
続のた
めの経
済的支
援である
ことから
市民
ニーズ
は高い。

4

委託契
約方法
の改善
により余
地有（走
行メー
ター料金
方式）

5

経済的
支援の
性格を
持つ事
業である
ため市
が関与
すべき

4

移送手段の
難しい高齢
者へサービ
スを提供す
る事により
在宅生活の
継続へつな
がってい
る。

3

対象者が
限定されて
いるため，
サービスが
必要な人
へ提供でき
るように条
件の見直し
等が必要。

利用条件を緩和
しつつ扶助額の
制限を設定し
た。

180

市
民

（
三
次
市
内
に
住
所
を
有
す
る
お
お
む
ね
６
５
歳
以
上
の

ひ
と
り
暮
ら
し
等
の
高
齢
者
ま
た
は

、
高
齢
者
の
み
の
世
帯
も

し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
高
齢
者
で
家
族
の
支
援
が
困
難
な
者

。

市
町
村
民
税
が
非
課
税
世
帯
の
者

。

）

移送用車両（リフ
ト付車両及びスト
レッチャー装着
ワゴン者等）によ
り対象者の自宅
と医療機関等と
の間を送迎す
る。

高齢者が住みな
れた地域で生活
し続けることを可
能とするため，外
出についての支
援を行う。

寝たきり等のため一般の交
通機関では移送が困難な高
齢者で家族の支援が困難な
者を，移送用車両（リフト付
車両及びストレッチャー装着
ワゴン者等）により対象者の
居宅と医療機関等との間を
送迎する。
  対象者：１．対象に記載の
とおり
　利用回数：月２回まで
　運行実施日：原則として祝
祭日を除く月曜日から土曜
日（午前８時３０分～午後５
時）

対象者が限定され効果が一
部にとどまっている。
平成24年度に実施する「介
護予防事業参加促進モデル
事業」の成果等を検証結果
を含めて，抜本的な制度改
善が必要。

高
齢
者
福
祉
課

高齢者
外出支
援事業

16

第
２
 

健
康
・
福
祉

68

２
福
　
祉

(

2

)

住
み
慣
れ
た
地
域
で
快
適
生
活

有

4
内
容
の
改
善

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

継
続

地域と十分
な協議を行
いながら，
事業趣旨・
メリットの理
解を深める
ことが必要
である。
適正な指定
管理料の
設定や不
要な施設の
処分も検討
していくこ
と。

継
続

老人集会所の
譲渡・廃止に
ついては，施
設ごとに様々
な課題があ
り，本事業の
趣旨と地域に
生じるメリット
の理解度が希
薄であるた
め，継続的な
協議・取り組
みを要する。
指定管理につ
いては，経年
劣化による維
持管理費を含
めた適切な負
担金の徴収及
び管理料の算
定が必要であ
る。

5

公共施
設の有
効活用・
整理統
廃合を
求める
社会的
ニーズ
は高い。

2

集会所
の譲渡
について
は，譲渡
を受ける
側に負
担になる
結果も
多く，市
民ニー
ズが高
いとは言
えない。

4

譲渡に
要する費
用の削
減。

5

公共施
設の維
持管理，
整理・統
合・廃止
について
の事業
であるた
め，市が
行うべき
ことであ
る。

5

公共施設に
ついてトー
タルコストを
把握したう
えで，指定
管理者制度
やアウト
ソーシング
を実施し，
または，施
設の整理・
統合・廃止
をする目的
に合致して
いる。

4

老人集会
所の譲渡
及び廃止
について
は，各施設
の個別問
題の解決
や地域住
民及び土
地所有者
等関係者
の合意をい
ただくため
に，協議の
場を多くも
つ必要が
ある。

【結果】　継続
【対応】　譲渡・
廃止にあたって
は地域との十分
な協議が必要で
あるため，老人
集会所の譲渡に
ついては，施設
の修繕を含め，
地域と十分な連
携を取り慎重に
進めている。
また，経年劣化
が進み，維持管
理にコストがか
かる福祉施設に
ついては，指定
管理者と協議
し，施設入居の
募集を制限する
など適宜処分す
る予定である。

60,776

自
治
組
織
な
ど
の
各
種
団
体
及
び
法
人

主に自治組織と
協議を行い，老
人集会所の譲渡
及び廃止を図
る。
老人福祉施設等
の管理運営につ
いて，指定管理
者制度を導入
し，市有財産の
有効活用を図
る。

公共施設につい
てトータルコスト
を把握したうえ
で，指定管理者
制度やアウト
ソーシングの実
施及び施設の整
理・統合・廃止を
行う。

市が管理している老人集会
所について，譲渡及び廃止
の方向で地元協議を進め
る。老人福祉施設等につい
ては，指定管理者制度によ
る管理運営を進め市有財産
の最適化を図る。
【平成23年度】
①甲奴在宅サービスステー
ション（甲奴町）の譲渡
②光清老人集会所(三良坂
町)，上敷名老人集会所(三
和町)の譲渡
③市内26施設で指定管理者
制度による管理運営実施≪
4施設は平成23年度から新
設施設≫
【平成24年度】
①茂田老人集会所(君田町)
の譲渡【覚書】※平成25年
度に譲渡
②吉舎老人福祉保健セン
ターの用途変更による指定
管理の適正化

[新しい公共(市民との協働)]
各法人，住民自治組織と連
携を図り 施設用途に応じ

老人集会所については，各
施設の個別事情を見極め，
譲渡先団体や土地所有者
等と慎重に協議を進める必
要がある。
指定管理者制度について
は，経年劣化による修繕コ
ストを把握し，適正な管理手
続きを行う必要がある。

高
齢
者
福
祉
課

高齢者
施設の
譲渡・
指定管
理の推
進

17

25 B 継
続

継
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健
康
・
福
祉

67

２
福
　
祉

(

2

)

住
み
慣
れ
た
地
域
で
快
適
生
活

有

2
市
民
と
行
政
の
協
働
と
連
携

継
続

定期的な情
報更新によ
る高齢者の
居住実態
の把握，関
係機関との
情報共有
は，地域で
の支えあい
活動の基
盤となる。
引き続き住
民自治組
織・自治防
災組織等と
のネット
ワークづく
りが必要で
ある。

継
続

高齢化率は上
昇しており，地
域で支えあう
仕組みをつく
るためにも高
齢者の状況把
握は必要であ
る。また，その
情報を民生委
員等と共有
し，見守り等
の地域支援事
業へつなげる
必要がある。4

高齢者
世帯は
増加して
おり，居
住の実
態等を
訪問に
より把握
し地域で
の支え
合い活
動や災
害時など
に情報
を生かし
ていく。

4

高齢化
率の上
昇，一人
暮らしの
高齢者，
高齢者
のみの
世帯の
増加に
より地域
で支えあ
う仕組み
が求め
られる。
そのた
めにも高
齢者の
実態の
情報は
必要で
ある。

4

65歳到
達者等
の調査
に係る経
費につい
て削減
は難し
い。

5

全高齢
者の実
態という
個人情
報の調
査・管理
について
は市が
行うべき
である。

4

住み慣れた
地域で生活
し続けるた
めには，地
域での支え
合い体制づ
くりは必要
であり，高
齢者の実態
を把握し要
援護者の情
報を管理を
していく。

4

全高齢者
の情報で
あるので定
期的に更
新し，見守
り隊につな
げるなど支
援に生かし
ていく。

各地域の民生委
員との情報共有
を図るため，各
地域高齢者全員
の名簿を作成
し，調査結果を
蓄積して少なくと
も年1回の情報
更新を図ることと
した。

3,251

市
民

（
6
5
歳
以
上
の
高
齢
者
な
ど

）

要援護者を地域
で支えあうネット
ワーク作りに必
要な情報として，
高齢者の生活実
態を把握するた
め実態調査を行
う。結果を管理
すると共に他の
高齢者について
も得られた情報
について更新し
ていく。

高齢者の居住の
実態を把握し，
地域での支えあ
い活動や災害時
に情報を生かし
ていく。

平成22年度に実施した全高
齢者の居住実態調査を情報
更新し，新たに65歳になった
高齢者等の情報を追加し高
齢者の安心・安全な生活を
支援する。

高齢者の状況，状態は常に
変化しているので，より最新
の情報を収集して更新でき
る体制をつくる。

高
齢
者
福
祉
課

高齢者
実態調
査事業

19
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第
２
 

健
康
・
福
祉

66

２
福
　
祉

(

2

)

住
み
慣
れ
た
地
域
で
快
適
生
活

無
継
続

平常時・災
害時とも
に，高齢者
の安心につ
ながる事業
である。巡
回相談員に
加えて，住
民自治組
織・自治防
災組織等と
も連携を強
化し，見守
り・支援等
を実施して
いく必要が
ある。

継
続

見守り活動を
実施すること
で，高齢者は
安心して暮ら
すことができ，
同時に要援護
者リストのもと
となり災害時
支援策に役立
つ。
 
 

5

要援護
者リスト
のデータ
ベースと
なり，災
害時に
備えるこ
とができ
る。

5

見守りが
あること
で高齢
者は安
心して暮
らすこと
ができ，
巡回相
談員も
対象者
の状況
を把握
すること
により緊
急時にも
適切に
対応でき
る。

3

住民自
治組織・
自主防
災組織
が結成さ
れた地
域におい
ては，コ
スト軽減
につなが
る。

3

平常時
の高齢
者の安
心・安全
確保と共
に，要援
護者とし
て把握
し，災害
時の対
応を迅
速に行う
ために
は市が
実施す
べきであ
る。

4

高齢者実態
調査及び民
生委員・児
童委員の
日々の活動
の中で,見守
りが必要と
判断した高
齢者を対象
に，巡回相
談員として
定期的に訪
問し安否確
認・相談活
動を行うこと
で，安心し
て地域で暮
らすことが
できる。

3

安否確認
や相談活
動をするこ
とにより，
要援護者リ
ストの作成
を行い災害
時の支援
策へつなぐ
ことが可能
となる。

見守り情報につ
いて，各支所保
健師及び地域包
括支援センター
で共有を図り必
要に応じて対応
することとした。

12,962

市
民

（
概
ね
6
5
歳
以
上
の
者
で
あ

っ
て
，
日
常
生
活
に
お
い

て
見
守
り
が
必
要
な
高
齢
者
等

）

市が，民生委
員・児童委員を
巡回相談員とし
て委嘱して，見
守り事業を実施
する。ただし，対
象者の人数によ
り，相談員の補
佐役として協力
員・活動員を配
置する。

見守りがない環
境の高齢者等を
巡回相談員が定
期的に訪問する
ことで安否確認・
相談活動を行
い，安心して暮ら
せるようになる。

 市内に居住する概ね65歳
以上の一人暮らし高齢者を
対象として，日常生活におい
て見守りが必要な高齢者世
帯を，高齢者見守り隊（民生
委員・児童委員，協力員，活
動員）が訪問活動を行い，安
否確認や相談活動を行いな
がら，安心して暮らしていけ
るような見守り活動を継続し
ている。
〔新しい公共（市民との協
働）〕
 自主防災組織等との連携
が重要となってくる。

関係課・関係団体と連携し，
状況の変化や相談事に適切
に対応していく。

高
齢
者
福
祉
課

高齢者
見守り
隊事業

20

第
２
 

健
康
・
福
祉

65

２
福
　
祉

(

2

)

住
み
慣
れ
た
地
域
で
快
適
生
活

23 B 継
続

継
続
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単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明
単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

施
策
番
号

拡大・縮小 改善の必要性H23年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

所
管

拡大・縮小 改善の必要性

分

野

大

項

目

開

始

年

度

中

項

目

定量分析

成果指標
活動指標 
単位あたり

コスト

手段の適切さ

事務
事業名

事業概要
今後の課題

（ミッションの達成との関
連）

合
計
点

目的 前年度の対応

１次 総合評価事務
事業
の対
象者
等

手段
ラ
ン
ク

H2
2年
度
評
価

活動指標

２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

H2
3年
度
評
価

市の役割 必要性

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

給付費通
知（月平
均）

件 3,810 3,833 3,850

Ｈ24年度か
ら給付適正
化支援シス
テムを導入
したことによ
り事業費，人
件費の増加
が見込まれ
る。

H
2
2

678  

給付費通
知への問
い合わせ
件数

件 15 20 20
利用者から
の問い合わ
せ件数

介護認定
調査員研
修

回 12 12 12
研修実施件
数

H
2
3

737  
不適正請
求の過誤
調整件数

件 4 185 200
介護報酬返
還件数

介護認定
審査会委
員研修

回 9 12 12
研修実施件
数

H
2
4

1,088  
要介護認
定率 ％ 26 25 25

実地指導
事業所数 件 58 61 60

実地指導を
行った件数

H
2
2

37,724  
実地指導
結果通知 件 58 61 60

H
2
3

35,721  

H
2
4

36,473  

市長申立
実績

2 2 3

成年後見制
度利用のた
め市長申立
を行った人
数

H
2
2

1,384,000
後見等の
審判を受
けた件数

2 2 3

H
2
3

1,309,500

H
2
4

1,429,800

利用者 人 278 381 430
H
2
2

7,648
希望者に
対する利
用率

％ 100 100 100

H
2
3

6,782

H
2
4

6,211

有

1
6
受
益
と
負
担
の
適
正
化

有

4
内
容
の
改
善

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

事
業
規
模

有

6
成
果
の
向
上

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

事
業
規
模

有

6
成
果
の
向
上

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

23 B 継
続

継
続

有

1
6
受
益
と
負
担
の
適
正
化

継
続

市民ニーズ
も高く，介
護者の負
担軽減につ
ながる事業
である。
利用者が
増加傾向に
あり，他
サービス利
用者との公
平性を確保
するために
も，利用者
負担につい
て検討が必
要である。

継
続

受益者負担の
検討が必要。
「見守り」の内
容の明文化。

4

認知症
の高齢
者の数
が増え
ているた
め，今後
さらに
ニーズ
は高くな
ると予測
される。

4

昨年度
から利
用者が
急激に
増加。今
後もさら
に増加
が見込
まれる。

3

委託単
価は介
護サービ
スの報
酬単価
に準じて
設定して
いるた
め，減額
は困難。
しかし，
受益者
負担を求
めること
により，
コストの
削減余
地はある
と思う。

4

民間事
業所の
サービス
を利用
すること
は可能
である
が，費用
負担が
高額に
なる。

4

ホームヘル
パーが見守
ることで，一
時も目が離
せなかった
介護者の負
担は大幅に
軽減できて
いる。ただ
し，「見守
り」の内容を
明文化する
必要があ
る。 4

周知の徹
底。受託先
の拡大。

利用者負担の検
討について未着
手。

2,584

市
内
に
住
所
を
有
し
，
介
護
認
定
審
査
に
お
け
る
主
治
医
の
意

見
書
の
認
知
症
高
齢
者
の
日
常
生
活
自
立
度
が
Ⅱ
以
上
の
満

6
5
歳
以
上
の
高
齢
者
等

。

訪問介護事業所
を運営する社会
福祉法人等に業
務委託して，
ホームヘルパー
を派遣して，認
知症の高齢者の
見守りを実施す
る。

介護者等の精神
的・身体的負担
の軽減。

　認知症の高齢者を介護す
る世帯にホームヘルパーを
派遣し，要介護者の見守り
を実施し，高齢者及び世帯
員の負担を軽減する。

〔新しい公共（市民との協
働）〕

・利用者負担の検討が必
要。
・「見守り」が内容が明文化
できていない。

高
齢
者
福
祉
課

認知症
高齢者
生活援
助事業

20

第
２
 

健
康
・
福
祉

72

２
福
　
祉

(

2

)

住
み
慣
れ
た
地
域
で
快
適
生
活

無
継
続

今後ますま
す利用者の
増加が見
込まれるた
め，地域住
民や関係
機関と連携
し，支援体
制の整備を
行う。
また制度の
内容・活用
方法等につ
いて，充分
な広報を行
い，市民の
理解を深め
ることも必
要である。

拡
大

団塊世代の高
齢化に伴い、
認知症高齢者
数も増加が見
込まれてい
る。そのことに
より、現在の
契約社会に
あっては，認
知症高齢者等
の判断能力が
不十分になっ
た市民が不利
な契約を結ん
だり，不当な
財産侵害を防
止するため，
法定後見（成
年後見人等に
よる本人支
援）および任
意後見（判断
能力が低下す
る前に契約）
の活用を広く
市民へ啓発が
必要として、事
業拡大が求め

事
業
規
模

5

契約社
会にあっ
て，認知
症高齢
者等の
増加に
より，社
会生活
において
支援の
必要な
人が多く
なってい
る。成年
後見制
度の利
用者も
増加傾
向にあり
社会的
ニーズ
が高い。

4

社会的
ニーズ
の高まり
は，三次
市にお
いても同
様で，相
談件数
も増加し
ているこ
とからも
認知症
高齢者
の増加
等成年
後見制
度に対
する市
民の関
心や，
ニーズ
は高くな
りつつあ
ると考え
る。

4

成年後
見の申
立費用
は原則
申立人
が負担
すること
となって
いる。そ
のため
市長申
立の場
合も同様
に市が
申立費
用を負担
すること
となる
が，後見
人等選
任審判
後におい
て，本人
の資産
の状況
により申
立費用を
本人より

5

成年後
見制度
相談業
務につ
いては
委託をし
ている司
法書士
や成年
後見関
係機関
（家庭裁
判所、弁
護士、社
協等）で
あれば
可能で
ある。市
長申立
等利用
支援事
業につ
いては，
市の責
務にお
いて実
施するよ
う国から

5

成年後見制
度利用にあ
たり，市長
申立の要請
案件につい
てはおおむ
ね市長申立
を行い、成
年後見人等
を確保する
ことで、高齢
者の権利を
擁護してい
る。 5

広島家庭
裁判所三
次支部と連
携し、事務
処理をより
迅速に行う
ことで，要
請から申立
さらに後見
開始審判
までの期間
を短縮でき
る。また、
今後成年
後見制度
利用者の
増加に伴
い成年後
見利用支
援事業の
申請が増
加すると見
込まれるた
め、要綱改
正を行うこ
とで適正化
を図る。

平成23年度に権
利擁護ネット
ワークを設立し
た。

2,619

害
者
　
②
親
族
か
ら
虐
待
を
受
け
て
お
り
，
か
つ
判
断
能
力
が

十
分
で
な
い
認
知
症
高
齢
者
，
知
的
障
害
者

。

【
利
用
支
援
事
業
対
象
者

】
市
内
に
住
所
を
有
す
る
人
で
，
成

①成年後見制度
市長申立の推進
②申立費用・後
見人等の報酬な
どの経費の支援
③制度にかかる
相談及び相談窓
口の明確化
④任意後見人、
第三者後見人、
成年後見監督人
等の確保及び支
援体制の確立
⑤権利擁護ネッ
トークの拡大（障
害者担当課との
連携）
⑥関係機関にお
ける専門性を共
有化していくた
め、権利擁護
ネットワークワー
キング会議にお
ける定例会の開
催。

○市民が年を
とっても、在宅で
安心して暮らせ
るために、高齢
者等権利擁護の
ひとつである成
年後見制度につ
いて広く市民に
周知するため普
及啓発を行う。
○認知症高齢者
等判断能力が不
十分な人が契約
等において不利
益を被らないよう
支援することに
より，当該高齢
者等の権利や財
産を守る。
○権利擁護ネッ
トワークの関係
機関へ制度およ
び相談窓口の普
及啓発を行うこと
により、適切に連
携を図り、市民
の消費被害や財
産侵害等防止を

○判断能力が不十分な認知
症高齢者、精神障害者、知
的障害者で成年後見制度利
用にあたり、申立可能な親
族がいない、または親族か
ら虐待を受けている者に対
する支援として市長申立を
行う、または経済的理由で
申立費用等が負担できない
場合などの費用の支援など
をおこなう。
○地域包括支援センター内
に成年後見相談員を配置
し、成年後見にかかる相談
業務や市長申立業務をおこ
なう。
○市内に事務所を開設し、
専門的な立場で、なおかつ
成年後見制度を推進するた
め、積極的に活動する弁護
士、司法書士と委託契約を
締結し、成年後見制度の市
長申立における成年後見人
等の受任や制度利用にかか
る相談等、制度利用のため
の利用促進を図る。
○高齢者虐待防止ネット

○市長申立や成年後見利
用支援事業の円滑な推進の
ため、広島家庭裁判所三次
支部と連携し、課題の共有
化および事務改善を図る。
○専門的な申立支援の必要
性や後見人の確保の必要
性があるため、法人後見を
行っている三次市社会福祉
協議会との連携が必要。
○認知症高齢者増加の見
込みに対して、市民の権利
擁護を目的として成年後見
制度利用（特に任意後見制
度）の普及啓発を行う。
○親族後見人には支援体制
がなく、親族後見人の孤立
化や不適切な財産管理によ
る財産侵害事件防止を目的
とした、支援体制整備および
相談窓口を明確化を行う。

高
齢
者
福
祉
課

成年後
見利用
支援事
業

16
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続

第
２
 

健
康
・
福
祉

71

２
福
　
祉

(

2

)

住
み
慣
れ
た
地
域
で
快
適
生
活

有

1
3
効
率
的
な
組
織
体
制
の
確
立

拡
大

事業者に対
する適正な
指導によ
り，介護
サービスの
質の確保と
給付の適
正化を図る
ことができ
る。

拡
大

介護保険の健
全運営を図る
ため，事業の
強化を図る必
要がある。

事
業
規
模

5

高齢化
が急速
に進展
し，認知
症高齢
者や一
人暮らし
高齢者
の増加
等が見
込まれる
中で，介
護保険
制度を
持続可
能な制
度とし，
適正な
制度運
用を確
保するた
めには
極めて
重要で
ある。

4

実際の
サービス
利用者
は，要介
護認定
を受けて
いる方
のみで
あるが，
利用者
である市
民のケ
アの質を
確保す
るため，
ニーズ
は高いと
思われ
る。

5

保険者
によって
は，組織
として指
導担当
部署を確
立してい
ることか
ら考える
と，本市
の現状
の体制
は，最低
限のもの
であり，
削減余
地はない
と思われ
る。

5

介護保
険事業
者に対
する調
査，運営
指導，報
酬請求
指導，保
健請求
の点検
は保険
者の責
務として
行うべき
事業で
す。介護
保険の
適正な
運営を
図るため
に市が
積極的
に関与し
ていく必
要があ
る。

5

適切なケア
マネジメント
プロセスの
重要性等に
ついて指導
を行うことに
より，サービ
スの質の確
保・向上が
図られるた
め，利用者
である市民
の誰もが安
心して介護
保険サービ
スを利用す
ることがで
きるようにな
る。

3

法改正に
伴う，改正
内容の周
知を職員
間で行うな
ど，職員の
能力向上
に努める。
また，指導
内容の平
準化を図
る。

行政チェックの
結果：継続
適正な指導を行
うために担当職
員の指導能力の
向上のため各種
研修会に積極的
に参加し成果の
向上を図る。

2,179

市
内
す
べ
て
の
介
護
サ
ー

ビ
ス
事
業
所

介護保険事業所
等の指導監督事
務を的確かつ厳
格に実施し，介
護給付の適正化
を推進する。そ
のため施設につ
いては，２年に１
回，それ以外の
事業所について
も４年に１回は実
地指導を行う。

介護保険制度の
利用者が，住み
慣れた地域で生
活を継続するた
め，事業者によ
るサービスに満
足し，安心して
サービスを利用
することができる
ようにする。

利用者の自立支援及び尊厳
の保持を念頭に置いて，介
護保険施設及び事業者の支
援を基本とし介護給付等対
象サービスの質の確保及び
保険給付適正化を図るとい
う介護保険施設等指導指針
の目的に基づき，集団指
導，実地指導を行い，介護
サービスの質の確保及び保
険給付の適正化を図る。ま
た，日々の事業所からの相
談，質問等に対応し，制度・
加算の内容等についての周
知徹底を図る。

〔新しい公共（市民との協
働）〕
実地指導等のなかで利用者
(市民)からの意見を直接聞
き今後の指導の参考とす
る。

平成２４年４月からの法改正
に対応した保険者としての
指導体制や指導能力が十
分でないので，県と連携を密
にし必要な情報交換を行
い，適切な指導の実施に努
める。
また，指導能力向上のため
各種研修会に積極的に参加
し知識の取得に努める。

高
齢
者
福
祉
課

介護
サービ
ス事業
所指導
事業

19

28 A 継
続

継
続

第
２
 

健
康
・
福
祉

70

２
福
　
祉

(

2

)

住
み
慣
れ
た
地
域
で
快
適
生
活

有

6
成
果
の
向
上

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

拡
大

適正な介護
サービス利
用に効果的
な事業であ
り，事業の
強化を図る
ことで成果
を向上させ
ることがで
きる。
また，介護
認定の的
確性の向
上に努め
る。

拡
大

介護保険の健
全運営に向け
た柱の一つと
して，事業の
強化を図る必
要がある。ま
た，介護認定
状況を分析し
必要な改善策
を講じることが
必要である。

事
業
規
模

5

高齢者
の増加
に伴い，
介護給
付費の
増加も
見込ま
れるた
め，適正
なサービ
ス利用
等が求
められて
いる。 4

介護給
付費の
増加に
伴い，市
民の負
担も増
加してお
り，適正
なサービ
ス利用，
費用等
に関心
が高まる
と思われ
る。

4

給付費
通知，ケ
アプラン
チェック
など，市
でなくて
も対応は
可能と思
われる
が，コス
トがかか
る。
職員が
介護保
険事業
所実地
指導の
際にケア
プラン
チェック
等を行う
など，計
画的，効
率的に
実施でき
るよう計
画してい
る

4

給付費
通知書
作成や
適正化
データ作
成は外
部（国保
連）に委
託してい
るが,市
で行う方
が効率
的でコス
トがかか
らないこ
とについ
ては市
で対応し
ている。
また，認
定業務
は，介護
保険の
適正な
運営を
図るため
に市が
積極的

4

適切な介護
サービス利
用のため，
給付費通知
により利用
者へサービ
ス内容，費
用等の確認
を促し，定
期的に介護
報酬の
チェックを行
い，適正な
報酬請求を
求めてい
る。
認定調査員
研修・審査
会委員研修
を行うことに
より認定調
査及び審査
会判定の平
準化を図
る。

3

直接的な
経費負担
はほとんど
なく，人件
費が大半
であるが，
今後も研修
の効果を
高め，事務
の効率化・
簡素化に
努める。

行政チェック結
果:今後も事業を
継続し，内容の
充実拡大が必要
としていた。
対応：介護報酬
請求内容の点検
やケアプラン
チェックの実施な
ど，事業を充実
拡大させること
ができた｡
要介護認定適正
化については，
一つの大きな課
題であることか
ら，別の事務事
業とした｡

2,826
市
民

介護給付費通知
介護報酬請求内
容のチェック（不
当請求がないか
等）
ケアプラン点検
住宅改修等申請
内容の現地調査
確認
介護認定調査員
研修等の実施

介護サービスを
必要とする人に
適正なサービス
を利用していた
だくことができ
る。

　団塊の世代が65歳以上に
なり，更なる高齢化の進行
や，介護サービス利用者の
増加が見込まれる中，介護
給付費及び介護保険料が増
大している。介護サービス利
用者へサービスの適正な利
用を促すとともに，不適切な
給付の削減を図り，介護保
険制度を安定的に維持運営
するための一つの施策とし
て介護給付の適正化に取り
組む。
　また，要介護（要支援）認
定には公正性・迅速性をもっ
た的確な実施が求められる
ため，調査員の研修等の充
実を図る。

介護報酬請求の適正化⇒
事業所の指導監査と連動,国
保連適正化情報の活用
住宅改修申請内容の精査
⇒現地調査の徹底
要介護（支援）認定⇒一定
の目標を定め，認定率の適
正化を図る。

高
齢
者
福
祉
課

介護給
付適正
化事業

24

第
２
 

健
康
・
福
祉

69

２
福
　
祉

(

2

)

住
み
慣
れ
た
地
域
で
快
適
生
活

24 B 継
続

継
続

18／63 2012/10/19



平成２４年度行政評価　事務事業評価一覧（２次評価結果）

※　各評価項目は，１～５の５段階で評価 ※　ランク：A:27～30　　B:22～26　　C:17～21　　D:12～16　　E:6～11

単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明
単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

施
策
番
号

拡大・縮小 改善の必要性H23年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

所
管

拡大・縮小 改善の必要性

分

野

大

項

目

開

始

年

度

中

項

目

定量分析

成果指標
活動指標 
単位あたり

コスト

手段の適切さ

事務
事業名

事業概要
今後の課題

（ミッションの達成との関
連）

合
計
点

目的 前年度の対応

１次 総合評価事務
事業
の対
象者
等

手段
ラ
ン
ク

H2
2年
度
評
価

活動指標

２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

H2
3年
度
評
価

市の役割 必要性

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

申請件数 件 2 3 2

対象者が限
定されてい
るため大き
な変化はな
い。

H
2
2

136,500  給付件数 件 2 3 2

対象者が限
定されてい
るため大き
な変化はな
い。

H
2
3

124,000  

H
2
4

136,340  

延配食数 食 35,378 36,761 38,400
配食数増加
傾向。

H
2
2

623  
利用実人
数 人 283 310 340

H
2
3

544  

H
2
4

537  

参加人数
（延べ） 人 6,180 5,660 6,900

より効果的
な運営のた
めに地域性
に応じて開
催方法を変
えたため、1
地区20回を2
会場に分け
ていたが1会
場にした地

H
2
2

2,560

参加者の
うち１年
後要介護
認定に移
行しな
かった人
の率

％ 94 95 95

翌年度１０月
１日を基準
日としている
ため，H２３
年度以降は
見込み

実施回数 回 380 400 460

地区数を
H22：19地
区、H23：20
地区、H24：
23地区とし
た。

H
2
3

2,874

H
2
4

2,607

132 132 66
月5日以上
利用した者
の延べ人数

H
2
2

48,599
利用登録
人数

11 11 11

H
2
3

48,599
月5日以
上利用し
た実人数

11 11 11

日中の交流
や活動場所
が確保でき
た者

H
2
4

52,839

無

事
業
規
模

有

1
0
効
果
の
検
証

（
行
政
評
価

）

有

1
0
効
果
の
検
証

（
行
政
評
価

）

有

5
終
期
の
設
定

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

28 A 継
続

継
続

無
終
了

平成24年
10月1日に
地域活動
支援セン
ターへ移
行。

終
了

この事業は，
該当事業所で
ある「ジョイ
ジョイワーク第
3作業所」が，
10月1日をもっ
て地域活動支
援センターへ
移行するた
め，終了とな
る。

5

重度心
身障害
者の一
般的な
就労は
極めて
困難な
状況が
あるの
で，日中
活動等
交流の
場の確
保ととも
に，小規
模作業
所の存
在は，社
会的
ニーズと
して高い
と考え
る。

5

重度心
身障害
者の一
般的な
就労は
極めて
困難な
状況が
あるの
で，日中
活動等
交流の
場の確
保ととも
に，小規
模作業
所の存
在は市
民ニー
ズとして
高いと考
える。

5

必要最
低限の
補助基
準であ
る。指導
員の人
件費と家
賃相当
分のみ
の助成
であるた
め，コス
ト削減の
余地が
少ない。

5

福祉的
就労の
場を提
供するた
め，市が
主体と
なって実
施してい
くべき事
業であ
る。

5

障害者の就
労場所が確
保されるこ
とによって，
障害者の就
労及び日中
活動の参加
が促進され
る。

3

・現在の利
用数に対
し，作業所
の定員（19
名以内）に
余裕がある
ため，新規
就労希望
者を増やす
ことにより，
成果の向
上余地が
あると考え
る。
・工賃アッ
プの取り組
みが課題
である。

平成24年10月1
日に地域活動支
援センターへ移
行する。
NPO法人登記済
み（H24.5.28）

6,415

市
民

（
満
１
５
歳
以
上
の
一
般
就
労
が
困
難
な
在
宅
の
身
体
障

害
者
及
び
知
的
障
害
者

）

障害者への訓
練・指導等に係
る作業所運営に
対し，運営補助
金を交付する。

一般就労が困難
な障害者に対
し，日中活動と
就労の場を提供
することにより，
生活のリズムを
整え社会活動へ
の参加を促進す
る。

福祉的就労の場を確保する
ため，無認可小規模作業所
である「ジョイジョイワーク第
3作業所」を運営する事業主
に対し，運営費を助成する。
・場所：三次町2054-1　「ジョ
イジョイワーク第３作業所」
・内容：リサイクル事業（空き
缶，新聞紙の回収）を通して
社会活動及び生活訓練を
行っている。

この事業は，該当事業所で
ある「ジョイジョイワーク第3
作業所」が，10月1日をもっ
て地域活動支援センターへ
移行するため，終了となる。

社
会
福
祉
課

心身障
害者就
労促進
事業

16

第
２
 

健
康
・
福
祉

76

２
福
　
祉

(

3

)

一
人
ひ
と
り
の
生
き
が
い
づ
く
り
の
推
進

有

1
0
効
果
の
検
証

（
行
政
評
価

）

拡
大

地域への
波及効果も
期待できる
事業であ
り，具体的
なデータに
基づく事業
効果の検
証を行いな
がら，委託
事業所や
地域との連
携を強化
し，より地
域に密着し
た日常的な
取組となる
よう展開す
る。

拡
大

地域密着型で
の介護予防は
個に対しての
効果のみなら
ず、地域全体
への波及効果
が期待でき
る。
このことから，
より地域に密
着した事業展
開を図るほ
か，継続した
取り組みにな
るよう事業の
拡大を進め
る。

事
業
規
模

5

今年度
介護保
険料の
値上げ
もあり、
社会的
にも介護
給付費
増加が
課題とさ
れる中、
介護予
防事業
の推進
により、
高齢者
が要支
援要介
護状態
に移行
すること
を防ぎ、
住み慣
れた地
域で生
活し続け
ることを
支援必

4

できるだ
け住み
慣れた
地域で
元気で
過ごした
いという
ニーズ
は高く、
それに
応えるた
めの介
護予防
事業とし
て各地
域にお
いて認
識が定
着しつつ
ある。

4

効果的
な事業を
推進する
ために、
地域密
着型の
事業を進
めるた
め、実施
回数や
会場数
は維持し
ていく必
要があ
る。ま
た、委託
事業所
からは、
委託料
増のニー
ズもあ
り、委託
料削減を
すること
は、数と
質の低
下につな
がり 事

5

介護給
付費抑
制の意
味からも
介護予
防事業
の推進
は市の
責務と考
える。市
全体の
効果的
な事業を
企画展
開してい
く上で、
多数の
委託事
業所を
統括し、
市保健
師や地
域も含
めての
日常の
連携や、
研修を
通して

4

介護予防に
効果的な内
容をプログ
ラムに必須
で組み入
れ、全地区
で取り組み
を進めてい
る。さらに目
的を達成す
るために、
引き続き効
果的な方法
の工夫を重
ねる必要は
ある。

3

事業実施
は市内の
法人等に
委託してい
る。連携強
化により、
各地域で
の取組み
にあたって
の状況が
明らかにな
る中で、地
域の実態
に合わせ
てより予防
効果を高
めるために
地域と連携
し、予防の
特に必要
な高齢者を
参加につな
げる仕組
みを検討。

・具体的な効果
の検証とデータ
管理について
は、大きく改善は
できていない。県
で今年度評価方
法をモデル実施
し県全体で共通
の評価方法の提
示がある予定な
ので、今後取り
入れていく。
・効果的運営の
ため、事業所の
意識と技術のレ
ベルアップを図る
目的で、事業所
研修会を今年度
回数を増やし開
催。また第2回元
気ハツラツ大会
を開催し、開催
に向けての取り
組みを行う中で
レベルアップを
図っている。

16,266

市
内
に
居
住
す
る
お
お
む
ね
６
５
才
以
上
の
高
齢
者

各地区（市内23
地区）ごとに、地
域のコミュニティ
センター等を会
場として、年間２
０回の教室を送
迎付きで開催。
介護予防に効果
的な体操等のメ
ニューを取り入
れた内容とし、個
人のみならず地
域ぐるみでの取
り組みをすすめ
ている。

高齢者が、介護
予防の知識を当
たり前に持ち、日
常的に予防の取
り組みを個人や
地域ぐるみで実
践できるようにな
ることで、自立し
た状態を保ち、
いきいきとした生
活を住み慣れた
地域で長く送るこ
とでできるように
する。

介護予防を目的とする事
業。市内に居住する高齢者
が、コミュニティセンター等の
身近な拠点に集い、スタッフ
の指導により、運動器の向
上、栄養改善、口腔機能の
向上、認知症予防を目的と
した活動を行い、日常的な
介護予防の取り組みにつな
げる。各地区年間２０回程度
の教室開催とする。市内の
法人等次行実施可能な事業
所に委託して実施。
実施箇所数　H22年度19箇
所，H23年度20箇所，H24年
度23箇所
〔新しい公共（市民との協
働）〕
地域のコミュニティセンター
等の拠点で地域を単位とし
て活動を行うことにより、各
個人の介護予防の意識向
上や教室開催を通して、地
域での閉じこもり予防やネッ
トワークにつなげ、地域全体
での介護予防の取り組みに
つなげていく。

・予防効果を高めるための
教室の内容は、スタッフ研修
の積み重ねにより年々レベ
ルアップが図れているが、要
介護予備群である閉じこもり
気味の高齢者を教室参加に
つなげる仕組みについて、
他事業との連携や地域性に
応じた方法も検討する必要
がある。
・事業の効果検証のデータ
整理や管理方法について
は、県統一の方法の提示を
受けて取り入れていく。

高
齢
者
福
祉
課

元気ハ
ツラツ
教室事
業

19

24 B 継
続

継
続
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健
康
・
福
祉

75

２
福
　
祉

(

2

)

住
み
慣
れ
た
地
域
で
快
適
生
活

有

6
成
果
の
向
上

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

継
続

市民ニーズ
は高い。事
業効果を充
分検証し，
内容の見
直し・成果
向上を図る
必要があ
る。

拡
大

食は高齢者が
在宅生活を継
続するうえで
の基本的な営
みであり，自
立生活を支援
するためにも
制度の改善拡
大が必要。

事
業
規
模

5

高齢化・
核家族
化にとも
ないニー
ズは高
い。今後
さらに
ニーズ
は高まる
ものと思
われる。

4

高齢化・
核家族
化にとも
ないニー
ズは高
い。今後
さらに
ニーズ
は高まる
ものと思
われる。

4

収益を上
げられて
いない受
託者もあ
り，委託
単価を下
げること
は現状
では困
難と思わ
れが，各
受託者
ごとに再
度詳細
な調査
は必要。

4

一部地
域にお
いては
配食の
みの民
間サー
ビスの参
入が見
られる
が，十分
ではなく
現状で
は当面
は市が
関与す
ることが
妥当で
ある。

4

食事の確保
により在宅
生活の支援
につながっ
ている。安
易な介護
サービス利
用の抑制に
も繋がって
いる。

3

ニーズの
高い事業
である反
面，対象要
件を満たさ
ないため利
用できない
人もいる。
また，1日1
食のサービ
ス提供が
十分なの
か検証を
要する。

ニーズに沿った
制度への改善を
検討中。

19,986

調
理
や
買
い
物
が
困
難
な
一
人
暮
ら
し
の
高
齢
者
も
し
く
は
高

齢
者
の
み
世
帯
ま
た
は
こ
れ
に
準
ず
る
世
帯
に
属
す
る
高
齢
者

並
び
に
身
体
障
害
者

。

1日１食週5日を
限度で,委託業者
が利用者宅に食
事を配達。

調理等の困難な
高齢者の在宅生
活継続の援助と
安否確認。また，
介護給付費の抑
制。

調理や買い物が困難な高齢
者に食事の配達を行う。

〔新しい公共（市民との協
働）〕

若年世代と同居していても
日中独居者など，対象要件
の緩和をし本人と家族の負
担軽減が必要と思われる。
食は生活の基本であり，
ニーズに沿ったサービスが
提供できるよう制度改善を
図る。

高
齢
者
福
祉
課

「食」の
自立支
援事業

16

25 B 継
続

継
続
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健
康
・
福
祉

74

２
福
　
祉

(

2

)

住
み
慣
れ
た
地
域
で
快
適
生
活

有

5
終
期
の
設
定

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

廃
止

制度廃止に
より，介護
者の負担
が著しく増
大すること
のないよ
う，情報提
供等のサ
ポート体制
を整備する
必要があ
る。

廃
止

家族介護に対
する新たなイ
ンセンティブ制
度を検討する
中で制度廃止
の検討を進め
る。

3

ニーズ
はあると
思われ
るが，対
象者が
限定され
ており利
用が少
ない。

2

対象者
が限定さ
れてお
り，ニー
ズは少
ない。

5

事業の
廃止以
外でコス
ト削減の
余地は
ない。

5

市でなけ
ればでき
ない事
業。

3

介護者の経
済的負担の
軽減のため
現金を支給
することは
適合性があ
ると思われ
るが，年間
一律10万円
支給という
手段が適当
であるかは
検証が必
要。 3

対象要件
の緩和をす
れば利用
者は増える
が,それが
「成果向
上」と言え
るかは，や
はり事業効
果の検証
が必要。

廃止に向けたス
ケジュールが未
定。

372

要
介
護
4
・
5
も
し
く
は
同
程
度
で
，
過
去
1
年
間
介
護
サ
ー

ビ
ス
を
利
用
し
て
い
な
い
高
齢
者
を
在
宅
で
介
護
す
る
市
民
税

非
課
税
世
帯
の
方

。

介護者へ慰労金
を支給する。

介護者の精神的
及び経済的援
助。

要介護4・5もしくは同程度
で，過去1年間介護サービス
を利用していない高齢者を
在宅で介護する市民税非課
税世帯の方に，精神的経済
的負担の軽減を目的に10万
円を支給する。

〔新しい公共（市民との協
働）〕

家族介護者への包括的な支
援を検討する中で，廃止に
向けたスケジュールを確定
する。

高
齢
者
福
祉
課

高齢者
介護慰
労金支
給事業

16

第
２
 

健
康
・
福
祉

73

２
福
　
祉

(

2

)

住
み
慣
れ
た
地
域
で
快
適
生
活

21 C 継
続

縮
小

19／63 2012/10/19



平成２４年度行政評価　事務事業評価一覧（２次評価結果）

※　各評価項目は，１～５の５段階で評価 ※　ランク：A:27～30　　B:22～26　　C:17～21　　D:12～16　　E:6～11

単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明
単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

施
策
番
号

拡大・縮小 改善の必要性H23年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

所
管

拡大・縮小 改善の必要性

分

野

大

項

目

開

始

年

度

中

項

目

定量分析

成果指標
活動指標 
単位あたり

コスト

手段の適切さ

事務
事業名

事業概要
今後の課題

（ミッションの達成との関
連）

合
計
点

目的 前年度の対応

１次 総合評価事務
事業
の対
象者
等

手段
ラ
ン
ク

H2
2年
度
評
価

活動指標

２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

H2
3年
度
評
価

市の役割 必要性

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

点検枚数 212,924 213,804 213,800 レセプト枚数

H
2
2

58  効果額 千円 41,613 38,156 40,000
給付費の
１％を目安と
している

H
2
3

61  

H
2
4

50  

受給者数 1,824 1,868 1,880 増加傾向

H
2
2

151,220  
医療費の
公費負担

252,011 269,369 281,652

重度心身障
害者医療公
費負担額

H
2
3

148,385  

H
2
4

153,919  

訪問啓発
件数 件 86 89 90

活動指標は
面接できた
数で訪問数
は160件

H
2
2

27,628 改善件数 件 81 72 72

訪問回数と
ともに改善
件数は増加
しており，成
果はあがっ
ている。

H
2
3

29,876
医療費削
減額 円 1,448,830 1,353,870 1,400,000

H
2
4

29,578

発送件数 件 3,048 4,000
医療費通知
発送件数

H
2
2

#DIV/0!
医療費削
減額 円 2,655,301 7,000,000

平成23年度
の効果額は
9～12月に発
送した1902
通に対して

H
2
3

1,159 円

H
2
4

1,599

有

6
成
果
の
向
上

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

6
成
果
の
向
上

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

8
事
務
事
業
の
効
率
化

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

6
成
果
の
向
上

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

25 B 継
続

継
続

有

6
成
果
の
向
上

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

継
続

ジェネリック
医薬品につ
いて，未だ
周知する必
要性はあ
る。また，
ジェネリック
医薬品へ
の切り替え
は，保険
者，被保険
者の双方に
とって，費
用負担の
軽減につな
がるため，
継続して取
り組む。

継
続

保険財政の健
全化，適正給
付のためには
必要な業務で
継続しなけれ
ばならない。

4

医療費
が高騰し
続けてお
り，医療
費抑制
は大きな
テーマで
ある

3

医療費
が高騰し
続けてお
り，医療
費抑制
は大きな
テーマで
ある

4

国保連
が県下
統一の
事業とし
て行え
ば，削減
可能

5

保険者
の責務
である。

5

直接，軽減
額を示すこ
とにより，目
的が明確で
ある。

4

医師や薬
剤師の協
力があると
効果は向
上する

継続

3,534

三
次
市
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
の
う
ち
，
効
果
額
の
大
き
な

方

切替えた場合の
差額を記載した
通知を発送す
る。

医療費抑制のた
め，国が目標と
する普及率３
０％が達成され
るよう保険者とし
て最大限努力す
ることにより，医
療費の適正化を
図る。

厚生労働省は，医療費抑制
のためジェネリック医薬品の
利用を促進し，普及率３０％
を目標としており，医療費が
増加し続けるなか，医療費
抑制は大きなテーマである。
本市は，全レセプトを分析
し，ジェネリック医薬品に替
えることで自己負担の軽減
幅が大きな被保険者に対し
て通知をしている。
このレセプト分析と通知の発
送は，外部委託で行ってい
る。

医師，薬剤師から勧められ
ることにより利用者が多くな
ると思われるので，医師会
や薬剤師会に対しても啓発
を行う必要がある。
この事業は，ある程度の普
及した時点で，事業の見直
しが必要。

市
民
生
活
課

ジェネ
リック
医薬品
使用促
進通知

23

第
２
 

健
康
・
福
祉

80

３
医
　
療

(

1

)

ど
こ
で
も
安
心
・
充
実

「
地
域
医
療

」

有

6
成
果
の
向
上

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

継
続

適正受診
の啓発は
継続が必
要であり，
今後も指導
内容，方
法，連携な
ど検討しな
がら取り組
む必要があ
る。

継
続

保険財政の健
全化，適正給
付のためには
必要な業務で
継続しなけれ
ばならない。

4

医療費
が高騰し
続けてお
り，適正
受診に
よる医療
費抑制
は必要
である。

3

医療費
の適正
化は市
民にとっ
ても重要
なテーマ
である。

4

経費は
専門職
の人件
費であ
り，削減
の余地
はない。

5

保険者
の責務
である。

5

多受診，重
複受診の背
景には，医
療に対する
不安があ
る。専門職
のアドバイ
スにより医
療的な不安
が軽減し，
適正な受診
へ繋がるた
め，訪問指
導は適切な
手段であ
る。

3

保健師，栄
養士と連携
して生活習
慣等とあわ
せて指導
することに
より，効果
が大きくな
る。

継続

2,659

三
次
市
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
の
う
ち
，
適
正
受
診
の
指
導

が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
方

。

啓発指導員が対
象者を個別訪問
し，多受診，重複
受診等への適切
なアドバイス・指
導を行う。

被保険者の適正
受診と健康づくり
を進め，医療費
の適正化を図
る。

啓発指導員（看護師）を雇用
し，国保被保険者の内，重
複・多受診者をリストアップ
し，医療の適正受診につい
て訪問指導を行う。
対象者のリストアップは，国
保連抽出のリストとレセプト
点検員からの情報提供によ
る。

何度訪問しても意識変容で
きない方があり，常習的な重
複受診者への対応の方法
が課題である。

市
民
生
活
課

適正受
診の訪
問啓発
指導

20

28 A 継
続

継
続
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健
康
・
福
祉

79

３
医
　
療

(

1

)

ど
こ
で
も
安
心
・
充
実

「
地
域
医
療

」

有

8
事
務
事
業
の
効
率
化

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

継
続

重度心身
障害者に対
する補助は
公的機関
が行うべき
ものであ
り，事業の
継続実施
が必要であ
る。実施過
程での改善
及び未申請
者への周
知について
は引き続き
検討を行う
必要があ
る。

継
続

事務事業実施
の過程で改善
の余地はある
ものの，事業
そのものは，
社会的弱者で
ある重度心身
障害者へ安定
した医療を提
供するもの
で，継続して
事業を行うこと
が必要。

5

社会的
弱者で
ある重
度心身
障害者
が安心・
充実の
医療を
継続して
受けられ
ること
は，バリ
アフリー
の社会
において
他の制
度と合わ
せて，
ニーズ
は高い。

5

重度心
身障害
者は，病
院にか
かる頻
度も多
く，また、
補装具
等継続し
て使用さ
れること
も多いた
めその
費用負
担は多
く，公費
負担の
ニーズ
は高い。

4

事務経
費につい
ては，縮
減を図っ
ていくこ
とが必要
である
が，事務
効率，正
確性も含
めて検討
が必要。

5

障害者
手帳・療
育手帳
の交付
に関わ
る他の
制度とあ
わせて，
身近な
市が
行ってい
くことが
必要。

5

所得が少な
く，比較的
医療機関を
受診する回
数の多い障
害者の方
が，適切な
医療が受け
られるよう
にしている。

4

所得制限
により前年
度非該当と
なられた方
への周知
を検討する
必要があ
る。市広報
で申請を促
してはいる
が，全ての
対象者が
申請してい
るとは思わ
れない。

「継続」の評価
だった。
広報等により住
民への制度周知
を行っている。

277,183

身
体
障
害
者
手
帳
１
～

３
級
・
療
育
手
帳
 
･
Ａ
･
 
所
持
者

対象者に受給者
証を交付し，対
象者一部負担金
により受診できる
環境整備を図る

障害者の医療の
負担軽減を図
り，医療を受診し
やすい環境を整
備し，安心・安全
な地域づくりを目
指す

対象者：身体障害者手帳１
～３級所持者・療育手帳 ･
Ａ･ 所持者で，本人・配偶
者・扶養義務者が一定以内
の所得である方。
　　　　認定基準は，広島県
の基準に準拠している。
対象者一部負担金：外来1
日200円（月4日を限度）入院
１日200円（月14日を限度）で
医療機関を受診。
給付内容：医療にかかる自
己負担金から一部負担金を
除いた額を支給。
　　　　　県内医療機関にお
いては，受給者証を提示す
ることで，現物給付。県外受
診・補装具については，償還
払い。
事務事業：受給者証申請の
受理⇒審査⇒証交付　　毎
年8月1日付けで証の一斉更
新
　　　　　現物給付は，国保
連合会，社会保険診療報酬
支払基金の審査支払いによ
り，それぞれに扶助費，手数
料を支払う

全対象者が適切な医療を受
けられるように，未申請者
（過去に非該当になった方
等）への周知について検討
が必要である。

市
民
生
活
課

重度心
身障害
者医療
費支給
事業

20

24 B 継
続

継
続
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健
康
・
福
祉

78

３
医
　
療

(

1

)

ど
こ
で
も
安
心
・
充
実

「
地
域
医
療

」

有

6
成
果
の
向
上

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

継
続

大きな効果
を上げてお
り，継続し
ていく必要
がある。今
後も，医療
費適正化
のため，レ
セプト点検
員のスキル
アップやシ
ステム管理
を継続しな
がら実施す
る必要があ
る。

継
続

保険財政の健
全化，適正給
付のためには
必要な業務で
継続しなけれ
ばならない。

3

不正請
求防止
など給付
の適正
化のた
めには
必要で
ある。

3

医療費
の適正
化は市
民にとっ
ても重要
なテーマ
である。

3

レセプト
の電子
化，オン
ライン化
により，
作業量
が軽減し
たため，
点検員を
４名から
３名に減
らした。

5

保険者
の責務
である。

5

医療費適正
化，過誤防
止，不正請
求防止のた
め必要な業
務

3

現段階で１
００％点検
であり，向
上の余地
はない。
ただし，シ
ステムが高
度化してい
るので，実
施手段等
の改善の
検討が必
要。

継続の評価を受
けている。
レセプトの電子
化により，業務
内容が異なった
ため，２４年度か
ら点検員を１名
減で委託

12,938

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者

医
療
機
関

国保連合会にお
いて審査の済ん
だレセプトを点検
し，受診者の資
格及び医療費支
払額の確認をす
る。

医療費の適正化
による国保財政
の健全化国民健康保険のレセプト（診

療報酬請求明細書）の点検
を行うことにより，医療費の
適正化を図る。
平成22年度より㈱暮らしサ
ポートみよしへ委託してい
る。
点検方法は，国保連合会か
らの診療報酬明細書（レセプ
ト）を全件チェックし，資格過
誤や診療内容に疑義のある
ものを抽出しレセプト返戻ま
でを行っている。

〔新しい公共（市民との協
働）〕

レセプト点検における市の目
標管理および進行管理の徹
底が必要とされる。

市
民
生
活
課

レセプ
ト点検
事業
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単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明
単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

施
策
番
号

拡大・縮小 改善の必要性H23年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

所
管

拡大・縮小 改善の必要性

分

野

大

項

目

開

始

年

度

中

項

目

定量分析

成果指標
活動指標 
単位あたり

コスト

手段の適切さ

事務
事業名

事業概要
今後の課題

（ミッションの達成との関
連）

合
計
点

目的 前年度の対応

１次 総合評価事務
事業
の対
象者
等

手段
ラ
ン
ク

H2
2年
度
評
価

活動指標

２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

H2
3年
度
評
価

市の役割 必要性

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

稼働日数 日 365 365 365
がん治療に
対応する日
数

H
2
2

48,556  
がん手術
件数（年
間）

件 429 492 470
がん医療水
準の客観的
指標である

H
2
3

40,833  
外来化学
療法件数
（年間）

件 1,739 1,665 1,700
がん医療水
準の客観的
指標である

H
2
4

47,677  
がん相談
支援件数
（年間）

件 1,295 1,114 1,200

がん相談支
援の市民
ニーズを直
接的に表す
指標である。

連携室経
由紹介患
者数

人 4,096 4,303 4,500

地域のかか
りつけ医か
ら地域医療
連携室へ紹
介された患
者数

H
2
2

3,624  
紹介患者
数 人 6,131 6,327 6,400

地域のかか
りつけ医か
ら市立三次
中央病院へ
紹介された
患者数

合同カン
ファレン
ス

回 1 1 1

地域医療の
資質向上と
医療機関の
連携を図る
ため,三次地
区等の医療
従事者と市
立三次中央
病院の合同
ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ(事

H
2
3

3,455  
逆紹介患
者数 人 9,383 9,455 9,600

市立三次中
央病院から
地域のかか
りつけ医等
へ逆紹介し
た患者数

四病院連
絡協議会 回 1 1 1

市内の4病
院(ﾋﾞﾊｰﾗ花
の里,三次病
院,三次地区
医療ｾﾝﾀｰ,
市立三次中
央病院)で構
成された連
絡協議会の
運営回数

H
2
4

3,317  
相談業務
件数 件 3,883 5,078 5,000

転院・退院・
福祉等に係
る総合的な
相談業務件
数

開設日数 比 365 365 365

平成23年度
収支が改善
したため平
成24年度精
算分（平成
23年度事業
分）が減額と
なる見込み

H
2
2

76,811 受診者数 人 2,118 2,177 2,147

平成24年度
計画は平成
22・23年度
の平均

H
2
3

81,669

H
2
4

78,484

診療日 日 365 366 365
救急医療で
診療した日
数

H
2
2

933,896
救急患者
数（小児
科を除く）

人 8,366 8,692 8,800
救急医療で
受診された
患者数

H
2
3

824,361

H
2
4

781,465

有

1
積
極
的
な
情
報
公
開
と
市
民
と
の
情
報
共
有

有

5
終
期
の
設
定

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

1
4
職
員
の
人
材
活
用
と
育
成

そ
の
他

有

4
内
容
の
改
善

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

26 B 継
続

継
続

有

4
内
容
の
改
善

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

継
続

今後，一次
救急医療
体制が充
実されるこ
とから，二
次救急医
療に特化す
るとともに，
広く市民に
対し，救急
医療体制
やその受診
方法につい
て広報す
る。

継
続

県北の中核病
院として，さら
に医療スタッ
フの充実を図
り，救急医療
体制を整備す
る必要があ
る。

5

地域の
中核病
院とし
て，社会
的ニー
ズは極
めて高
く，診療
機能，医
療の質
の面で
充実が
求めら
れてい
る。

5

住民か
らの医
療ニー
ズは多
様化して
おり，診
療機能，
質の面
での充
実が求
められて
いる。

5

直接的
な経費
は，人件
費部分
等であ
る。

3

地域の
中核病
院とし
て，市立
の病院と
して救急
医療体
制を整
備してい
く必要が
ある。

5

広島県保健
医療計画に
おいても病
院群輪番制
病院に位置
付けられて
おり，備北
二次保健医
療圏におけ
る救急医療
対応を行っ
ている。

3

救急医療
の充実を
図っていく
ためには，
医師・看護
師・コメディ
カルスタッ
フの充実が
必要であ
る。

引き続き，医師・
看護師等の確保
による体制整備

301,716
住
民

救急診療 休日夜間の救急
医療の確保，充
実

地域の中核病院として救急
医療体制（医師，看護師，放
射線技師，臨床検査技師，
薬剤師当直体制）を整備し，
休日夜間の住民の緊急時
のために救急医療を確保し
ている。

地域住民が安心できる救急
医療体制の確保及び充実を
図っていくためには，医師・
看護師・コメディカルスタッフ
を充実し，体制整備を行って
いく必要がある。

病
院
企
画
課

救急医
療拠点
病院事
業
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有

5
終
期
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設
定
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行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

継
続

内科と外科
の一次救
急医療機
関を統合に
向けた施
設・体制の
見直しと同
時に，市民
に対する啓
発活動を継
続する必要
がある。

継
続

三次地区医師
会での整備が
予定されてい
る休日夜間急
患センターに
おいて内科と
外科の一次救
急を一体的に
実施し，二次
救急との「す
み分け」を明
確にすること
で，休日夜間
における市立
三次中央病院
での受診待ち
時間短縮，当
日の在宅当番
医を調べるこ
と等が不要と
なり，「受診し
やすさ」をを周
知することに
より，受診者
数の向上を図
るとともに，医
師や関係医療
従事者の確保

4

一次救
急と二次
救急を
切り分け
それぞ
れ適切
な医療
が確保さ
れるよう
取計らう
ことは，
備北二
次医療
圏域の
核となる
自治体と
して，市
内外か
ら強く求
められて
いる。

4

一次救
急・二次
救急とも
適切な
医療が
確保され
るよう，
必要に
応じ市が
関与す
ること
は，市民
から強く
求めら
れてい
る。

3

一次救
急運営
につい
て，「在
宅当番
医・救急
医療情
報提供
実施事
業」との
一体化を
図ること
で，コス
トを削減
すること
ができる
と見込
む。

3

市が直
接実施
する事
業では
ないが，
休日夜
間の一
次救急
確保に
ついて，
全市的
な調整・
啓発活
動に関
与する
必要性
はある。

3

内科一次救
急について
は本事業で
適切に実施
されている
が，休日の
外科一次救
急は在宅当
番医制で夜
間診療がな
いため，二
次救急医療
機関である
市立三次中
央病院での
受診となる
傾向がある
が，平成23
年度におい
ては受診者
数が増加
し，受診者
一人当たり
医業経費及
び補助金額
が減額して
いることか
ら 目的に

3

施設及び
体制の見
直しを図
り，内科と
外科の一
次救急医
療機関を
統合し，二
次救急医
療機関との
「すみ分
け」を明確
にすること
で，休日夜
間における
市立三次
中央病院
の待ち時
間短縮や，
当日の在
宅当番医
を調べるこ
と等が不要
となり，「受
診しやす
さ」を周知
することに
より 受診

（結果）「すみ分
け」と体制整備を
行うとともに，市
民に対して救急
医療の正しいか
かり方を啓発し
ていく必要があ
る。
（対応）三次市
ホームページや
広報みよし（平成
24年9月号）に救
急医療の正しい
かかり方等につ
いて掲載した。

29,809

三
次
地
区
医
師
会

休日・夜間の急
患センター事業
の安定した運営
を図るため，必
要な額の補助金
を交付する。（収
支差額相当額を
補助）

医療機関の通常
診療時間外（夜
間・休日）の急病
等の救急時に，
市民が適切な医
療を受診できる
体制を担保す
る。

三次地区医師会が三次地
区医療センターで実施する
休日・夜間急患センターの
運営費に対する補助を行う。

〔新しい公共（市民との協
働）〕
平成23年度に，三次市及び
三次地区医師会で，一次救
急と二次救急及びかかりつ
け医の今後のあり方等地域
医療について検討を行い，
その結果広島県地域医療再
生臨時交付金を活用し休日
夜間急患センターの体制・
施設等の整備及び地域医療
連携の充実を図ることとなっ
た。
今後，三次地区医師会等と
ともに一次救急・二次救急
の運営等について検討する
組織を設置する見込みであ
る。
また，救急医療の正しいか
かり方等の広報・啓発を引き
続き実施していく。

一次救急医療において，休
日夜間の内科系疾患の患
者は三次地区医療セン
ター，休日の外科系患者は
地区医師会加盟の11医療
機関による在宅当番医制度
で対応しているが，軽症患
者が二次救急医療機関であ
る市立三次中央病院に集中
し，当直医師や看護師等医
療従事者の負担が増加傾
向にある。
平成26年度当初の新規開
設を目標に，内科・外科の一
次救急患者を同一エリアで
受け入れられる体制を整備
するとともに，外科における
一次救急の患者について
は，特に市立三次中央病院
を含む地区医師会加盟の開
業外科医全体で運営に係る
医師・看護師等を確保できる
仕組みを構築する。

健
康
推
進
課

休日夜
間急患
セン
ター運
営費補
助事業

16
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継
続

地域完結
型医療体
制の要であ
る市立三次
中央病院で
の地域医
療連携の
取組は進ん
できてい
る。今後，こ
の地域医
療体制を継
続，発展さ
せるため
に，人材育
成を行うと
ともに，が
ん治療の連
携を含め地
域の医療に
関する連携
を進めてい
く。

継
続

市立三次中央
病院は,備北
二次医療圏の
中核病院とし
て,かかりつけ
医や福祉関連
事業所等と連
携を図り,良質
な医療を提供
し地域医療に
貢献していくこ
とが求められ
ている。
多様化・複雑
化する医療相
談・調整業務
に対応するた
めには,専門的
知識を要する
人材育成と確
保が必要であ
る。また,四病
院連携強化の
ため連絡協議
会の運営や地
域医療機関と
の合同カン
ファレンスを継

5

良質な
地域医
療実現
のため,
医療資
源を効
率的に
機能させ
る連携
業務は
不可欠
であり社
会的
ニーズ
は高い。

3

地域医
療の確
保は大
きなニー
ズである

4

地域医
療連携
の強化を
図るた
め,コスト
の削減
余地は
少ない。

4

地域医
療を確
保するた
めに行う
活動は,
極めて
公共性
が強い。

5

地域医療の
中核病院と
して,地域の
かかりつけ
医や福祉関
連事業所な
どと連携を
図り,良質な
地域完結型
医療体制の
充実を目的
としている。

5

地域の医
療機関等
から高度医
療を必要と
される患者
の紹介を
受けたり,ま
たは診療
後のフォ
ロー等のた
め逆紹介
を行う。

地域医療連携に
対する市民ニー
ズは高いことか
ら,地域医療連携
業務を充実する
とともに,四病院
連絡協議会や合
同カンファレンス
を継続していく。

14,865

市
民
・
地
域
医
療
機
関

地域の医療機関
から高度医療を
必要とされる患
者の紹介を受け
たり,治療後に患
者をかかりつけ
医へ逆紹介を行
う。また,患者及
び患者の家族等
からの転院・退
院の調整及び総
合的な相談業務
を行う。

地域の中核病
院,急性期病院と
して必要な医療
を提供し,地域完
結型医療提供体
制の充実を図
る。

当院は,備北二次医療圏の
中核病院として急性期医療
および高度医療を担う医療
機関である。
地域でその機能を発揮する
ためには,他の医療機関とそ
れぞれ機能を分担し,連携・
協力する必要がある。
このため,地域医療支援病院
の機能充実を図るとともに,
四病院連絡協議会の連携
強化や三次地医師会との合
同カンファレンスを実施し地
域医療の確保と充実を図
る。

〔新しい公共（市民との協
働）〕
医療・保健・介護に係る住民
協働のあり方について,あら
ゆる方面から検討をしていく,

引き続き在宅医療・介護を
推進し,医療福祉資源を最大
限活用した各機関との連携
強化を充実する。
地域医療支援病院機能の
充実(かかりつけ医,高額医
療機器,病床の共同利用,地
域の医療従事者研修)

医
事
課

地域医
療連携
業務

18
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続
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拡
大

中央病院で
のがん診療
拠点病院と
しての取組
は順調に進
んでおり，
今後は，さ
らに地域全
体のがん医
療水準向
上のため
に，がん治
療，検査の
医療機器
整備などを
進めなが
ら，地域医
療従事者と
の連携や
研修等にも
力を入れ
る。

拡
大

がん診療拠点
病院として，ま
た地域の中核
病院として医
療水準の向上
に果たす役割
は大きい。

そ
の
他

5

死亡原
因１位の
「がん」
への取り
組みは，
国・県の
重要課
題であ
り．国民
の関心
も非常に
高い。

5

三人に
一人が
「がん」
に罹ると
いわれ
ているな
か，市民
公開講
座等で
がん治
療に関
する情
報を提
供してい
るが，市
民の関
心は高
く，安心
して治療
を受けて
いただく
ためにさ
らなる情
報発信
が求め
られてい
る。

5

がん医
療水準
の向上
に重点を
置いて事
業を行っ
ており，
コスト削
減の余
地はな
い。

5

市立病
院として
のがん
診療連
携拠点
病院で
あること
から，市
関与は
極めて
妥当性
が高い。
また，市
民公開
講座を
開催す
るなど市
の役割
は大き
い。

5

どこでも質
の高いがん
医療を受け
られることを
目的とした
「がん対策
基本法」に
基づき，地
域がん医療
に取り組む
体制が求め
られてい
る。
手術，化学
療法，放射
線法などを
組み合わせ
たがん治療
の提供や，
地域の医療
従事者を対
象としたが
ん医療研修
や合同カン
ファレンスを
実施し，地
域全体のが
ん医療水準

4

地域におけ
るがん医療
水準を向
上するた
め，専門的
医療従事
者の配置
や地域の
医療連携
の推進など
取り組む課
題は残され
ている。

(1)化学療法認定
看護師，放射線
治療認定看護師
の配置が継続的
にできている。
(2)症例検討会
（キャンサーボー
ド）の定期的開
催ができた。

14,904
 
市
民

 
地
域
医
療
機
関

地
域
医
療
従
事
者

 医療機器を整
備し，早期診断
やより高度な治
療を可能にす
る。
 がんの専門的
医療従事者の配
置又は育成（研
修受講の推進）
する。
 地域の医療従
事者を対象にし
た早期診断に係
る研修会，及び
合同カンファレン
スを開催する。
 地域の全医師
が緩和ケアを実
施できるよう，国
が定めた研修プ
ログラムに沿っ
た研修会を開催
する。
 市民を対象に
した「がん市民公
開講座」を開催
する。

がん相談の実

 地域全体のが
ん医療水準を向
上させる。
 地域の医療機
関との連携を推
進し，切れ目の
ないがん医療を
提供する。
 がん患者や家
族が抱える不
安，悩みを初期
段階から緩和す
る。

地域がん診療連携拠点病院
の指定医療機関として、更
なるがん医療機能の充実、
地域医療機関との連携協力
体制の推進を図り、地域の
がん医療の水準を向上させ
るために、つぎのとおり事業
を推進する。
１）手術、化学療法、放射線
治療を組合せた集学的治療
の提供。
２）緩和ケア（身体的苦痛及
び精神的苦痛の緩和）の提
供。
３）地域の医師を対象とした
「緩和ケア研修」,「がん医療
研修会」の実施
４）がん登録の実施
５）がん診療地域連携クリ
ティカルパスの整備（5大が
ん）
〔新しい公共（市民との協
働）〕
１）地域住民を対象とした
「がん市民公開講座」等がん
情報の提供
２）がん相談支援と「がん患
者・家族会」の支援

(1)放射線治療機器を平成24
年10月から稼働させる。
(2)がん医療研修を継続的実
施する。
(3)がん地域連携クリニカル
パス（胃・大腸・肺・肝・乳癌）
を稼働させる。

医
事
課

がん診
療連携
拠点病
院事業

18

第
２
 

健
康
・
福
祉

81

３
医
　
療

(

3

)

市
立
三
次
中
央
病
院
の
充
実

29 A 拡
大

拡
大
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単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明
単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

施
策
番
号

拡大・縮小 改善の必要性H23年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

所
管

拡大・縮小 改善の必要性

分

野

大

項

目

開

始

年

度

中

項

目

定量分析

成果指標
活動指標 
単位あたり

コスト

手段の適切さ

事務
事業名

事業概要
今後の課題

（ミッションの達成との関
連）

合
計
点

目的 前年度の対応

１次 総合評価事務
事業
の対
象者
等

手段
ラ
ン
ク

H2
2年
度
評
価

活動指標

２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

H2
3年
度
評
価

市の役割 必要性

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

診療日 日 365 366 365
小児救急で
診察した日
数

H
2
2

301,811  
救急患者
数 人 6,249 6,172 6,200

小児救急で
受診した患
者数

H
2
3

330,751  

H
2
4

321,016  

受講者数 人 2 1
認定看護師
教育課程の
受講者数

H
2
2

1,878,000  
認定看護
師　合格
者数

人 2 1
認定看護師
に合格した
数

H
2
3

2,021,000  

H
2
4

#DIV/0!  

採用看護
師数 人 50 20 20

採用看護師
数

H
2
2

53,080
看護師充
足度 ％ 1 1 1

必要人員数
に対する充
足度

H
2
3

132,700

H
2
4

132,680

血管撮影
（心臓） 件 357 423 430

年間の心臓
血管造影検
査人数（外
来＋入院）

H
2
2

702,361
外来患者
延べ数 人 160,228 182,492 183,000

RI検査 件 566 551 560
年間のRI検
査人数（外
来＋入院）

H
2
3

216,823
在院入院
患者延べ
数

人 112,691 110,625 112,000

白内障手
術 件 317 473 500

白内障手術
件数は増加
している

H
2
4

121,318

有

7
コ
ス
ト
の
削
減

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

事
業
規
模

有

4
内
容
の
改
善

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

1
4
職
員
の
人
材
活
用
と
育
成

有

1
積
極
的
な
情
報
公
開
と
市
民
と
の
情
報
共
有

26 B 継
続

継
続

有

7
コ
ス
ト
の
削
減

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

継
続

備北地域
等の基幹
病院とし
て，一定の
医療機器
の整備は
必要であ
り，コストパ
フォーマン
スを考慮し
ながら継続
する。

継
続

急性期医療・
高度医療を担
う基幹医療機
関として最低
限の医療機器
の整備・更新
は必要である
ため。

5

近年の
医療
ニーズ
の多様
化や少
子高齢
化などの
医療を
取り巻く
社会環
境変化
の中で，
質の高
い医療
を確保
し，多様
な医療
ニーズに
即応した
医療
サービス
を継続し
て提供し
ていくた
めに，老
朽化した
医療機
器を更

5

近年の
医療の
高度化・
専門化
や少子
高齢化
などの医
療を取り
巻く社会
環境変
化の中
で，市立
三次中
央病院
において
も，地域
の基幹
病院とし
て，高度
で正確
な医療・
医療の
質の向
上が望
まれてい
る。

3

入札方
法の改
善等によ
り，経費
を削減し
て購入す
ることが
できる。

5

市立三
次中央
病院は，
市立病
院であ
る。

4

計画的に老
朽化した医
療機器を更
新すること
によって，
検査の精度
が高まり，
適切な医師
の処方につ
ながるもの
である。患
者への安
心･安全な
医療の提供
に貢献する
ものであ
る。

4

修理できる
ものは修理
し，修理不
能な機器を
更新するこ
とにしてい
る。

継続事業（急性
期医療・高度医
療を担う基幹医
療機関として医
療機器の整備は
必要であり，引き
続き，費用対効
果を見極めなが
ら優先順位を定
めるなど計画的
整備を図る。）で
あり，指摘どおり
費用対効果及び
優先順位を定め
て計画的な整備
を図っている。

91,716

患
者

(

市
民

）

医療機器を整備
する

患者の病気の早
期発見・早期治
療及び的確な医
療の提供ができ
る（安心･安全な
医療の提供，医
療の質の向上）

　市立三次中央病院は過疎
化，高齢化の進む広島県県
北において中核をなす病院
であり，地域住民の健康保
持，増進に大きく貢献すると
ともに，地域の医療需用に
応えて診療機能の充実整備
に努めています。
　平成６年の新築移転後か
らは，特に広島県の備北2次
保健医療圏の2次救急を担
う急性期の基幹病院として
「地域住民から信頼され，親
しまれる病院を目指す」とい
う基本理念の下，「地域中核
病院としての医療レベルの
向上」，「救急医療体制の充
実」，「安全で安心な医療の
提供」「患者サービスの向
上」「経営健全化の推進」
「地域を担う医療人の育成」
の６つの基本方針を掲げ，
健康教育・疾病の予防から
リハビリまでの総合医療セン
ターの役割を果たしてきたと
ころです。
　そして，近年の医療ニーズ
の多様化・少子高齢化など

・医療ニーズの把握と優先
順位，費用対効果の見極め
・財源の確保

病
院
企
画
課

医療機
器等整
備事業

23

第
２
 

健
康
・
福
祉

88

３
医
　
療

(

3

)

市
立
三
次
中
央
病
院
の
充
実

無
拡
大

看護基準７
対１を達成
後も，基準
の維持やよ
り良い看護
を実施する
ため，継続
的な看護師
確保対策を
実施する。

拡
大

平成２５年度
に看護師配置
７対１を達成
するため，平
成２４年度中
に目標を達成
する必要があ
り，積極的な
取組を行う。ま
た，７対１移行
後も，引き続
き看護師確保
を図り，より良
い医療の提供
を行う。

そ
の
他

5

少子高
齢化の
中で，安
全・安心
な医療
の提供
は全国
的な社
会ニー
ズであ
る。

5

地域の
基幹病
院で安
心して入
院できる
ことの
ニーズ
は高い。

4

広報の
ための
印刷製
本費や
消耗品
費であ
る。

5

医療職
員の採
用は行
政の役
割であ
る。

5

看護師養成
施設の訪問
件数の増，
修学資金枠
の拡大など
で，受験者
の増大を
図ってい
る。

3

手段は随
時見直しを
行ってい
る。

2,654
患
者

看護師養成施設
の訪問，修学資
金制度の活用，
採用試験の検
討。

看護師配置７対
１によるよりきめ
細やかで，安全・
安心な医療の提
供による患者満
足度の向上

安全・安心な医療の提供の
ため，１人の看護師が受け
持つ入院患者を１０人から７
人にすることで，よりきめ細
やかな看護が提供できるよ
う，看護師の確保対策を
行っており，７対１看護基準
へ移行後もその基準体制の
維持，強化のため引き続き
看護師確保を行い，患者満
足度の向上を図る。

新規卒業看護師の確保が
困難である。そのため，育児
休業者が早期復帰しように
も公的保育所に入れないた
め，病院内保育所を検討し，
育児休業者の早期復帰を促
進する。

病
院
企
画
課

看護師
確保対
策

23

26 B 継
続

継
続

第
２
 

健
康
・
福
祉

87

３
医
　
療

(

3

)

市
立
三
次
中
央
病
院
の
充
実

有

1
4
職
員
の
人
材
活
用
と
育
成

継
続

認定看護
師が在籍し
ていること
で，水準の
高い看護に
よる患者
サービスの
向上とその
看護技術
の院内での
普及，さら
に本人のモ
チベーショ
ンと期待で
きる効果は
大きい。こ
のため，引
き続き認定
看護師の
育成を推進
する。

継
続

認定看護師
は，特定の分
野において，
熟練した看護
技術と知識を
用いて，水準
の高い看護実
践の出来る看
護師であり，
看護現場にお
いて，実践・指
導・相談の役
割を担う。
市立三次中央
病院において
は，実践力の
質の向上のた
め，引き続き
認定看護師の
育成を推進す
る。

5

より専門
性が求
められる
時代で
あり，熟
練した看
護技術と
知識を
用いて
水準の
高い看
護実践
のできる
認定看
護師は，
全国的
にも社会
ニーズ
が高い。

4

住民か
らの良
質な医
療に対
するニー
ズは高
く，水準
の高い
看護技
術を持
つ看護
師の育
成は必
要であ
る。

3

経費は，
授業料と
旅費であ
る。

4

看護師
個人で
参加す
ることも
できる
が，期間
が６ヶ月
であり，
現実的
でない。
市立三
次中央
病院とし
ては，認
定看護
師を育
成し，看
護師の
レベル
アップを
図ること
が，地域
医療に
貢献す
ると考え
る。

5

研修計画に
基づき教育
課程を修了
し，認定看
護師に合格
した。

5

現在のとこ
ろ，６ヶ月
の研修に
参加した看
護師が認
定看護師
に合格して
いるため，
十分に成
果があると
考える。

認定看護師の認
定分野は，救急
看護，乳がん看
護等２１分野が
ある。市立三次
中央病院の認定
看護師育成研修
計画において，
現在１０分野を
順次拡大し人数
も増やしている。

2,021

勤
務
年
数
５
年
以
上
の
看
護
師

認定看護師教育
課程の受講（６ヶ
月）

認定看護師資格
の取得により，
高度医療・専門
医療の提供

認定看護師は，特定の看護
分野（救急看護，乳がん看
護等）において，熟練した看
護技術と知識を用いて，水
準の高い看護実践のできる,
認定看護師を育成すること
により，市立三次中央病院
の一段とすぐれた看護レベ
ルの向上を図る。
認定看護師の資格要件は
 保健師，助産師又は看護
師のいずれかの免許を有
し， 認定看護師として必要
な実務経験があり， 日本
看護協会が認定した「認定
看護師教育課程」を修了し
たものである。認定看護師
教育課程は，看護協会が認
定した教育機関で６ヶ月研
修を行うものである。
平成２３年度は１人の看護
師が研修に参加し，平成２４
年度に認定看護師に合格し
た。
平成２４年度は，全国の認
定看護師数は１０，８７５人，
広島県内の認定看護師数
は２９２人 市立三次中央病

資格取得者の院内における
実践・指導・相談体制及び病
院の支援体制の確立
看護師確保のため，有資格
者の数を増やしていく。

病
院
企
画
課

認定看
護師育
成研修
事業

17

27 A

第
２
 

健
康
・
福
祉

86

３
医
　
療

(

3

)

市
立
三
次
中
央
病
院
の
充
実

有

4
内
容
の
改
善

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

継
続

小児救急
医療拠点
病院として
広範囲の
医療圏を
持ってお
り，適正受
診を周知し
ながら，医
療体制を維
持する必要
がある。

継
続

小児救急医療
拠点病院とし
て，更に医療
スタッフの充
実を図り，医
療体制を整備
する必要があ
る。

5

救急に
おいても
小児医
療に対
するニー
ズは高
い。

5

小児専
門医へ
のニー
ズは高
く，１日
平均約１
７人の小
児救急
患者が
いる。

5

直接的
な経費
は，人件
費部分
である。

3

地域の
中核病
院とし
て，市立
の病院と
して小児
救急医
療体制
を整備し
ていく必
要があ
る。

5

平成１６年７
月から２４
時間３６５日
小児救急体
制を整備
し，救急対
応を行って
いる。

3

小児救急
医療の充
実を図って
いくために
は，医師・
看護師の
確保が必
要である。

引き続き，医師・
看護師等の確保
を図った。

121,055

小
児
患
者

救急診療を行
う。

２４時間３６５日
小児救急医療の
確保，充実

小児救急医療拠点病院の
指定を受け，２４時間３６５日
救急医療体制（小児科医師
当直体制）を確保し，小児救
急患者に対応している。

２４時間３６５日小児救急医
療の確保及び充実を図って
いくためには，小児科医師，
看護師を確保し体制整備を
行っていく必要がある。

病
院
企
画
課

小児救
急医療
拠点病
院事業

16

第
２
 

健
康
・
福
祉

85

３
医
　
療

(

2

)

い
つ
で
も
安
心
・
充
実

「
休
日
・
夜
間
・
救
急
医
療

」

26 B 継
続

継
続
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平成２４年度行政評価　事務事業評価一覧（２次評価結果）
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単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明
単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

施
策
番
号

拡大・縮小 改善の必要性H23年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

所
管

拡大・縮小 改善の必要性

分

野

大

項

目

開

始

年

度

中

項

目

定量分析

成果指標
活動指標 
単位あたり

コスト

手段の適切さ

事務
事業名

事業概要
今後の課題

（ミッションの達成との関
連）

合
計
点

目的 前年度の対応

１次 総合評価事務
事業
の対
象者
等

手段
ラ
ン
ク

H2
2年
度
評
価

活動指標

２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

H2
3年
度
評
価

市の役割 必要性

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

三次市人
口 人 58,226 57,719 57,078

市民一人あ
たりの事業
費

H
2
2

4,182  事業件数 件 8 5 5
事業を行っ
た件数

H
2
3

2,761  

H
2
4

1,991  

血液検査 件 606,497 616,528 620,000

血液検査件
数（外来＋
入院）

H
2
2

 
外来患者
延べ数 人 160,228 182,492 183,000

手術件数 件 2,436 2,766 2,800 手術件数

H
2
3

318  
在院入院
患者延べ
数

人 112,691 110,625 112,000

H
2
4

492  

整備事業
を行った
件数

件 8 13 3
整備（補助）
事業を行っ
た件数

H
2
2

351,625 対象戸数 戸 140 469 162

整備（補助）
事業を行っ
た施設の受
益戸数

H
2
3

347,769 対象人口 人 430 1,309 369

整備（補助）
事業を行っ
た施設の受
益者数

H
2
4

908,933

補助金交
付件数 件 18 18

住民自治組
織

H
2
2

対象支援
事業数 数 18 18

支援した事
業数

H
2
3

2,093,556

H
2
4

1,959,333

有

2
市
民
と
行
政
の
協
働
と
連
携

予
算
額

有

5
終
期
の
設
定

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

7
コ
ス
ト
の
削
減

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

7
コ
ス
ト
の
削
減

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

28 A 継
続

無
継
続

住民自治
組織の役
割は重要で
あり，地域
リーダーの
育成や自
主財源の
確保など
「新しい公
共」の担い
手づくりの
ためにも，
自治活動
への支援を
行ってきた
ところであ
る。今後
は，２５年
度の事業
終期以降
の自主自
立の活動を
促していく。

継
続

協働のパート
ナーとして，住
民自治組織へ
の期待は大き
く，また同時に
役割も増して
いる。各地域
で特徴あるま
ちづくりが展
開されるよう
人的・財政的
両面での支援
を行う必要が
ある。5

行政と住
民の協
働による
まちづく
りが今後
も必要で
あり，住
民自治
組織の
体制強
化は地
域住民
のコンセ
ンサスが
得られて
いる。

4

コミュニ
ティセン
ターを拠
点とする
住民自
治組織
は，地域
づくり，
生涯学
習など広
範な企
画に取り
組んで
おり，市
民の参
加も積
極的で
ある。

5

地域課
題の克
服のた
めの事
業に適
正に執
行されて
いる。

5

協働の
まちづく
りを実現
するため
に，行政
として必
要な措
置であ
る。

5

住民自治組
織に対する
財政支援に
より，組織
体制の継続
と，コミュニ
ティ・協働の
まちづくり活
動が推進さ
れている。

4

各種事業
の取組によ
り，地域課
題の克服
などコミュ
ニティの活
性化に寄
与してい
る。

地域まちづくりビ
ジョンの達成に
向け，各住民自
治組織において
特徴的な取組が
企画・実施され
た。

37,684

住
民
自
治
組
織

（
構
成
団
体

（
規
約
，
組
織
図

）
，
及
び
実
行

委
員
会
の
主
催
を
含
む

）

住民自治組織が
地域まちづくりビ
ジョンの達成，各
地域のコミュニ
ティ振興，生活
課題の解決に柔
軟かつ適宜対応
する住民自治組
織を主体とした
広範な自治活動
を支援するため
の補助

「市民一人ひとり
が，まちづくりを
自ら考え，行動し
ていく住民自
治」，「地域にお
ける生活課題の
解決に柔軟かつ
適宜対応する住
民自治」を確立
する。

地域まちづくりビジョンの達
成，各地域のコミュニティ振
興，生活課題の解決に柔軟
かつ適宜対応する住民自治
組織を主体とした広範な自
治活動を支援する。
・補助率は補助対象経費の
１００万円までが１０／１０補
助，１００万円を超え２５０万
円までの部分が２／３補助。
１団体あたりの補助金額上
限は２００万円。
・イベントに係る補助対象経
費については１割減の補助
金とする。

市民の主体的活動により，
地域の資源を活かし，特色
ある地域づくりを推進すると
ともに，地域生活の継続が
困難となっている集落の課
題解決を図るため，まちづく
りの核となる住民自治組織
が実施する各種まちづくりの
事業に対し，一定の財政的
な支援は必要である。「新し
い公共」の担い手となるべき
地域リーダーの育成，行政
との役割，活動を継続する
ための自主財源の確保等，
十分議論し，基盤の確立を
図る必要がある。

地
域
振
興
課

活力あ
る地域
づくり
総合支
援事業

23

第
３
 

文
化
・
学
習

92

１
住
民
自
治
・
生
涯
学
習

(

2

)

住
民
自
治
活
動
の
推
進
と
地
域
リ
ー

ダ
ー

の
育
成

有

1
6
受
益
と
負
担
の
適
正
化

縮
小

地域集会
施設の地
域コミュニ
ティ活動で
の役割は
大きなもの
があるが，
自主，自立
的な地域活
動が期待さ
れる「新し
い公共」の
視点からも
継続すべき
部分と縮小
すべき部分
の整理が
必要であ
る。また，
新たな整備
だけでなく，
既存設備
の活用など
の検討も併
せて行うこ
とも必要で
ある。

継
続

地域コミュニ
ティの活動が
活発になれば
なるほど，そ
の拠点となる
地域集会施設
の整備は地域
にとって重要
な課題であ
る。コミュニ
ティの活性化
を推進していく
本市としても，
その補助事業
を継続していく
必要がある。

5

地域コ
ミュニ
ティへの
期待の
高まり
や，自主
防災意
識の高
揚の中
で，地域
集会施
設への
要求は
高い。 5

地域の
人間関
係が希
薄化して
いく中
で，コ
ミュニ
ティの活
動拠点と
なる集会
施設の
維持は
重要で
ある。5

緊急性
の高い
修繕を優
先して補
助事業を
採択して
いるもの
の，それ
に付帯し
て他の
箇所も改
修される
場合も見
受けられ
るので，
補助対
象経費を
制限す
ればコス
ト削減の
余地は
ある。

3

地域で
使用され
る施設な
ので，改
修等は
受益者
の負担
が原則
ではある
が，経費
も高額
で，なお
かつ高
齢化の
進む地
域では
住民負
担が大
きけれ
ば改修
を実施で
きない現
状もあ
る。

5

　経年劣化
による集会
施設の機能
低下の改善
や上下水道
への接続
は，地域コ
ミュニティの
活性化へ大
きく貢献して
いる。

4

地域集会
施設はコ
ミュニティ
活動に不
可欠の施
設であり，
施設改修
費への補
助は高齢
化の進む
中で，住民
の負担軽
減につなが
る。

前年度も予算を
大きく上回る要
望があり，１件で
も多くの要望を
採択するため，
補助率を２／５
に下げたが，住
民の負担が増す
ため，今年度は
１／２に戻した。

4,521

住
民
自
治
組
織

事前に要望調査
を行い，要望を
確認し担当部署
で実地検査をし
たうえで採択を
決定する。申請・
報告段階で内容
のチェックと完了
検査を行い，補
助金の交付を行
う。

住民のコミュニ
ティづくりや活動
の場となる拠点
を整備すること
によって，コミュ
ニティの活性化
を促す。

　地域におけるコミュニティ
づくりを推進するため，住民
自治組織自らが行う地域集
会施設の整備に要する経費
に対して，予算の範囲内に
おいて補助金を交付する。
補助対象経費は，建物の新
築・買収・増改築に要する経
費で，補助率はいずれも１／
２以内，補助限度額は新築・
買収が300万円，増改築が
100万円で，補助対象経費
が20万円に満たない場合は
補助対象としない。平成21
年度から家賃補助を新設
し，5万円を限度額として家
賃の１／２を補助対象として
いる。
　地域集会施設は，コミュニ
ティ活動の原点でもあり，地
域には不可欠な施設であ
る。新しい公共の視点からも
継続すべき事業ではある
が，補助対象経費を限定す
るなど縮小していくことなども
検討を要する。

　今後も住民からの要望は
減少することはなく，むしろ
増加していくことが予想され
るが，将来的には補助対象
経費を限定するか，事業の
終期を設定するかしないと
住民の不公平感を招く恐れ
がある。

地
域
振
興
課

地域集
会施設
整備事
業

16
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文
化
・
学
習

91

１
住
民
自
治
・
生
涯
学
習

(

2

)

住
民
自
治
活
動
の
推
進
と
地
域
リ
ー

ダ
ー

の
育
成

有

7
コ
ス
ト
の
削
減

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

継
続

備北地域
等の急性
期，高度医
療を担う病
院として，
一定の高
度医療機
器の整備
は必要であ
り，コストパ
フォーマン
スを考慮し
ながら継続
する。

継
続

急性期医療・
高度医療を担
う基幹医療機
関として最低
限の医療機器
の整備・更新
は必要である
ため。

5

近年の
医療
ニーズ
の多様
化や少
子高齢
化などの
医療を
取り巻く
社会環
境変化
の中で，
質の高
い医療
を確保
し，多様
な医療
ニーズに
即応した
医療
サービス
を継続し
て提供し
ていくた
めに，老
朽化した
医療機
器を更

5

近年の
医療の
高度化・
専門化
や少子
高齢化
などの医
療を取り
巻く社会
環境変
化の中
で，市立
三次中
央病院
において
も，地域
の基幹
病院とし
て，高度
で正確
な医療・
医療の
質の向
上が望
まれてい
る。

3

入札方
法の改
善等によ
り，経費
を削減し
て購入す
ることが
できる。

5

市立三
次中央
病院は，
市立病
院であ
る。

4

計画的に老
朽化した医
療機器を更
新すること
によって，
検査の精度
が高まり，
適切な医師
の処方につ
ながるもの
である。患
者への安
心･安全な
医療の提供
に貢献する
ものであ
る。

4

修理できる
ものは修理
し，修理不
能な機器を
更新するこ
とにしてい
る。

急性期医療・高
度医療を担う基
幹医療機関とし
て最低限の医療
機器の整備・更
新は必要である
ため継続事業と
した。

195,919

患
者

(

市
民

）

高度医療機器を
整備する

患者の病気の早
期発見・早期治
療及び的確な医
療の提供ができ
る（安心･安全な
医療の提供，医
療の質の向上）

　市立三次中央病院は過疎
化，高齢化の進む広島県県
北において中核をなす病院
であり，地域住民の健康保
持，増進に大きく貢献すると
ともに，地域の医療需用に
応えて診療機能の充実整備
に努めています。
　平成６年の新築移転後か
らは，特に広島県の備北2次
保健医療圏の2次救急を担
う急性期の基幹病院として
「地域住民から信頼され，親
しまれる病院を目指す」とい
う基本理念の下，「地域中核
病院としての医療レベルの
向上」，「救急医療体制の充
実」，「安全で安心な医療の
提供」「患者サービスの向
上」「経営健全化の推進」
「地域を担う医療人の育成」
の６つの基本方針を掲げ，
健康教育・疾病の予防から
リハビリまでの総合医療セン
ターの役割を果たしてきたと
ころです。
　そして，近年の医療ニーズ
の多様化・少子高齢化など

・医療ニーズの把握と優先
順位，費用対効果の見極め
・財源の確保

病
院
企
画
課

高度医
療機器
等整備
事業

16

27 A 継
続

継
続

第
２
 

健
康
・
福
祉

90

３
医
　
療

(

3

)

市
立
三
次
中
央
病
院
の
充
実

有

7
コ
ス
ト
の
削
減

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

継
続

病院施設に
ついては，
計画的な改
修が行わ
れている
が，更なる
整備コスト
削減を図
る。

継
続

備北地区の医
療の質の向上
及び利用者の
利便性を図る
ため，病院施
設の整備を推
進する。

4

病院施
設の整
備は，医
療機関と
患者
サービス
の向上
を推進
する上で
必要不
可欠で
ある。

4

日常生
活を安
心・安
全・快適
に過ご
す上で
質の高
い医療
サービス
を提供
する市
民の
ニーズ
が高い。4

入札を実
施し，コ
スト削減
を行って
いる。

5

救急も
含め，安
心で安
全な医
療の提
供は公
的病院
（三次
市）の責
務であ
る。

4

質の高い医
療を提供す
る上で，施
設の充実は
患者サービ
スの向上に
つながる。

5

２４時間３６
５日いつで
も安定して
医療を提
供するため
の環境づく
りが必要で
ある。

病院の診療しや
すい施設設備の
充実及び，患者
様が利用しやす
い環境を整え
る。

159,363

市
民

（
病
院
を
利
用
す
る
全
て
の
方

）

施設整備・改修
を行う。

病院の診療しや
すい施設設備の
充実及び，患者
様が利用しやす
い環境を整え
る。

急性期病院として必要不可
欠な医療設備を充実し，患
者様に質の高い医療を提供
するとともに患者サービスの
向上を図る。

平成２２年度に業務委託に
より策定した「市立三次中央
病院設備改修及び設備更新
計画（老朽度調査及び改修
計画）」に基づき，建築・電
気・機械設備について計画
的に施設整備を実施してい
く。

病
院
企
画
課

医療施
設整備
事業

16

第
２
 

健
康
・
福
祉

89

３
医
　
療

(

3

)

市
立
三
次
中
央
病
院
の
充
実
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平成２４年度行政評価　事務事業評価一覧（２次評価結果）

※　各評価項目は，１～５の５段階で評価 ※　ランク：A:27～30　　B:22～26　　C:17～21　　D:12～16　　E:6～11

単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明
単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

施
策
番
号

拡大・縮小 改善の必要性H23年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

所
管

拡大・縮小 改善の必要性

分

野

大

項

目

開

始

年

度

中

項

目

定量分析

成果指標
活動指標 
単位あたり

コスト

手段の適切さ

事務
事業名

事業概要
今後の課題

（ミッションの達成との関
連）

合
計
点

目的 前年度の対応

１次 総合評価事務
事業
の対
象者
等

手段
ラ
ン
ク

H2
2年
度
評
価

活動指標

２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

H2
3年
度
評
価

市の役割 必要性

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

交付金交
付件数 件 19 19 19

住民自治組
織数

H
2
2

10,594,000  
主要主催
事業数

26 27 24
毎年ほぼ一
定である

H
2
3

9,486,368  

H
2
4

9,472,632  

評価委員
会 回 4

補助認定を
申請する事
業を評価す
る会議の開
催回数

H
2
2

3,045,000  
計画達成
度 ％ 100

年度毎の事
業計画達成
度

H
2
3

 

H
2
4

 

補助金交
付件数

12 12 12

三次市住民
自治組織連
合会との連
携（運営支
援・情報提
供・助言等）
のため定期
的会議・研
修会を開催
する

H
2
2

1,801,917
連合会会
議回数 回 10 10 10

住民自治組
織連合会会
議（役員会・
定例会）開
催回数

12 12 12

連合会通
信・HP・広報
誌等を活用
し、支援情報
等を提供す
る。

H
2
3

1,831,583
連合会研
修回数 回 4 4 4

リーダー・事
務局員育成
のための研
修会開催回
数

12 12 12

まちづくりに
関するあら
ゆる相談業
務

H
2
4

1,807,292

自治組織
主催事業 回 13 11 10

主催事業開
催の支援

H
2
2

743,539
自治組織
主催事業
参加者数

人 2,210 2,994 2,500

総会・理
事会等開
催

回 15 14 14
住民組織と
のコンセンサ
スの確立

H
2
3

875,000
総会・理
事会等出
席者数

人 192 219 200
H22あったか
村会議の創
設

地区担当
制活動 月 9

職員による
地区担当制
（自治活動
の支援）

H
2
4

966,644
地区担当
制訪問回
数

回 63

有

2
市
民
と
行
政
の
協
働
と
連
携

有

2
市
民
と
行
政
の
協
働
と
連
携

有

4
内
容
の
改
善

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

2
市
民
と
行
政
の
協
働
と
連
携

27 A 継
続

拡
大

有

2
市
民
と
行
政
の
協
働
と
連
携

継
続

地域の多
様な主体が
協働して、
地域課題
の解決に向
けて取り組
む新しい公
共の視点に
よる主体的
な住民自治
活動の機
運の醸成
や支援を行
うとともに，
職員の資
質向上にも
取り組む必
要がある。

継
続

　君田生涯学
習センターを
住民自治活動
の拠点として，
自治組織が主
体となった，ま
ちづくりビジョ
ン及び実施計
画の実行に向
けて，住民に
よる住民のた
めのまちづくり
活動が推進さ
れるよう支援
（誘導）をさら
に強化する必
要がある。
　市行政の前
面に立った関
与は極力縮小
すべきと考え
るが，過疎地
域の地域づく
りの底支えを
する支援は重
要で，支援で
きるのは市行
政のみである

5

　地域資
源を活
かした観
光などに
関連した
事業や
イベント
を進める
ために
は，行政
が持って
いる幅
広い情
報や便
宜を供
与する
等の支
援が必
要であ
る。行政
が過疎
地域の
地域づく
りの底支
えをする
必要性
は大い
にある

5

　地域住
民の自
治活動
への参
加促進
やまちづ
くりの推
進にお
いては，
行政の
支援（支
所の企
画力，実
行力，Ｐ
Ｒ力）を
大いに
期待され
ている。

4

　自治活
動支援
事業交
付金や
活力ある
地域づく
り総合支
援事業
補助金を
活用して
事業を進
めている
が，事業
推進に
は相当
の経費
が必要
である。
引き続き
経費内
容の精
査や自
主財源
の確保
（指定管
理による
収益金
の確保

5

　住民主
体型の
事業実
施が本
来の姿
である
が，地域
主催事
業の開
催にあ
たって，
行政職
員の応
援勤務
が不可
欠であ
り，行政
の関与
は極力
縮小す
べきと考
えるが，
支援は
重要で，
支援でき
るのは
市行政
のみで

4

　君田地域
まちづくりビ
ジョン及び
実施計画に
沿った事業
運営の支援
ができてい
る。

4

　自治組織
が主体とな
り，住民参
加の事業
運営が実
施されてい
るが，各自
治区の活
動に地域
差が見受
けられるた
め，向上す
る余地が
少なからず
ある。

　君田生涯学習
センターを住民
自治活動の拠点
として，自治組織
が主体となった，
まちづくりビジョ
ン及び実施計画
の実行に向け
て，住民による
住民のためのま
ちづくり活動が推
進されるよう支
援（誘導）をさら
に強化する必要
がある。

9,625

　
自
治
組
織
，
住
民

・君田自治区連
合会主催事業へ
の支援
・君田地域まち
づくりビジョン及
び実施計画実行
の支援
・まちづくりに関
する情報の提供

　自治組織を核
とした住民による
住民のための自
治活動の活性化
を図る。

　平成１８年３月に策定さ
れ，平成２４年４月に改訂さ
れた「君田地域まちづくりビ
ジョン」で示された基本施策・
実施計画に基づいた次の主
要な事業を進めていく。
・安心・安全のまちづくり
・支えあうあったかいまちづく
り
・観光と交流で輝くまちづくり
・豊かな心を育む元気なまち
づくり
・農林業の再生によるまちづ
くり
・自治活動・地域コミュニティ
活動の進化

　自主防災活動等の推進に
よる安心・安全のまちづくり
の推進や産業（農林業）再
生の取り組み等，自治活動
を支援し地域課題の解決に
取り組む必要がある。各自
治区の活動差を解消するた
め，職員の地域担当制を導
入し支援を強化する。
　中国自動車道尾道松江線
の口和（仮称）インターチェン
ジからの入り込み客を確保
するためのハード（設備）の
整備とＰＲ活動等のソフト面
の推進を行う必要がある。

君
田
支
所

住民自
治活動
の推進
（まち
づくり
サポー
トセン
ター）

24

第
３
 

文
化
・
学
習

95-2

１
住
民
自
治
・
生
涯
学
習

(

2

)

住
民
自
治
活
動
の
推
進
と
地
域
リ
ー

ダ
ー

の
育
成

無
継
続

住民自治
組織を機軸
にして，地
域の多様な
主体が協
働して地域
課題の解
決に向けて
取り組む
「新しい公
共」の視点
による主体
的な住民自
治活動の
機運の醸
成や支援を
行うととも
に，職員の
資質向上に
も取り組む
必要があ
る。

継
続

特色あるまち
づくりに向け
て、「新しい公
共」を視野に
入れ市民と行
政による協働
のまちづくりを
展開していくた
め、まちづくり
サポートセン
ターとしての
機能を、部の
枠を超えて市
役所全体（職
員全員）で取
り組む意識が
必要。将来的
視点として、住
民自治組織の
自立を目指す
ことも必要。

5

地域の
ことは地
域住民
自身・自
治組織
が決定
し、自ら
実践す
る必要
があるた
め、行政
と住民が
連携して
取り組
む。

4

行政か
らのサ
ポートに
対する
ニーズ
は高い。

4

住民自
治活動
が成熟
すれば、
市の関
与が減
り、コスト
削減に
つながる
と思われ
る。また
「新しい
公共」を
市民との
間で模
索しコス
ト削減に
つなげ
る。

5

住民自
治活動
の推進
には、多
くの部分
で市の
関与が
必要で
ある。地
域リー
ダーの
熟練に
より事務
等の関
与は縮
小可能
である
が、サ
ポートす
る体制
は今後と
も必要で
ある。

4

住民自治組
織が主体的
に事業実施
できるよう
支援してお
り、継続して
いる事業は
自立した取
組が行われ
ている。「新
しい公共」を
視野に入れ
た取組につ
いても積極
的な支援が
必要であ
る。

4

手段として
は有効で
ある。また
三次市行
財政改革
大綱にいう
「新しい公
共」のた
め、係わり
方を再検
討し、より
地域主導
型への転
換が必要
である。

「新しい公共」を
視野に入れ市民
と行政による協
働のまちづくりを
展開していくた
め、職員の資質
向上のための研
修会が行われ
た。

21,979

住
民
自
治
組
織
と
市
民

・中央サポートセ
ンターの機能を
果たすため、三
次市住民自治組
織連合会と緊密
な連携を図り、
評議委員会・役
員会・定例会・市
長懇談・まちづく
り研修会等を定
例で開催する。
・必要な情報を
三次市住民自治
連合会通信・三
次市HP・広報誌
等通じ広く市民
に提供する。
・５つのサポート
機能に係る業務
を随時行う。

より多くの市民
が地域づくりに
積極的に参画
し、まちづくりの
ため自らが考え
行動していく。

　三次市行財政改革大綱に
かかげる「新しい公共」を視
野に入れ、市民と行政によ
る協働のまちづくりを展開し
ていくため、市民による自立
したまちづくりを活動を支援
する５つのサポート機能を備
えた「みよしまちづくりサポー
トセンター」を地域振興部及
び支所に設置し支援を行う。
　「みよしまちづくりサポート
センター」は三次市地域のま
ちづくりサポートセンターと中
央サポートセンターの役割を
担う。
　１　情報ステーション機能
（自治活動やまちづくり情報
を収集・提供・交換）
　２　交流サロン機能（活動・
交流等が開催できる場の提
供・紹介）
　３　相談研修機能（まちづく
りの様々な相談や支援制度
の紹介）
　４　コーディネート機能（他
団体との交流の調整・連携
コーディネート）

５ 生涯学習振興機能

住民や自治組織も「行政に
やってもらう」という受身の姿
勢から脱却し、「地域のこと
は地域住民自身・自治組織
が決定し、自ら実践していく」
という協働のまちづくり・新し
い公共を進めていくことを目
指す。

地
域
振
興
課

住民自
治活動
の推進
（まち
づくり
サポー
トセン
ター）

16

23 B

第
３
 

文
化
・
学
習

95-1

１
住
民
自
治
・
生
涯
学
習

(

2

)

住
民
自
治
活
動
の
推
進
と
地
域
リ
ー

ダ
ー

の
育
成

有

1
0
効
果
の
検
証

（
行
政
評
価

）

継
続

地域活動
の多様な担
い手が協働
して自らの
地域の課
題解決に当
たる仕組み
である「新し
い公共」の
活動を支援
し，その基
盤となる施
設の整備を
進めるため
に，常に制
度の見直し
を行いなが
ら，継続的
な支援を
図っていく。

継
続

３か年限定事
業

4

老老介
護や交
通手段，
商店の
撤退など
地域が
抱える課
題は多
い。

3

地域課
題の解
決に主
体となっ
て取り組
む人材
（団体）
の確保
が重要と
なる。

4

今後も地
域課題
は増加し
ていくと
思われ
る。課題
解決に
向けた事
業への
支援は
需要が
高くな
る。

4

新しい公
共へ向
けた環
境づくり
のため
に，市が
当面は
支援す
べきであ
る。

5

これから一
層進むであ
ろう地域の
過疎化や少
子高齢化に
より地域課
題は多種多
様化してい
く傾向にあ
る。その課
題を地域住
民が解決し
ていく事業
を支援して
いくもので
ある。

3

地域が抱
える課題が
何であるか
をとらえき
れていない
部分や，そ
の解決策
が見つけら
れないでい
る状況が
多いと思わ
れる。

12,180

市
民
で
構
成
さ
れ
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人

（
N
P
O
法
人

）

及
び
任
意
の
団
体
で
，
規
約
・
会
計
を
有
す
る
も
の

。

新たに取り組む
事業で，地域課
題の解決に向け
て市民の参加と
協働によって行
われる公益的事
業への補助

市民が地域課題
を認識し，自主
性・主体性を
持って解決して
いこうとする環境
をつくる。

　過疎や少子高齢化などに
より，地域における市民の社
会生活の維持が困難になる
など，地域課題を克服する
ため市民で構成された任意
の団体や法人が主体となっ
て連携や共助により行う公
益的な事業への支援。補助
額は上限50万円で，補助対
象経費の２／３以内。
　地域の課題を住民が主体
となって解決しようとする活
動への支援であり，その環
境づくりのための事業であ
る。

地域課題の認識とその解決
策の発見。

地
域
振
興
課

がんば
る地域
支援事
業

24

26 B 拡
大

第
３
 

文
化
・
学
習

94

１
住
民
自
治
・
生
涯
学
習

(

2

)

住
民
自
治
活
動
の
推
進
と
地
域
リ
ー

ダ
ー

の
育
成

有

4
内
容
の
改
善

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

継
続

地域の多
様な主体が
協働して地
域課題に取
り組む新し
い公共の視
点による主
体的な住民
自治活動
の機運の
醸成や行
政との役割
分担，活動
を継続する
ための自主
財源の確
保について
十分議論
し，自主・自
立の地域づ
くりの確立
を図る必要
がある。

継
続

今後も協働の
パートナーとし
て住民自治組
織への期待は
大きく，また同
時に役割も増
している。引き
続き，各地域
で特徴あるま
ちづくりが展
開されるよう
人的･財政的
両面での支援
を行う必要が
ある。

5

行政と住
民の協
働による
まちづく
りが今後
も必要で
あり，住
民自治
組織の
体制強
化は地
域住民
のコンセ
ンサスが
得られて
いる。

4

コミュニ
ティセン
ターを拠
点とする
住民自
治組織
は，地域
づくり，
生涯学
習など広
範な企
画に取り
組んで
おり，市
民の参
加も積
極的で
ある。

5

事務局
職員の
人件費，
各種事
業への
補助な
ど，適正
に執行さ
れてい
る。

5

協働の
まちづく
りを実現
するため
に，行政
として必
要な措
置であ
る。

5

住民自治組
織に対する
財政支援に
より，組織
体制の継続
と，コミュニ
ティ・協働の
まちづくり活
動が推進さ
れている。

4

各種事業
の取り組み
により，地
域課題の
克服などコ
ミュニティ
の活性化
に寄与して
いる。

各種事業の位置
づけ・目的につ
いて事業主体で
ある住民自治組
織の理解が進
み，地域まちづく
りビジョンに適合
した特徴的な取
組が企画・実施
されるようになっ
た。

180,241

住
民
自
治
組
織

住民自治組織の
運営や基礎的活
動，協働のまち
づくりにつながる
事業に対する補
助

地域活動と学習
活動の一体的な
展開により，「市
民一人ひとりが，
まちづくりを自ら
考え,行動してい
く住民自治」の確
立。

地域まちづくりビジョン等に
基づく住民自治組織を主体
とした広範な自治活動を支
援。

〔新しい公共（市民との協
働）〕

まちづくりの拠点である各コ
ミュニティセンターに勤務す
る住民自治組織事務局の職
員は，組織運営に係る適切
な事務処理を行うことはもと
より,協働のまちづくりの牽引
役としての役割が期待され
る。住民自治組織の実施す
る各種まちづくりの事業に対
し，一定の財政的な支援は
必要であるが，引き続き地
域づくりリーダーの育成,行
政との役割分担,活動を継続
するための自主財源の確保
について十分に議論し，基
盤の確立を図る必要があ
る。

地
域
振
興
課

自治振
興活動
費補助
事業

16

第
３
 

文
化
・
学
習

93

１
住
民
自
治
・
生
涯
学
習

(

2

)

住
民
自
治
活
動
の
推
進
と
地
域
リ
ー

ダ
ー

の
育
成

28 A 継
続

継
続
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平成２４年度行政評価　事務事業評価一覧（２次評価結果）

※　各評価項目は，１～５の５段階で評価 ※　ランク：A:27～30　　B:22～26　　C:17～21　　D:12～16　　E:6～11

単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明
単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

施
策
番
号

拡大・縮小 改善の必要性H23年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

所
管

拡大・縮小 改善の必要性

分

野

大

項

目

開

始

年

度

中

項

目

定量分析

成果指標
活動指標 
単位あたり

コスト

手段の適切さ

事務
事業名

事業概要
今後の課題

（ミッションの達成との関
連）

合
計
点

目的 前年度の対応

１次 総合評価事務
事業
の対
象者
等

手段
ラ
ン
ク

H2
2年
度
評
価

活動指標

２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

H2
3年
度
評
価

市の役割 必要性

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

まちづくり
ビジョン
会議

1 1 1

まちづくりに
関する各種
情報提供
まちづくり連
合会主催事
業に対する
支援
「ふのまちづ
くりビジョン」
の見直し作

H
2
2

5,814,000  
イベント
開催

3 3 3
主要イベント
開催支援

H
2
3

3,619,000  参加人数 1,800 1,350 1,400

H
2
4

3,634,000  

自治組織
との会議

40 40 40

まちづくりに
関する情報
提供，自治
連合会主要
事業の推
進，作木町
まちづくりビ
ジョンの実行
サポート，自
主防災組織

H
2
2

454,250  
イベント
回数 回 3 2 3 開催支援

H
2
3

361,850  参加人数 人 800 1,500 1,800

H
2
4

363,400  

まちづくり
サポート
回数

78 68 70

住民自治組
織へのサ
ポートを行っ
た回数

H
2
2

74,539
住民自治
組織の会
議

64 87 90

地域自らが
まちづくりに
ついて検討
するため開
催された会
議等の回数

H
2
3

85,147

H
2
4

83,063

組織運営
支援月数 月 12 12 12

自治振興区
連絡協議会
の運営支
援，情報提
供などのサ
ポート

H
2
2

605,667

情報提供
による各
種会議補
助金助成
金事業申
請回数

回 3 3 3

市の補助事
業をはじめと
する各種補
助事業等の
情報提供結
果，各自治
組織から申
請のあった
件数

自治連各
種会議支
援回数

回 12 12 12

毎月開催さ
れる運営会
議や部会，
事務局会議
へ参加し，企
画・運営をサ
ポート

H
2
3

603,083

事業のう
ち，各種
団体と共
催で行う
場合

回 10 10 10

特色あるま
ちづくりを一
体的に進め
るためには，
町内のあら
ゆる団体と
の連携が重
要である。

H
2
4

605,667

有

2
市
民
と
行
政
の
協
働
と
連
携

有

2
市
民
と
行
政
の
協
働
と
連
携

有

2
市
民
と
行
政
の
協
働
と
連
携

有

2
市
民
と
行
政
の
協
働
と
連
携

22 B 継
続

拡
大

有

3
市
民
と
行
政
の
役
割
分
担
の
見
直
し

継
続

地域の多
様な主体が
協働して、
地域課題
の解決に向
けて取り組
む新しい公
共の視点に
よる主体的
な住民自治
活動の機
運の醸成
や支援を行
うとともに，
職員の資
質向上にも
取り組む必
要がある。

継
続

　特色あるま
ちづくりに向け
て，支所がま
ちづくりサポー
トセンターとし
ての機能を，
係の枠を超え
て支所全体で
取り組む意識
が必要。

4

地域の
ことは地
域住民・
自治組
織自ら
決定し，
実践す
る必要
がある。
行政も
市民もお
互いに
自立が
求めら
れてい
る。

4

行政の
サポート
を求める
声は大
きい。

4

新しい公
共の理
念に基
づき，市
民との協
働のまち
づくりを
進めるた
めに，
もっと市
の積極
的な関
与が必
要であ
る。

3

基本は
行政は，
地域の
公的活
動等を
サポート
する立
場であ
る。

4

「まちづくり
ビジョン三
良坂」によ
り，自治振
興区連絡協
議会や関係
団体と連携
して取り組
みを行って
いる。

3

新しい公共
の理念に
基づき，ま
ちづくりを
市民と協働
として取り
組む視点
が定着して
いない。ま
だまだ「ま
かせる」感
覚が強い。

「まちづくりビジョ
ン三良坂」は策
定後８年を経過
しており，充分な
検証ができてい
ない。自治連協
専門部会へ職員
が構成員として
位置づき，事業
推進のサポー
ター役として力
量を発揮する場
を設定する。

7,237

住
民
自
治
組
織
と
地
域
住
民

三良坂町自治連
協が毎月１回運
営会議を開催。
自治連協の専門
部である総務部
会，教育文化部
会，環境福祉部
会の3部会へ職
員が構成員とし
て加わる。各機
関・団体等への
参画。

少子高齢化が進
展し，地域の連
帯感が希薄にな
るなか，住民一
人ひとりが安心
して健康に暮ら
せ，個人の能力
が発揮できる環
境を醸成する。
そのために，市
民一人ひとりが
自主的に判断し
て，意欲をもって
行動し誇りの持
てるふるさとづく
りを進める中で，
個人が輝くまち
づくりを展開す
る。

「市民と行政の協働」により，
持続力のある地域づくりを進
めていく。
「新しい公共」の理解を進
め，「まちづくりビジョン」に基
づく特色あるまちづくりに取
り組む。
まちづくりに情熱をもって意
欲的に取り組める組織風土
づくりを進める。
「まかせるまちづくり」から
「かかわるまちづくり」へ職員
の意識改革を図る。

住民や自治組織も「行政に
やってもらう」という受け身か
ら脱却し，究極には「地域の
ことは地域住民自身・自治
組織が決定し，自ら実践して
いく」という協働のまちづくり
を進めていくことをめざす。
支所は，新しい公共の理念
に基づき，住民の自治活動
をサポートするため，住民自
治組織と連携し，情報提供・
情報交換や自治間交流を行
う。また，地域活性化策とし
て中国横断自動車道尾道松
江線開通を契機とした，特に
活性化インターチェンジを活
用した交流人口の増大を図
る戦略の具体化を行う。

三
良
坂
支
所

住民自
治活動
の推進
（まち
づくり
サポー
トセン
ター）

16

第
３
 

文
化
・
学
習

95-6

１
住
民
自
治
・
生
涯
学
習

(

2

)

住
民
自
治
活
動
の
推
進
と
地
域
リ
ー

ダ
ー

の
育
成

有

2
市
民
と
行
政
の
協
働
と
連
携

継
続

地域の多
様な主体が
協働して、
地域課題
の解決に向
けて取り組
む新しい公
共の視点に
よる主体的
な住民自治
活動の機
運の醸成
や支援を行
うとともに，
職員の資
質向上にも
取り組む必
要がある。

継
続

自主自立の地
域づくりへの
積極的な取り
組みが重要で
す。そのため
に地域リー
ダー，団体等
の担い手の育
成を図る必要
があり，市の
支援は引き続
き必要です。

4

支所の
機能とし
て，協働
のまちづ
くりに対
する地
域の期
待があ
る。

5

支所の
機能とし
て，協働
のまちづ
くりに対
する地
域の期
待があ
る。

5

現行どお
り継続し
たサポー
トを行う
必要が
あり，経
費の削
減は困
難であ
る。

4

住民自
治活動
の推進
には，多
くの部分
で市の
関与が
必要で
ある。地
域リー
ダーの
熟練に
より事務
等の関
与は縮
小可能
である
が，サ
ポートす
る体制
は今後と
も必要で
ある。

4

住民自治組
織が主体的
に事業実施
できるよう
支援してお
り，継続して
いる事業は
自立した取
り組みが行
われてい
る。新しい
取り組みに
ついても積
極的な取り
組みが行わ
れている。

4

現行どおり
継続したサ
ポートを行
う。

吉舎町まちづくり
ビジョンを検証す
る中で，新しい公
共の視点による
主体的な住民自
治活動への支援
を行う。
三次市支援事業
一覧等を用い
て，まちづくりサ
ポートセンターと
しての機能アッ
プを図る。

5,790

住
民
自
治
組
織
及
び
支
所
管
内
市
民

情報ステーション
機能，交流サロ
ン機能，相談研
修機能，コーディ
ネイト機能，生涯
学習振興機能を
実施する。

地域の住民自治
が活性化し，自
らの地域は自ら
で創り，自らの地
域に誇りを持つ
ことができるよう
支援する。

「人々がふれあい輝く自治の
まちづくり」をめざし，より多く
の市民が地域のまちづくりに
積極的に参画し，市民と行
政による協働のまちづくりを
展開していくため，市民によ
るまちづくり活動を支援する
まちづくりサポートセンターを
設置する。
まちづくりサポートセンター
に，市民の自治活動及び学
習活動への支援機能として
次の機能を位置付ける。
（1）情報ステーション機能，
（２）交流サロン機能，（3）相
談研修機能，（4）コーディネ
イト機能，（5）生涯学習振興
機能
まちづくりサポートセンター
は，各支所単位に設置し，
支所地域づくり係の職員を
もって構成する。

〔新しい公共（市民との協
働）〕
　まちづくりサポートセンター
では，新しい公共の視点を
持ちながら地域づくりの支援

地域活性化と地域リーダー
の育成のため，引き続き支
援の必要がある。

吉
舎
支
所

住民自
治活動
の推進
（まち
づくり
サポー
トセン
ター）

16

26 B 継
続

拡
大

第
３
 

文
化
・
学
習

95-5

１
住
民
自
治
・
生
涯
学
習

(

2

)

住
民
自
治
活
動
の
推
進
と
地
域
リ
ー

ダ
ー

の
育
成

有

2
市
民
と
行
政
の
協
働
と
連
携

継
続

地域の多
様な主体が
協働して、
地域課題
の解決に向
けて取り組
む新しい公
共の視点に
よる主体的
な住民自治
活動の機
運の醸成
や支援を行
うとともに，
職員の資
質向上にも
取り組む必
要がある。

継
続

・自立した活
発な取り組み
を行う自治連
合会を行政の
責務として支
援を継続する
必要がある。

5

・協働の
まちづく
りの原則
に基づ
いてい
る。

5

・協働の
まちづく
りの原則
に基づ
いてい
る。

4

・自主組
織自体

5

・協働の
まちづく
りの原則
に基づ
いてい
る。

4

・住民自治
組織の自立
のために自
主組織と行
政が連携
し，引き続き
行政がサ
ポートする
ことで住民
自治組織の
自主的活動
が推進し
た。

3

・行政のサ
ポートが継
続する中
で，自治連
合会職員
の意識改
革の進展
により更に
自治活動
が推進し
た。

・自主防災組織
が全12地区で組
織され，各地区
ではその活動の
さらなる推進に
取り組んでいる。
また地域イベント
や町全体の行事
など自主的な活
動が行われるよ
うになってきた。

14,474

・
市
民

（
作
木
自
治
連
合
会

）

・自治連合会の
意識改革により
自主運営を促進
する。

・自立した協働
のまちづくりを実
現するため，自
治連合会と定期
的な協議や研修
の開催により，
自治連合会の意
識改革を更に推
進し，自分たち
の地域は自分た
ちで守るという住
民自治組織を作
り上げる。

自立した協働のまちづくりの
ため，住民自治組織体制の
確立，地域相互の連携を推
進するとともに，観光交流事
業やリサイクル事業の展開
を行う。また地域の農産業
の推進のため担い手の確保
や，安心安全なまちづくりの
ため，さらに自主防災の組
織づくりを展開する。

〔新しい公共（市民との協
働）〕

・自治連合会の支援体制
（後継者の育成，課題解決
のための情報提供９・自治
連合会の自主独立への意
識の変革

作
木
支
所

住民自
治活動
の推進
（まち
づくり
サポー
トセン
ター）

18

26 B 継
続

拡
大

第
３
 

文
化
・
学
習

95-4

１
住
民
自
治
・
生
涯
学
習

(

2

)

住
民
自
治
活
動
の
推
進
と
地
域
リ
ー

ダ
ー

の
育
成

有

2
市
民
と
行
政
の
協
働
と
連
携

継
続

地域の多
様な主体が
協働して、
地域課題
の解決に向
けて取り組
む新しい公
共の視点に
よる主体的
な住民自治
活動の機
運の醸成
や支援を行
うとともに，
職員の資
質向上にも
取り組む必
要がある。

継
続

　住民が主役
となり，自らの
地域課題は自
らの地域で取
り組む地域力
を回復させる
とともに，住民
が積極的に活
動し新たな「ふ
のまちづくりビ
ジョン」の実現
にむけて，支
所は支援する
必要がある。
地域リーダー
の育成，地域
コーディネー
ターの育成，
組織間の協力
体制の充実を
促進しなけれ
ばならない。

4

　今後、
住民主
体の自
治活動
を展開し
ていくた
めにも、
情報提
供などに
おいて信
頼性の
高い支
援が期
待されて
いる。

3

　住民の
自治活
動への
参加促
進、まち
づくりの
推進に
ついて
行政の
中立公
正な支
援が期
待されて
いる。5

　地域イ
ベントの
支援は
ボラン
ティアと
して対応
している
ので，実
支出は
ない。

4

　自治活
動が住
民主体
型に移
行する
段階に
おいて
は，行政
の関与
は必要
である。
住民自
治組織
をはじめ
公共性
の高い
民間団
体等の
活動が
軌道に
乗った段
階では，
行政の
関与を
縮小す
る余地
があると
考える

4

　住民自治
組織が主体
的に事業実
施できるよ
うに支援を
行っており，
継続事業に
おいては地
域の実態を
反映した創
意も見られ
る。
また，行政
との連携の
もと新たな
事業展開に
も積極的な
姿勢がみら
れる。

4

　まちづくり
連合会とし
て、各住民
自治組織と
の位置関
係が定着
し，連携が
図れるよう
になってき
た。

町民の意識に共
助の精神が定着
しつつある。

3,619

住
民
自
治
組
織
及
び
管
内
市
民
一
般

・まちづくりに関
係する各種情報
提供
・布野町まちづく
り連合会主催事
業への支援及び
サポート
・「ふのまちづくり
ビジョン」の見直
し作業への支援

住民自治活動が
活性化し，市民
個々が自らの地
域は自らで創る
という自覚を持
ち，地域に誇り
が持てるような
地域を構築す
る。

　市民と行政の協働によるま
ちづくりを展開していくため
に，まちづくりサポートセン
ターを本庁及び各支所に設
置し，市民の自治活動及び
学習活動を支援する。
　布野支所においては，平
成17年に策定した「ふのまち
づくりビジョン」に基づき，布
野まちづくり連合会と密接な
連携のもとに情報を共有し
ながら活動を展開してきたと
ころだが，平成22年に「ふの
まちづくりビジョン」の見直し
に着手し，現在は修正・追加
の項目について検討を重ね
ているところである。

・今以上に地域連帯意識を
強化し、次世代を担うリー
ダー育成を図り，布野町の
特色を生かした活力あるま
ちづくりを目指す。

布
野
支
所

住民自
治活動
の推進
（まち
づくり
サポー
トセン
ター）

16

第
３
 

文
化
・
学
習

95-3

１
住
民
自
治
・
生
涯
学
習

(

2

)

住
民
自
治
活
動
の
推
進
と
地
域
リ
ー

ダ
ー

の
育
成

24 B 継
続

拡
大
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平成２４年度行政評価　事務事業評価一覧（２次評価結果）

※　各評価項目は，１～５の５段階で評価 ※　ランク：A:27～30　　B:22～26　　C:17～21　　D:12～16　　E:6～11

単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明
単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

施
策
番
号

拡大・縮小 改善の必要性H23年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

所
管

拡大・縮小 改善の必要性

分

野

大

項

目

開

始

年

度

中

項

目

定量分析

成果指標
活動指標 
単位あたり

コスト

手段の適切さ

事務
事業名

事業概要
今後の課題

（ミッションの達成との関
連）

合
計
点

目的 前年度の対応

１次 総合評価事務
事業
の対
象者
等

手段
ラ
ン
ク

H2
2年
度
評
価

活動指標

２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

H2
3年
度
評
価

市の役割 必要性

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

住民自治
組織等と
の連絡調
整

70 70 60

概ね事務は
移行した。三
和町のまち
づくりの方向
の検討や情
報共有など
を引き続き
行う。

H
2
2

83,057  
まちづくり
ネット
ワーク

組織 1 1 1
引き続き活
動中

H
2
3

82,714  
自主防災
組織

組織 5

自治会単位
での設立数
【行財政改
革の目標数
と一致】

H
2
4

60,567  

自治活動
支援

126 140 140

自治組織連
合会及び各
地区振興協
議会の事
業・相談支
援回数（自
主防災活動
支援等）

H
2
2

46,143  参加者数 人 2,200 2,200 2,500

振興協議会
連合会，振
興協議会が
主体と

協議 12 14 14
振興協議会
連合会との
協議回数

H
2
3

41,357  
なって行うイ
ベント入込客
数

活動支援 12
若者のまち
づくり活動支
援回数

H
2
4

41,531  

市民ひと
りあたり
の貸出冊
数

冊 4 5 5

総貸出冊数
を人口で
割った数。コ
ストは年々
減少傾向に
ある。

H
2
2

5,018,644 貸出冊数 冊 239,505 266,515 297,650

平成24年度
は6月以降
貸出冊数を5
冊から10冊
に増冊して
いる

購入冊数 冊 11,205 11,649 12,000

年間の図書
購入数。コス
トは書籍の
単価により
変化する。

H
2
3

4,466,379

H
2
4

3,970,651

検討委員
会回数 回 4 4 2

スポーツ・文
化振興事業
検討委員会
の開催回数

H
2
2

4,625,500
補助金交
付事業数 件 14 15 15

候補事業
協議・ヒ
アリング
回数

回 30 30 20

事業計画に
ついてス
ポーツ・文化
団体との協
議・提案事
業のヒヤリン
グ

H
2
3

5,285,500

H
2
4

10,120,800

事
業
規
模

有

6
成
果
の
向
上

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

7
コ
ス
ト
の
削
減

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

2
市
民
と
行
政
の
協
働
と
連
携

有

2
市
民
と
行
政
の
協
働
と
連
携

22 B 継
続

継
続

有

6
成
果
の
向
上

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

縮
小

質の高いス
ポーツ・文
化事業に参
加・鑑賞す
る機会を創
出すること
は必要であ
るが，「夢
のある企画
の実現」と
いう基金設
立の趣旨に
沿った事業
となるよう，
今後の検
討が必要で
ある。

継
続

スポーツ・文
化みよし夢基
金の設置目的
である，ス
ポーツ・文化
の振興に係る
ソフト事業推
進のため，本
事業は今後も
継続していくこ
とが必要であ
る。市民への
周知をさらに
行う必要があ
る。

4

市民が
良質の
スポー
ツ・文化
事業に
参加・鑑
賞する
機会を
提供す
ること
は，心豊
かにうる
おいの
ある社
会生活
の実現
にとって
欠かせ
ないこと
である。
社会的
ニーズ
は高い。

4

夢のあ
るスポー
ツ・文化
事業を
実現でき
ることに
おいて市
民ニー
ズは高
い。

4

事業の
趣旨は，
これまで
アイディ
アはあっ
ても市民
の資金
不足で
実現でき
なかった
夢のある
企画（質
が高くて
多額の
経費を必
要とする
事業）を
実施する
ことであ
り，その
ためには
現行の
予算が
必要。

3

財源は
基金利
子を充て
ており，
市民と行
政の協
働として
検討委
員会を
設置して
おり市の
関与は
必要で
ある。4

市民と行政
が協働で事
業を創造す
ることにつ
いては両者
による検討
委員会を設
置して事業
選考を行っ
ている。
市民が主体
的に事業企
画と運営が
できるよう，
補助金交付
及び支援を
行ってい
る。

3

魅力的で
夢があふ
れる事業
が実施でき
るよう取り
組みを進
めている
が，この制
度について
もっと市民
に周知する
必要があ
る。

スポーツ・文化
みよし夢基金の
設置目的であ
る，スポーツ・文
化の振興に係る
ソフト事業推進
のため，本事業
は今後も拡大・
継続していくこと
が必要である。
市民への周知を
さらに行う必要
がある。

21,142
市
民

検討委員会で申
請者から提出さ
れる事業計画
書・予算書等に
よる審査を行
い，補助の適否
を決定する。

この制度を有効
に活用して，文
化・スポーツ事
業の振興につな
げてほしい。

スポーツ・文化みよし夢基金
の運用益金を財源として，市
民のスポーツ・文化活動及
び交流を促進するとともに，
魅力あるスポーツ・文化の創
造及び振興を図るため，対
象事業に補助金を交付し、
支援を行う。
  事業の選定については，
市全域あるいは，市外から
の誘客にも効果がある事業
を積極的に支援することとし
て市民（関係団体代表及び
公募委員）と行政で構成する
三次市スポーツ・文化振興
事業検討委員会において選
考する。検討委員会は候補
事業の検討を行い，選考結
果について市へ提言する。
市はこの提言に基き事業を
決定する。
　平成２２年度はスポーツ５
事業・文化１０事業で合計
16,445,690円の補助金を交
付した。
　平成２３年度はスポーツ７
事業・文化９事業で合計
19 103 343円の補助金を交

同じような内容の事業に対し
て，交付決定額が異なる
ケースがあり，補助金交付
要綱や細かい交付基準を策
定しなければならない。

社
会
教
育
課

魅力あ
るみよ
し文
化・ス
ポーツ
振興事
業（基
金事
業）
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第
３
 

文
化
・
学
習

97

２
 

芸
術
・
文
化

(

3

)

み
よ
し
文
化
の
発
信
と
国
際
交
流
の
推
進

有

6
成
果
の
向
上

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

継
続

市民の文
化水準の
基盤的施
設である図
書館におけ
る蔵書整備
は欠かせな
いものであ
る。コスト意
識を持ちな
がら計画的
に整備を行
う。継

続

来館者数・貸
出冊数ともに
年々増加し，
図書館に対す
る市民ニーズ
は高いと考え
られる。図書
館の役割とし
て，社会情勢
に呼応した新
しい情報や知
識の提供は不
可欠である。
専門性の追求
もまた図書館
の任務であ
る。このため，
専門者から趣
味や娯楽にい
たる蔵書の充
実は，今後も
欠かせないも
のと判断した。

5

さまざま
な分野
の資料・
蔵書等
を無料で
市民に
提供す
る機関
はほか
にはな
く，社会
的ニー
ズは高
い。 5

来館者
数・貸出
冊数とも
に年々
増加して
いること
から，市
民の
ニーズも
高いと考
えられ
る。

3

８図書館
の蔵書を
相互に
活用し合
い，でき
るだけ同
じ蔵書は
購入しな
いよう努
める。ま
たより多
くの方に
活用して
いただけ
るよう工
夫するこ
とが必
要。

2

選書に
ついて
は，選書
基準に
のっと
り，８図
書館の
職員（指
定管理
者）が，
社会情
勢や各
館のバ
ランス，
あるいは
市民のリ
クエスト
を勘案し
行ってい
るため，
市が直
接関与
すること
は少な
い。

5

蔵書の充実
は図書館の
命であり，
市民は常に
新しい情報
や知識を求
めている。
市民の知的
活動を支え
る拠点とし
て，公立図
書館の機能
を果たす必
要がある。 3

価値観や
趣味の多
様化により
図書館に
対する要望
は多様化し
ている。専
門性を求
める方もあ
れば，娯楽
を重視する
方も多い。
８図書館の
蔵書を相
互に活用
し，効率の
よい蔵書構
成とする必
要がある。

引き続き，事業
を実施するもの
とする。

20,724
市
民

・図書の購入  ・
寄贈の受け入れ
・購入希望のリク
エストの受容　・
時代にそぐわな
い書籍等の除籍

市民が必要とす
る教養・調査研
究・趣味娯楽等
の情報を提供す
ることによる，生
涯学習の充実・
市民生活や文化
水準の向上を期
する。

図書館は，市民が生活する
うえで必要な情報を提供し，
知る機会を保障することが
必要であると考える。このこ
とから，蔵書整備について
は，時代の要請や社会情勢
をとらえ，より新しい情報，よ
り役に立つ情報を提供でき
るよう，また一方では，郷土
資料など，市民の知的財産
の保存を行うよう量的にも内
容的にも充実を図る必要が
ある。また，各館の容量を勘
案しながら，新刊本の補充，
時代に適応しない書籍や雑
誌などの入れ替えは随時行
う。

〔新しい公共（市民との協
働）〕
読み聞かせボランティアとの
連携など，図書館をより活用
してもらうよう利用促進を
図っている。

三良坂図書館のリニューア
ルと新規登録者の開拓
図書館を活用したイベントや
移動図書館などを行い，新
たな利用者の獲得を図る。
広域（市外）貸出の検討。

社
会
教
育
課

市立図
書館蔵
書整備
事業

16
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文
化
・
学
習

96

１
住
民
自
治
・
生
涯
学
習

(

3

)

生
涯
学
習
の
充
実

有

2
市
民
と
行
政
の
協
働
と
連
携

継
続

地域の多
様な主体が
協働して、
地域課題
の解決に向
けて取り組
む新しい公
共の視点に
よる主体的
な住民自治
活動の機
運の醸成
や支援を行
うとともに，
職員の資
質向上にも
取り組む必
要がある。

継
続

住民自治組織
の推進・特色
あるまちづく
り・地域リー
ダーの育成等
を図っていくた
めには，町づく
りサポートセン
ターの機能充
実や職員がま
ちづくり活動に
積極的に参画
し，若者等と
相互に情報交
換を行うこと
で，若者の主
体的なまちづ
くり活動が行
われている。

5

生活優
先,安心・
安全な
まちづく
り，若者
元気な
まちづく
りを推進
していく
ために
は,協働
のまちづ
くりに対
する社
会的
ニーズ
は非常
に高い。

4

地域課
題の解
決に向
けた相
談や特
色あるま
ちづくり
を推進し
ていくた
めの事
業推進
に対する
市民
ニーズ
は高い。

5

サポート
センター
運営経
費は,職
員の人
件費の
みで,人
件費の
削減は
困難であ
る。

3

サポート
センター
として
は，直接
経費は
必要な
いが支
所から
の行政
情報の
提供,ま
ちづくり
事業等
をサポー
トする体
制は今
後とも必
要。

4

住民自治組
織の事業相
談,住民自
治活動の推
進のための
情報提供や
イベントへ
の支援等
行った。

4

まちづくり
や自治活
動に多くの
方が参加
できる体制
づくりを工
夫すること
により，成
果は向上
する。

甲奴町振興協議
会連合会，5地
区の振興協議会
連合会と協働し
て，住民意見・
ニーズの把握に
努めるとともに，
各種情報の提供
を行っている。

5,790

市
民
，
住
民
活
動
組
織

まちづくりに関す
る情報提供・相
談。
振興協議会連合
会主催事業への
支援。
振興協議会連合
会の会議等に出
席し，情報提供・
交換。

・市民一人ひとり
が地域との関わ
りを深めて，主体
的・積極的にま
ちづくりに取り組
む。
・甲奴町の特色
を活かしながら，
安心・安全なまち
づくり及び元気な
まちづくりを進め
る。

より多くの市民が地域のまち
づくり活動に積極的に参画
し，市民と行政による協働の
まちづくりを展開していくた
め，市民によるまちづくり活
動を支援する。支所では，三
次まちづくりサポートセン
ターと連携を図り，支所単位
のまちづくりを支援する。自
治活動及び学習活動への支
援機能として，①情報ステー
ション機能②交流サロン機
能③コーディネイト機能④生
涯学習振興機能を位置づけ
ている。

〔新しい公共（市民との協
働）〕
市民，自治組織，NPO等の
自発的，主体的な参画に
よって行われる自立的活動
を間接的に後押しすることを
基本とし，地域の諸課題に
多様な担い手と連携して解
決にあたる。支所では，「新
しい公共」がめざす社会を実
現するために，各種情報提
供 まちづくり相談 多様な

・自主防災組織の構築，尾
道松江線の開通に向けた
「主要幹線の道路網整備・
地域活性化施策」について
大きな課題があるが，振興
協議会連合会と協働して住
民説明会や委員会等を設置
し，生活優先のまちづくりを
進めていく。また，将来の地
域づくりの担い手である若者
のまちづくり活動への参加を
促し，積極的に活動の支援
を行っていく。

甲
奴
支
所

住民自
治活動
の推進
（まち
づくり
サポー
トセン
ター）

16

23 B 継
続

第
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文
化
・
学
習

95-8

１
住
民
自
治
・
生
涯
学
習

(

2

)

住
民
自
治
活
動
の
推
進
と
地
域
リ
ー

ダ
ー

の
育
成

有

2
市
民
と
行
政
の
協
働
と
連
携

継
続

地域の多
様な主体が
協働して、
地域課題
の解決に向
けて取り組
む新しい公
共の視点に
よる主体的
な住民自治
活動の機
運の醸成
や支援を行
うとともに，
職員の資
質向上にも
取り組む必
要がある。

継
続

　支所のまち
づくりサポート
センターとして
の機能は当面
必要と考え
る。その機能
を果たす際
「みわ地域ま
ちづくりビジョ
ン推進計画」
の進捗状況を
一つの推進指
標とする。当
面全町の自主
防災組織の設
立に向け協働
作業を行う。
＝③継続

3

　様々な
課題に
対し，個
人・各種
団体，関
係機関
はその
特徴や
強みを
発揮し問
題解決
を図る
が，より
効果的
に成果
を出すた
めには，
連携や
コーディ
ネイトは
不可欠
である。
調整役と
してのま
ちづくり
サポート
センター
のニー

3

　関わり
の度合
いは
徐々に
減ること
が好まし
いが，支
え合う仕
組みづく
り等当面
支援は
必要と考
えられ
る。3

　住民自
治活動
が成熟
すれば，
市の関
与は減
り，コスト
は削減さ
れる。

2

　新しい
公共の
視点で
住民意
識が高
揚すれ
ば市の
関与は
漸減す
る。しか
し情報提
供や各
機関との
調整機
能など市
の関与
は将来
的にも必
要と考え
る。

4

　昨年度作
成された
「みわ地域
まちづくりビ
ジョン推進
計画」を具
現化するた
め，また，特
に当面する
暮らしにか
かわる課題
である「自
主防災組織
設立」に，ま
ちづくりサ
ポートセン
ターの支援
は重要と考
える。

2

　まちづくり
サポートセ
ンターとし
て住民の
主体性をよ
り推進し，
新しい公共
の仕組み
を定着させ
る必要があ
り，実施の
改善により
効果を向
上させる余
地は大き
い。

　三和町自治連
合との連携が強
まる中，地域住
民のみわ・ふるさ
と元気祭りなど
の各行事（企画・
運営）に対する
積極性が向上し
た。

5,790
市
民

これから取り組
もうとする事業，
特に今年度は自
主防災組織設立
について，上記５
項目のまちづくり
サポートセンター
の機能を発揮す
る。

みわ地域のまち
づくりについて，
自らが考え行動
する市民。

　「健康で安心して暮らせる
町」をテーマに協働のまちづ
くりを推進する。その際，自
らの地域は自らが創るという
「新しい公共」の視点を全面
に打ち出す。特に今年度は
住民自治組織と共同で地域
懇談会を開催し，住民主体
の自主防災組織の設立支
援を行う。
住民の自治活動推進のため
にサポートセンターとして次
の機能を発揮する。
①情報収集・発信・集約等
情報ステーションとしての機
能
②情報交換・人間関係の円
滑化等交流サロンとしての
機能
③相談・研修機能
④地域内や各機関との調
整・コーデネィト機能
⑤生涯学習振興・支援機能

　暮らしを向上させ，地域を
盛り上げようという意識は向
上している部分もあるが，よ
り継続性を図るため「担い手
の育成」や「全体化」を図る
必要がある。昨年度住民自
らが作成した「みわ地域まち
づくりビジョン推進計画」を具
現化する過程をとおし，「住
民自治の盛り上がり」「担い
手育成」「全体の参加」を支
援する。

三
和
支
所

住民自
治活動
の推進
（まち
づくり
サポー
トセン
ター）
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文
化
・
学
習

95-7

１
住
民
自
治
・
生
涯
学
習

(

2

)

住
民
自
治
活
動
の
推
進
と
地
域
リ
ー

ダ
ー

の
育
成

17 C 継
続

拡
大
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単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明
単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

施
策
番
号

拡大・縮小 改善の必要性H23年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

所
管

拡大・縮小 改善の必要性

分

野

大

項

目

開

始

年

度

中

項

目

定量分析

成果指標
活動指標 
単位あたり

コスト

手段の適切さ

事務
事業名

事業概要
今後の課題

（ミッションの達成との関
連）

合
計
点

目的 前年度の対応

１次 総合評価事務
事業
の対
象者
等

手段
ラ
ン
ク

H2
2年
度
評
価

活動指標

２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

H2
3年
度
評
価

市の役割 必要性

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

イベント
実施回数 回 12 12 10

各施設で企
画・実施され
るイベントの
回数

H
2
2

595,833  
イベント
参加者数 件

自主財源
額

千円 6,803 5,036 6,612

イベント実施
に当たって，
入場料等の
自主財源額

H
2
3

611,917  

H
2
4

714,960  

（財）三次
国際交流
協会事業
数

件 9 9 14

（財）三次国
際交流協会
の主要事業
数

H
2
2

846,333  
外国人生
活相談 件 34 28 30

在住外国人
の相談者数

H
2
3

997,111  
国際交流
訪問及び
受入

人 61 78 75

国際交流訪
問団の受入
及び派遣人
数

H
2
4

1,160,600  

広報みよ
し掲載回
数

回 1 8 10

市民に市民
ホール建設
についての
関心を高め
てもらい，施
設完成後は
積極的に利
用しようとす
る市民を増
やすようにす

H
2
2

10,864,000
住民対象
説明会出
席人数

人 168 200

地権者，周
辺住民，全
市民対象の
説明会

講演会，
説明会，
WSの開
催

回 1 13 10

市民に市民
ホール建設
についての
関心を高め
てもらい，施
設完成後は
積極的に利
用しようとす
る市民を増
やすようにす

H
2
3

7,039,125
講演会の
参加者 人 120

平成24年度
は用地取得
及び建築工
事で，講演
会は実施し
ない。

H
2
4

83,121,500
ワーク
ショップ
の参加者

人 114 100

管理運営計
画策定に向
けた市民
ワークショッ
プ

開催箇所
数

12 12 10
平和絵手紙
（パネル）展

H
2
2

407,583
催事来場
者 人 750 650 600

平和のつど
い　平和映
画会

H
2
3

402,417
寄せられ
た折り鶴 羽 43,181 44,871 40,000

H
2
4

464,752

寄せられ
た平和
メッセー
ジ

枚 900 900 800

有

1
積
極
的
な
情
報
公
開
と
市
民
と
の
情
報
共
有

有

2
市
民
と
行
政
の
協
働
と
連
携

予
算
額

有

2
市
民
と
行
政
の
協
働
と
連
携

有

1
6
受
益
と
負
担
の
適
正
化

22 B 継
続

継
続

有

2
市
民
と
行
政
の
協
働
と
連
携

継
続

平和推進
活動が形
骸化しない
ように，戦
争や平和に
ついて一人
ひとりが考
える機会を
作るため，
平和推進
事業につい
て広く情報
公開してい
く必要があ
る。

継
続

平和は人類す
べての願いで
あり恒久平和
の願いを次世
代に継承し、
核兵器のない
平和な国際社
会の実現に向
け取り組みを
地道に継続し
ていく必要が
ある。

3

世界初
の被爆
県とし
て，次世
代への
継承と平
和の創
造への
ニーズ
は高い。

3

平和へ
の願い
は，永遠
のもので
あり，今
後も市
民に平
和意識
の高揚
を図るた
め必要
なもので
ある。

4

「平和の
つどい」
などイベ
ントは，
内容に
よって大
きく経費
が異な
る。現在
の平和コ
ンサート
を中心と
したイベ
ントとし
ては，
アーティ
ストに高
額な出
演料を出
しておら
ず，大き
くコストを
削減する
部分は
無い。

5

平和の
推進に
ついて
は，イデ
オロギー
を異にす
る平和
運動に
より左右
されない
よう，平
和行政
の基本
理念に
沿って地
道な取り
組みを
推進し次
世代へ
の継承
を図って
いく必要
がある。

4

全市的な平
和メッセー
ジ・平和絵
手紙の募集
や折鶴プロ
ジェクトなど
により市民
参加も行わ
れている。
平和のつど
いには市民
も出演して
いる。

3

引き続き創
意工夫によ
り，より市
民が参加し
やすくする
事業手法と
啓発の効
果を高める
ことが必
要。

市民の多様な力
の活用を図るた
め、小中学生か
らの平和メッセー
ジ・折鶴の募集
を行ない，平和
非核都市宣言の
朗読などに参
加。折り鶴を自
治組織にも依頼
し輪を広げる。平
和のつどいに
は、市内のコー
ラスグループに
も出演。

4,829
市
民

平和を考える機
会の提供として，
平和のつどい
や・折鶴プロジェ
クト等の開催。慰
霊としてサイレン
吹鳴・平和の鐘
一斉放送の実施
等により，市民
の平和意識の高
揚を図る。

市民一人ひとり
が平和の尊さに
ついて考え，次
世代への平和の
継承を図ってい
く。

被爆者や戦争体験者の高
齢化に伴い，原爆と戦争の
記憶は次第に風化し，忘れ
られようとしている。
恒久平和の承継と創造をす
ることが重要な課題となって
おり，『三次市平和非核都市
宣言』を基調に平和祈念事
業による国内・国外への平
和の発信を行います。
○平和のつどい　MIYOSHI
２０１２
○平和折鶴プロジェクト
○ヒロシマ・ナガサキ被爆ポ
スター展
○三次市平和非核都市宣
言のアピール
○８月６日，８月９日平和へ
の祈りの呼びかけ(サイレ
ン，平和の鐘の一斉放送）な
ど
〔新しい公共（市民との協
働）〕
「平和のつどい」において
は，実行委員会での開催と
して各団体からの参画での
開催とした。灯篭・折り鶴の
募集を通じて市民参加によ

市民の関心を高めるため，
より多くの市民が参加できる
事業を創出する。

地
域
振
興
課

平和推
進事業
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文
化
・
学
習

101

３
平
和
・
人
権
・
男
女
共
同
参
画

(

1

)

平
和
の
継
承
と
創
造

有

2
市
民
と
行
政
の
協
働
と
連
携

継
続

市民ホール
建設は，市
民ニーズの
非常に高い
事業のた
め，市民の
意見や情
報公開は
非常に重要
である。
ワークショッ
プや講演会
など市民の
意見を吸い
上げる工夫
をしている
が，完成ま
でその機会
を確保し，
その過程な
どの情報公
開を積極的
に行うこと
で，市民の
理解がより
深まる努力
を行う。

継
続

市施策の中で
も最も注目さ
れている事業
の一つであ
り，市民の意
見を十分に反
映し，市民の
ための施設づ
くりに心掛けて
いる。
また，今年度
は管理運営計
画策定に向け
た市民ワーク
ショップに取り
組んでおり，
施設整備後，
施設の利活用
に市民が積極
的に関わるた
めに，新しい
公共の観点を
踏まえなが
ら，引き続き
市民意見の収
集と事業啓発
を行う。

5

三次市
文化会
館が老
朽化し，
法律上，
現地に
建て替
えができ
ないこと
と，芸術
文化の
拠点施
設とし
て，また
集会や
講演会
など多目
的な利
用が可
能な施
設とし
て，多方
面から
のニー
ズが高
い。

5

文化活
動を行っ
ている市
民ニー
ズは極
めて高
く，他の
市民も
多目的
な利用を
求めて
いる。
来館者
用駐車
場と一体
となった
施設の
要望が
高い。
また避
難施設と
しての使
用も見
込まれ
ており，
周辺住
民の期
待も高

4

事業に
係るほと
んどの業
務を業務
委託して
いる。

5

市が整
備しなけ
れば実
施できな
い。

5

市民ホール
建設の目的
を明確にし
て事業を進
めている。

5

建物の係
る経費を30
億円と枠を
決めてお
り，単位面
積当たりの
事業費から
考えて削減
余地はな
い。

継続－要改善区
分（4 市民の多
様な力の活用）
基本計画策定の
際，市民ワーク
ショップを実施し
市民意見を積極
的に取り入れ
た。市広報紙で
の進捗状況を情
報提供し，著名
人を招いた啓発
講演会，地権者
向けの説明会，
全市民向けの建
設説明会等、情
報提供と市民意
見の収集ができ
る場面づくりを
行った。
事業が具体化す
るほど，説明会
等の参加者も増
え，市民の関心
が高まっている。

56,313
市
民

ワークショップや
講演会等を数多
く開催し，市民の
意見や要望をで
きるだけ吸い上
げるようにする。
新しい公共の観
点から，市民が
施設の運営に関
わる体制づくりを
めざす。

市民が利用しや
すい施設，魅力
があり，誇りの持
てる施設にす
る。三次独自の
芸術文化を創造
し，市内外に発
信する。芸術文
化を通じて交流
人口（国際交流
も含めて）の拡
大を図る。

老朽化して耐震性にも問題
がある三次市文化会館の代
替施設として，また，ますま
す多様化・高度化する市民
の芸術文化活動に柔軟かつ
的確に対応できる施設とし
て，さらには市民交流や文
化情報発信など，新たな機
能を持つ文化拠点施設とし
て，（仮称）三次市民ホール
を建設する。
三次町願万地地区（県道和
知三次線と都市計画道路上
原願万地線との合流部西
側，約14,000㎡）に建設す
る。

〔新しい公共（市民との協
働）〕
施設整備後，施設の利活用
に市民が積極的に関わるた
めの啓発を行う。

・平成24年度中に県の事業
認定を受け，用地取得する。
・全市民向け，関係者向けな
ど市民との対話，意見交換
を行い，市民の意見や要望
を実施設計に盛り込む。

企
画
調
整
課

市民
ホール
建設事
業

22
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第
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文
化
・
学
習

100

２
 

芸
術
・
文
化

(

3

)

み
よ
し
文
化
の
発
信
と
国
際
交
流
の
推
進

有

7
コ
ス
ト
の
削
減

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

縮
小

国際感覚
豊かな人材
育成を図る
面から重要
な事業であ
るが，新し
い公共の視
点から民間
活力を導入
し，事業費
削減を前提
に新しい取
り組みを模
索すべきで
ある。

縮
小

事業継続する
必要はある
が，友好都
市・姉妹都市
への中学生の
派遣・受入事
業に関係する
補助金の交付
等について
は，内容を精
査し，削減す
る必要がある
のではない
か。

予
算
額

3

多文化
共生社
会のな
かでは，
市内各
国際交
流団体
の中心と
なるべき
国際交
流協会
の必要
性は高
い。 3

国際交
流・協力
に対し興
味・関心
が高く
なってい
る。

3

市から協
会への
補助金
は民間
の各国
際交流
協会の
海外派
遣・受入
事業に
対しての
みであ
り，（財）
三次国
際交流
協会の
主体事
業・事務
費はす
べて自
主財源
で運営し
ている。
補助金
について
は見直し
の必要
あり

2

現状で
は公益
法人で
あるため
協会の
事業規
模・財産
規模を
考慮す
ると，行
政を中
心として
事業展
開した方
が充実し
た活動
が期待
できる。
しかし，
今後一
般財団
法人へ
の移行
する際に
は，協会
の事業
内容の
見直しと

4

三次市の国
際交流に関
する事業
は，（財）三
次国際交流
協会を通し
て事業実施
しており，今
後も国際理
解推進のた
めに力を入
れる必要が
ある。

3

民間交流
団体が活
発に活動
できるよう
協力する必
要がある
が，助成金
の交付や
主体事業
の内容を
見直す必
要がある。

新しい公共の視
点から民間活力
を導入し，事業
費削減を前提に
新しい取り組み
を模索する。

8,974

在
住
外
国
人
を
含
む
三
次
市
民
，
三
次
市
を
訪
問
す
る
外
国

人
，
市
内
民
間
国
際
交
流
団
体

（１）在住外国人
のための生活相
談・日本語教室
（２）賛助会員の
募集（３）国際交
流・協力ボラン
ティアの募集（４）
スピーチ交流会
開催（５）国際交
流・協力事業報
告会（６）友好・
姉妹都市からの
海外訪問団受入
（７）外国人訪問
者の受入（８）各
国際交流団体へ
の助成金交付
（９）協会ホーム
ページの更新（１
０）一般財団法
人への移行事務

①外国人との交
流及び国際理解
②外国人が住み
やすく訪問しや
すいまちづくり③
協会の活動拡大
と強化④国際交
流団体支援⑤友
好・姉妹都市交
流推進

国際交流事業の推進及び交
流都市との都市連携に向け
た取り組み。
三次市における国際化の推
進に適切に対処するととも
に，在住外国人と地域住民
との親善交流及び市民レベ
ルでの国際交流・国際協力
を積極的に推進する。

①市民の国際意欲の高揚・
国際交流の推進,②在住外
国人が住みやすいまちづくり
の形成,③民間国際交流団
体の活動支援と団体強化,
④国際理解，協力に向けた
人材の育成

一般財団法人への移行事
務を行い，スピーチ交流会
等，市民の国際意識向上に
関わる事業の拡大を目指
す。
助成金交付事業については
見直しを行う。

秘
書
広
報
課

国際交
流推進
事業
（財団
法人三
次国際
交流協
会）

2
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続

第
３
 

文
化
・
学
習

99

２
 

芸
術
・
文
化

(

3

)

み
よ
し
文
化
の
発
信
と
国
際
交
流
の
推
進

有

1
6
受
益
と
負
担
の
適
正
化

継
続

地域文化
の発展，継
承に寄与す
る事業であ
り，継続し
ていく必要
がある。今
後は「新し
い公共」の
視点によ
り，自主財
源を増やし
ていくような
取組も進め
ていく必要
がある。

継
続

地域文化を継
続・発展させる
ために必要な
支援補助事業
であり，本事
業は今後も継
続していくこと
が必要であ
る。

4

地域の
文化を
継承・発
展させる
ことは，
心豊か
にうるお
いのある
社会生
活の実
現にとっ
て欠か
せないこ
とであ
る。社会
的ニー
ズは高
い。

4

魅力あ
る文化
事業を
実施でき
るため，
市民
ニーズ
は高い。

4

事業の
実施に
当たっ
て，自主
財源と補
助金を有
効に利
用する努
力が払
われてお
り，コスト
の削減
余地は
少ない。 5

事業の
実施自
体には
市は関
与してい
ない。補
助内容
が妥当
かどうか
について
は市が
判断を
行う必要
がある。
市の各
事業に
対する
関与は
妥当と考
える。

4

地域文化の
振興を図る
という目的
に合致して
いる。

3

地域住民
が地域文
化の振興
のため，よ
り一層尽力
し，経済的
な負担を増
やす余地
がある。

7,343

文
化
施
設
を
管
理
・
運
営
す
る
者

事業実施者から
提出される事業
計画書・予算書
等により，教育
委員会で審査を
行い，補助の適
否を決定する。

各地域の文化振
興を図り，市全
体の文化水準を
高めていく。

　市内各地域の文化的な歴
史や伝統を踏まえて，文化
施設・資源を利用して，地域
が自主的・主体的に行う文
化振興事業に対し，補助金
を交付している。地域住民の
負担金やチケット収入等も
合わせて，魅力的な文化的
イベントを実施する。
　平成21年度と22年度は，
各年度で「みわ文化セン
ター」「ジミー・カーターシビッ
クセンター」「文化センターさ
くぎ」「辻八幡神社神殿入保
存会」の4施設（団体）に対し
計5,696千円の補助金を交
付した。
　平成23年度は，上記4施設
に「中村憲吉記念文芸館」を
加え，5施設（団体）に対して
計5,896千円の補助金を交
付した。

【「新しい公共（市民との協
働）」の視点】
　地域の自主的・主体的な
取組みに補助するものであ
り 「協働」の視点を取り入

各地域の文化事業を，地域
自ら支えていくという意識を
醸成し，イベント実施に当
たっては地域の負担金や入
場料を増やしていくことを検
討しなければならない。

社
会
教
育
課

文化振
興活動
支援補
助事業
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文
化
・
学
習

98

２
 

芸
術
・
文
化

(

3

)

み
よ
し
文
化
の
発
信
と
国
際
交
流
の
推
進
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平成２４年度行政評価　事務事業評価一覧（２次評価結果）

※　各評価項目は，１～５の５段階で評価 ※　ランク：A:27～30　　B:22～26　　C:17～21　　D:12～16　　E:6～11

単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明
単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

施
策
番
号

拡大・縮小 改善の必要性H23年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

所
管

拡大・縮小 改善の必要性

分

野

大

項

目

開

始

年

度

中

項

目

定量分析

成果指標
活動指標 
単位あたり

コスト

手段の適切さ

事務
事業名

事業概要
今後の課題

（ミッションの達成との関
連）

合
計
点

目的 前年度の対応

１次 総合評価事務
事業
の対
象者
等

手段
ラ
ン
ク

H2
2年
度
評
価

活動指標

２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

H2
3年
度
評
価

市の役割 必要性

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

講演会・
講座 回 1 2 1

ひと・かがや
きフェスタ等

H
2
2

5,585,000  
フェスタ
参加者数 人 550 550 600

ひと・かがや
きフェスタ

日本語教
室開催数

コマ 521 510 510
授業のコマ
数

H
2
3

2,911,500  
日本語教
室参加者

延人 708 653 650
教室への参
加者数

ＰＴＡ人権
教育実施
校数

校 18 18 14
希望のある
学校で実施

H
2
4

5,694,000  

想定され
る相談回
数

回 144 144 144

毎月第１と
第３木曜日・
30分毎の６
枠
6枠×2回×
１２月＝１４４
回

H
2
2

7,271  相談件数 人 104 101 120

昨年，一昨
年と相談者
数は横ばい
だが，今年
度は６枠が
ほぼ埋まっ
ており，相談
件数は増え
ると思われ
る

H
2
3

7,257  

H
2
4

7,269  

開催箇所
数

4 4 5
講演会，セミ
ナーの開催
数

H
2
2

1,848,000 来場者数 207 260 280
講演会等へ
の来場数

H
2
3

1,737,000

H
2
4

1,515,688

補助金交
付決定通
知件数

件 60 65 70

補助金の有
効性を認識
して，申請件
数（交付決
定件数）が
増加すると
考える。

H
2
2

140,900
スポーツ
少年団登
録人員

人 1,000 1,020 1,050

この補助金
により，保護
者の負担が
軽減され，自
分の子ども
をスポーツ
少年団に登
録・活動させ
やすくなると
考える

H
2
3

130,062

H
2
4

120,766

有

1
0
効
果
の
検
証

（
行
政
評
価

）

有

1
0
効
果
の
検
証

（
行
政
評
価

）

有

4
内
容
の
改
善

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

4
内
容
の
改
善

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

26 B 有

1
0
効
果
の
検
証

（
行
政
評
価

）

継
続

補助要綱に
定める期間
については
継続する
が，事業効
果の検証
が必須であ
る。

継
続

補助対象団体
や対象経費の
見直し，さらに
は事業効果検
証が必要であ
るが，保護者
の負担軽減に
つながってい
るのは間違い
ないので，継
続するべきで
ある。

4

この事
業に対
する期
待や
ニーズ
は高い。

5

小中学
生ス
ポーツ少
年団等
保護者
のニー
ズは極
めて高
い。

4

改善の
余地は
あまりな
い。

5

補助内
容を公
平・公正
に決定し
ていく必
要があ
り，市
（教育委
員会）が
実施しな
ければ
ならな
い。

5

小中学生ス
ポーツクラ
ブ等部員の
体力づくり
及び保護者
の負担を軽
減するため
という目的
に適合して
いる。

3

補助対象
経費や補
助回数等，
見直しを
行ってより
効率的な
運用を行う
余地があ
る。

8,454

小
中
学
生
ス
ポ
ー

ツ
ク
ラ
ブ
等

（
部
員
・
保
護
者
等

）

①運営補助金：
対象経費の2分
の1（上限10万
円），②指導者
育成補助金：対
象経費の2分の1
（上限3万円），
③大会開催補助
金：対象経費の2
分の1（上限10万
円），④合宿補
助金：1人泊小中
学生500円，指
導者1,500円

補助金を出すこ
とにより，スポー
ツクラブ等に所
属する部員の体
力づくり，保護者
や指導者の小中
学生スポーツ振
興に対するやる
気を喚起する。

「スポーツのまち三次」をめ
ざし，市内の小中学生ス
ポーツクラブ等の運営等を
援助するための補助制度で
ある。
補助対象経費の2分の１を
補助することを基本とする。
（補助メニューにより上限や
補助対象経費が異なる。）

〔新しい公共（市民との協
働）〕
この補助制度を利用して，今
まで低調だったスポーツクラ
ブ等が活性化し，保護者や
指導者のやる気を喚起する
ことを目的とする。結果的
に，スポーツクラブに対する
ボランティアスタッフ等（新し
い公共の担い手）の増加・育
成につながる。

補助対象経費，補助対象団
体，補助の回数等につい
て，より効果的な運用ができ
るよう見直しを行う必要があ
る。

社
会
教
育
課

スポー
ツのま
ち三次
活動補
助事業
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第
３
 

文
化
・
学
習

105

４
ス
ポ
ー

ツ

(

2

)

子
ど
も
が
ス
ポ
ー

ツ
に
夢
を
も
て
る
環
境
づ
く
り

有

2
市
民
と
行
政
の
協
働
と
連
携

継
続

啓発活動
は継続的な
取組が必
要なもので
あるが，一
定期間を設
けて意識調
査をするな
どして効果
の検証を行
いながら，
新たな取組
を工夫す
る。

継
続

男女の人権が
尊重され，固
定的な性別役
割分担意識を
なくした男女
平等の社会を
実現していくた
めには，引き
続き，市民を
対象とした地
道な啓発活動
が必要であ
る。

5

男女共
同参画
社会の
実現は
女性に
とっても
男性に
とっても
生きや
すい社
会を作る
ことであ
り、男女
が社会
の様々
な分野
で参加，
活躍でき
る環境
の構築
について
緊急の
課題で
ある。

3

市民や
事業者
へ対して
の男女
共同参
画の必
要性が
まだ徹
底してい
ない面
がある。
特に男
性の多く
は、男女
共同参
画を女
性の問
題ととら
え自分
の問題と
してとら
えていな
い面が
あるが，
徐々に
市民の
理解と環
境の改

3

団体補
助金が
事業費
の３分の
２を占
め，補助
金カット
すればコ
スト削減
できる
が，男女
共同参
画を協働
して進め
ていくた
めにも必
要な経
費。

5

男女共
同参画
事業は，
推進条
例第４条
に掲げる
市の責
務に基
づき，積
極的に
推進して
いく必要
がある。

3

市民啓発の
ための講演
会やセミ
ナーを実施
している。課
題別の啓発
事業により
課題解決に
向けた啓発
内容とする
工夫が引き
続き必要。

3

講演会，セ
ミナーとも
具体的な
効果が得ら
れるような
啓発事業
を実施して
いく必要は
あるが、対
象者が限
定されるの
で参加者
は少ないと
の側面もあ
る。事業実
施は各種
団体と協働
して行う必
要もある。

地域の中から男
女共同参画に取
組んでいくよう，
広報紙での啓発
や住民自治組織
の役職員調査な
どを通じて啓発
を進める。

6,948
市
民

男女共同参画に
関する施策の実
施状況を年次報
告書として取りま
とめ公表。
講演会・セミ
ナー・広報紙の
発行。

男女が互いにそ
の人権や個性を
尊重し，責任も
分かち合い，そ
れぞれの個性と
能力を発揮する
ことができる男
女共同参画社会
を実現していくた
めの理解促進。

男女が互いに人権・個性を
尊重しつつ，責任を分かち
合い，その個性と能力を能
力を発揮することができる男
女共同参画社会の実現を目
的とし啓発を推進する。
また総合的かつ計画的な事
業の実施が進められるよう
三次市男女共同参画基本
計画（第２次）の推進状況を
管理する。

〔新しい公共（市民との協
働）〕
男女共同参画社会の実現を
活動目標に掲げている三次
市女性連合会との連携を強
め，課題解決に取り組んで
いく。

一般市民への啓発のみなら
ず，事業主における性別に
よらない雇用管理とポジティ
ブ・アクションの取り組み実
行などのように，多様な機会
での啓発が必要である。
地域での役職に女性の登用
がすすまない状況にあり，女
性が地域活動に積極的に参
画することで役職への登用
が進むようサポートが必要
である。地

域
振
興
課

男女共
同参画
推進事
業

16
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続

継
続

第
３
 

文
化
・
学
習

104

３
平
和
・
人
権
・
男
女
共
同
参
画

(

3

)

男
女
共
同
参
画
社
会
づ
く
り

無
継
続

無料法律
相談に対す
るニーズは
高く，本年
度の定員も
ほぼ埋まっ
ていること
を鑑みる
と，継続が
必要であ
る。本年度
の利用状
況によって
は，開催回
数，受益者
負担等を検
討する必要
がある。

継
続

多重債務や離
婚，相続，隣
人トラブルなど
の法的トラブ
ルは増加して
おり，相談者
数も今年度は
増えている状
況であるた
め，事業継続
が必要である
と思われる。
ただし，法律
相談は他機関
でも行われて
いるため相談
者数等，今後
の動向を見て
いき，回数等
の検討をして
いく必要があ
ると思われ
る。

5

多重債
務等を
解消して
安定した
生活を
取り戻す
ために
は，必要
性は高
い。また
最近で
は，離
婚，養育
費等の
法的問
題も増え
ており社
会的な
ニーズ
は高まっ
ている。

5

今年度
はほぼ
予約定
員いっぱ
いで受け
ており，
申込み
があって
も他機
関を紹
介するこ
ともある
ため，市
民ニー
ズは高
いと思わ
れる。な
お，相談
者は低
所得者
等が多
く，民間
への相
談が困
難な場
合はさら
に必要
性は高く

4

コストは
弁護士
への業
務委託
料であ
り，委託
料は，広
島弁護
士会の
基準に
基づいて
いること
から，削
減の余
地は小さ
い。開催
回数を減
らすこと
によりコ
ストの削
減は可
能である
が，現時
点の相
談者数を
みれば，
回数を減
らすこと

4

弁護士
会が行う
法律相
談（有
料）や県
も実施
（無料）し
ている
が，法的
助言が
必要な
相談は
多く，市
が実施
すること
は市民
救済事
業として
必要で
あると思
われる。

4

相談者が法
的助言を得
るには，法
律の専門家
である弁護
士による相
談が必要で
あるため，
目的に対す
る手段は適
当である。

4

現在の実
施方法に
改善の余
地はない。
実施回数
を減らすや
り方がある
が，現在の
相談者数
を見れば，
ニーズに反
すると思わ
れる。

前年度の2次総
合評価は継続
で，判断理由とし
て「今後，市民
ニーズ，利用状
況を検証し，開
催回数，受益者
負担等を検討す
る。」であった
が，相談者数は
多く，負担内容も
見直す必要がな
いと判断するた
め，前年度と同
様としている。

1,045

原
則
と
し
て
三
次
市
民

。
希
望
者
は
電
話
で
予
約
し
，
相
談
を

受
け
る

。

市と広島弁護士
会が業務委託契
約締結し，広島
弁護士会から派
遣される弁護士
が，刑事・民事・
その他の法律全
般の相談に応じ
る。

相談者が，問題
解決の道筋を付
けられるよう，法
的助言と指導を
行う。

　多重債務，相続，離婚，土
地境界問題等について，弁
護士による無料の法律相談
を毎月第１・第３木曜日の１
３時から１６時まで，１人の
相談時間３０分を限度として
で実施する。法的専門知識
を要する相談事例が多く，市
職員，消費生活相談員では
解決が困難な問題につい
て，弁護士に相談し，アドバ
イスを受けてもらう。
　弁護士による無料法律相
談は，行政だけでなく弁護士
団体をはじめ他団体でも実
施している。よって，今後，
回数の減少や行政による実
施を検討していく必要があ
る。ただし，現時点では利用
者数が多いことや市役所を
窓口とした法律相談が利用
しやすいという実態があると
思われるため，その動向を
見ていく必要がある。
　

毎月第１・３木曜日に実施し
ているが，予約が定員いっ
ぱいとなることが多く，相談
が受けれなかったり，早急に
相談を受けたいが時期を延
ばして受けていただいてい
る。そのため，多くの市民に
利用してもらうため相談者の
同一相談は受けないこととし
ている。また，広島県三次庁
舎の県民相談室も第３木曜
日に無料弁護士相談を行っ
ているので，受けることが出
来ない場合は，そちらを紹介
している。

市
民
生
活
課

市民無
料法律
相談

15

22 B 拡
大

継
続

第
３
 

文
化
・
学
習

103

３
平
和
・
人
権
・
男
女
共
同
参
画

(

2

)

人
権
の
尊
重

有

2
市
民
と
行
政
の
協
働
と
連
携

継
続

人権啓発
事業は，
人々が生き
る上で普遍
的なテーマ
である人権
尊重の理
念を啓発す
る重要な事
業である。
多くの関係
機関・市民
の理解が
得られるよ
うな啓発活
動を行う必
要がある。

継
続

人権啓発事業
は、三次市人
権教育・啓発
指針に基づ
き、国・県との
連携を図りな
がら、本市の
実情を踏まえ
て実施してお
り、市民一人
ひとりに人権
尊重の理念を
普及し人権尊
重に対する市
民の理解を深
めるために
は、行政の責
務として地道
な啓発活動を
継続して地道
粘り強く進め
ていく必要が
ある。

3

人権の
置かれ
ている状
況は，改
善してい
る反面，
人権を
無視あ
るいは
軽視す
る事件も
発生して
いる。基
本的人
権が侵
すことの
できない
永久の
権利とし
て憲法
で保障さ
れてお
り，社会
的にも啓
発をすす
める必
要があ
る

2

人権は
わかりに
くいとの
意識もあ
るよう
に，市民
のニー
ズは高く
はない
が，多様
な人権
課題を
市民が
すべてを
自分の
こととし
て捉える
ことは難
しい。

4

啓発内
容によ
り，経費
が大きく
変わる。
経費をか
ければ，
著名な
講師によ
り効果的
で多くの
市民の
共感をえ
ることが
できる
が，最小
の経費
で最大
の効果を
あげるこ
とが必要
である。

5

日本国
憲法が
保障す
る基本
的人権
尊重の
理念に
ついて
啓発して
いくこと
は，行政
の責務と
して行な
うべきこ
とであ
る。

3

人権尊重の
理念につい
て，市民相
互の理解を
深めていく
ことを目的
として行わ
れる人権事
業の果たす
役割は大き
い。

3

人権教育・
啓発につ
いて，人権
フェスタ等
市民が親し
みを持って
参加し、幅
広く人権問
題への理
解と関心を
深めること
ができる機
会は必要
であるが，
内容の検
討の余地
はある。

市民のより多く
の参加を促すた
め，「実行委員
会」を結成し，各
機関の多様な催
しを結集し，内容
の改善を図る。
効果的な市民が
親しみをもって参
加できる人権啓
発事業とした。ま
た、誰もが参画
できるよう「ひと
かがやき一行
詩」を市民から
募集し、全作品
を小冊子にしパ
ネル展示もす
る。

5,823
市
民

「ひと・かがやき
フェスタ」や「ＰＴ
Ａ人権教育講演
会」での市民の
人権意識の高揚
を図る。

市民だれもが人
権尊重の理念に
ついて理解を深
め，人権を相互
に尊重し合い互
いに認め合い，
共に生きるひと
づくり・まちづくり
を目指す。

生命の尊さや個性の尊重と
いった人権一般の普遍的な
視点から人権尊重の理念に
ついて訴え,親しみやすくわ
かりやすいテーマや表現を
用いるなど，創意工夫した取
り組みを進めていく。
●ひと・かがやきフェスタ２０
１２（各種団体からなる実行
委員会で実施。）
●PTA人権教育講演会支援
●日本語教室
●人権の花運動
〔新しい公共（市民との協
働）〕
「ひと・かがやきフェスタ」で
の実行委員会への参画する
団体を増やし，より市民との
協働での実施とする。

ひと・かがやき・みよしプラン
(三次市人権教育・啓発推進
プラン）に基づき，時代の要
請にそった啓発の取組みに
ついて広く市民に伝え理解
をしていただく。
小集団で体験型学習で取り
組める指導者の養成も必要
である。

地
域
振
興
課

人権啓
発事業

16

第
３
 

文
化
・
学
習

102

３
平
和
・
人
権
・
男
女
共
同
参
画

(

2

)

人
権
の
尊
重

20 C 継
続

継
続
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単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明
単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

施
策
番
号

拡大・縮小 改善の必要性H23年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

所
管

拡大・縮小 改善の必要性

分

野

大

項

目

開

始

年

度

中

項

目

定量分析

成果指標
活動指標 
単位あたり

コスト

手段の適切さ

事務
事業名

事業概要
今後の課題

（ミッションの達成との関
連）

合
計
点

目的 前年度の対応

１次 総合評価事務
事業
の対
象者
等

手段
ラ
ン
ク

H2
2年
度
評
価

活動指標

２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

H2
3年
度
評
価

市の役割 必要性

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

Ｉs値の向
上 件 1

耐震性を表
す数値Ｉs値
（目標値
0.75）を向上
させる。

H
2
2

 
施設使用
申請件数 件 340 330 34

Ｈ24は工事
中で使用が
制限される
ため，数値と
しては現れ
ない。Ｈ25に
は大幅に利
用申請件数
が向上する
と考える

H
2
3

39,307,692  

H
2
4

237,820,526  

ポス
ター・チラ
シ作成

4

春・夏・秋・
冬のポス
ターとチラシ
を作成し，広
域的に三次
をＰＲする。

H
2
2

 
入込観光
客数

万人 169 169 169
観光客数は
横ばい

情報雑誌
掲載

24 10

じゃらんへ三
次市の観光
情報を掲載
し，中四国か
らの観光客
を呼び込
む。

H
2
3

 

テレビ番
組制作放
映

46 45

県内へ三次
市の観光情
報を放映し，
三次をＰＲす
る。

H
2
4

20,823,500  

看板設置
数

箇所 3 1 1

尾道松江線
開通を契機
に，インター
チェンジ周辺
や沿線地域
に大型看板
を設置。

H
2
2

7,592,667
入込観光
客数

万人 169 174 189

目標値は，
未来創造支
援事業とリン
クさせてい
る。

H
2
3

37,268,000

H
2
4

37,268,000

生産面積 ha 68 70 75

農業者等に
よる生産面
積の拡大を
図る。

H
2
2

90,412 広報回数 回 14 6 6

各種広報媒
体での広報
回数（広報
みよしなど）

新規認定
店舗 件 7 2 6

地産地消の
店として新規
に認定した
店舗数

H
2
3

84,643

H
2
4

92,715

有

4
内
容
の
改
善

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

9
事
業
の
迅
速
化

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

資
源

有

2
市
民
と
行
政
の
協
働
と
連
携

無

27 A 継
続

継
続

有

4
内
容
の
改
善

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

継
続

地産地消を
進め，三次
産の野菜
の消費拡
大を図る上
で，生産面
積の拡大を
強化する必
要がある。
他の支援
事業と連携
しながら活
用し，事業
を展開して
いく。

継
続

生産調整水田
の有効活用
や，４品目の
加工原材料と
しての生産拡
大が求められ
ており，作付
け拡大による
農業振興が必
要となってい
る。また，安
全・安心な農
産物の，地元
活用による農
業振興が求め
られている。

5

食料自
給率の
向上に
は国とし
ても取組
んでお
り，地元
産農産
物の地
産地消
による消
費拡大
は，安
全・安心
な農産
物を求
める消
費者の
ニーズと
合致して
いる。ま
た，輸送
コストの
削減は，
環境負
荷の軽
減が図
れる

4

食の安
全に対
する市
民意識
も高まっ
ており，
地元で
生産され
た安全・
安心な
農産物・
加工品
を求める
市民が
増えてい
る。ま
た，学校
給食など
に地域
の農産
物を活
用するこ
とは，食
育や食
農教育と
して必要
となって
いる

4

【麦・大
豆等】振
興作物
の作付
け拡大を
行い，加
工原料
等の確
保が可
能となる
までは支
援の必
要があ
る。
【地産地
消の店】
経費の
主は，認
定証の
作成費と
ガイド
マップの
印刷費
のため，
削減は
見込めな
い。

5

水田の
有効活
用をはじ
め地元
産農産
物の活
用は，農
業振興
に加え
地域振
興の課
題と考え
られ，農
業生産
方針の
確立や
支援，消
費拡大
への取り
組みに
市が主
体的に
取り組む
ことが必
要となっ
ている。

5

【麦・大豆
等】収益の
少ない麦・
大豆・山の
芋・ピーナッ
ツについ
て，生産意
欲が向上し
生産面積の
拡大が期待
できる。【地
産地消の
店】生産者・
飲食店・消
費者のそれ
ぞれが地産
地消の推進
を図ること
ができる。
【地産地消
推進】食育
という観点
から地産地
消の取組み
が図れる。

4

【麦・大豆
等】消費者
や加工業
者，また地
産地消認
定店への
地元産麦・
大豆等の
消費拡大
をＰＲする
とともに，
市外へも加
工品を含
めたブラン
ド化の取組
みを推進
し，生産拡
大を目指
す。【地産
地消の店】
市外にも積
極的に三
次産農産
物・加工品
をＰＲし，三
次産の農
産物での
地産地消

地産地消の拡大
を図り，アンテナ
ショップ等の活用
のため，認定店
を県内の飲食店
に拡大した。

5,925
組
織
等

【
地
産
地
消
の
店

】
三
次
産
農
産
物
を
審
査
基
準
以
上
使
用
し

た
料
理
を
提
供
し
て
い
る
飲
食
店

【
地
産
地
消
推
進

】
市
内
生

【麦・大豆等】生
産拡大し，加工
原料として６次産
業化を推進す
る。
【地産地消の店】
「地産地消の店」
として審査会で
認定。【地産地
消推進】学校給
食への三次産農
産物供給を推進
する。

【麦・大豆】水田
を有効活用する
効率的な経営体
の育成と加工品
原材料の安定供
給を図り，市民
への更なる地産
地消を推進す
る。
【地産地消の店】
三次産農産物の
購買意欲の増
加，消費拡大を
図る。

【麦・大豆等】水田を有効活
用した効率的な経営体の育
成と加工品原料の安定供給
を図るために，市の振興作
物として生産が減少傾向に
ある麦・大豆・山の芋・カー
ターピーナッツの生産を重点
的に振興するため支援を行
う。
【地産地消の店】地産地消を
推進するため，三次産農産
物を食材として積極的に使
用した料理を提供する飲食
店を，「地産地消の店」として
認定することにより，三次産
農産物及び加工品の消費拡
大を図る。これまで，審査会
委員により３６店舗の認定が
行われる。
【地産地消推進】学校給食
へ，三次産農産物の供給に
必要な設備等の整備を支援
する。
H24予算内訳:地産地消の店
650千円・地産地消推進400
千円・麦大豆4500千円

【麦・大豆等】生産面積は，
麦・大豆については下降傾
向，山の芋とカーターピー
ナッツは大幅に減少している
ため，加工原材料として関
係機関等と連携し生産拡大
を図る。【地産地消の店】市
内の認定店を増やすととも
に，県内の店舗についても
認定店を増やしていく。【地
産地消推進】関係機関等と
連携し取組みを進めていく。

農
政
課

地産地
消事業
（元気
な農業
の里づ
くり事
業）

23

第
４
 

産
業
・
経
済

109

２
農
林
畜
産
業
等

(

1

)

儲
け
る
農
業
戦
略

無
継
続

尾道松江
線の平成２
４年度の口
和インター
チェンジ，
三次イン
ターチェン
ジの開通に
向けて，早
急に看板設
置数や表
示内容など
を決定する
必要があ
る。

継
続

尾道松江線が
部分開通する
ことから有効
的かつ効果的
な看板の設置
に向け，段階
的に看板を作
成していく。

4

尾道松
江線開
通により
三次市
における
観光
ルートが
大きく変
貌する
可能性
が高い
ため，社
会的
ニーズ
は高い。

4

地域が
有する
観光資
源を効
果的にＰ
Ｒできる
ツールで
あること
から，市
民ニー
ズは高
い。
また，観
光客を
増加させ
ることで
地域の
活性化
につな
がること
からも市
民ニー
ズは高
い。

3

国や県と
の連携
により，
コスト削
減の余
地が少
なからず
ある。

3

全域の
案内表
示であ
り，市の
関与は
必要で
ある。

5

大型看板を
設置するこ
とで観光客
を誘導でき
る。

4

観光客に
いかにア
ピールする
か戦略的
な配置によ
り，より効
果的になる
と考える。

37,268

観
光
客

（
市
外
の
方

）

インターチェンジ
周辺や尾道松江
線沿線地域に大
型看板等を設置
することで誘導・
案内サインの整
備をする。

観光客の活動を
増大させることで
地域の活性化を
図る。

尾道松江線が全線開通する
と，北部から南部への移動
時間が大幅に短縮できるこ
とから，既存の主要国道等
から人の移動経路及び物流
経路変更が予想される。こ
のことに伴い，三次市におけ
る観光ルートが大きく変貌す
る可能性があるため，イン
ターチェンジ周辺や尾道松
江線沿線地域に大型看板等
を設置し，観光客を誘導す
る。

通過中の利用者に三次市を
いかにアピールするか，戦
略的な配置等が必要。
対策としては，看板の調査を
行い有効的かつ効果的な看
板のデザイン・配置を考えて
いく。
また，国土交通省の「尾道松
江線・国道54号線沿線連絡
会議（仮称）」や広島県や沿
線市町と連携して今後設置
を決定していく。観

光
交
流
課

みよし
の観光
づくり
事業
（案内
看板設
置）

24

25 B 拡
大

第
４
 

産
業
・
経
済

108

１
観
　
光

(

1

)

観
光
資
源
の
魅
力
ア

ッ
プ

有

1
積
極
的
な
情
報
公
開
と
市
民
と
の
情
報
共
有

拡
大

オール三次
での観光情
報の収集・
発信の仕
組みを構築
し，より効
果的な情報
発信を行
い，三次市
の特色を生
かした事業
展開を行う
必要があ
る。

拡
大

観光に特化し
た情報発信を
行い，より効
果的・戦略的
に進めていく
必要がある
が，やってい
ることが市民
に見えにくい
ため，市民に
対しての情報
共有をどのよ
うに行っていく
かが課題。 人

員5

観光客
を呼び
込むた
めには，
情報発
信は欠
かせな
い手段
である。
まず知っ
てもらい
訪れても
らう取組
として必
要不可
欠。

4

観光客
や交流
人口が
増えれ
ば地域
の活性
化につ
ながるこ
とから
も，市民
ニーズ
は高い。

5

削減する
どころか
増やす
べきであ
る。

4

各団体
が連携し
て各事
業に取り
組むた
め，市で
やった方
がよりよ
くでき
る。

3

効果がなか
なか数字で
表れてこな
いので，適
合している
かどうかわ
かりにくい
が，ある程
度合致して
いると思わ
れる。

4

効果がな
かなか数
字で表れて
こないので
わかりにく
いが，ある
程度のコス
トをかけ戦
略的に実
施すること
で，効果が
期待できる
ものであ
る。

結果：拡大
中国横断自動車
道尾道松江線開
通に向け，定住・
交流人口拡大の
ため，観光交流
課を新設し，観
光に特化した情
報発信で戦略的
にＰＲしていく。

56,288

観
光
客

（
市
民
も
含
む

）

ポスターやチラ
シの作成，情報
雑誌への掲載，
ＣＭの放映，民
放テレビ番組の
制作放映，観光
キャンペーン事
業など

交流人口の増大
と観光客の増加
を図り，地域の
活性化につなげ
る。

平成２６年度に全線開通が
見込まれる中国横断自動車
道尾道松江線を契機とした
地域の活力を増進する施策
の具体的な取り組みを進め
る。
平成２４年度中には三次以
北の松江自動車道が開通
予定であることから，戦略的
観光情報発信事業として，
山陰を中心に情報発信して
いく。

〔新しい公共（市民との協
働）〕
オール三次観光推進チーム
をたちあげ，官民一体となっ
た戦略を企画。情報発信の
一元化を検討中。

効果が目に見えてすぐ現れ
ないので，ターゲットをしぼっ
て戦略的に情報発信してい
く必要がある。

観
光
交
流
課

観光推
進事業
（旧 戦
略的観
光情報
発信事
業）

23

23 B

第
４
 

産
業
・
経
済

107

１
観
　
光

(

2

)

観
光
情
報
の
発
信
機
能
の
強
化

無
終
了

事業完了に
より終了

終
了

Ｈ24で事業が
完了する。特
に，次に整備
（改修）するべ
き施設がない
ため。

5

大震災
以降，社
会的
ニーズ
は高い。

4

大震災
以降，市
民ニー
ズは高
い。

4

設計段
階で十
分なコス
ト協議を
行い，一
般競争
入札で
施工業
者を決定
してお
り，コスト
削減の
余地は
少ない。 5

事業の
内容か
ら，市
（教育委
員会）が
実施す
るしかな
い。

5

耐震性を向
上させると
いう目的に
は適合して
いる。

4

設計段階
から最少コ
ストで最大
の効果が
発揮できる
よう進めて
きたので，
改善の余
地は少な
い。

引き続き，事業
を実施するもの
とする。

5,110

市
民
全
体

耐震数値を向上
させるため，既
設鉄筋コンク
リート柱に炭素
繊維をまいたり，
柱と柱の間に筋
交を設置する。

安全な社会体育
施設，避難先で
あることを認識し
てもらい，日々の
利用や緊急時の
利用を増やして
もらう。

多くの市民が利用し，災害
時には避難場所として指定
されている社会体育施設の
耐震補強工事を行うもので
ある。
耐震性を増加させるもので，
これにより利用者増につな
がる。
災害時の避難施設として，
地域の中で最も規模が大き
く，災害ボランティアの活動
拠点になり得るものである。

施設自体が老朽化してお
り，耐震性だけでなく，その
他の諸設備を更新する必要
がある。

社
会
教
育
課

社会体
育施設
耐震改
修事業

23

第
３
 

文
化
・
学
習

106

４
ス
ポ
ー

ツ

(

3

)

ス
ポ
ー

ツ
施
設
の
充
実

27 A 継
続
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平成２４年度行政評価　事務事業評価一覧（２次評価結果）

※　各評価項目は，１～５の５段階で評価 ※　ランク：A:27～30　　B:22～26　　C:17～21　　D:12～16　　E:6～11

単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明
単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

施
策
番
号

拡大・縮小 改善の必要性H23年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

所
管

拡大・縮小 改善の必要性

分

野

大

項

目

開

始

年

度

中

項

目

定量分析

成果指標
活動指標 
単位あたり

コスト

手段の適切さ

事務
事業名

事業概要
今後の課題

（ミッションの達成との関
連）

合
計
点

目的 前年度の対応

１次 総合評価事務
事業
の対
象者
等

手段
ラ
ン
ク

H2
2年
度
評
価

活動指標

２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

H2
3年
度
評
価

市の役割 必要性

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

和牛の里
創造事業 件 2 3 9

平成22年度
は，口蹄疫
の影響によ
り施設整備
や増頭に踏
み切る農家
が少なかっ
た。

H
2
2

2,149,500  
和牛繁殖
雌牛頭数 頭 730 738 740

増頭傾向に
ある。

酪農ヘル
パー利用
助成

件 20 20 21

継続的にヘ
ルパー利用
が行われて
いる。

H
2
3

1,560,667  
伝染病検
査頭数 頭 957 570 1,100

適正に検査
が実施され
ている。

肉用牛ヘ
ルパー利
用助成

件 17 29 28

継続的にヘ
ルパー利用
が行われて
いる。

H
2
4

625,956  

導入 件 3 9 12

平成22年度
の口蹄疫の
影響から，
脱却傾向に
ある。

H
2
2

1,458,000  
ブランド
化助成頭
数

頭 103 87 106
増加傾向に
ある。

保留 件 28 36 45
管内の保留
が進んでい
る。

H
2
3

745,889  

受精卵移
植 件 8 7 21

低い件数に
とどまってい
る。

H
2
4

543,633  

認定農業
者数 人 21 27 20

賃借権の設
定による認
定農業者数

H
2
2

549,667
賃借権設
定面積 ha 50 89 100

認定農業者
への農地集
積の拡大

新規就農
者数 人 2 2

新規就農者
数

H
2
3

662,111

H
2
4

1,054,510

アスパラ
植栽面積 ㎡ 5,000 5,000 10,000

生産面積の
拡大

H
2
2

3,850
アスパラ
導入法人 件 1 1 1

増加した法
人数

ハウス導
入件数 件 28 32 20

生産促進を
図る

H
2
3

5,112   

   

H
2
4

2,039

有

4
内
容
の
改
善

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

6
成
果
の
向
上

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

8
事
務
事
業
の
効
率
化

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

1
0
効
果
の
検
証

（
行
政
評
価

）

27 A 継
続

拡
大

有

4
内
容
の
改
善

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

終
了

事業終期を
迎えたため
終了する
が，引き続
き事業の集
約化を誘導
するための
支援が必
要である。

継
続

市の振興作物
であるアスパ
ラガスの植栽
拡大をはじ
め，出荷野
菜，農産物加
工品の生産拡
大は農業振興
に不可欠と
なっている。

5

食料自
給率の
向上や，
地産地
消への
関心が
高まって
きてお
り，社会
的ニー
ズと合致
してい
る。

5

初期の
設備投
資の軽
減につ
ながるた
め，農業
を営む
者の強
い要望
がある。

4

補助率
について
は，単県
事業は
市の補
助が前
提のた
め削減で
きない。
補助残
は農家
負担とな
るため，
適正な
見積書
等を徴集
のうえ事
業の執
行を図っ
ている。

5

市内農
業の活
性化に
は，振興
作物の
新規植
栽や，出
荷野菜
の生産
拡大など
の多角
的経営
が緊急
の課題
であり，
生産振
興には
市の誘
導・関与
が必要と
なってい
る。

4

初期投資に
係る経費負
担の軽減に
より，収穫
まで無収入
の作物導入
を図る。時
期をずらせ
た多品目野
菜の生産拡
大を図る。

4

水田の有
効活用によ
る園芸作
物振興が
図られ，米
価下落へ
の対応とし
て他の余
地は少な
い。

アスパラガスは，
個人植栽の拡充
を行なった。出荷
野菜ハウスは，
補助金額の上限
を設定した。

25,559

農
業
を
営
む
個
人
・
法
人
等

【振興作物】アス
パラの新規植栽
に対しての補助
【出荷野菜】出荷
野菜のビニール
ハウス建設に対
しての補助

初期設備投資を
軽減することで
野菜の生産拡大
を推進する。

【振興作物新規植栽支援事
業】市の振興作物であるアス
パラガスを新規に植栽する
農業者に対し，ほ場の整備・
かん水施設整備・機械導入
に係る経費の２分の１以内
の補助を行なう。また，集落
法人には，単県事業を活用
し，経費の２分の１以内の補
助を行う。
【出荷野菜推進事業】出荷
野菜用のビニールハウス及
びハウス内のかん水施設整
備を行う経費の２分の１以内
の補助（ハウス上限３５万
円・かん水上限１５万円）を
行なう。
H24予算措置:アスパラ
11,000千円(県費4,000千
円)・ハウス8,000千円・こだ
わり米300千円
H24年度からは6次産業化支
援は商工振興課へ所管替え

制度を周知するため，広報
やホームページの活用や関
係団体との連携を図る。初
期投資の負担軽減により，
栽培意欲の向上に繋がって
いるが，長期的，安定的生
産に向けての計画等につい
ても，制度利用時に確認して
く必要がある。

農
政
課

振興作
物支援
事業
（元気
な農業
の里づ
くり事
業）

23

第
４
 

産
業
・
経
済

113

２
農
林
畜
産
業
等

(

3

)

や
り
た
い
農
業
の
支
援

有

4
内
容
の
改
善

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

終
了

事業終期を
迎えたため
終了する
が，引き続
き認定農業
者や新規
就農者の
支援を目的
とした制度
により，安
定した農業
従事者の
育成する必
要がある。

継
続

認定農業者の
経営安定を目
的としたこの
制度は，地域
農業の担い手
としての認定
農業者の増加
にもつながっ
ている。

5

農業者
の高齢
化，担い
手不足
による農
地荒廃
は深刻
な問題
であり，
農地保
全及び
環境保
全の両
面から
社会的
ニーズ
は極め
て高い。
また，地
域の担
い手とし
ての認
定農業
者の育
成や新
規就農
者の確
保は 地

4

農地荒
廃の防
止は，水
田の多
面的な
機能（洪
水防止，
生態系
維持等）
の確保
に重要
な役割を
果たして
おり，利
用権設
定年数
に応じた
支援は
必要と考
えられ
る。

4

賃借権
設定期
間が３年
と短期の
場合もあ
り，中長
期の期
間設定
による経
営安定
計画が
可能とな
る支援に
限ること
は可能。

4

認定農
業者や
新規就
農者の
育成・支
援は，農
業振興，
農地の
有効利
用，地域
活性化
の観点
から市
が主体
的に取り
組む必
要があ
る。

4

農業の担い
手が不足す
る中，意欲
と能力のあ
る認定農業
者の農業経
営拡大意欲
を図ること
は必要で，
農地保全が
図られてい
る。
新規就農者
の収入の安
定には期間
が必要とな
るため，生
活・設備・営
農等への支
援は必要と
考えられ
る。

4

認定農業
者の経営
安定を目
的としたこ
の制度は，
地域農業
の担い手と
しての認定
農業者の
増加につな
がってい
る。中山間
直接支払
制度等各
種補助事
業とも絡め
て，耕作放
棄地の減
少につなが
る事が期
待できる。
新規就農
者のニー
ズに応じた
支援内容
を，選択で
きる形態に
する

安易な農業参入
ではなく，営農計
画など明確にし
て就農することと
した。

17,877

（
認
定
農
業
者
育
成
事
業

）

３
年
以
上
の
賃
借
権
の
設
定
を
受
け
た
認
定
農
業
者

（
新
規
就
農
者
受
入
拡
大
事
業

）

認
定
就
農
者

新
規
就
農
者
受
入
者

（認定農業者育
成事業）
賃借権の設定に
よる集積農地に
対し，賃借期間
に応じた補助。
（新規就農者受
入拡大事業）
新規就農者への
生活支援，機械
導入・機械借上
げ支援，営農指
導助成等

認定農業者の農
業経営の安定を
図り，地域農業
の活性化，農地
保全を図る。ま
た，新規就農者
の支援・確保に
より，後継者の
育成，農業活性
化を図る。

（認定農業者育成事業）
　農業経営基盤強化促進法
に基づく農業経営改善計画
の認定（営農類型，経営改
善，規模拡大，生産方式の
合理化等）を受けている認定
農業者の育成と農用地の有
効利用を図るため，農業経
営規模拡大のため農地の利
用権設定による農地集積を
支援し，農業経営の安定や
地域農業の活性化を図る。
（新規就農者受入拡大事
業）
　農業経営が安定しない新
規就農者に経営等に要する
経費に対して支援し，活力あ
る農業・地域発展への参画
を図る。

〔新しい公共（市民との協
働）〕

（認定農業者育成事業）農
業従事者の高齢化や後継
者不足が進行しており，農
地保全の観点から，認定農
業者等の担い手の育成が必
要となっている。
（新規就農者受入拡大事
業）農業者大学校，指導農
業士，ＪＡ等との連携が必要
となる。

農
政
課

活力あ
る担い
手支援
事業
(元気
な農業
の里づ
くり事
業)

20

24 B 継
続

継
続

第
４
 

産
業
・
経
済

112

２
農
林
畜
産
業
等

(

1

)

儲
け
る
農
業
戦
略

無
終
了

事業終期を
迎えたため
本事業は
終了する
が，新たな
事業とし
て，和牛の
産地である
三次をブラ
ンドしていく
ために，よ
り積極的な
指導や支
援が必要で
ある。

継
続

牛の地域ブラ
ンドを確立し，
収益性の高い
牛を飼育する
ことで，農家の
所得の向上の
ために必要で
ある。

4

三次市
の地場
産業の
強化・ト
レーサビ
リティ等
による食
品の産
地の特
定，地産
地消に
よる食の
安心安
全性の
重視の
観点か
らも三次
和牛に
対する
ニーズ
は高い。

4

和牛繁
殖は当
市の農
業にお
いて重
要な位
置を占
めてお
り，その
振興を
図る必
要性は
高い。

4

ＪＡと協
力し，事
務作業
の効率
化を図っ
ている。

4

牛の地
域ブラン
ドの確立
のため
には，優
秀な牛を
地域内
に確保
すること
が重要
であり，
市が支
援するこ
とによ
り，農家
の飼養
意欲の
向上が
期待でき
る。

4

市場におい
ては，血統
の良い牛で
ないと高価
格が期待で
きない状況
であり，
個々の農家
単位で，優
良種への更
新に係る負
担を軽減す
ることが重
要である。 4

今後は，優
良血統牛
の三次市
内への保
留を行うた
め保留事
業を優先
的に行う必
要がある。

事務事業の効率
化：ブランド化へ
の積極的助言・
支援
集落法人での啓
発により，広島
牛導入が７法人
となった。

6,713

市
内
で
肉
用
牛
を
飼
育
し
て
い
る
者

肉用牛の改良増
殖促進にかかる
費用の一部助
成。

収益性の高い牛
を飼育すること
で，農家の所得
を向上する。

　肉用牛の改良増殖を推進
し，肉質・増体等の産肉能力
の向上を図り，優秀な三次
の和牛のブランド化を構築
し，収益性の高い畜産経営
の確立に資する。
導入：経費の３分の１（上限
２０万円）
保留：一頭５万円
受精卵：一回２万円（一頭２
回まで）

〔新しい公共（市民との協
働）〕

　三次市内の畜産農家・酪
農家においては，小規模の
飼養農家では高齢化が進
み，体力的にも一般管理作
業等が困難になり廃業する
農家が増加している。また経
営的にも飼料価格や原油価
格の高騰，子牛価格の下落
などにより大変厳しい状況で
ある。　一方，三次市内の繁
殖牛レベルは一定以上に達
しており，当事業が効果的に
機能しているといえる。今後
は，関係機関との協議を進
めながら，産子の保留や繁
殖農家の確保に重点を置く
ことで，市内に安定して優良
種を維持できるように，農家
へ促していく。また，広島県・
三次市・ＪＡ等が参加するプ
ロジェクトチームでは，集落
法人等を畜産の担い手とし
て位置づけるとともに，肥育
農家と連携した地域内一貫
体制を模索するなど，和牛
の産地三次の確立を目指し
ていく。

農
政
課

和牛改
良推進
事業
（和牛・
酪農の
里づく
り事
業）

22

25 B 継
続

継
続

第
４
 

産
業
・
経
済

111

２
農
林
畜
産
業
等

(

1

)

儲
け
る
農
業
戦
略

無
終
了

設定した事
業終期を迎
えるため本
事業は終
了し、効果
の検証をし
たうえで、
畜産業の
維持のため
に，より効
果の高い事
業の再構
築を行う。継

続

肉用牛繁殖農
家が減少する
中，繁殖母牛
頭数の確保
や，酪農・肉
用牛ヘルパー
を利用し，休
日の取得促進
し安定的でゆ
とりある畜産
経営の確立に
必要。

5

地産池
消や食
の安全・
安心へ
の関心
が深まっ
ており，
地元の
畜産物
に対して
重点的
に支援
すること
への必
要性は
高い。

4

畜産業
は，古く
から三
次市の
農業の
重要な
位置を
占めて
おり，そ
の振興
を図る必
要性は
高い。

4

関係団
体と協力
し，事務
作業の
効率化を
図ってい
るためな
し。

4

県・ＪＡ
等関係
機関との
密な情
報共有
や連携
が不可
欠であ
る。

4

牛舎の新増
改築及び水
田放牧によ
る飼養管理
の省力化
は，肉用牛
の増頭につ
ながり，畜
産振興に重
要な役割を
果たす。
農家の高齢
化は深刻で
あり，今後
もヘルパー
利用への助
成の必要性
は高い。
伝染病検査
は全頭検査
が義務であ
り，負担が
大きく，防疫
の徹底のた
めにも助成
の必要性は
高い。

4

堆肥舎は
補助対象
外であるた
め，牛舎整
備と同様に
増頭に伴う
堆肥舎整
備の負担
がかかる。
水田放牧
について
は，電気牧
柵と同様
に，放牧可
能な牛の
確保が重
要になって
くる。

関係機関が連携
して各種事業情
報を共有した。

4,682

市
内
居
住
の
当
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者

。

(和牛の里）牛舎
の新増改築及び
電気牧柵等購入
にかかる費用の
一部助成。
(酪農・肉用牛ヘ
ルパー)ヘル
パー利用料の一
部助成。
(酪農衛生管理
促進）家畜伝染
病検査料の一部
助成。

・牛舎新増改築
の経費助成によ
り，新規飼育農
家の確保，中核
経営農家の経営
規模拡大を目指
す。
・電気牧柵等の
購入助成によ
り，和牛飼育管
理の省力化及び
それに伴う規模
拡大を目指す。
・ヘルパー事業
により，飼育管
理労力を軽減
し，農家の生活
にゆとりをもたら
す。
・防疫対策への
支援により，健
全で衛生的な酪
農経営を確立さ
せる。

（和牛の里創造事業）肉用
牛繁殖農家が減少するな
か，牛舎の新増改築及び水
田放牧により繁殖母牛頭数
の確保及び畜産振興に資す
る。
和牛経営規模拡大の牛舎
の新増改築（1／3、上限500
千円）、水田放牧牛導入（1
／3、上限100千円）及び水
田放牧の電気柵設置補助
（1／3、上限50千円）
(酪農ヘルパー・肉用牛ヘル
パー)市内の酪農家・畜産農
家が定期的または臨時的に
利用するヘルパーの利用料
の一部を市が助成すること
で，休日の取得を促進し，安
定的でゆとりある畜産経営
の発展に資する。酪農家・畜
産農家が定期的または臨時
的に利用するヘルパーの利
用料の一部を助成(利用料
金の1／2）
（酪農衛生管理促進）家畜
伝染病の検査料を助成する
ことで，伝染病の発生・拡大
を予防し 健全で衛生的な

　農業従事者の高齢化や後
継者不足，飼料価格の高騰
により繁殖農家戸数は減少
傾向にあるが，三次の肉用
牛の振興を促進するために
も県やＪＡと連携して，農家
の現状を把握し，本事業を
新規就農や規模拡大の意
思がある方に対して効率的
に推進していく。
　県，市，ＪＡ等が連携して組
織するプロジェクトチーム
「チーム広島牛」において，
水田放牧の推進，放牧技術
の啓発，農家を対象とした放
牧研修会等を行っており，今
後も継続的に水田放牧を推
進していく。
　また，広報誌等を活用する
ことにより，本事業の周知を
幅広く行っていく。

農
政
課

畜産経
営支援
事業
（和牛・
酪農の
里づく
り事
業）

22

第
４
 

産
業
・
経
済

110

２
農
林
畜
産
業
等

(

1

)

儲
け
る
農
業
戦
略

25 B 継
続

継
続
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平成２４年度行政評価　事務事業評価一覧（２次評価結果）

※　各評価項目は，１～５の５段階で評価 ※　ランク：A:27～30　　B:22～26　　C:17～21　　D:12～16　　E:6～11

単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明
単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

施
策
番
号

拡大・縮小 改善の必要性H23年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

所
管

拡大・縮小 改善の必要性

分

野

大

項

目

開

始

年

度

中

項

目

定量分析

成果指標
活動指標 
単位あたり

コスト

手段の適切さ

事務
事業名

事業概要
今後の課題

（ミッションの達成との関
連）

合
計
点

目的 前年度の対応

１次 総合評価事務
事業
の対
象者
等

手段
ラ
ン
ク

H2
2年
度
評
価

活動指標

２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

H2
3年
度
評
価

市の役割 必要性

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

白紙委任
契約数 件 158 22 69

利用権設定
等委託契約
書の契約件
数

H
2
2

6,899  
担い手へ
の集積面
積

ha 82 16 29

事業により
担い手へ集
積された農
地面積

H
2
3

71,000  

H
2
4

22,658  

協定締結
数 件 265 274 275

集落協定を
締結した集
落及び個別
協定を締結
した担い手
農家の数

H
2
2

1,786,611  
保全され
た農地

ｈａ 3,448 3,539 3,554
協定に基づ
き保全され
た農地面積

協定面積 ｈａ 3,448 3,539 3,554
協定を締結
して面積

H
2
3

1,774,668  交付金額 千円 467,211 480,114 481,812
交付金の交
付額

H
2
4

1,775,892  

対象森林
面積 ha 7,000 3,983 4,000

積算基準面
積

H
2
2

5,156
施業実施
区域の明
確化

件 90
作業実施件
数

H
2
3

5,612
施業集約
化の推進 ha 35 41 施業面積

H
2
4

4,373
作業路網
の改良活
動

ha 3,933 5,000
作業路網改
良面積

事業実施
件数 件 15 12 15 横ばい傾向

H
2
2

2,252,600
里山林整
備面積 ha 16 22 20 整備面積

広報等へ
の啓発回
数

回 1 1 1
市広報での
広報啓発

H
2
3

2,536,667

H
2
4

1,859,347

有

2
市
民
と
行
政
の
協
働
と
連
携

有

6
成
果
の
向
上

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

8
事
務
事
業
の
効
率
化

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

事
業
規
模

有

1
2
事
務
事
業
の
統
合

（
投
資
的
経
費
の
重
点
化

）

23 B 継
続

継
続

有

2
市
民
と
行
政
の
協
働
と
連
携

継
続

市民への
事業内容
の周知と，
多くの市民
の参加を得
て，多面的
機能を活か
したさと山
再生活動
（森林の整
備など）を
行っていく
ことが必要
である。

継
続

　ひろしまの
森づくり県民
税を財源とし
た事業であ
り，平成23年
度において，
事業効果等の
検証が県で行
われ，来年度
以降も継続し
ていくと予想さ
れることから，
引き続き，事
業継続を図る
べきである。

4

森林の
もつ機能
の重要
性や環
境への
配慮など
社会
ニーズ
は高い。

4

社会
ニーズに
加えて，
鳥獣被
害防止
の観点
からも事
業推進
を求めら
れてい
る。

4

1事業あ
たりの規
模拡大
により効
率性は
高まる
が，事業
件数の
減少によ
り事業波
及の効
果は低く
なる。

4

県費補
助事業
を活用
するもの
であるた
め，市の
関与は
必要で
ある。

4

森づくりを実
施していくた
めのハード・
ソフト両面
での助成制
度は，森林
所有者及び
森づくり実
施団体も希
望するとこ
ろである。

3

事業採択
の迅速化
により速や
かな事業
実施を行う
ことができ
る。

効果の検証：
森林税を使用し
た事業のＰＲの
立て看板設置

30,440
市
民

里山林整備や森
林体験教室など
森づくりに係る事
業経費の助成

　荒廃する里山
林の整備を実施
し,森林の多面的
機能の維持・増
進を図るととも
に,森林整備の重
要性や環境保全
への市民理解を
深める。

　荒廃しつつある里山を豊
かな自然資源として再び活
用できるよう,また,次世代へ
の森林への関心を深めるた
め,平成19年度から県の森
林税を財源とした「ひろしま
の森づくり事業」を活用して
里山林整備,森林体験教室,
間伐材活用など,ハード・ソフ
ト両面において市民提案事
業等への助成を実施してい
る。 2期：H19-H23　3期：
H24-H28
【事業実績（件数,金額）】
Ｈ19年度　　　　　Ｈ20年度
Ｈ21年度　　　　　Ｈ22年度
H23年度
　　①里山林整備
1             　  3
6   　　　　　　　6
7
　　②里山保全活用支援
2　　　　　　　　 4
4            　　 5 　　　　　　　1
    ③森林・林業体験活動支
援      3              　 4
3           　　  2    　　　  　 6

④間伐材利用対策

効果的な森林整備等を実施
するため,ひろしまの森づくり
事業の認知度を高めるため
の普及啓発
平成２４年度，ひろしまの森
づくり事業の見直しが予定さ
れており，県からの支援は
不透明。

農
政
課

里山再
生プロ
ジェクト
事業
（里山
林整備
事業）

24

第
４
 

産
業
・
経
済

117

２
農
林
畜
産
業
等

(

4

)

美
し
い
里
づ
く
り

有

1
1
外
部
委
託
・
民
営
化
の
推
進

継
続

国県支出
金の継続を
前提として
継続事業と
することと
するが、効
率的な事業
推進ができ
るよう交付
先への指
導を行う必
要がある。

継
続

森林整備経営
計画作成促進
のため、この
制度継続が決
定したため。

4

この制
度は、森
林の有
する多
面的機
能を持
続的に
発揮す
るため、
森林施
業に不
可欠な
地域活
動を確
保するこ
とを目的
としたも
のであ
り、地域
活動が
適切に
実施され
ることに
より、森
林施業
の促進
につな
がってい

3

この制
度は，森
林施業
の実施
に不可
欠な地
域活動
を確保
すること
目的とし
ており、
重要で
あると考
えるが、
森林施
業と地域
活動との
結び付
きを市民
に十分
理解され
ていな
い。

4

第2期か
ら積算基
礎森林
面積に
基づく交
付金額
が5,000
円/haに
変更さ
れ、より
施業実
施を具体
的に進
める森林
が対象と
なり、事
業の目
的にか
なった交
付額と
なってお
り、削減
余地は
少ない。

4

市の関
与は協
定の作
成指導・
書類審
査・地域
活動の
実施状
況の確
認・交付
金の交
付事務
であり、
市で実
施すべ
きである
と考える
が、森林
組合等
へ委託
できる事
務もある
と考え
る。

4

この制度は
森林所有者
等による森
林施業に不
可欠な森林
の施行区域
の明確化等
の地域活動
の確保を目
的としてお
り、効果が
ある。

3

地域の実
情に合わ
せた地域
活動メ
ニュー（交
付対象事
業）の拡充
を図る必要
がある。た
だし、国に
よる制度で
あるため市
単独で変
更すること
は困難で
ある。

本来の目的であ
る施業計画を遂
行するための森
林環境整備のた
めの事業という
観点から、毎年
森林整備の実施
状況と施業計画
との整合性、進
捗状況を確認す
る必要がある。

22,352

森
林
施
業
計
画
の
認
定
を
受
け
た
森
林
所
有
者
で
あ

っ
て

市

と
協
定
を
締
結
し
た
者

。
た
だ
し

、
広
島
県
で
は
低
コ
ス
ト
団

地
林
業
団
地
に
設
定
さ
れ
た
森
林
を
対
象
地
と
す
る
方
針
を
定

め
て
い
る

。

森林所有者によ
る計画的・一体
的な森林整備の
実施に不可欠な
森林の施業実施
区域の明確化作
業、作業道の整
備等。

森林の多面的機
能の発揮を図る
視点から、森林
整備のための地
域による取り組
みを推進する。

　森林の有する多面的な機
能が十分に発揮されるよう，
適切な森林施業を行うた
め，施業区域の明確化，作
業道等の整備及びその他の
地域における活動の確保を
図る。

〔新しい公共（市民との協
働）〕

本来の目的である施業計画
を遂行するための森林環境
整備事業という観点から、毎
年森林整備の実施状況と施
業計画との整合性、進捗状
況を確認する必要がある。

農
政
課

森林整
備地域
活動支
援交付
金

16

25 B 継
続

継
続

第
４
 

産
業
・
経
済

116

２
農
林
畜
産
業
等

(

4

)

美
し
い
里
づ
く
り

無
継
続

県支出金
の継続が
前提である
が，協定締
結団体数
及び保全さ
れた農地面
積は増加し
ているため
中山間地
域での農業
支援に必要
な施策であ
る。円滑な
執行のため
事務事業
の効率化を
引き続き図
る必要があ
る。

継
続

本事業は国の
制度であり，
協定期間につ
いては平成22
年度から5年
間の定めがあ
るため，平成
26年度までの
継続実施が決
まっている。集
落にとっては，
集落の維持と
農業の継続の
ために不可欠
な交付金と
なっている。

4

中山間
地域に
おける農
地の保
全及び
多面的
機能の
維持は
将来に
向けた
重要な
課題で
あり，社
会的
ニーズ
は高い。

4

中山間
地域に
おける農
地の保
全及び
多面的
機能の
維持は
本市全
域に関
わる課
題であ
り，市民
のニー
ズは高
い。

5

交付金
は協定
面積に
基づいて
算定され
るため，
削減の
余地は
ない。

5

本事業
の実施
主体が
市である
ため。

4

交付金を活
用して鳥獣
害対策や共
同機械の購
入が行われ
ており，農
地の保全及
び農業生産
活動の活性
化につな
がってい
る。

3

交付金の
活用方法
について，
先進的な
事例を紹
介するなど
し，市内の
各協定の
取組みをよ
り活性化さ
せる。

事務事業の効率
化：集落の活動
支援や助言を行
う必要がある。
現地調査時に，
活動内容及び交
付金の使用方法
等を確認した。

486,259

協
定
集
落
及
び
個
別
協
定
締
結
担
い
手

　集落協定を締
結した集落及び
個別協定を締結
した担い手農家
に対し，協定面
積等に応じて交
付金を交付す
る。集落及び担
い手農家は協定
に基づき農業生
産活動等に関す
る取組みを行う。

農業生産条件の
不利を補正する
ことで適正な農
業生産活動を推
進し，耕作放棄
地の発生防止と
多面的機能の確
保を図る。

　農業生産条件の不利を補
正するための交付金を交付
することで，集落における適
正な農業生産活動を推進
し，耕作放棄地の発生防止
と多面的機能の確保に資す
る。
　平成23年度においては，
274協定　3,523ｈａの農地に
ついて交付金を交付した。
　平成22年度～平成26年度
第3期対策

〔新しい公共（市民との協
働）〕

　本事業により耕作放棄地
の発生防止や集落での共同
活動の維持・活性化につい
て一定の成果があるもの
の，中山間地域の担い手不
足や高齢化が進行するなか
で，継続的な農業生産活動
を維持することが困難になっ
てきている。
　今後は，未実施の集落に
おいても本事業に取り組む
機運が生じるよう，行政とし
てサポート体制を充実させる
必要がある。

農
政
課

中山間
地域等
直接支
払事業

22

22 B 継
続

継
続

第
４
 

産
業
・
経
済

115

２
農
林
畜
産
業
等

(

4

)

美
し
い
里
づ
く
り

有

4
内
容
の
改
善

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

拡
大

農業の担い
手の集約
化のために
必要な事業
であり、本
事業により
設立した法
人は、国県
の支援措
置の対象と
なる制度が
あるため、
方針として
事業の拡
大を目指す
必要があ
る。

継
続

本市において
も，急速な高
齢化による農
業の担い手不
足は深刻化し
ており，本事
業では農地を
出したい農業
者と農地を受
ける農業者を
結びつける重
要役割を果た
しており，事業
継続は妥当で
ある。事業は
直接市が実施
しなくても行え
るため，引き
続き農地の取
り扱いに精通
している三次
市土地改良区
へ委託する。

4

集落法
人や認
定農業
者等の
担い手
を育成
すること
で，地域
産業の
活性化
につな
がり，ま
た，耕作
放棄地
の解消
は景観
保全や
水資源
の確保
に重要
な役割を
占めるこ
とから，
社会的
ニーズ
は大き
い。

5

耕作放
棄地が
拡大す
る中で，
農地を
管理して
くれる人
を求める
農地所
有者は
多く，担
い手に
とっても
農地を
面的に
集積す
ることの
メリット
は大き
い。

4

事業上，
農地情
報や担
い手の
把握，地
元や関
係機関と
の連絡
調整を行
うことと
なるた
め，市の
関与は
円滑な
事務処
理の観
点から妥
当である
と考えら
れる。

4

農地利
用集積
円滑化
団体（土
地改良
区）と連
携して事
業を推
進してい
く。

5

農業の担い
手として重
点的に支援
すべき集落
法人や認定
農業者は，
農地集積に
おいて個別
対応だと効
率的に集積
できない。ま
た，担い手
不足や高齢
化により，
耕作放棄地
は拡大して
いる。した
がって，農
地利用集積
円滑化事業
を推進する
ことは，この
ような農業
の諸課題を
解決する手
段として効
果的であ
る

3

農地利用
集積円滑
化事業は
新設された
事業である
ため，要望
や相談が
ある時期が
明確でな
く，事業計
画を立てる
ことが困難
であり，補
助金の設
定方法を
検討する必
要がある。

本事業は，今
後，担い手の急
速な高齢化に伴
い，益々農業者
からの需要が高
まることが予想さ
れるため，事業
の縮小は厳し
い。

1,562

農
地
利
用
集
積
円
滑
化
団
体

（
三
次
市
土
地
改
良
区

）

農地利用集積円
滑化団体が実施
する農地利用集
積円滑化事業に
要する経費の助
成

農業の担い手に
対する，農地の
面的集積を促
す。
担い手との調整
により，耕作放
棄地の解消を目
指す。

 三次市の基本構想に定め
た内容について，農業経営
基盤強化促進法に基づく，
農地利用集積円滑化事業を
効果的に実施することを目
的とする。
【農地利用集積円滑化事
業】
・農地所有者から農地の利
用権設定等に係る事務の委
任を受け，農業者に対して
面的に集積できるよう調整
し，利用権等の設定を行う。
　また，平成２４年度から国
による人・農地プランに係る
農地集積協力金（農地の出
し手への協力金）交付要件
となっており，本事業の需要
は拡大し，重要性も高まって
いる。
〔新しい公共（市民との協
働）〕
　白紙委任契約を行った農
業者と新たな担い手との調
整時に，集落代表や集落法
人代表者等と連携し事業を
進める。

　農地利用集積円滑化事業
は新設された事業であり，こ
れまでの処理案件も少ない
ことから，関係機関が連携
し，情報共有や支援体制を
整える必要がある。また，事
業実施の要望や相談がある
時期が明確でなく，事業計
画を立てることが困難であ
り，補助金の設定方法を検
討する必要がある。

農
政
課

農地利
用集積
実践事
業

23

第
４
 

産
業
・
経
済

114

２
農
林
畜
産
業
等

(

3

)

や
り
た
い
農
業
の
支
援

25 B 継
続
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平成２４年度行政評価　事務事業評価一覧（２次評価結果）
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単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明
単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

施
策
番
号

拡大・縮小 改善の必要性H23年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

所
管

拡大・縮小 改善の必要性

分

野

大

項

目

開

始

年

度

中

項

目

定量分析

成果指標
活動指標 
単位あたり

コスト

手段の適切さ

事務
事業名

事業概要
今後の課題

（ミッションの達成との関
連）

合
計
点

目的 前年度の対応

１次 総合評価事務
事業
の対
象者
等

手段
ラ
ン
ク

H2
2年
度
評
価

活動指標

２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

H2
3年
度
評
価

市の役割 必要性

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

調査対象
者 人 21 21 21

調査対象者
数。所有者
の所在状況
により，進捗
状況も変化
する。

H
2
2

193,333  
調査実施
面積 ha 66 94 110

調査実施面
積

H
2
3

253,143  

H
2
4

299,533  

防護柵設
置助成額 円 11,822 26,596 8,000

防護柵設置
助成

H
2
2

1,154  個人対策 件 390 458 300
個別対策件
数

H
2
3

1,068  集落対策 件 9 16 10
集落対策件
数

H
2
4

1,227  

申請件数 件 2 5 3

森林組合以
外の事業体
からの補助
金申請を受
けられる働
きかけを行う
こと。

H
2
2

10,545,000
人工林間
伐 ha 70 85 76

県の補助金
配分により
実施量が決
まる。

広報等へ
の啓発回
数

回 1 3 1
市広報を通
じて啓発を
実施した。

H
2
3

5,077,200

H
2
4

7,030,067

駆除班補
助額 円 11,067 14,681 11,000

各駆除班へ
の補助金交
付額

H
2
2

1,197
有害駆除
頭数 頭 1,188 981 900

捕獲された
有害鳥獣の
数

人数 人 2,690 2,769 2,700 出動人数

H
2
3

1,149

H
2
4

1,198

有

1
積
極
的
な
情
報
公
開
と
市
民
と
の
情
報
共
有

有

4
内
容
の
改
善

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

6
成
果
の
向
上

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

4
内
容
の
改
善

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

28 A 継
続

継
続

有

4
内
容
の
改
善

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

継
続

農地以外
の市街地で
の発生等
が増加して
いるため、
新たな考え
方により、
あるべき駆
除活動を検
討する必要
がある。

継
続

鳥獣の捕獲
は，有資格者
でなければ行
うことができ
ず，狩猟免許
保持者数も減
少している中，
鳥獣被害は増
加しており，駆
除活動のニー
ズは高い。

5

有害鳥
獣による
被害が
増加して
おり，農
地以外
にも公
園，道路
等でも発
生してい
る状況で
あるた
め，社会
的ニー
ズも極め
て高いと
いえる。

5

被害が
増加して
いること
から，農
業者の
ニーズ
はきわ
めて高
い状況
にある。

5

市が依
頼して実
施する駆
除活動
について
は，駆除
班のボラ
ンティア
的な面も
あり，活
動に要
する経費
につい
て，どこ
まで市が
負担する
かは検
討を要す
る。

4

猟期以
外の鳥
獣捕獲
について
は，法律
に基づ
いて許
可される
ものであ
り，本来
農家か
らの被
害届を
受けた
市が駆
除活動
を実施
するもの
である。

5

有害鳥獣に
よる被害を
減少するに
は，防護柵
の設置だけ
では鳥獣の
頭数が減ら
ないことか
ら，駆除活
動を行う必
要がある。
駆除活動を
行うには，
狩猟免許等
の資格が必
要であり，
市の職員で
は対応でき
ないため，
有資格者に
駆除経費を
補助するこ
とは目的に
合致してい
る。

4

被害届によ
り駆除活動
を実施する
が，必ず捕
獲できると
は限らない
ため，捕獲
できなかっ
た場合，農
家から不満
が出る。
また，捕獲
できても被
害が続く場
合もあり，
継続した駆
除活動が
必要となる
ケースもあ
る。

予算の見直し：
農家からの駆除
要望も強いこと
から補助金の見
直しを考える。農
家の受益者負担
の検討

16,868
駆
除
班

有害鳥獣からの
農作物の被害を
防ぐため，市か
ら駆除班に駆除
活動を依頼す
る。その駆除活
動に要する経費
について，市が
補助金を交付す
る。

農産物の被害を
軽減することで，
農家の収入の確
保と農業生産活
動の継続，農地
の保全，耕作放
棄地の発生の予
防ができる。

　狩猟免許を有し，狩猟登録
を行っているもので構成する
「有害鳥獣駆除班」に，農家
からの被害届により，市が
依頼して行う(市の代理で活
動を実施)
　その駆除に要する経費を
市が補助金として交付して
いる。

〔新しい公共（市民との協
働）〕

 駆除班員には肉体的にも
金銭的にもかなりの負担が
発生している。
 また，駆除班員の高齢化の
進行と後継者不足の状況が
深刻化しており，これへの対
応が必要である。
 被害届の増加 に伴う出動
回数の増加，駆除活動中の
猟犬の事故，燃料費の上昇
等駆除活動に要する経費は
増加しており，駆除班からは
補助金増額の要望が強い。農

政
課

有害鳥
獣駆除
対策事
業（有
害鳥獣
被害防
止対策
事業）

22

第
４
 

産
業
・
経
済

121

２
農
林
畜
産
業
等

(

4

)

美
し
い
里
づ
く
り

無
継
続

県支出金
の継続が
見込める間
は，事業の
継続を図る
べきであ
る。市広報
紙以外の
媒体でも市
民に積極的
に周知し，
実績や成
果をPRする
必要があ
る。

継
続

　ひろしまの
森づくり県民
税を財源とし
た事業であ
り，県民税導
入から5年が
経過したが，
引き続き，事
業継続を図る
べきである。

4

森林
データで
は対象
森林は
相当な
量があ
る。

3

自己負
担を伴う
事業で
あり，事
業効果
を適切
に広報
すること
により，
市民
ニーズ
の掘り起
しができ
ると考え
られる。

4

より効果
的な整
備を行う
ことで，
貢献度
の低い
事業実
施を省く
ことがで
きる。

4

県費補
助であ
り，市の
関与を
無くすに
は県補
助要綱
の変更
を要す
る。

4

人工林間伐
の経費補助
は森林所有
者にとって
も要望され
るところであ
る。

4

制度を所
有者ニー
ズに合うか
たちにする
余地があ
る。（県補
助要綱変
更の必要
あり）

事務の効率化：
作業地の選定方
法を見直しした。

25,386
市
民

人工林間伐に係
る費用を補助す
る。

長期にわたり放
置されてきた人
工林間伐を実施
することで，森林
整備の重要性や
環境保全への関
心を高め，人口
林への関心を喚
起する。

 ひろしまの森づくり県民税を
財源とした事業で，主に１０
年以上放置された人工林の
間伐を行い，荒廃する人工
林を健全化して森林の多面
的機能の維持・増進を図る。
事業実施する人工林は，市
民からの要望等によって実
施する。森林所有者の負担
は10,000円／ha。

〔新しい公共（市民との協
働）〕

より効果的な事業実施が行
えるよう，引き続き市民への
広報・周知を推進する。

農
政
課

環境貢
献林整
備事業

24

28 A 継
続

継
続
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産
業
・
経
済

120

２
農
林
畜
産
業
等

(

4

)

美
し
い
里
づ
く
り

有

2
市
民
と
行
政
の
協
働
と
連
携

継
続

鳥獣被害
の拡大に伴
い，効果の
高い集落に
よる侵入防
護柵設置
の促進を図
るとともに，
有害鳥獣
駆除と連携
して対策を
講じる必要
がある。継

続

イノシシやシカ
等の有害鳥獣
による農作物
の被害は増加
しており，今後
も要望の増加
が予想され
る。

5

今後の
農業は，
鳥獣対
策もセッ
トですす
められる
べきであ
ることを
啓発推
進してい
くうえで，
意義も
大きい。

5

鳥獣被
害そのも
のや対
策要望
は増える
一方で
ある。

5

設置に
かかる
ニーズや
補助率
の向上
について
要望が
多数あ
る。

3

他団体
でも類似
制度が
あるが，
自然鳥
獣対策
は公共
性でやる
意義も
大きい。

5

鳥獣被害対
策の一環
で，防除対
策は当然す
すめられる
べきであ
る。

5

鳥獣被害
対策の一
環で，防除
対策は最も
効果が見
えやすい。

平成23年度にお
いては，集落が
設置する侵入防
護柵に対する支
援を強化

28,406

三
次
市
内
の
集
落

三
次
在
住
農
業
者

有害鳥獣からの
農作物の被害を
防ぐことが目的
の防止柵を，農
家や集落が設置
する場合の経費
に対し，補助金
を交付する。

農産物の被害を
軽減することで，
収入が確保でき
る。
営農意欲の衰退
の防止。

　農業者及び集落が一体的
に行う，有害鳥獣侵入防護
柵の設置について支援を
行っていく事業。
・個人防護柵設置　資材費
の1／5助成，　・集落による
侵入防護柵設置　資材費の
1／2助成

〔新しい公共（市民との協
働）〕

有害鳥獣の被害は年々増
加傾向にあり，また，中山間
部に限らず平野部において
も，被害が出ている。農産物
価格の低迷と農業者の高齢
化の進行により，防護柵設
置より耕作放棄を選択する
ケースが発生している。ま
た，防護柵設置だけでは有
害鳥獣の減少にはならない
ため，駆除対策をあわせて
行う必要があるが，駆除班
員の高齢化と後継者不足の
ため，その対応が必要であ
る。農作物被害を防止し，農
家の生産意欲向上にも直結
している，本事業は今後も継
続させる必要がある。

農
政
課

有害鳥
獣被害
防護柵
設置事
業（有
害鳥獣
防止）

17

23 B 継
続

継
続
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産
業
・
経
済

119

２
農
林
畜
産
業
等

(

4

)

美
し
い
里
づ
く
り

有

2
市
民
と
行
政
の
協
働
と
連
携

継
続

国庫支出
金の継続を
前提に事業
継続するべ
きであり，
計画的な造
林事業の
基本となる
よう継続し
て行う。

継
続

森林境界の明
確化は，森林
行政を行って
いく上で不可
欠であり，円
滑な造林事業
実施のために
も継続は必要
である。

5

山林の
境界未
定が多
い中，ト
ラブルも
増加して
おり，今
後の森
林整備
や，環境
保全の
観点か
らもニー
ズは高
い。

4

所有者
は，境界
が画定
すること
で，財産
管理上
のメリッ
トは高
く，ニー
ズは高
まってい
る。

3

今後，調
査仕様
の見直し
などを行
なうこと
で，コス
ト削減の
余地は
あると思
われる。

4

放置され
ている森
林の管
理等を
促してい
くことも
行政の
役割でも
あり，妥
当と思わ
れる。

5

未相続の山
林が多い現
状を踏ま
え，境界を
知っている
人がいる間
に境界が明
確化される
ため，本事
業は有効な
手段と考え
る。

4

同等の事
業である地
籍調査事
業との整合
を図りなが
ら事業展開
を行なって
いくなど，
経費削減
にも努めて
いく。

事務事業の効率
化：調査仕様を
見直し，コスト削
減を図る。

5,316

森
林
所
有
者

森林組合の行な
う森林情報（境
界・所有等）調査
整理事業に対し
て支援していく

森林情報を再現
可能なデーター
として整理し，今
後の適正な森林
管理に活用す
る。

森林組合との協働により，失
われつつある山林境界情報
を収集し，再現可能なデータ
として整理する事業。森林整
備の推進などには欠かせな
い情報であることから，国の
事業を利用した事業展開を
行う。（森林整備加速化・林
業再生事業）

平成21年度までは市単独事
業で実施
平成22年度からは国庫補助
事業で実施

平成24年度に向けて，国の
補助事業の見直しがあり，
補助事業での事業継続は不
確定
地籍調査との整合を図りな
がら，対象地域の選定を合
理的に行なうべき

農
政
課

民有林
境界確
定支援
事業

20

第
４
 

産
業
・
経
済

118

２
農
林
畜
産
業
等

(

4

)

美
し
い
里
づ
く
り

25 B 継
続

継
続
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平成２４年度行政評価　事務事業評価一覧（２次評価結果）

※　各評価項目は，１～５の５段階で評価 ※　ランク：A:27～30　　B:22～26　　C:17～21　　D:12～16　　E:6～11

単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明
単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

施
策
番
号

拡大・縮小 改善の必要性H23年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

所
管

拡大・縮小 改善の必要性

分

野

大

項

目

開

始

年

度

中

項

目

定量分析

成果指標
活動指標 
単位あたり

コスト

手段の適切さ

事務
事業名

事業概要
今後の課題

（ミッションの達成との関
連）

合
計
点

目的 前年度の対応

１次 総合評価事務
事業
の対
象者
等

手段
ラ
ン
ク

H2
2年
度
評
価

活動指標

２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

H2
3年
度
評
価

市の役割 必要性

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

間伐実施
面積 ha 216 242 250

間伐実施面
積

H
2
2

18,935  
間伐実施
面積 ha 216 242 250 間伐面積

H
2
3

16,884  

H
2
4

16,361  

県の補助
内示面積 ha 39 22 48

保育事業
は，県の補
助内示面積

H
2
2

371,410  
木材販売
収入

2,000 6,075 10,842
間伐材売払
い収入

H
2
3

918,500  

H
2
4

917,593  

土地購入
等 回 1

土地購入及
び遊歩道，
間伐等の整
備

H
2
2

森の手入
れ回数 回 2 1

地域住民や
ボランティア
による森の
手入れ

整備工事
等

1
遊歩道整
備，間伐等

H
2
3

739,442,000

H
2
4

工事件数 件 8 13 9
地区毎の契
約件数

H
2
2

6,232,625
かんがい
排水 件 2 5 3

用水量の確
保により，農
業経営の安
定化が図か
れる

H
2
3

5,690,923 農道整備 件 3 3 4

農業機械の
搬出等が容
易となり，作
業の省力化
が図れる

H
2
4

5,484,533
老朽ため
池，ため
池緊急

件 3 5 2

維持管理が
容易となり，
用水の安定
化が図られ
る

有

8
事
務
事
業
の
効
率
化

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

2
市
民
と
行
政
の
協
働
と
連
携

有

4
内
容
の
改
善

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

無

25 B 継
続

継
続

無
継
続

県支出金
の減額見
込みに伴
い，受益者
負担の見
直しと事業
終期の明
確化をする
とともに，事
業に係る人
件費が多い
ため，事務
事業の効
率化を図る
必要があ
る。

継
続

事業要望も多
く，生産から販
売までの農業
確立を図るう
えで，ハード面
整備は不可欠
である。

4

農業関
係者が
受益主
体となる
事業で
あるが，
国土保
全にも関
係してく
るため，
社会
ニーズ
はある。

4

本市に
おける農
業は，骨
格的な
基幹産
業であり
農業者
のニー
ズは市
民ニー
ズと考え
る。

3

地元負
担を伴う
ことから
コスト削
減をより
意識した
工事を実
施した。

4

事業要
望の取り
まとめは
土地改
良区が
行ってい
るが，品
質の高
い施設
構築の
観点か
ら市が
関与す
る必要
がある。

5

維持管理費
の軽減とと
もに，農業
の近代化を
図ることが
できた。

5

地元要望
に対して事
業を実施し
ているた
め，成果が
得られてい
る。

緊急度の高いも
のから順次事業
実施している。

73,982

農
業
生
産
に
必
要
な
施
設

（
水
路
・
農
道
・
た
め
池

）
の
受
益

者

農業施設を使用
する受益者の事
業要望に基づ
き，労力軽減・地
域防災効果が発
揮できる農業用
施設改良工事の
実施。

農業生産基盤を
整備することに
より，農業経営
の近代化を図
る。また，農業生
産物の品質向上
を農業収益の増
加を実現する。

・施設老朽化・未改良のた
め，用水安定確保が困難な
地域の水路改良
・道路幅員狭小による大型
農業機械搬出入の不便さ，
砂利道維持管理労力の軽
減及び農作物荷傷み防止の
ための農道改良・舗装
・老朽化のため用水確保が
困難であり，地域防災上危
険なため池の補強工事等

　これらの施設改良を実施
することで，農業の近代化と
経営の安定化を図る。

〔新しい公共（市民との協
働）〕

本事業は，生産から販売ま
でのシステム構築を図るうえ
で欠かせない農業基盤整備
事業であり，事業要望は多
い。
しかし，県補助事業であるた
め，広島県の予算縮小に伴
い事業実施箇所が縮小する
ことから，地域への対策が
必要となる。
今後も事業要望箇所の増加
が予想されるが，老朽化が
高く，事業効果が早期に発
揮できる地域を優先的に事
業実施していくことが求めら
れる。

農
政
課

小規模
農業基
盤整備
事業

16

第
４
 

産
業
・
経
済

125

２
農
林
畜
産
業
等

(

4

)

美
し
い
里
づ
く
り

無
継
続

地域のボラ
ンティア団
体が主体と
なる整備活
動と連携し
ながら，継
続して整備
を進める。

継
続

　平成23年度
は遊歩道等の
主要施設の整
備を行った
が，本年度以
降は，補足的
な整備とボラ
ンティア等によ
る森林整備な
ど，継続的に
行う必要があ
る。

4

住民が
身近に
触れ合
い散策
すること
のできる
里山へ
の社会
ニーズ
は高い。

3

里山整
備のモ
デル事
業とし
て，市民
に十分
に広報
啓発を
行うこと
で，里山
整備に
対する
市民
ニーズ
は更に
高まる。

4

里山整
備のモデ
ル事業と
して，住
民と行政
が協働し
て事業
実施する
必要が
ある。

4

植栽や
森林作
業体験
などは住
民が主
体となっ
て実施し
ていく土
壌づくり
を行う。

4

憩いの森を
身近に利用
できる里山
にするため
の施設整備
は，事業目
的に合致し
ている。

3

継続した森
の手入れ
を地域住
民やボラン
ティア団体
と協働して
実施するこ
とでコスト
削減が見
込まれる。

平成23新規

739,442

市
民
，
近
隣
施
設
の
利
用
者

里山整備を行
い，健康・スポー
ツ・レクリエーショ
ンの場として幅
広い市民等が利
用できる憩いの
森を創造する。

里山整備への市
民の関心を高め
るため，森の手
入れ体験の場と
して（下草刈り，
間伐等）利活用
していく。

　奥田元宋・小由女美術館
及び酒屋保育所に隣接する
里山林について，子どもから
高齢者まで幅広い世代が森
とふれあい，心と体を豊かに
する里山整備を行う。整備に
あたっては，地元住民自治
組織が進めている「エコパー
クの森づくり」と連携・協働し
て実施する。

○整備面積：約６８，９００㎡
○整備内容：除間伐，散策
道，作業道，駐車場，東屋，
ベンチ，フィールド・アスレ
チック，植栽　等
○整備期間：平成２３年度～
平成２７年度（５ヶ年）

〔新しい公共（市民との協
働）〕

事業地に近接する保育所，
美術館，運動公園，ワイナ
リーなど市内外の方が利用
される施設との機能連携を
図り，日常的に憩いの森が
利用されるように広報や機
能充実が求められる。

農
政
課

酒屋地
区憩い
の森整
備事業

23

23 B 継
続

継
続

第
４
 

産
業
・
経
済

124

２
農
林
畜
産
業
等

(

4

)

美
し
い
里
づ
く
り

無
継
続

計画に基づ
き，着実に
間伐などの
森林整備
事業を進め
る必要があ
る。

継
続

適切な間伐実
施をし，引き
続き保育事業
を実施するこ
とで，当初の
目的である有
料材の生産を
達成するだけ
でなく，森林の
持つ多面的機
能の維持・増
進につなが
る。

4

大雨に
よる森林
災害が
懸念され
ている
中，適切
な施業
実施は，
森林の
持つ多
面的機
能の発
揮につ
ながるも
ので，社
会的
ニーズ
は高い

3

森林に
対する
市民の
ニーズ
は，地球
温暖化
防止へ
の貢献，
災害に
対する
安産性
の確保，
きれいな
水の供
給など多
様である
が，これ
らのニー
ズに将
来にわ
たって応
えていく
ために
は，適切
な森林
施業に
努めて
いかなけ

3

近隣の
人工林と
一体的
に施業を
実施する
ことによ
り，コスト
の削減
が図られ
る。

5

計画的
に施業
を実施し
ている。

4

市有林・分
収林を，計
画的な保育
事業により
適正に施業
する。

4

搬出間伐
に努め，分
収契約者と
収益を分
収すること
により，山
林への関
心を高める
とともに，
森林の持
つ多面的
機能の発
揮につなげ
る。

事務事業の効率
化：所有者と協
議し分収造林の
契約更新を行う
ことで，より有利
な時期で主伐で
きるように対応し
た。

20,207

市
有
林
及
び
分
収
林
地

森林組合への管
理・施業の委託
により，適正な施
業計画の下，間
伐や，枝打など
の保育事業を実
施

市有林及び分収
林地を適正に管
理し，山林の荒
廃を防止し，森
林の持つ多面的
機能を発揮させ
ることで，環境保
全向上効果と，
林業所得の向上
を図る

　市有林及び分収林につい
て，植林，保育，伐採までの
造林事業を一体的に市が管
理する。分収林において木
材の販売等により収益が生
じた場合，売り上げから，伐
採，搬出経費を差し引いた
額の40％を森林保有者に支
払う。

〔新しい公共（市民との協
働）〕

　市有林，分収林ともに計画
伐期が到来しつつあるが，
路網の整備状況や，伐採規
模などの状況により，採算割
れの可能性もある。
　今後，補助金の活用により
路網整備や造林地周辺の
山林と歩調を合わせた伐採
を計画するなど，低コストで
経済性の高い搬出伐採に努
める。
　また，契約期間が満了する
の分収造林契約は，分収造
林契約の延長を行い，経済
効果の高い時期の伐採に努
める。

農
政
課

公的森
林整備
推進事
業

16

22 B 継
続

第
４
 

産
業
・
経
済

123

２
農
林
畜
産
業
等

(

4

)

美
し
い
里
づ
く
り

有

2
市
民
と
行
政
の
協
働
と
連
携

廃
止

森林管理に
よる森林の
公益的機
能維持は
重要である
ため，補助
率軽減の
支援は必
要なところ
であるが，
事業効果
の検証を行
い，他事業
の活用によ
る取組とす
る。

継
続

適正な森林管
理が行われな
い人工林が増
えると，森林
の持つ公益的
機能が発揮さ
れず，土砂流
出等につなが
る危険性があ
る。

4

間伐を
適期に
実施す
ることに
よって森
林保全
が図ら
れること
から社
会ニー
ズは高
い。

3

森林の
もつ多面
的機能・
地球の
温暖化
防止機
能を保
持・推進
への住
民の
ニーズ・
関心は
高く、土
砂流出
防止など
の公益
的機能
の維持・
発揮に
つながる
間伐の
推進を
図る施
策は重
要であ
る。

3

間伐材
の利用
促進によ
るコスト
低減を図
る余地は
ある。

4

森林の
公益的
機能の
発揮や
森林保
全の面
からも間
伐の実
施は重
要であ
り,推進
を計るに
は市の
関与が
必要で
ある。

4

自己負担が
軽減される
ことにより間
伐実施の意
欲誘導が図
られる。

3

人工林面
積の約6割
の9,931ha
が間伐等
を必要とす
る35年生
以下の林
分であり,大
規模化等
により一定
の効率化
が図れる。

事務事業の効率
化：間伐材の利
用促進の検討
事業実施のＰＲ
をした。

4,086

造
林
事
業
の
補
助
対
象
と
す
る
事
業

（
流
域
公
益
保
全
林
整
備

事
業
ま
た
は
流
域
循
環
資
源
林
整
備
事
業

）
に
よ
り
実
施
す
る

間
伐
事
業
の
事
業
主
体

流域公益保全林
整備事業または
流域循環資源林
整備事業により
実施した事業費
から国県補助金
を控除した金額
の2分の1以内を
補助する（森林
所有者負担は4
分の1）

間伐の推進を図
り森林の公益的
機能の持続的な
発揮を図る。

　森林のもつ公益的機能の
持続的な発揮を図るために
必要な保育(下刈，除伐，間
伐)のうち，全体的に遅れて
いる間伐の推進を目的とし
て，森林所有者負担の2分
の1を補助する。

間伐を更に推進するために
は,間伐材の利用促進及び
団地化による効率的な間伐
の実施に取り組む必要があ
る。

農
政
課

農密林
間伐事
業

16

第
４
 

産
業
・
経
済

122

２
農
林
畜
産
業
等

(

4

)

美
し
い
里
づ
く
り

21 C 継
続

継
続
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単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明
単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

施
策
番
号

拡大・縮小 改善の必要性H23年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

所
管

拡大・縮小 改善の必要性

分

野

大

項

目

開

始

年

度

中

項

目

定量分析

成果指標
活動指標 
単位あたり

コスト

手段の適切さ

事務
事業名

事業概要
今後の課題

（ミッションの達成との関
連）

合
計
点

目的 前年度の対応

１次 総合評価事務
事業
の対
象者
等

手段
ラ
ン
ク

H2
2年
度
評
価

活動指標

２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

H2
3年
度
評
価

市の役割 必要性

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

組織数 地区 17 17 71
協定締結活
動組織

H
2
2

713,706  
保全され
る農用地 ha 665 665 1,934

協定対象農
用地面積

H
2
3

707,294  

H
2
4

423,769  

支援面積 ha 495 524 550 支援面積

H
2
2

33,529  支援面積 ha 495 524 550 支援面積

H
2
3

37,149  

H
2
4

37,685  

延長 ｍ 218 240 295
必要経費を
施工延長で
除す

H
2
2

188,211 延長 ｍ 218 240 295 施工延長

H
2
3

205,088

H
2
4

275,177

地区数 件 1 1 1 地区数

H
2
2

17,907,000

H
2
3

38,907,000

H
2
4

74,907,200

有

8
事
務
事
業
の
効
率
化

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

1
6
受
益
と
負
担
の
適
正
化

有

6
成
果
の
向
上

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

8
事
務
事
業
の
効
率
化

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

25 B 無
継
続

地域特産
品の維持
拡大のため
に，より効
率的な更新
修繕と整備
後の維持
管理経費
の軽減を促
す必要があ
る。

継
続

老朽化した揚
水施設・送配
水管を更新修
繕することに
より，農業用
水の安定確保
および維持管
理の軽減を図
り，安定した農
業経営を確保
することは安
全・安心で新
鮮な三次産農
産物「三次ピ
オーネ」等の
安定的・継続
的な供給に必
要不可欠であ
る。。

3

揚水施
設・送配
水管の
維持管
理費を
低減して
生産基
盤を適
正化す
ること
は，安
全・安心
で新鮮
な三次
産農産
物を安
定的・継
続的に
供給出
来ること
に繋が
り，大い
に社会
的ニー
ズを有す
る。

5

農業用
施設の
老朽化
に伴い，
維持管
理に多
大な経
費を費
やしてい
るため，
施設の
更新が
早急に
必要に
なる。

4

地元負
担金を伴
うことか
ら，必要
最小限
の経費
で最大
限の効
果が得ら
れる工事
を実施す
る必要が
ある。

5

技術的
見地か
ら，正確
な工法
選定・適
正な工
事実施
が可能と
なる。

4

老朽化した
揚水施設・
送配水管を
修繕・更新
することで
即，効果が
発現され
る。

4

老朽化した
揚水施設・
送配水管
を更新修
繕すること
により，農
業用水の
安定確保
および維持
管理の軽
減により，
成果が得ら
れる。

38,907

農
事
組
合
法
人
三
次
ピ
オ

ネ
生
産
組
合

（
組
合
員

名

）
，
亀
の
丸
果
樹
生
産
組
合

（
組
合
員
3
名

）
，
酒
屋
飼
料

生
産
組
合

（
組
合
員
数
4
名

）
，
三
次
ワ
イ
ナ
リ
ー

（
ワ
イ
ン

用
ぶ
ど
う

）

揚水施設3箇所・
送水管L=2.4km・
配水管L=1.1km
の修繕及び更新

老朽化した揚水
施設・送配水管
を更新修繕する
ことにより，農業
用水の安定確保
および維持管理
の軽減により，
安定した農業経
営を確保する。

酒屋農地開発団地は70haの
農地を造成し，（ブドウ・ユ
ズ）を中心に作物導入し，農
事組合法人三次ピオーネ生
産組合を始め4団体が営農
を行っている。三次ピオーネ
生産組合は35.6haへブドウ
を作付けし三次ピオーネを
「黒い真珠」として商品登録
を取得し，「老舗」のブランド
を築いてきたが，他産地との
競争が始まっている現在，そ
れに勝ち残り産地を維持し
そして生産・販売の拡大をお
こない所得を挙げていくため
には，品質の維持と新品種
の導入が必要である。県営
農地開発完了後34年が経
過し，老朽化が進行しており
ポンプ故障・漏水等により維
持管理に多大な経費を費や
すようになり，経営・営農面
に支障をきたしている。老朽
化した揚水施設・送配水管
を更新修繕することにより，
農業用水の安定確保および
維持管理の軽減により，安
定した農業経営を確保す

農
政
課

水利施
設整備
事業
（地域
農業水
利施設
保全
型）（酒
屋地
区）

24

第
４
 

産
業
・
経
済

129

２
農
林
畜
産
業
等

(

4

)

美
し
い
里
づ
く
り

有

1
6
受
益
と
負
担
の
適
正
化

継
続

林道には特
定の受益
者がいるた
め，事業の
妥当性や
公共性など
を考慮した
事業実施
が必要であ
る。

継
続

林道は森林の
もつ多面的機
能を向上させ
る面では必要
不可欠である
が，林道にお
いては農道と
同様に特定の
受益者が存在
し，整備される
ことによって利
便性のみなら
ず収益性の向
上が見込まれ
るものである。
よって，必要な
林道は整備す
るが応分の負
担を求める必
要がある。

4

森林資
源の利
活用や
森林の
もつ多面
的機能
の維持
増進等，
国土保
全に資
する。

3

集落と集
落を結
ぶ連絡
道とな
り，地
域・近隣
住民の
生活道・
防災道と
して利便
性が向
上する。

3

施工方
法等に
基準が
あるが，
事業実
施にあた
りコスト
縮減は
国県にお
いても追
及してい
る。

2

林道に
は特定
の受益
者があ
り，管理
者も市
から受
益者に
移行す
べきであ
る。継続
路線以
外は今
後検討
する余
地があ
る。

4

林業振興の
利便性向上
に貢献して
いる。

4

林道整備
後の林業
振興施策
のてこ入れ
等により成
果は向上
する。

受益の負担と適
正化

49,221

山
林
所
有
者
，
林
業
者
，
林
道
周
辺
住
民

林道整備（開設・
橋梁拡幅）

林道開設及び橋
梁拡幅により各
種森林作業の軽
減を図り，所得
の向上を図る。

〔新しい公共（市
民との協働）〕

林道開設及び橋梁拡幅によ
り各種森林作業の軽減を図
り，所得の向上を図る。
集落と集落を結ぶ連絡道で
あり，生活道・防災道として
の機能充実を図る。

〔新しい公共（市民との協
働）〕

国県補助金が縮減されてい
く中での事業推進は困難な
状況にあるが，事業開始年
度から19年を経過し，20年
目となるH25年度末には事
業完了を求められており，集
中的な財政確保が必要であ
る。

農
政
課

林道整
備事業

6

23 B 継
続

継
続

第
４
 

産
業
・
経
済

128

２
農
林
畜
産
業
等

(

4

)

美
し
い
里
づ
く
り

有

5
終
期
の
設
定

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

継
続

中山間地
域等直接
支払制度
及び農地・
水・環境保
全向上対
策地域以
外の農家
等が対象
のため小規
模な個人農
家が多く，
事業の成
果を上げる
ためには，
きめ細やか
な対応が必
要である。

継
続

　農村資源の
保全に対する
支援のほか，
環境に配慮し
た農業に取組
んだ場合の支
援を図る市民
ニーズがあ
る。
　また，各地
域にある水生
昆虫や植物保
護の推進に資
するため「環
境保全」項目
を設けており，
特色ある地域
の創造が可能
となる。

5

　地球規
模での
環境保
全が求
められて
いる。

4

　住民か
らの支
援要望
は増加し
ている。

4

　コスト
削減は
農業者
の意欲を
削ぐ。

3

　農村環
境を保
全するた
めには，
最低限
の行政
支援が
必要で
ある。

4

　国・県費
の基準に達
しない小規
模な事業を
対象とし，
農村環境保
全の支援を
行ってい
る。

3

　きめ細や
かな事業
に発展させ
る余地があ
る。

成果の向上：落
水管理の補助金
額を見直した。

19,466

中
山
間
地
域
等
直
接
支
払
制
度
及
び
農
地
・
水
・
環
境
保
全
向

上
対
策
事
業
に
よ
り
交
付
を
受
け
て
い
る
地
域
以
外
の
農
家
等

を
対
象
と
す
る

。

①水路・農道・た
め池の維持管理
④花木植栽等の
景観向上
②畦畔管理の省
力化
③荒廃農地の復
元

農村環境をみん
なで支えていくこ
とを目的としてい
る。

農地・水路・農道・ため池な
どの農施設や農村部の住環
境を守る地域づくりの共同
活動団体や個別の小規模
農家を直接支援することに
より，農村地域の「農地・水・
環境」の良好な保全と質的
向上並びに地域間格差の是
正を図ることを目的としてい
る。

第1期:H19-H23,第2期:H24-
H28
〔新しい公共（市民との協
働）〕

高齢化，非農家混住化の進
展の中で，農地・農業施設を
守る取組みは地域コミュニ
ティの向上と地域環境並び
に国土保全を図る上で重要
な役割を担っている。

農
政
課

農村環
境保全
事業

19

20 Ｃ 継
続

継
続

第
４
 

産
業
・
経
済

127

２
農
林
畜
産
業
等

(

4

)

美
し
い
里
づ
く
り

有

8
事
務
事
業
の
効
率
化

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

継
続

国県の補
助継続を前
提とする継
続であり，
さらなる事
務事業の
効率化を図
り，円滑な
事務執行
体制を確立
する。

継
続

　農業者だけ
でなく，地域住
民，自治会，
関係団体など
で取組みを行
うことにより，
農業を通じた
地域づくりが
可能となる。
一方，環境面
への取組みに
ついては，成
果を追求する
にあたり，労
力の投入が増
加している。

5

　農業者
だけでな
く地域住
民，自治
会，関係
団体など
で取組
みを行う
ことによ
り，農業
を通じた
地域づく
りが可能
となる。 4

　農業者
だけでな
く，地域
住民，自
治会，関
係団体
など幅広
く参加し
ている。

5

　国の交
付金事
業のた
め，基準
による交
付を行っ
ている。

5

　国の交
付金事
業のた
め，基準
による交
付を行っ
ている。

4

　農業者だ
けでなく，地
域住民，自
治会，関係
団体など幅
広く参加す
る活動組織
に対して支
援している。

3

　地元組織
の活動内
容に関し，
技術的部
分において
改善の余
地がある。

効果の検証：検
証したうえで、昨
年度には事業周
知を行い，協定
締結する組織を
拡大させた。

12,024

農
業
者
だ
け
で
な
く
，
地
域
住
民
，
自
治
会
等
関
係
団
体
な
ど

幅
広
く
参
加
す
る
活
動
組
織

農地や農業施設
を保全する活動
組織と市とで協
定を締結し，地
域に対して草刈
や農業用水の補
修などの共同活
動支援並びに営
農活動に対し支
援する。

農地や農業施設
を保全する活動
組織と市とで協
定を締結し，地
域に対して草刈
や農業用水の補
修などの共同活
動支援に対し支
援する。

農地・水・環境の良好な保全
とその質の向上を図る目的
で，将来にわたって農業・農
村の基盤を支え環境の向上
を図る活動に対して交付金
が支給される。
これまでの保全活動に加え
て，施設を長持ちさせながら
きめ細かな手入れや，農村
の自然や景観などを守る地
域共同活動の実施。
第1期:H19-H23,第2期:H24-
H28

向上：国1/2→直接地元、県
1/4・市1/4
共同：国1/2・県1/4・市
1/4(土連を通じて交付)

地域ぐるみの共同活動を継
続するためには，集落営農
の実現や担い手の育成など
課題は多い。

農
政
課

農地・
水・環
境保全
向上対
策事業

19

第
４
 

産
業
・
経
済

126

２
農
林
畜
産
業
等

(

4

)

美
し
い
里
づ
く
り

26 B 継
続

継
続

34／63 2012/10/19



平成２４年度行政評価　事務事業評価一覧（２次評価結果）

※　各評価項目は，１～５の５段階で評価 ※　ランク：A:27～30　　B:22～26　　C:17～21　　D:12～16　　E:6～11

単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明
単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

施
策
番
号

拡大・縮小 改善の必要性H23年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

所
管

拡大・縮小 改善の必要性

分

野

大

項

目

開

始

年

度

中

項

目

定量分析

成果指標
活動指標 
単位あたり

コスト

手段の適切さ

事務
事業名

事業概要
今後の課題

（ミッションの達成との関
連）

合
計
点

目的 前年度の対応

１次 総合評価事務
事業
の対
象者
等

手段
ラ
ン
ク

H2
2年
度
評
価

活動指標

２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

H2
3年
度
評
価

市の役割 必要性

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

工区数 工区 6 9 工区数

H
2
2

4,034,500  工区数 工区 6 9 工区数

受益面積 ha 34 122 受益面積

H
2
3

19,067,444  

H
2
4

 

負担金 千円 38,000 44,000 40,000
負担金
10％

H
2
2

1,038  事業費 千円 380,000 440,000 400,000 事業費

H
2
3

1,033  

H
2
4

1,036  

負担金 千円 13,250 27,283 20,000

県営事業に
係る負担金
負担金
5.0％

H
2
2

1,106 事業費 千円 265,000 545,655 400,000 事業費

H
2
3

91

H
2
4

1,727

情報収集
活動・協
議

10 10 10

ハイデラ
バード市を
中心に，イン
ドからの情
報収集，アド
バイザー業
務

H
2
2

465,400

H
2
3

480,900

H
2
4

381,700

有

1
3
効
率
的
な
組
織
体
制
の
確
立

有

4
内
容
の
改
善

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

4
内
容
の
改
善

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

5
終
期
の
設
定

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

23 B 継
続

継
続

有

1
3
効
率
的
な
組
織
体
制
の
確
立

継
続

本市の産
業活性化
のための手
法として広
い視点で必
要な事業で
あると考え
るが，市内
経済団体
等との連携
と役割分担
を再度検討
する必要が
ある。

継
続

友好・交流を
継続しつつ，
この域を超え
た経済的な交
流が求められ
る。６次産業
化を踏まえ
た，農商工連
携での取り組
みも必要であ
る。

4

産業経
済の活
性化は
行政の
主要な
柱であ
る。

4

産業経
済の活
性化は
雇用に
つながる
重要な
課題で
ある。

4

インドと
の交流を
通じて具
体的な
連携も出
てきてい
る。今後
の事業
展開に
よって
は，支援
をするこ
とも必要
である。 4

既に，幅
広く，商
工会議
所会議
所や企
業などと
連携を
取りなが
ら事業
推進を
行ってき
たが，６
次産業
の振興
などを考
慮すれ
ば，さら
に農業
分野など
との連携
も必要と
なる。幅
広く産業
界を調
整するた
めには，
行政の
関与は

4

将来的に三
次市の産業
の活性化に
寄与する重
要な施策で
ある。

3

市の組織
的な関与
が重要で
あり，状勢
に応じた，
機敏な動き
が求められ
る。

インドハイデラ
バード市との友
好交流から，産
業活性化への取
り組みに発展さ
せるため，農業
分野へでの交流
の可能性を探っ
ている。具体的
には，観光農業
及び花卉栽培技
術などを研究し
ている。

4,809

企
業
・
大
学
・
自
治
体

企業動向調査・
IT分野動向調
査・外他産業分
野におけるビジ
ネスチャンスの
可能性調査，人
材育成等総括的
な三次市におけ
る産業活性化へ
向けた取組み

三次市内へのIT
産業を基軸とし
た成長可能な企
業の誘致又は事
業推進と活性化

　IT産業を中心とする産業活
性化に向けた調査及び事業
の推進。
　また，友好都市であるイン
ド・ハイデラバード市との連
携を軸に民間交流による人
材の育成やIT関連企業等の
誘致を推進していく。

  H24より名称変更

〔新しい公共（市民との協
働）〕
　事業推進にあたっては，三
次広域商工会や，三次商工
会議所などと連携し，役割分
担を行っていく。

東南アジア圏域での産業経
済のボリュームゾーンとなり
得るインドとの交流を促進す
るため，ハイデラバード市と
の交流を継続していく。な
お，この交流が，三次市の
産業経済活性化の糸口とな
るよう，既に設立されている
日印合弁企業をはじめ，民
間レベルでのインド企業との
事業提携などの調査研究を
行い，その可能性を探って
いきながら，その育成と三次
市のIT産業への関与につい
ては，１０年単位の幅で検討
していく。

商
工
振
興
課

産業活
性化推
進事業
調査事
業

18
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産
業
・
経
済

133

３
商
工
業

(

2

)

雇
用
の
拡
大
を
め
ざ
し
た
企
業
誘
致
や
起
業
支
援

無
継
続

農産物生
産性の向
上等の事
業効果を可
能な限り早
く享受する
ために，国
県に対して
早期完成
のための事
業推進の
要望を積極
的に行うと
ともに，対
象用地の
買収や立
木の伐採な
どを円滑に
行うように
する。

継
続

予
算
額

5

輸送体
系等の
整備に
より，林
業の雇
用確保
が見込
まれるた
め社会
ニーズも
高い

5

林産物
生産性
の向上，
販路拡
大と併せ
た地域
の道路
網整備
であり生
活道路
の性格
も有し市
民ニー
ズは高
い。

3

道路幅
員及び
法面勾
配の見
直しや建
設発生
土の有
効利用を
通じ，コ
ストの削
減を図っ
ている。

4

広域に
またがる
事業で
あるた
め，関係
者への
説明等
が必要
で市が
やった方
がよりよ
くでき
る。

5

生産から販
売までと位
置づけた本
市の施策の
中で，道路
網の整備は
不可欠であ
る。

4

事業完了
は未定で
あるが，路
線開通によ
り輸送体系
の確立など
の成果が
十分発揮
できる。

28,737
市
民

林産物の管理及
び流通を目的と
した道路網整備

流通条件の整備
により，林産物
の輸送体系の確
立，販売拡大を
図る。

林産物の安定供給と利用拡
大による持続的な林業の確
立を図ることを目的として，
緑資源機構から引き継いだ
県が事業主体となって道路
整備を行うことに対し負担金
の支出を行う。

〔新しい公共（市民との協
働）〕

効率的な地元産材生産体制
の確立，消費者ニーズに見
合う流通・加工体制の構築，
利用拡大に対する取組，森
林資源の循環利用による持
続的な林業の確立。

農
政
課

県営幹
線林道
整備事
業（比
和新庄
線）

22

26 B 継
続

継
続
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産
業
・
経
済

132

２
農
林
畜
産
業
等

(

4

)

美
し
い
里
づ
く
り

無
継
続

農産物生
産性の向
上等の事
業効果を可
能な限り早
く享受する
ために，国
県に対して
早期完成
のための事
業推進の
要望を積極
的に行う。継

続

生産から集出
荷に至る流通
条件の整備に
より，本市の
農産物の生産
性向上につな
がると考える。

5

輸送体
系の整
備によ
り，消費
者の求
める新
鮮な農
産物が
出荷でき
るため社
会ニー
ズも高
い。

5

農産物
生産性
の向上，
販路拡
大と併せ
た地域
の道路
網整備
であり生
活道路
の性格
も有し市
民ニー
ズは高
い。

3

建設発
生土の
有効利
用を通
じ，コスト
の削減を
図ってい
る。

4

広域に
またがる
事業で
あるた
め，関係
者への
説明など
があり市
がやった
方がより
よくでき
る。

5

生産から販
売までと位
置づけた本
市の施策の
中で，道路
網の整備は
不可欠であ
る。

4

事業完了
予定は，２
期地区の
平成３３年
であるが，
供用開始
により輸送
体系の確
立などの成
果が十分
発揮でき
る。

45,447
市
民

広域営農団地整
備を目的とした
道路網整備

流通条件の整備
により，農産物
の輸送体系の確
立，販売拡大を
図る。

小規模な営農集団を連結さ
せ，広域営農団地を形成し，
生産bから集出荷に至る流
通条件の整備と農業近代化
施設の有効利用による農産
物の生産性の向上と輸送体
系の改善，特産物の販路拡
大を図り，また地域の道路
網整備を目的とし，備北南
部地区の起点の東酒屋町
から下志和地町春木までの
総延長6,646ｍの農道整備
及び２期地区の春木から終
点の三和町下板木までの総
延長5,500ｍを県が事業主
体となり事業実施するため，
事業に対する市の負担割合
により負担金の支出を行う。

〔新しい公共（市民との協
働）〕

生産から販売までのシステ
ム構築を図るうえで，施設配
置の整理，経済効果の算定
などを行い，平成24年度の１
期採択区間供用に向け利活
用方法を再検討する必要が
ある。

農
政
課

県営広
域営農
団地農
道整備
事業
（備北
南部地
区）

15

26 B
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産
業
・
経
済

131

２
農
林
畜
産
業
等

(

4

)

美
し
い
里
づ
く
り

無
継
続

国及び県補
助金制度
(H23-H25)
の継続を前
提として，
活用を効率
的に行うと
ともに，終
期を示し事
業期間を市
民に明確に
する必要が
ある。継

続

農業者の事業
に対する要望
も多くあり，国
及び県補助金
により，受益
者負担も軽減
できる事業の
ため継続が必
要である。

3

地産地
消の現
代社会
におい
て，生産
基盤で
ある農
地及び
農業用
施設が
適正な
状態とな
ること
は，食の
安全安
心にも繋
がり，社
会的
ニーズ
はある。

4

本市に
おける農
業は，骨
格的な
基幹産
業であり
農業者
のニー
ズは市
民ニー
ズと考え
る。

3

地元負
担を伴う
ことから
コスト削
減を意識
した工事
の実施
が求めら
れてい
る。

4

品質の
高い施
設構築
の観点
から市
が関与
すること
が望まし
い。

4

農地及び農
業用施設に
おいて支障
となってい
る部分の整
備は農業体
質強化の効
果が発揮さ
れる。

5

地元要望
に対して事
業を実施す
るため成果
が得られ
る。

171,607

戦
略
作
物
又
は
地
域
振
興
作
物
を
生
産
し
て
い
る
地
域

農業用用排水施
設の新設，改良
暗渠排水の新設
農用地の区画形
質の変更
客土等の土層改
良等

農業者が経営規
模の拡大や農作
物の高付加価値
化・品質向上等
に取り組む上で
支障となる農業
用水の確保等農
業生産基盤の課
題において，き
め細かな基盤整
備による農業体
質の強化をめざ
す。

きめ細かな基盤整備による
農業の体質強化
　すでに農地の区画が整備
されている地域等において
農地・農業水利施設の整備
をきめ細かく実施し，経営規
模の拡大や戦略作物・地域
振興作物の生産を促進す
る。
　①畦畔除去等による区画
拡大や暗渠排水等の農地
の整備
　②老朽施設の更新，用排
水機の増設等の農業水利
施設の整備

〔新しい公共（市民との協
働）〕

農
政
課

農業体
質強化
基盤整
備促進
事業

24
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産
業
・
経
済

130

２
農
林
畜
産
業
等

(

4

)

美
し
い
里
づ
く
り

23 B
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平成２４年度行政評価　事務事業評価一覧（２次評価結果）

※　各評価項目は，１～５の５段階で評価 ※　ランク：A:27～30　　B:22～26　　C:17～21　　D:12～16　　E:6～11

単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明
単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

施
策
番
号

拡大・縮小 改善の必要性H23年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

所
管

拡大・縮小 改善の必要性

分

野

大

項

目

開

始

年

度

中

項

目

定量分析

成果指標
活動指標 
単位あたり

コスト

手段の適切さ

事務
事業名

事業概要
今後の課題

（ミッションの達成との関
連）

合
計
点

目的 前年度の対応

１次 総合評価事務
事業
の対
象者
等

手段
ラ
ン
ク

H2
2年
度
評
価

活動指標

２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

H2
3年
度
評
価

市の役割 必要性

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

補助件数
(半期) 件 36

41(申請件
数)-5(不交
付・取下
げ)=36

H
2
2

 
新規事業
を始めた
人

人 6
空店舗3、新
規開業1、民
宿許可2

補助金額
(半期) 円 17,111,000

H
2
3

 
新製品の
開発数 件 9

創意工夫1、
地域産品3、
６次化5、新
技術0

H
2
4

974,656  

広報活動 件 1 1 2
制度の周
知，広報，啓
発

H
2
2

377,000  
交付決定
件数 件 1 3 10 補助件数

パンフ
レット作
成

件 100 100 100

制度の概要
をまとめたパ
ンフレット等
の作成，配
布

H
2
3

530,000  

H
2
4

1,181,700  

訪問企業
数

107 114 150
見込企業へ
の訪問回数

H
2
2

183,692
新規立地
件数 社 1

H
2
3

117,991
三次工業
団地雇用
者数

人 1,523 1,478 1,500
三次工業団
地の従業員
推移

H
2
4

257,280

発行部数 冊 10,000 10,000 10,000
ヤングライフ
サポートブッ
ク発行部数

H
2
2

923
掲載店舗
数

122 121 125
情報誌への
掲載店舗数

H
2
3

825

H
2
4

852

有

3
市
民
と
行
政
の
役
割
分
担
の
見
直
し

事
業
規
模

有

6
成
果
の
向
上

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

8
事
務
事
業
の
効
率
化

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

6
成
果
の
向
上

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

17 C 継
続

継
続

有

9
事
業
の
迅
速
化

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

継
続

冊子の配
布という現
行の手法に
ついては，
事業効果
の検証結
果を踏まえ
た再検討を
要するが，
若者への
定住対策
事業は必
要であるた
め，より効
果的な事業
内容を検討
し，継続す
る。

縮
小

市内店舗の情
報誌は類似の
冊子が既にあ
ることから統
合や縮小など
を検討する時
期が来てい
る。

事
業
規
模

4

少子高
齢化が
進む中，
若者が
三次市
に定着
し，将来
を担って
ゆくこと
は社会
的なニー
ズが高
い。

3

若者が
三次市
に定着
し，地域
の中で
中心的
な役割を
果たすこ
とは期待
されるこ
とであ
る。
現代の
若者に
とって今
の手法
について
は検討
の余地
がある。

3

ニーズに
よっては
情報の
提供媒
体を冊子
から変更
すること
でコスト
の削減
余地が
ある。

2

若者が
三次市
に定着・
居住し，
活力あ
る生活を
促すた
めの施
策を行う
ことは重
要なこと
である。
作成す
る目的
は若干
違うもの
の他団
体(商工
会議所
など)の
飲食店
ガイド
ブック
等，似て
いる部
分もあ
り，今後
のあり方

2

若者のニー
ズが不明。
地場商店の
若者への宣
伝効果が期
待できる。

3

当事業の
効果を調
査すること
で改善の
余地はあ
る。

　活用や反響は
大きいことから，
今後は他の事業
との連携も行い
ながら，民間で
発行する方向に
シフトさせていく
ことが必要であ
る。の結果で
あったが何も対
応できていない。

8,251

・
1
8
歳
か
ら
3
0
歳
以
下
の
若
者

（
若
者
の
生
活
を
応
援
す
る
協
賛
店

）

　特典を受けら
れる商店を紹介
した情報誌を発
行する。

・若者を定着させ
さらに移住者を
増やす
・若者の生活を
応援することと併
せ，独自で広告
費が用意できな
い事業所の広告
活動を行う。

　若者が市内の商店等を利
用した場合，何らかの特典
を受けられる仕組みとして，
情報誌「ヤングライフサポー
トブック」を発行し，協賛店に
配布し，若者に利用してもら
うものである。
　市内在住の若者の生活を
応援する目的で行っており，
市外の若者に対して市内企
業を就職先に選んでもらい
三次市に定住してもらうこと
も狙っている。

〔新しい公共（市民との協
働）〕
　市内企業に協力してもらう
ことで協働している。

　現在の方法が市内に若者
を定着させるだけの魅力が
あるのかどうかわからない。
今年度この事業の効果など
の調査を行う予定である。
　他の民間団体も類似の冊
子を発行していることから，
継続するかどうか又は別の
手段（冊子ではなく携帯電話
やスマートフォンを利用する
など）に切り替えるかなど検
討する。観

光
交
流
課

ヤング
ライフ
快適事
業

19
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産
業
・
経
済

137

３
商
工
業

(

3

)

商
工
業
の
活
性
化

有

6
成
果
の
向
上

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

拡
大

雇用の創
出・維持確
保は，地域
の最も大き
な課題の一
つであり，
誘致戦略に
基づき積極
的に行うべ
きである。

拡
大

三次工業団地
Ⅲ期（8.3ha）
への企業誘致
が何よりも求
められている
課題。既存立
地企業の存続
と拡張するた
めの支援策の
強化，継続が
必要。

事
業
規
模

5

誘致の
成否は
地域の
盛衰に
つなが
る。

5

市内で
のまと
まった就
労の場
の確保，
生まれ
育った土
地で生
活できる
条件づく
りへの期
待は大
きい。

5

情勢分
析とそれ
に基づく
誘致戦
略によ
り，メリ
ハリのあ
る展開が
必要。

5

誘致の
重要性
を最も認
識してお
り，地域
や工業
団地の
優位性，
市の方
向性や
施策を
様々な
切り口で
売り込む
必要が
ある。

5

自治体間で
の新規立地
争奪競争。
積極的な誘
致活動の継
続が必要。

3

地道な情
報収集と分
析，情報の
発信，企業
訪問活動
が中心。

情報発信の強化
教育・文化・観光
についても，紙
面を割いた総合
的なパンフレット
をアンケートと共
に企業へＤＭ発
送(5千強)。

13,451

市
民
，
企
業

三次工業団地Ⅲ
期を中心とした，
市内への企業誘
致の推進。企業
誘致セミナーの
実施，企業を訪
問しての誘致活
動，県人会や同
窓会を活用して
の人脈ネット
ワークづくり，企
業ニーズ・情報
の収集・分析，
新聞広告やＤＭ
での情報発信。

雇用の場の確保
とりわけ若年～
子育て世代の安
定就労

地域経済の活性化に必要な
生産年齢人口の維持には，
三次工業団地を中心に，ま
とまって安定した雇用の場
の確保は今後とも重要であ
る。三次Ⅲ期への新規企業
への誘致を重点に，既存の
企業への支援も行う中で，
雇用の維持と創出に努めて
いく。

〔新しい公共（市民との協
働）〕
市民から幅広く情報収集を
行い，企業誘致活動に活か
していく。

製造業の国内への新規立
地は引き続き低調。多くはな
いが震災以降，リスク回避
のための生産拠点の分散は
続いている。災害の少なさや
暮らしやすさのメリットを発
信し続けるとともに，安定し
た工業用水の確保や広島空
港へまでのバス運行，企業
の望む人材の確保施策充実
などトータルでの商品力アッ
プが必要。Ⅲ期への新規誘
致のみでなく，今後想定され
る企業の生産拠点の集約の
際に，工場の廃止対象でなく
集約・拡張の拠点で選ばれ
ることが重要。

企
業
誘
致
課

工場立
地推進
事業

22 B 継
続

継
続
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３
商
工
業

(

2

)

雇
用
の
拡
大
を
め
ざ
し
た
企
業
誘
致
や
起
業
支
援

無
継
続

広島県等
の関係機
関と連携
し，経営革
新，創業に
取り組む中
小企業者
が増えるよ
うに，積極
的なＰＲを
行う必要で
ある。

継
続

景気が低迷し
ている中，各
企業が生き残
りをかけ，業
態転換や新規
創業の取り組
みを模索して
おり，中小企
業者の育成及
び新規起業者
の初期投資の
一部を支援す
ることは重要
である。4

新規企
業の創
出や，経
営革新
を図る中
小企業
を支援
すること
は，産業
構造の
転換に
対応す
るために
も必要で
ある

3

経営改
善に意
欲的な
中小企
業や起
業者が
増えるこ
とは，所
得の向
上や雇
用の創
出につ
ながる

4

補助上
限額・補
助率に
ついて，
検証は
必要だ
が，現状
では妥
当と考え
ている

4

信用保
証料を
補助す
ること
で，商品
開発費
や起業
者の初
期投資
を軽減
する

4

新商品開発
や経営革新
に取り組む
企業の育成
や新たな企
業を創出す
るための支
援策として
有効と考え
られる

3

商工会議
所・広域商
工会など関
係機関との
連携で，向
上が図れ
ると考えら
れる

継続
金融機関や信用
保証協会との連
携を強化し，対
象となる融資を
受けた方に対
し，積極的に事
業周知を図って
いる。

530

市
内
に
本
社
を
有
す
る
会
社
ま
た
は
個
人

市
内
に
住
所
を
有
す
る
新
規
創
業
者

経営革新や創業
に係る融資を受
けた場合に，信
用保証料の一部
を助成する

中小企業の育
成，新規起業者
を創出すること
で，商工業の活
性化を図り，市
民の所得の向上
や新たな雇用の
創出につなげる

○中小企業者の創業や経
営革新を支援するため，広
島県信用保証協会の保証に
より融資を受けた際の保証
料に対し，助成する。
補助上限額：５０万円
補助率：①創業支援　１０
０％　②経営革新　２分の１
補助対象経費：信用保証料

経営革新，創業に取り組む
中小企業者を増やすことが
重要な事業であるので，広
島県や，商工会議所・商工
会，金融機関など，関係団
体との連携を更に図るととも
に，本市の空店舗対策事業
や創業支援融資等，創業を
支援する事業と一体的に事
業ＰＲを行っていく必要があ
る。

商
工
振
興
課

中小企
業信用
保証料
補助事
業

20

28 A 拡
大

拡
大
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３
商
工
業

(

3

)

商
工
業
の
活
性
化

無
拡
大

意欲のある
人が積極
的に新しい
事業にチャ
レンジし、
大きな成果
を得ること
ができるよ
う的確な支
援を行う。

継
続

交付件数は堅
調に推移して
おり、引き続き
需要が認めら
れるため、継
続する必要が
ある。

4

景気が
低迷して
いる中，
新たな
取り組み
による事
業を支
援するこ
とは，経
済の活
性化に
向けて
の起爆
剤とな
り，地域
の活性
化につ
ながって
いく

5

新たな
取り組み
により経
営を改
善しよう
としてい
る農林
商工事
業者か
らの支
援要望
は大き
い。ま
た，多く
の市民
からは，
賑わい
の復活
や，経済
の活性
化を望
む声が
大きい

4

補助限
度額や
補助率
などの見
直しや，
検討を
行ってい
る。

4

市の関
与による
産業支
援は，地
域経済
の活性
化に大
きな影響
を及ぼ
すととも
に，地域
の賑わ
いづくり
に大きな
効果が
ある。

5

農林商工業
者等で意欲
をもって行う
事業活動へ
の取り組み
について支
援していくこ
とは，産業
全体の活性
化につなが
る

4

制度に関
する問い合
わせもや申
請もあり，
新たな取り
組みなどの
成果も見ら
れる。

農
林
商
工
業
に
つ
い
て
意
欲
的
に
取
り
組
む
農
林
商
工
業
者
及

び
関
連
団
体

意欲的な取組に
対して支援を行
う。

農林商工業者等
がそれぞれの強
みを生かし，連
携したまちづくり
を行っていき
オール三次の総
合力で誇りの持
てるまちを創る

地域産業の振興・発展を図
るため，農商工業者等が新
たな取り組みや経営の多角
化など，新規性や，付加価
値を創出する事業や，地域
資源を活用した事業など，現
状よりステップアップし，将来
のビジネス展開へつながる
主体的な取り組みを支援す
る。
新規事業展開者の支援（創
意工夫ビジネス支援事業・
地域産品開発事業）、中小
企業者等の支援（新技術新
製品開発支援事業・販路拡
大支援事業・新規開業支援
事業・空店舗出店支援事
業）、商店街等の支援（チャ
レンジショップ運営支援事業
商店街活性化支援事業　農
家民宿開業支援事業　6次
産品化推進事業）
総事業費：30，000千円

商
工
振
興
課

がんば
る産業
支援事
業

24
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商
工
業
の
活
性
化

26 B
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平成２４年度行政評価　事務事業評価一覧（２次評価結果）
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単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明
単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他の
内容

有
無

改
善
区
分

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他の
内容

有
無

改
善
区
分

施
策
番
号

拡大・縮小 改善の必要性H23年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

所
管

拡大・縮小 改善の必要性

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり

コスト

手段の適切さ

事務
事業名

事業概要
今後の課題

（ミッションの達成との関
連）

合
計
点

目的 前年度の対応

１次 総合評価事務
事業
の対
象者
等

手段
ラ
ン
ク

H22
年
度
評
価

活動指標

２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

H23
年
度
評
価

市の役割 必要性

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴
会議等開
催回数 回 15 15 15

セミナー，
ワーキング
会議，サロン
の開催，会
報発行

H
2
2

161,133 ⑷
連携によ
る新商品
開発実績

件 3 3 4
新商品開発
数

⑵
H
2
3

160,600 ⑸

⑶
H
2
4

161,133 ⑹

⑴ 広報活動 件 4 5 5
制度の周
知，広報活
動

H
2
2

4,546,000 ⑷
交付決定
件数 件 112 149 176 補助件数

⑵
チラシ作
成 枚 100 150 200

制度概要の
周知，申請
書類の配布

H
2
3

5,088,800 ⑸

⑶
H
2
4

5,381,440 ⑹

⑴
ＰＲ活動
（チラシ
配布）

枚 100 100 100
制度の啓発
及び周知

H
2
2

1,505,810 ⑷
新規融資
件数 件 48 26 30

⑵
H
2
3

1,805,790 ⑸ 融資金額 千円 215,570 129,900 150,000

⑶
H
2
4

1,805,814 ⑹

⑴ 広報活動 件 2 2 2
制度の周
知，広報活
動

H
2
2

2,801,500 ⑷
交付決定
件数 件 67 86 90

⑵
チラシ配
布 枚 50 50 50

制度の啓発
及び周知

H
2
3

2,166,500 ⑸ 交付金額 円 4,875,867 3,608,942 4,000,000

⑶
H
2
4

2,363,400 ⑹

有

8
事
務
事
業
の
効
率
化

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

7
コ
ス
ト
の
削
減

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

無

有

1
0
効
果
の
検
証

（
行
政
評
価

）

23 B 継
続

継
続

有

8
事
務
事
業
の
効
率
化

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

継
続

商工会議所
等と事務効
率化を検討
するととも
に，小企業
の経営安定
に対する効
果を検証す
る。

継
続

一定の利用が
あり，事業者
のニーズも高
い。

4

一定の
利用が
あり，事
業者の
ニーズも
高い。

4

小企業
の経営
の安定
及び発
展が図ら
れ，雇用
の安定
及び経
済の活
性化が
図られ
る。

4

制度改
正を行
い，一定
のコスト
削減措
置は行っ
た。

2

融資制
度の推
薦が必
要であ
り，三次
商工会
議所及
び三次
広域商
工会へ
の事務
委託も検
討も考え
られる。5

経営改善を
行うための
融資利用者
にとって，負
担の軽減に
つながって
いる。

4

三次商工
会議所及
び三次広
域商工会と
の連携によ
り，周知が
図られ，一
定の利用
がある。

一定の利用があ
り，事業者の
ニーズも高い。
三次商工会議所
及び三次広域商
工会と連携して，
制度の周知を
図った。また，対
象者の把握が煩
雑なため，制度
の見直しを行っ
た。

4,333

市
内
に
事
業
所
を
有
し
，
同
一
事
業
を
引
き
続
き
１
年
以
上
営
み
，
日

本
政
策
金
融
公
庫
の
小
企
業
等
経
営
改
善
資
金
を
利
用
し
た
者

日本政策金融公
庫の小企業等経
営改善資金に係
る支払利子の一
部を補給する。

金利負担を軽減
し，小企業の経
営の安定及び発
展を図る。

日本政策金融公庫の小企業
等経営改善資金を利用した
者に対し，融資実行後１２箇
月・２４箇月後に支払利息の
１パーセント相当額を補給す
る。
（平成２４年４月１日から制
度改正　平成２４年４月１日
から平成２７年３月３１日ま
でに融資の実行を受けた者
に対しては，融資実行後１２
箇月後に支払利息の全額
（上限２０万円）を補給す
る。）
平成２３年度実績
８６件　３，６０８，９４２円

三次商工会議所及び三次広
域商工会と連携して，更なる
制度の周知を図る。

商
工
振
興
課

小企業
等経営
改善資
金利子
補給事
業
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(

3

)

商
工
業
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活
性
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有

4
内
容
の
改
善

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

継
続

例年の実績
から融資金
額に見合っ
た事業費の
検討を行
い，コストの
削減に努め
る必要があ
る。

継
続

経済状況が厳
しい中，経営
者にとっては
必要な制度で
ある。

4

経済状
況が厳し
い中，企
業経営
の安定
及び向
上が図ら
れる。

4

雇用の
安定及
び経済
の活性
化が図ら
れる。

5

預託金
のため，
来年度に
同額が
返済され
るため，
コストは
殆どか
かってい
ない。

4

他の制
度もある
が，市が
関与する
ことによ
り，事業
者にとっ
て使い
やすい
制度とな
る。

5

市内の小規
模事業者及
び中小企業
者の経営安
定及び向上
につなが
る。

3

ニーズに即
した制度の
見直し及び
周知によ
り，利用件
数は増加
すると考え
られる。

前年度評価は継
続。制度の周知
が必要であるた
め，市広報紙及
び広島県中小企
業団体中央会な
どの関係機関情
報誌への掲載，
チラシの配布を
行った。

180,579

市
内
の
小
規
模
事
業
者
又
は
中
小
企
業
者

市が金融機関に
対し預託金を拠
出し，金融機関
は預託金の３倍
以上の額を資金
として融資を実
施する。

運転及び設備資
金を融資するこ
とにより，小規模
事業者の小口事
業資金融資の円
滑化と事業の維
持発展を図ると
ともに，中小企業
者の企業経営の
安定及び向上を
図る。

市内の小規模事業者又は中
小企業者に対して，運転及
び設備資金を融資すること
により，小口事業資金融資
の円滑化を図り事業の維持
発展を図るとともに，企業経
営の安定及び向上を図る。
市内の５金融機関で取り扱
う。
融資限度額　５００万円（小
規模事業資金）　１，０００万
円（中小企業経営安定資金）
平成２３年度実績
・小規模事業資金融資　新
規９件　融資金額２５，９００
千円　継続５２件　融資残額
１０３，３６４千円
・中小企業経営安定資金融
資　新規１７件　融資金額１
０４，０００千円　継続６４件
融資残額２４６，０７６千円
〔新しい公共（市民との協
働）〕
ニーズの把握

安定した利用件数はある。
取扱金融機関と連携して周
知の徹底を図り，利用促進
につなげる。

商
工
振
興
課

中小企
業融資
支援制
度設置
事業

16

21 C 継
続

継
続
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３
商
工
業

(

3

)

商
工
業
の
活
性
化

有

1
2
事
務
事
業
の
統
合

（
投
資
的
経
費
の
重
点
化

）

終
了

本事業によ
る経済効果
は認められ
るところで
あるが，緊
急的な事業
であった点
を考慮のう
え，他の手
法による景
気対策を検
討し，景気
動向に留意
しながら移
行するもの
とする。

継
続

景気対策とし
て開始した事
業であり，一
般財源により
恒常的に実施
することには
疑問がある。
恒常的に実施
しているため，
費用対効果の
検証も難し
い。財源を福
祉部門の類似
事業の拡充に
充てる等も検
討する余地が
ある。
しかしながら，
消費税の増税
に伴い工事発
注の落ち込み
が懸念される
ため，当面，
景気対策とし
て継続する必
要がある。

4

建築事
業者から
は継続
の希望
が強い。
また，県
内の他
市町へも
類似の
制度が
普及しつ
つある。

4

リフォー
ムには
多大な
経費が
必要なた
め，当補
助制度
がその
動機づ
けになる
場合も多
い。ま
た，零細
な店舗
経営者
にとって
は，経営
改善に
つなが
る。補助
対象工
種につ
いて緩
和したこ
ともあ
り，申請
は増加し
た

3

予算規
模や補
助率の
調整等に
より削減
の余地
はある。
また，受
付・交付
事務は
業務委
託との経
費等の
比較が
必要であ
る。

3

補助事
業自体
は市が
行うが，
受付・交
付事務
等は業
務委託
でも可能
である。

3

当補助金に
よりリフォー
ム工事が増
加している
と思われ，
景気対策及
び建築事業
者の受注機
会の拡大に
つながって
いる。ただ
し，継続して
実施してい
るため効果
の検証は難
しい。

4

当補助制
度に対する
問い合わ
せ等が多
く，成果が
得られてい
る。また，
下水道の
宅内工事も
補助対象と
したため，
下水道へ
の接続の
促進にも資
している。

継続。事業の内
容及び手法を一
部変更して実施
した。

25,444

市
内
に
居
住
し
住
民
基
本
台
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
，
又
は
市
内
に

登
記
さ
れ
て
い
る
本
店
を
有
す
る
法
人

住宅・店舗のリ
フォーム工事を
行う場合に，そ
の経費の一部を
助成する。

建築関連工事の
促進による地域
経済の活性化及
び市民の住環境
の向上を図る

個人・法人が，住宅・店舗を
リフォームする場合に工事
費の一部を助成する。
補助上限額　店舗：３０万円
住宅：２０万円
補助率：工事費の１０％
補助対象経費：増改築等，リ
フォーム工事に係る経費
〇２３年度実績：１４９件　２
２，９３７千円

〔新しい公共（市民との協
働）〕

景気対策としてスタートした
事業であり，市内建築業者
の受注機会の拡大につな
がっており，市民の住環境
の改善に資している。
建築事業者からは継続の要
望が強いが，今後の実施に
ついては景気の動向等を注
視しながら判断する必要が
ある。
また，２４年度から受付・補
助金交付事務を市の直営と
したが，事務量が多く，業務
委託との経費等の比較が必
要である。

商
工
振
興
課

住宅・
店舗リ
フォー
ム資金
補助事
業

24

25 B 継
続

継
続
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３
商
工
業

(

3

)

商
工
業
の
活
性
化

無
継
続

これまで開
発された商
品の販売状
況などを追
跡調査した
うえで，補
助事業の成
果の検証が
必要であ
る。

継
続

年々定着に向
け進んでいる
事業。何でも
サロンや，支
援事業を通じ
て，大学レベ
ルの研究成果
を利用できて
いる。改良や，
開発へ向けた
的確な方向性
を示すなど，
研究者の視点
からのアドバ
イスは貴重で
ある。

4

新技術・
新製品
の開発
から，大
きく事業
拡大され
る可能
性もあ
り，期待
されてい
る。
継続し，
蓄積して
いくこと
で，産学
官連携
の厚み
が増して
いく。

3

新たな創
業，新商
品開発
による地
域産業
の活性
化，雇用
の拡大
が期待さ
れる。

4

商工会
議所，商
工会も負
担してお
り，市の
負担は
適当

4

行政も事
務局
（ワーキ
ングメン
バーの
一員）を
担ってお
り，現状
の関与
が適当

4

商工会議
所，商工
会，県立広
島大学との
距離感は縮
まっている。

3

産学が連
携すること
で，大きな
成果の可
能性がある

平成23年度　支
援事業3件
予算配分枠を拡
大するとともに，
関係機関と連携
し，提案募集に
努めていく。

2,409

企
業
・
大
学
・
市
民

三次イノベーショ
ン会議で行う各
種支援事業
何でもサロン・連
携支援事業・セミ
ナー・成果発表
会・会報の発行
等

産業界・県立広
島大学・行政の
連携により，商
工業を中心とし
た産業振興と地
域活性化を促進
する。

大学の有する研究成果，機
能を活用し地域の産業振
興，活性化に資する。三次
市，県立広島大学，三次商
工会議所，三次広域商工会
の連携による「三次イノベー
ション会議」を中心に事業実
施。企業の事業ニーズと大
学の技術シーズのマッチン
グで，新技術，新商品の開
発・実証を行っている。年間
を通じ，数回の「何でもサロ
ン」を実施し，地元の研究機
関である県立広島大学と，
三次商工会議所，三次広域
商工会の会員・企業間の垣
根を外し連携強化を行って
いる。
毎年，2～3件の連携支援事
業による採択を行い，地元
企業の新商品開発に役立っ
ている。

〔新しい公共（市民との協
働）〕
民間企業などが自主的にア
イデアを提供し，それを公開
の形で関係機関や 研究機

サロンのやセミナーをでは，
業種を問わず多彩な参加が
あり，年々充実している。こう
した機会をとらえた，農業界
を含め，産業界の潜在的な
ニーズの掘り起こしや，広
島・三原キャンパスとの連携
拡大も期待され，三次商工
会議所・三次広域商工会と
連携し，提案企業等からの
相談や問い合わせに迅速な
対応が必要である。商

工
振
興
課

産学官
連携事
業

16
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３
商
工
業

(

3

)

商
工
業
の
活
性
化

22 B 継
続

継
続
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平成２４年度行政評価　事務事業評価一覧（２次評価結果）

※　各評価項目は，１～５の５段階で評価 ※　ランク：A:27～30　　B:22～26　　C:17～21　　D:12～16　　E:6～11

単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明
単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

施
策
番
号

拡大・縮小 改善の必要性H23年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

所
管

拡大・縮小 改善の必要性

分

野

大

項

目

開

始

年

度

中

項

目

定量分析

成果指標
活動指標 
単位あたり

コスト

手段の適切さ

事務
事業名

事業概要
今後の課題

（ミッションの達成との関
連）

合
計
点

目的 前年度の対応

１次 総合評価事務
事業
の対
象者
等

手段
ラ
ン
ク

H2
2年
度
評
価

活動指標

２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

H2
3年
度
評
価

市の役割 必要性

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

広報活動 回 3 1 1
登録者への
企業情報送
付

H
2
2

334,333  送付先 人 30 14 14
企業情報送
付先

H
2
3

651,000  

H
2
4

436,080  

ＰＲ活動
（チラシ
配布）

枚 200 200 200
制度の啓発
及び周知

H
2
2

851,455  新規件数 件 16 16 16

H
2
3

851,445  融資金額 千円 27,610 24,170 25,000

H
2
4

851,454  

PR活動
（チラシ） 件 300 300 40,000

24年度：印
刷，配布（新
聞折込ほ
か）
23年度配布

H
2
2

34,393 受講者数 人 229 305 520

PR活動
（広報紙） 枚 12 12 12 事業の広報

H
2
3

34,517
就業者数
（把握分） 人 5 8 40

H
2
4

273
資格取得
者数（把
握分）

人 34 33 45

啓発 45,000 40,000 40,000
環境フェスタ
周知チラシ
配布

H
2
2

92 来場者 320 360 360
環境フェスタ
来場者数

H
2
3

108

H
2
4

128

有

2
市
民
と
行
政
の
協
働
と
連
携

有

4
内
容
の
改
善

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

1
1
外
部
委
託
・
民
営
化
の
推
進

有

1
積
極
的
な
情
報
公
開
と
市
民
と
の
情
報
共
有

22 B 継
続

継
続

有

7
コ
ス
ト
の
削
減

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

継
続

環境問題
への取組
は継続が
必要であ
る。本事業
の性格上，
市民との協
働は不可
欠であり，
より多くの
市民の参
加を促して
いく必要が
ある。

継
続

地球温暖化対
策など，環境
問題解決のた
めには，一人
ひとりが日常
生活の中で環
境保全につい
て取り組み，こ
れに関する内
容を示し，環
境意識の向上
を図る本事業
の必要性は高
いと考える。4

　地球温
暖化防
止など環
境問題
の解決
には，市
民一人
ひとりの
環境意
識の向
上が欠
かせな
いことか
ら，本事
業の社
会的
ニーズ
は高い。

4

　東日本
大震災
後，環境
問題へ
の関心
が高まる
中，市民
ニーズ
は高い。

3

　市主催
事業を見
直し，整
理するこ
とで，合
同開催
等でコス
ト削減の
余地が
ある。

4

　三次市
かいてき
環境条
例では，
「市は市
民参加
の環境
活動を
実施す
る」と規
定してい
る。本事
業は，こ
れに基
づき実
施してい
る事業で
あり，市
の関与
が妥当
である。

4

　環境問題
は継続的課
題であり，
市民の環境
意識の向上
をめざす本
事業は
目的に合致
している。

3

　環境問題
の解決に
は，一人ひ
とりの環境
に負荷をか
けない取組
みが必要
である。本
事業を通し
て，効果的
な環境対
策を紹介す
るとともに，
市民の取
組みが促
進するよう
努める必
要がある。

　前年度の評価
は「継続」であ
り，市民の環境
保全意識のさら
なる高揚に向け
た取組みを実施
した。身近な道
具を使った科学
実験を通して，
親子で環境問題
を考えることので
きる講演会を開
催した。

4,316
　
市
民

環境講演会をは
じめ，「みよし環
境大賞」，ポス
ター，マイバック
の表彰を通し
て，環境意識の
向上を図る。

　環境意識の向
上により，市民
一人ひとりが日
常生活で環境負
荷低減に取り組
むこと。

　市民をはじめ，事業所，学
校などで取組まれている環
境活動を紹介するとともに，
講演会を開催し，一人ひとり
が環境について考える機会
を提供する。平成２３年度は
eco実験パフォーマーの第一
人者，「らんま先生」を迎え
て，身近な道具を使った実
験パフォーマンスを開催しま
した。親子や家族で楽しみな
がら環境問題を学ぶことが
できたと参加者から好評を
得ました。

　三次市かいてき環境保全
条例では「かいてき環境の
日」を市民参加の環境活動
を実施する日と定め，市民，
地域，行政が連携し具体的
な取り組みを行うことを求め
ている。地球温暖化をはじめ
とする環境問題を解決する
ため，一人ひとりの環境保
全意識が地域に広がるよ
う，さらなる取り組みを進め
る。環

境
政
策
課

環境ク
リーン
フェス
タ

16

第
５
 

環
境

145

１
環
境
保
全
・
資
源
循
環

(

1

)

美
し
い
山
，
川
，
田
園
風
景
に
配
慮
し
た
ま
ち
づ
く
り

有

1
6
受
益
と
負
担
の
適
正
化

継
続

今年度から
三次市未
来創造支
援計画の
中で、企業
誘致を支え
る人材育成
のための事
業に位置付
けている。
特に食品加
工業の誘
致が進んだ
場合には、
対応できる
人材が確
保できるよ
う講座の内
容等を改め
て検討する
べきであ
る。

拡
大

将来的には，
雇用情勢の改
善を前提とし
て受益者負担
を求めること
が課題であ
る。ただし，雇
用情勢が厳し
い現状では，
企業が求める
人材を育成し
て企業の誘致
を進める必要
があり，当面
集中的な投資
を行う必要が
ある。

事
業
規
模

4

雇用情
勢が厳し
い中で
は，「人
づくり」
が重要
であり，
ニーズ
がある。
また，人
材の育
成により
企業誘
致を推
進し，雇
用の拡
大を図
る。

4

募集定
員を超え
る講座も
あり，一
定の
ニーズ
はある。

3

雇用情
勢にもよ
るが，実
施講座を
絞ること
により，
予算規
模の縮
小は可
能。

4

職業訓
練法人
広島北
部地域
職業能
力開発
協会（指
定管理
者）へ委
託してい
る。
就労支
援や職
業能力
開発など
の雇用
施策で
あり，市
の関与
が必要
である。

4

受講料が無
料で負担を
軽減してお
り，資格取
得やスキル
アップの支
援につな
がってい
る。

3

ニーズのあ
る講座の
設定や広
報活動の
強化によ
り，受講率
の向上が
図れる。

継続

10,355

就
職
活
動
中
の
市
民
及
び
市
内
事
業
所
の
勤
務
者

広島北部地域職
業能力開発協会
へ，三次市職業
訓練センターで
実施する職業訓
練を委託し，受
講料は無料とす
る。

市内中小事業者
の人材育成及び
就職希望者の就
労支援

市内中小事業者の人材育
成及び就職希望者の就労支
援のため，就職活動中の市
民及び市内事業所の勤務者
を対象として，スキルアップ
や資格取得のための幅広い
分野の職業訓練を行う。
広島北部地域職業能力開
発協会へ訓練講座を委託
し，三次市職業訓練センター
にて実施している。

〇２３年度実績：事業費９，９
９３千円　講座数２１件　３０
５人

〔新しい公共（市民との協
働）〕

依然として雇用情勢が不安
定なため，就職希望者の就
業機会の確保と企業の優秀
な人材の確保支援を継続す
る必要性がある。
引き続きニーズの高い講座
の設定に努め，受講率の向
上を図る。

商
工
振
興
課

職業訓
練委託
事業

20

26 B 縮
小

継
続
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３
商
工
業

(

4

)

さ
ま
ざ
ま
な
立
場
の
人
の
就
業
の
場
の
確
保

無
継
続

市民生活
の安定を資
金面から支
援するこの
事業は，回
復しない経
済状況下に
おいて，景
気対策施
策の面もあ
り，金融機
関tの連携
を図りなが
ら継続する
ものとす
る。

継
続

一定の利用が
あり，継続す
る必要は大い
にある。

4

一定の
利用が
あり，
ニーズ
は大い
にある。

4

一定の
利用が
あり，
ニーズ
は大い
にある。

5

預託金
のため，
来年度
に同額
が返還さ
れるた
め，コス
トは殆ど
かかって
いない。

4

市が関
与するこ
とで低利
率が実
現でき
る。

5

市内勤労者
の生活の安
定につなが
る。

4

制度の周
知により，
利用件数
は増加する
と考えられ
る。

前年度評価は継
続。市広報紙へ
の掲載及びチラ
シの配布を行っ
た。

170,289

市
内
に
勤
務
又
は
居
住
し
て
い
る
勤
労
者

生活の安定を資
金面から支援す
るため，低利で
利用しやすい融
資制度

市内勤労者の生
活の安定を図
る。

市内に勤務又は居住してい
る勤労者に対して，生活支
援資金等を融資し，生活の
安定を資金面から支援す
る。
中国労働金庫三次支店で取
り扱う。
融資限度額　生活応援融資
１人につき５０万円
　　　　　　提携融資　１世帯
につき５００万円（住宅建設
関連，教育資金）
　　　　　　　　　　　１世帯につ
き２００万円（冠婚葬祭費，
医療関係費，介護用品購入
費，離職者支援）
平成２３年度実績
生活応援融資　新規２件
融資金額７５０千円　継続１
０件　融資残額２，４６０千円
提携融資　新規１４件　融資
金額２３，４２０千円　継続７
１件　融資残額６６，５２１千
円

取扱金融機関と連携して周
知の徹底を図る。

商
工
振
興
課

生活応
援・提
携融資
事業

17

22 B 継
続

継
続

第
４
 

産
業
・
経
済

143

３
商
工
業

(

4

)

さ
ま
ざ
ま
な
立
場
の
人
の
就
業
の
場
の
確
保

有

3
市
民
と
行
政
の
役
割
分
担
の
見
直
し

継
続

地元企業
への就職を
希望する人
材への呼び
かけ時期と
企業の人
材確保のタ
イミングな
どの検証が
必要であ
る。また，
教育委員
会などと協
力して，学
生時に地元
企業への
関心を高め
る努力も必
要である。

継
続

商工部局と事
務を統合する
ことも検討す
る必要があ
る。
若者が生まれ
育った地域に
愛着を持っ
て，将来（学校
卒業後）また
帰りたいと思
える取り組み
が求められて
きている。行
政だけでなく，
地域や家族，
小中学校の協
力が不可欠だ
と思う。

5

製造業
において
は，技術
職の人
材確保
が厳しい
状況に
あり，市
内中小
企業か
らの要
望は強
い。
介護職・
看護師
職場に
おいても
人材確
保が非
常に厳し
い状況
である。

3

若者を
三次へ
呼び戻
す事業
である。
市民の
関心は
強いと思
われる。

1

商工部
局と事務
を統合す
ることで
コストの
削減が
図れる

2

企業の
人材確
保を行
政として
支援す
ること
は，商工
業の振
興と雇用
の拡大
にとって
重要で
ある。
企業団
体や商
工業団
体が行う
ことも検
討する
余地は
ある。

4

企業の求め
る人材の確
保と就職を
希望する学
生とのマッ
チングによ
り，定住人
口の増加に
つながる事
業である。

4

資金力の
乏しい中小
企業にとっ
て，合同で
企業ガイダ
ンスを開催
し，人材確
保を行うこ
とは有効な
雇用労働
施策であ
る。

地元企業への就
職を希望する人
材への呼びかけ
時期と企業の人
材確保のタイミン
グなどの検証が
必要である。
事務内容が商工
部局と重複する
ことから商工部
局にシフトしてい
る。

651

　
三
次
市
出
身
の
学
生

　就職予定者に
三次市内の優良
な企業を知って
もらう。

　都会で就学す
る学生を卒業後
に三次市内の企
業に就職しても
らうことで人口増
を図る。

  三次市出身の学生で希望
者に対し，三次市内企業の
情報を郵送している。
　卒業後に三次市の企業に
就職することで若者の定住
を促進する。

〔新しい公共（市民との協
働）〕
　なし

　市内には優良な企業があ
り優秀な人材を求めている
が，ところが学生は市外の
大手企業に目を向けている
傾向がある。市内企業のこ
とを学生にもっと知ってもら
う努力が必要である。

観
光
交
流
課

帰三促
進事業

20

第
４
 

産
業
・
経
済

142

３
商
工
業

(

4

)

さ
ま
ざ
ま
な
立
場
の
人
の
就
業
の
場
の
確
保

19 C 継
続

継
続
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平成２４年度行政評価　事務事業評価一覧（２次評価結果）

※　各評価項目は，１～５の５段階で評価 ※　ランク：A:27～30　　B:22～26　　C:17～21　　D:12～16　　E:6～11

単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明
単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

施
策
番
号

拡大・縮小 改善の必要性H23年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

所
管

拡大・縮小 改善の必要性

分

野

大

項

目

開

始

年

度

中

項

目

定量分析

成果指標
活動指標 
単位あたり

コスト

手段の適切さ

事務
事業名

事業概要
今後の課題

（ミッションの達成との関
連）

合
計
点

目的 前年度の対応

１次 総合評価事務
事業
の対
象者
等

手段
ラ
ン
ク

H2
2年
度
評
価

活動指標

２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

H2
3年
度
評
価

市の役割 必要性

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

補助金交
付件数 件 20 18 20

補助金交付
件数は本制
度による市
内の環境衛
生施設整備
の推進度を
示す。

H
2
2

218,050  

補助金交
付による
集積所の
利用世帯

世帯 275 243 300

集積所整備
による市民
のごみ集積
所の改善

H
2
3

235,500  

H
2
4

220,360  

視察 回 1
先進地視察
の実施

H
2
2

 報告書 冊 1
中間研究活
動成果報告
書

会議 回 3
検討会議の
開催

H
2
3

　  

H
2
4

1,090,200  

アダプト
路線及び
河川

箇所 46 57 61

個所数につ
いては，微
増状況であ
る

H
2
2

7,891 認定団体 団体 44 57 61

広島県として
も自治連等
へ登録の働
きかけを
行っている

H
2
3

6,351
対象路線
及び河川
の距離

ｋｍ 48 65 67

H
2
4

5,957

学校版環
境ISO実
践校数

14 14 16
実践校の増
加

H
2
2

61,714

学校版環
境ISOを
実践する
児童・生
徒数

884 884 1,000

実践校の増
加に伴い，
児童・生徒
数も増加し
ている。

H
2
3

61,357

H
2
4

57,590

有

6
成
果
の
向
上

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

事
業
規
模

有

3
市
民
と
行
政
の
役
割
分
担
の
見
直
し

有

4
内
容
の
改
善

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

4
内
容
の
改
善

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

24 B 継
続

継
続

有

1
積
極
的
な
情
報
公
開
と
市
民
と
の
情
報
共
有

継
続

教育委員
会と連携
し，実践校
を増加さ
せ，小・中
学校での三
次市学校
版環境ＩＳＯ
の実践を推
進していくこ
とが必要で
ある。

継
続

将来を担う子
どもたちの環
境保全意識を
向上させるこ
とは，地球温
暖化など環境
問題解決に向
け効果が高
い。
また，各学校
の取組みを三
次市ＨＰ等で
情報公開する
ことにより，地
域や市民の環
境意識の向上
効果も見込め
る。

4

地球温
暖化防
止など環
境問題
解決に
向け，児
童生徒
の環境
意識の
向上を
目的とす
る本事
業の社
会的
ニーズ
は高い。

4

学校の
環境活
動を通じ
て児童・
生徒の
環境意
識が向
上するこ
とは家
庭・地域
において
も有益で
あり，市
民ニー
ズは高
いと考え
られる。

4

直接的
な経費
負担は
ほとんど
なくコスト
の削減
余地が
少ない。

4

学校の
環境活
動を第
三者とし
て評価
するもの
であり，
市にお
いて実
施した方
が公平
性の観
点から
適当と考
える。

5

環境問題は
継続的課題
であり，未
来を担う児
童・生徒の
環境意識を
高めること
は，環境保
全に取り組
むうえで効
果が高い。

3

実践校が
少数に留
まってお
り，引き続
き制度の
周知に努
める必要
がある。

前年度の評価は
「継続」であり，
判定理由は「認
定校の環境活動
に対する経費的
支援の拡充」で
あった。
教育委員会と連
携し，認定校の
増加を図った。

859

市
内
小
・
中
学
校
の
児
童
・
生
徒
及
び
教
職
員

小・中学校から
提出された計画
について，各年
度の活動内容を
審査し，基準を
満たした小・中学
校を「三次市学
校版環境ISO認
定校」として認定
する。

学校の環境活動
を促進し児童・生
徒の環境意識の
醸成を図るととも
に，家庭・地域に
おける環境意識
の向上を図る。

児童・生徒の環境意識向上
を目指して，市において独自
の基準を設け，環境活動に
取り組んでいる小・中学校を
認定する。

〔新しい公共（市民との協
働）〕

小・中学校38校（平成24年4
月現在）のうち，14校が認定
校となっている。今後全小・
中学校で三次市学校版環境
ISOが実施されるよう継続し
て取り組む必要がある。

環
境
政
策
課

三次市
学校版
ＩＳＯ事
業

18

第
５
 

環
境

149

１
環
境
保
全
・
資
源
循
環

(

3

)

資
源
を
大
切
に
す
る
ま
ち
づ
く
り

有

2
市
民
と
行
政
の
協
働
と
連
携

拡
大

道路，河川
の清掃等に
取り組むア
ダプト制度
は，市民等
の「新しい
公共」への
きっかけと
成り得るも
のである。
さらに，道
路等の日
常的な
チェックを
担ってもら
うことも可
能である。
このため，
引き続き，
県制度へ
の参画団
体を増やす
とともに，市
制度につい
ても積極的
な検討が必
要である。

継
続

制度の周知を
図り，道路・河
川の環境整備
が図られる。

3

道路や
河川の
ような住
環境の
整備を
求める
社会的
なニーズ
は高い。

3

広島県
のアダプ
ト制度と
三次市
の草刈り
報償制
度の整
合性が
図ること
ができれ
ば一体
的な啓
発を図る
ことがで
きる。

4

市の費
用負担
は事務
に係る人
件費の
みであ
る。

2

各コミュ
ニティー
センター
を窓口
にして，
広島県
が直接
運用して
も可能で
ある。

5

市は広島県
制度の進達
的な業務を
担う

3

市道・市管
理河川に
ついて，三
次市独自
の制度を
創設するか
どうか検討
している。
財政改革
の観点から
整合性を
図りにく
い。

アダプト制度の
啓発と周知に努
めている。
市道や市管理河
川に係る三次市
独自のアダプト
制度の創設（適
用）について，検
討中である。市
道は広範囲にわ
たることもあり，
個別の問題とし
て対応すべきで
はないだろうか。 362

市
民

アダプト認定団
体が，県管理の
道路・河川にお
いて清掃・緑化
等の活動を行
う。市はアダプト
認定に係る申請
受付，県への進
達，契約書の送
付，活動実施報
告書の進達やご
みの受け入れに
ついて，調整等
を行う。

県が管理する道
路及び河川を対
象に，環境保全
や機能の維持向
上を図ることを目
的に，市民によ
るボランティア活
動の増幅とその
支援を行う。

　広島県が管理する道路・河
川を対象に，市民が主体と
なり公共空間を清掃・除草
等の活動を実施する。これら
を実施する団体をアダプト制
度認定団体とし，活動経費
の一部を奨励金として交付
する。
　道路・河川への愛着心等
の醸成を図ることを目的にし
ている。
 
　 平成22年度　認定団体数
49団体
　 平成23年度　認定団体数
57団体
　 平成24年度　認定団体数
61団体（平成24年8月末日）

・市道維持管理業務（草刈り
報償）との整合性について
・認定団体が行う活動に伴
い発生したゴミ処理について
（市が対応している事例があ
る。）

土
木
課

アダプ
ト制度

20

26 B 継
続

第
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環
境

148

１
環
境
保
全
・
資
源
循
環

(

1

)

美
し
い
山
，
川
，
田
園
風
景
に
配
慮
し
た
ま
ち
づ
く
り

有

4
内
容
の
改
善

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

継
続

経済効果と
環境貢献
効果の両
面から効果
が出るよう
調査研究を
引き続き進
めていく必
要がある。

継
続

経済効果と環
境貢献効果の
両面から効果
が出るよう調
査研究を引き
続き進めてい
く必要がある。

4

山林に
放置され
ている資
源の活
用方法
は，環境
面から
のニー
ズは高
い

4

里山へ
の人の
出入りが
頻繁とな
ること
で，集落
周辺の
環境も
整備され
ること
は，市民
にも歓迎
される

4

会議に
要する職
員等の
人件費
のみであ
り削減余
地はな
い。

5

環境政
策を通じ
た産業
の活性
化方策
の提言
であり，
社会情
勢を考え
れば，市
の組織
内での
提案活
動は妥
当であ
る。

5

今から考え
て実践して
行かなくて
はならない
課題

4

環境貢献
に資する提
案事業で
あり，手法
等改善策
は日常的
に行なわ
れなけれ
ばならな
い。

継続：成果を上
げるために，関
係機関や市民な
どプロジェクトの
構成メンバーを
検討して進める
必要がある。
プロジェクト構成
メンバーの前段
とした調査研究
を進めている。

市
民

経済効果と観光
貢献効果の両面
を求めて，調査・
研究を行う。

森林資源の価値
を改めて定義
し，市民と共有
する。

環境と産業創造について
は，手入のされていない森
林に手を入れ，その資源を
活用していくことで，経済効
果及び環境貢献効果の両面
を求めていこうとするもの
で，そのための具体的手法
などの調査・研究を行う。
先進地である岡山県真庭市
の取組を参考にして，山林
資源の活用を検討する。

〔新しい公共（市民との協
働）〕

森林資源を活用していくこと
は意義があるが，産業につ
ながるか検討する必要があ
る。

農
政
課

環境と
産業創
造プロ
ジェクト

23

20 C 継
続

継
続
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環
境
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１
環
境
保
全
・
資
源
循
環

(

1

)

美
し
い
山
，
川
，
田
園
風
景
に
配
慮
し
た
ま
ち
づ
く
り

有

7
コ
ス
ト
の
削
減

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

継
続

廃棄物の
飛散防止・
周辺地域
の環境美
化の対策
は継続して
必要であ
る。今後，
対象箇所
の把握を行
い，計画的
な整備を周
知していくと
ともに，事
業期間，補
助内容など
検証も行
う。

継
続

近年の有害鳥
獣増加に伴
い，ごみ散乱
防止のため集
積所の整備を
申請する団体
も多く，市民
ニーズが極め
て高いことか
ら継続とする。

5

ごみ集
積所の
整備は，
市民の
環境意
識の高
揚にも繋
がるもの
であり，
社会的
ニーズ
が極め
て高い。

5

廃棄物
の飛散
防止・環
境整備
に伴う集
積所の
新設・更
新・修繕
を申請さ
れる団
体等が
多く市民
ニーズ
が極め
て高いこ
とが分
る。

4

本制度
の補助
対象は
集積所
本体とそ
の基礎
部分であ
り，それ
以外の
費用は
含まれて
おらず，
集積所
の老朽
化の現
状を考え
るとコス
ト削減の
余地は
小さい。

4

一般廃
棄物の
分別啓
発・回収
は市が
行ってお
り，集積
所整備
の助成
も市が
行う物で
ある。

5

市内の家庭
系一般廃棄
物集積所を
整備するこ
とに対して
補助金を交
付し，環境
衛生施設を
改善する制
度であり目
的達成への
手段が目的
に合致して
いる。 4

本制度によ
り集積所整
備が促進さ
れ，廃棄物
の飛散防
止・集積所
周辺及び
街の環境
美化に貢
献してい
る。

前年度の評価は
継続，改善のた
め集積所の調査
を行い利用者数
及び代表者等の
把握に努めてい
る。

4,239

市
内
の
お
お
む
ね
１
０
戸
以
上
が
共
同
で
利
用
す
る
環
境
衛
生

施
設
の
利
用
者

。

一集積所あたり
の補助金，施設
設置費用額の二
分の一（限度額
１０万円）の補助
金を交付し市民
生活環境整備を
図る。街の美観
を損なわないよう
なごみ集積所の
設置。

集積所を設置す
ることで廃棄物
の飛散防止・周
辺地域の環境美
化を促進。また
収集業務の安全
迅速化にも繋が
る。

市民生活の環境整備を図る
ため，三次市家庭系一般廃
棄物集積所整備に要する費
用の２分の１の補助金を交
付する。（限度額１０万円）条
件：市内のおおむね１０戸以
上が共同で利用するごみ集
積所であること，設置する土
地所有者の承諾が必要。

〔新しい公共（市民との協
働）〕

今後ごみ集積所の老朽化及
び山間部の高齢化が進み，
集積所の移転・分散化・修
理等のため補助金申請の増
加が予想される。

環
境
政
策
課

三次市
家庭系
一般廃
棄物集
積所整
備事業
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(

1

)

美
し
い
山
，
川
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田
園
風
景
に
配
慮
し
た
ま
ち
づ
く
り
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平成２４年度行政評価　事務事業評価一覧（２次評価結果）

※　各評価項目は，１～５の５段階で評価 ※　ランク：A:27～30　　B:22～26　　C:17～21　　D:12～16　　E:6～11

単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明
単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

施
策
番
号

拡大・縮小 改善の必要性H23年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

所
管

拡大・縮小 改善の必要性

分

野

大

項

目

開

始

年

度

中

項

目

定量分析

成果指標
活動指標 
単位あたり

コスト

手段の適切さ

事務
事業名

事業概要
今後の課題

（ミッションの達成との関
連）

合
計
点

目的 前年度の対応

１次 総合評価事務
事業
の対
象者
等

手段
ラ
ン
ク

H2
2年
度
評
価

活動指標

２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

H2
3年
度
評
価

市の役割 必要性

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

登録範囲
の職員数 人 553 564 535

環境マネジ
メントシステ
ムの運用に
より，事務事
業から生じる
環境負荷を
低減するとと
もに，職員等
の意識改革
を行う

H
2
2

3,447  

市役所の
事務事業
に伴う温
室効果ガ
ス発生量

t-CO2 21,941 19,816 19,790

H23年度数
値、集計中
につき概算
値入力

H
2
3

3,367  

H
2
4

4,629  

補助金交
付件数

227 219 160
補助金を交
付した件数

H
2
2

187,414  発電量 Kw 946 958 723
発電量の合
計

H
2
3

204,105  

H
2
4

161,340  

補助交付
件数

27 21 15
補助金を交
付した件数

H
2
2

129,000

本補助金
を活用し
ペレットス
トーブ等
を購入・
設置した
住宅での
二酸化炭
素削減量

t-CO2 11 8 6
二酸化炭素
削減量

H
2
3

151,619

H
2
4

187,216

申請数 68 56 100 減少傾向

H
2
2

31,927
ごみ削減
量 ｔ 17 14 26

１台あたり１
日の平均処
理量
（0.6978kg）

H
2
3

33,429

H
2
4

25,902

予
算
額

有

1
0
効
果
の
検
証

（
行
政
評
価

）

予
算
額

有

7
コ
ス
ト
の
削
減

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

1
0
効
果
の
検
証

（
行
政
評
価

）

有

6
成
果
の
向
上

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

26 B 継
続

縮
小

無
縮
小

平成16年
度からの取
組みで，廃
棄物の減
量化及び資
源の有効
活用につい
て，一定の
効果があっ
たと考えら
れる。申請
件数は減
少傾向にあ
ることから，
予算額は
縮小とす
る。

継
続

廃棄物の減量
化及び資源の
有効活用は，
社会的にも重
要かつ緊急の
課題となって
おり、本事業
は継続してい
く必要がある
と考える。
要綱の見直し
（補助金の上
限額の変更
等）を進め，ご
みの発生抑制
を合わせて取
組むことにより
一層の成果が
期待できる。

4

ごみの
減量化
は，地球
規模で
の喫緊
の課題
であり，
地球温
暖化防
止にも関
係してく
る。社会
的関心
度は極
めて高
い。

4

環境に
配慮した
生活スタ
イルは
徐々に
市民の
間に浸
透しつ
つ，機
種・生ご
みの減
量化の
手法
（例：ミミ
ズによる
生ごみ
処理・ダ
ンボール
等）も多
様化して
いる。市
民の
ニーズ
は高い。

5

コスト削
減の余
地はな
い。

4

廃棄物
処理・環
境保全と
いう視点
で捉える
と市が行
う事業で
ある。
また，市
が行うこ
とにより
行政と市
民の協
働による
廃棄物
の減量
化が推
進でき
る。

5

生ごみの減
量化及びご
みの資源化
意識の高揚
を図ることを
目的として
いるので，
目的は合致
している。

4

補助対象と
なる生ごみ
処理機器
（電気式）
の単価が
高額なの
で、実質１
／２の補助
になってい
ない。購入
の動機付
けとしては
弱い。その
反面，農地
等で利用
する堆肥化
容器（コン
ポスト）が
安価である
ことから，
増加傾向
にある。

継続だが，経済
の動向が左右さ
れ，高価な電気
式は申請件数が
減っているため，
安価で自家処理
が容易なコンポ
スト等の推進。

1,872

三
次
市
民

（
世
帯

）

生ごみ処理機器
購入者の申請に
より購入価格の
１／２相当額を
助成する。その
額が２万円を超
えるときは，２万
円を上限とする。

家庭の生ごみを
自家処理するこ
とによって，ごみ
の資源化等の意
識の高揚を図
り，生ごみの減
量化により，ごみ
焼却処理施設・
設備等の延命に
繋げていく。

家庭から排出される生ごみ
の自家処理を推進し，三次
環境クリーンセンターに搬入
される燃やせるごみ量を軽
減及びごみの資源化意識の
高揚を図ることを目的とし，
生ごみ修理機器を設置した
者に対し，購入費の半額相
当（上限２万円）の補助を行
う。

〔新しい公共（市民との協
働）〕

生ごみ処理機器を購入し，
少しでもごみを減量しようと
する意識付けをどう行うかが
課題。
購入後の堆肥化等の再利
用についての調査ができて
いない。

環
境
政
策
課

生ごみ
処理機
器購入
補助事
業
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１
環
境
保
全
・
資
源
循
環

(

3

)

資
源
を
大
切
に
す
る
ま
ち
づ
く
り

有

4
内
容
の
改
善

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

縮
小

製造過程で
化石燃料を
使用するペ
レットは
カーボン
ニュートラ
ルの製品と
いえない現
状におい
て，ペレット
ストーブへ
の補助は
費用対効
果の面で問
題があり，
制度と事業
期間につい
て検討が必
要である。

継
続

クリーンエネ
ルギーの利用
については，
社会的に導入
意識が高まっ
ており，導入を
後押しする一
役を担ってい
ると考える。二
次的効果とし
て，補助要件
の一つに，世
帯員全員の市
税等の未納が
ないことが必
要となるため，
納付促進につ
ながっている。
また，平成２４
年度より市内
の事業者から
購入すること
（新築は除く）
が要件のひと
つになってい
るため市内業
者の受注機会
の拡大につな

5

東日本
大震災
を契機
に，国を
挙げてク
リーンエ
ネル
ギー導
入への
意識が
高まって
いるた
め，社会
的ニー
ズは高
いと考え
られる。

4

東日本
大震災
を契機
に，節電
への意
識やク
リーンエ
ネル
ギー導
入の意
識が高
まってい
ることか
ら，市民
ニーズ
は高いと
考えられ
る。

4

ペレット
ストーブ
等の需
用に伴
い，価格
低下が
進みつ
つある
が，依然
として高
価であ
り，設置
箇所に
よって配
管等に
係る経費
が変動
するた
め，コス
ト削減は
適当でな
いと考え
る。

5

市内の
住宅に
設置す
る設備
に対し補
助金を
交付す
る制度で
あるた
め，市で
なけれ
ばできな
い。

4

ペレットス
トーブ等の
設置に対
し，最大
100,000円
の助成を行
うことで，普
及促進の効
果が期待で
きる。

3

補助対象
設備の見
直し等を行
い，対象設
備の拡大
等により普
及促進が
図られると
考えられ
る。

前年度の評価は
「継続」であっ
た。

3,184
市
民

ペレットストーブ
等を購入・設置
する市民に対し
費用の一部を補
助する

設置経費を一部
補助することに
より，温室効果
ガスを発生しな
い森林バイオマ
スエネルギーを
活用したペレット
ストーブ等の普
及を促進する。

ペレットストーブ等を購入・設
置する市民に対し，その必
要経費の一部を補助するも
の。

【補助の内容】
　購入・設置費用の1/3（上
限10万円）

ペレットストーブ等を購入し
た市民に対し補助金を交付
するものであり新しい公共
（市民との協働）は該当しな
い

　温室効果ガスを発生しない
森林バイオマスエネルギー
の活用は地球温暖化防止に
大きな効果があるとされてい
るが，同エネルギーを利用
するペレットストーブ等は灯
油等を利用する装置に比べ
高価であり，設置者のみの
負担では普及が進みにくい
状況にある。このため，本補
助金事業を継続し，ペレット
ストーブ等の普及を促進す
る必要がある。

環
境
政
策
課

ペレッ
トストー
ブ等購
入補助
金

21
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１
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(

3

)

資
源
を
大
切
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ま
ち
づ
く
り

有

7
コ
ス
ト
の
削
減

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

継
続

社会的な環
境意識の
高まりの
中，クリー
ンエネル
ギー導入の
きっかけと
なっている
制度であ
る。今後
は，制度検
証を行い，
助成金額
等制度内
容と事業期
間について
所要経費と
の比較な
ど，検討が
必要であ
る。

継
続

クリーンエネ
ルギーの利用
については，
社会的に導入
意識が高まっ
ており，導入を
後押しする一
役を担ってい
ると考える。二
次的効果とし
て，補助要件
の一つに，世
帯員全員の市
税等の未納が
ないことが必
要となるため，
納付の促進に
つながってい
る。また、平成
24年度から既
築の場合、市
内業者と契約
することが要
件のひとつと
なっており市
内業者の受注
機会の増加に
もつながると

5

東日本
大震災
を契機と
して電力
不足が
懸念され
ており、
クリーン
エネル
ギーの
ひとつで
ある太
陽光発
電に対
する社
会的
ニーズ
はあがっ
てきてい
ると思わ
れる

4

東日本
大震災
を契機と
して電力
不足が
懸念され
ており、
クリーン
エネル
ギーの
ひとつで
ある太
陽光発
電に対
する市
民ニー
ズはあ
がってき
ていると
思われ
る

3

システム
設置費
用も減額
になって
きており
補助金
額見直し
の検討も
必要であ
る

5

市内の
住宅に
対する
補助で
あるため
市でない
とできな
いと考え
る

5

太陽光発電
システム設
置に対し補
助金を交付
することに
より普及を
促進する効
果があると
思われる

4

太陽光発
電システム
設置に対し
補助金を
交付するこ
とにより普
及を促進す
る効果があ
ると思われ
る

前年度評価は
「継続」であった

44,699
市
民

住宅用太陽光発
電システムを設
置する市民に費
用の一部を補助
する

環境にやさしい
自然エネルギー
の積極的な利用
を促進するととも
に環境保全に対
する意識の高揚
を図るため

住宅用太陽光発電システム
を設置する市民に対し，その
必要経費の一部を補助す
る。

【補助の内容】
　太陽電池モジュールの公
称最大出力1kWあたり
35,000円（上限4kW　140,000
円）
（例）　3kWの太陽光発電シ
ステムを設置した場合の交
付額
　　　　3kW×35,000円＝
105,000円

太陽光発電システムを設置
した住民に対し補助を行うも
のであり新しい公共（市民と
の協働）には該当しない

住宅用太陽光発電システム
は，需要の増加に伴い価格
低下が進みつつあるが，依
然として高価であるため市
民の努力のみでは普及が進
みにくい現状にある。

環
境
政
策
課

住宅用
太陽光
発電シ
ステム
設置事
業補助
金

21
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１
環
境
保
全
・
資
源
循
環

(

3

)

資
源
を
大
切
に
す
る
ま
ち
づ
く
り

有

7
コ
ス
ト
の
削
減

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

継
続

社会情勢を
鑑みると組
織的な環境
負荷低減
の取組を継
続する必要
がある。ま
た，研修等
による職員
の環境意
識の更なる
向上と，成
果の民間
への波及に
取り組む必
要がある。

継
続

事務事業から
生じる環境負
荷の軽減や市
民の環境意識
の向上のため
の啓発効果を
考慮すると，
継続が望まし
い。
外部審査に多
くのコストがか
かっているの
で，それを減
らすべく改善
の必要性があ
る。

4

地球温
暖化など
環境問
題解決
に向け，
地方自
治体は
率先して
取り組む
ことが求
められて
おり，社
会的
ニーズ
は高い。

3

環境に
対する
意識の
向上に
より，民
間事業
所にお
いても環
境マネジ
メントシ
ステムの
取得に
取り組ま
れている
が，市役
所の認
証取得
は市内
の事業
所に対
する啓
発効果
があると
考えられ
る。

4

直接的
な経費
負担は，
外部審
査機関
による審
査手数
料のみ
であり，
コスト削
減の余
地は少
ない。

5

三次市
役所が
一つの
事業所と
して，国
際規格
の認証
を受ける
ものであ
る。

4

市の組織の
事務事業か
ら生じる環
境負荷が低
減されると
ともに，市
民の環境意
識向上のた
めの啓発効
果がある。

3

環境マネジ
メントシス
テムの取
組方法の
改善によっ
て，職員の
環境意識
を向上でき
る余地があ
る。

環境目的・目標
の設定について
具体的な成果が
表れるよう，具体
的な内容を示し
取り組んだ。

1,899

市
職
員
等

（
登
録
範
囲
の
施
設
で
事
務
・
事
業
に
従
事
す
る

者

）

環境マネジメント
システムの国際
規格であるＩＳＯ
１４００１を運用
し,市の事務・事
業から生じる環
境負荷を低減す
る。

事務・事業の実
施方法について
環境保全の観点
から継続的に見
直し・改善を行う
ことで,市の事
務・事業から生じ
る環境負荷を低
減する。

三次市環境基本計画に基づ
き，市の事務事業において
生じる環境負荷を低減し，環
境保全施策を継続的に行う
ため，平成18年度から，市
民病院部及び学校・保育所
を除く全部署を登録範囲と
し，環境マネジメントを運用
している。

〔新しい公共（市民との協
働）〕

　地球温暖化防止をめざす
京都議定書による国際的な
約束期間となり，地方自治
体においても率先的な対策
の実行が求められている。
　環境マネジメントシステム
の運用により，組織的に温
室効果ガスの排出削減など
環境負荷低減の取組を進め
ることは，地球温暖化防止
対策として効果が大きい。

環
境
政
策
課

ISO140
01推進
事業
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続

継
続
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平成２４年度行政評価　事務事業評価一覧（２次評価結果）

※　各評価項目は，１～５の５段階で評価 ※　ランク：A:27～30　　B:22～26　　C:17～21　　D:12～16　　E:6～11

単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明
単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

施
策
番
号

拡大・縮小 改善の必要性H23年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

所
管

拡大・縮小 改善の必要性

分

野

大

項

目

開

始

年

度

中

項

目

定量分析

成果指標
活動指標 
単位あたり

コスト

手段の適切さ

事務
事業名

事業概要
今後の課題

（ミッションの達成との関
連）

合
計
点

目的 前年度の対応

１次 総合評価事務
事業
の対
象者
等

手段
ラ
ン
ク

H2
2年
度
評
価

活動指標

２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

H2
3年
度
評
価

市の役割 必要性

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

19 19 19
住民自治組
織１９団体す
べて参加

H
2
2

192,579  
廃食油回
収量  7,747 6,977 6,685

一般家庭か
ら各自治組
織拠点に集
約

H
2
3

193,632  
廃割箸回
収量

ｋｇ 585 413 475

一般家庭か
ら各自治組
織拠点に集
約

H
2
4

201,263  

事業進捗
率 ％ 10 20 1

事業全体で
の進捗率

H
2
2

529,800  
計画達成
度 ％ 100 100 10

年度毎の事
業計画達成
度

H
2
3

906,600  

H
2
4

104,907,200  

事業進捗
率 ％ 10 30 5

事業全体で
の進捗率

H
2
2

968,300
計画達成
度 ％ 100 100 20

年度毎の事
業計画達成
度

H
2
3

1,690,233

H
2
4

19,393,600

積載車購
入台数 台 6 6 5

計画的に購
入している。

H
2
2

3,970,667
積載車活
動状況 回 200 200 200

消防ポンプ
積載車の活
動状況

H
2
3

2,447,333

H
2
4

3,209,072

有

4
内
容
の
改
善

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

8
事
務
事
業
の
効
率
化

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

8
事
務
事
業
の
効
率
化

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

2
市
民
と
行
政
の
協
働
と
連
携

23 B 継
続

継
続

有

4
内
容
の
改
善

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

継
続

非常備とい
えども，消
防は市民
の生活の
安心・安全
に不可欠の
ものであ
り，継続す
る必要があ
る。もっと
も，人口減
少によって
車両の過
剰配置に
なっている
地域がない
かなどの検
証が必要で
ある。

継
続

適正配置と配
置車両の見直
しが必要であ
る。

4

非常備
消防の
消防力
向上や
充実に
ついて
社会的
ニーズ
は極め
て高い。

4

安全・安
心への
市民
ニーズ
はあるも
のの，非
常備消
防の消
防力向
上への
ニーズ
が必ずし
も高いと
は言え
ない。

3

適正配
置により
コスト削
減ができ
る。

5

市でなけ
ればでき
ない。

4

消防力の向
上が見込ま
れる。

3

配置車輛
の見直しに
より成果の
向上が図ら
れる。

更新計画を作成
し，計画的に更
新している。

14,684
市
民

ポンプ積載車の
配置がされてい
ない分団へ計画
的に積載車を購
入し，消防力の
向上を図る。

非常備消防の消
防力向上

消防団が現在所有している
積載車等（105台）の適正な
配置や更新の計画に基づき
事業実施する。
また，消防団でポンプ積載
車の配置がされていない分
団へ計画的に積載車を購入
し，消防力の向上を図る。
可搬消防ポンプのみ配備が
２７分団ある。　　購入車両６
台

消防ポンプ積載車について
旧市町村で配置にばらつき
があるため，適正配置に努
めながら非常備消防の消防
力の向上を図る。

危
機
管
理
課

消防ポ
ンプ積
載車更
新

16

第
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２
防
災
・
安
全

(

1

)

だ
れ
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
災
害
に
強
い
ま
ち
づ
く

り

無
継
続

既存施設
の使用年
数を増加さ
せること
は，自治体
のコスト削
減につなが
るため，継
続が必要で
ある。また，
事務事業を
効率化し，
事業を整備
計画どおり
に実施して
いく必要が
ある。

継
続

最終処分場の
さらなる安全と
安定した造成
地とするため
には，貯留構
造物（堰堤）の
築造は不可欠
である。また，
計画どおりの
埋め立て量を
確保するため
にも必要であ
るため。

5

廃棄物
埋立容
量を確
保し，か
つ廃棄
物の流
出等を
防ぐ主
要施設
を整備し
施設の
延命化
及び安
全性を
確保す
ることが
求めら
れてい
る。

5

生活環
境の保
全と公衆
衛生の
向上が
求めら
れてお
り，市民
ニーズ
は高い。

4

施設の
延命化を
図り，安
全性の
確保並
びに適
正な運
営管理を
行ううえ
で他の
手段は
なくコスト
の削減
は望めな
い。

5

廃棄物
処理法
におい
て，市町
村の責
務として
一般廃
棄物処
理事業
実施に
際しての
施設の
整備等
が規定さ
れてい
る。

5

廃棄物処理
法におい
て，市町村
の責務とし
て一般廃棄
物処理事業
実施に際し
ての施設の
整備等が規
定されてい
る。

5

既存施設
の稼働年
数の延命
化を図るこ
とにより，
自治体負
担を軽減で
きる。既存
施設の延
命化と安全
性を確保で
きる。

前年度評価なし

50,707
市
民

埋立容量の確保
並びに廃棄物層
及び雨水等流出
防止対策として，
貯留構造物等主
要施設を整備
し，施設の延命
化を図り，かつ
安全性を確保す
る。

・施設の延命化
による自治体負
担の軽減
・浸出水の削減
による水処理施
設への負担軽減
・市民の施設に
対する信頼感の
確保

一般廃棄物下荒瀬最終処
分場の設備改良（埋立処分
施設）
22年度：一般廃棄物下荒瀬
最終処分場にに係る計画・
設計業務（基本計画）
23年度：遮水工実施設計及
び施工監理
　　　　遮水工整備工事
24年度：貯留構造物等主要
施設整備実施設計及び施工
監理
　　　　貯留構造物等主要施
設整備工事（擁壁等流出防
止設備工事）
25年度：雨水等集排水設備
工事，発生ガス対策工事
　　　　管理施設工事，土取
場整備工事
〔新しい公共（市民との協
働）〕

平成５年４月の竣工以来１９
年が経過し施設の老朽化が
著しく主要設備の整備が急
務である。対応として既に作
成している整備計画（H22～
H35）に基づき設備の更新及
び修繕を行う。

環
境
政
策
課

下荒瀬
最終処
分場整
備事業

22
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１
環
境
保
全
・
資
源
循
環

(

3

)

資
源
を
大
切
に
す
る
ま
ち
づ
く
り

無
継
続

施設の省エ
ネルギー化
と長寿命化
は，環境的
側面とコス
ト削減の面
から継続す
べきであ
る。また，
事務事業を
効率化し事
業を迅速に
実施してい
く必要があ
る。

継
続

建築物は機械
類に比較して
耐用年数が長
く，更新を行う
ほどの劣化は
見受けられな
いことから，機
械設備を中心
とした補修・更
新を的確に行
い，施設全体
の延命化を図
ることが有効
と考えられる
ため。

5

　地球温
暖化の
防止に
配慮す
ることが
極めて
重要で
ありス
トックマ
ネジメン
トの導入
による施
設の計
画的か
つ効率
的な維
持管理
や更新
を含め
長寿命
化・延命
化を図る
ことが求
められて
いる。

5

　生活環
境の保
全と公衆
衛生の
向上が
求めら
れてお
り，市民
ニーズ
は高い。

5

　廃棄物
処理法
におい
て，市町
村の責
務とし
て，一般
廃棄物
処理事
業実施
に際して
の施設
の整備
等が規
定されて
いる。

5

　廃棄物
処理法
におい
て，市町
村の責
務とし
て，一般
廃棄物
処理事
業実施
に際して
の施設
の整備
等が規
定されて
いる。

5

　廃棄物処
理法におい
て，市町村
の責務とし
て，一般廃
棄物処理事
業実施に際
しての施設
の整備等が
規定されて
いる。

4

新鋭の設
備機器等
の導入によ
り，環境性
能等の向
上が期待
できる。

前年度評価なし

18,132
市
民

運転方法や設備
機器の改善によ
り，運転に伴う二
酸化炭素排出量
の削減。

○施設の長寿命
化による自治体
負担の軽減　○
安全性及び信頼
性の向上　○機
能の向上　○住
民の施設に対す
る信頼

【廃棄物処理施設の基幹的
設備改良】
既存施設（焼却施設）の老
朽化設備の改修と運転方式
の変更に伴う改造を一体的
に整備し，施設の省エネル
ギー化による二酸化炭素排
出量の削減と長寿命化を図
る。
【年度別計画】
平成22年度　精密機能検
査，基幹的設備改良内容検
討，循環型社会形成推進地
域計画
平成23年度　延命化計画，
基本設計，発注仕様書作
成，一般廃棄物処理基本計
画策定
平成24年度～平成27年度
基幹整備工事
〔新しい公共（市民との協
働）〕

基幹的改良工事完了後の
施設運営方式について検討
する必要があり，施設運転
管理の新たな契約方式でも
ある長期包括委託等を検討
し，維持管理コストの削減な
ど施設の適切な運営を図る
こととする。

環
境
政
策
課

廃棄物
処理施
設整備
事業

22

29 A

第
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１
環
境
保
全
・
資
源
循
環

(

3

)

資
源
を
大
切
に
す
る
ま
ち
づ
く
り

有

1
2
事
務
事
業
の
統
合

（
投
資
的
経
費
の
重
点
化

）

継
続

住民自治
組織や公
衆衛生推
進協議会
等との連携
により，各
地域におい
て自主的な
取組となる
よう推進す
る。

拡
大

住民自治組織
や公衆衛生推
進協議会と連
携してこの事
業を発展さ
せ，将来的に
は地域での見
守りを兼ねた
「ふれあい収
集」や「ごみ集
積所整備事
業」も含め，住
民自治組織が
環境保全及び
公衆衛生の向
上に関しての
総合拠点とな
り，自主的な
取組みとなる
よう，事業の
拡大が必要。

事
業
規
模

5

大量消
費・大量
廃棄か
ら循環
型社会
形成や
地球温
暖化防
止の実
現に貢
献してい
る。

4

地域の
環境保
全や循
環型社
会形成
の一翼
を担い，
地域の
環境に
関する
取組み
の推進
を行うこ
とによ
り，環境
保全の
意識向
上に繋
がること
から，市
民の
ニーズ
は高い。

4

事務用
品等に
ついては
最小限
必要なも
のとし，
助成金
の額に
ついても
低く設定
してある
ためコス
トの削減
の余地
はない。

4

行政で
取組むう
えで地
域の環
境は自
ら守ると
いう観点
から自
治組織
活動の
安定化と
環境問
題の取
組みに
ついて，
市が支
援するこ
とは妥当
と思われ
る。

4

環境保全及
び公衆衛生
の向上に関
しての総合
拠点づくりと
して，地域
の核である
住民自治組
織を対象と
して支援す
ることは概
ね目的に合
致している。

3

周知方法，
助成金の
交付方法
等，改善の
余地が少
なからずあ
る。

前年度の評価は
拡大。
事業を拡大する
うえで，行財政
改革推進計画に
沿って拡大する
必要があるた
め，現在のところ
現状維持。

3,679

住
民
自
治
組
織

（
１
９
組
織

）

環境アドバイ
ザーの設置，不
法投棄防止パト
ロール，ごみ分
別学習会の開
催。
廃食油及び廃割
箸の回収。

ごみの減量化及
び資源循環型社
会へ向けた総合
的な地域環境保
全の意識の高揚
を図り，住民自
治組織の活動を
定着させ，環境
保全及び公衆衛
生の向上に関し
ての拠点とする。

地域との協働により，生活環
境の保全及び公衆衛生の向
上を目的として，地域に根ざ
した住民の自主的な環境活
動を支援・育成していくた
め，地域の環境保全に取組
む住民自治組織に対し助成
金を交付する。

〔新しい公共（市民との協
働）〕
住民自治組織が環境保全
及び公衆衛生の向上に関し
ての総合拠点となり，自主的
な環境活動を推進するなか
で，他の自治組織，関係機
関との連携等が容易に行え
るよう行政は連携体制に配
慮し支援を行う。

総合拠点としての住民自治
組織活動の定着・環境保全
及び公衆衛生の向上ができ
るかが課題である。そのた
めに，地域住民と行政との
細やかな連携構築が必要で
ある。

環
境
政
策
課

街角Ｅ
ＣＯス
テー
ション
事業
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(

3
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資
源
を
大
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す
る
ま
ち
づ
く
り
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平成２４年度行政評価　事務事業評価一覧（２次評価結果）

※　各評価項目は，１～５の５段階で評価 ※　ランク：A:27～30　　B:22～26　　C:17～21　　D:12～16　　E:6～11

単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明
単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

施
策
番
号

拡大・縮小 改善の必要性H23年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

所
管

拡大・縮小 改善の必要性

分

野

大

項

目

開

始

年

度

中

項

目

定量分析

成果指標
活動指標 
単位あたり

コスト

手段の適切さ

事務
事業名

事業概要
今後の課題

（ミッションの達成との関
連）

合
計
点

目的 前年度の対応

１次 総合評価事務
事業
の対
象者
等

手段
ラ
ン
ク

H2
2年
度
評
価

活動指標

２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

H2
3年
度
評
価

市の役割 必要性

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

操作員の
点検回数 回 18 18 18

市内１２箇所
の排水機場
年間点検回
数
継続のた
め，回数に
変更なし

H
2
2

895,000  
操作員の
点検回数 回 18 18 18

市内１２箇所
の排水機場
年間点検回
数　継続の
ため，回数
に変更なし

H
2
3

853,278  

H
2
4

718,611  

設置数 基 7 5 5 設置数

H
2
2

3,316,429  充足率 ％ 61 61 62

H
2
3

3,018,200  

H
2
4

4,514,272  

格納庫新
築件数 件 1 1 1

老朽化によ
る建替え

H
2
2

6,778,000 格納庫数 件 84 84 84 格納庫数

H
2
3

7,710,000

H
2
4

8,136,080

補助金申
請件数 件 1,050 800

地域経済効
果も考慮し，
早期事業完
了をめざす。

H
2
2

整備灯数 灯 1,501 1,100
ニーズは高
い。

H
2
3

41,398

H
2
4

42,043

有

4
内
容
の
改
善

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

7
コ
ス
ト
の
削
減

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

6
成
果
の
向
上

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

4
内
容
の
改
善

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

24 B 継
続

有

7
コ
ス
ト
の
削
減

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

継
続

安心・安全
及び環境的
側面から継
続が適当で
ある。もっと
も，適正な
補助となる
ように留意
する必要が
ある。

継
続

省電力への社
会的ニーズや
市民の関心が
高いこと。

4

省電力
への社
会的な
ニーズ
が高い
環境や
防犯へ
の関心
度も高い

4

８月末で
当初予
算を執
行した。

3

人件費
部分が
削減可
能
定額補
助金など
の方法
が考えら
れる。

5

市でなけ
ればでき
ない

5

ＬＥＤ化する
ことで防災
のまちづくり
が推進でき
る。

3

定額補助
金などの方
法が考えら
れる。

市民ニーズは依
然として高く早期
の完了をめざ
す。

43,468
市
民

市内の防犯灯を
ＬＥＤ化すること
で省電力化と二
酸化炭素の削減
を行う。

期間を限定して
実施することで
事業の有効性を
あげる。

・ＬＥＤ防犯灯設置補助金：Ｌ
ＥＤ防犯灯設置の補助金，
事業費の３分の２補助（限度
額あり）
　　　　　　　　　　　　　平成２
３年度から実施 ３年間で全
ての防犯灯を更新予定

・ＬＥＤ防犯灯整備事業：市
管理の防犯灯をＬＥＤ化す
る。（防犯灯数：６３０灯）
　　　　　　　　　　　　平成２３
年度から実施

・市民との協働により安心安
全なまちを実現していく。

市管理の防犯灯について，
住民管理へ移行する。
補助金の性格上，事務に経
費(手数）がかかりすぎる。

危
機
管
理
課

ＬＥＤ防
犯灯整
備事業

23

第
５
 

環
境

161

２
防
災
・
安
全

(

1

)

だ
れ
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
災
害
に
強
い
ま
ち
づ
く

り

有

8
事
務
事
業
の
効
率
化

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

継
続

利用状況
等を掌握
し，コスト削
減を前提に
事業を継続
する。

継
続

老朽度等，設
備内容を調査
し，格納庫の
統廃合を検討
しながら，計
画的な整備を
行う。

4

地域防
災活動
の拠点
施設の
充実に
ついて
ニーズ
は高い。

3

地域防
災活動
の拠点
施設の
充実に
は関心
がない

3

ファシリ
ティマネ
ジメント
によりコ
スト削減
余地が
ある。

5

市でなく
てはでき
ない

5

地域防災活
動の拠点施
設の充実が
図られてい
る。

5

十分に成
果がある。

必要最低限の整
備を行う。

7,710
市
民

消防格納庫の新
築

消防積載車の格
納庫を新設する
ことにより，地域
防災活動の拠点
施設の充実を図
り，地域住民に
安心感をもたら
す。

消防格納庫は，消防ポンプ
積載車，ポンプ車，可搬式ポ
ンプの格納場所であり，地域
消防団員の活動拠点施設と
して計画的な整備を図る。

ファシリティマネジメントを勘
案した整備が必要である。

危
機
管
理
課

消防格
納庫整
備事業

16

29 A 継
続

継
続

第
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２
防
災
・
安
全

(

1

)

だ
れ
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
災
害
に
強
い
ま
ち
づ
く

り

無
継
続

年間計画
的かつ効率
的に設置し
ているの
で，継続と
する。

継
続

　防火水利と
の適正な設置
に努め，効果
的な整備を継
続して行う。

4

消防施
設への
関心度
が高い。

5

防火水
利がな
い地域
では必
要性が
高い。

5

ほかに
整備の
方法が
ない。

5

市でなけ
ればでき
ない。

5

ほかに整備
の方法がな
い。

5

ほかに整
備の方法
がない。

事業の継続

15,091
市
民

水利の確保が困
難な地域におい
て，防火水槽は
非常に重要な消
防施設であり，
緊急度や必要性
を考慮して，計
画的に整備す
る。

計画的に整備を
推進し，防災の
まちづくりを実現
する。

　防火水槽は，火災発生時
の初期消火の水源確保に，
非常に重要な消防施設であ
り，水利の確保が困難な地
域において，緊急度や必要
性を考慮して，計画的に整
備する。

　防火水利と適正な防火水
槽の設置に努め，防火水槽
の現有数と基準による充足
率の向上を図る。

危
機
管
理
課

防火水
槽整備
事業

16

25 B 継
続

継
続
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２
防
災
・
安
全

(

1

)

だ
れ
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
災
害
に
強
い
ま
ち
づ
く

り

有

1
1
外
部
委
託
・
民
営
化
の
推
進

継
続

予測不可
能な集中豪
雨が頻発し
ている現状
において，
水害対策
は継続して
実施しなけ
ればならな
い。

継
続

市民の関心度
は極めて高い
ものの，点検
や稼動に専門
性を必要とす
ること，市職員
の人員確保に
苦慮している
ことから民間
委託や住民と
の協働での事
業推進を図り
たい。

4

内水排
除は市
行政の
責務で
あり社会
的ニー
ズは高
い。

5

４７年災
害や近
年の異
常気象
に伴う集
中豪雨
等日本
各地で
起こって
いること
もあり，
水害に
対する
行政の
対応に
ついて，
市民の
意識や
関心度
は高い。

3

排水機
場の稼
動を委託
すること
でコスト
の削減
余地が
ある。

3

点検や
稼動は
専門性
が必要
であるた
め，委託
したほう
がより効
率的で
ある。

5

河川の水位
上昇等に伴
う浸水被害
を未然に防
ぐために
は，排水機
場の稼動が
必要であ
り，いつでも
稼動できる
よう維持管
理を行うこと
は必要であ
る。 4

市内の排
水機場が
災害時に
稼動できる
よう稼動点
検を行うと
ともに，修
繕等の維
持管理を
行う。

継続実施

15,359
市
民

市内の排水機場
が災害時に稼動
できるよう市職
員による稼動点
検を行うととも
に，修繕等の維
持管理及び改
修・整備を行う。

災害時に稼動で
きるよう維持管
理及び改修を行
い，本市の地域
並びに市民の生
命，身体及び財
産を災害から保
護する。

市設置の排水機場７箇所及
び国土交通省から管理委託
を受けている排水機場５箇
所の維持管理として，操作
員である市職員が月１回排
水機場の点検を行う。また，
市設置の排水機場について
は，点検結果を受けて修繕
を行うとともに，電気保安業
務等，業者委託により維持
管理を行う。
さらに，市管理の各排水機
場が老朽化や十分な整備が
できていないことから，計画
的な改修及び整備を行う。

老朽化した施設の改修を計
画的に行うとともに，地域と
一体となって排水機場の稼
動ができるよう体制の整備
を行っていく必要がある。

危
機
管
理
課

排水機
場整備
管理業
務

第
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２
防
災
・
安
全

(

1

)

だ
れ
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
災
害
に
強
い
ま
ち
づ
く

り 24 B 継
続

継
続
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平成２４年度行政評価　事務事業評価一覧（２次評価結果）

※　各評価項目は，１～５の５段階で評価 ※　ランク：A:27～30　　B:22～26　　C:17～21　　D:12～16　　E:6～11

単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明
単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

施
策
番
号

拡大・縮小 改善の必要性H23年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

所
管

拡大・縮小 改善の必要性

分

野

大

項

目

開

始

年

度

中

項

目

定量分析

成果指標
活動指標 
単位あたり

コスト

手段の適切さ

事務
事業名

事業概要
今後の課題

（ミッションの達成との関
連）

合
計
点

目的 前年度の対応

１次 総合評価事務
事業
の対
象者
等

手段
ラ
ン
ク

H2
2年
度
評
価

活動指標

２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

H2
3年
度
評
価

市の役割 必要性

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

実施設計 件 1
２５年度～２
７年度の実
施設計

H
2
2

 
関係調整
会議の開
催

回 5

諸課題の解
決に向けた
協議の場の
設定

H
2
3

 

H
2
4

13,180,400  

地区数 件 11 4 4 地区数

H
2
2

3,658,182  地区数 件 11 4 4 地区数

H
2
3

3,904,750  

H
2
4

4,258,500  

耐震診断
補助申請
件数

件 1 3

指標：申請
件数
わずかなが
ら増加傾向
にある。

H
2
2

耐震診断
実施戸数 戸 1 3

指標：事業
完了件数

耐震改修
補助申請
件数

件 2 2

指標：申請
件数
わずかなが
ら増加傾向
にある。

H
2
3

1,125,000
耐震改修
実施戸数 戸 2 2

指標：事業
完了件数

H
2
4

447,800

テント村，
街頭キャ
ンペーン
実施回数

回 14 14 14

街頭での呼
びかけやテ
ントを設営し
て啓発した
回数

H
2
2

1,667,571
市内交通
死亡事故
件数

件 14 3 1
減少傾向に
ある。

交通安全
施設整備 件 1

安全・安心
見守りカメラ
の設置

H
2
3

528,714

H
2
4

457,829

有

2
市
民
と
行
政
の
協
働
と
連
携

有

4
内
容
の
改
善

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

8
事
務
事
業
の
効
率
化

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

事
業
規
模

有

6
成
果
の
向
上

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

22 B 継
続

継
続

無
継
続

市内交通
死亡事故
件数は減
少してお
り，継続し
ていく必要
がある。
もっとも，将
来的には沿
線市町との
連携，住民
自治組織
の協力を得
て，より効
果的な啓発
活動につい
て検証する
必要があ
る。

継
続

交通事故数に
ついて啓発を
行うことは，安
全なまちづくり
に欠かせない
と思われる。
また，交通安
全協会等の活
動を今後も支
援し，充実した
活動ができる
よう関係を密
にする必要が
ある。5

年々交
通量が
増加して
おり，交
通安全
への取り
組みは
必要で
ある。
また，高
齢者の
関与す
る事故
の増加
もあり，
広報・啓
発など強
化してい
く必要が
ある。

5

交通事
故の件
数が増
加したこ
ともあ
り，啓発
を続けて
いく必要
がある。
交通事
故のな
い安心
安全な
まちづく
りは市民
の願い
であり必
要性は
高い。

3

三次市
交通安
全協会
の，負担
金活用
方法の
見直しを
検討する
必要が
ある。

3

交通安
全協会
や各関
係機関と
連携を
図りなが
ら，  継
続してい
く必要が
ある。
住民が
中心と
なって展
開できる
よう活動
の推進
体制を
見直す
必要が
ある。

4

広報や
CATV，オフ
トークや防
災行政無線
で安全運転
を周知し，
街頭キャン
ペーン，テ
ント村等で
のドライ
バーへの呼
びかけをし
ている。

2

警察・交通
安全協会と
連携し，街
頭キャン
ペーンなど
の啓発活
動を通じ
て，市民の
交通安全
意識向上
を図り，交
通事故防
止に取り組
む。

事業の推進方法
について，行政
や警察が主とし
て推進する従来
の方法では，マ
ンネリ化した啓
発活動となり効
果が期待できな
いため，交通安
全協会や住民自
治組織が中心と
なって取り組む
必要がある。

7,402
市
民

警察・交通安全
協会と連携し，
街頭キャンペー
ンなどの啓発活
動を通じて，市
民の交通安全意
識向上を図り，
交通事故防止に
取り組む。

安全な道路交通
を確保するた
め，交通事故撲
滅を目的とする。

交通安全協会や広島県が
推進する各季の交通安全運
動にあわせ，各関係機関と
連携を図りながら，街頭キャ
ンペーンやテント村を設置
し，交通安全の啓発を行う。
また，オフトークや防災行政
無線での啓発放送により交
通安全の意識向上を図る。

交通安全の啓発と交通事故
を減少させる対策を検討す
る必要がある。
真に効果のあがる啓発活動
等を推進するため，活動内
容や推進方法を見直す必要
がある。
行政や警察が主として展開
するのではなく，市民（住民
自治組織等）を中心とした取
組へ転換していく必要があ
る。危

機
管
理
課

交通安
全の推
進

16

第
５
 

環
境
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２
防
災
・
安
全

(

2

)

相
互
の
助
け
あ
い
に
よ
る
安
全
・
安
心
な
ま
ち
づ
く
り

有

4
内
容
の
改
善

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

継
続

申請事務
の軽減につ
いて検討す
るとともに，
積極的なＰ
Ｒに努め
る。

継
続

提出書類や中
間検査の内容
等について，
申請者の負担
軽減の余地が
ある。

5

阪神大
震災以
降の大
規模地
震による
被災状
況から，
建物の
耐震化
により被
害の抑
制を図る
ことが重
要となっ
ている。

3

上記に
ついて，
市民の
関心も
高まって
いるが，
申請件
数は伸
び悩ん
でおり，
更なる啓
発が必
要であ
る。3

申請者
にとって
は補助
率の低
減など必
ずしもメ
リットが
あるとは
言えない
が，耐震
改修工
事費補
助金へ
の国費
充当を検
討する余
地があ
る。

5

三次市
耐震改
修促進
計画の
目標値
達成の
ため，市
が率先し
て普及，
促進を
図る必
要があ
る。ま
た，国の
交付金
事業を
活用す
るため，
市が事
業主体と
なる必要
がある。

5

耐震改修促
進法に基づ
き，木造住
宅の耐震化
を進めるこ
とを目的と
して，国に
おいて創設
された交付
金事業制度
に則った事
業である。

4

補助対象
要件や事
務手続き
等の内容
を見直し，
弾力的な
運用が可
能になれ
ば，申請者
の負担が
軽減され実
施件数の
増加が期
待できる。

継続（内容改善）
補助要件の緩和
（入居前の空家
も対象とした），
診断費補助率の
拡充（国費上限
との整合，限度
額の増額），提
出書類の簡素化

1,125

補
助
対
象
住
宅
の
所
有
者
又
は
居
住
者

耐震診断及び耐
震改修に係る費
用の補助（補助
率等は上記のと
おり），及び広報
等による耐震化
の啓発と当事業
のＰＲ

地震による市民
の被害を半減さ
せる。そのため，
平成２７年度末
の住宅の耐震化
率を８０％に高め
る（平成１８年度
末５０％）。

昭和５６年以前に建築され
た民間の木造住宅（一戸建
て，長屋，併用住宅）につい
て，耐震化事業（耐震診断，
耐震改修工事）を実施する
者に対し，事業費の一部を
補助することにより，地震に
強いまちづくりを進める。
○補助率
・耐震診断　診断費用の２／
３（上限６万円（市，国各３万
円））
・耐震改修工事　工事費の１
／３（上限４０万円）

問い合わせがあったもの
の，申請に至らないケース
がある。
申請や中間検査等の手続き
の負担が大きいとの意見も
あり，事務処理要領の見直
しの余地がある。

建
築
住
宅
課

耐震改
修助成
事業

19

27 A 継
続

継
続
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２
防
災
・
安
全

(

1

)

だ
れ
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
災
害
に
強
い
ま
ち
づ
く

り

無
継
続

限られた予
算の範囲
で、危険性
の高いもの
から計画的
に事業を進
めていく。

継
続

住民の生命財
産を守ると共
に，安心安全
な生活を確保
する事業であ
り継続が必
要。

4

箇所は
限定され
るが，二
次災害
的な被
害の拡
大を防
止でき
る。

4

箇所は
限定され
るが，住
民の生
命財産
を守ると
共に，安
心安全
な生活を
確保でき
る。

5

地元負
担金を伴
うことか
ら，必要
最小限
の経費
で最大
限の効
果が得ら
れる工事
を実施し
ている。

4

技術的
見地か
ら，正確
な工法
選定が
可能とな
る。

5

未然に災害
を防止でき
ている。

5

危険箇所
の解消

継続：事業の効
率化

15,619

主
要
公
共
施
設

（
学
校
，
官
公
署
，
病
院
，
鉄
道
，
道
路

(

農

道
を
含
む

)

）
，
用
排
水
路
，
た
め
池
，
農
地
，
主
要
産
業
施

設
，
人
家
等
が
直
接
被
害
を
受
け
，
又
は
被
害
を
受
け
る
お
そ

れ
が
あ
る
市
民

崩壊するおそれ
がある，又は崩
壊した急傾斜地
（林地）につい
て，地元住民の
要望に基づき，
崩壊防止，又は
崩壊復旧工事を
施工する。

崩壊防止，又は
崩壊復旧するこ
とにより，住民の
生命財産を守る
と共に，安心安
全な生活を確保
する。

荒廃林地の復旧及び荒廃の
おそれがある林地の予防工
事，又は松くい虫被害等の
ため，倒木により被害を助長
するおそれのある箇所での
伐倒処理を含む工事で，主
要公共施設や人家等に直接
被害を与え，又は被害を与
えるおそれがあると認めら
れ，一定条件を満たすもの
について実施する。

〔新しい公共（市民との協
働）〕

県及び市の財政難から，住
民要望に応えられる予算確
保が困難になってきている。
（県における採択基準が，予
防治山から復旧治山にシフ
トしている傾向にあり，住民
要望に応えにくい状況にあ
る。）

農
政
課

小規模
崩壊地
復旧事
業

16

25 B 継
続

継
続
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２
防
災
・
安
全

(

1

)

だ
れ
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
災
害
に
強
い
ま
ち
づ
く

り

無
拡
大

　緊急時に
確実に機能
し，かつ正
確な情報を
伝達できる
システムを
構築するこ
とが必要で
ある。また
防災情報だ
けでなく，行
政情報の
伝達につい
ても一体的
にシステム
化していく
必要があ
る。

継
続

　防火水利と
の適正な設置
に努め，効果
的な整備を継
続して行う。機
械の老朽化等
により期限の
決まった必要
事業となって
いる。

5

危機管
理体制
を高め，
防災力
を向上さ
せること
は社会
的ニー
ズが高
いといえ
る。

5

防災情
報を確
実に手
に入れ
ること
は，市民
ニーズ
が高いと
いえる。

4

手法とし
ては検
討できる
部分が
残ってい
る。

5

市でなけ
ればでき
ない。

5

最も適切で
効果的な方
法と考え
る。

5

最も適切で
効果的な
方法と考え
る。

前年度評価なし

市
民

ケーブルテレビ
網の有効活用を
図るため，三次
ケーブルビジョン
と事業調整のう
え整備する。

計画的に整備を
推進し，正確で
迅速な情報伝達
を行い，防災の
まちづくりを実現
する。

　合併前の市町村それぞれ
の伝達システムを利用して
いるが，２６年度末にはオフ
トーク通信は終了する予定
でもあり，危機管理体制を強
化し防災力を高め，地域の
安全・安心に関わる情報の
伝達体制を確立する。

住民理解を得るための説明
会等の開催
停電時等の対策

危
機
管
理
課

防災情
報伝達
システ
ム整備
事業

24
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２
防
災
・
安
全

(

1

)

だ
れ
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
災
害
に
強
い
ま
ち
づ
く

り 29 A

43／63 2012/10/19



平成２４年度行政評価　事務事業評価一覧（２次評価結果）

※　各評価項目は，１～５の５段階で評価 ※　ランク：A:27～30　　B:22～26　　C:17～21　　D:12～16　　E:6～11

単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明
単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

施
策
番
号

拡大・縮小 改善の必要性H23年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

所
管

拡大・縮小 改善の必要性

分

野

大

項

目

開

始

年

度

中

項

目

定量分析

成果指標
活動指標 
単位あたり

コスト

手段の適切さ

事務
事業名

事業概要
今後の課題

（ミッションの達成との関
連）

合
計
点

目的 前年度の対応

１次 総合評価事務
事業
の対
象者
等

手段
ラ
ン
ク

H2
2年
度
評
価

活動指標

２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

H2
3年
度
評
価

市の役割 必要性

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

防犯灯設
置補助金
交付

件 39 37 20
防犯灯設置
補助金交付
申請件数

H
2
2

242,539  
市内刑法
犯認知件
数

件 360 383 300

市内の刑法
犯認知件数
が減少傾向
にあることか
ら，一定の
成果がみら
れる。

H
2
3

255,135  

H
2
4

455,130  

消費生活
相談PR
件数

回 50 33 40

広報紙，ＣＡ
ＴＶ，出前講
座等による
消費生活相
談，多重債
務相談，消
費者の窓等
の掲載回
数，消費生
活講演会案

H
2
2

197,200  相談者数 人 343 273 300 相談者総数

H
2
3

266,364  

H
2
4

122,590  

相談業務
月数 月 12 12 12

相談窓口設
置月数

H
2
2

732,833 相談者数 人 165 282 150 相談者総数

H
2
3

729,750

H
2
4

121,133

交通会議
開催 回 4 4 3

交通会議開
催回数

H
2
2

15,812,500 路線廃止 本 2
廃止路線本
数

年間利用
者数 人 43,659 40,117 36,863

２４年度計画
は案分計算
による数値

H
2
3

15,420,500 系統廃止 本 6
廃止系統本
数

H
2
4

21,603,200

有

8
事
務
事
業
の
効
率
化

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

4
内
容
の
改
善

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

4
内
容
の
改
善

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

2
市
民
と
行
政
の
協
働
と
連
携

21 C 継
続

継
続

有

8
事
務
事
業
の
効
率
化

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

継
続

先進地の
情報収集
や，利用者
の増加に向
けての取り
組みも行い
ながら，持
続可能な交
通体系の
構築を模索
していくこと
が必要であ
る。継

続

　高齢者を中
心とした自ら
移動手段を持
たない方の健
康で文化的な
最低限度の生
活を営むため
に必要な移動
する権利を保
障するとの観
点から，本事
業を引き続き
推進していくこ
とは絶対条件
である。
　それぞれの
地域事情や利
用状況から，
「三次市地域
公共交通総合
連携計画」に
沿って，事業
の見直しな
ど，採算性や
効率性も考慮
しながら，将
来にわたって
持続できる交

4

　今後の
更なる高
齢化の
進展が
予測され
る中，自
ら移動
手段を
持てなく
なる市民
が増える
ことが懸
念され
る。ま
た，高齢
者の交
通安全
対策に
おいても
公共交
通の充
実が求
められ
る。

4

　高齢者
の免許
保有率
は高くな
る傾向で
あるが，
女性を
中心とし
た自ら移
動手段
を持って
いない高
齢者も
多くおら
れること
から，需
要が減
ることは
ない。

4

　減便等
である程
度のコス
ト縮減は
可能だ
が，高齢
者等の
輸送ニー
ズを反映
させる
と，その
領域は
限りなく
少ない。 3

　本来な
ら，民間
主導に
よる効果
的で利
便性の
高い交
通システ
ムが理
想である
が，本市
のような
中山間
地域で
は，地域
内路線
のほとん
どが不
採算路
線であ
り，市民
の公共
交通機
関の確
保の観
点から
今後も
市の関

3

　三次市民
バス等の地
域内生活交
通の運行基
準である
「生活交通
アセスメン
ト」を作成，
利用状況と
以前実施し
た市民アン
ケートや利
用者ヒアリ
ング，事業
者ヒアリン
グ等の実情
を踏まえ，
運行態様の
変更も含
め，見直し
を順次実施
する。

3

　利用が少
ない地域で
は，運行態
様の変更も
実施する。
また，午後
の便など利
用の少な
い系統は，
廃止の対
象とする。

　利用状況が極
端に少ない地域
については，路
線を休止するな
ど実情にあった
見直しを実施。さ
らに再編方針と
して「生活交通ア
セスメント」を作
成，この指針に
基づき一部見直
しを実施予定

61,682
市
民

　公共交通機関
の確保のため，
三次市民バス
（スクール，通所
便を除く）の委託
運行やデマンド
型バス運行（ジャ
ンボ車両）の運
営支援を行って
いる。

　市民の実情や
需要に応じた地
域内の移動手段
の確保・維持

【三次市民バス：みなし４条
路線】
　君田町，布野町，作木町，
吉舎町，三和町及び甲奴町
において地域内での日常生
活の係る交通手段（定時定
路線）として，一般旅客自動
車運送事業者へ運行委託し
ている。なお，甲奴町につい
ては平成２３年１２月からデ
マンド方式に移行した。

【ふれあいタクシーみらさか】
　三良坂町内の地域交通
（区域運行：デマンド型）を運
営する三次広域商工会へ事
業補助を行っている。

　平成２２年３月に策定した
「三次市公共交通総合連携
計画」や平成２２年度に三次
市民バス等の地域内交通の
運行基準をまとめた「生活交
通アセスメント」に基づき，三
次市民バスについては利用
の少ない地域でのデマンド
化への変更など，地域の実
情や輸送ニーズ，効率性を
重視した取り組みを進める。
また平成２４年度に実施する
地域公共交通再編計画に基
づき再編をめざす。

地
域
振
興
課

三次市
民バ
ス・デ
マンド
型バス
事業

17
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３
地
域
交
通

(

1

)

利
便
性
の
高
い
生
活
交
通
体
系
の
確
立

有

4
内
容
の
改
善

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

継
続

市民の安
心感や満
足度を高め
ていく上で
も必要な業
務であり，
引き続き，
相談体制
の充実，相
談機能の
向上を図る
必要があ
る。継

続

社会的ニーズ
や市民ニーズ
が高いと思わ
れることから，
より一層の充
実強化を図る
必要がある。
婦人相談員や
児童相談員等
が合同での総
合相談体制を
とることで，よ
りきめ細かい
相談体制が図
れる。

4

相談内
容は複
雑多岐
にわたり
社会的
ニーズ
は高い。

4

年によっ
て相談
件数は
違うが，
相談内
容は多
岐にわ
たってお
り一定量
の相談
がある。
また，ど
こへ相
談すれ
ばよい
かわか
らない相
談者へ
の窓口と
して本窓
口を利
用される
ケース
が多くあ
り，市民
ニーズ
はあると
考える

4

人件費
のみで，
経費削
減の余
地はな
い。

5

個人情
報保護
の観点
から判
断する
と，市で
ないとで
きない。

4

相談内容の
解決に向け
て，適切な
アドバイス
や関係機関
への斡旋が
出来てい
る。

2

関係機関と
の更なる連
携が確立
できれば効
果の余地
は大きくな
る

前年度の2次総
合評価は継続
で，判定理由は
「市民の安心感
や満足度を高め
て行くうえにも必
要な業務であり，
引き続き，相談
体制の充実，機
能向上を図る必
要がある。」で
あった。引き続
き，各部署との
連携体制，効果
について検証し
ていく。

8,757
市
民

相談者から面
談・電話により相
談を受け，アドバ
イス，担当部署
への引き継ぎ，
適切な相談機関
へのあっせんを
行う。

相談内容の解決
を図る。

　市民からの人権、生活、教
育、労務、行政苦情等総合
的な相談を来所面談、電話
で受け、各部署や他機関と
連携して相談の解決を図っ
ていく。また法律的な解決が
必要な相談については，弁
護士等に相談をつなげてい
く。
　他団体で生活相談を実施
しているところがあるが，市
が実施する生活相談では行
政全般も含めた相談を実施
しているので，そういう視点
も含めると今後も市としての
相談窓口は必要であると考
える。

将来的には人権相談，消費
生活相談，婦人相談，児童
相談，外国人生活相談，市
民無料法律相談等の総合
的な生活相談センターとして
の機能化が望まれる。

市
民
生
活
課

総合相
談業務

13

25 B 継
続

継
続
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２
防
災
・
安
全

(

2

)

相
互
の
助
け
あ
い
に
よ
る
安
全
・
安
心
な
ま
ち
づ
く
り

有

6
成
果
の
向
上

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

継
続

相談内容
が複雑多
岐になって
いるため，
相談員，職
員など相談
を受ける者
のスキル
アップは必
要不可欠で
あり，研修
等の継続
は必要であ
る。

継
続

社会的ニーズ
や市民ニーズ
が高いと思わ
れることから，
より一層の充
実強化を図る
必要がある。
また21年度か
ら消費者庁も
設置され地方
消費者行政活
性化基金によ
り消費者行政
の機能強化が
図られてい
る。
今後は、市民
への啓発、相
談員の研修等
によりスキル
アップをしてい
くことで，市民
の消費生活の
安全性を向上
させていく。

4

悪質商
法の巧
妙化や
インター
ネットの
発達・高
度化等，
消費生
活相談
の内容
は複雑
多岐に
なり，相
談窓口
の果た
す役割
は大きく
なってい
る。

4

インター
ネットに
よる被害
や高齢
者を狙っ
た被害
など相談
件数は
増加して
おり，市
民ニー
ズがあ
る。

4

相談員
の人件
費のみ
で，経費
削減の
余地は
ない。

5

支所エリ
アの相
談も多
く、消費
生活相
談は、市
民と直結
しており
市民も
相談しや
すいと思
われる。
また、消
費者安
全法で
市の消
費者セン
ター設置
は努力
義務とさ
れてい
る。

5

消費者の必
要性に対応
できている
と思われ
る。消費生
活相談の解
決に向け
て，苦情処
理や斡旋，
情報提供に
役立ってい
る。

3

苦情要因
の明確化と
処理斡旋
や情報提
供に繋がっ
ている。消
費生活相
談員の定
休日には，
職員が研
修によりス
キルを向上
させ相談を
受けれる体
制作りを行
う。

前年度の２次総
合評価は継続
で，判定理由は
「相談内容が複
雑多岐になって
いるため，相談
員，職員の研修
等の継続は必要
である。」であっ
た。今年度も昨
年度と同様，広
島県主催の研修
会や国民生活セ
ンター主催の研
修会へ参加して
いく。

8,790

消
費
者

（
市
民

）

面談や電話によ
り消費生活に関
する相談を受
け，アドバイスや
あっせん処理を
行う。

アドバイスやあっ
せん処理等を行
うことにより消費
者（市民）の相談
を解決する。合
わせて，消費者
が自分で解決で
きるよう消費者
の知識向上を図
る。

　非常勤特別職である消費
生活相談員や職員により消
費生活に関する相談の対応
やあっせん処理を行う。独立
行政法人国民生活センター
のシステムであるPIO-
NET(パイオネット，消費生活
情報整備体制事業）を平成
１３年に導入したことにより，
全国の相談内容を的確に入
手し，相談対応や啓発活動
に活用することができてい
る。また，消費者庁の設立に
より国として消費生活相談
事業の強化が図られている
中で，本市においても，平成
21年度からは総合窓口セン
ターに消費生活センターを
設置し，相談室も新たに設
置して相談者の利便性を
図っている。
　消費生活に関する相談
は，行政が実施しなくてはい
けないため，引き続き，市が
専門的知識を有する消費生
活相談員を中心に実施して
いく必要がある。

　市として相談体制の更なる
充実を図るため，相談員研
修等によるスキルアップや
相談員の処遇改善が必要で
ある。
また，将来的には人権相
談，消費生活相談，婦人相
談，児童相談，外国人生活
相談，市民無料法律相談等
の総合的な生活相談セン
ターとしての機能化が望ま
れる。市

民
生
活
課

消費生
活情報
整備体
制事
業・消
費生活
相談事
業

13
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続

継
続
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２
防
災
・
安
全

(

2

)

相
互
の
助
け
あ
い
に
よ
る
安
全
・
安
心
な
ま
ち
づ
く
り

有

2
市
民
と
行
政
の
協
働
と
連
携

継
続

関係団体と
連携して，
防犯活動を
推進すると
ともに，子
育て世代や
若年層が
積極的に啓
発活動に取
り組んでい
くような仕
組みを構築
していくこと
も必要であ
る。

継
続

防犯事業費と
しては，防犯
組合連合会，
暴力監視追放
起用議会への
負担金が主な
ものとなってお
り，連携して引
き続き実施す
る。

5

毎年犯
罪が多
発してお
り，住民
の生命・
財産に
かかわ
ることで
あること
から，防
犯活動
に対する
社会的
ニーズ
は極め
て高い。

5

犯罪が
起きてい
る限り，
啓発は
必要で
ある。
安心安
全なまち
づくりは
市民の
願いであ
り市民
ニーズ
は極め
て高い。

4

防犯灯
の設置
等，より
効果的
な方法を
検討して
いく必要
があるの
で，削減
の余地
が小さ
い。

3

各種団
体や地
域と連携
を図りな
がら，安
心安全
なまちづ
くりを目
指して推
進体制
を築いて
いく必要
がある。

4

啓発活動や
呼びかけを
行ってい
る。

3

各団体と連
携を図りな
がら，安心
安全なまち
づくりを目
指して推進
体制を確
立する

引続き推進し
た。

9,440
市
民

各団体と連携を
図りながら，安心
安全なまちづくり
を目指して推進
体制を確立する

市民が安心して
暮らせる，犯罪
の起こりにくいま
ちづくりを進める

平成２４年度は，市内の各
防犯団体を支援しながら事
業を推進した。本年度も同
様に「減らそう犯罪」みよし
安全なまちづくり推進連絡協
議会の開催，また，市が設
置した防犯灯の維持管理を
行う。

安全で安心して暮らせる三
次市を目指して，各種団体と
の連携を図り住民とともに防
犯活動を展開する。

危
機
管
理
課

防犯事
業

16

第
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２
防
災
・
安
全

(

2

)

相
互
の
助
け
あ
い
に
よ
る
安
全
・
安
心
な
ま
ち
づ
く
り

24 B 継
続

継
続

44／63 2012/10/19



平成２４年度行政評価　事務事業評価一覧（２次評価結果）

※　各評価項目は，１～５の５段階で評価 ※　ランク：A:27～30　　B:22～26　　C:17～21　　D:12～16　　E:6～11

単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明
単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

施
策
番
号

拡大・縮小 改善の必要性H23年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

所
管

拡大・縮小 改善の必要性

分

野

大

項

目

開

始

年

度

中

項

目

定量分析

成果指標
活動指標 
単位あたり

コスト

手段の適切さ

事務
事業名

事業概要
今後の課題

（ミッションの達成との関
連）

合
計
点

目的 前年度の対応

１次 総合評価事務
事業
の対
象者
等

手段
ラ
ン
ク

H2
2年
度
評
価

活動指標

２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

H2
3年
度
評
価

市の役割 必要性

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

交通会議
開催 回 4 4 3

生活交通再
編に係る協
議・検討を行
うため，利用
者，事業者，
行政等で組
織している。

H
2
2

390,750  利用地域 地区 4 5 5

平成23年4
月から川地
春木地区で
活用

説明会・
懇談会 回 6

現在、説明
会の対象と
なる利用組
合が存在し
ないことから
開催してい
ない。

H
2
3

369,500  利用回数 回 246 213 230
地区毎の該
当者は減少
傾向

H
2
4

535,600  利用者数 人 1,482 1,308 1,395

計画策定 式 1
策定作業の
状況

H
2
2

 
計画策定
進捗状況 ％ 1

計画策定の
進捗

H
2
3

 

H
2
4

9,453,600  

路面補修
（除草）件
数

件 627 636 636 実施件数

H
2
2

87,675 除草面積 ㎡ 2,518,907 2,635,141 2,635,141 除草総面積

H
2
3

83,654
除草作業
率 ％ 1 1 1

市道延長の
うち，地元で
除草実施し
た比率
（市道総延
長
1,657,129m)

H
2
4

83,656

調査実施
橋梁数 橋 56 110 180

橋梁点検数
を指標とする

H
2
2

81,554
調査対象
橋梁数 橋 1,276 1,276 1,276

H
2
3

114,700
調査実施
率 ％

H
2
4

26,626

有

4
内
容
の
改
善

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

2
市
民
と
行
政
の
協
働
と
連
携

無

有

4
内
容
の
改
善

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

26 B 継
続

継
続

有

1
積
極
的
な
情
報
公
開
と
市
民
と
の
情
報
共
有

継
続

長寿命化
修繕計画を
踏まえた計
画的対応と
橋梁点検に
ついて，持
続的かつ効
率的な仕組
みづくりが
必要であ
る。

継
続

橋梁調査は，
橋梁の維持や
安全性・信頼
性の確保の観
点からも必要
な業務であ
り，行政責務
である。

5

地域の
道路網
の安全
性・信頼
性を確
保する。

5

老朽化
する橋
梁の点
検及び
修繕計
画の作
成によ
り，地域
の道路
網の安
全性を
確保す
る。

4

全ての
橋梁
1,282橋
の点検
業務を職
員で実
施するこ
とに係る
職員増
や専門
研修の
実施より
も，専門
業者によ
る委託に
よりコス
トを縮減
できる。

5

道路法
に定める
道路管
理業務
である。

4

橋梁点検を
実施するこ
とにより，橋
梁の長寿命
化と橋梁の
修繕及び架
け替えに係
る費用を縮
減する。

3

計画策定
により，従
来の事後
的な修繕
や架け替
えから，予
防的な修
繕及び計
画的な架
け替えの
移行によ
り，費用の
縮減を図
る。

橋梁点検調査は
継続して実施し
ている。
平成23年度に橋
梁長寿命化計画
（橋長15ｍ以上）
は策定済。

12,617

市
民

（
橋
梁
利
用
者

）

橋梁点検の実施 橋梁の長寿命化
並びに橋梁の修
繕及び架け替え
に係る経費の縮
減を図りつつ，
地域の道路網の
安全性と信頼性
の確保を図る。

　橋梁の寿命は標準で50年
とされているが，本市の橋は
高度経済成長期後半（1971
年～1975年）に建設された
橋が多く，これらの橋が更新
期を迎え大きな財政負担と
なることが予想されます。そ
のような状況の中，「長寿命
化修繕計画策定事業費補
助制度要綱」に基づき，長寿
命化修繕計画を策定するこ
とにより，従来の事後的な修
繕及び架け替えに係る費用
の縮減を図りつつ，地域の
道路網の安全性と信頼性を
確保することを目的とする。
　ついては，本市が管理する
市道橋1,210橋及び権限移
譲一般県道路線66橋につい
て，平成20年3月に作成され
た「広島県橋梁定期点検要
綱」に基づき，すべての橋梁
点検を行う。平成23年度に
長寿命化修繕計画（橋長15
ｍ以上）を策定した。
平成22年度　調査件数　56
橋
平成23年度 調査件数 110

橋梁長寿命化計画により，
今後60年間で最も経済的に
補修した場合でも119億円の
費用が必要となる。
橋梁点検の結果を市民に公
表し，現状を把握してもら
い，また市民のサポートも得
られる方法を考えていくこと
が必要である。

土
木
課

橋梁調
査業務

20

第
５
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３
地
域
交
通

(

3

)

交
通
基
盤
づ
く
り

有

3
市
民
と
行
政
の
役
割
分
担
の
見
直
し

継
続

各住民自
治組織等
への一括
委託など，
より効果的
な維持管理
の方法を検
討のうえ，
事業を継続
する。

継
続

主に地域住民
が利用する道
路について
は，除草を含
めた維持管理
業務を地域で
対応する。

4

地域や
各団体
の活動
推進に
あたり，
一定の
費用負
担を市
に求めら
れてい
る。

4

積極的
に地域
が道路
管理を
行うもの
とする意
向と，市
が行うべ
きとする
意向が
ある。

3

県アダプ
ト制度を
ベースに
有償ボラ
ンティア
活動へ
移動でき
れば，大
幅なコス
ト削減が
見込ま
れるが，
道路管
理者とし
ての責
任が問
われか
ねない。

3

市道の
管理者
は市で
あるた
め。

3

市民参加に
よる道路整
備の推進が
なされてい
る。

3

自治連合
会等の窓
口で受付
けを実施す
れば，地域
により密着
した制度と
して定着す
るのではな
いだろう
か。ただ
し，財政改
革との整合
を図る必要
がある。
また，事務
のスリム化
を図ること
が可能。

事業継続を図
る。
広島県アダプト
制度の整合性に
ついて引き続き
検討する。

53,204

市
民
及
び
市
道
近
隣
の
地
域
団
体
・
市
道
利
用
者

市道整備（除草
等）作業を地域
団体に行っても
らい，それに対し
報償費を支払
う。（年２回を限
度）

安全で良好な道
路環境づくりと道
路安全・美化の
向上をめざし，地
域の市道は地域
で管理できるよう
にする。

　市道除草業務委託路線以
外の除草作業を地域の団体
等が行い，報償費として，除
草面積１㎡当り20円を支払
う。
　ただし，除草面積は除草延
長に作業幅１ｍ（両側作業２
ｍ）を乗じたものとする。
　作業中の事故補償は，市
が傷害保険に加入し対応す
る。
　平成22年度　件数627件
除草面積　252ｋ㎡　 報償額
51,162千円
　平成23年度　件数636件
除草面積　264ｋ㎡　 報償額
52,657千円
　平成24年度　当初予算計
上額　50,000千円

・支払件数・除草実績が増
加傾向にあるが，財政健全
化に向けて検討する必要が
ある。
・高齢化等による地域力低
下に伴い，除草要望が増加
傾向にある。
・広島県アダプト制度を参考
に三次市独自の制度創設に
ついて検討する必要があ
る。（財政的な観点から）

土
木
課

小規模
市道整
備事業
（道路
補修業
務謝
礼）

16
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１
環
境
保
全
・
資
源
循
環

(

1

)

美
し
い
山
，
川
，
田
園
風
景
に
配
慮
し
た
ま
ち
づ
く
り

無
終
了

本事業は
策定完了に
より終了す
るが，策定
された計画
の事業へ
反映を早急
かつ的確に
行う必要が
ある。

終
了

計画策定によ
り終了

4

路線バ
スの補
助金が
年々増
加し，財
政負担
も増大し
ており，
より効率
的な交
通体系
に向け
た調査
が必要と
思われ
る。

4

年々増
加する
公共交
通への
財政負
担削減
や，交通
空白地
域への
取組など
について
は，市民
の関心
が高いと
思われ
る。

4

６社の指
名競争
入札とし
た。

5

市民バ
スの委
託運行
や路線
バスの
補助金
など，市
で行う公
共交通
の見直し
について
は市が
行う。

4

路線バスや
市民バスの
乗降調査や
今後の再編
計画案の策
定にあたっ
ては，委託
による業者
での実施が
必要

4

再編計画
案を基に，
より効率的
な交通体
系をめざ
す。

市
民

業務委託による
計画策定

 現在の公共交
通の利用実態等
を調査し，より効
率的で利便性の
高い公共交通シ
ステムの計画案
を作成する。

・少子高齢化やモータリゼー
ションの進展により，三次市
においても地域公共交通の
利用者が減少している。しか
し，高齢者等の交通弱者や
公共交通の空白地域におけ
る交通対策は急務となって
いる。こうした現状のなか，
三次市の地域公共交通の
現状調査と今後の再編計画
について策定するもの。

　三次市地域公共交通会議
と連携しながら，作成する計
画案の実行に向けた取組を
行う。

地
域
振
興
課

三次市
地域公
共交通
再編計
画策定
業務

24

20 C 継
続

継
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３
地
域
交
通

(

1

)

利
便
性
の
高
い
生
活
交
通
体
系
の
確
立

有

6
成
果
の
向
上

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

継
続

住民自治
組織及び地
域住民との
協働により,
利用しやす
いシステム
構築を行う
など，住民
のニーズに
沿った事業
となるよう
に，導入地
域の拡大と
いう点も含
めて内容を
改善してい
く。

継
続

　現行の地域
公共交通体系
では，市内全
域をカバーで
きない状況で
にあり，交通
空白域におい
て自ら移動手
段を持たない
住民にとって
は，この制度
はより実現可
能な支援事業
であり，住民
自治組織との
協働によるシ
ステム構築を
足がかりに，
引き続き，導
入地域の拡大
を図っていく。

4

　公共交
通を補
完する
制度とし
て，容易
で有効
な施策
であるこ
とから社
会的
ニーズ
は高いも
のと考え
られる。 3

　利用者
が特定さ
れ，個
別・私的
に利用
できるシ
ステムで
あり，問
い合わ
せもあ
り，他の
地域で
の潜在
的なニー
ズは高
いと考え
る。

5

　現状
は，導入
経費や
運賃の
半額を利
用者側
が負担
する等，
考えられ
る必要最
小限な
支援策
であるこ
とから，
採算性
及び効
率性の
面でも有
効な支
援策であ
る。

5

　利用運
賃への
支援で
あり，市
以外の
支援は
考えられ
ない。

4

　交通空白
域に暮らす
自ら移動手
段を持たな
い市民に対
し，日常生
活の移動
（交通）手段
の確保と同
時に利用者
の負担を軽
減すること
ができる。

4

　まちづくり
の一環と捉
え，住民自
治組織との
協働で既
存の利用
組合の事
務負担等
が軽減さ
れ，利便性
の向上が
図れる。

昨年度，粟屋町
づくり連合会及
び川地連合自治
会と連携し，役
員会説明や地域
懇談会等の取組
みを行い，新た
に川地春木地区
で組織化され，
平成２３年４月か
ら活用されてい
る。

1,478
市
民

交通空白域で利
用組合が設立さ
れている地域に
おいて，住民が
共同（２人以上）
でタクシーを利
用した場合，週２
回を限度とし，運
賃の１／２を補
助している。

路線バス等が運
行していない交
通空白域におけ
る自ら移動手段
を持たない市民
の日常生活に欠
かせない移動手
段の確保

　公共交通機関がなく，医療
機関，福祉施設等から４km
以上離れている一団の地域
において，自ら交通手段を
持たない住民が利用組合を
設立し，２人以上で週２回を
限度にタクシーを利用した場
合，運行事業者に支払った
運賃の１／２を補助するも
の。
（その利用組合の運営支援
として，一月１，０００円の事
務経費に対する補助を行っ
ている。）
　また，単独運営が困難な
地域では，住民自治組織が
予約の集約や補助金申請
手続き等の支援体制を構築
した。
　

　導入が比較的たやすく，支
援経費も最小限で抑えられ
るなど効果的な事業である
ことから，「三次市公共交通
総合連携計画」においても，
交通空白域の解消手段とし
て掲げている。
　引き続き，住民自治組織と
の協働により，導入地域の
拡大を図っていく。（現在導
入を具体的に検討されてい
る地域あり）地

域
振
興
課

三次市
民タク
シー運
行事業

16

第
５
 

環
境

170

３
地
域
交
通

(

1

)

利
便
性
の
高
い
生
活
交
通
体
系
の
確
立

25 B 拡
大

継
続

45／63 2012/10/19



平成２４年度行政評価　事務事業評価一覧（２次評価結果）

※　各評価項目は，１～５の５段階で評価 ※　ランク：A:27～30　　B:22～26　　C:17～21　　D:12～16　　E:6～11

単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明
単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

施
策
番
号

拡大・縮小 改善の必要性H23年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

所
管

拡大・縮小 改善の必要性

分

野

大

項

目

開

始

年

度

中

項

目

定量分析

成果指標
活動指標 
単位あたり

コスト

手段の適切さ

事務
事業名

事業概要
今後の課題

（ミッションの達成との関
連）

合
計
点

目的 前年度の対応

１次 総合評価事務
事業
の対
象者
等

手段
ラ
ン
ク

H2
2年
度
評
価

活動指標

２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

H2
3年
度
評
価

市の役割 必要性

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

交付決定
件数

箇所 10 13 25
生活道整備
事業箇所数

H
2
2

451,600  採択率 ％ 100 100 100
補助金交付
件数／申請
件数

H
2
3

429,539  
整備され
た道路延
長

ｍ 362 499 1,000
生活道整備
事業対象延
長合計

H
2
4

414,536  

設置路線
数 橋 62 66 60

道路反射
鏡，道路防
護柵，転落
防止柵，視
線誘導標識
等の交通安
全施設設置
路線数

H
2
2

285,919  実施延長 ｍ 11,272 11,816 11,000

道路防護
柵，転落防
止柵等，区
画線

H
2
3

253,242  実施個数 本 60 37 50
道路反射
鏡，視線誘
導標，標識

H
2
4

262,113  

委託地区
数

地区 12 12 12

旧三次市内
5地区
各支所　　7
地区

H
2
2

27,915,583 実施件数 件数 876 734 700
路面保全業
務委託

H
2
3

28,025,833

H
2
4

9,752,417

工事箇所
数

箇所 92 94 90
道路橋梁維
持修繕工事
箇所数

H
2
2

2,706,957 事業執行 ％ 100 100 100

H
2
3

2,268,234

H
2
4

1,168,178

有

7
コ
ス
ト
の
削
減

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

7
コ
ス
ト
の
削
減

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

6
成
果
の
向
上

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

1
6
受
益
と
負
担
の
適
正
化

28 A 継
続

継
続

有

7
コ
ス
ト
の
削
減

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

継
続

市道・橋梁
等の維持
修繕は，事
故の未然
防止等の
観点から欠
くことのでき
ない事業で
あるが，計
画的な事業
執行とコス
ト削減が求
められる。継

続

市道・橋梁等
維持修繕事業
は，安心・安
全な通行確保
という，全ての
市民を対象と
して社会的
ニーズに対応
している。住民
要望も極めて
高く，事故未
然防止等の住
民安全確保は
行政責務であ
る。

5

安心・安
全な連
絡は，住
民のみ
ならず訪
問者や
通過交
通者等，
全ての
利用者
の切なる
ニーズで
ある。

5

道路維
持修繕
事業は
住民の
日常生
活に直
結型事
業であ
り，市民
のニー
ズは極
めて高
い。

5

小規模，
必要最
低限で
施工して
おりコス
ト削減は
困難。

5

道路法
に定める
業務で
ある。

4

路面保全業
務委託で対
応できない
比較的規模
が大きい維
持修繕工事
を行うことに
より道路の
機能・環境
保全を図
る。また，一
定区間の道
路改良工事
等の外に，
部分的改良
を維持修繕
工事によっ
て機能・環
境を保持す
る。

4

小規模で
早期に工
事完了する
ことにより，
低コストで
成果が上
がる。

優先順位を定
め，計画的に事
業実施に努め
る。

213,214

市
民
，
道
路
利
用
者

市道（橋梁）の維
持修繕工事

道路環境の保全
と通行に安全な
道路状態を保つ

地域や市民からの要望，パ
トロール等により確認した修
繕箇所について，必要・緊急
度の高い箇所から順次修繕
工事を行う。
路面の破損，路肩及び法面
崩壊，水路修繕などで，比
較的規模が大きく，緊急性も
比較的低い箇所，あるいは
広範囲で施工することがより
有効と判断される箇所につ
いては，設計・入札を行い適
正価格で高品質の修繕工事
を行う。

平成22年度　工事箇所数
92箇所　　　　平成23年度
工事箇所数　　94箇所
平成24年度　工事箇所数
90箇所

膨大な修繕要望に当たって
は，昨今の工法複雑化への
対応及び緊急順位判断の的
確・公平性が求められるた
め，担当職員の更なる資質
向上を図るとともに，判定基
準となる指標などの作成を
実施する必要がある。
コスト重視，容易工法等，従
来的手法にとらわれず交通
弱者や環境には配慮するな
ど時代に即した工事執行を
進める必要がある。土

木
課

小規模
市道整
備事業
（道路・
橋梁修
繕）

16

第
５
 

環
境

177

３
地
域
交
通

(

3

)

交
通
基
盤
づ
く
り

有

7
コ
ス
ト
の
削
減

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

継
続

道路維持
業務の必
要性に鑑
み，事業継
続は必要で
あるが，コ
スト削減も
要請される
ところであ
る。

継
続

道路環境の保
全と，より安全
な道路状況を
確保すること
は，市民生
活，経済活動
に直結する事
業であり，行
政責務であ
る。

5

道路環
境の保
全と安全
な道路
状態を
保つこと
は，社会
的な要
請であ
る。

5

市民生
活に直
結する
事業で
あり,市
民ニー
ズは極
めて高
い

4

道路等
の維持
管理は
必須業
務であ
り，必要
最小限
度の対
応を行っ
ているた
め，コス
ト削減の
余地は
小さい。 5

道路法
の規定
に基づく
事業で
ある。

4

路線委託方
式により，
早期発注・
修繕が可能
となり，安全
性の確保が
見込まれ
る。

3

パトロール
や通報体
制の強化
により，更
なる早期対
応が求めら
れる。

事業は継続して
実施する。

336,310

市
民
，
道
路
利
用
者

ポットホール（穴
ぼこ）補修，崩落
土砂除去，倒木
処理，動物の死
骸処理，除草，
側溝清掃，街灯
修繕など

道路環境の保全
と通行に安全な
道路状態を保つ

地域や市民からの要望，パ
トロール等により確認した修
繕箇所について，必要・緊急
度の高い箇所から順次修繕
工事を行う。
路面の穴ぼこ，路肩及び法
面崩壊，倒木，積雪などより
通行に支障や危険性がある
場合，また，通行が困難と
なった場合には市民生活に
支障が出るため，早急に対
応する必要がある。建設機
械や材料手配，工事の施工
などを担当する業者を予め
選定しておき，その業者に指
示することで，より速やかに
かつ的確に対応することが
できる。

　平成22年度　　　路面保全
業務委託指示件数　　876件
平成23年度　　　路面保全
業務委託指示件数　　734件
　平成24年度　　　路面保全
業務委託指示件数　　700件

交通量の増大や大型車両
の増加により，路面の痛み
が激しく維持修繕の迅速性
や的確性が求められるた
め，職員のさならなる資質向
上と自治連合会等との連携
による維持管理をしていく検
討が必要である。
パトロール等計画的な巡回
や効率的な業者委託など方
法検討を行う必要がある。

土
木
課

小規模
市道整
備事業
（維持
管理修
繕等）

16

27 A 継
続

継
続

第
５
 

環
境

176

３
地
域
交
通

(

3

)

交
通
基
盤
づ
く
り

有

4
内
容
の
改
善

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

継
続

通学路の
合同点検
の結果を考
慮した整備
個所の決
定など，よ
り必要度の
高い箇所，
施設の整
備を行う。

継
続

交通安全施設
整備事業は，
安全な交通確
保という全て
の市民を対象
にした社会的
ニーズに対応
している。市民
要望も極めて
高く，事故防
止，安全確保
は行政責務で
ある。また，学
校，教育委員
会，道路管理
者，警察が通
学路の合同点
検を今年度実
施し，対応して
いく。

5

安心・安
全な道
路環境
は，全て
の道路
利用者
のニー
ズである

5

交通安
全施設
事業は，
市民の
日常生
活に直
結してお
り，ニー
ズは極
めて高
い

4

必要最
小限の
施工であ
り，コスト
削減の
余地は
極めて小
さい

5

法の規
定に基
づく事業
である

4

安全施設整
備により，
安全性の確
保が見込め
る

4

パトロール
等により，
早期対応
や未然の
事故防止
が見込め
る

優先順位を定
め，計画的に整
備実施する。

16,714

市
民
，
道
路
利
用
者

道路反射鏡，道
路防護柵，転落
防止柵，視線誘
導標，警戒・注
意標識，区画線
などの交通安全
施設整備

交通事故等から
未然防止と注意
喚起により，安
全な交通環境を
確保する

道路反射鏡，道路防護柵な
どの交通安全施設整備のた
め，国から交付される交通
安全対策特別交付金を財源
として，市内各所に整備を行
う。

　平成22年度　設置路線数
62路線　　　平成23年度　設
置路線数　66路線
　平成24年度　設置路線数
60路線

交通安全対策特別交付金
の対象が，新規に設置する
箇所であるため，古くなった
交通安全施設の整備に利用
できない。
また，近年の交通事故，特
に通学路における事故が多
発しているため，通学路の
整備を関係機関と調整し積
極的に実施していく。

土
木
課

交通安
全施設
整備事
業

16

26 B 継
続

継
続

第
５
 

環
境

175

３
地
域
交
通

(

3

)

交
通
基
盤
づ
く
り

有

4
内
容
の
改
善

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

継
続

補助件数
の減少傾
向からも，
ニーズの把
握に努める
とともに，補
助の必要
性について
再検討が
必要であ
る。

継
続

かなりの整備
が進んでいる
と思うが，独
居老人や高齢
者世帯への介
護タクシーや
緊急車両の乗
り入れなど福
祉の増進への
期待が高まっ
ていくと予想さ
れるので，多
様化するニー
ズに即応すべ
く検討を進め
ていくべきと考
える。

4

訪問
サービ
ス，介護
タク
シー，緊
急車両
の進入
などの必
要性は
高い

4

市民が
求めて
いるサー
ビスであ
る

3

他に手
段はない

3

他に類
似サー
ビスが存
在しない

4

数戸の住宅
が日常的に
利用し，通
行の利便性
が高まる

4

住宅看護
支援訪問
サービスの
充実，介護
タクシーの
玄関先まで
の乗り入
れ，緊急車
両の進入
などへの対
応が高まる

平成21年度に比
べ，平成22年度
では，申請件数
が半減したが，
平成23年度も件
数の減少が続い
たので，事業内
容の見直しを検
討したい。

5,584
市
民

日常生活で1戸
以上が利用し，
一般の通行の用
に供している道
路の舗装及び改
築を行ったもの
に対して補助金
を交付する。

住居への進入の
効率化による市
民生活の向上及
び公共の福祉の
増

国道・県道・市道以外の道
路で，日常生活で１戸以上
が利用し，一般の通行の用
に供している道路の舗装及
び改築を行ったものに対して
補助金を交付することによ
り，市民生活の向上及び公
共の福祉の増進を図る。

対象事業は延長20ｍ以上
で，舗装新設の幅員0.9ｍ以
上，改良の場合は幅員3.0ｍ
以上，アスファルト舗装は厚
さ4cm以上，コンクリート舗装
は8cm以上とし，補助金は原
則事業費の5/10とし，上限
は50万円。
（ただし，住民税非課税世帯
は7.5/10補助　生活保護世
帯10/10補助）
　平成22年度　　　10件
4,153千円　　　平成23年度
13件　 5,222千円
　平成24年度　　　25件
10,000千円

生活道路整備補助金の対
象となる件数がどれぐらい有
るのかを把握することが出
来ていない。

土
木
課

生活道
路整備
事業

16

第
５
 

環
境
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３
地
域
交
通

(

3

)

交
通
基
盤
づ
く
り

22 B 継
続

継
続
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平成２４年度行政評価　事務事業評価一覧（２次評価結果）

※　各評価項目は，１～５の５段階で評価 ※　ランク：A:27～30　　B:22～26　　C:17～21　　D:12～16　　E:6～11

単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明
単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

施
策
番
号

拡大・縮小 改善の必要性H23年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

所
管

拡大・縮小 改善の必要性

分

野

大

項

目

開

始

年

度

中

項

目

定量分析

成果指標
活動指標 
単位あたり

コスト

手段の適切さ

事務
事業名

事業概要
今後の課題

（ミッションの達成との関
連）

合
計
点

目的 前年度の対応

１次 総合評価事務
事業
の対
象者
等

手段
ラ
ン
ク

H2
2年
度
評
価

活動指標

２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

H2
3年
度
評
価

市の役割 必要性

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

道路改良
延長 ｍ 1,065 1,486 1,650

県道改良延
長

H
2
2

842,120  改良率 ％ 36 72 74
改良済延長
÷総延長

H
2
3

350,795  

H
2
4

348,439  

道路改良
延長 ｍ 5,629 5,129 3,270

市道改良延
長

H
2
2

177,494  改良率 ％ 31 59 59
改良済延長
÷総延長

H
2
3

159,819  

H
2
4

245,885  

工事費
(橋梁工
事負担金
含む）

千円 440,494 913,407 567,429

工事費・橋
梁工事負担
金

H
2
2

1,034
事業進捗
率 ％ 35 81 100

８月１１日全
線供用開始

H
2
3

1,006

H
2
4

1,020

用地取得
面積 ㎡ 1,559 1,043 173

三次駅周辺
整備事業用
地（Ⅰ，Ⅱ期
計）の取得
面積（ＪＲ用
地除く）

H
2
2

151,734
用地取得
率 ％ 83 97 99

三次駅周辺
整備事業用
地（Ⅰ，Ⅱ期
計7410.9㎡）
取得率（JR
用地除く）平
成23まで
7198.7㎡取
得

地元等説
明・協議 回 61 50 55

地元関係者
等への説明
会，意見交
換会，個別
訪問等

H
2
3

355,027

施設整備
に係る検
討委員会

回 5 3 4

施設整備に
係る検討委
員会の開催
（役員協議，
意見交換
会，視察含
む）

H
2
4

6,636,038

有

9
事
業
の
迅
速
化

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

無

有

7
コ
ス
ト
の
削
減

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

6
成
果
の
向
上

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

27 A 継
続

継
続

有

9
事
業
の
迅
速
化

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

継
続

事業内容
等について
はほぼ決
定している
ため，今後
は，用地買
収・ＪＲとの
調整など他
者との折衝
を滞りなく
行い，予定
どおりの事
業完了に留
意する必要
がある。

継
続

 本事業は，平
成18年度から
まちづくり交付
金事業（平成
18年度～22年
度）として計画
を進めてきた
が，引き続き
用地買収，施
設整備が必要
であり，平成
23年度からは
社会資本整備
総合交付金事
業（都市再生
整備計画事
業）として事業
を推進を図
る。今後は，
JRと調整が必
要な事業を伴
うため事業期
間内（平成26
年度末）に完
了させるため
にも事業の迅
速化が必要で
ある

5

市のエン
トランス
の形成，
特に交
通結節
点として
の機能
強化は，
入込客
に限ら
ず，今後
の高齢
化社会
に対応し
た地域
交通の
拠点づく
りとして
も社会
的ニー
ズは極
めて高
いと考え
らる。

4

交通結
節機能
強化とあ
わせた
賑わい・
交流機
能の整
備により
市民に
とってよ
り利便性
の高い
施設とな
るが，市
のエント
ランス整
備から
広く市民
が利用
できるよ
り有効的
な活用
策を講じ
る必要
がある。

5

今後計
画する施
設整備
について
は，部材
等のグ
レード検
討や施
設内容
（規模・
事業費
等）の精
査は終
了してい
るため，
コスト削
減の余
地なし。

5

交通結
節点機
能の強
化と中心
市街地
地区の
コミュニ
ティ機能
の活性
化を含
めた市
のエント
ランス整
備であ
り，まち
づくりの
観点か
らも公共
性が高く
市が実
施すべ
き内容で
ある。

4

コミュニティ
活動の拠点
施設完成に
より地域住
民の活動の
機運が高
まった。ま
た，施設規
模・機能に
あわせ立地
条件から広
い範囲の利
用者の活用
も見られ賑
わい創出に
繋がりつつ
ある。今後
は関連事業
である一般
国道183号
道路改良事
業と連携
し，一体的
な事業推進
を図ること
が必要であ
る。

4

用地買収
について
は，取得面
積，地権
者・関係者
数が多く商
業地域で
あることか
ら時間を要
する作業と
なっている
が，買収に
あたっては
ほぼ十分
な理解を得
ている。ま
た，並行し
てJR等施
設整備に
係る関係
機関協議
を実施し，
早期完成
を図ってい
る。

用地買収につい
ては，平成23年
度に県との事業
連携により用地
買収に進捗が見
られた。平成24
年度以降も残案
件に対し継続し
て実施する必要
がある。

370,460

市
民
，
公
共
交
通
機
関
利
用
者

（
入
込
客

）

駅前広場再整
備，交通セン
ター，観光情報
施設，十日市コ
ミュニティセン
ター（平成23年7
月完成），駐車
場，駅南北自由
通路，駅南広
場，駅南道路
（自歩道）整備，
中原踏切歩道拡
幅など　関連事
業：一般国道183
号道路改良事業
（広島県）

事業計画の情報
発信をＨＰ等を
通じて定期的に
行い，市民の理
解・関心度の向
上を図り，都市
のエントランスと
しての利便性向
上と賑わい創出
に げる。

・JR三次駅から市道中原下
本谷線までの鉄道と一般国
道183号に囲まれた区域と
駅南側の一部の区域を含め
た約1.4haを事業区域とし，
都市のエントランスとしての
交通拠点機能の充実・強化
や「ひと・もの・情報」の交流
と賑わいの創出を図るため
駅前広場の再整備，交通セ
ンターの整備，観光情報施
設等を整備する。
・平成２３年７月に交流と賑
わい創出の一環事業として
位置づけていた十日市コミュ
ニティセンターが完成し，地
域のみならず様々な団体等
の交流拠点として利活用さ
れつつある。
・鉄道で分断された南北の
歩行者動線の安全と利便性
を図るため，駅南北を結ぶ
自由通路の設置及び駅南広
場の整備を平成２３年１０月
から事業着手し平成２５年３
月末完成予定で事業を進め
ている。中原踏切内の歩道
拡幅は平成２６年に施工予

・本事業は第1期（平成22年
度末）と第2期（平成23年度
以降）に区分し事業を進めて
いるため，行政と市民との情
報共有の推進が必要であ
る。
・都市のエントランスの役割
を踏まえた事業推進が必要
である。
・今後の事業期間内にＪＲと
事業実施に伴う協定締結が
必要な事業（駅舎改築，駅
前広場再整備，中原踏切歩
道拡幅等）を計画しており，
早期協定締結にむけた調整
と事業（工事）執行が必要と
なる。

都
市
整
備
課

三次駅
周辺整
備事業

15

第
６
 

都
市

181

３
都
市
の
魅
力
づ
く
り

(

1

)

都
市
の
に
ぎ
わ
い
・
魅
力
づ
く
り

無
終
了

事業完了

終
了

８月１１日全線
供用開始によ
り事業終了。

5

市民か
ら早期
完成の
要望が
強い。

5

市民か
ら早期
完成の
要望が
強い。

3

現在暫
定的に
供用開
始してい
る十日市
側につい
て，資料
材料を再
利用する
ととも
に，市で
ストックし
ている資
材をでき
るだけ再
利用す
る。

5

市以外
ではでき
ない。

5

熊野橋や一
部供用開始
路線におい
て，通行車
両が多い。

4

完成時期
や完成後
の通行
ルートの周
知につい
て，市民に
徹底できて
いないとこ
ろがあるた
め，広報や
説明会等
を利用し周
知を行う。

なし

919,187

道
路
利
用
者

道路・橋梁建設 交通渋滞解消及
び安全な通行

三次市中心市街地である十
日市地区と住居地区である
畠敷地区が馬洗川で分断さ
れ，畠敷地区から十日市地
区へ行く国道１８３号の鳥居
橋や県道和知三次線の旭
橋・巴橋付近が交通混雑し
ており，併せて尾道松江線
が供用開始になると更なる
渋滞が予測される。
この為，三次町願万地から
十日市上原地区を結ぶ道
路・橋を整備することにより，
交通量を分散させ，市内の
交通の円滑化を図る。

平成２４年度の橋梁橋面工
（上部工，橋面工（舗装，照
明，防護柵等）が完成し，８
月１１日全線供用開始により
事業終了。

都
市
整
備
課

都市計
画道路
上原願
万地線
整備工
事

9

25 B 継
続

継
続

第
５
 

環
境

180

３
地
域
交
通

(

3

)

交
通
基
盤
づ
く
り

有

7
コ
ス
ト
の
削
減

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

継
続

代表的な生
活基盤であ
る道路整備
は，欠くこと
のできない
事業である
が，今後，
より一層の
コスト削減
努力と事業
効果早期
発現のため
の事業費
の集中が
必要であ
る。

継
続

新市まちづくり
計画による道
路整備は市町
村合併におい
ての合併条件
であり，また，
市の道路交通
網形成上欠く
ことのできな
い路線であ
る。しかしなが
ら，整備手法
については改
善の余地は残
されており，橋
梁整備につい
ても耐用年数
を見極めつつ
整備年次を考
慮していく必
要がある。

4

生活道
路の利
便性や
幹線道
路網の
形成に
貢献して
おり，社
会的
ニーズ
は高い。

4

生活道
路の利
便性や
幹線道
路網の
形成に
貢献して
おり，市
民ニー
ズは高
い。

4

地域にお
いて，道
路整備
促進の
ための
推進母
体を形成
し，地域
にふさわ
しい道路
につい
て，住民
と地権者
及び行
政の合
意形成を
行う必要
がある。

5

道路管
理者以
外には，
道路法
上困難
である。

4

目的達成の
ためには，
市道の整備
は，最も有
効かつ効果
的な手段で
あるが，住
民は多様な
意見があ
り，多数の
合意の上事
業を推進す
る。

4

地元説明
会において
意見交換
をし，地域
に即した道
路整備をす
る必要があ
る。

予算配分の選択
と集中

819,709

市
民
，
道
路
利
用
者

市道を拡幅等に
より整備する。

安全，快適，利
便性の確保

道路新設改良事業について
は，新市まちづくり計画（H15
年度作成）及び新市まちづく
り計画事業（H16年度作成）
並びに三次市実施計画
（H18年度作成）に基づき事
業展開を行ってきた。
　H19年度は，46路線46箇所
について事業実施。　H20年
度は，50路線50箇所につい
て事業実施。
　H21年度は，43路線43箇所
について事業実施。　H22年
度は，37路線37箇所につい
て事業実施。
　H23年度は，40路線40箇所
について事業実施。
　H24年度は，36路線37箇所
について事業実施予定。

現在，道路改良計画は新市
まちづくり計画に基づき平成
26年度までの計画を持って
いるが，厳しい財政運営の
中，より経済的な工法の採
用や，生活密着型道路につ
いては土地及び立木補償な
どについては無償提供を原
則とした整備手法に協力い
ただきながら進める必要が
ある。

土
木
課

市道整
備事業

16

27 A 継
続

継
続

第
５
 

環
境

179

３
地
域
交
通

(

3

)

交
通
基
盤
づ
く
り

有

6
成
果
の
向
上

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

継
続

市道，県道
を一体的に
改良できる
メリットを活
かしなが
ら，今後
は，事業効
果の早期
発現を図る
ため集中的
な事業実施
が必要であ
る。継

続

道路法第17条
第2項により，
市内完結の20
路線の道路改
良事業が市の
判断で可能と
なったため，
財源確保によ
り確実に改良
を実施していく
必要がある。

5

道路網
整備は
地域生
活の利
便性や
安全・安
心に直
結するた
め，社会
的ニー
ズは極
めて高
い。

5

道路網
整備は
地域生
活の利
便性や
安全・安
心に直
結するた
め，市民
ニーズ
は極め
て高い。

3

低コスト
で大きな
効果を発
揮する道
路整備
のあり方
につい
て，住
民・地権
者と行政
とで合意
形成を行
う。

4

従前，県
が道路
管理者と
して事業
実施して
いたが，
市が行う
ことによ
り，市道
との連携
の中より
選択と集
中の事
業実施
ができ
る。

5

目的達成の
ためには，
県道の整備
は，最も有
効かつ効果
的な手段で
あるが，住
民は多様な
意見があ
り，多数の
合意の上事
業を推進す
る。

5

地元説明
会において
意見交換
をし，地域
に即した道
路整備をす
る必要があ
る。

予算配分の選択
と集中

521,282

市
民
，
道
路
利
用
者

県道拡幅等によ
る整備

安全，快適，利
便性の確保

県道35路線の維持修繕を事
務処理特例条例の手法で，
平成17年度～19年10月25
日実施。平成19年10月26日
からは道路法第17条第2項
により県道20路線の管理を
開始。
（改良事業）
　平成18年度　5路線6箇所
の事業実施　　平成19年度
4路線5箇所の事業実施
　平成20年度　9路線10箇所
の事業実施　　平成21年度
8路線9箇所の事業実施
　平成22年度　8路線10箇所
の事業実施　　平成23年度
9路線11箇所の事業実施
　平成24年度　9路線11箇所
の事業実施予定

社会資本整備交付金が減
額される中，また厳しい財政
運営の中，優先する路線，
整備箇所の選定をし，住民
の理解を得ながら進める。

土
木
課

県道改
良事業
（権限
移譲
分）
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第
５
 

環
境

178

３
地
域
交
通

(

3

)

交
通
基
盤
づ
く
り

27 A 継
続

継
続
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平成２４年度行政評価　事務事業評価一覧（２次評価結果）

※　各評価項目は，１～５の５段階で評価 ※　ランク：A:27～30　　B:22～26　　C:17～21　　D:12～16　　E:6～11

単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明
単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

施
策
番
号

拡大・縮小 改善の必要性H23年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

所
管

拡大・縮小 改善の必要性

分

野

大

項

目

開

始

年

度

中

項

目

定量分析

成果指標
活動指標 
単位あたり

コスト

手段の適切さ

事務
事業名

事業概要
今後の課題

（ミッションの達成との関
連）

合
計
点

目的 前年度の対応

１次 総合評価事務
事業
の対
象者
等

手段
ラ
ン
ク

H2
2年
度
評
価

活動指標

２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

H2
3年
度
評
価

市の役割 必要性

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

コンテン
ツ更新回
数

回 400 486 612

軽微な訂正
以外のコン
テンツ追加
及び更新回
数（システム
上の集計は
困難である
ため，概算を
計上）

H
2
2

22,530  
ホーム
ページ閲
覧件数

件 2,862,367 2,790,866 2,900,000

市ホーム
ページの全
ての階層の
閲覧延べ件
数

H
2
3

15,002  
〃（携帯
電話版） 件 106,230 86,715 110,000

〃（携帯電
話版）

H
2
4

12,494  

光伝送路
による接
続施設数

159 154 153
光伝送路に
よる接続施
設数

H
2
2

236,484  

イベント
中継の実
施回数

26 29 25

イベント中継
（三次市議
会等）の実
施回数

H
2
3

229,591  

H
2
4

335,495  

オンライ
ン受付件
数

1,704 1,526 1,545

H23～Ｈ24に
ついて人件
費の減が影
響している。

H
2
2

3,255
電子申請
受付数

23 50 55
水道の手続
き数が増加
している

H
2
3

3,391
施設予約
オンライ
ン件数

220 204 210

H
2
4

3,122
電子入札
入札件数

1,461 1,462 1,460

評価委員
会 回 4

補助認定を
申請する事
業を評価す
る会議の開
催回数

H
2
2

25,726,750
計画達成
度 ％ 100

年度毎の事
業計画達成
度

H
2
3

H
2
4

有

4
内
容
の
改
善

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

予
算
額

有

4
内
容
の
改
善

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

4
内
容
の
改
善

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

4
内
容
の
改
善

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

20 C 有

4
内
容
の
改
善

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

継
続

地域活動
の多様な担
い手が協働
して自らの
地域の課
題解決に当
たる仕組み
である「新し
い公共」の
活動を支援
し，その基
盤となる施
設の整備を
進めるため
に，常に制
度の見直し
を行いなが
ら，継続的
な支援を
図っていく。

拡
大

平成２４年度
から２６年度ま
での３ 年の
事業である。
平成２５年度
と２６年度は
予算額が２億
円となってお
り，事業の拡
大が必要であ
る。

予
算
額

3

少子，高
齢化社
会にあっ
て，地域
の抱える
課題は
多い。

3

地域課
題の解
決に取り
組み，全
市的な
地域活
力の創
造に取り
組む団
体の活
動が重
要であ
る。

3

評価委
員会等
で申請
内容を審
査するこ
とによ
り，コスト
の削減
は可能

4

本来民
間で行
われる
べきとこ
ろである
が，地域
活力の
創造や
雇用の
創出に
つながる
事業に
対して市
が積極
的に補
助を行
い，新た
な取組を
生み出
す。

4

市民との協
働，新しい
公共の観点
から，市民
により組織
された団体
等により地
域活力の創
出をめざし
た事業を支
援する。

3

地域活性
化につなが
る，全市的
で公益的で
ある事業の
とらえ方に
より，様々
な事業提
案が想定さ
れる。

200,000

市
民
に
よ

っ
て
組
織
さ
れ
た
任
意
の
団
体
や
法
人
等

新たに取り組む
事業であって，
事業実施内容が
地域活性化や地
域づくりに寄与
する公益的事業
であること。

地域活力の創出・市民が意欲・行動力・覚悟
をもって，全市的協働の取
組となることを目標にしつ
つ，産業・自然・文化・歴史・
景観等のすぐれた地域資源
を活かし，交流人口の拡大
や交流等を通じた地域活力
の創出を目指した公益的事
業等の創造や展開をする上
で必要となる施設整備を支
援する。

・どのような事業を対象とす
るか明確にする。

地
域
振
興
課

三次市
がんば
る地
域・産
業施設
整備支
援事業

24

第
６
 

都
市

185

３
都
市
の
魅
力
づ
く
り

(

1

)

都
市
の
に
ぎ
わ
い
・
魅
力
づ
く
り

有

7
コ
ス
ト
の
削
減

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

縮
小

電子申請シ
ステムの新
規業務へ
の展開は
困難な状況
にあるた
め，平成２
６年度の更
新時期まで
は継続する
が，他の広
島県内類
似市町の
動向を見な
がら縮小の
方向で検討
する。

継
続

各システムは
広島県・市町
共同利用で使
用しているシ
ステムである
ため，システ
ム更新時期が
事業廃止の判
断時期とな
る。申請の受
付だけに主眼
を置く場合，電
子メールが十
分代用品にな
る。県内で公
開されている
電子申請につ
いてもほとん
ど電子メール
で代用可能で
ある。ただし，
職員採用試験
等の需要を見
込める手続き
を電子化する
場合，急激な
利用増加が見
込めるため

3

国のＩＴ
戦略本
部が行
政手続
きのオン
ライン化
を促進し
ており，
国策的
な側面
がある。

3

施設予
約システ
ム，電子
入札シ
ステムに
ついて
は一定
数の利
用が継
続的に
ある。

3

各システ
ムとも，
広島県・
市町で
の共同
運用シス
テムであ
り，各シ
ステムの
利用料
金は明
確に定
められて
いる。負
担金的
な側面
が強いた
め，コス
ト削減の
余地は
少ない
が，来年
度以降，
広島県
でシステ
ム更新を
予定して
おり結果

5

市の行
政手続
きの電
子化で
ある。

4

施設予約シ
ステムで
は，オンライ
ン予約に加
え，空き状
況の確認が
行なえるた
め，予約申
込み，予約
管理が効率
的に行な
え，施設管
理者・利用
者ともに利
便性が向上
している。電
子入札シス
テムの利用
により開札
時に庁舎に
出向く必要
がなくなっ
た。

2

電子申請
の利用件
数が極端
に少ない。
ただし，利
用者ニー
ズにマッチ
しており，
他の自治
体でも実績
のある採用
試験申込
み等を電
子申請シス
テムで公開
すれば，利
用件数の
増加が期
待できる。
採用試験
担当課の
協力が必
要である。

広島県の決定し
た目玉事業（電
子申請利用促進
のための追加手
続選定）や，他
市で追加実績の
ある手続きにつ
いて導入検討を
おこなった。平成
23年度は，イベ
ントの告知関係
（期間限定）の公
開を行なった。

5,175

三
次
市
民
等

ＩＴ技術を活用
し，電子申請・電
子入札・公共施
設予約システム
の対象項目・利
用件数を増加さ
せる。

住民等の利便性
の拡大を目的と
する。

行政手続きの電子化によ
り，インターネットを利用した
手続方法の拡大による利用
者の利便性の向上と，事務
の効率化を図るものである。
また，2006年1月19日政府の
ＩＴ戦略会議にて決定され
た，国・地方の申請・手続等
のオンライン利用率を2010
年度までに50％以上にする
という目標（ＩＴ新改革戦略）
から伺えるように，地方自治
体への強制力があるわけで
はないが，国策的な意味合
いも強い。
〔新しい公共（市民との協
働）〕
行政側の申請・手続きの利
用チャンネルの拡大である
ため，行政側のサービスの
拡充となり市民との協働でき
る面はない。

工事については，ほぼ全て
を電子入札で行なっており，
バックオフィスシステムとい
える。電子申請システムにつ
いては，最も利用数が見込
める採用試験の導入が課題
である。また，電子メールで
受付を行なっている手続と
の差別化が明確でない場合
が多く，利用者側にメリット
が感じられないこともある。
施設予約システムについて
は，システムの利用にある
程度パソコン操作が要求さ
れるため，利用状況が指定
管理者によるところもある。
導入時は，全市的な意味合
いを含め，旧三次の施設に
偏らないように導入を行なっ
たが，利用が見込める施設
へ集約をする必要がある（施
設予約システムは利用施設
数で使用金額が決定される
ため）。

企
画
調
整
課

電子自
治体推
進事業

16

23 B 継
続

継
続

第
６
 

都
市

184

２
高
度
情
報
化

(

2

)

情
報
ネ

ッ
ト
ワ
ー

ク
に
よ
る
生
活
情
報
の
提
供

有

4
内
容
の
改
善

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

継
続

地域への
行政情報
提供などで
の利用が
少なく，行
政内部での
利用が多い
現状を踏ま
えた上で，
本来の目
的に即し，
電子システ
ムへの抵抗
感がある市
民に対し電
子による情
報伝達の
仕組みの
利用を促進
する施策を
展開する必
要である。

継
続

　市内１６５箇
所の公共施設
を結ぶ地域イ
ントラネットと，
ＣＡＴＶによる
市内全域の光
インターネット
網を活用し，
教育，福祉，
医療，防災，
子育て，農林
業・商工業の
振興など，幅
広い行政分野
で高度情報化
の恩恵を実感
できるサービ
スを展開して
いく。利用者に
は高齢者が多
く，このような
システムに対
して抵抗感が
あると思わ
れ，利用者数
の増加が見込
みにくい。いっ
そうの広報に

5

行政圏
域が広
域にわ
たってい
ることか
ら，行政
サービス
提供の
ための
手段の1
つとし
て，また
市民と行
政の情
報共有
の基礎
インフラ
として，
必要性
が極め
て高い。

4

中山間
地域や
過疎地
域を抱え
る三次
市にお
いては，
高速通
信回線
に対する
ニーズ
が高く，
各種事
業にお
いて有
用な活
用が期
待でき
る。

4

見直しは
必要であ
るが、避
難施設
等はネッ
トワーク
機能を維
持する必
要があ
り、再設
備にはさ
らなるコ
ストが必
要となる
ため、十
分精査
する必要
がある。

3

コミュニ
ティセン
ターの中
には独
自ネット
ワークを
構築して
いるとこ
ろもあ
り、当時
と比較し
て状況
は変化し
てきてい
るため、
市が提
供する
必要な
サービス
を再検
討する
必要が
ある。

3

当初の目的
どおりに，
ネットワーク
構築を行っ
た。

4

この事業に
より，ネット
ワーク基盤
の整備は
一定水準
に達したと
考えている
が，住民
サービスに
必要なソフ
トウェアの
見直しが必
要である。

各種サーバのＯ
Ｓバージョンアッ
プを行い，セキュ
リティ強化を実
施。第２次情報
化推進計画に
沿って，公衆無
線ＬＡＮ環境の構
築を行っている。

35,357

　
市
民
，
三
次
市
に
関
心
の
あ
る
方
及
び
教
育
・
行
政

　インターネット
を通じて行政情
報の収集をより
身近にできるよう
にするとともに，
ＴＶ会議システム
により議会中継
を実施する。

①ウェブページ
による，行政情
報・子育てに関
する情報を収受
できる。②ＴＶ会
議システムによ
り，議会中継を
実施する。③キ
オスク端末によ
り，観光・イベン
ト情報を発信す
る。④小中学校
のパソコン教室
等により，学校
内でのＩＣＴ活用
を促進する。

　平成１６年４月１日の市町
村合併により，行政サービス
の範囲が広域化し，住民
サービスの低下や世帯数減
少による集落機能の低下が
懸念されるため，速やかな
行政相談や行政情報の提
供が可能な手段を確保する
ため，補助事業により整備し
た。現在は本庁・支所・小中
学校・情報センターを結び，
行政情報ＬＡＮや基幹業務
システム及び教職員ＬＡＮの
重要な通信も担っている。こ
れらの活用，安定稼働のた
め通信機器等の更新を行
う。
　また「みよし百年物語（三
次市総合計画）」において
も，「情報ネットワークによる
生活情報の提供」を掲げて
おり，超高速通信ネットワー
クを活用し，情報提供に取り
組むこととしている。
〔新しい公共（市民との協
働）〕
整備後、全市域にケーブル
テレビ網が構築され 事業

導入後８年が経過し，機器
の老朽化が進み，各種サー
バ，端末，ネットワーク機器
等の更新時期となっている。
今年度本庁舎から情報セン
ターにサーバを移設するの
に合わせ、一部のサーバ機
器の更新を行う。今後、端末
及びネットワーク機器の更新
事業を行う必要がある。構
築時から状況が変わった施
設もあり，当時の整備状況
の見直しも必要である。新た
な高度情報化については，
第２次情報化推進計画に
沿って，推進していく。

企
画
調
整
課

地域イ
ントラ
ネット
活用

16

20 C 継
続

縮
小

第
６
 

都
市

183

２
高
度
情
報
化

(

2

)

情
報
ネ

ッ
ト
ワ
ー

ク
に
よ
る
生
活
情
報
の
提
供

有

1
積
極
的
な
情
報
公
開
と
市
民
と
の
情
報
共
有

継
続

市民からの
意見も参考
に，わかり
やすく，見
たくなるHP
となるよう
に改善を続
けていく必
要がある。

継
続

広報紙，ケー
ブルテレビな
どとともに，情
報提供手段と
して欠かすこ
とのできない
ものであるた
め，今後も続
けていくべき
事業である。
常に現状に満
足せず，各項
目（ページ）の
体系を分かり
やすいものと
することを心
がけながら，
各項目（ペー
ジ）の内容の
充実を図って
いくことが必要
である。

5

ホーム
ページに
よる積極
的な情
報開示と
適時・適
切な情
報伝達
は，ＩＴ社
会の現
代にお
いて，十
分なニー
ズがある
と考えて
いる。

5

積極的
な情報
開示と適
時・適切
な情報
伝達は，
市民の
誰もが
求めて
いると考
えてい
る。

4

システム
保守業
務委託
料とシス
テムリー
ス料など
は，現在
のホーム
ページ運
営・サー
ビス維持
において
必要な
経費であ
るが，そ
の中身
の見直し
等によ
り，多少
のコスト
削減が
できる可
能性は
ある。

5

市の概
要や市
政の情
報等を
不特定
多数に
対して常
に広く開
示するこ
とは行政
の責務
であり，
情報を
常にタイ
ムリーに
開示して
いくため
には，本
業務は
根本的
には市
が行うべ
きである
と言え
る。

5

情報処理機
器によるイ
ンターネット
環境整備が
なされてい
ることが前
提ではある
が，ホーム
ページによ
り発信した
情報は，い
つでも誰で
も必要なと
きに，必要
なだけ取得
していただく
ことができ
る。

4

ホームペー
ジのトップ
ページの見
易さ，トップ
ページから
各ページへ
の展開の
仕方などに
ついて，改
善の余地
がある。

「ホームページは
情報発信・共有
の重要なツール
で，観光・産業に
限らず市の施
策・財政状況の
市民への提供は
重要度を増す」と
の評価があった
が，報道発表を
ホームページに
掲載開始するな
ど，各種業務の
積極的な情報発
信に努めた。

7,291

市
民
，
事
業
所
，
市
の
事
業
に
関
連
す
る
者
，
三
次
市
に
関
心

の
あ
る
方
な
ど

。

・正確かつ迅速
に情報提供を行
う。
・利用者の立場
に立ち，利用し
やすいページを
作成する。
・各部署と連携
し，適時に情報
提供する体制を
整える。

市民を含め，当
該事業の対象者
が必要なときに，
必要な情報を入
手できること。

ホームページを通じて，市民
はもちろんのこと，日本中に
向けて（広義には世界中に
向けて），三次市の各種行
政情報，観光情報などを，広
くタイムリーに情報発信をす
る事業である。

〔新しい公共（市民との協
働）〕
　ホームページ運営事業は，
様々な行政情報を広く，タイ
ムリーにホームページで情
報提供することで，市民など
が市政へ理解を深め，「公
共」への意識を高め，自ら率
先して「公共」を担っていく社
会実現に寄与するものであ
る。

　ホームページのトップペー
ジの見易さ，トップページか
ら各ページへの展開の仕方
などについて，少しでも利用
者に使いやすいものとする
ため，研究し改善を加える必
要がある。各職員のシステ
ム操作スキルにばらつきが
あるため，管理部署である
秘書広報課に修正等の負担
が大きくかかっているので，
職員の操作研修や日頃の
声掛けを根気よく行うことが
必要である。

秘
書
広
報
課

ホーム
ページ
運営

16

第
６
 

都
市
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２
高
度
情
報
化

(

1

)

情
報
発
信
都
市

28 A 継
続

拡
大
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平成２４年度行政評価　事務事業評価一覧（２次評価結果）

※　各評価項目は，１～５の５段階で評価 ※　ランク：A:27～30　　B:22～26　　C:17～21　　D:12～16　　E:6～11

単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明
単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

施
策
番
号

拡大・縮小 改善の必要性H23年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

所
管

拡大・縮小 改善の必要性

分

野

大

項

目

開

始

年

度

中

項

目

定量分析

成果指標
活動指標 
単位あたり

コスト

手段の適切さ

事務
事業名

事業概要
今後の課題

（ミッションの達成との関
連）

合
計
点

目的 前年度の対応

１次 総合評価事務
事業
の対
象者
等

手段
ラ
ン
ク

H2
2年
度
評
価

活動指標

２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

H2
3年
度
評
価

市の役割 必要性

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

合宿誘致
事業開催 回 2

誘致する合
宿数

H
2
2

 
宿泊増加
数 件 4

斡旋した宿
泊増加数

ウォーキ
ング事業
開催

回 2

ウォーキン
グをテーマと
して開催す
るイベント数

H
2
3

 
市内増加
宿泊者数
(延)

人 50

スポーツ大
会等宿泊人
数
(H23/21,000
人)

件
H
2
4

3,226,800  
直接経済
効果 円 400,000

8,000円/人
を想定(宿
泊・昼食等)

調査・業
務委託 回 1

H
2
2

 
計画の策
定 件 1 1

調査報告
書・整備計
画書

プロジェ
クト会議 回 12

横断的組織
である庁内
プロジェクト
の開催

H
2
3

7,600,000  

H
2
4

 

調査・策
定の進捗
率

％ 50
調査・策定
の進捗率

H
2
2

維持管理
コスト ％

維持管理コ
ストの平準
化率（前年
度比）

H
2
3

H
2
4

207,268

推進協議
会の開催
数

回 6 25 18

関係権利者
の協調とま
ちづくりを推
進する協議
会の開催
数。

H
2
2

15,335,500
事業進捗
率 % 19 19 31

駅前地区の
事業見直し
に伴い,事業
の進捗率が
上がらない。

H
2
3

959,200
推進協議
会出席者
人数

人 94 246 150
関係権利者
の出席を得
ている。

H
2
4

12,749,333

有

6
成
果
の
向
上

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

6
成
果
の
向
上

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

1
2
事
務
事
業
の
統
合

（
投
資
的
経
費
の
重
点
化

）

有

1
積
極
的
な
情
報
公
開
と
市
民
と
の
情
報
共
有

25 B 縮
小

縮
小

有

9
事
業
の
迅
速
化

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

継
続

地区コミュ
ニティの再
構築に住民
と行政が連
携して取り
組む必要が
ある。また，
今後，事業
進捗の適
切な管理を
行い，保留
地の確実な
売却を促進
する必要が
ある。

継
続

駅前地区の事
業縮小（都市
計画道路三良
坂駅前線と県
道三次庄原線
の交点が,現
在高より1.14
メートル上が
ることにより影
響を受ける建
物等の移転補
償を行う。

4

U・Iター
ン移住
希望者
等の増
加が見
込まれる
ための
受け皿
づくりが
必要とな
る。

4

新たな
生活拠
点を創
出するこ
とにより,
地域に
活力を
取り戻す
機会が
得られ
る。

4

駅前地
区の地
区外とな
る方への
合意形
成が得ら
れれば
事業費を
削減す
る。

5

市が事
業主体と
して事業
認可をさ
れてい
る。

4

下郷地区
は,大半が
農地であり
良好な宅地
へと目的が
達成されて
いる。また,
駅前地区に
ついては,事
業の見直し
を行い，新
しいまちづく
り形成を行
う。 4

駅前地区
の地区外と
なるところ
について
は,現道幅
員のまま側
溝の整備
及び下水
道の整備
を行う。

平成23年度に事
業の見直しを行
うことを地元協議
会の臨時総会に
おいて承認を得
た。平成24年度
以降は，見直し
後の事業内容を
推進するため，
地元協議会と連
携して進めていく
必要がある。

23,980

Ｊ
Ｒ
三
良
坂
駅
の
あ
る
駅
前
地
区
と
下
郷
地
区
の
関
係
権
利
者

等

道路の整備や
上・下水道整備
などのインフラ整
備を行い,良好な
宅地を整備す
る。

下郷地区のイン
フラ整備を行い,
人口増及び商店
街の活性化を図
り,三次圏の生活
拠点の機能を高
めるまちづくりを
行う。

三次市の生活拠点の一つで
ある三良坂地区において,馬
洗川で分断されている下郷
地区とＪＲ三良坂駅前の既
存商店街を結ぶ幹線道路の
新設と併せて両地区を一体
的に面整備を行い,駅前市街
地の再整備及び下郷地区の
宅地整備を行うことで人口
増加の受け皿となる生活拠
点機能を強化するまちづくり
を行うことを目的としていた
が，残事業費が多く,完成ま
でに長期間を要することから
経費節減のため事業の見直
しを行った。

区域外となる地域の関係権
利者と建物改修等に係る協
議を進めながら，今後の三
良坂町のまちづくりを策定し
ていく。

都
市
整
備
課

土地区
画整理
事業
（三良
坂駅前
線・下
郷地
区）

12

第
６
 

都
市

189

３
都
市
の
魅
力
づ
く
り

(

4

)

安
全
で
快
適
な
生
活
環
境
づ
く
り

無
継
続

維持管理
費の削減を
図る目的も
あり，その
ための実効
性ある計画
内容の策
定について
考慮する必
要がある。

継
続

これから策定
するに当たり，
条例制定を念
頭に，どのよう
な進め方をし
ていくのか等
の精査が必要
である。

5

公園施
設の安
全確保，
施設の
充実は
求めら
れてい
る。

5

公園施
設の安
全確保，
施設の
充実は
求めら
れてい
る。

3

調査項
目，策定
方法等を
精査する
ことでコ
スト削減
の余地
あり。

5

市でなけ
れば策
定はでき
ない。ま
たこれ基
に補助
金の申
請をする
ことにな
る。

5

今後の公園
施設の維持
管理におい
て必ず必要
なものであ
る。

3

調査項目，
策定方法
等を精査す
ることで成
果向上の
余地あり。

市
民

（
公
園
利
用
者

）

公園施設の調査
を行い，今後の
維持管理計画を
策定する。

策定された計画
を基に,公園施設
の安全確保を行
う。情報をデータ
化することで，維
持管理コストの
平準化が図れ
る。

今後，国の補助事業を受け
るためには，公園施設長寿
命化計画策定を平成25年度
までに作成しなければいけ
ません。現在，公園台帳すら
未整備であり，策定が行え
ない状況です。台帳の整備
を行い，策定を行い，計画的
な維持・管理を行っていく必
要があります。このことによ
り，市民に対して，最新の情
報を正確に，迅速に提供で
きるようになりサービスの提
供が可能となります。

効果）
　本計画を策定後は，公園
施設の利用者の安全確保
や，情報をデータベース化す
ることで業務の縮減が図れ
ます。また，管理コストの構
造を把握することができるよ
うになるので，コスト削減を
図りながら，計画的な維持
管理が可能になります。

計画を策定しなければ,今後
は補助金を受けることが出
来ないため，早急な対応が
必要。また，計画書の内容
を精査する必要がある。

都
市
整
備
課

公園施
設長寿
命化計
画策定
業務

24
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第
６
 

都
市

188

３
都
市
の
魅
力
づ
く
り

(

1

)

都
市
の
に
ぎ
わ
い
・
魅
力
づ
く
り

無
継
続

本市の農
業構造を分
析検討し，
新たな仕組
みづくりと
産業として
の農業の
活性化を重
点的に図る
必要があ
る。

継
続

三次市の農業
活性化と観光
交流人口の増
加を目指すた
めに必要。

5

農業の
活性化と
観光交
流人口
の増加
のニー
ズは高
い。

5

地元産
の安心
安全な
野菜等
が購入
できる。
農家の
所得の
向上に
つなが
る。

4

業務委
託費に
ついて
は，必要
最小限と
する。会
議に要
する人件
費や旅
費の削
減の余
地はな
い。

5

市が整
備を行う
ため，他
の団体
での実
施は困
難であ
る。

5

今から策定
していかな
ければなら
ない課題

4

よりよい成
果を出すた
めに，改善
策は日常
的に行う。

未評価

7,600

市
民
，
農
業
者

三次市農業活性
化プロジェクト
チームによる調
査・研究。

調査研究を行
い，具体的な整
備計画を市に提
案する。

　尾道松江線全線開通を絶
好の機会として，三次市の
農産物をはじめ地域資源を
最大限に活用し，農業拠点
施設を活用した観光交流人
口の拡大，農業所得の向上
と産地化の拡大，農産物の
生産・販売力強化をめざし，
その具体化のために，三次
市農業観光交流拠点施設
整備に関するプランを策定
する。

〔新しい公共（市民との協
働）〕

調査・研究（市内既存施設
調査，県内先進地視察，関
係機関との協議等)。基本整
備計画のコンサル業務委
託。

農
政
課

三次市
農業観
光交流
施設整
備事業

24

26 B 継
続
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都
市

187

３
都
市
の
魅
力
づ
く
り

(

1

)

都
市
の
に
ぎ
わ
い
・
魅
力
づ
く
り

有

1
3
効
率
的
な
組
織
体
制
の
確
立

継
続

交流人口
拡大のため
には，官民
で合意され
た方針・事
業について
周知してい
く必要があ
る。

継
続

健康とスポー
ツを組み合わ
せた施策を効
率よく進めて
いくために，庁
内で新たな組
織体制を構築
し，重点化して
いく必要があ
る。また同時
に市民を巻き
込んだ取り組
みも進めてい
く必要がある。4

本市の
特長を
活かし，
新たな
産業創
出や雇
用の維
持拡大
の方法
を検討
し，実施
すること
は，社会
的ニー
ズが高
いと見込
まれる。

4

スポーツ
による交
流人口
拡大は，
市民の
意見を
多分に
反映させ
た地域
戦略プラ
ンに重
要な事
業として
認めら
れてお
り，市民
ニーズ
が高いと
見込ま
れる。

3

民間主
体の協
議会設
立などに
より，より
フレキシ
ブルな対
応が可
能となる
ためコス
ト削減の
余地が
少なから
ずある。 4

事業導
入につ
いては，
行政が
主体性
を発揮し
て行うべ
きであ
り，見込
まれる可
能性が
見いださ
れれば，
民間主
導で側
面的な
支援を
行うこと
とする。

5

市民の健康
増進や本市
の特長を活
かして，これ
まで未開発
の分野での
交流人口拡
大による新
たな産業創
出，雇用の
維持・拡大
に貢献でき
る。

3

民間主体
の協議会
設立などに
より，よりフ
レキシブル
な対応が
可能となる
ため成果
向上の余
地が少な
からずあ
る。

本年度新規事業

市
民

事
業
者

市
外
在
住
者

宿泊事業者・施
設管理者・観光
ガイド・行政の連
携により，スポー
ツ合宿大会の誘
致活動や「歩く」
をキーワードとし
た地域資源の活
用を展開する。

スポーツ活動(す
る・みる・まなぶ・
ささえる)を通じた
活力あるまちづく
りの推進，市民
の健康増進，交
流人口の拡大に
よる地域活力の
創出，介護保
険・国保の経費
抑制

「スポーツのまち三次」の実
現（＝スポーツ活動を通じた
活力あるまちづくり）のうち，
交流人口の拡大による新た
な産業創出をめざす。
1.調査結果に基づき，施設
整備計画を改め，「スポーツ
のまち三次」を体現するため
の方針・構想を決定する。
(H24.07)
2.スポーツの振興，交流人
口の拡大，市民の健康づく
り，体力づくりの3つの柱で
事業展開する。(H24.07)
3.H24は企画調整課・観光交
流課・健康推進課・社会教
育課で構成する横断的組織
により，個別事業を検討・実
施する。(H24.07-H25.03)
個別事業/企画調整課：
1.官民で合意の得られたス
ポーツ交流拡大方針を決定
する。
2.宿泊事業者・施設管理者・
観光ガイド等・行政がタッグ
を組んで，交流人口拡大の
ためのモデル事業を実施
し 評価する

課題：構想検討段階であり，
具体的活動を伴っていない
ため，事業内容の認知度が
低い。
対応：スポーツのまち三次に
対する市民の盛り上がりを
喚起するため，事業者等と
連携を図りモデル事業等の
実施を通じて市民に訴え，
認知の拡大をする。

企
画
調
整
課

スポー
ツによ
る交流
人口の
拡大事
業
（ス
ポーツ
のまち
三次）

24

第
６
 

都
市
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３
都
市
の
魅
力
づ
く
り

(

1

)

都
市
の
に
ぎ
わ
い
・
魅
力
づ
く
り
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平成２４年度行政評価　事務事業評価一覧（２次評価結果）

※　各評価項目は，１～５の５段階で評価 ※　ランク：A:27～30　　B:22～26　　C:17～21　　D:12～16　　E:6～11

単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明
単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

施
策
番
号

拡大・縮小 改善の必要性H23年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

所
管

拡大・縮小 改善の必要性

分

野

大

項

目

開

始

年

度

中

項

目

定量分析

成果指標
活動指標 
単位あたり

コスト

手段の適切さ

事務
事業名

事業概要
今後の課題

（ミッションの達成との関
連）

合
計
点

目的 前年度の対応

１次 総合評価事務
事業
の対
象者
等

手段
ラ
ン
ク

H2
2年
度
評
価

活動指標

２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

H2
3年
度
評
価

市の役割 必要性

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

協議会，
ＷＳ，説
明会等の
住民意見
聴取・意
見交換回
数

回 8 2 15

国，県，市，
地域住民が
協働で事業
を実施して
いくために
は，ワーク
ショップ，説
明会等の住
民との意見
交換の場を

H
2
2

14,190,625  
重点プロ
ジェクト
整備

箇所 1 1
整備工事の
進捗率がよ
い

利用者の
増 人 4,000

整備工事に
よりイメージ
アップを図
り，利用者を
増加させる。

H
2
3

66,500  

H
2
4

543,613  

ワーク
ショップ
実施回数

回 7 3

住民による
ワークショッ
プを行った
回数

H
2
2

 対象戸数 戸 2,215 2,215

ワークショッ
プの内容を
郵送した三
次地区の戸
数

H
2
3

1,716,429  

H
2
4

3,528,000  

工事費 千円 871 120 12,450 工事費

H
2
2

13,179
事業進捗
率 ％ 90 91 整備率

整備箇所 箇所 1 3 2
家屋修景補
助申請の件
数

H
2
3

46,792

H
2
4

1,391

地籍調査
対象面積

km2 33 34 33
年度ごとの
地籍調査実
施面積

H
2
2

7,226,078
地籍調査
進捗率 ％ 44 47 49

要調査面積
に対する認
証（完了）面
積率

H
2
3

7,290,624

H
2
4

6,679,970

有

1
1
外
部
委
託
・
民
営
化
の
推
進

有

1
0
効
果
の
検
証

（
行
政
評
価

）

有

2
市
民
と
行
政
の
協
働
と
連
携

有

2
市
民
と
行
政
の
協
働
と
連
携

29 A 継
続

継
続

有

1
4
職
員
の
人
材
活
用
と
育
成

継
続

早急な調査
完了が望ま
れるが，事
業完了まで
の期間は
相当あり，
長期的な職
員の確保
は困難であ
る。今年度
は一筆調
査部分を民
間委託して
おり，今後
は外部委
託を積極的
に推進して
いく。

拡
大

山林部の地籍
調査は急務で
あり，市全体
の早期完了を
目指すために
は，予算と人
材の確保が必
要。
外部委託を推
進するために
も，管理・検査
や諸準備をこ
なせ，かつ過
年度の整理が
できる支所の
体制づくりが
必要。

人
員5

　国土調
査の成
果は，土
地取引
の効率
化や正
確な地
図に基
づいたま
ちづくり
や公共
事業の
円滑化，
課税の
公平化，
災害復
旧の迅
速化など
に役立
つ。

5

　高齢
化・過疎
化（不在
地主）が
急速に
進み，山
林部を
中心に
土地の
境界情
報を早
急に調
査する
必要が
ある。
　地域か
らの要
望（陳
情・要
請）があ
る。

4

　外部委
託を推進
すれば
必然的
にコスト
が増加
する。コ
ストが上
昇すれ
ば，調査
面積を必
然的に
縮小する
ことにな
り，さら
に調査
期間が
長期化
する。

5

　国土調
査法に
基づく事
業で，公
共性が
非常に
高い。
　国・県
の負担
金は，職
員人件
費を補
助対象
にしてい
ないた
め，市以
外が実
施主体
になる可
能性は
無い。

5

　国土調査
法や第6次
十箇年計画
等に基づき
実施してい
る。

5

　作業規程
準則や同
運用基準
により細か
く規制があ
り，実施方
法の改善
には限界
がある。ま
た，県の負
担金の枠
があり，市
の要望どお
りにはなら
ず，県全体
での調整
が必要。

更なる外部委託
を推進した。
各支所配置職員
の職務分担を兼
務とした。
より効率的な事
業執行体制を模
索している。

248,829

 
国
土
調
査
又
は
こ
れ
に
準
じ
た
調
査
を
行

っ
て
い
な
い
地
域

並
び
に
そ
の
地
域
の
土
地
の
所
有
者
等

。

 対象地区内の
土地，一筆毎の
所在・地番・地
目・境界を所有
者等の立会を求
め調査し，位置
と面積を正確な
測量を行い，所
有者等の確認を
経て，簿冊と図
面を作成し，成
果を法務局に送
付する。

地籍の明確化に
より，境界紛争
の防止，土地取
引の効率化，ま
ちづくりや公共事
業の円滑化，災
害復旧の迅速
化，国土の保全
並びにその利用
の高度化に資す
る。

　昭和40年以降，旧市町村
単位で開始年度は異なる
が，継続して（途中休止時期
あり）実施している。
　三良坂町分は予定を完了
している。
　毎筆の土地について，土
地所有者等の立会を求め，
所在・地番・地目・境界を調
査し，境界の位置並びに地
積に関する正確な測量を行
い，その成果を取りまとめた
簿冊（地籍簿）と図面（地籍
図）を作成し，所有者等の確
認を経て，県の認証後，そ
の成果を法務局に送付する
ことにより，登記簿が書き改
められ，公図に替わる図面
として地籍図が備え付けら
れる。
　成果は，土地に関する行
政の基礎資料として活用さ
れるほか，不動産登記及び
課税に反映される。

高齢化・過疎化(不在地主）
により急速に山林部の境界
情報が失われているため，
山林部を優先して調査を進
める。
地籍調査担当者の後継者
育成並びに事業量と人員・
予算・外部委託等の再検討
＝主要事業・施策，まちづく
り計画，補助金等との整合
性
土地情報の共有化に係る関
係職員の意識改革と統合型
ＧＩＳの構築＝土地空間情報
を行政情報として共有できる
組織づくり

管
財
課

地籍調
査事業
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３
都
市
の
魅
力
づ
く
り

(

4

)

安
全
で
快
適
な
生
活
環
境
づ
く
り

有

3
市
民
と
行
政
の
役
割
分
担
の
見
直
し

継
続

ほぼ整備
が完了して
いるため，
事業効果
の検証を行
うとともに，
従来の歴
みち事業区
域のハード
整備につい
ては整理を
行い，三次
町を対象と
した三次町
活性化事
業等による
地域活性
化を図って
いく。

継
続

主たる整備は
完了したが，
歴史的風情が
連続して感じ
られる箇所が
まだまだ少な
いため，小公
園・ｽﾄﾘｰﾄﾌｧﾆ
ﾁｬｰの整備や
家屋の修景整
備の推進を図
る必要があ
る。

4

他都市
でも歴み
ち事業を
積極的
に行って
いる。

3

地元とそ
の他地
域で整
備ニー
ズに大き
く差があ
る。

4

これから
整備に
入ってい
く小公
園・ｽﾄﾘｰ
ﾄﾌｧﾆ
ﾁｬｰの内
容におい
て，コス
トの削減
は見込
まれる
が，景観
的整備
なので余
地は小さ
い。

5

民間で
はできな
い。

5

平成１７・１
８・１９年度
で主となる
事業(電線
地中化・石
畳舗装・水
路改良・下
水道・上水
道)は完了し
た。

3

主となる事
業は完成し
たが，現時
点ではまだ
地域の活
性化に至っ
ていないた
め，地元住
民等との協
議を行い
ニーズあっ
た整備を
行っていく
ことが必要
である。

特になし

5,615

地
域
住
民

電線地中化・下
水道・上水道・石
畳舗装・家屋修
景補助

中心市街地とし
ての活力を取り
戻す。

歴みち事業として，平成８年
度より官民共同で取り組ん
でいる。民は歴みち協議会
の設立と街なみ協定の締結
(約２２０件)と家屋の修景。
官は基盤整備について巴橋
～三次町本通り～荒瀬病院
～太才神社までの延長約
1,400ｍの電線地中化・下水
道・上水道移設・石畳舗装・
水路改良・街灯を設置する。
ソフト事業として家屋の修景
に補助金を出す。
事業完了後は，住民が歴史
を認識しながら，高次の生
活を営みながら持続可能な
街とし，また，市内外の来訪
者も三次市の歴史を歩いて
楽しむことを目標とする。

地域住民による積極的な歴
史的街なみ創り(家屋修景補
助を利用した改修)

都
市
整
備
課

三次町
歴史的
地区環
境整備
事業
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３
都
市
の
魅
力
づ
く
り

(

3

)

美
し
い
景
観
の
創
出
と
保
全

有

1
3
効
率
的
な
組
織
体
制
の
確
立

継
続

ワークショッ
プで取りま
とめた「まち
づくりの目
標と方向
性」を共有
し，住民が
主体性を発
揮するとと
もに，行政
も必要な取
り組みを行
いながら，
魅力あるま
ちづくりを
進めてい
く。

拡
大

この事業で進
めるまちづくり
は，住民が主
体となってより
良い三次町の
将来像を描
き，それに向
かって町全体
が進んでいく
ものである。
よって，もっと
地区全体に活
動が広がって
いくべきである
し，まちづくり
の主体となる
組織の確立も
求められる。

そ
の
他

4

自動車
道の開
通により
山陰と四
国が高
速道路
でつなが
るため，
その中
間点とし
て本市
が観光
人口の
回遊か
ら取り残
される危
険性が
あり，早
い段階
で集客
できる状
況を整え
ていく必
要があ
る。

4

人口の
空洞化
が目立
つ三次
町のか
つての
賑わい
を取り戻
し，若者
の定住
や，産業
を活性
化させよ
うとする
住民の
ニーズ
は高い。

3

ハードの
施設整
備を先行
させるの
ではな
く，全住
民が同じ
まちづく
りの目標
に向かっ
てまず何
ができる
のかを考
えること
によっ
て，無駄
な予算を
省くこと
ができ
る。

2

過去何
度か行
政主導
で観光
化を図っ
てきた
が，完成
形を見る
ことなく
終わって
いる。可
能な限り
住民で
考え，ア
イデアを
出し，結
果が住
民に帰っ
てくると
いう環境
をつくる
ことが重
要とな
る。

4

中国横断自
動車の全線
開通により
三次市が通
過点になる
という危機
意識と，三
次町の賑わ
いの再生と
いう目標の
双方が，三
次町の観光
資源に着目
し，三次町
を活性化さ
せることで，
本市の観光
産業の発展
につなげる
とういう相乗
効果を狙
う。

3

これまでの
行政依存
型のまちづ
くりを住民
主体のまち
づくりへと
転換させる
機会となり
うる。

これまで議論を
重ねてきたまち
づくりの目標と方
向性を，三次町
の全住民で共有
し，同じ目標に向
かってまちづくり
を進める。

12,015

対
外
的
な
集
客
を
目
指
す
が
，
三
次
町
の
住
民
が
主
体
と
な

っ

て
行
動
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
，
三
次
町
の
活
性
化
に
も
つ
な
げ

て
い
く

。

ワークショップを
開催し，住民が
本当に求めるま
ちづくりの計画を
策定していく。住
民はその計画に
向かって，自主
的なまちづくりを
行う。

三次町のかつて
の賑わいを取戻
し，地域資源を
活かしたまちづく
りを進めること
で，本市の交流
人口の拡大につ
なげる。

　平成２６年度に全線開通予
定の中国横断自動車道尾
道松江線の完成を見据え，
多くの観光資源を抱える三
次町の賑わいと活力を創出
することによって，本市への
集客力を高めるとともに，地
域産業の活性化を図る。そ
のために，行政がすべてを
主導していくのではなく，三
次町の住民がこれまでのま
ちづくりや観光事業を見つめ
直し，住民同士が議論を重
ねていくことで，三次町に
とって一番理想的な観光の
まちづくりを目指していく。行
政は議論の機会を設定し，
必要であれば予算的な援助
も検討していくことによって，
全市的な交流人口の拡大を
目指す。

〔新しい公共（市民との協

これまでのワークショップは
三次地区自治連合会に所属
する各種団体から推薦され
た比較的高齢の代表者によ
るものだったが，今後は若い
世代も巻き込んだ活動にし
ていく必要がある。また，住
民の目指すまちづくりに対
し，どのような行政サイドの
援助が可能であるかを検討
していく必要がある。

地
域
振
興
課

三次町
活性化
事業

23

24 B 縮
小

継
続
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３
都
市
の
魅
力
づ
く
り

(

3

)

美
し
い
景
観
の
創
出
と
保
全

有

2
市
民
と
行
政
の
協
働
と
連
携

継
続

重点プロ
ジェクト整
備に目途が
立ち，今後
は，ソフト面
での協働に
よる市民活
動が重要と
なることか
ら，行政も
市民活動を
バックアッ
プする必要
がある。

継
続

今後，継続し
てかわまちづ
くりを行って行
く上では，市
民が主体と
なった積極的
な取り組みが
求められてお
り、本計画の
実現を図るた
めには，ハー
ド整備だけで
なく，ソフト面
の取り組みも
必要となること
から，市民の
理解と協力が
必要である。

4

従前の
計画策
定後，10
年が経
過し，社
会状況
等も変
化してい
ることか
ら，この
度見直し
を行った
ものであ
るから，
社会的
ニーズも
高いと言
える。

5

計画策
定にあ
たり，市
民アン
ケートや
ワーク
ショップ
を実施
し，ニー
ズを把
握し整備
箇所とし
て決定し
たものを
三川合
流部周
辺河川
環境整
備計画
検討協
議会で
重点プロ
ジェクト5
箇所を
選定して
いること
から，
ニーズ

3

地域住
民等関
係者との
協議の
上で，ア
ダプト制
度，ラブ
リバー制
度等を活
用するこ
とを検討
していく。

5

河川区
域は、公
共性が
高く，国
又は県，
そして許
可をとっ
た市でな
ければ
整備でき
ない。

5

三川合流部
周辺河川環
境整備計画
にそって実
施している。

3

市民が主
体となった
積極的な
取り組みが
求められ
る。ハード
整備にあ
わせてソフ
ト面の取り
組みが必
要である。

かわまちづくり懇
話会を設立し
た。

133
市
民

事業実施にあ
たっては、ワーク
ショップや十分な
住民説明等を行
い、住民の意見
を取り入れた整
備を行う。

河川管理者であ
る国，県，と市，
地域住民がそれ
ぞれの役割分担
の下，協働して
三川合流部の重
点プロジェクトの
整備及びそれを
生かしたまちづく
りを行う。

　三川合流部は平成9年5月
に策定した，三次市三川合
流部周辺河川環境整備構
想に基づき整備を進めてき
ましたが，計画策定後10年
を経て社会状況等にも変化
が生じてきているため，利用
状況や課題，市民の意見等
を再整理し，既定構想につ
いて見直しが必要になりまし
た。
　そこで，河川の魅力を最大
限に引き出し，自然と触れ
合う交流の拠点となるような
賑わいのある水辺環境を創
出するため，河川管理者で
ある国や県の協力のもと，
地域住民，関係団体と連携
して，検討協議会やワーク
ショップを開催し，計画の策
定を行いました。全体で，68
項目挙げており，その中で
も，今後5年を目途に事業実
施を測るものについては，重
点プロジェクトとして，① み
よしまちづくりセンター付近
の階段護岸の整備，② 巴橋
周辺の外灯 椅子の設置

重点プロジェクト事業の１つ
である， 八次グラウンド周辺
の親水空間の整備について
は，水辺の楽校プロジェクト
事業として行う。そのため，
八次子どもの水辺協議会を
設立が必要。地元ワーク
ショップを開催し，整備計画
を策定する必要がある。そ
の後策定した計画を，国土
交通省の整備事業として行
うが，国の事業として出来な
い部分は，市の事業として
整備するのかどうか，協議・
調整が必要である。・

都
市
整
備
課

三川合
流部周
辺河川
環境整
備事業
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平成２４年度行政評価　事務事業評価一覧（２次評価結果）

※　各評価項目は，１～５の５段階で評価 ※　ランク：A:27～30　　B:22～26　　C:17～21　　D:12～16　　E:6～11

単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明
単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

施
策
番
号

拡大・縮小 改善の必要性H23年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

所
管

拡大・縮小 改善の必要性

分

野

大

項

目

開

始

年

度

中

項

目

定量分析

成果指標
活動指標 
単位あたり

コスト

手段の適切さ

事務
事業名

事業概要
今後の課題

（ミッションの達成との関
連）

合
計
点

目的 前年度の対応

１次 総合評価事務
事業
の対
象者
等

手段
ラ
ン
ク

H2
2年
度
評
価

活動指標

２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

H2
3年
度
評
価

市の役割 必要性

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

公用廃止
件数

14 12 13

　公用廃止
件数は，年
により差が
ある
ため，コスト
の増減はあ
り。

H
2
2

155,714  面積 ㎡ 1,636 1,055 1,055

H
2
3

180,917  

H
2
4

167,723  

協議等開
催数 回 200 250 100

工程会議，
打ち合わ
せ，説明会，
協議会，委
員会等との
協議回数

H
2
2

3,514,655  
住民合
意，建設
事業等

協定書締結，建設事業等 住民合意(反対の会)，建設事業等 建設事業等

住民合意(反
対の会)を得
るとともに，
工期内の完
成を行った。

H
2
3

4,044,984  

H
2
4

554,640  

排水路改
良延長 ｍ 697 110 100

排水路改良
延長

H
2
2

67,814 執行率 ％ 100 100 100

H
2
3

98,718

H
2
4

112,356

管理戸数 戸 16 24

１戸あたりに
換算した外
壁改修事業
費

H
2
2

入居戸数 戸 16 20
現在入居し
ている住宅
戸数

H
2
3

1,026,375

H
2
4

924,183

有

7
コ
ス
ト
の
削
減

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

7
コ
ス
ト
の
削
減

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

9
事
業
の
迅
速
化

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

無

無
継
続

入居率の
高い住宅で
あり改修の
必要性も高
いので，計
画的な事業
執行を進め
るとともに，
可能な限り
のコスト削
減に努め
る。

継
続

みよし住宅を
長期間にわた
り活用していく
ためには外壁
改修工事によ
り，住宅の長
寿命化を図っ
て行くことが必
須の条件であ
る。

4

１号～４
号館は
入居戸
数の多
い住宅
であり，
今後長
期間に
わたって
活用す
るための
外壁改
修工事
は社会
的ニー
ズに合
致するも
のであ
る。

4

入居者
等の外
壁改修
に対する
要望が
高いこと
から，市
民ニー
ズは高
い。

4

長寿命
化の目
的で実
施する外
壁改修
工事の
工法が
限定的
であるた
め，コス
ト削減の
余地は
小さい。

5

市が管
理する
住宅地
区改良
事業の
対象住
宅であ
り，維持
管理上，
市でなけ
れば実
施できな
い。

5

１号～４号
館は昭和４
４～４９年度
に建設した
鉄筋コンク
リート四階
建ての住宅
であり，建
設から概ね
４０年以上
経過してい
る。そのた
め外壁等の
劣化が進ん
でいるた
め，改修工
事による長
寿命化が求
められてい
る。

5

劣化しつつ
ある外壁の
長寿命化
を図るため
には，改修
工事を実
施すること
がもっとも
適切であ
る。

昨年度評価は継
続であり，「公営
住宅等長寿命化
計画」に基づき
事業を実施す
る。

16,422

市
営
住
宅
入
居
者

外壁の劣化補修
及び塗装，並び
に外部付帯施設
の補修。

外壁改修工事の
実施により，外
壁落下防止等の
安全性の確保及
び住宅の長寿命
化を図る。

昭和４４年度から昭和４９年
度に建設された鉄筋コンク
リート四階建て住宅４棟の，
外壁等が経年により劣化し
ているため，安全性の確保，
防水性能の強化及び美観向
上のため外壁改修工事を行
うことにより，住宅の長寿命
化を図る。
【事業実施概要】
　平成２２年度：１号館設計
　平成２３年度：１号館（１６
戸）工事・３号館設計
　平成２４年度：３号館（２４
戸）工事・４号館設計
　平成２５年度：４号館（２４
戸）工事・２号館設計
　平成２６年度：２号館（２４
戸）工事
社会資本整備総合交付金
事業（補助率５０％）により実
施する予定

社会資本整備総合交付金
の配分額により，改修計画
の調整を図る必要が生じる
可能性がある。

建
築
住
宅
課

住宅外
壁改修
事業
（みよし
住宅１
号～４
号館）
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３
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市
の
魅
力
づ
く
り

(

4

)

安
全
で
快
適
な
生
活
環
境
づ
く
り

有

7
コ
ス
ト
の
削
減

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

継
続

市民の安
全確保のた
めに必要な
事業である
が，経費の
かかる事業
であること
から，コスト
削減の努
力が必要で
ある。

継
続

近年ゲリラ豪
雨が発生する
確率が高く
なっており，排
水路を計画的
に整備する必
要がある。

4

安全で
快適な
生活の
確保の
ため，社
会的
ニーズ
は高い。

4

安全で
快適な
生活の
確保の
ため，市
民ニー
ズは高
い。

4

地域にお
いて，排
水路改
良促進
のため
の推進
母体を形
成し，地
域にふさ
わしい水
路につい
て，住民
と地権者
及び行
政の合
意形成を
行う必要
がある。

5

水路管
理者以
外には，
困難で
ある。

4

目的達成の
ためには，
排水路改良
が最も有
効。

4

地元説明
会において
意見交換
をし，地域
に即した排
水路改良
をする必要
がある。

地域ニーズに即
した形で，計画
的に継続していく
よう実施する。

10,859
市
民

排水路を整備す
る。

安全，快適，利
便性の確保

　平成18年度は，9箇所につ
いて事業実施。
　平成19年度は，6箇所につ
いて事業実施。
　平成20年度は，5箇所につ
いて事業実施。
　平成21年度は，6箇所につ
いて事業実施。
　平成22年度は，きめ細か
な臨時交付金（H21繰越分）
で15箇所について事業実
施。
　平成23年度は，1箇所につ
いて事業実施。
　平成24年度は，1箇所につ
いて事業実施予定。

計画的な整備には，多大な
費用が伴う。

土
木
課

排水路
新設改
良事業
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安
全
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適
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生
活
環
境
づ
く
り

無
終
了

花の森公
園の整備
完了に向け
て，迅速に
事業を進め
ていく必要
がある。

終
了

平成２４年度
中内の完成に
向け，工程管
理を適切に行
い，着実に事
業を進めてい
く。

5

協定項
目であ
り，必要
な事業
である。

5

要望に
基づき，
協定を
締結した
経過か
ら，地元
及び市
民ニー
ズは高
い。

4

設計等
が済んで
いるが，
現場の
状況にあ
わせ，合
理的な
工法と材
料を選択
し，コスト
削減に
取り組ん
でいる。

5

協定項
目であ
り，市が
実施す
べき事
業であ
る。

4

検討委員
会，協議
会，地元常
会等との会
議を開催
し，広く意見
を聴取して
いる。

4

検討委員
会，協議
会，地元常
会等と協議
等を重ね，
改善を図っ
ている。

評価は「継続」
で，「平成24年度
からの供用開始
に向け，スケ
ジュールどおり
事業を進めてい
くよう取り組む。」
であったため，施
工管理を適切に
行い，平成24年4
月1日から供用
を開始した。

1,011,246
市
民

現斎場の老朽化
に対応するた
め，新斎場を建
設するとともに，
隣接地に公園を
整備する。

人生の終焉の場
にふさわしい斎
場建設をすると
ともに，隣接地に
花の森公園を整
備して，斎場を
訪れた利用者を
はじめ，市民に
四季を通じて憩
いの場を提供
し，斎場のイメー
ジアップと市の
新たな名所を創
出する。

新しい斎場施設等を整備す
る。
・建設場所：三次市大田幸
町畑原地内
・斎場（悠久の森）：鉄筋コン
クリート造一部鉄骨造地上２
階建て，延床面積2,478.66
㎡，火葬炉５基（平成24年4
月1日供用開始）
・公園（花の森公園）：整備
面積-約30,200㎡，整備内容
-サクラ並木，サクラ広場，モ
ミジ谷遊歩道，管理道，駐車
場等（平成24年度中開園予
定）
〔新しい公共（市民との協
働）〕
・斎場及び公園整備にあた
り，新三次市斎場建設検討
委員会及び新三次市斎場建
設協議会等を通じ，計画策
定から実施の段階で検討い
ただき，意見反映を行ってき
た。斎場の管理運営は民間
活力・ノウハウを利用するた
め，指定管理者制度を活用
し，指定管理とした。公園の
管理運営については 地元

花の森公園の平成24年度
内での完成に向け取り組む
とともに，今後の管理運営方
法について，協議検討を行
い，地元労力の活用など新
しい公共の形を追求する。

環
境
政
策
課

斎場建
設事業
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27 A 拡
大

継
続

23 B 継
続

継
続

無
終
了

平成24年
度でデータ
終了入力
作業完了。
今後は適
正なデータ
管理とシス
テムの有効
活用を図っ
ていく。

終
了

  法定外公共
物（里道・水
路）の図面の
電子化は，平
成18年度から
データ入力作
業に入り，平
成20年度で旧
三次市・三和
町について
データ入力，
平成22年度で
君田・作木・三
良坂町のデー
タ入力し，平
成23年度・平
成24年度で修
正箇所の入力
が完了する予
定であるた
め。

3

　農地等
の開発
行為は，
横ばい
状況で
あるた
め，里
道・水路
の公用
廃止の
ニーズも
横ばい
状況が
続くもの
と思われ
る。

3

　機能を
失った里
道・水路
を私有
地(宅地
等）とし
て有効
に活用し
たいとす
る市民
のニー
ズは毎
年一定
件数あ
る。

4

　コスト
は人件
費である
が，里
道，水路
の管理
システム
がほぼ
整ったの
で，これ
以上のコ
スト削減
余地は
少ない。 5

　里道，
水路の
所有者
は市で
あるた
め，市が
公用廃
止を行
わねば
ならな
い。

4

　里道，水
路の電子管
理システム
化により，だ
れでも簡単
に廃止申請
里道等の検
索・抽出が
可能とな
る。

4

　甲奴町，
吉舎町の
全部，君田
町の一部
は，地図の
電子化がさ
れていない
が，申請件
数が限られ
ており，紙
での検索で
も可能であ
るため，改
善による成
果向上の
余地は少
ない。

　前年度で譲与
済み法定外公共
物管理図面の電
子化に係る入力
作業を完了する
予定であった
が，修正処理に
時間を要したた
め，本年度で完
了となる。

2,171

　
法
定
外
公
共
物

（
里
道
・
水
路

）
の
公
用
廃
止
申
請
者

(

市

民

）

　譲与済み法定
外公共物管理図
面の電子化によ
り，公用廃止申
請事務の時間短
縮を図り，だれで
もが公用廃止事
務に携われる体
制をつくる。

　公用廃止（機
能がなくなった里
道・水路の払い
下げ）という市民
ニーズに迅速に
対応すうことによ
り，市民の満足
度の向上を図
る。

　平成１８年度に法定外公共
物(里道・水路）の大部分に
ついて国から譲与を受け，
市において里道・水路の公
用廃止及び払下げを行って
いるため，公用廃止事務の
迅速化が求められている。
　このため，平成１８年度か
ら譲与済み里道・水路の電
子化による統一管理システ
ムの整備を図るためデータ
入力作業を行っており，平成
２４年度においてデータの修
正入力作業を完了させ，シ
ステムの使用を開始する。

①　甲奴町，吉舎町の全
部，君田町の一部は，地図
の電子化がされておらず，
布野町の一部は，システム
相違により一元管理できな
　い状況にあるが，公用廃
止申請件数が少ないため，
大きな支障はない。
②　国土調査が完了した箇
所の里道・水路については，
新たな地籍図での位置が分
かるようにする必要があるた
め，地籍調査担当と
　連携し処理する。

管
財
課

法定外
公共物
関係事
務
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市
民
満
足
度
の
向
上
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平成２４年度行政評価　事務事業評価一覧（２次評価結果）

※　各評価項目は，１～５の５段階で評価 ※　ランク：A:27～30　　B:22～26　　C:17～21　　D:12～16　　E:6～11

単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明
単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

施
策
番
号

拡大・縮小 改善の必要性H23年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

所
管

拡大・縮小 改善の必要性

分

野

大

項

目

開

始

年

度

中

項

目

定量分析

成果指標
活動指標 
単位あたり

コスト

手段の適切さ

事務
事業名

事業概要
今後の課題

（ミッションの達成との関
連）

合
計
点

目的 前年度の対応

１次 総合評価事務
事業
の対
象者
等

手段
ラ
ン
ク

H2
2年
度
評
価

活動指標

２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

H2
3年
度
評
価

市の役割 必要性

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

補助件数 件 34 37 27 補助件数

H
2
2

432,000  

補助によ
り飲用水
水源が確
保できた
世帯数

戸 37 38 27
水源を確保
した世帯数

H
2
3

299,135  

H
2
4

381,138  

調定件数 件 314,493 322,049 323,000

上下水道料
金の調定件
数

H
2
2

155  
土日祝日
の受付件
数

件 941 914 1,000
土日窓口の
開設（平成
18年8月～）

H
2
3

145  
土日開閉
栓 件 206 283 300 市民ニーズ

H
2
4

147  
水道使用
料徴収率 ％ 87 87 88

民間のノウ
ハウを活用
した滞納者
対策の成果

漏水調
査・管路
診断

業務 2 2 2

平成２０年度
から上水道・
簡易水道事
業の一括発
注とし，経費
の軽減を
図っている。

H
2
2

5,072,000 有収率 ％ 88 87 88

漏水個所の
発見による
修繕結果，
有収率

H
2
3

5,484,500
の向上につ
ながる。

H
2
4

6,033,000

委託件数 件 1 1 1

平成20年度
までは，南
部と北部に
分け委託し
ていたが，平
成21年度か
らは，コスト
縮減のた
め，南部・北
部を一括し

H
2
2

32,136,000 有収率 ％ 85 84 85

ポンプ所・配
水池の流量
と有収水量
の差に

H
2
3

32,189,000

より，漏水の
確認ができ，
早期対応を
行う。

H
2
4

32,204,000 1

有

7
コ
ス
ト
の
削
減

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

7
コ
ス
ト
の
削
減

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

4
内
容
の
改
善

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

4
内
容
の
改
善

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

1
2
事
務
事
業
の
統
合

（
投
資
的
経
費
の
重
点
化

）

継
続

安定した運
転管理業
務のため，
業務委託を
継続し，コ
スト削減に
努める。

継
続

市民ニーズ
は，これから
ますます「より
安全で安定し
た水の供給を
求める」ように
なることや，簡
易水道事業の
区域拡大に伴
い，委託箇所
の増加が予想
されるため。

4

安定した
水供給
と，コスト
縮減を
図るため
社会的
ニーズ
は今後
一層高
まる。

4

習熟した
技術者
が，常時
点検と非
常時対
応できる
ため，安
心して利
用でき
る。

3

警報通
報システ
ムや濁
度管理
システム
の構築
により，
中央監
視ができ
ればコス
ト縮減の
余地は
少なから
ずある
が，委託
箇所数
の増減
により検
討を要す
る。

3

市所有
の簡易
水道施
設であ
り，公共
性が高く
関与は
必要だ
が，委託
業者の
運転管
理等の
手法に
ついて
は，民間
の今ま
でのノウ
ハウを
活かし，
民間能
力を最
大限に
活用す
る必要
がある。

4

浄水場・配
水池・ポン
プ所等の毎
日点検の
他，雷被害
対応や漏水
修繕後の水
質検査等の
事故対応を
水道局と協
力して担
い，安心・安
全な水道供
給に貢献し
ている。

3

整備拡張
計画があ
り，配水池
やポンプ所
の新設が
ある。

平成18年度から
平成20年度まで
は，簡易水道施
設を南部と北部
に分け，それぞ
れ委託していた
が，平成21年度
からはコスト縮減
を図り，南部・北
部・上水道を一
本化し，5年間の
委託期間とした。

32,189

簡
易
水
道
利
用
者
の
市
民

各簡易水道事業
の計画により，
新しく計画してい
る浄水場・配水
池・ポンプ場と，
これまでの委託
施設と併せ業務
内容の適正化を
図る。

三次市簡易水道
施設に合わせた
適切な管理体制
の構築を図り，
一般的な管理業
務の他，災害時
や事故の未然防
止に迅速な対応
ができるように
なった。

平成14年4月から水道法が
改正され，民間委託が認め
られるようになった。このこと
を受け，定期的な人事異動
と技術者の養成コストの縮
減及び支所職員の業務軽減
を図るため，平成18年度4月
から簡易水道施設の運転管
理業務を民間委託している。
　また，平成21年4月から
は，上水道と簡易水道を一
本化して運転管理業務を委
託している。
　水道施設の運転管理及び
危機管理に精通した業者へ
委託することにより，簡易水
道利用者の方へ安全で安定
した水を供給できるように
なった。

〔新しい公共（市民との協
働）〕
特になし

さらに簡易水道利用者の方
へ安心して安定した水を供
給するため，委託業者と毎
月定例会議を開催し，浄水
濁度・残留塩素濃度の管理
を行い，警報通報装置の整
備や運転管理から情報提供
により，機器の更新を的確
に行う。

水
道
課

簡易水
道施設
管理業
務

21
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行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

継
続

老朽管を中
心に漏水調
査，管路診
断は必要な
業務である
ので，計画
的調査とと
もにコスト
削減にも努
める。

継
続

　本市には，
昭和４０年代
に配水管延長
がかなり残っ
ており，漏水
調査・管路診
断により，早
期発見を行う
よう継続的な
調査が必要で
ある。
　それにより，
安全で安定し
た水を水道利
用者のかたへ
供給すること
ができる。

3

安全で
快適な
生活の
確保の
ため，社
会的
ニーズ
がある。

3

安全で
快適な
生活の
確保の
ため，市
民ニー
ズがあ
る。

4

　深夜等
人や車
が少ない
時間帯を
利用し，
人力で
地道に
やる業務
であり，
また，平
成２０年
度から
は，上水
道と簡易
水道事
業の一
括発注と
している
ため，コ
ストの削
減余地
は小さ
い。

5

　水道事
業は，三
次市が
経営して
いるた
め，本業
務の委
託は市
でなけれ
ばできな
い。

5

　本事業に
より，平成２
３年度に
は，大小５６
件の漏水箇
所を発見す
ることがで
き，事故防
止に対応し
ている。
　よって，目
的達成に貢
献している。

4

最善と思わ
れる手法に
より，調査・
診断してい
るため，向
上の余地
は小さい。

　前年度は「継
続」であり，漏水
調査や老朽管更
新を計画的に
行ってきた。今後
も計画的に調査
を進める。

10,969

上
水
道
区
域
の
市
民

　水道管を調査・
診断し，漏水事
故を事前に対応
及び被害を最小
限度に抑える。

定住環境の整備
（安全で安定して
利用できる水道
水の確保）

　昭和３９年度に水道事業運
営の認可を受け，昭和４０年
度から水道管敷設工事に着
手し，昭和４３年度から三次
町・十日市町の一部供用開
始を行い，随時管路延長を
伸ばしてきた。
　また，老朽管の布設替えを
行いながら現在に至ってい
る状況であるが，長年の経
年劣化により，管の腐食が
進行し，漏水を引き起こすこ
とがある。
　漏水は，経済的な損失だ
けでなく，水圧の低下・土壌
の流出による道路陥没等の
原因となるため，漏水調査を
行い，安全で安定した水を
確保する必要がある。
　また，管路診断により，水
道管路に必要な各種情報
（水圧・流量方向・漏水情報
等）を調査し，水道台帳とし
て情報・機能の確保を行う。
〔新しい公共（市民との協
働）〕
特になし

　定住環境の整備に伴い，
水道事業普及範囲は年々
拡大する。

水
道
課

漏水調
査・管
路診断
（上水
道）
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継
続

業務の外
部委託は，
市民サービ
ス内容の充
実からも継
続，推進し
ていくが，
業務改善
は積極的に
取り組む必
要がある。

継
続

現在委託して
いる業務を検
証し，事業内
容の見直しを
図る。

5

全国的
に水道
事業は
民間委
託が進
んでお
り，社会
的ニー
ズは高
い。

5

土日・祝
日の営
業により
市民
ニーズ
は高い。

3

業務内
容の検
証によ
り，コスト
削減の
余地が
少なから
ずある。

2

業務に
関する
市の関
与は縮
小してい
くべきで
あるが，
委託業
務が業
者任せ
にならな
いよう，
市の管
理監督
能力の
向上を
図る必
要があ
る。

5

平成22年4
月から，市
内業者であ
る株式会社
暮らしサ
ポートみよ
しへ営業業
務を委託し
た。これに
より，地域
雇用の創出
と地域経済
活性化が見
込める。ま
た，民間の
ノウハウを
活用した滞
納整理等，
営業業務全
般につい
て，高度な
お客様サー
ビスを提供
することが
できる。

2

平成22年4
月から，市
内業者で
ある株式会
社暮らしサ
ポートみよ
しへ営業業
務を委託し
たが，新会
社であり，
他の同業
者と比べて
業務の知
識・技術等
が未熟で
ある。今後,
業務内容
を検証し，
業務改善
及び新たな
業務委託
の可能性
について検
討が必要
である。

【前年度結果】引
き続き外部委託
に取り組むことと
し，委託内容を
検証し，業務内
容，委託料の見
直しを図る。【そ
の対応】毎月の
定例会や受託者
からの業務改善
提案等を通じ
て，滞納整理・検
針・閉開栓等の
業務改善は随時
行っている。今
後も業務改善は
引き続いて行っ
ていく。

46,725

上
下
水
道
を
利
用
し
て
い
る
市
民

・土日祝日の窓
口開設
・民間のノウハウ
を活用した滞納
者対策等

・土日祝日の窓
口を開設するこ
とにより，市民
サービスの向上
を図る。
・未納・滞納者の
対策実施

平成18年4月から，上下水道
に係るワンストップサービス
体制を構築するため，営業
業務（窓口業務，検針業務，
閉開栓業務，料金徴収等業
務，量水器管理業務，電算
処理業務）の民間委託を実
施。さらに，平成18年8月か
ら休日窓口の開設。平成22
年度から市内の業者（株式
会社暮らしサポートみよし）
へ業務委託を開始した。平
成22年度から給水装置工事
の竣工検査業務，平成23年
度から量水器の取替等業務
を委託した。

〔新しい公共（市民との協
働）〕
 地元雇用の創出と地域経
済活性化を目的として三次
市が１００％出資して設立し
た㈱暮らしサポートみよし
に，平成22年度から本業務
を委託している。さらに，本
業務とは別に，上記のとおり
委託範囲を拡大してきたこと
から 本業務の実施を通し

・民間委託が進むにつれて，
職員の知識・技術の喪失が
進み，委託業務の管理監督
能力が低下することが深刻
な課題である。このため，職
員研修の強化等が必要であ
る。

水
道
課

水道営
業業務
委託
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継
続

水道事業
計画区域
外に対する
飲用水確
保施策とし
て継続する
が，補助内
容について
は，その必
要性を考慮
しながら見
直しが必要
である。継

続

飲用水高硬度
対応設備補助
金について
は，対象の三
良坂町仁賀浄
水場系地域で
高硬度が解消
されたことか
ら，平成２４年
度で終了予
定。飲用水施
設補助金，三
次地区小規模
水道施設更新
補助金につい
ては，水道事
業計画区域以
外で,日常的に
飲用水の不足
している家庭
に対して安全
な水の確保の
ために事業の
継続は必要で
ある。

3

上水道・
簡易水
道計画
のない
一部の
地域に
対する，
安全な
水の確
保のた
め，社会
的ニー
ズがあ
る。 3

上水道・
簡易水
道の計
画区域
外で日
常的に
飲用水
が不足し
ている家
庭の
ボーリン
グ工事
費用・更
新費用
負担の
軽減に
なること
から市
民の
ニーズ
はある。
ただし，
水道の
計画区
域外等，
地域は
限定され
る

4

補助金
制度の
ため，コ
ストの削
減余地
が小さ
い。

5

上水道・
簡易水
道整備
計画と関
連させな
がら進
める必
要があ
る。

5

安全な飲用
水確保に要
する費用を
直接的に補
助する制度
であり,目的
達成への貢
献度は高
い。

5

平成23年
度に2つの
制度を新
設したこと
により，成
果があっ
た。

２次評価では、
「安全な水の確
保のため、事業
の継続は必要で
あるが，内容の
改善が必要」と
の評価となって
いる。今後は，水
道の整備計画を
踏まえながら，
ニーズに応じた
制度等の見直し
を実施していく。

11,068
市
民

対象経費の1/2
（半額）を補助。
各補助金事業で
次の対象経費上
限を設定
●飲用水施設
1～2軒は軒数×
80万円，3～8軒
は160万円＋(軒
数-2)×40万円，
9軒以上は一律
400万円まで
●飲料水高硬度
対応設備　軟水
器40万円，高硬
度対応型給湯器
20万円まで
●三次地区小規
模水道施設更新
100万円まで

生活環境基盤の
改善及び定住化
の促進

●飲用水施設補助金
　水道事業の計画区域外又
は区域内でも1年以内に給
水が開始されない区域で，
新たにボーリング及び堀井
戸方式により生活用水を確
保する際の，ボーリング又は
堀井戸の費用のほか,揚水
ポンプ，水質及び水量検査
費用の一部を補助する事
業。
●飲料水高硬度対応設備
補助金
　市が運営する上水道又は
簡易水道等給水区域内で給
水硬度が高硬度の地域で,
軟水器等を設置する費用の
一部を補助する事業。
●三次地区小規模水道施
設更新補助金（平成２３年１
２月８日～平成２６年３月３１
日）
　地域で管理している小規
模水道施設を整備されてい
る地区で，施設の老朽化に
伴い更新に要する費用の一
部を補助する事業。
「新しい公共（市民との協

今後の上水道・簡易水道の
整備状況により,制度等の見
直しが必要である。飲用水
高硬度対応設備補助金につ
いては，仁賀浄水場給水系
地域の対象事業であった
が，24年7月からは灰塚浄水
場からの送水開始により高
硬度が解消されたため、25
年度から事業廃止予定。

水
道
課

飲用水
供給施
設補助
金
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平成２４年度行政評価　事務事業評価一覧（２次評価結果）

※　各評価項目は，１～５の５段階で評価 ※　ランク：A:27～30　　B:22～26　　C:17～21　　D:12～16　　E:6～11

単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明
単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

施
策
番
号

拡大・縮小 改善の必要性H23年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

所
管

拡大・縮小 改善の必要性

分

野

大

項

目

開

始

年

度

中

項

目

定量分析

成果指標
活動指標 
単位あたり

コスト

手段の適切さ

事務
事業名

事業概要
今後の課題

（ミッションの達成との関
連）

合
計
点

目的 前年度の対応

１次 総合評価事務
事業
の対
象者
等

手段
ラ
ン
ク

H2
2年
度
評
価

活動指標

２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

H2
3年
度
評
価

市の役割 必要性

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

委託件数 件 1 1 1

業務委託件
数であり，施
設の増加・
簡易水道施
設との一括
発注によりコ
スト変動が
ある。

H
2
2

38,132,000  有収率 ％ 88 87 88

区域拡張に
より，末端部
分でのドレン
排水

H
2
3

38,355,000  

があるため，
有収率が低
い傾向にあ
る。

H
2
4

38,370,000  

公共工事
に伴う工
事負担金

件 2 1 1
1件当たり投
資した事業
費

H
2
2

53,634,000  管路延長 ｍ 2,385 2,725 4,000
負担金によ
り更新した配
管延長

H
2
3

103,237,000  

H
2
4

157,268,000  

事業数 式 1 1 1
本事業に投
資した事業
数

H
2
2

622,748,000 給水戸数 戸 13,561 13,788 13,900
本事業によ
り給水可能
となる戸数

H
2
3

532,044,000 給水人口 人 35,025 35,564 36,000
本事業によ
り給水可能
となる人数

H
2
4

599,461,000

事業数 式 1 1 1
本事業に投
資した事業
数

H
2
2

503,721,000 給水戸数 戸 4,546 4,572 4,600

本事業によ
り給水が可
能となる戸
数

H
2
3

591,632,000 給水人口 人 11,228 11,403 11,500

本事業によ
り給水が可
能となる人
数

H
2
4

614,536,000

有

6
成
果
の
向
上

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

6
成
果
の
向
上

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

8
事
務
事
業
の
効
率
化

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

7
コ
ス
ト
の
削
減

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

9
事
業
の
迅
速
化

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

継
続

事業箇所
の精査によ
る早期給水
が可能な箇
所の優先
整備など，
接続率アッ
プを図る必
要がある。

継
続

水道未普及地
域の水道施設
の整備や施設
の更新を行う
ことによって，
ライフラインの
整備拡充及び
生活基盤の改
善を図る。
また，給水区
域内の事業箇
所を精査し，
事業の見直し
を図る。5

　良質な
水質，水
量の供
給を図
り，地区
住民の
健康と生
活文化
の向上
を図るも
のである
が，全体
の給水
区域内
の市民
感覚とし
て，社会
的ニー
ズが高
い傾向
にある。

4

　水道未
普及地
域では，
各家庭
におい
て，湧き
水・渓流
水・井戸
水に依
存してお
り，一部
地域に
よって
は，渇水
期にお
ける水
不足が
深刻化し
ている。
　しか
し，全体
加入者
数から
想定す
るに市
民の
ニーズ
は高い

3

　受益者
ニーズの
再調査を
実施し，
不必要
な管路
整備を調
整する。

5

　水道事
業は，原
則として
市が経
営する。

5

　水道の整
備を行うこと
によって，
安全で衛生
的な生活用
水を安定供
給し，公衆
衛生の向上
と生活環境
の改善を図
る。

3

　加入促進
の啓発を
行い，各戸
の水道へ
の接続率
を向上させ
ることが必
要である。

　平成22年度末
の水道普及率
は，57.9%であっ
たが，平成23年
度末の普及率
は，59.4%であり
1.5ポイント上昇
しました。

591,632

簡
易
水
道
区
域
内
の
市
民

　良質な水質・水
量の供給を行
う。

　平成28年度の
上水道と統合や
水道未復旧地域
解消のためで，
公衆衛生の向上
と生活環境の改
善を図り，地区
住民の健康と生
活文化の向上を
目指すものであ
る。併せて水道
管の維持管理の
軽減を図る。

　簡易水道事業は，水道未
普及地域の解消及び安全で
安定した水の供給ができる
よう，君田町・布野町・作木
町・吉舎町・三良坂町・三和
町・甲奴町において，それぞ
れ事業推進するものです。

〔新しい公共（市民との協
働）〕
特になし

　この事業の効果指標に
は，水道普及率の向上が求
められるが，各家庭の接続
率が事業進捗率に比べ低い
ため，普及促進の啓発が課
題である。
　また，現在未普及地域は
点在しているため家屋が多
いため，いかにコスト縮減を
を図るかが課題となる。

水
道
課

簡易水
道整備
事業
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継
続

ライフライン
整備は引き
続き実施す
る必要があ
るが，拡張
区域での早
期接続と同
時に既給水
区域におい
ても接続率
向上を図る
必要があ
る。継

続

水道未普及地
域の水道施設
の整備や老朽
管の更新を行
うことによっ
て，ライフライ
ンの整備拡充
及び生活基盤
の改善を図
る。

5

　安全で
衛生的
な生活
用水を
安定供
給する
必要性
は高い。

4

　安全で
安定した
生活用
水につ
いて，市
民の関
心は高
い。

3

　上水道
の整備を
行うこと
によっ
て，配水
の能力
の向上と
維持管
理費の
削減を図
る。

5

　水道事
業は，原
則として
市が経
営する。

5

　上水道の
整備を行う
ことによっ
て，安全で
衛生的な生
活用水を安
定供給し，
公衆衛生の
向上と生活
環境の改善
を図る。

3

　事業実施
までの期間
短縮等の
向上の余
地はある。

　平成22年度末
の水道普及率
は，91.9%であっ
たが，平成23年
度末の普及率
は，93.9%であり
2.0ポイント上昇
しました。

532,044
市
民

水道施設の整備
（区域拡張・配水
管布設工事・老
朽管の更新）

　給水区域の拡
大・配水施設の
整備・施設更新
による安全で衛
生的な生活用水
を安定供給し，
公衆衛生の向上
と生活環境の改
善を図る。併せ
て水道管の維持
管理の軽減を図
る。

本市の上水道事業は，昭和
39年に創設した。
　創設後，現在第4期拡張計
画を行い，順次給水区域の
拡張を行っている、また，給
水区域内においても必要に
応じ配水管の布設・増径・老
朽管更新を行っている。
　平成23年度は，区域拡張
地区として，田幸地区（糸井
町・海渡町）・青河地区（粟
屋町）・河内地区（小文町）・
秋町地区について設計及び
配水管布設工事・加圧ポン
プ所等の工事を実施した。
　また，老朽管の更新で，畠
敷町の整備を行った。
　新規に上水道更新事業と
して，緊急時の対応を考慮
し，緊急遮断弁の設置工事
を行った。
〔新しい公共（市民との協
働）〕

　水道施設の整備（拡張事
業・配水管布設工事・老朽
管更新）を進めることにより，
更なるライフラインの整備拡
充及び生活基盤の安定を図
ること。

水
道
課

上水道
整備事
業

16
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)

魅
力
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る
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り

有

6
成
果
の
向
上

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

継
続

他事業との
一体施工に
よる経費削
減，効率化
が図られて
おり，今後
も引き続き
効率化を図
る。

継
続

　道路改良・
下水道事業等
他事業と併
せ，一体的に
上水道管の新
設・増径・更新
を行なうことに
より，経費の
削減及び施工
の効率化を図
る。

5

安全で
衛星的
な生活
用水を
安定供
給する
必要性
が高い。

4

配水能
力の向
上と経費
の削減
を図る。

3

公共工
事と同時
施工する
ことによ
り，経費
の削減を
図ってい
るためこ
れ以上
はコスト
の削減
の余地
は少な
い。 5

水道事
業は，市
が経営し
ているた
め。

5

上水道配水
管新設・増
径・更新の
経費削減の
ため

5

各担当部
署へ負担
金を支払う
ことにより，
担当部署
の発注方
法や施工
方法等，業
者間のトラ
ブルが無
く，上水道
配水管新
設・増径・
更新の経
費削減が
あり，向上
の余地は
小さい。

継続

103,237
市
民

水道施設の整備
（配水管布設工
事）

　他事業と一体
施工を行い，安
全で衛生的な生
活用水を安定供
給し，公衆衛生
の向上と生活環
境の改善を図
る。

配水管の新設・増径・更新を
他の事業（道路改良・下水
道事業）と一体施工を行うこ
とにより，事業費を安価に抑
えること及び工事が施工箇
所で競合することなくスムー
スに進捗することができる。

〔新しい公共（市民との協
働）〕
特になし

他の公共工事と一括発注に
よるものであり，整備に時間
がかかることが挙げられる。
また，水道施設の整備(配水
管布設工事）を実施すること
により，ライフラインの整備
拡充及び生活基盤の改善を
図る。

水
道
課

公共工
事に伴
う工事
負担金

15
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継
続

水道水の
高品質・安
定供給を継
続するため
に，必要な
業務であ
り，コスト削
減に努めな
がら継続す
る。

継
続

　水道事業者
が，使用料金
を受益者から
徴収して事業
運営している
ため，最終的
な責任は水道
事業者にあ
る。
　しかし，水道
事業者の技術
の継承が困難
になりつつあ
る現状を踏ま
え，水道水を
低廉で高品
質・安定供給
を継続するた
めに，本業務
は必要であ
る。

4

　市独自
では，技
術的に
困難に
なりつつ
ある浄
水場の
運転管
理につ
いて，専
門業者
へ技術
上の業
務を委
託するこ
とでの品
質向上
に対する
社会的
ニーズ
は高い。

4

　業務の
継続に
より，安
定した水
量・水質
が提供
できるた
め，市民
ニーズ
は高い。

3

　業務委
託期間を
延長する
ことによ
り，委託
業者が
先行投
資への
意欲が
でること
及び会
社自体
の技術
開発等を
積極的
にできる
メリットが
あり，コ
スト縮減
が図られ
る。

3

　民間の
施設管
理のノウ
ハウを
最大限
に活か
すため
に市の
関与を
少なくし
たほうが
良いが，
監視す
る体制
作り及び
技術力
の継承
が問題と
なる。

4

　ライフライ
ンの根幹的
施設であ
り，水質確
保と安定供
給が継続さ
れている。
よって，快
適環境の確
保に貢献し
ている。

3

　給水区域
の拡大が
進むにつ
れ，末端で
の水質確
保などに技
術を要す
る。今後成
果の向上
が更に見
込まれる。

　平成21年度か
ら簡易水道施設
と一体化して，水
道施設の運転管
理の委託契約を
行ない，コスト縮
減及び上水道・
簡易水道施設の
運転管理を高水
準に引き上げ，
さらに安全で安
定した水道水を
供給するよう五ヵ
年間の契約とし
た。

38,355

上
水
道
利
用
者
の
市
民

供用開始区域の
拡大に伴い，ポ
ンプ所・配水池
等が増加したた
め，今後委託管
理施設を追加契
約を行ない，水
道水の安定供給
に努める。

高度な水道施設
の運転管理技術
を有した業者へ
施設の運転管理
の委託を行い，
良質の安定した
水道水を継続し
て供給する。

昭和39年度に水道事業運営
の許可を受け，浅井戸を水
源とする寺戸浄水場が昭和
43年度から一部供用開始。
平成5年度に向江田浄水場
が完成し，水源を灰塚ダム
の河川表流水に求めた。平
成18年度には，クリプトスポ
リジウム対策として，寺戸浄
水場へ膜ろ過施設の整備を
行ってきた。
　平成14年度の水道法改正
に伴い，第三者委託が可能
となり，安全で安定した水道
水の供給及びコスト縮減の
ため，民間委託を実施してき
た。今後水質に対する利用
者の要求度は高まり，高度
な技術を取得した技術者が
監視することで，水道水の信
頼度を高めることができる。

〔新しい公共（市民との協
働）〕
特になし

　水道給水区域が拡大され
るに伴い，管理施設（ポンプ
所・配水池）が増加し広範囲
となっている。
　現在給水区域の浄水場の
負担割合が寺戸浄水場８，
向江田浄水場が２となって
いる。安全性の確保から６対
４となるよう，向江田浄水場
の２系列目の着手及び運転
時間の延長など浄水量を確
保する。

水
道
課

上水道
施設管
理業務
委託
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平成２４年度行政評価　事務事業評価一覧（２次評価結果）

※　各評価項目は，１～５の５段階で評価 ※　ランク：A:27～30　　B:22～26　　C:17～21　　D:12～16　　E:6～11

単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明
単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

施
策
番
号

拡大・縮小 改善の必要性H23年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

所
管

拡大・縮小 改善の必要性

分

野

大

項

目

開

始

年

度

中

項

目

定量分析

成果指標
活動指標 
単位あたり

コスト

手段の適切さ

事務
事業名

事業概要
今後の課題

（ミッションの達成との関
連）

合
計
点

目的 前年度の対応

１次 総合評価事務
事業
の対
象者
等

手段
ラ
ン
ク

H2
2年
度
評
価

活動指標

２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

H2
3年
度
評
価

市の役割 必要性

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

下水道に
関し説明
戸数

戸 367 439 500

下水道の普
及促進とし
て，最も有効
な啓発
手段である。

H
2
2

2,583  
下水道普
及率 ％ 63 67 70 普及率

供用開始
説明会 回 5 6 6

供用開始地
域での地元
説明会

H
2
3

17,633  

戸別訪問 延日数 2 8 8
下水道未接
続世帯への
戸別訪問

H
2
4

14,878  

浄化槽設
置数 基 125 112 150

浄化槽１基
当たり事業
費

H
2
2

595,432  
浄化槽処
理人口
(増加分)

人 440 370 500

本事業によ
り浄化槽処
理可能とな
る人口

H
2
3

594,259  
浄化槽処
理人口
(累計)

人 9,664 10,034 10,534

H
2
4

596,357  

処理区域
累計整備
面積

ha 359 390 423
計画的な面
整備が行わ
れている。

H
2
2

2,723,713
計画区域
内人口 人 21,621 21,657 21,400 区域内人口

H
2
3

2,747,277 整備人口 人 12,720 13,119 13,500
下水道利用
可能人口

H
2
4

2,683,154 普及率 ％ 1 1 1
処理区域内
の整備人口
の割合

設置基数 12 4 13
　設置人槽
の変化によ
る誤差

H
2
2

1,059,333
浄化槽処
理人口 人 22 8 25

水質汚濁防
止となった人
口

H
2
3

2,033,750

H
2
4

1,729,539

無

有

7
コ
ス
ト
の
削
減

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

1
6
受
益
と
負
担
の
適
正
化

事
業
規
模

有

6
成
果
の
向
上

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

無
終
了

事業完了に
より終了

終
了

平成２４年度
に和知地区の
事業完了とな
ることから，救
済措置として
の本事業は終
了する。

3

公共水
域の水
質汚濁
の防止
効果とし
て期待さ
れてい
る。

4

公共水
域の水
質汚濁
の防止
効果とし
て期待さ
れてい
る。

4

コンパク
ト型浄化
槽の導
入を行い
コスト縮
減に取り
組んでお
り削減余
地は少
ない。

3

和知地
区農業
集落排
水事業
の救済
措置で
あり，集
落排水と
同様の
関与が
必要で
ある。

4

生活環境の
都市化や農
業用水路の
水質浄化及
び公共水機
の汚濁防止

5

和知地区
の生活様
式の都市
化及び農
業用水路
の浄化を
図るもので
あり，改善
の余地は
ない。

　個人設置補助
事業への移行で
あったが，集落
排水事業の補完
としてのものであ
り平成２４年度で
廃止とする。

8,135

　
和
知
地
区
の
区
域
内

　小型合併浄化
槽設置

　区域内農業用
水路の水質改善
及び生活様式の
都市化を行う。

　本事業は，和知地区農業
集落排水事業の補完事業と
して取り組まれたものであ
る。本制度は，和知地区に
おいて農業集落事業の整備
効率によりやむなく除外され
た家屋の救済措置として運
用されたもので，農業集落
排水と同様に生活様式の改
善及び農業用水路の水質浄
化並びに公共水域の水質汚
濁を防止するものである。

　和知地区の浄化槽市町村
設置事業は平成２４年度ま
での救済措置であったた
め，平成２５年度以降は個
人設置補助事業に移行す
る。

下
水
道
課

浄化槽
市町村
整備推
進事業
(和知
地区)
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継
続

水質汚濁
防止，生活
様式の変
化への対
応など，下
水道整備
の意義は
大きいの
で，コスト縮
減に努め，
計画的な整
備により推
進する。拡

大

　下水道整備
を主目的とし
た都市計画税
の導入もあ
り，早期の整
備が必要であ
る。また，快適
な都市環境と
公共水域の改
善を図るうえ
でも，本事業
は必要であ
る。 予

算
額

5

　住民
ニーズも
高く早期
の管路
網整備
（面整
備）を行
い，快適
な都市
環境及
び公共
水域の
改善を
行う必要
がある。

5

　下水道
整備を
主目的と
した都市
計画税
の導入
により，
早期の
下水道
整備が
求めら
れてい
る。ま
た，快適
な都市
環境を
提供す
ることに
より宅内
のバリア
フリー化
や公共
水域の
改善が
求めら
れてい
る。

4

　下水道
整備コス
トの軽減
を図るた
め，小口
径マン
ホールの
積極的
採用の
ほか傾
斜地内
の下水
管路急
勾配の
採用を取
り入れる
など改善
の余地
がある。

5

下水道
法第３条
により，
市が設
置するこ
とと規定
してあ
る。

5

　下排水路
化した水路
への汚濁水
量が緩和さ
れ，北溝川
等の公共水
域において
水質改善が
図られてい
る。また，洋
式トイレの
普及により
宅内におけ
るバリアフ
リー化など
も進み生活
環境が改善
している。

4

市民の快
適環境の
創造には
不可欠で，
改善余地
は少ない。

　平成23年度の
評価は継続事業
となっており，引
き続き市民生活
の改善及び公共
水域汚濁の改善
を図っていく。

1,070,614

　
下
水
道
区
域
内
に
居
住
す
る
市
民
お
よ
び
事
業
所

　下水道管路網
の整備及び汚水
処理場の整備

　汚水を集合し
処理場で浄化す
ることで公共水
域の汚濁軽減を
図り，各家庭お
よび事業所の洋
式トイレによるバ
リアフリー化に伴
い市民生活の質
的改善を図る。

三次処理区においては，平
成2年に事業着手また，三良
坂処理区については平成7
年に事業着手した。
　
三次処理区　　　　　　　三良
坂処理区
全体処理区面積
1,010.0ha
80.0ha
現在の認可面積
674.0ha
80.0ha
H23年度末整備面積
327.7ha
62.0ha

　下水道事業はその整備に
多くの財源と工事期間を要
することから，各年度の整備
施工量を平準化することに
より財政負担を軽減する必
要がある。

下
水
道
課

公共下
水道事
業

22
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無
継
続

公共下水
道等の計
画区域外で
の生活環
境改善のた
め，計画的
に事業を
行っていく
ことが必要
であり，そ
の負担（制
度）につい
ては，他事
業とのバラ
ンスを考慮
して常に検
証する。

継
続

　公共下水道
等の整備区域
は限定される
が，その区域
を除いた地域
における水質
汚濁防止対策
としての浄化
槽の設置は，
有効な施策で
ある。

5

河川等
の水質
悪化の
進行に
より，環
境意識
に変化
が現れ，
水質汚
濁の防
止等で
生活環
境の保
全の社
会的
ニーズ
は高い。

5

公共下
水道等
の処理
施設の
ない地
域住民
の生活
環境の
改善など
で，市民
ニーズ
が高い。

4

市設置
浄化槽
設置事
業により
整備した
汚水処
理経費と
同様の
水準にな
るよう平
成２２年
度より補
助金の
増額も実
施してき
ており，
コスト削
減の余
地は少
ない。

5

国・県か
らの交
付金・補
助対象
審査等
の事務
もあり，
市の関
与は不
可欠で
ある。

4

家庭排水を
浄化するこ
とで，河川
等の水質改
善をするこ
とに一定の
成果を得
た。公共下
水道の整備
範囲の縮小
による代替
手段として
の，効果は
大きい。 5

市民の快
適環境の
創造のた
めには不
可欠で，改
善の余地
はない。

平成23年度の評
価では，継続と
の評価を受けて
いる。
近年は，年間
120基程度の実
績であるが，生
活環境改善のた
め積極的に事業
を推進していく。

66,557

公
共
下
水
道
，
特
定
環
境
公
共
下
水
道
，
農
業
集
落
排
水
，
市

町
村
設
置
浄
化
槽
対
象
地
域
を
除
く
市
内
全
域
に
お
い
て
，
住

宅
に
浄
化
槽
を
設
置
す
る
者

申請に基づき補
助金を交付す
る。

公共用水域の水
質汚濁を防止
し，生活環境の
改善を図る。

　この事業は，生活排水によ
る公共用水域の水質汚濁を
防止し，もって生活環境の保
全及び公衆衛生の向上に寄
与することを目的に，公共下
水道，特定環境公共下水
道，農業集落排水，市町村
設置浄化槽対象地域を除く
市内全域のうち，住宅に小
型合併浄化槽を設置する者
に対して，補助金を交付する
ものである。
補助限度額　５人槽　４６９，
０００円, ７人槽　６４５，０００
円，１０人槽　８６４，０００円
となっている。
平成２３年度実績　１１２基
，　総事業費　６５，１１０千
円

〔新しい公共（市民との協
働）〕
　受益と負担の適正化

県の財政事情の悪化によ
り，県からの補助金は減額
傾向にある。
住民に対する補助金は，従
来どおりとしているため，財
源の確保は必要である。

下
水
道
課

小型浄
化槽設
置整備
事業補
助金

16
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4

)

安
全
で
快
適
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活
環
境
づ
く
り

有

1
1
外
部
委
託
・
民
営
化
の
推
進

拡
大

下水道接
続率の向
上は，下水
道整備の
目的の達
成と下水道
事業の安
定経営及び
運営を図る
ために不可
欠であり，
強く求めら
れているも
のである。
このため，
引き続き，
接続率向
上に向けて
積極的な普
及啓発活
動を推進す
る必要があ
る。

継
続

　年金暮らし
であるという金
銭的な要因や
高齢者のみ世
帯また，後継
者が帰ってこ
ない等の理由
で，下水道へ
の接続をされ
ていないご家
庭が多く存在
している。しか
しながら，下
水道への接続
は，下水道法
により規定さ
れており，『下
水道接続強化
キャンペーン
月間』の様な，
未接続家庭を
職員が訪問し
て，下水道接
続に向けた普
及促進の活動
を粘り強く進
めていく必要
がある

4

生活環
境の向
上，保全
のため，
社会的
ニーズ
が高く必
要不可
欠な事
業であ
る。

3

学校・地
域コミュ
ニティ等
で下水
道講座
を実施
するなど
市民か
らの関
心度は
高い。し
かし接続
状況は，
接続状
況は，供
用開始
から時
間や地
域による
温度差
もあり，
まちまち
である。

5

普及促
進のマ
ニュアル
化や活
動は成
熟してお
り，コスト
削減する
ことは難
しい。

2

民間委
託は可
能であ
る。

4

下水道の目
的を達成す
るために
は，不可欠
なものであ
る。

3

説明会や
戸別訪問
は，とても
有効な手
段である。

改善点は特にな
し。

7,741

下
水
道
供
用
開
始
区
域
内
の
住
民
・
事
業
所
等

下水道事業の目
的(汚水を適正に
処理することに
より環境衛生の
向上が図られる)
について理解を
深め，下水道へ
の接続を促進す
る。

下水道が利用で
きる家庭・事業
所等がすべて下
水道へ接続す
る。

　公共下水道や農業集落排
水施設の管理運営費は，使
用料で賄うのが基本である。
そのためにも，下水道が供
用開始となった区域にお住
いの方に対する下水道への
接続を早期にしてもらう必要
がある。
　具体的には，下水道等事
業説明会や供用開始説明
会での下水道への接続に向
けて住民理解をして頂く活動
の継続とともに，昨年度から
取り組んでいる，『下水道接
続強化キャンペーン月間』と
いった下水道等供用開始区
域にお住まいで、未接続の
ご家庭を職員が，訪問して
下水道への接続促進に向け
ての活動も重要である。

〔新しい公共（市民との協
働）〕
激変する財政状況への対応
として，受益と負担の適正化
が求められている。

下水道への接続は，下水道
法では接続義務が課せられ
ているものの，施設を改造し
接続工事の経費が必要であ
るため，社会の経済的な状
況などに左右されやすい。
昨年度は，1月を下水道接
続強化キャンペーン月間とし
て，旧三次市内の十日市
中・東地域及び三良坂町・吉
舎町・甲奴町を対象に下水
道への未接続家庭を職員が
訪問し，下水道必要性の説
明と下水道接続について理
解を求めた。自主財源確保
の面からも，下水道へ接続
がされていない住民・企業に
対する加入促進について
は，粘り強く取り組む必要が
ある。

下
水
道
課

下水道
接続普
及促進
事務

11

28 A 継
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平成２４年度行政評価　事務事業評価一覧（２次評価結果）

※　各評価項目は，１～５の５段階で評価 ※　ランク：A:27～30　　B:22～26　　C:17～21　　D:12～16　　E:6～11

単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明
単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

施
策
番
号

拡大・縮小 改善の必要性H23年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

所
管

拡大・縮小 改善の必要性

分

野

大

項

目

開

始

年

度

中

項

目

定量分析

成果指標
活動指標 
単位あたり

コスト

手段の適切さ

事務
事業名

事業概要
今後の課題

（ミッションの達成との関
連）

合
計
点

目的 前年度の対応

１次 総合評価事務
事業
の対
象者
等

手段
ラ
ン
ク

H2
2年
度
評
価

活動指標

２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

H2
3年
度
評
価

市の役割 必要性

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

処理区域
累計整備
面積

ha 21 21 21

計画的な面
整備と処理
場整備が行
われている。

H
2
2

6,072,946  
計画区域
内人口 人 1,150 1,150 1,150 区域内人口

H
2
3

1,820,460  整備人口 人 883 903 903
下水道利用
可能人口

H
2
4

1,546,143  普及率 ％ 88 90 90
処理区内の
整備人口の
割合

管路延長 ｍ 2,960 5,740 5,755
事業の計画
的進捗度

H
2
2

104,067  
水洗化人
口 人 273

早期の供用
開始による
目標成果の
達成

H
2
3

82,260  
水洗化割
合 ％ 32

目標の達成
率

H
2
4

85,428  

旅館業の
認可件数 件 3 20

旅館業の認
可件数

H
2
2

参加者数 人 200
農家民泊な
どの田舎体
験参加者

H
2
3

2,241,000

H
2
4

463,400

補助金申
請数 件 60 76 100

5ヵ年にわた
る事業なの
で年々補助
対象件数は
増加してい
る。

H
2
2

65,567
新規該当
件数 件 16 19 24

申請者には
家族がいる
ものがほと
んどであり，
定住人数で
は左記数字
の2倍以上
の人数にな
る。

H
2
3

80,605

H
2
4

91,972

有

1
0
効
果
の
検
証

（
行
政
評
価

）

有

3
市
民
と
行
政
の
役
割
分
担
の
見
直
し

無

有

7
コ
ス
ト
の
削
減

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

4
内
容
の
改
善

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

継
続

他市の定
住対策との
比較や，こ
の制度を活
用した転入
者から聞き
取りして事
業の検証を
行い，より
三次市を選
んでもらえ
る条件につ
いて研究を
続けていく
ことが必要
である。

継
続

　財政規模の
縮小が予想さ
れることで，移
住者への将来
的な支援方法
を検討する必
要がある。

3

人口の
増加に
対する
要望は
大いに
あると考
えられ
る。

3

定住対
策に対
する市
民ニー
ズは高
い。

3

新築の
評価から
リスト
アップま
で資産
税係が
行ってお
り，実際
の交付も
資産税
係が行う
ことによ
り，ス
ムーズな
事務の
執行が
行われる
ため，資
産税係
が事務を
司り，定
住促進
係は制
度の周
知等，広
報活動
に特化
すべきで

5

個人情
報を取り
扱う業務
でもある
ため，市
が実施
すること
がふさわ
しい。

3

人口増加の
推進施策と
して効果が
ある。

3

市内外に
対して施策
のＰＲが必
要である。

利用者の意向調
査や他市の定住
施策の研究は実
施していない。

6,126

　
全
国
の
本
市
移
住
希
望
者
の
う
ち
制
度
の
対
象
者

　所定の要件を
満たすものに宅
地奨励金，新築
奨励金として補
助金を支払う。

　多くの人に三
次市を選び定住
していただく。

　市外住民が三次市に居住
するための支援の一つとし
て行う補助事業で，三次市
移住者に対し固定資産税納
税額を向こう5年間補助する
もの。
　○宅地購入奨励金は，市
などの所有する対象分譲地
を購入された場合の土地に
係る固定資産税の納税額
　○新築奨励金は，家屋を
新築または購入された場
合、家屋にかかる固定資産
税の納税額
　いずれも市外からの移住
者で，移住した日から1年以
内の人

〔新しい公共（市民との協
働）〕
なし

　効果の検証を行いながら
制度内容の見直しと，将来
に向けて継続していくかどう
かの検討を始める時期が来
ている。

観
光
交
流
課

宅地購
入・新
築奨励
金事業

20
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３
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づ
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(

5

)

魅
力
あ
る
地
域
づ
く
り

有

8
事
務
事
業
の
効
率
化

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

継
続

設立した協
議会が自
立した運
営，活動を
行えるよう，
サポートす
る必要があ
る。

継
続

行政のかかわ
り度合いを下
げることは，将
来の自立した
運営に向け必
要と考える。

3

中山間
地域の
定住や
賑わい
による活
性化が
求めら
れている
中で社
会的
ニーズ
は高い。

3

中山間
地域(特
に周辺
部)の定
住や賑
わいによ
る活性
化は必
要である
ため，市
民ニー
ズは高
いと思わ
れる。2

協議会
への移
行と順調
に運営
するまで
の当面
の間は，
市が関
与しなけ
れば進
まないと
思うが，
行政依
存ではな
く将来的
な自立
活動に
向けた検
討は必
要であ
る。

3

旅行業
や宿泊
業，農林
業などの
専門的
な知識
が必要
であるた
め，それ
らの専
門機関
及び専
門業者
が行うこ
とは必要
である。

4

地域の隠れ
た魅力を地
域の人々の
力で掘り起
こし，それを
材料にした
都市住民と
の交流活動
により地域
の活力を創
出すること
は重要であ
る。

3

協議会へ
の移行と順
調な運営
ができるま
では，それ
なりにコス
トがかかる
と思うが，
将来的な
自立での
運営に向
けた検討
は必要で
ある。

準備会には11団
体の加入となっ
た。自立した活
動になるための
検討を行ってい
る。

6,723

　
三
次
市
長
期
宿
泊
体
験
協
議
会

(

設
立
準
備
会

)

・
こ
の
協
議
会
で
取
り
組
む
活
動
で
経
済
波
及
効
果
を
享
受
す

る
全
て
の
団
体
，
企
業
，
行
政

協議会が実施す
る田舎ツーリズ
ム活動を支援・
補助する。

実施主体である
協議会を中心に
地域の経済的活
性化や社会的活
性化を図る。ま
た，来られた
人々をみよしや
三次産品のファ
ンにし，定住や
新規就農を図る
ことで地域の活
性化につなげ
る。

　三次(地域)の宝（自然，
祭，町並み，人材）を掘り起
こし，みよし（地域）の人々が
楽しみながら，みよし(地域)
の経済的活性化や地域活
性化を図り，来られた人々に
みよし(地域)や，三次産品の
ファンになっていただき，定
住や新規就農を図ることを
目的として，平成２２年度に
設立するための準備会を立
ち上げ準備を続けている。
平成２４年度には協議会へ
の移行を目指している。

〔新しい公共（市民との協
働）〕
　中山間地域の田舎ならで
はの魅力を都市住民にア
ピールし，これを観光資源と
して活かす取組は市民との
協働活動である。またこの活
動を自立させることができれ
ば新しい公共となると思わ
れる。

　協議会へのスムーズな移
行と自立運営。

観
光
交
流
課

みよし
田舎
ツーリ
ズム協
議会補
助事業

22
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続
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(

5

)

魅
力
あ
る
地
域
づ
く
り

無
終
了

事業完了に
より終了と
する。

終
了

　事業の限度
工期は平成24
年度となって
おり，本年度
で事業終了と
なる。

4

　農村部
の生活
様式の
都市化
による定
住促進
及び公
共水域
の水質
汚濁へ
の対応
が望ま
れてい
る。 5

　本事業
の事業
参加者
は90％と
高く又，
事業推
進のた
めの推
進団体
が組織さ
れており
住民
ニーズ
は高いも
のとなっ
ている。

5

　小型マ
ンホール
の採用
によるコ
ストの縮
減を図っ
ており
又，マン
ホール間
距離や
急勾配
配管によ
る掘削深
の改善
などコス
トの縮減
を図って
いる。

4

　集合処
理するこ
とによ
り，目的
の早期
発現が
期待され
生活様
式の都
市化及
び用水
路の汚
濁改善
の推進
が図ら
れる。

5

　農村部の
生活環境の
都市化及び
農業用水改
善と公共水
域の水質汚
濁の軽減を
図る。

5

　集合処理
と個別処理
の住み分
けをしてお
り，改善の
余地はな
い。

　継続事業となっ
ており，計画通り
平成２４年度完
了を行う。

472,171

　
地
区
内
の
住
民

　各戸までの下
水管路網整備及
び汚水処理施設
の整備

　本地区の地区
住民の生活環境
の改善及び農業
生産の為に行う
農業用水の水質
改善

　和知地区の農業用排水路
は，近年の生活様式の変化
により農業用排水路の水質
汚濁により，農業生産に影
響を与えでおり水質の浄化
が課題となっている。また，
農村部においても都市と同
様の洋式トイレによる水洗化
等により生活環境の改善並
びに定住環境の促進を図る
必要がある。
　また，集合処理による汚水
処理は組織された地区事業
推進組織により，短期間に
地区の水洗化及び用水路等
公共水域における水質改善
を図ることを目標としてい
る。

　限度工期であった，平成２
４年を達成する見込みから
特に課題はない。

下
水
道
課

農業集
落排水
水資源
循環統
合補助
事業
（和知
地区）
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な
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り

有

7
コ
ス
ト
の
削
減

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

継
続

下水道整
備の必要
性に鑑み，
計画的な整
備を進める
とともに，接
続率向上
の取組も進
めていく必
要がある。

継
続

　下水道整備
は，快適な都
市環境と公共
水域の改善を
図るうえで早
期の整備が望
まれる。

5

　住民
ニーズも
高く早期
の管路
網整備
（面整
備）を進
め，快適
な都市
環境及
び公共
水域の
改善を
行う必要
がある。

4

　快適な
都市環
境を提
供するこ
とにより
宅内の
バリアフ
リー化や
公共水
域の改
善が求
められて
いる。半
面，接続
率向上
の課題
がある

4

　下水道
整備コス
トの軽減
を図るた
め，小口
径マン
ホールの
積極的
採用を図
るほか急
傾斜地
内の下
水管急
勾配の
採用を取
り入れる
などの改
善の余
地があ
る。

5

　下水道
法第３条
により，
市が設
置するこ
とと規定
してあ
る。

5

　下排水路
化した水路
への汚濁水
量が緩和さ
れ，農業用
水路等の公
共水域にお
いて水質改
善が図られ
ている。ま
た，洋式トイ
レの普及に
より宅内に
おけるバリ
アフリー化
なども進み
生活環境が
改善してい
る。

4

　市民の快
適環境の
創造には
不可欠で，
改善余地
は少ない。

　平成23年度の
評価は継続事業
となっており引き
続き市民生活の
改善及び公共水
域汚濁の改善を
図っていく。

37,993

　
下
水
道
区
域
内
に
居
住
す
る
市
民
お
よ
び
事
業
所

　下水道管路網
の整備及び汚水
処理場の整備

　汚水を集合処
理で浄化するこ
とで公共水域の
汚濁軽減を図
り，各家庭およ
び事業所の洋式
トイレによるバリ
アフリー化に伴
い市民生活の質
的改善を図る。

　布野処理区は,平成12年度
に事業着手した。

　全体処理区面積
30.0ha
　現在の認可面積
30.0ha
　H23年度末整備面積
20.9ha　→　整備割合　69.7%

　下水道事業管路網整備に
多くの財源と工事期間を要
することから，各年度の整備
施工量を平準化することに
より財政負担を軽減する必
要がある。

下
水
道
課

特定環
境保全
公共下
水道
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平成２４年度行政評価　事務事業評価一覧（２次評価結果）

※　各評価項目は，１～５の５段階で評価 ※　ランク：A:27～30　　B:22～26　　C:17～21　　D:12～16　　E:6～11

単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明
単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

施
策
番
号

拡大・縮小 改善の必要性H23年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

所
管

拡大・縮小 改善の必要性

分

野

大

項

目

開

始

年

度

中

項

目

定量分析

成果指標
活動指標 
単位あたり

コスト

手段の適切さ

事務
事業名

事業概要
今後の課題

（ミッションの達成との関
連）

合
計
点

目的 前年度の対応

１次 総合評価事務
事業
の対
象者
等

手段
ラ
ン
ク

H2
2年
度
評
価

活動指標

２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

H2
3年
度
評
価

市の役割 必要性

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

協力隊員
の人数 人 3 4 4

地域おこし
協力隊人数

H
2
2

4,718,333  
受入団体
数

団体 4 5 4 受入団体数

H
2
3

6,056,000  

H
2
4

5,498,700  

相談会の
参加回数 回 3 3 2

都市で開催
される定住
相談会への
参加回数

H
2
2

94,667  相談者数 人 10 15 20 相談者数

H
2
3

63,333  

H
2
4

212,860  

空き家バ
ンク登録
件数

件 14 26 35
年々増加傾
向にある

H
2
2

501,214
空き家利
用人数 人 25 30

空き家バン
ク登録物件
に居住した
人数

空き家利
用相談数 件 129 131 150

わずかでは
あるが増加
傾向にある

H
2
3

371,962
リフォー
ム補助件
数

件数 4 5 5
リフォーム補
助を受けた
件数

補助金交
付件数 件 4 5 5

補助金交付
件数

H
2
4

421,943

補助金交
付件数 件 5 5 5

補助金交付
件数

H
2
2

262,000 参加人数 人 737 1,364 1,000
実績報告書
記載の事業
参加人数

H
2
3

253,600

H
2
4

272,680

有

5
終
期
の
設
定

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

3
市
民
と
行
政
の
役
割
分
担
の
見
直
し

有

8
事
務
事
業
の
効
率
化

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

1
0
効
果
の
検
証

（
行
政
評
価

）

有

5
終
期
の
設
定

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

終
了

 単なる補
助金交付と
いう市の関
わり方は終
了すべき段
階にきてお
り，来年度
以降は別
事業への
移行をすべ
きである。

終
了

　補助金交付
から，コーディ
ネーター的役
割を担うことへ
行政の関わり
方を転換する
ことで，市民自
身がより主体
的に地域づく
りに取り組む
ことを目指して
おり，平成25
年度以降はが
んばる地域支
援事業・がん
ばる産業支援
への移行を想
定しているた
め。

5

　大学等
と連携
し，市民
自身が
主体的
に地域
づくりに
取り組む
ことは，
社会的
ニーズに
合致して
いる。

3

　申請・
事業実
施に至ら
ないまで
も，問い
合わせ
等もあ
り，潜在
的なニー
ズはあ
る。

1

　今年
度，補助
率を
10/10→
2/3に変
更し，平
成25年
度以降
は，がん
ばる地域
支援事
業・がん
ばる産業
支援へ
の移行を
想定して
いる。

2

　補助金
交付とい
う直接的
支援か
ら，コー
ディネー
ターの役
割を担う
等の側
面的支
援に転
換してい
く時期で
ある。4

　補助金の
交付によ
り，市民団
体等が「大
学等を積極
的に生かし
たまちづく
り」に取り組
むきっかけ
となる。

3

　今年度か
ら補助率を
10/10→
2/3に変更
し，職員が
コーディ
ネーターと
して事業に
関わり，成
果の向上
を図る。

　事業効果を検
証し，成果を広く
周知するため，
成果報告会を開
催した。

1,268
市
民

（
住
民
自
治
組
織
，
N
P
O
法
人
等
の
概
ね
1
0
人
以
上
の
市

民
で
構
成
さ
れ
る
団
体

）

　総事業費の
2/3以内（上限20
万円）の補助金
を交付する。
　職員は，必要
に応じて，コー
ディネーター的
役割を担い，進
捗状況等の確認
を行う。

　包括連携協力
協定を締結して
いる大学等を貴
重な知的資源と
位置づけ，大学
等との連携を通
じて，魅力ある地
域づくりを促進
し，住民満足度
の向上を図る。

　三次市の住民自治組織，
NPO法人等の概ね10人以上
で構成される団体が，大学・
短期大学等と連携協働し
て，本市の個性を活かした
活力と潤いのある豊かなま
ちづくりを図ることを支援す
るものである。
　上記のために要する経費
を補助金として交付するとと
もに，必要に応じて大学等
の紹介を行う。

〔新しい公共（市民との協
働）〕
　平成23年度で要綱期間が
終了したため，今年度新た
に要綱を制定し，補助率を
10/10→2/3に変更し，1年限
りの補助事業とした。
　今年度は職員がコーディ
ネーター的役割を担うととも
に，進捗状況の確認を行うこ
ととし，平成25年度以降は，
がんばる地域支援事業・が
んばる産業支援への移行を
想定しており，市民自身が
主体的に地域づくりに取り組

　大学等の知の力を活用し
た研修会等の開催や，第三
者の視点を活かした地域資
源の掘り起こしや魅力向上
のための取組が行われてい
るが，地域が抱える課題の
解決に向けた中長期的な計
画・体制づくりが必要であ
る。一部の地域では，大学・
学生との連携が継続した取
組に発展しつつあり，本事業
を契機として，今後はより広
がりのある取組となるよう
に，側面的な支援を継続し
ていく必要がある。

企
画
調
整
課

地域大
学等連
携事業
補助金
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有

1
1
外
部
委
託
・
民
営
化
の
推
進

継
続

空き家バン
クへの登録
事務に関し
て，地域事
情に詳しい
住民の協
力を得るな
どにより空
き家バンク
の登録件
数が増加す
ることも考
えられる。継

続

高度な技術を
必要としない
ことから部分
的には民間へ
の委託が可能
と思われる。
空き家バンク
利用者が増加
傾向であるこ
とから，補助
制度について
上限額や補助
率の低減など
より多くの利
用者に行き渡
るよう検討す
る余地があ
る。

4

少子高
齢化が
進む周
辺地域
では，地
域内人
口を増
やすこと
が課題と
なってい
る。社会
的ニー
ズはあ
る。田舎
暮らしの
ニーズ
は年々
高くなっ
ている
為，社会
的な必
要性は
高い。

3

特に周
辺部で
は，交流
人口と地
域内人
口が増
加するこ
とで地域
の活性
化が図
られるた
め市民
ニーズ
は多いと
思われ
る。人口
増加に
対する
市民
ニーズ
(人口減
少に対
する不
安）は大
きい。

3

各住民
自治組
織内で
独自に
取り組み
を行うこ
とは可能
である
が，市内
全域の
空き家の
紹介窓
口を1箇
所で行う
ほうが効
率が良
いため，
三次市
の関与
は必要と
思う。リ
フォーム
にかかる
費用は，
定住希
望者の
ニーズを
聞きなが

3

事務そ
のもの
は，高度
な技術を
要しない
ため，三
次市の
施策を
熟知し，
三次市
に愛着
のある
人(団体)
であれ
ば可能。

3

少子高齢化
が進み地域
内の活力が
減少してい
る中にあっ
ては，定住
者や交流人
口が増える
ことは目的
に合うと考
える。人口
増加の施策
を積極的に
推進するこ
とは重要で
ある。

3

空き家所
有者に対
する周知方
法は検討
の余地が
ある。

　広報において
は三次市ホーム
ページに物件情
報を掲載し始め
たところバンク登
録と利用希望者
が大幅に増え
た。民間委託に
ついては今のと
ころ何も取り組
んでいないが，
今後の検討課題
として考える。

9,671

　
空
き
家
所
有
者
及
び
空
き
家
を
利
用
し
居
住
を
希
望
さ
れ
る

人

。
全
国
の
本
市
移
住
希
望
者
の
う
ち
空
き
家
バ
ン
ク
登
録
物

件
購
入
者

　空き家をバンク
登録し，それを
空き家の利用希
望者に提供す
る。
利用を促進する
ため空き家購入
者にリフォーム
代の一部を補助
する。

　三次市に存す
る空き家の有効
利用をとおして，
市民と都市住民
の交流の拡大と
定住促進，地域
の活性化を図る
ことを目的とす
る。

　市内の空き家を市外など
からの移住者に提供するた
め，バンクへの登録と移住
希望者への紹介を行ってい
る。
　定住される方の住居として
の有効利用を行い，市民と
都市住民の交流の拡大と定
住促進，地域の活性化を図
る。
　事務作業は，バンク登録を
希望される所有者から申請
を受け，バンク登録しデータ
ベース化する。また，空き家
の利用希望者が相談に来ら
れたらデータベースの中か
ら条件に合致するものを紹
介する。
　金銭的な支援として，空き
家バンクに登録された物件
を市外の方が移住目的で購
入し，リフォームする場合に
150万円（補助率2/3但し，小
学以下の子同伴の場合は
補助率10/10）を上限に補助
する。

〔新しい公共（市民との協

　空き家の利用希望者と比
較して登録物件数は少な
い。空き家所有者にこの制
度を知らせることが課題であ
る。
　所有者に直接知らせること
は難しいので地域の人から
の口コミが頼りである。
　利用希望者の増加とともに
補助金の申請者も増えてい
る。多数の人に支援するた
め上限額を下げることを検
討してゆく。

観
光
交
流
課

空き家
バンク
登録・
紹介事
業

19

18 C 継
続

縮
小

第
６
 

都
市

216

３
都
市
の
魅
力
づ
く
り

(

5

)

魅
力
あ
る
地
域
づ
く
り

有

6
成
果
の
向
上

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

継
続

定住対策
は他市との
競争も激し
くなってお
り，三次市
の売り込み
を積極的に
行うことは
重要であ
る。対象者
をどうやっ
て集め，三
次市の魅
力をつたえ
れるのか，
限られた予
算でもある
ので，場所
や日時や
広報手段な
ど効果的な
やり方を追
求していく
必要があ
る。

継
続

　都市住民に
三次市の魅力
を直接会って
伝えることは
重要なことで
あるし，結果と
して人口増に
繋がることは
地域の活力の
維持向上に直
結することか
ら継続して実
施する必要が
ある。3

　人口を
増やし地
域の賑
わい創
出は必
要であ
る。また
都市住
民に直
接会って
三次市
の魅力
を伝える
ことは数
少ない
機会でも
ある。

4

　人口増
による地
域の賑
わいは，
地域の
活性化
につな
がること
から市
民ニー
ズは高
いと思わ
れる。

3

　移住希
望者と直
接面会し
て三次
市の魅
力を伝え
るために
はコスト
がそれな
りにかか
るが，他
の手段も
検討する
必要もあ
る。

2

　三次市
の魅力
の発信
は，市職
員でなく
ても三次
市の緒
施策に
詳しく愛
着のあ
る人であ
れば可
能。

4

　都市との
交流や定住
により地域
が活性化し
賑わいを取
り戻すこと
は，重要で
ある。

3

　移住希望
者に対し三
次市の良さ
を伝える方
法として
は，妥当な
手段であ
り，あまりコ
ストの削減
余地はな
い。

　今年は関東地
方（東京）で開催
される定住フェア
に参加し，三次
市の魅力ある定
住施策の説明と
併せ，災害の少
ない地域である
こともアピールす
る予定にしてい
る。

190

　
三
次
市
へ
移
住
を
検
討
さ
れ
て
い
る
都
市
住
民

。

　市外の移住希
望者(特に都市
部)に直接会っ
て，三次市が住
みやすく魅力あ
ふれる場所だと
伝える。

　都市住民との
交流や定住によ
る地域の賑わい
を創出する。

　都会の田舎暮らしをしてみ
たい方々に三次市の魅力を
伝え，三次市に定住してもら
う活動を行っている。
　都市で開催される定住フェ
ア（相談会）に参加し，三次
市の各種施策，豊富な自
然，企業情報などの魅力を
紹介する。

〔新しい公共（市民との協
働）〕
なし

　他の多くの市町も同じ目的
で取り組んでいる。他とは違
う三次市独自の魅力を紹介
しなければならない。

観
光
交
流
課

定住相
談会

20 C 継
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有

2
市
民
と
行
政
の
協
働
と
連
携

継
続

当初予定
の事業期
間が近いこ
とから，事
業成果につ
いて整理す
るとともに，
地域での自
主的な類似
事業の展
開について
も可能性を
検討する。継

続

　地域に根差
した活動を進
めるには隊員
と地域住民と
の信頼関係を
築く必要があ
るがこれには
時間がかかる
場合もある。
また本事業は
短期間で成果
が表れるもの
ではないので
長期的な検証
が必要である
と考える。

2

地域活
性化に
やる気
のある
都市住
民を，地
域社会
の新た
な担い
手として
の人材
を育成
するとい
う施策と
して実施
してい
る。地域
外の人
材を地
域に根
差した活
動をさせ
るには
受入団
体に相
当の労
力が必
要である

2

地域の
活性化
について
は市内
全域共
通の課
題であ
る。
外部の
人材を
受入れ
地域の
担い手と
しての活
動を推
進するこ
とは必要
とされて
いる。

4

生活給
と，生活
手段を保
障する必
要があ
り，必要
最低限
の経費
で実施し
ている。

5

本事業
に伴う地
域活動
は市か
ら委嘱を
受けるこ
とが条件
となって
おり，市
の関与
が必要
である。

3

人口が減少
している本
市におい
て，都市等
外部からの
人材を誘致
し，実際に
生活し地域
活動を行う
ことは目的
に適合して
いる。

4

本事業を
地域活性
化と定住促
進につなげ
る工夫が
必要。
新たな人材
を求める際
には，その
人選方法
に工夫が
必要。

　隊員が地域へ
溶け込み，地域
住民の期待に応
えられ，将来的
に地域に定着で
きるよう受入団
体や隊員ととも
にフォローを行っ
ている。

24,224

　
地
域
お
こ
し
協
力
隊
員
に
地
域
お
こ
し
活
動
を
希
望
す
る
市

内
の
住
民
自
治
組
織
等

　受入地域(住民
自治組織等)の
まちづくりビジョ
ンを進めていく担
い手としての具
体的活動を，受
入地域の指揮，
監督のもとに推
進していく。

　受入地域のま
ちづくりビジョン
を進めていく担
い手としての具
体的活動を推進
し，地域の活性
化を促進する。

　３大都市圏をはじめとする
政令指定都市等に生活の拠
点を置く住民を概ね１～３年
間本市に居住させ，農林水
産業，水源保全・監視活動，
環境保全活動及び住民の生
活支援並びに地域おこしの
支援を行い，最終的に協力
隊員が本市に定着すること
を目的とする。
　現在，神杉・青河・和田の3
住民自治組織に2名が，川
西自治連合会に1名の計3名
が4地域で活動している。

〔新しい公共（市民との協
働）〕
　協力隊の地域おこし活動
が，今後の各地域の新たな
公共の取組のきっかけづくり
を行うことになれば良いが，
今は余力がないためそこま
で手を広げられない。

　地域おこし協力隊員が地
域住民の要望に応えられる
か，新たな視点でまちづくり
活動ができるのか，地域の
期待は大きい。隊員に対す
る地域住民のニーズと隊員
の長所や特性をうまく融合さ
せながら，任期後の定着に
つなげられるよう支援してい
く。

観
光
交
流
課

地域お
こし協
力隊事
業

22
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平成２４年度行政評価　事務事業評価一覧（２次評価結果）

※　各評価項目は，１～５の５段階で評価 ※　ランク：A:27～30　　B:22～26　　C:17～21　　D:12～16　　E:6～11

単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明
単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

施
策
番
号

拡大・縮小 改善の必要性H23年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

所
管

拡大・縮小 改善の必要性

分

野

大

項

目

開

始

年

度

中

項

目

定量分析

成果指標
活動指標 
単位あたり

コスト

手段の適切さ

事務
事業名

事業概要
今後の課題

（ミッションの達成との関
連）

合
計
点

目的 前年度の対応

１次 総合評価事務
事業
の対
象者
等

手段
ラ
ン
ク

H2
2年
度
評
価

活動指標

２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

H2
3年
度
評
価

市の役割 必要性

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

委員会開
催数

1 1

平成２４年に
ついては対
象事業がな
いため，委
員会は開催
しない。

H
2
2

187,000  

評価事業
のうち，
事業継続
の答申を
受けた事
業の割合

100 100

平成２４年度
については
対象事業な
し

対象事業 1 2

要綱の基準
に基づく評
価対象事業
は，年度に
よりバラつき
がある。

H
2
3

186,000  

H
2
4

#DIV/0!  

主要事業
提案箇所

箇所 7 7 8

県選出国会
議員，関係
省庁，中国
地方整備
局，三次河
川国道事務
所，広島県
庁，北部農
林水産事務
所 北部建

H
2
2

125,571  提案件数 件 24 27 36

施策に基づ
いた効果的
な提案活動
を実施

H
2
3

120,571  

H
2
4

108,850  

対応件数 4,378 4,717 4,720
土・日曜日
業務対応件
数

H
2
2

504 来庁者数 3,659 3,794 3,800
土・日曜日
来庁者数

H
2
3

470

H
2
4

470

年間処理
件数 件 59,494 56,872 59,494

手数料を徴
収した処理
件数

H
2
2

1,279
証明手数
料等

千円 23,890 23,148 23,890
徴収した発
行手数料

H
2
3

1,353

H
2
4

1,266

有

8
事
務
事
業
の
効
率
化

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

4
内
容
の
改
善

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

8
事
務
事
業
の
効
率
化

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

1
積
極
的
な
情
報
公
開
と
市
民
と
の
情
報
共
有

有

4
内
容
の
改
善

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

継
続

総合窓口
機能の充
実をめざ
し，対象業
務の範囲な
ど市民ニー
ズの再検証
を行い，各
部署との連
携強化を行
うとともに，
多様なニー
ズに応えら
れる人材を
育成する必
要がある。

継
続

　住民要望は
多様化する傾
向にあり，他
部署との連携
を含めた体制
の整備と民間
のサービス提
供感覚を取り
入れていくこと
が求められ
る。

4

　一つの
窓口に
おいて住
民要望
を完結
すること
は，市民
満足度
を高める
施策と
なってき
ており，
全国的
にも総合
窓口の
体制整
備が行
われて
いる。

4

　市役所
の総合
窓口で
要望を
完結す
ること
は，重要
な市民
要望の
一つで
ある。

4

　サービ
ス提供
者は職
員であ
り，経費
の大半
は人件
費であ
る。更な
るサービ
スを提供
や向上を
図ってい
くために
は職員
の確保
や資質
の向上
は必須
項目であ
る。現在
の職員
配置が
ほぼ限
界と考え
られる。

5

　全ての
業務は，
法に基
づくもの
であり，
特に個
人情報
に関する
業務で
あり市が
行う業務
である。

3

　総合窓口
において，
住民要望の
大半は対応
できるが，
詳細な内容
になってくる
と担当部署
の対応が必
要となり，内
容に関する
データを管
理している
部署へ移動
していただく
ケースもあ
る。

3

　住民ニー
ズは高度
化・多様化
する傾向に
ある。時代
に即応した
体制の整
備と民間の
サービス提
供感覚を
取り入れる
ことも必要
と考えられ
る。

　引続き実施

76,922

　
各
種
手
続
き
・
届
出
，
証
明
書
交
付
申
請
書
等
の
た
め
に
来

庁
す
る
市
民

　総合窓口にお
いて市民が要望
する業務が完結
できるよう，広範
囲なニーズに対
応できるようにす
る

　複数の部署に
関連する手続き
であっても総合
窓口において手
続きが完結でき
るようにする

　より質の高い市民サービス
の提供を目指し，市民ニー
ズにワンストップでサービス
を提供することにより，住民
負担の軽減と満足度のアッ
プを図る。

　各部署に関連する知識を
要するため広く深い知識の
習得が必須となる。そのた
めには研修等による職員の
資質の向上を図ることが重
要となる。また，部署間の連
携や総合窓口で対応する業
務の再整理を行うことも必要
である。
　窓口の基本である接遇の
向上と待ち時間の解消を図
ることも大切である。市

民
生
活
課

総合窓
口(ワン
ストップ
サービ
ス)

16
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続

継
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４
市
役
所
改
革

(

1

)

市
民
満
足
度
の
向
上

無
継
続

土日窓口
業務は市
民に定着し
つつあり継
続が必要で
ある。今後
は，実施方
法，取扱業
務範囲，取
扱箇所など
を検証し，
さらなる
サービス向
上に努めて
いく必要が
ある。

継
続

　市民に定着
している。特に
転入・転出手
続きが集中す
る時季は，利
用者が大幅に
増加する。

4

特に，３
月・４月
の転出・
転入手
続きが
集中す
る期間
において
は要望
が多くな
る

4

平日の
来庁が
困難な
住民の
要望は
多い

5

職員２名
は振替
休暇で
大半を対
応してい
るが，３
月・４月
の転出・
転入手
続きが集
中する期
間のみ１
名の増
員，時間
外対応と
してい
る。
他に１名
の臨時
的任用
職員を雇
用するな
ど，最小
限の人
数・経費
で対応し
ている。

5

全ての
業務は，
法に基
づくもの
であり，
特に個
人情報
に関する
業務で
あり市が
行う業務
である

4

平日の来庁
が困難な住
民の利便性
の向上にお
いては，的
確な方策で
ある

4

全庁的な
見地からの
実施方法
の検討の
余地はある
が，サービ
ス要望が
多い業務を
実施してい
る

引続き実施

2,216

特
に
勤
務
等
で
平
日
来
庁
が
困
難
な
方
を
対
象

戸籍謄本・抄
本，住民票等の
各種証明書の交
付や住民異動届
の受付，パス
ポートの申請受
付・交付等の９
業務の窓口サー
ビスを実施

住民の必要性に
対応した行政
サービスの提供

　平日の来庁が困難な住民
への利便性の向上を図るた
め，全ての土曜日・日曜日
の午前８時３０分から午後５
時１５分までを開所時間とし
て，各種諸証明の交付や住
民異動届の受付，パスポー
トの申請・交付など９項目の
業務を行っている。
平成２３年度の実績は，来
庁者数３，７９４ 人，処理件
数４，７１７件で，１日平均約
３６人，４５件の処理件数で，
前年度と比較すると若干で
はあるが増加している。
　土・日曜日窓口業務を行っ
ていることが市民に定着して
きており，平日の来庁が困
難な住民には大変好評であ
る。

　住民の要望は増加傾向に
あり，実施している９業務以
外の業務についても検討す
る必要がある。まとめると次
のとおりである。
１　現在の９業務以外の業
務を実施していくのか
２　窓口業務は市民窓口係
で行っているが，サービス窓
口を拡大していくのか
３　支所を含めた全市的な
サービスへと拡大していくの
か

市
民
生
活
課

土・日
曜日窓
口業務

19
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４
市
役
所
改
革

(

1

)

市
民
満
足
度
の
向
上

有

8
事
務
事
業
の
効
率
化

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

継
続

県や国へ
の要望活
動を各課が
十分に活用
するといっ
た意識を高
める必要が
ある。

継
続

具体的に要望
が採択された
りした事例も
あり，また国
や県の機関と
の意思疎通も
図られ，事業
をスムーズに
推進すること
ができるた
め，今後も継
続する事業で
ある。

5

県・国へ
の政策
提案す
ることは
重要なこ
とであ
り，社会
的なニー
ズは極
めて高
い。

5

市民か
らの国・
県及び
三次市
に対する
施策や
事業に
対する
要望は
強く，実
現のた
めの事
業として
必要性
は極め
て高い。

4

現在のコ
ストは，
提案活
動に関
する旅費
であるた
めコスト
削減の
余地が
小さい。

5

市のトッ
プセール
スの場
であるた
め，市
（市長
等）が実
施しない
と効果が
ない。

5

国・県の関
係者へ直接
提案を行う
ことで，提案
する事業等
が円滑に実
施される。

4

国・県に対
して積極的
に提案を行
うことで主
要事業の
推進の成
果がある
が，手段の
改善余地
は小さい。

提案項目を緊急
かつ重要な事業
等にできるだけ
絞込み，提案の
必要性を強調し
た。また，国，県
の次年度の予算
編成や施策の決
定に反映させる
ため早い時期（７
月中旬～８月上
旬）に提案活動
を実施した。

844
市
民

市の関係部局が
事業推進や制度
等についての提
案書を作成し，
県選出国会議員
や国の関係省
庁，県関係部局
に対して，市長，
副市長，議会議
長，関係部局長
が提案活動を行
う。

国・県に対して主
要事業の提案を
行い，早期の事
業実施等を推進
することで市民
サービスを向上
し，市民の満足
度を上げる。

県選出国会議員・国の関係
省庁・県知事及び県関係部
局に対して，次年度の本市
に係る国・県及び市の主要
事業(国・県道路改良，駅前
周辺整備事業等)や制度(農
業体質強化基盤整備事業
の平成２６年度以降の継続)
の提案活動を行い，早期の
事業実施，完了，制度化を
実現し，市民サービスの更
なる向上を図る。

〔新しい公共（市民との協
働）〕

提案項目については，施策
に基づき，重点項目を絞り
込み提案することにより，確
実かつ手ごたえのある提案
活動をする。より有益な活動
とするため，提案を受ける側
との連携や提案内容の共通
した課題認識が必要であ
る。
県への提案について，湯﨑
英彦 広島県知事は単なる
要望でなく，三次市からの提
案を求めており，来年度は，
市関係部局内でしっかり協
議し，県知事を納得させるよ
うな内容を構築する必要が
ある。

企
画
調
整
課

主要事
業提案

23 B 継
続
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４
市
役
所
改
革

(

1

)

市
民
満
足
度
の
向
上

有

1
積
極
的
な
情
報
公
開
と
市
民
と
の
情
報
共
有

継
続

専門性が
高いため判
断理由等，
市民に分か
りやすい情
報開示に努
めていく必
要がある。
 
 

継
続

現在の社会情
勢を鑑みる
と，公共事業
評価に対する
社会的ニーズ
は高いものと
思われるの
で，継続して
事業を行う必
要がある。評
価そのものに
ついては専門
性が高く，わ
かりにくいこと
もあり，市民
の関心が低い
ので，実施に
あたっては住
民の満足度の
向上に留意
し，判断材料
を分かりやす
く説明するな
ど，市民に対
して情報発信
していく必要
がある。

5

公共事
業の透
明性，効
率性向
上に対
する社
会的な
ニーズ
は高い。

3

平成18
年度より
ＨＰに掲
載してい
るが，市
民から
の反応
は見ら
れない。
しかしな
がら，行
政の無
駄をなく
していこ
うとする
現在の
社会情
勢からす
ると、潜
在的
ニーズ
はあると
いえる。

4

事業費
は委員
謝礼の
みである
ことか
ら，実質
的なコス
ト削減の
余地は
少ない
が，時間
コストの
面から見
ると効率
的な事
務を行う
ことによ
り，削減
の余地
が見出
せる可能
性があ
る。

4

現在の
三次市
の条例
では，市
が第三
者委員
会を設
置するこ
とと定め
ている
が，将来
的には
評価ＮＰ
Ｏ等が
担ってい
く領域で
あると考
える。

4

費用対効果
を検証する
にあたっ
て，実勢価
格や見積金
額等を参考
資料とする
ことなどによ
り，事業の
妥当性を判
断する材料
をより分か
りやすいも
にしていく必
要がある。

3

再評価を
行う事業が
国補事業
に限定され
ていること
から，さら
に範囲を広
げることに
よって住民
満足度を
向上させる
余地があ
る。

引き続き，市民
への周知のため
ホームページに
掲載した。掲載
にあたっては極
力平易な言い回
しになるように努
めた。

186
市
民

学識経験者２
人，市民３人か
らなる公共事業
評価監視委員会
で対象事業の評
価を行うことによ
り，公共事業の
効率的かつ効果
的な実施と，そ
の実施過程の透
明性の向上を図
る。

公共事業の無駄
をなくし，市民の
ニーズにあった
公共事業を行う
ことにより，住民
満足度を向上さ
せる。

公共事業評価とは，公共事
業の効率的かつ効果的な実
施とその実施過程の透明性
の向上を図るため，市が実
施する公共事業について，
特に①事業採択後５年が経
過してなお未着工の事業，
②事業採択後５年が経過し
てなお継続中の事業，③国
の定めにより事前評価が必
要な事業等の何れかに該当
する事業を対象に公共事業
の再評価を行うものである。
評価は，学識経験者・市民
代表等５人の委員で構成す
る三次市公共事業評価監視
委員会において行う。そこで
は，主に「事業進捗状況」
「事業をめぐる社会経済情
勢等の変化」「費用対効果
分析の要因変化」「コスト削
減や代替案の立案等の可
能性」等の視点からの再評
価を行う。
〔新しい公共（市民との協
働）〕
公共事業評価監視委員会
の委員に市民を選出するこ

費用対効果を検証するにあ
たって，費用対効果算出マ
ニュアルだけでなく，実勢価
格や近隣の市町の見積金
額など現状と比較検討もし
ていく必要がある。

企
画
調
整
課

公共事
業評価
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単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明
単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

施
策
番
号

拡大・縮小 改善の必要性H23年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

所
管

拡大・縮小 改善の必要性

分

野

大

項

目

開

始

年

度

中

項

目

定量分析

成果指標
活動指標 
単位あたり

コスト

手段の適切さ

事務
事業名

事業概要
今後の課題

（ミッションの達成との関
連）

合
計
点

目的 前年度の対応

１次 総合評価事務
事業
の対
象者
等

手段
ラ
ン
ク

H2
2年
度
評
価

活動指標

２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

H2
3年
度
評
価

市の役割 必要性

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

個別外部
監査申請
件数

件 1
個別外部監
査の請求件
数

H
2
2

#DIV/0!  
個別外部
監査実施
件数

件 1
個別外部監
査の委託件
数

H
2
3

#DIV/0!  

H
2
4

9,796,880  

参加人数 1,045 1,043 1,055
市政懇談会
参加者数

H
2
2

5,270  
意見・要
望数

150 150 171
参加者意
見・要望件
数

H
2
3

5,245  

H
2
4

5,282  

開催件数 285 321 350

出前講座を
開催した件
数。この件
数が活動状
況を最も端
的に表して
いる。

H
2
2

5,102
参加者数
（延べ）

6,675 8,043 8,500
出前講座に
参加した延
べ人数。

H
2
3

4,508

H
2
4

4,153

対話実施
件数

13 27 30

平成23年度
から車座対
話の実施に
よる指標の
増加

H
2
2

55,923
対話実施
人数

13 369 400

H
2
3

26,815

H
2
4

24,227

有

4
内
容
の
改
善

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

2
市
民
と
行
政
の
協
働
と
連
携

有

1
積
極
的
な
情
報
公
開
と
市
民
と
の
情
報
共
有

そ
の
他

有

1
積
極
的
な
情
報
公
開
と
市
民
と
の
情
報
共
有

有

2
市
民
と
行
政
の
協
働
と
連
携

継
続

市長と市民
が直接話し
合う機会を
つくり，市民
が市政に関
心を持った
ことは効果
があったと
思われる。
今後は市
政運営に対
する建設的
な意見もい
ただく場と
なるよう啓
発に努めて
いくことが
必要であ
る。

継
続

市民参加によ
る協働のまち
づくりを進める
ために,市長と
直接対話いた
だくことで,市
政に意見や要
望等を反映す
ることができ
る。

5

市長との
対話を
望む声
が多い。

5

市長との
対話を
望む声
が多い。

5

経費は
ほとんど
不要であ
る。

5

市長との
直接対
話が手
段である
ため。

5

市長と直接
対話をする
こと。

5

市長と直接
対話以上
の手段は
ない。

事業規模の拡大
市内12中学校区
単位で行う市政
懇談会に加え，
会場とならない
自治連合会単位
7会場で車座対
話を実施する。

724
市
民

団体または個人
と市長が面会し
対話をする。

市民と行政がお
互いの理解を深
め，開かれた市
政を実行する。

「市民の声を大切にした市
政」の実現を目指して，市民
と行政がお互いの理解を深
め，信頼しあう関係をつくり
ながら市民参加による協働
のまちづくりを進めるため，
団体または個人と市長が面
談することで，開かれた市政
を実行する。

〔新しい公共（市民との協
働）〕
新しい公共を進めるにあ
たっては，役割分担の明確
化など市民との十分な対話
が必要である。

懇談の内容としては，要求，
要望事項が多いが，市政運
営に対する建設的な意見も
いただく場としたい。

秘
書
広
報
課

市長対
話・車
座対話
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(

2

)

現
場
主
義
に
よ
る
市
民
と
行
政
と
の
協
働

有

2
市
民
と
行
政
の
協
働
と
連
携

継
続

市民に市の
施策や事
業を理解し
て頂くこと
は，協働の
まちづくりを
すすめる上
で非常に重
要である。
また職員も
説明スキル
を身に着け
ることがで
きることか
ら，今後も
継続して実
施する必要
がある。

継
続

市民の市政に
対する理解を
深めるととも
に，職員との
信頼関係を構
築し，市民と
市との協働の
まちづくりを推
進するため，
引き続き実施
する必要があ
ると考えられ
る。

4

新しい制
度などを
理解す
るうえで
も気軽に
利用が
可能。

4

生活や
暮らしに
役立つ
情報や
制度を
習得す
るための
役割を
担ってい
る。

4

内部手
続きの簡
素化を
行ってお
り，これ
以上の
削減余
地は少
ない。

5

講座に
よっては
市でなく
ても開催
可能だ
が，市の
施策・事
業のＰＲ
と協働の
まちづく
りの推進
が目的
であるた
め，市が
主催す
る必要
がある。

5

市民からの
要望に応じ
て職員が専
門知識を活
かした講義
をし，分かり
やすく市の
施策を伝え
ることがで
きる。

3

市民の要
望に応じて
担当部署
の職員が
対応するの
で十分に
成果がある
が，講座に
よっては市
民からの申
し込みが全
くないもの
もあるた
め，メ
ニューの構
成や改編
時のＰＲに
工夫が必
要。

平成24年5月に
メニューの一部
改編を実施。

1,447

市
民

（
三
次
市
内
に
在
住
，
通
勤
，
通
学
す
る
人
を
主
と
す

る
,

お
お
む
ね
1
0
人
程
度
の
団
体
等

。

）

「みよし　なるほ
ど！出前講座」メ
ニューに沿った
市民からの申し
込みに応じて職
員が勉強会など
に赴き，市の仕
事や施策などに
ついて講義す
る。

市民の市政に対
する理解を深
め，協働のまち
づくりの担い手と
しての意識を高
めるとともに，職
員との信頼関係
構築を図る。

市民からの要望に応じ，市
職員が講師となって市の施
策や事業の説明，ＰＲを行
う。職員の専門知識を活か
し，仕事に対する自覚を高
める。
また，市民の市政に対する
理解を深めると同時に，職
員との信頼関係の構築にも
つながり，市民と市との協働
のまちづくりのさらなる推進
が期待できる。

市民ニーズに即した講座を
開催できるよう，適宜メ
ニュー改編を行う。
また,メニュー改編の際に
は，出前講座を各種広報手
段でＰＲし，周知とさらなる利
用促進を図る。

秘
書
広
報
課

みよし
なるほ
ど！出
前講座
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４
市
役
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改
革

(

2

)

現
場
主
義
に
よ
る
市
民
と
行
政
と
の
協
働

有

1
積
極
的
な
情
報
公
開
と
市
民
と
の
情
報
共
有

継
続

協働のまち
づくりを推
進するため
には必要な
手段である
ため，より
多くの参加
者を得て，
多くの意見
を聞くため
に，開催の
周知や参
加しやすい
環境づくり
をはじめ，
参加者から
の意見をで
きるだけ聞
く場を確保
するなどの
工夫も必要
であると思
われる。

継
続

市民参加によ
る協働のまち
づくり実現およ
び新しい公共
の推進のため
継続すること
が必要であ
る。

4

市民参
加による
協働の
まちづく
りを進め
るため,
対話を
重視した
運営は
市民の
関心が
高い。

4

市民の
声を大
切にした
市政を
実現す
る為の
施策とし
て重要
な役割を
持つ。

4

車座対
話形式
により，
職員配
置及び
周知方
法の改
善余地
がある。

5

市が実
施するも
の。

5

公聴窓口の
一つとして,
市長や部局
長と市民が
直接懇談で
きる機会を
設けること
は必要であ
る。

4

平成24年
度から車座
対話を含
め，市内住
民自治組
織単位19
会場で実
施する。そ
の成果を
踏まえ検討
が必要で
ある。

市民ニーズに応
えるため，毎年，
検討・見直しを行
い継続する。
あいさつ，説明を
短縮し，懇談時
間を長くとる。

5,471
市
民

市内各中学校区
12会場において
市政懇談会を開
催し,市政の説明
及び市民との懇
談をする。あわ
せて，市政懇談
会の会場となら
ない住民自治組
織単位7会場で
車座対話を実施
する。

懇談を行うことに
より,市民と行政
がお互いの理解
を深め,信頼しあ
う関係を作りな
がら市民参加に
よる協働のまち
づくりを進める。

市内各中学校区単位12会
場で市政懇談会を開催し,市
の主要施策を説明し,市民と
懇談を行う。
平成24年度からは，市政懇
談会の会場とならない住民
自治組織単位7会場で車座
対話を実施する。

〔新しい公共（市民との協
働）〕

一部の会場では，説明時間
をもっと短縮し，懇談時間を
しっかり取ってほしいという
意見がある。平成24年度か
ら7会場で車座対話を開催し
たが，

秘
書
広
報
課

市政懇
談会
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４
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改
革

(

2

)

現
場
主
義
に
よ
る
市
民
と
行
政
と
の
協
働

有

1
積
極
的
な
情
報
公
開
と
市
民
と
の
情
報
共
有

継
続

市や関連
団体等の
公金の執
行につい
て，個別監
査制度の
活用による
透明性を高
める取り組
みが必要で
ある。

継
続

本市におい
て，平成17年
度に「三次市
外部監査契約
に基づく監査
条例」を制定し
た後，今年度
初めて「長か
らの財政援助
団体等の監査
要求」が提出
された。市政
の透明性につ
いての住民の
関心は高まっ
ており，市民
の市政への信
頼性を高める
ため外部監査
を引き続き実
施することが
望ましい。

4

本市に
おいて，
今後依
存財源
が減少
し，財政
状況は
緊迫感
を増すこ
とが予想
される。
こうした
状況下
にあっ
て，自治
体運営
の透明
性確保
のため，
外部監
査の重
要性が
認識され
てきた。

4

行財政
への
チェック
機能を
高め，市
政の透
明性及
び適正
な運営
が行わ
れること
につい
て，市民
の関心
は高いと
思われ
る。

3

監査請
求の内
容等によ
り，委託
料が異
なる。

5

市と外部
監査人
での委
託契約
を結ぶこ
ととな
る。

5

地方自治法
の改正によ
り外部監査
制度が創設
され，市政
の透明性，
市民の市政
への信頼性
を高めるた
め，三次市
においても
平成１７年
度に「三次
市外部監査
契約に基づ
く監査に関
する条例」
を制定し
た。

4

今年度，実
施に向けて
取り組んで
いるところ
である。実
施すること
で，行政へ
のチェック
機能が高
まり，適正
な運営が
確保され
る。

（拡大）
今後，個別外部
監査の要求，請
求があった時の
対応の為，継続
して予算化を行
う。

市
民

請求権を有する
者から監査請求
があった場合
に，議会の議決
後，個別外部監
査契約に基づき
外部監査人と委
託契約を締結
し，監査を実施
する。監査結果
は，監査委員が
公表する。

地方公共団体に
対するチェック機
能を高め，組織
及び運営の合理
化に努めるととも
に，規模の適正
化を図る。
住民の福祉の増
進に努め，最小
の経費で最大の
効果を挙げる。

　平成９年の「地方自治法の
一部を改正する法律」により
外部監査制度が創設され，
三次市では，平成１７年度に
「三次市外部監査契約に基
づく監査に関する条例」を制
定した。
個別外部監査は，選挙権を
有する者からの事務監査請
求，議会からの監査請求，
長からの監査要求，長から
の財政援助団体等の監査
要求，住民からの監査請求
があった場合に，議会の議
決後，個別外部監査契約に
基づき外部監査人（弁護士，
公認会計士等）と委託契約
を締結し，監査を実施する。
　監査結果は，長，議会及び
監査委員に報告し，監査委
員が公表する。

〔新しい公共（市民との協
働）〕

今後も外部監査の要求・請
求があると思われるため，外
部監査人の監査が適正かつ
円滑に遂行できるよう議会，
長その他の執行機関または
職員の協力が必要。要求・
請求があった場合，外部監
査人との委託契約が必要な
ため，予算化が必要。(平成
１７年度より平成２３年度ま
で2,000千円，平成２４年度
は5,000千円を個別外部監
査業務委託料として予算計
上）。

監
査
事
務
局

個別外
部監査
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施
策
番
号

拡大・縮小 改善の必要性H23年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

所
管

拡大・縮小 改善の必要性

分

野

大

項

目

開

始

年

度

中

項

目

定量分析

成果指標
活動指標 
単位あたり

コスト

手段の適切さ

事務
事業名

事業概要
今後の課題

（ミッションの達成との関
連）

合
計
点

目的 前年度の対応

１次 総合評価事務
事業
の対
象者
等

手段
ラ
ン
ク

H2
2年
度
評
価

活動指標

２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

H2
3年
度
評
価

市の役割 必要性

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

策定業務 式 1

計画策定業
務であるた
め，活動指
標として一式
とした。

H
2
2

 
予定進捗
率達成度 ％ 100

計画策定業
務の予定進
捗率に対す
る達成度

H
2
3

 

H
2
4

17,260,000  

市民懇話
会開催回
数

回 4

新庁舎建設
基本計画に
市民等の意
見を反映す
るため設置
した市民懇
話会の会議
開催回数

H
2
2

 
市民懇話
会からの
提言書数

式 1
H23.12.2提
言

広報みよ
し記事掲
載

回 4 6

新庁舎建設
事業の周知
を図ることを
目的とした
記事掲載回
数

H
2
3

2,748,500  
説明会参
加者数 人 200 延べ人数

説明会の
開催 回 3

新庁舎建設
工事の概要
について説
明するため，
庁舎近隣地
域等を対象
として開催す
る説明会の
回数

H
2
4

 

研修出張
回数 回 382 238 159

専門研修な
どへの出席
回数

H
2
2

52,521
研修出張
回数 回 382 238 159

専門研修な
どへの出席
回数

研修回数 回 7

本年度は，
課長級職員
にフォーカス
し，
実施してい
る

H
2
3

83,782 研修回数 回 7

本年度は，
課長級職員
にフォーカス
し，
実施してい
る

H
2
4

103,742

研修実施
回数 回 5 7 1

全体研修の
回数

H
2
2

242,200
メンタル
病休者数 人 12 18 14

病休者数，
日数とも増
加傾向にあ
る。
H24年度も
引き続き長
期病休者を
減らす取組
を実施する。

相談事業
実施回数 回 11 12 10

メンタルヘル
ス個別相談
事業の回数

H
2
3

424,857
メンタル
病休延日
数

日 1,306 2,316 1,200

こころの
健康診断 件 19

Ｈ24年度は
実施しない

H
2
4

856,800

有

2
市
民
と
行
政
の
協
働
と
連
携

有

2
市
民
と
行
政
の
協
働
と
連
携

有

1
4
職
員
の
人
材
活
用
と
育
成

有

1
0
効
果
の
検
証

（
行
政
評
価

）

有

1
4
職
員
の
人
材
活
用
と
育
成

継
続

引き続き方
策を模索し
ていくととも
に，職場全
体の取り組
みとなるよ
うに研修や
啓発を進め
ていく。

継
続

メンタルヘル
ス問題への対
応策としては，
一律かつ確実
な方策はなく，
変化する環
境・実態に即
した試行錯誤
を繰り返し続
けていかざる
を得ない。しか
し，喫緊の課
題でもあり，常
により良い方
策を研究し，
実行していく
必要がある。

4

職員数
削減が
進む中
で，行政
ニーズ
は多様
化･広範
化･複雑
化してい
る。市に
対する
ニーズに
十分に
応えるた
めにも，
実働職
員の確
保は必
要。ま
た，病休
等の公
務員制
度に対
する国
や社会
の環境
からも，
長期病

4

職員数
削減が
進む中
で，行政
ニーズ
は多様
化･広範
化･複雑
化してい
る。市に
対する
ニーズに
十分に
応えるた
めにも，
実働職
員の確
保は必
要。ま
た，病休
等の公
務員制
度に対
する国
や社会
の環境
からも，
長期病

3

長期病
休者を減
少できれ
ば，市全
体のコス
トの効率
化につな
がる。
また，メ
ンタルヘ
ルス対
策に係る
コストも
削減でき
る。

5

自らの
組織内
の職員
の問題
であり，
組織とし
て自ら責
任を持っ
て対応
する必
要があ
る。

5

メンタルヘ
ルス問題に
ついては，
確実かつ即
効性のある
対応策がな
いが，現時
点で考えら
れる対応策
である。

3

メンタルヘ
ルス問題
について
は，確実か
つ即効性
のある対応
策がないた
め，常によ
り良い方策
について研
究を進め，
成果を向
上できる可
能性があ
る。

引き続きより良
い方策を模索
し，研修や啓発
を進めることとさ
れており，引き続
き研修を深める
とともに，効果的
な対策を研究し
ていく。

2,974

三
次
市
職
員

・メンタルヘルス
研修会の開催
（課長級職員）
・メンタルヘルス
相談事業の実施
・病休中職員へ
の相談対応

職員の心の健康
管理を推進し，メ
ンタルヘルスが
原因の長期病休
職員を減少させ
る。また，現在病
休中の職員の早
期職場復帰をサ
ポートする。

職員のメンタル部分の健康
管理を行い，心身ともに健康
で働きやすい職場を作る。
メンタルヘルスに対する知識
と対応策についての理解を
深め，長期病気休暇を防ぐ
もの。
平成23年度は，全職員を対
象にこころの健康診断を実
施した。
その結果に基づき，特に課
長級職員の対応力の充実を
図るため，平成24年度は，
課長級職員を対象にしたメ
ンタルヘルス研修を実施す
る。
また，毎月1回の臨床心理士
による相談事業を実施し，個
別相談に応じる。

〔新しい公共（市民との協
働）〕
市民と共に「新しい公共」を
担う職員の育成

メンタルヘルスへの理解を
深め対応策を習得する研修
は引き続き実施していく。対
応の中心となるべき課長級
職員の研修を充実させてい
くが，すでに一定の理解は
深まっており，研修による対
策は限界があると考えられ
る。
病休者の原因や状況は
様々であり，一律な対策が
講じられるものではなく，対
応について研究を進める必
要がある。

総
務
課

メンタ
ルヘル
ス対策
事業
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28 A 継
続
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４
市
役
所
改
革

(

3

)

市
民
の
期
待
に
こ
た
え
る
組
織
づ
く
り
と
職
員
の
意
識

改
革

有

1
0
効
果
の
検
証

（
行
政
評
価

）

継
続

職員の資
質向上のた
め，職員研
修は必要な
事業である
が，その研
修結果を検
証し，人材
マネジメント
に生かすシ
ステム作り
も必要であ
る。また，
内部講師を
養成し継続
的研修が
出来る体制
を目指して
いく。

継
続

今年度の独自
研修は，課長
級職員に
フォーカスを
絞り一点集中
で行っている。
効果を見定め
るためにも，
持続して行う
必要がある。

4

職員が
活性化し
ていくこ
とは，業
務の質
にも影響
するため
ニーズ
は高い。

5

職員が
活性化し
ていくこ
とは，業
務の質
にも影響
するため
ニーズ
は高い。

5

本件は，
現時点
において
投資後
すぐにリ
ターンが
見込める
内容とは
違って，
将来的
な投資
効果の
ある経費
であるた
め，コス
ト削減の
余地は
極めて少
ない。

5

職員や
組織の
活性化
は，自ら
で関与し
ていくこ
とが最も
妥当性
がある。

5

課長級職員
の行動変容
を実現する
ため，研修
プログラム
を構築し具
体的に実施
している。

4

年間３回実
施し，
チェックポ
イントを設
け理解度・
実践度を
測定してい
く。また，部
長級職員
にも３回の
研修の前
後に対話
会を実施
し，課長級
職員が何
を学び，何
をしようとし
ているのか
共有化す
る。

【前年度の結果】
職員研修は継続
する必要がある
が，その前段とし
て職員の意識付
けが必要であ
る。研修を実施
又は受講する必
要性を明確に
し，研修成果を
発揮できる体制
づくりが重要であ
る。

19,940
職
員

・課長級特別研
修　　・部長級対
話会
・課長級マネジメ
ント一般研修
・専門研修　　・
新規採用職員特
別研修

一人ひとりの職
員が，いきいきと
働くことができ，
持てる力を最大
限に発揮できる
組織の構築
常に市民と共に
歩み，自ら考え
行動する職員の
育成

「三次市行財政改革大綱」
や「三次市人材育成基本計
画」の理念を実践していくた
め，研修を通して組織・人材
を活性化させ，一人ひとりの
職員が，いきいきと働くこと
ができ，持てる力を最大限に
発揮できる組織の構築と常
に市民と共に歩み，自ら考
え行動する職員の育成をめ
ざす。

特に平成２４年度は，組織の
要である課長級職員に焦点
を絞り研修を集中的に実施
していく。

〔新しい公共（市民との協
働）〕
市民と共に「新しい公共」を
担う職員の育成

研修を実施したからといって
すべての職員が活性化する
とは限らない。実際に意識
が変わり，行動が変容した
職員をフォローしていくた
め，その見極めが重要であ
る。
そのため，年間３回課長級
職員研修を実施し，都度
チェックポイントを設け，浸透
度と実践度を確認していく。

総
務
課

職員研
修

24
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続

継
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４
市
役
所
改
革

(

3

)

市
民
の
期
待
に
こ
た
え
る
組
織
づ
く
り
と
職
員
の
意
識

改
革

有

2
市
民
と
行
政
の
協
働
と
連
携

継
続

基本理念に
基づき，来
庁者にとっ
て利用しや
すく，行政
サービスが
効率的に提
供される市
役所をめざ
して，着実
に整備を進
めていく必
要がある。継

続

三次市新庁舎
建設基本計画
の基本理念で
ある「市民
ニーズに対応
した行政サー
ビスの提供」，
「市民生活の
セーフティネッ
トとしての役
割」，「市民協
働の推進」等
を実現するた
め，新庁舎建
設を進めてい
く必要がある。

5

庁舎は，
市民，市
職員以
外にも業
者，団体
等様々
な関係
者が利
用する
施設で
あり，事
業内容
を周知
する必
要があ
る。

5

庁舎は，
市民，市
職員以
外にも業
者，団体
等様々
な関係
者が利
用する
施設で
あり，事
業内容
を周知
する必
要があ
る。

5

　全ての
市民等を
対象とし
て周知を
図るため
には，全
戸に配
布される
「広報み
よし」に
周知記
事を掲載
する

5

新庁舎
建設事
業の周
知を図る
には，現
在の庁
舎の状
況，設計
の進捗
状況等
について
説明す
る必要
があり，
市の関
与が必
要であ
る。

5

　新庁舎建
設事業につ
いて，市民
等に周知を
図る必要が
ある。

4

　事業の進
捗状況に
迅速に対
応して周知
を図るに
は，ホーム
ページの活
用が適当
である。

－

10,994

市
民
等
来
庁
者

来庁者の利便性
の向上を図るた
め，分散している
部署の集約を行
う。

来庁者にとって
利用しやすく，行
政サービスが効
率的に提供され
る市役所をめざ
す。

　市役所本館は平成30年12
月に建設され，昭和60年築
の東館と併せて，多様化・高
度化する行政需要に対応し
てきた。
　しかし，建物の面積が狭隘
なことから，福祉・子育て部
門を福祉保健センターへ配
置するなど本庁舎外に分散
配置せざるを得ない状況が
続いており，効率的な行政
運営及び多様な市民ニーズ
への対応が十分に果たせな
い状況になっている。さら
に，特に建築後約５７年が経
過する本館は，施設の老朽
化による耐震性への不安か
ら，市の行政運営並びに防
災・災害復興拠点として，果
たすべき役割が十分に担え
ない状況となっている。
　新市まちづくり計画の計画
期間の終了が迫る中，合併
特例債を活用して平成26年
度末までに現在の本館に代
わる新庁舎の建設を行う。
H23～H24：基本設計及び実
施設計 H25：本館解体工事

　新庁舎建設事業の最大の
目的は，来庁者の利便性の
向上である。このため，今後
も継続使用する東館との一
体的利用に配慮するほか，
１階・２階の部署の配置につ
いて慎重に検討する必要が
ある。特に，部署の配置につ
いては，今後の組織・機構
の見直しを見込むほか，民
間委託の導入，フリーアドレ
ス制などの業務改善につい
ても検討を行う必要がある。総

務
課

新庁舎
整備事
業
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４
市
役
所
改
革

(

3

)

市
民
の
期
待
に
こ
た
え
る
組
織
づ
く
り
と
職
員
の
意
識

改
革

有

2
市
民
と
行
政
の
協
働
と
連
携

継
続

本市に関わ
りのある多
くの人が総
合計画策
定に参画で
きるように
するシステ
ムを構築す
る必要であ
る。

継
続

策定は継続し
て行う必要が
ある。改善とし
ては，より多く
の市民意見の
聴取を図るた
め，多様な対
象，手法を検
討する。

5

まちづく
りの基本
的計画
である総
合計画
は，市行
政運営
では必
須である
ため，
ニーズ
は極め
て高いと
いえる。 5

まちづく
りの基本
的計画
である総
合計画
は，市行
政運営
では必
須である
ため，
ニーズ
は極め
て高いと
いえる。3

コストの
大部分
は策定
に携わる
職員人
件費であ
るが，計
画策定
に欠か
せない論
議を深め
ることと
相反関
係にある
といえ
る。この
ため，よ
り短時間
で濃密な
議論を行
う点では
コスト削
減余地
があると
考えられ
る。

5

市が主
体的に
行う業務
であり，
市でなけ
ればでき
ない業
務であ
る。

5

策定に関し
て，市民参
画，地域の
関わりは，
欠くことので
きないファク
ターであり，
手段として
適合してい
る。

3

内部意見
の深化，市
民意見の
聴取などの
手法改善
により，より
成果を向
上できる余
地はある。

前年度評価なし

市
民
，
通
勤
，
通
学
者
な
ど
三
次
市
に
関
係
す
る
人

市民，地域，行
政の三者を主体
として策定する。
行政内部では策
定委員会（委員
会，幹事会，
ワーキンググ
ループ）を設置す
る。

策定段階から参
画することで，現
在・未来の三次
市のまちづくりへ
の関心を喚起
し，主体的な行
政参画を図る。

現行の三次市総合計画を見
直し，平成26年度からの新）
三次市総合計画を策定す
る。
策定期間は，平成24年度～
25年度とする。

〔新しい公共（市民との協
働）〕
　　新）総合計画では，まち
づくりの担い手が行政のみ
でないことを，より明確にす
ることを想定しており，計画
策定段階からの市民参画に
より，市民目線のみならず，
主体としての市民の考えを
盛り込んでいく。

より多くの市民意見の聴取
を図るため，多様な対象，手
法を検討する。

企
画
調
整
課

総合計
画策定
事業
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財
政
基
盤
づ
く
り
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平成２４年度行政評価　事務事業評価一覧（２次評価結果）
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年
度

H24
年
度
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度
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年
度

H24
年
度
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総

合

評
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容

その
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有

無

改
善
区
分

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

施
策
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事務
事業名

事業概要
今後の課題

（ミッションの達成との関
連）

合
計
点

目的 前年度の対応

１次 総合評価事務
事業
の対
象者
等

手段
ラ
ン
ク

H2
2年
度
評
価

活動指標

２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

H2
3年
度
評
価

市の役割 必要性

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

課長級職
員数 人 46

特別研修に
より評価を
試行する課
長級職員数

H
2
2

111,609  
課長級職
員数 人 46

特別研修に
より評価を
試行する課
長級職員数

H
2
3

 

H
2
4

 

職員操作
研修 回 3 3 2

初任者を対
象に基本的
な操作を中
心に研修を
行った

H
2
2

2,717,667  起案件数 41,293 41,225 42,000

文書起案件
数の電子化
を図るため，
年間起案件
数の統計化
を図った。

文書取扱
主任連絡
会議

回 2 2 1

文書管理，
書庫管理の
向上を目指
し実施した。

H
2
3

2,708,333  

システム
バージョ
ンアップ

％ 90 95 95

操作機能の
向上を業者
と協議し整
備を行った。

H
2
4

4,551,100  

取組項目
数

項目 62 51 51

平成２４年度
から専任職
員２名が配
置された。

H
2
2

39,839

行財政改
革による
削減効果
額

千円 -100,749 -112,005 -164,084
単年度の削
減効果額

H
2
3

76,059

行財政改
革による
増額効果
額

千円 8,535 65,481 28,556
単年度の増
額効果額

H
2
4

294,706

4 4 4

　予算編成，
決算や財政
状況等をわ
かりやすく市
民に広報す
る。

H
2
2

181,750

ホーム
ページ
（予算と
決算）へ
のアクセ
ス数

4,724 4,409 4,800

　自治体の
財政状況に
対する関心
の高さが

H
2
3

181,000 うかがえる。

H
2
4

181,700

8
事
務
事
業
の
効
率
化

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

1
4
職
員
の
人
材
活
用
と
育
成

有

4
内
容
の
改
善

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

資
源

有

3
市
民
と
行
政
の
役
割
分
担
の
見
直
し

有

有

1
積
極
的
な
情
報
公
開
と
市
民
と
の
情
報
共
有

継
続

財政状況
の悪化が
懸念される
中，市民の
関心も高ま
ると考えら
れる。
市民への
情報提供
は，今後ま
すます重要
となるた
め，よりわ
かりやすく
伝わる内容
となるよう，
引き続き努
める。

継
続

　わかりやすく
親しみやすい
内容に心が
け，用語解説
やカットなどに
よる図示また
は財政見通し
や類似団体と
の比較等も含
め財政事情を
公表するよう
取り組んでき
た。さらに内容
や手法を研究
し，市民が興
味を持ち理解
するためにわ
かりやすい広
報を行っていく
必要がある。

5

　景気低
迷や雇
用環境
の悪化
が硬直
化する
中，自治
体に対
する財
政事情
や予算
編成・執
行状況
への関
心は非
常に高
い。

5

　景気低
迷や雇
用環境
の悪化
が硬直
化する
中，自治
体に対
する財
政事情
や予算
編成・執
行状況
への関
心は非
常に高
い。

5

　公表の
媒体は
掲載に
関し経費
が少額
である広
報誌と
ホーム
ページで
概ね充
足できて
いると考
える。

5

　市の内
部事務
であり，
市以外
での実
施は不
可能で
ある。

4

　自治法，
条例に基づ
く業務であ
るが，掲示
板に告示す
る以外に
も，ホーム
ページや広
報誌へ掲載
し，市民に
広く周知し
た。

3

　市民によ
り「親しみ
やすい。わ
かりやす
い。理解し
やすい。」
内容や啓
発方法を
研究する。

  ホームページ
に類似団体との
財政比較分析や
歳出比較分析等
を掲載した。

724

　
全
市
民

　予算の執行状
況等や決算状況
及び財政見通し
などを，ホーム
ページや広報誌
に掲載し，市民
に公表，周知を
する。

  市民が市の財
政状況を理解す
るため，わかり
やすく興味を持
てるような広報を
行う。

　歳入歳出予算の執行状況
並びに財産，地方債及び一
時借入金の現在高，その他
財政に関する事項を公表す
るよう定められており，毎年
度，前年度決算と当該年度
上半期の状況を11月末まで
に，当該年度下半期の状況
を翌年度5月末日までに公
表している。
　そのほか，ホームページ，
広報誌に予算編成や決算状
況等，財政状況等をわかり
やすく掲載する。

  市民が市の財政状況を理
解しやすくするため，用語や
視覚に留意するなどわかり
やすい，また，地方債の負
担状況や基金の残高状況を
含め各指標データ等興味を
持っていただけるような広報
内容を研究する。

財
政
課

財政状
況の公
表

16
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(

4

)

自
主
自
立
の
財
政
基
盤
づ
く
り

有

2
市
民
と
行
政
の
協
働
と
連
携

拡
大

行財政改
革について
は，その重
要性から更
なる推進が
求められる
ところであ
る。特に今
後「新しい
公共」の視
点から取り
組むために
は，「新しい
公共」の情
報発信をす
るとともに，
その担い手
の発掘，育
成が重要で
ある。

拡
大

限られた資源
を有効に活用
し，将来の市
民に誇りのも
てる地域を引
き継ぐために
は，行財政改
革の着実な実
施が必要であ
る。そのため
には，市民や
住民自治組
織，ＮＰＯ等が
積極的に公共
サービスの提
案・提供主体
となりえるよ
う，「新しい公
共」の観点か
ら人的資源と
しての担い手
を育成する必
要がある。

資
源5

今後の
厳しい財
政状況
に対応
するた
め，行財
政改革
大綱と行
財政改
革推進
計画の
実施に
よる改革
の必要
性は高
い。

5

情報公
開，市民
サービス
の向上，
投資的
経費の
重点化，
職員の
意識改
革等を
求める
市民
ニーズ
は極め
て高い。

4

行財政
改革の
推進事
務は全
て推進
本部内
で行って
おり，予
算につい
ても審議
会開催
等に関
係する必
要最低
限のもの
であるた
め，削減
の余地
は少な
い。

3

行財政
改革は
市役所
内部の
改革で
あるが，
「新しい
公共」と
して多様
な主体
による公
共への
参画も
想定して
おり，将
来的に
は市民
やＮＰＯ
等の果
たす役
割が大
きくなる
ことが理
想であ
る。

4

合併による
普通交付税
の優遇措置
が段階的に
縮小される
平成２７年
度以降の財
政状況に対
応するた
め，限られ
た資源を本
当に必要な
ことに有効
に使い，市
民満足度を
高めていく
ため，行財
政改革大綱
と行財政改
革推進計画
の役割は大
きい。

3

行財政改
革推進計
画の進捗
状況を的
確に把握
するため，
関係課に
対するヒア
リングを四
半期ごとに
実施してい
く。

平成２３年度評
価は「拡大」で，
市民と行政の協
働に関し改善の
必要性が指摘事
項として示され
た。行財政改革
推進のための職
員研修会を開催
し，「新しい公共」
に関するグルー
プ討議を行った。

3,879
市
民

三次市行財政改
革推進計画に定
める51項目の取
組を推進する。

持続可能な行財
政基盤の確立
と，市を構成する
みんなで公共
サービスを担う
「新しい公共」の
視点による取組
を進め，市民満
足度を高めてい
く。

　未来の三次市民に夢の持
てる地域を引き継ぎ，限られ
た資源を有効に使い，創意
と工夫で市民が誇れるまち
づくりを推進するため，「組
織や事務の簡素効率化によ
る財政基盤の強化」と『市を
構成するみんなの役割分担
による「新しい公共」の構築』
を目標に行財政改革に取り
組む。
　市役所全体が計画的に行
財政改革に取り組むため，
平成23年度に三次市行財政
改革大綱を策定し，また，そ
の大綱に基づく具体的な取
組項目をまとめた三次市行
財政改革推進計画を策定
し，平成26年度までの間，計
画的に行財政改革を推進し
ている。

〔新しい公共（市民との協

市を構成する市民，住民自
治組織等の役割分担による
「新しい公共」の構築を目標
に，三次市行財政改革推進
計画を着実に実施する。

行
革
推
進
特
別
対
策
本
部

行財政
改革の
推進

11
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(

4

)

自
主
自
立
の
財
政
基
盤
づ
く
り

有

9
事
業
の
迅
速
化

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

継
続

データ蓄積
量の増加
や組織形
態の更新に
伴い，シス
テムのメン
テナンスや
定期的なシ
ステムバー
ジョンアップ
の実施が
必要であ
る。また併
せて，効果
的な職員研
修を継続し
て実施する
ことにより，
文書管理
事務に対す
る職員の意
識改革，ス
キルアップ
も行い，よ
り効率的な
事務を行っ
ていく必要
がある

継
続

　平成１９年度
のシステム運
用開始から６
年目を迎え，
職員のシステ
ム操作が定着
し，安定的な
運用が図られ
ている。一方
でシステム利
用によるデー
タの蓄積や，
サーバーへの
負荷等でシス
テム動作が遅
くなる傾向が
見受けられ，
ハード面の改
善が必要と
なっている。今
後も行政文書
の適正管理を
中心に，バー
ジョンアップ，
サーバー機器
更新を行い，
引き続き目的
の達成度を高

4

　市役所
の業務，
事務の
スピード
化，効率
化を図る
ことが求
められて
いる。

4

　市民か
らも市役
所の業
務，事務
のスピー
ド化は求
められて
いる。ス
ピード化
と同時に
正確性
も含めて
ニーズに
答えるこ
とが必要
である。

3

　直接的
な経費
負担に
削減の
余地は
ないが，
システム
決裁時
間の短
縮，バー
ジョン
アップに
よるシス
テムの安
定運用
により，
間接的
に人件
費の削
減に繋
がる余地
がある。

5

　市の業
務を行う
文書管
理システ
ムである
ため，市
（職員）
が行う。

3

　システム
導入から６
年目を迎
え，データ
等の蓄積に
よりシステ
ム動作が遅
くなった。シ
ステムへの
負荷を軽減
するため，
システム表
示を一部変
更し，応急
的にシステ
ム動作の迅
速化を行っ
ている。

3

　システム
のサー
バー機器
更新によ
り，今後の
安定運用と
決裁のス
ピード化を
図ることが
可能であ
る。

　文書取扱主任
連絡会議を開催
し，システム操作
の向上，書庫管
理運用について
の研修を行っ
た。また，文書管
理システムのス
ピード化を図るた
め，システム表
示を変更し運用
を行っている。

8,125

市
民

（
職
員

）

　文書管理シス
テムの安定運用
及びバージョン
アップ。書庫管
理システムによ
る行政文書保
管。

　行政文書の供
覧，決裁，保存
の電子化を行
い，決裁のス
ピード化を図るこ
とにより効率的
な行政運営を図
る。

文書管理システムにより，行
政文書の供覧，決裁文書の
ペーパレス化，スピードアッ
プを図る。
決裁のスピード化を図ること
により市民サービスの向上
を図る。
行政文書を電子保存するこ
とにより，将来的に市民から
の情報公開請求への迅速な
対応など効率的な市役所づ
くりを目指す。

　文書管理システムの安定
運用を行うためにサーバー
機器更新が必要である。（１
１月に実施予定。）

総
務
課

文書管
理シス
テム

16
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(

4

)

自
主
自
立
の
財
政
基
盤
づ
く
り

有

1
4
職
員
の
人
材
活
用
と
育
成

継
続

試行の結
果を分析
し，人事評
価制度が
職員の意
識改革に繋
がっていく
ように制度
を設計して
いく必要が
ある。

継
続

今年度から新
たに評価制度
を設計するた
め，継続的に
実施し，来年
度からの運用
を目指す。

4

他者か
らの評
価があっ
て，緊張
感のあ
る行動を
とること
ができる
と考えて
おり，社
会的
ニーズも
高い。

4

他者か
らの評
価があっ
て，緊張
感のあ
る行動を
とること
ができる
と考えて
おり，社
会的
ニーズも
高い。

4

将来的
投資経
費なの
で，削減
余地は
少ない。

5

本制度
の運用
が開始さ
れれば，
本市独
自の取り
組みで
あり，市
が当然
に関与し
ていかな
ければ
ならな
い。5

目的に適合
するよう，課
長級職員が
職場を活性
化させるよ
う事業を具
体的に進め
る。

4

変化がわ
かるよう
に，総務課
としてはっ
きりと望む
結果を描く
ことが必要
である。

職
員

・育成型評価制
度構築に係る業
務委託
・課長級特別研
修
・部長級対話会

一人ひとりの職
員が，いきいきと
働くことができ，
持てる力を最大
限に発揮できる
組織の構築
常に市民と共に
歩み，自ら考え
行動する職員の
育成

現在，過去において運用し
ていた人事評価制度の運用
を停止し，新たな評価制度を
構築しているところである。

構築の課程については，納
得度の高い人事評価制度に
していくため，コンサルタント
から良いパッケージの商品
を購入して導入していくよう
なものではなく，今の自分た
ちの身の丈に合った評価制
度構築を構築していくという
観点から，制度の内容につ
いても自分たちで対話をしな
がら素材を出し合い，そうし
た素材を元にコンサルタント
と協力しながら制度を設計し
ようとするもの。
制度概要としては，階層ごと
に期待役割を設定し，達成
しているかどうかを評価しよ
うとするもの

〔新しい公共（市民との協
働）〕
「新しい公共」を推進する職
員自身の行動改善

制度導入の際には，導入す
ることが目的とならないよう
に，「ありたい姿」を持ちなが
らそこに近づくための対策が
重要である。そのための方
法の一つが，課長級職員に
対する研修である。また，研
修効果を持続性のあるもの
にするために「実践計画書」
を作成することを義務づけた
り，総務課としてどのような
支援が良いか検討していく
必要がある。総

務
課

育成型
評価制
度

22 B 継
続
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市
民
の
期
待
に
こ
た
え
る
組
織
づ
く
り
と
職
員
の
意
識

改
革
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平成２４年度行政評価　事務事業評価一覧（２次評価結果）

※　各評価項目は，１～５の５段階で評価 ※　ランク：A:27～30　　B:22～26　　C:17～21　　D:12～16　　E:6～11

単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明
単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

施
策
番
号

拡大・縮小 改善の必要性H23年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

所
管

拡大・縮小 改善の必要性

分

野

大

項

目

開

始

年

度

中

項

目

定量分析

成果指標
活動指標 
単位あたり

コスト

手段の適切さ

事務
事業名

事業概要
今後の課題

（ミッションの達成との関
連）

合
計
点

目的 前年度の対応

１次 総合評価事務
事業
の対
象者
等

手段
ラ
ン
ク

H2
2年
度
評
価

活動指標

２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

H2
3年
度
評
価

市の役割 必要性

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

契約係検
査件数

149 154 150
1,000万円以
上の工事

H
2
2

48,779  
工事検査
実施率 ％ 100 100 100

H
2
3

46,994  

H
2
4

48,453  

電子入札
実施件数 件 405 349 350

H
2
2

71,783  
公共工事
電子入札
実施率

％ 1 1 1

うち公共
工事電子
入札件数

件 338 256 250
H
2
3

82,946  

公共工事
紙入札件
数

件 1 2 1
H
2
4

83,063  

申告書 枚 8,372 8,189 8,100
申告対象人
口，高齢者
の申告減少

H
2
2

3,020 申告書 枚 8,372 8,189 8,100
申告対象人
口，高齢者
の申告減少

H
2
3

3,073

H
2
4

3,119

寄附受納
者数 人 292 307 340

寄附受納件
数は，7月実
績を考慮し
昨年の約1
割増しを見
込んだ。

H
2
2

7,503 寄附金額 円 3,589,000 3,741,800 4,120,000

7月実績を考
慮し昨年の
約1割増しを
見込んだ。

H
2
3

9,404

H
2
4

8,707

有

4
内
容
の
改
善

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

8
事
務
事
業
の
効
率
化

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

9
事
業
の
迅
速
化

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

4
内
容
の
改
善

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

1
3
効
率
的
な
組
織
体
制
の
確
立

継
続

制度も定着
し，市及び
特産品のＰ
Ｒ効果も高
いため，事
業継続が
望ましい。
件数増加
の取組と同
時に，市民
以外の多
様な人々も
「ふるさと」
づくりに参
加できるよ
う，継続的
な関係づく
り（寄附）と
なるような
取組を検討
する必要が
ある。

継
続

地方税法等の
寄附金税制の
改正に伴い始
まった制度で
あり，市独自
に改正はでき
ない。今後,積
極的にやる自
治体とやらな
い自治体の2
極化が進んで
いくと思われ
る。なお，ふる
さと納税という
名称で創設さ
れたため，課
税課の担当に
なったと思わ
れるが，本来
寄附でありす
でに4年が経
過し定着して
おり所管替え
が必要と考え
る。

4

「ふるさ
と」に貢
献した
い，応援
したいと
いう納税
者の思
いを活
かすこと
ができる
よう，寄
附金税
制が抜
本的に
拡充され
た。ま
た，東日
本大震
災義援
金として
寄附す
る場合で
も最終
的に被
災自治
体等へ
拠出され
るものは

2

三次市
だけでみ
ると市民
ニーズ
は低いと
思われ
るが,全
国的に
はふるさ
と寄附金
申込者
は増加し
ていくと
思われ
る。

3

課税課
の職員
が受付，
納付書
の発行，
納入の
確認や
受領証
明書の
交付を行
い，特産
品の発
送業務を
委託して
いるが，
委託業
務の拡
大を図る
ことで人
件費コス
トが落と
せる。

3

納付書
の発行，
納入の
確認や
税控除
のため
の受領
証明書
の発行
について
は，市で
なけれ
ばならな
い。4

本市のふる
さと納税寄
附金は，1
万円以上の
寄付者に対
して市の特
産品を進呈
しており,こ
の制度を活
用した地元
産品の消費
拡大，ひい
ては三次市
の宣伝効果
を考えれ
ば，金銭以
外の側面で
の「ふるさと
応援効果」
が見込まれ
る。

3

特典として
の特産品
について，
寄附金額
に応じた特
産品のセッ
トや，複数
年継続者
への特典
など改善の
余地はあ
る。

ふるさと寄附金
は三次市がふる
さとであるから寄
附をするという関
係だけではなく,
三次市へ旅行し
たり,知人とか特
産品に関心があ
るとかで,ふるさと
とは関係ない人
からの申し込み
が増加している。
平成22年度寄附
受納件数が292
件で内三次市内
は8件2.7％が，
平成23年度は
307件で市内6件
1.9％となってい
る。

2,887

個
人
住
民
税
の
納
税
義
務
の
あ
る
方

広報，ホーム
ページ等を通じ
て，ふるさと納税
について周知す
る。平成23年9月
からふるさと納
税応援サイト「ふ
たくす」に登録
し，本市のＰＲ促
進を図る。

自分が生まれ
育った「ふるさと」
に税金面で貢献
したいという意思
を，市が行う施
策へ反映する。

ふるさとに貢献・応援したい
という寄附者の支援により,
三次市の個性あるまちづくり
を行う財源とする。現在，三
次市ふるさと創生基金に積
み立てている。　また,ふるさ
と三次寄附条例の規定に基
づき１万円以上の寄附者に
対し市の特産品を進呈して
いる。　寄附をした場合は一
定部分について，所得税及
び寄附された方が住んでい
る市区町村において個人住
民税が軽減される。(税額控
除)

平成20年度から個人住民税
等の寄附金税制の見直しに
より拡充された制度である。
当初から三次市に直接間接
的に係わりを持たない人か
らの寄附も多くあると思われ,
創設された本来の趣旨であ
るふるさとへの寄附といった
範囲を超えて行われている
のが見受けられる。平成23
年7月から寄附金申し込みと
合わせてアンケートをお願い
している。平成20年度から寄
附金件数，金額共に堅調に
伸びてきているが，それに伴
う事務量も増えている。今後
アンケートの分析をし，ふる
さと寄附金制度の方向性を
見極める必要がある。

課
税
課

ふるさ
と納税

20

23 B 継
続

継
続
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無
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続

　電子申告
が普及して
も，直接対
話しながら
行う申告相
談の重要
性は変わら
ない。
　今後，人
員や業務
量等を勘案
する中で申
告会場の
縮減も検討
する必要が
あるが，住
民の高齢
化も進んで
おり，電算
システムの
より一層の
活用等，事
務事業の
効率化を進
めることで，
一定の相
談機会を確
保すること

継
続

確定申告につ
いては電子申
告化（e-Tax）
が進められて
いるが，申告
受付実績に大
きな変化がな
い。今後の動
向は注視すべ
きだが,現状の
水準を保った
上で事務効率
化を進めてい
くべきと考え
る。

4

市民が
正しく所
得につ
いて申
告し，市
が適正
な課税を
行なうた
めには
申告相
談は必
要であ
る。

4

市が行う
申告会
場では，
市の把
握してい
る情報
（給与報
告書・年
金報告
書・社会
保険料
など）を
基に相
談を行っ
ているの
で，本人
の申告
漏れを
防ぐこと
ができ，
納税者
が適正
な申告を
する一
助となっ
ている。

3

職員体
制の実
情から考
えれば
申告会
場縮減
は検討
課題で
はある
が，段階
的に進
めていく
課題であ
り，大幅
なコスト
削減とは
ならない
と考え
る。

5

地方税
法では，
申告書
を市町
村長へ
提出しな
ければ
ならない
と規定さ
れてい
る。所得
税の確
定申告
が不要
な場合
でも市・
県民税
の申告
が必要
な場合
があり，
住民側
で申告
要否の
判断を
すること
は難し
い その

4

本業務によ
り,個人の所
得を正確に
把握し，適
正な課税に
つなげてい
る。

3

申告会場
及び日程
の見直し，
賦課資料
整理業務
など関連業
務の効率
化による改
善の余地
はある。

平成22年分は，
旧三次市内の申
告会場の開始を
通常の確定申告
期間より一日早
めたが，平成23
年分は閏年のた
め通常の開始日
とした。前年と同
様に，会場準備
が整い次第申告
を開始し，申告
者の待ち時間軽
減に努めた。ま
た，所得税法の
改正があり公的
年金受給者で一
定条件の者は確
定申告が不要と
なったことで，確
定申告は減少，
住民税申告は増
加したが，相談
受付枚数総数は
前年比較で2％
減の8,189枚と
なった。

25,165

住
民
税
申
告
義
務
者

所得税の確定申
告時期に市内54
会場（延べ170会
場）で申告相談
を実施している。
（前年54会場延
べ163会場）

適切な申告相談
を実施し，所得
税・住民税の正
確な課税資料を
収集するととも
に，直接対話す
ることにより住民
税課税について
の理解を得る。

所得税の確定申告時期に併
せて，住民税の申告相談事
務を実施する。期間中は三
次税務署より臨時税理士の
許可を得ることで，市職員が
確定申告書の作成をするこ
とができ，納税者（住民）の
確定申告をサポートするとと
もに市・県民税の賦課事務
を適正に進めるものです。

申告受付相談業務は，申告
対象人口減少，高齢者申告
等の減少が考えられ，会場
数と住民サービスのバラン
スを考慮する必要がある。ま
た，同時期に当初賦課に向
けての賦課資料の入力業
務,その他通常業務も並行し
て行なうため，短期間に業
務量が集中している。申告
相談業務と当初賦課資料入
力事務の調整をとりながら,
電算システムを最大限活用
するなかで事務効率を上げ
ることが必要である。

課
税
課

申告相
談業務

16

19 C 継
続

継
続
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透明性の
確保，公正
な競争の促
進，適正な
施行の確
保，不正行
為の排除
等の基本
原則を順守
しながら，
より効率的
で迅速な事
業執行に努
める必要が
ある。

継
続

　入札・契約に
ついては，透
明性の確保・
公正な競争の
促進・適正な
施工の確保・
不正行為の排
除・暴力団等
の排除の徹底
を基本原則と
した上で，情
報の公表・施
工体制の適正
化，不正行
為・暴力団等
の排除措置に
引続き取り組
んでいく必要
がある。

4

　透明
性・公平
性の一
層の向
上。入
札・契約
情報の
公開。

4

　入札・
契約情
報の公
表。

4

　市の入
札・契約
を財政課
で集中し
実施する
ことによ
り，一定
の効果
が出てい
る。

5

　入札・
契約事
務につ
いては，
公平性・
公正性・
競争性
が求め
られ，市
が直接
実施す
るもので
ある。

4

　電子入札
での一般競
争入札（工
事）と指名
競争入札
（測量・設
計）の実
施。

4

　公共工事
のほとんど
を一般競
争入札で
行ってい
る。

　電子入札（一
般競争入札）の
継続実施。品質
確保のため，専
任の主任技術
者・監理技術者
の適正な配置等
を確保する。ま
た，予定価格を
公表した入札に
関しては，入札
時に工事内訳書
の提出を求める
ことを継続する。
入札契約に係る
情報を引続き
ホームページに
掲載した。

28,948

　
三
次
市
の
入
札
に
参
加
す
る
建
設
業
者
及
び
建
設
コ
ン
サ
ル

タ
ン
ト
業
者
等

　公平・公正な入
札（電子入札に
よる一般競争・
指名競争入札等
の実施）の実施
及びその契約の
締結。

　公平・公正で競
争性の高い調達
方法で，信頼性
の高い確実な工
事・業務委託等
の施工を確保す
る。

　三次市が発注する公共事
業の入札・契約に関する事
務を行う。特に三次市が発
注する公共工事については
「公共工事の入札及び契約
の適正化の促進に関する法
律」により，入札及び契約の
透明性の確保・公正な競争
の促進・談合その他の不正
行為の排除・契約された公
共工事の適正な施工の確保
が求められている。

　入札・契約の適正化の基
本原則である①透明性の確
保については，発注見通し，
入札契約に係る情報をさら
に充実させ判りやすく工夫し
た公表を推進する。②不正
工事の排除については，電
子入札の促進・入札方法の
改善（一般・指名競争の適
切な実施）に努める。③不正
行為の排除については，不
良不適格業者の排除・ダン
ピングの対応・入札契約のＩ
Ｔ化を推進する。④適正な施
工の確保については，丸投
げの全面禁止・施工体制（技
術者の配置・下請状況等）を
検査等で確認する。⑤暴力
団の排除については，三次
市建設工事暴力団対策措
置要綱により実施する。

財
政
課

公共工
事入
札・契
約

16

17 C 継
続

継
続
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無
継
続

職員の検
査能力の
向上によ
り，適正な
検査を実施
するととも
に，外部評
価など可能
な事務につ
いて調査，
研究を行
う。

継
続

　工事検査の
実施により，
検査人の能力
を高め，より適
正に検査を行
う必要があ
る。さらに，専
門的な知識の
活用及びコス
ト削減のた
め，外部委託
についても引
続き研究する
必要がある。3

　客観数
値（経審
数値）及
び主観
数値（工
事評定）
で格付
けを行う
ことによ
り，工事
の質の
向上が
図れる。

3

工事目
的物の
完成品
が市民
ニーズに
あったも
のか，確
認する
必要が
ある。

3

　外部委
託を行う
ことで，
コスト削
減が行
える。

2

　特に専
門的な
知識ま
たは技
能を必
要とする
ため，外
部に委
託し評定
の適正
化を図
る。

3

　同一検査
人が検査を
行うことで，
評定を同一
レベルで行
う。

3

　検査につ
いて1,000
万円以上
の土木工
事について
は，同一検
査人が行う
が，200万
円から
1,000万円
未満の工
事について
は，各課で
実施するた
め，評定が
同一レベル
とは言い難
い。

　1,000万円以上
は，同一検査人
が検査を実施し
評定を同一レベ
ルで行う。外部
委託可能な事務
について調査，
研究を行う。

7,237

　
市
が
発
注
す
る
建
設
工
事
等

。

　対象物が契約
図書に定められ
た出来形・品質
等であるか寸法
検査・機能検査
及び書類検査を
行う。また，その
検査に基づき工
事成績を評定す
る。

　対象物が適正
かつ良品質で構
築されること。

　市が発注した工事につい
て，工事の目的物が契約図
書に定められた出来形・品
質等であるか確認し，発注
者として工事目的物を受け
取る。また，工事成績を評価
することにより，請負者の適
正な選定（格付け）及び指導
育成を行う。

　①工事検査内容の共通認
識を図り，検査評定の統一
を図る。②検査の厳正を図
るため，外部委託を引続き
調査，研究を行う。

財
政
課

工事等
検査

25 B 継
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平成２４年度行政評価　事務事業評価一覧（２次評価結果）

※　各評価項目は，１～５の５段階で評価 ※　ランク：A:27～30　　B:22～26　　C:17～21　　D:12～16　　E:6～11

単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明
単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

施
策
番
号

拡大・縮小 改善の必要性H23年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

所
管

拡大・縮小 改善の必要性

分

野

大

項

目

開

始

年

度

中

項

目

定量分析

成果指標
活動指標 
単位あたり

コスト

手段の適切さ

事務
事業名

事業概要
今後の課題

（ミッションの達成との関
連）

合
計
点

目的 前年度の対応

１次 総合評価事務
事業
の対
象者
等

手段
ラ
ン
ク

H2
2年
度
評
価

活動指標

２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

H2
3年
度
評
価

市の役割 必要性

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

公売件数 件 3 1 2
Ｈ23年度：不
動産1件

H
2
2

242,333  売却価格 円 2,090,000 793,000 3,000,000

H
2
3

724,000  

H
2
4

363,400  

行動延人
数

2,747 2,674 2,500

各債権部単
独での実施
増により，支
所職員の行
動数が減
少。

H
2
2

6,826  回収金額 円 27,059,956 26,976,751 30,000,000

各債権部単
独行動月の
増加。

H
2
3

9,310  

H
2
4

4,361  

実施計画
策定業務 式 1 1 1

計画業務の
調整に係わ
る各部局と
の協議等は
随時行って
おり，その活
動量を測る
ことは困難
であるため，
業務一式と

H
2
2

2,180,000
計画の策
定 式 1 1 1

計画事業の
調整による
効果を検証
できる指標
の設定が困
難なため，
実施計画を
策定できた
かを成果指
標とした

H
2
3

2,171,000

H
2
4

2,398,440

入札件数 件 6 8 10

基金を安全
で確実に，ま
た有効に運
用することを
市民から求
められてい
るところであ
る。

H
2
2

168,095
年度末運
用益 円 100,856,486 140,021,730 120,000,000

平成23年度
においては，
基金が増設
されたことに
加えて公債
の購入等基
金運用を積
極的におこ
なったため，
運用利益が

H
2
3

90,500

H
2
4

72,680

有

1
積
極
的
な
情
報
公
開
と
市
民
と
の
情
報
共
有

有

4
内
容
の
改
善

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

8
事
務
事
業
の
効
率
化

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

有

6
成
果
の
向
上

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

無
継
続

　引き続
き，安全で
有利な運用
についての
情報収集に
努め，安全
性が担保さ
れることを
第一に運用
管理を実施
していく必
要がある。
また，低金
利の時代
のため，今
後とも財政
課と連携
し，細やか
な財政運用
を行うこと
が肝要であ
る。

継
続

　定型的な業
務であるが，
資金の管理運
用は必要であ
る。

4

自治体
における
財産の
効果的
な活用
による自
主財源
の確保
対策も
社会的
に求めら
れてい
る。

4

基金の
安全，確
実な管
理，運用
は市民
から求
められて
いるとこ
ろであ
る。

5

繰替等
にかかる
人件費
のみであ
り，コスト
削減余
地はな
い。

5

公金の
管理，運
用に係
る事業で
あり，市
の責任
で実施
すべきで
ある。

5

適切で効果
的な基金の
管理運用
は，健全な
財政運営に
つながる。

5

安全性を
第一にしな
ければなら
ないので，
国債・地方
債や定期
預金等によ
る基金運
用が適当
である。

724
市
民

①「三次市公金
管理及び運用基
準」及び「三次市
債券運用指針」
に基づいて管
理・運用する。②
各金融機関口座
を整理し，一括
運用を進める。
③ペイオフ対策
として，より安全
で有利な債券で
の運用比率を高
める。④定期預
金を預入する場
合は，各金融機
関の財務状況を
チェックするとと
もに，原則として
各金融機関に対
する地方債残高
の範囲内での運
用とし，見積書
の提出を求め有
利な運用先を選
定する。

適正で効果的な
基金の管理・運
用

「三次市公金管理及び運用
基準」第4条及び「三次市債
券運用指針」に基づいて安
全・有利に管理・運用する。

 ①基金の管理は，国債など
の債券で運用する方がメリッ
トが大きい。しかし，リスクを
最小限に抑えるため，取得
価格については，額面以下
とし，購入する債券は，残存
期間が概ね20年を超えない
債権とするなどの対策を講じ
ることが必須である。②ま
た，時機を見据えての定期
預金の預入れについては確
実な利息収入が見込めるた
め，綿密な計画を立てて基
金の運用にあたることが必
要である。

会
計
課

基金の
運用計
画

22

23 B 継
続

継
続

第
６
 

都
市

241

４
市
役
所
改
革

(

4

)

自
主
自
立
の
財
政
基
盤
づ
く
り

有

8
事
務
事
業
の
効
率
化

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

継
続

内部事務
の効率化を
図るととも
に，市民に
わかりやす
く，伝わり
やすい計画
づくりを進
め，あらゆ
る手段・機
会を通じて
市民へ情
報を公開
し，市民と
の価値観
の共有化を
図ることが
必要であ
る。

継
続

予算編成の前
段階での事業
の体系的計画
は必要性が高
い。このため，
今後「実施計
画」のあり方
は総合計画の
策定により検
討することとな
るが，現行の
実施計画と同
様の役割（事
業の体系的計
画）を持つ計
画は必要であ
る。

4

本計画
は長期
計画を
実現す
るための
中期計
画であ
り，計画
的・効率
的な施
策の推
進は社
会的にも
求めら
れてい
る。

4

本計画
は長期
計画を
実現す
るための
中期計
画であ
り，計画
的・効率
的な施
策の推
進は市
民からも
求めら
れてい
る。

3

直接的
な経費
負担は
なく人件
費が大
半である
が，事業
実施部
署での
事務を含
め，事務
の効率
化・簡素
化に努
める。

5

市政運
営の根
幹に関
わる業
務であ
り，本計
画の策
定は，市
が責任
を持って
行うべき
業務で
ある。

4

予算編成ま
でに行政評
価の結果等
も反映させ
ながら主要
事業の調整
が図られ
た。

3

施策の優
先度やそ
の施策に
有効な事
業の構成
などの調整
は，行政評
価との連携
を強めるこ
とにより，
向上の余
地がある。

副次的効果を持
つ事業につい
て，グルーピング
による再掲に
よって，より体系
的な計画の見せ
方を工夫した。

2,171
市
民

各部局の要望調
書によりヒアリン
グ等を行い，み
よし百年物語，
新市まちづくり計
画，財政計画及
び財政推計との
調整を図りなが
ら，３年間の実
施計画を策定す
る。

主要施策(事業)
を計画的，効率
的に推進するた
め。

三次市総合計画(みよし百年
物語)，新市まちづくり計画
(合併市町村建設計画)を基
本に，本市の主要政策を計
画的，効率的に実現するた
め，向こう3年間(平成24年度
～平成26年度)に実施する
主要事業を調整し，適切な
進行管理を行うことを目的に
策定し，毎年ローリング方式
により見直しを行っている。

〔新しい公共（市民との協
働）〕
三次市の主要事業を体系的
に取りまとめ，複数年度に
亘って情報提供することで，
市政への関心を喚起する。

今後の財政構造の中で，実
施計画の本質的役割を，ど
のように位置付けていくのか
が課題であり，総合計画以
下トータルシステムとしての
行政運営システムの中で位
置付けることが最適である。

企
画
調
整
課

実施計
画策定
業務

16

28 A 継
続

継
続

第
６
 

都
市

240

４
市
役
所
改
革

(

4

)

自
主
自
立
の
財
政
基
盤
づ
く
り

有

1
4
職
員
の
人
材
活
用
と
育
成

継
続

公平性の
堅持，歳入
確保のため
必要不可
欠な事業で
あり，「滞納
は許さな
い」という意
識を職員全
員が持ち，
引き続き実
施する。公
的債権・私
的債権担
当部局間
の情報共
有，行財政
改革対策
本部との連
携が必要で
ある。

継
続

各債権課によ
り，回収管理
意識が「債権
確保基本理
念」を統一的
な意識として
定着するまで
継続が必要。

5

義務の
履行で
ある。

5

義務の
履行で
ある。

5

時間外
勤務とな
る場合
は，フ
レックス
対応とし
ている。

5

市職員
に課せら
れた事
業である
ため，代
替性は
ない。

5

公的負担の
履行を求め
るものであ
る。

4

私的債権・
公的債権
共通滞納
者の情報
共有。

債権繰越額は対
前年比△３．４
５％(38,740,993
円)の効果となっ
ている。

24,895
市
民

三次市債権確保
対策本部で決定
される具体的方
針に基づき，市
職員が一丸と
なって公的負担
の履行と債権回
収を実施する。

自主納付の確立①市財政の確立②法律優
先の債権管理の確立③公
平性の堅持④自らの責任と
義務で納付する「自主納付」
の確立の，４つの基本理念
を根底に，三次市行財政改
革推進計画に則り，効率的
で市民から信頼を得られる
行政運営に資する。実施に
当たっては，三次市債権確
保対策本部会議において，
具体的取組みを審議決定
し，全庁職員をもってこの事
業を実施する

〔新しい公共（市民との協
働）〕
市民への納税意識の高揚を
図り，悪質滞納者への徹底
した法的処分を執行すること
により，市民間の公平性を
堅持する。

私的債権の回収に伴う知識
と技術的スキルの向上。少
額滞納債権に対する回収意
識の向上。

収
納
課

債権確
保対策
事業

16

29 A

第
６
 

都
市

239

４
市
役
所
改
革

(

4

)

自
主
自
立
の
財
政
基
盤
づ
く
り

無
継
続

ネット公売
も含め，よ
り有利に売
却できるよ
う引き続き
取り組む。

継
続

ヤフーのネット
オークションに
登録されてお
り適宜，出品
できる環境が
整っている。

5

ネットの
活用は
入札参
加者の
便宜を
図る意
味でも社
会的
ニーズ
は高い。

5

ネットの
活用は
入札参
加者の
便宜を
図る意
味でも市
民ニー
ズは高
い。

5

正常価
格につい
ての鑑
定を要す
るもので
あり，削
減の余
地はな
い。

5

公権力
の行使
であり，
市の役
割であ
る。

5

国税徴収法
に基づく強
制執行に係
る一連の手
続きであ
る。

4

広報，ホー
ムページに
掲載してお
り，改善の
余地が少
ない。

724

入
札
希
望
者

差押物件をより
高値で換価し市
税に充当する。

市民が自らの責
任において納税
することの理解。

インターネットを活用する
ネット公売は，従来型の公売
手法と比べ周知（宣伝効果）
において飛躍的に進歩した
手法である。より多くの入札
参加の機会を提供すること
となり，高値での換価処分が
可能となる。

公売，ネット公売は，税等の
債権を確保するための国税
徴収法に基づく行政手続き
である。動産，不動産の差
押から換価までの手続きに
ついても債権差押と同様に
公権力の行使である。よって
徴収職員の法令の理解，習
得や折衝能力等のスキル
アップが基本的に必要とされ
る。

収
納
課

公売・
ネット
公売

21

29 A 継
続

継
続

第
６
 

都
市

238

４
市
役
所
改
革

(

4

)

自
主
自
立
の
財
政
基
盤
づ
く
り
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平成２４年度行政評価　事務事業評価一覧（２次評価結果）

※　各評価項目は，１～５の５段階で評価 ※　ランク：A:27～30　　B:22～26　　C:17～21　　D:12～16　　E:6～11

単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明
単
位

H22
年
度

H23
年
度

H24
年
度

説明

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

総

合

評

価

判断理由
内

容

その
他の
内容

有

無

改
善
区
分

施
策
番
号

拡大・縮小 改善の必要性H23年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

所
管

拡大・縮小 改善の必要性

分

野

大

項

目

開

始

年

度

中

項

目

定量分析

成果指標
活動指標 
単位あたり

コスト

手段の適切さ

事務
事業名

事業概要
今後の課題

（ミッションの達成との関
連）

合
計
点

目的 前年度の対応

１次 総合評価事務
事業
の対
象者
等

手段
ラ
ン
ク

H2
2年
度
評
価

活動指標

２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

H2
3年
度
評
価

市の役割 必要性

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

保管換等
の実施回
数

回 24 15 15

収支計画に
基づき資金
に余裕があ
れば保管換
を積極的に
実施し，利息
を確保する。

H
2
2

60,583  運用益 円 1,060,763 1,431,359 1,500,000

資金を有効
に運用する
ため，保管
換することに
より運用益
を確保でき
る。

保管換額 千円 13,333,000 8,000,000,000 15,000,000,000

H
2
3

96,467  

H
2
4

96,907  

有

6
成
果
の
向
上

（
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し

）

28 A 継
続

継
続

無
継
続

今後も支出
予定の早
期把握に努
めながら，
四半期ごと
の資金運
用計画を立
て，効率的
な資金管理
を行う。

継
続

　定型的な業
務であるが，
資金の管理運
用は必要であ
る。

4

安全性と
確実性
を担保し
た資金
運用が
必要で
ある。

4

資金運
用は安
全性，確
実性が
最も重
要な要
素であ
り，基本
的な運
用の方
法につ
いては，
市民の
理解を
得ること
ができ
る。

5

資金運
用計画
の作成，
収支予
定の把
握にか
かるコス
トであ
り，削減
の余地
は小さ
い。

5

公金の
管理，運
用に係
る事項で
あり，市
でなけれ
ばできな
い。

5

運用につい
ては，一年
以内の運用
に限定され
るので，安
全性・確実
性を考慮
し，指定金
融機関での
定期預金等
による運用
が適切であ
る。借入に
ついては，
基金からの
繰替運用が
適切である
が，場合に
よっては，
民間金融機
関からの一
時借入によ
る資金繰り
も必要とな
る。

5

資金運用
の方法は，
安全性を
優先しなけ
ればならな
いので変
更の余地
が少ない。
しかし，各
職場の協
力によりよ
り精密な月
間収支計
画ができれ
ばさらに効
果的な資
金運用が
可能とな
る。

　効果的な資金
運用をさらにを
行うためには，
各課からの収支
計画報告が正確
なものでなくては
ならないので，財
政課との連携に
より，報告の正
確性を強化して
いく必要がある。

1,447
市
民

①各課の収支計
画に基づく資金
運用収支計画の
作成
②収入収支計画
に基づく資金運
用
　・支払い時期の
調整，基金から
の借入・返却（繰
替・繰戻），金融
機関からの借
入・返却，定期
預金等への預金
（保管換）

市民への新たな
負担を生じさせ
ない資金運用
（金融機関から
の一時借入をし
なくてもすむ資金
運用）

第
６
 

都
市

242

４
市
役
所
改
革

(

4

)

自
主
自
立
の
財
政
基
盤
づ
く
り

適正な資金運用を行うた
め，毎月各課から提出され
た収入収支計画に基づき，
月毎に資金運用収支計画を
立て，資金に不足が生じる
場合には，支払い時期の調
整または基金からの借入
（繰替），金融機関からの一
時借入で対応する。資金に
余裕がある場合は，定期預
金等で運用（保管換）するこ
とにより運用益を確保する。

「自主財源の確立」に寄与す
るため，資金の運用益の増
加と最小限度の借入を目指
す。そのためには，早い段階
での詳細な収支予定を把握
する必要があるが，収入予
定を把握することは困難で
ある。従って，不測の事態で
も対応できる決裁の仕組み
（一時借入金が必要な場合
の借入額・借入期間の設定
→各金融機関への借入利
率の照会→預入先決定）を
定着させることが課題であ
る。

会
計
課

資金の
運用計
画

22
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